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裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

一

裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る

控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方

│
続
々
・
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
の
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題

│

柳　
　

瀬　
　
　
　
　

昇

一　

本
稿
の
意
義

本
稿
は
、
本
誌
八
四
巻
二
号
所
収
の
拙
稿
「
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
の
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題
」
及
び
同
八
四

巻
三
号
所
収
の
拙
稿
「
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方

│
続
・

裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
の
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題
」
と
一
体
と
な
っ
て
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
を

め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

論　

説

（
八
三
九
）
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二

こ
れ
ら
の
既
発
表
論
文
の
う
ち
、
前
者
で
は
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
第
一
審
の
裁
判
の
判
決
を
裁
判
官
の
み
で
構
成
さ
れ
る
控
訴
審
が

破
棄
し
う
る
こ
と
の
正
統
性
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
員
の
参
加
し
た
裁
判
を
裁
判
官
の
み
で
構
成
さ
れ
る
裁
判

体
で
審
査
す
る
こ
と
の
正
統
性
は
、
控
訴
審
の
審
査
の
立
場
と
対
象
を
第
一
審
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な

わ
ち
、
控
訴
審
が
事
後
審
と
し
て
第
一
審
の
裁
判
の
判
決
の
内
容
の
過
誤
の
有
無
を
点
検
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
肯

認
し
う
る
。
そ
し
て
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
第
一
審
裁
判
所
に
つ
い
て
判
断
主
体
や
事
実
認
定
の
資
料
等
に
変
化
が
生
じ
る
こ

と
を
認
め
た
う
え
で
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
控
訴
審
が
審
査
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
第
一
審
の
裁
判
を
尊
重
す
る
と
い

う
立
場
か
ら
、
事
後
審
と
し
て
の
本
来
の
趣
旨
を
よ
り
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対

す
る
上
訴
審
の
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題
を
検
討
す
る
う
え
で
考
慮
す
べ
き
主
要
な
視
点
と
し
て
、
裁
判
員
が
第
一
審
の
裁
判
に
参

加
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
着
目
す
る
視
点
（
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
）
と
、
制
度
導
入
に
伴
い
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
強
化

さ
れ
た
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
視
点
（
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
重
視
論
）
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
（
1
）

。

ま
た
、
後
者
で
は
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討

し
た
が
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
裁
判
官
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
控
訴
審
が
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
審
査
す

る
こ
と
に
な
り
、
正
統
性
の
問
題
を
克
服
す
る
べ
く
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
に
依
拠
し
て
事
後
審
制
を
徹
底
す
る
こ
と
が
強
く
要
請

さ
れ
る
と
こ
ろ
、
判
例
が
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
依
拠
し
た
の
は
、
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
で
は
な

く
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
重
視
論
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
個
々
の
具
体
的
な
裁
判
の
内
容
へ
実
体
的
な
国
民
と
し
て
の
裁
判
員
が
直
接

に
参
加
し
た
と
い
う
事
実
や
そ
の
判
断
そ
れ
自
体
に
、
尊
重
す
べ
き
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
契
機
と
し
て

徹
底
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
と
い
う
手
続
構
造
の
面
を
、
最
高
裁
判
所
は
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
八
四
〇
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

三

本
稿
で
は
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
と
す
る
。

二　

量
刑
判
断
へ
の
裁
判
員
の
関
与
と
量
刑
資
料

1　

量
刑
判
断
へ
の
裁
判
員
の
関
与
の
意
義

わ
が
国
の
裁
判
員
制
度
は
、
諸
外
国
の
陪
審
制
度
と
は
異
な
り
、
事
実
認
定
の
み
な
ら
ず
量
刑
の
判
断
に
つ
い
て
も
裁
判
員
の
関
与
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
は
、「
裁
判
員
が
関
与
す
る
意
義
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
が
責
任
を
分
担
し
つ
つ
、
法
律
専
門
家
で
あ

る
裁
判
官
と
非
法
律
家
で
あ
る
裁
判
員
と
が
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
・
経
験
を
共
有
し
、
そ
の
成
果

を
裁
判
内
容
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
点
に
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
こ
の
よ
う
な
意
義
は
、
犯
罪
事
実
の
認
定
な
い
し
有
罪
・
無
罪
の

判
定
の
場
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
と
同
様
に
国
民
の
関
心
が
高
い
刑
の
量
定
の
場
面
に
も
妥
当
す
る
の
で
、
い
ず
れ
に
も
、
裁
判
員
が

関
与
し
、
健
全
な
社
会
常
識
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
提
言
し
て
い
た
（
2
）

。
酒
巻
匡
教
授
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
審
議
会
で

は
、「
刑
の
量
定
に
も
裁
判
員
が
関
与
す
る
こ
と
を
強
く
否
定
す
る
議
論
が
な
」
く
、「
む
し
ろ
、
量
刑
に
こ
そ
、
一
般
国
民
の
健
全
な
社

会
常
識
を
働
か
せ
て
専
門
家
と
協
働
決
定
す
る
こ
と
に
意
義
を
認
め
る
議
論
が
支
配
的
で
あ
っ
た
」
と
い
う
（
3
）

。

現
行
裁
判
否
定
論
に
基
づ
き
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
（
4
）

に
立
ち
、
制
度
設
計
の
初
期
の
段
階
で
陪
審
制
度
を
導
入
す
べ
き
と
主
張
し
て

い
た
論
者
の
多
く
は
、
新
た
な
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
を
陪
審
制
度
に
よ
り
近
い
も
の
と
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
た
め
、
裁
判
員
の
量

（
八
四
一
）
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四

刑
判
断
へ
の
関
与
に
は
必
ず
し
も
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
裁
判
員
制
度
に
懐
疑
的
な
姿
勢
を
取
り
陪
審
制
度
の
導
入
を
強
く

求
め
て
い
た
論
者
ら
は
、
事
実
認
定
に
つ
い
て
の
能
力
は
「
一
般
市
民
と
職
業
裁
判
官
と
の
間
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
」
が
、
量
刑
は

裁
判
員
の
「
能
力
を
超
え
る
」
こ
と
で
あ
り
、
量
刑
判
断
へ
の
関
与
に
よ
っ
て
「
市
民
参
加
が
か
え
っ
て
形
ば
か
り
の
も
の
に
な
る
可
能

性
が
生
じ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
（
5
）

。
裁
判
員
と
な
る
国
民
が
（
論
者
ら
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
職
業
裁
判
官
よ
り
も
優
れ
て
）
事
実
認
定
を
的
確

に
判
断
す
る
能
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
刑
の
量
定
に
関
し
て
も
適
正
・
妥
当
な
判
断
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
論
理
的
帰
結
が
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
議
論
を
一
転
さ
せ
て
、
量
刑
に
つ
い
て
は
裁
判
員
に
判
断
能
力
が
な
い
と
主
張
し
、
裁
判
員
の
量
刑

判
断
へ
の
関
与
を
明
確
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
浅
田
和
茂
教
授
は
、「
事
実
認
定
は
、
二
者
択
一
的
判
断
で
あ
っ
て
市
民

感
覚
に
よ
る
常
識
的
判
断
に
馴
染
む
」
一
方
で
、「
量
刑
は
量
的
判
断
で
あ
っ
て
一
定
の
経
験
と
専
門
的
知
見
を
要
す
る
総
合
的
判
断
で

あ
り
、
素
人
判
断
に
は
必
ず
し
も
適
し
て
い
な
い
と
い
え
」、「
ま
っ
た
く
知
識
も
経
験
も
な
い
者
に
量
刑
を
さ
せ
る
の
は
、
む
し
ろ
刑

法
・
刑
事
訴
訟
法
の
基
本
原
則
を
無
視
し
た
不
健
全
な
量
刑
に
導
く
危
険
が
高
」
く
、「
裁
判
員
裁
判
で
は
、
た
ま
た
ま
選
ば
れ
た
裁
判

員
の
意
向
次
第
で
、
同
種
事
件
に
お
け
る
大
幅
な
量
刑
の
格
差
が
生
じ
、
公
平
な
量
刑
が
損
な
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
」
と
懸
念
す
る
（
6
）

。

こ
の
よ
う
な
量
刑
判
断
に
つ
い
て
の
裁
判
員
無
能
論
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
の
、
裁
判
員
裁
判
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
か
を
見

込
ん
だ
う
え
で
、
裁
判
員
の
量
刑
判
断
へ
の
関
与
を
懐
疑
的
に
見
る
向
き
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
五
十
嵐
二
葉
弁
護
士
は
、
制
度
施
行
以

前
の
段
階
で
、「
裁
判
員
に
量
刑
を
行
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
は
、
裁
判
員
は
裁
判
官
の
も
っ
て
い
る
既
存
の
量
刑
相
場
に
従

う
か
、
も
し
〔
評
議
に
お
い
て
〕
意
見
を
言
う
と
す
れ
ば
、
マ
ス
コ
ミ
の
提
供
す
る
見
解
が
、
裁
判
員
の
見
解
と
い
う
形
を
借
り
て
反
映

さ
れ
る
と
い
う
実
態
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
た
（
7
）

。
原
田
國
男
元
判
事
も
、
量
刑
判
断
へ
の
裁
判
員
の
関
与
に
肯
定
的

な
立
場
を
採
り
つ
つ
、「
確
か
に
、
一
般
国
民
の
量
刑
感
覚
は
、
本
来
の
素
朴
な
正
義
感
情
を
ベ
ー
ス
に
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
よ
っ
て
バ
イ

（
八
四
二
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

五

ア
ス
が
加
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
日
本
の
裁
判
の
量
刑
は
被
害
者
を
考
慮
し
て
、
も
っ
と
重
く
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
傾
向
に
あ
り
（
8
）

」、「
裁
判
員
が
マ
ス
コ
ミ
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
重
罰
思
考
を
そ
の
ま
ま
刑
事
裁
判
に
持
ち
込
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

役
割
は
、
刑
の
重
罰
化
と
な
っ
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
た
（
9
）

。
も
と
よ
り
、
こ
の
点
、
原
田
元
判

事
は
、「
刑
の
重
罰
化
こ
そ
が
国
民
の
常
識
で
あ
り
、
そ
の
意
見
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
刑
事
裁
判
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
の
制
度
の

導
入
目
的
に
合
致
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
司
法
民
主
化
の
成
果
と
し
て
評
価
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ

う
」
し
、「
重
罰
化
が
何
故
悪
い
の
か
と
い
う
次
元
の
問
題
で
あ
る
」
と
も
主
張
し
て
い
た
（
10
）

。

一
般
の
国
民
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
が
量
刑
判
断
に
関
与
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
立
法
者
意
思
は
先
に
引
用
し
た
審
議

会
意
見
書
の
記
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
付
加
的
な
説
明
は
施
さ
れ
て
い
な
い
（
11
）

が
、
事
実
認
定
へ
の
関
与
の
場
合
と
比
較
す
る

と
、
そ
の
説
明
は
必
ず
し
も
十
分
に
明
快
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
し
か
に
事
実
認
定
に
関
し
て
は
、「
あ
る
事
実
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
を
一
定
の
資
料
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
日
常
の
社
会
生
活
で
普
通
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
経
験
は
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
事
実

認
定
に
直
接
に
活
か
さ
れ
る
」
し
、「
事
実
認
定
プ
ロ
セ
ス
で
必
要
と
さ
れ
る
証
拠
の
評
価
や
経
験
則
の
適
用
は
、
社
会
生
活
で
培
わ
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
経
験
を
活
用
で
き
る
」
と
し
て
も
、「「
刑
の
量
定
」
を
市
民
が
社
会
生
活
で
経
験
す
る
こ
と
は
な
い
」
か
ら
で
あ

る
（
12
）

。国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
裁
判
内
容
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
点
を
重
視
し
て
、
裁
判
員
が
量
刑
に
関
与
す
る
こ
と
に
つ
き
懐
疑
的
な

立
場
を
採
る
学
説
も
あ
る
。
例
え
ば
、
本
庄
武
教
授
は
、
裁
判
員
法
の
立
法
過
程
の
中
盤
段
階
の
時
点
に
お
い
て
、「
量
刑
に
市
民
が
参

加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
市
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
量
刑
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
が
、「
こ
の
市
民
の
健
全
な
社
会
常
識

と
は
、
市
民
の
素
朴
な
応
報
感
情
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
」、「
こ
れ
は
刑
罰
を
も
っ
ぱ
ら
犯
罪
に
対
す
る
応
報
と
し
て
捉
え
る
絶
対

（
八
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

六

的
応
報
刑
論
の
発
想
で
あ
る
」
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
、「
正
し
い
応
報
で
あ
る
た
め
に
は
、
刑
罰
が
公
平
に
科
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
が
、「
市
民
の
意
見
…
…
の
み
に
依
拠
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
科
さ
れ
る
刑
罰
は
市
民
に
よ
る
犯
罪
者
へ
の
復
讐
（vengeance

）

と
な
っ
て
し
ま
い
、
正
義
の
要
請
を
充
足
し
得
な
く
な
る
」
と
予
測
し
た
う
え
で
、「
裁
判
員
の
関
与
方
法
と
し
て
は
、
量
刑
に
つ
い
て

意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
が
、
評
決
に
参
加
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
」
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
た
（
13
）

。
ま
た
、
制
度
施

行
後
も
、
髙
山
佳
奈
子
教
授
は
、「
仮
に
、
民
主
主
義
的
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
、
裁
判
員
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の

多
数
が
正
し
い
と
思
う
判
断
を
す
べ
き
だ
と
考
え
た
と
す
る
と
、
国
民
の
間
で
、
職
業
裁
判
官
に
よ
る
量
刑
が
軽
す
ぎ
る
と
い
う
意
見
が

多
数
を
占
め
て
い
た
場
合
に
は
、
裁
判
員
と
し
て
は
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
量
刑
を
重
く
す
べ
き
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
が
、「
一

般
国
民
が
持
っ
て
い
る
観
念
と
、
法
律
の
考
え
方
と
が
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
」
が
あ
り
、「
一
般
人
が
抽
象
的
に
持
っ
て
い
る
観
念
を

「
社
会
常
識
」
と
し
て
裁
判
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
法
制
度
の
基
本
的
な
理
念
に
反
す
る
結
論
や
、
不
当
な
結
論
が
導
か
れ
て
し

ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
」
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
（
14
）

。

一
方
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
を
考
え
る
う
え
で
、
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
裁
判
内
容
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
要
素
と
並
べ
て
審
議

会
意
見
書
が
重
視
す
る
点
が
、
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
知
識
・
経
験
の
共
有
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
裁
判
員
の
み
で

0

0

0

0

0

0

量
刑
判
断
が
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、「
正
義
の
要
請
を
充
足
し
得
な
く
な
る
」
お
そ
れ
も
否
定
で
き
な

い
が
、
わ
が
国
の
裁
判
員
制
度
で
は
、
裁
判
員
は
必
ず
裁
判
官
と
と
も
に

0

0

0

0

0

0

0

合
議
体
を
構
成
し
裁
判
を
行
う
。
量
刑
判
断
に
裁
判
員
が
関
与

す
る
こ
と
の
意
義
は
、
裁
判
員
が
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
裁
判
官
と
の
協
働
で
行
わ
れ
る
と
い

う
点
を
重
視
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
を
強
く
意
識
し
て
、
裁
判
員
が
量
刑
に
関
与
す
る
こ
と
の
意
義
を
理
論
的
に
整
理
し
た
の
が
、
酒
巻
教
授
で
あ
る
。

（
八
四
四
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

七

す
な
わ
ち
、
酒
巻
教
授
は
、
国
民
の
司
法
参
加
の
態
様
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
、
欧
米
の
陪
審
制
度
の
よ
う
な
分
担
型
と
わ
が
国
の

裁
判
員
制
度
の
よ
う
な
一
体
型
と
に
二
分
し
、
量
刑
の
判
断
主
体
に
関
し
て
、
そ
の
思
想
的
背
景
を
解
析
す
る
。「
陪
審
制
度
の
決
定
的

特
色
は
、「
一
般
の
国
民
の
み
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
判
断
機
関
（
陪
審
）
が
、
職
業
裁
判
官
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
役
割
を
担
っ
て
、
刑

事
裁
判
の
過
程
に
関
与
す
る
と
こ
ろ
に
あ
」
り
、「
被
告
人
に
対
す
る
刑
罰
権
力
の
個
別
的
発
動
の
根
拠
と
さ
れ
る
犯
罪
事
実
の
存
否
の

確
定
、
す
な
わ
ち
専
門
家
・
官
憲
た
る
検
察
官
に
よ
っ
て
刑
事
訴
追
さ
れ
た
被
告
人
が
、
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
て
処
罰
に
値
す
る
当
該

所
為
を
な
し
た
の
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
一
般
国
民
か
ら
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
陪
審
に
よ
る
専
権
的
判
断
事
項
で
あ
り
、
こ
れ
を
専
門

家
・
官
憲
の
判
断
作
用
に
委
ね
譲
り
渡
す
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
考
え
方
」
が
あ
る
が
、「
そ
の
背
後
に
は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
、

「
司
法
」
官
憲
を
も
含
む
官
憲
の
手
に
よ
る
刑
罰
権
力
行
使
に
対
す
る
、
徹
底
的
な
不
審
・
警
戒
の
念
が
在
る
」
と
い
う
。「
い
か
な
る
所

為
を
犯
罪
と
し
、
ど
の
程
度
の
刑
量
で
処
罰
す
る
か
の
一
般
的
要
件
・
効
果
は
、
各
法
域
の
刑
法
典
と
し
て
各
法
域
の
議
会
…
…
に
よ
り

民
主
的
に
決
定
さ
れ
、
刑
罰
権
力
発
動
の
前
提
要
件
と
大
枠
は
「
民
意
」
に
基
づ
」
き
、
ま
た
、「
個
別
事
案
に
お
い
て
、
証
拠
に
基
づ

き
被
告
人
の
所
為
の
存
否
と
こ
れ
が
犯
罪
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
も
、
一
般
国
民
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
陪
審
に
よ
っ
て
専
権
的
に

判
断
さ
れ
る
」
一
方
で
、「
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
…
…
ま
た
は
陪
審
に
よ
っ
て
有
罪
評
決
を
受
け
た
被
告
人
に
対
す
る
個
別
的
量

刑
は
、
多
様
な
資
料
…
…
に
基
づ
い
た
司
法
官
憲
の
専
門
的
判
定
に
委
ね
て
も
良
い
と
い
う
考
え
方
が
見
て
取
れ
る
」
と
い
う
（
15
）

。

こ
の
よ
う
な
「
分
担
型
＝
陪
審
制
度
型
の
背
後
に
あ
る
刑
事
司
法
観
」
に
対
し
て
、「
一
体
型
で
、
刑
の
量
定
に
つ
い
て
も
、
裁
判
官

と
裁
判
員
が
「
協
働
」
決
定
す
る
と
い
う
わ
が
国
の
制
度
設
計
の
背
景
に
、
…
…
徹
底
し
た
官
憲
に
対
す
る
不
審
・
警
戒
を
見
い
だ
す
こ

と
は
困
難
で
あ
」
り
、
む
し
ろ
、「
刑
罰
法
令
の
適
正
な
適
用
実
現
と
い
う
刑
事
裁
判
の
基
本
目
標
（
刑
訴
一
条
）
に
向
け
て
、
国
家
刑
罰

権
力
の
発
現
過
程
の
中
核
的
部
分
を
専
門
家
と
一
般
国
民
が
共
に
担
い
…
…
、
両
者
が
そ
の
専
門
性
と
健
全
な
社
会
常
識
に
基
づ
く
相
互

（
八
四
五
）
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八

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
法
の
目
標
を
よ
り
良
く
実
現
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
裁
判
員
制
度
の
想
定
す
る
理
想
型
で
あ
る
」
と
こ

ろ
、
犯
情
は
わ
が
国
の
量
刑
に
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
制
度
の
構
造
上
も
、
こ
の
よ
う
な
犯
情
に
係
る
事

実
の
審
理
・
証
拠
調
べ
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
裁
判
員
に
、
敢
え
て
量
刑
判
断
に
関
与
す
る
機
会
を
失
わ
せ
て
、
陪
審
制
度
型
の

よ
う
に
、
量
刑
は
専
ら
裁
判
官
の
領
分
と
す
る
制
度
設
計
を
行
う
積
極
的
な
理
由
は
考
え
難
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
（
16
）

。

さ
ら
に
、「
刑
事
司
法
作
用
の
重
要
な
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
有
罪
と
認
め
ら
れ
た
者
に
的
確
な
、
す
な
わ
ち
客
観
的
に
納
得
の
得
ら
れ

る
刑
罰
を
科
す
こ
と
に
あ
る
」
が
、「
当
該
被
告
人
や
犯
罪
被
害
者
は
も
と
よ
り
、
一
般
国
民
の
刑
事
司
法
作
用
に
対
す
る
最
も
大
き
な

関
心
事
が
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
の
量
刑
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
刑
事
司
法
に
対
す
る
理
解
の
増
進
と
信
頼
の
向
上
と
い

う
法
目
的
に
と
っ
て
、
量
刑
判
断
へ
の
裁
判
員
の
直
接
関
与
こ
そ
が
こ
の
制
度
の
大
き
な
眼
目
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
」
と
も
述
べ
る
（
17
）

。
こ

こ
で
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
し
て
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
を
排
し
て
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
を
明
確
に
支
持
す
る
酒
巻
教
授
（
18
）

が
、

そ
の
意
義
と
の
関
連
で
量
刑
判
断
に
つ
い
て
の
裁
判
員
の
関
与
を
説
明
し
よ
う
と
取
り
組
ん
で
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
、
酒
巻
教
授
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
量
刑
は
、「
一
定
の
証
拠
に
基
づ
き
特
定
の
事
実
の
存
否
を
認
定
・
判
断
す
る
と
い

う
作
業
に
比
し
て
、
は
る
か
に
複
雑
多
面
的
な
考
慮
・
勘
案
を
求
め
ら
れ
る
作
業
で
あ
る
（
19
）

」。
し
た
が
っ
て
、
量
刑
は
「
非
法
律
家
で

あ
っ
て
も
、「
常
識
的
感
覚
」
さ
え
有
し
て
い
れ
ば
、
判
断
者
と
し
て
裁
判
官
と
対
等
の
適
格
が
あ
る
と
い
う
理
解
」
に
つ
い
て
は
、「
全

面
的
に
し
た
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
20
）

。
小
池
信
太
郎
教
授
の
述
べ
る
と
お
り
、「
と
に
か
く
理
性
的
な
い
し
常
識

的
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
刑
を
決
め
て
も
よ
い
と
は
考
え
ら
れ
て
」
お
ら
ず
、「
そ
こ
に
は
、
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
理
論
的
枠

組
み
や
、
量
刑
事
情
の
評
価
の
仕
方
な
ど
を
め
ぐ
る
様
々
な
不
文
の
ル
ー
ル
が
あ
」
る
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
量
刑
は
と
に
か
く
判
断
者

の
理
性
な
い
し
健
全
な
常
識
に
よ
っ
て
決
め
れ
ば
よ
い
も
の
で
あ
る
か
ら
専
門
的
な
法
的
知
見
は
重
要
で
な
い
と
い
う
理
解
を
、
そ
の
ま

（
八
四
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

九

ま
の
形
で
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
21
）

」。

な
お
、
量
刑
判
断
に
お
け
る
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
役
割
に
関
し
て
、
裁
判
員
制
度
の
下
で
は
、
裁
判
員
こ
そ
が
中
心
的
な
判
断
者
と

な
り
、
裁
判
官
は
あ
く
ま
で
そ
れ
を
補
助
す
る
役
割
を
担
う
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
理
解
（
22
）

に
立
て
ば
（
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
理

解
は
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
に
親
和
的
で
あ
る
（
23
）

）、
裁
判
官
は
裁
判
員
の
自
由
な
判
断
を
極
力
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
し
て
や
裁
判
官
が

裁
判
員
の
議
論
を
指
導
す
る
こ
と
を
認
め
る
余
地
は
一
切
な
か
ろ
う
。

一
方
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
立
た
ず
、
裁
判
官
と
裁
判
員
と
は
協
働
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
（
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は

理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
に
親
和
的
で
あ
る
）、
量
刑
評
議
に
お
け
る
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
員
へ
の
指
導
的
役
割
を
積
極
的
に
肯
認
し
う
る
こ

と
に
な
る
。
小
池
教
授
は
、「
量
刑
の
た
め
に
判
断
を
要
す
る
事
項
の
な
か
に
は
、
専
門
的
・
技
術
的
な
法
的
知
見
を
駆
使
し
た
統
一
的

判
断
を
な
す
べ
き
必
要
性
が
強
い
こ
と
か
ら
、
裁
判
官
の
判
断
を
優
先
す
べ
き
要
請
が
強
く
働
く
も
の
（
専
門
的
判
断
事
項
）
と
、
必
ず
し

も
そ
う
い
え
ず
、
あ
る
い
は
一
定
の
条
件
下
で
、
非
法
律
家
を
も
含
め
た
一
般
国
民
の
常
識
的
感
覚
を
生
か
し
て
判
断
す
べ
き
だ
か
ら
、

そ
の
た
め
に
裁
判
官
と
裁
判
員
が
対
等
な
立
場
で
評
議
す
べ
き
事
項
（
協
働
的
判
断
事
項
）
が
あ
る
」
と
し
、
量
刑
の
過
程
を
四
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
専
門
的
判
断
事
項
と
協
働
的
判
断
事
項
と
に
分
類
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
（
24
）

う
え
で
、「
裁
判
官
は
、
評

議
に
お
い
て
、
様
々
な
ス
タ
ン
ス
で
裁
判
員
に
接
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
、
前
者
の
協
働
的
判
断
事
項
に
つ
い
て
は
、
自
己
と

裁
判
員
は
判
断
者
と
し
て
対
等
で
あ
る
（
べ
き
だ
）
と
い
う
認
識
の
下
、
裁
判
員
か
ら
も
な
る
べ
く
自
由
で
率
直
な
意
見
を
引
き
出
す
よ

う
に
配
慮
し
、
そ
れ
が
自
己
の
見
解
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
も
、
非
理
性
的
な
い
し
非
常
識
的
な
も
の
で
な
い
限
り
は
そ
れ
な

り
に
尊
重
し
、
妥
協
点
を
探
る
と
い
う
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
と
る
べ
き
で
あ
る
」
の
に
対
し
て
、「
後
者
の
専
門
的
判
断
事
項
に
つ
い
て

は
、「
刑
の
量
定
」
に
裁
判
員
が
関
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
の
趣
旨
は
本
来
的
に
は
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
は
、
法

（
八
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
〇

解
釈
学
等
に
関
す
る
優
越
的
知
見
を
背
景
に
、
自
己
の
判
断
を
前
面
に
出
し
て
裁
判
員
に
そ
れ
に
従
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
強
く
働
き
か
け

る
と
い
う
意
味
で
、
積
極
的
な
リ
ー
ド
を
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
法
律
専
門
家
と
し
て
の
裁
判
官
の
義
務
と
い
う

べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
25
）

。

つ
ま
り
、
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
裁
判
員
の
関
与
す
る
量
刑
判
断
に
つ
い
て
、
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
協
働
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
裁

判
員
の
判
断
を
全
面
的
に
尊
重
す
べ
き
と
い
う
単
純
な
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
は
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
事
項
次
第
で
は
、

裁
判
官
の
専
門
的
な
判
断
の
ほ
う
が
優
越
す
る
と
解
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。

2　

裁
判
員
の
関
与
に
伴
う
量
刑
の
傾
向
の
変
化
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価

裁
判
員
の
量
刑
判
断
へ
の
関
与
に
関
連
し
て
、
裁
判
員
の
給
源
と
な
る
一
般
の
国
民
と
法
律
専
門
家
で
あ
る
裁
判
官
と
で
は
、
量
刑
に

対
す
る
意
識
が
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
員
制
度
施
行
以
前
に
行
わ
れ
た
司
法
研
修
所
の
司
法
研
究
等
で
明
ら
か

と
な
っ
て
い
た
（
26
）

。

こ
の
平
成
一
五
年
度
司
法
研
究
は
、
量
刑
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
一
般
の
国
民
と
裁
判
官
に
対
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

「
裁
判
員
制
度
下
で
の
量
刑
に
つ
い
て
の
評
議
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
項
」
と
し
て
、（
一
）「
一
般
国
民
と
裁
判

官
の
量
刑
意
識
は
、
一
般
国
民
全
体
と
の
関
係
で
み
る
と
、
個
々
の
量
刑
因
子
そ
れ
自
体
の
扱
い
方
や
事
例
間
の
軽
重
バ
ラ
ン
ス
等
に
お

い
て
は
概
ね
共
通
で
あ
る
が
、
一
般
国
民
の
中
に
は
、
一
定
の
割
合
で
明
ら
か
に
裁
判
官
と
は
違
う
量
刑
感
覚
を
有
す
る
者
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
」、（
二
）「
一
般
国
民
の
中
に
は
量
刑
に
つ
い
て
感
覚
的
な
決
め
方
を
す
る
者
が
存
在
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
」、

（
三
）「
具
体
的
事
例
に
お
い
て
、
個
々
の
量
刑
因
子
の
評
価
が
共
通
に
な
る
と
、
具
体
的
量
刑
意
見
が
一
般
国
民
相
互
の
間
で
も
集
約
的

（
八
四
八
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

一
一

に
な
り
、
裁
判
官
の
意
見
と
の
関
係
で
も
共
通
的
に
な
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
」、（
四
）「
量
刑
の
評
議
に
お
け
る
同
種
先
例
の
量
刑
情

報
の
提
供
に
つ
い
て
…
…
一
般
国
民
の
ニ
ー
ズ
が
極
め
て
高
い
」
が
、
一
般
国
民
は
「
同
種
先
例
の
量
刑
情
報
は
資
料
と
し
て
利
用
す
る

が
、
そ
れ
に
大
き
な
重
き
は
置
か
な
い
」
傾
向
が
あ
る
こ
と
、（
五
）「
量
刑
決
定
に
当
た
っ
て
一
般
国
民
が
知
り
た
い
と
考
え
て
い
る
情

報
は
多
様
で
あ
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
た
（
27
）

。

裁
判
員
制
度
導
入
以
前
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
で
は
、「
先
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
目
に
見
え
な
い
基
準
と
し
て
、「
量

刑
相
場
」
な
る
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
が
同
種
事
例
間
の
量
刑
の
ば
ら
つ
き
を
最
小
限
に
押
さ
え
、
公
平
性
を
確
保
す
る
機
能
を
果
た
し

て
き
た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
28
）

。
原
田
元
判
事
に
よ
れ
ば
、
量
刑
相
場
と
は
、「
同
種
・
同
性
質
・
同
程
度
の
行
為
を
内
容
と
す
る
事
件
に
対

し
て
は
、
同
刑
量
の
刑
罰
を
適
用
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
」
り
、「
長
年
の
実
務
に
お
い
て
形

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
熟
達
し
た
裁
判
官
で
あ
れ
ば
、
一
応
身
に
付
け
て
い
る
認
識
判
断
」
で
あ
る
（
29
）

。「
長
年
の
経
験
に
よ
っ
て
体
得

し
た
一
種
の
勘
」
で
あ
る
（
30
）

と
か
、「
裁
判
官
の
体
験
的
感
覚
と
し
て
認
識
さ
れ
た
基
準
」
で
あ
る
（
31
）

な
ど
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

「
裁
判
官
は
じ
め
刑
事
裁
判
に
関
与
す
る
実
務
家
ら
の
一
種
の
体
験
的
感
覚
で
こ
れ
を
知
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
面
の
あ
る
（
32
）

」
た
め
、
当

然
な
が
ら
、
一
般
の
国
民
で
あ
る
裁
判
員
は
そ
れ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
量
刑
相
場
を
体
得
し
て
い
な
い
裁
判
員
が

量
刑
判
断
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
量
刑
の
傾
向
が
こ
れ
ま
で
と
比
べ
て
変
化
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。

こ
の
点
、
制
度
施
行
以
前
の
段
階
で
、
中
川
博
之
判
事
は
、「
量
刑
の
評
議
に
裁
判
員
が
対
等
の
立
場
で
加
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一

般
国
民
の
感
覚
を
個
々
の
事
件
の
量
刑
判
断
に
生
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
裁
判
官
の
み
に
よ
る
判
断
の
積
み
重
ね
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
量
刑
相
場
が
動
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
た
（
33
）

。
ま
た
、
井
田
良
教
授
も
、「
裁
判
員

制
度
の
下
で
の
量
刑
は
、
従
来
の
量
刑
相
場
か
ら
の
離
反
、
ま
た
同
時
に
、
量
刑
の
相
互
的
ば
ら
つ
き
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
」
を

（
八
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
二

予
想
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、「
従
来
の
量
刑
相
場
か
ら
の
離
反
は
、
…
…
そ
れ
が
法
的
な
拘
束
力
を
持
つ
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
以
上
、
直
ち
に
は
問
題
視
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
し
、
と
り
わ
け
市
民
の
司
法
参
加
の
制
度
を
導
入
す
る
以
上
は
、
そ
れ

が
「
一
般
市
民
の
常
識
的
な
感
覚
に
よ
り
法
律
専
門
家
の
偏
見
を
是
正
す
る
」
と
い
う
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
、
積
極
的
に
意
図
さ
れ
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

と
さ
え
い
う
べ
き
で
あ
」
り
、「
量
刑
に
相
互
的
な
ば
ら
つ
き
を
あ
る
程
度
生
じ
る
こ
と
も
「
織
り
込
み
済
み
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
主
張
す
る
（
34
）

。
池
田
修
元
判
事
も
、
裁
判
員
法
の
注
釈
書
の
法
施
行
以
前
の
時
点
で
の
最
新
版
に
お
い
て
、「
裁
判
員
が
量
刑
判
断

に
加
わ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
は
、
本
制
度
が
施
行
さ
れ
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
従
来
と
は
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、
一
般
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
反
映
す
る
た
め
に
裁
判
員
の
量
刑
へ
の
関
与
も
認
め
る
制
度
を
導
入
す
る
以
上
、
変
わ
る
べ
き

0

0

0

0

0

で
あ
ろ
う

0

0

0

0

」
と
述
べ
て
い
た
（
35
）

。
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
裁
判
員
が
量
刑
判
断
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
前
の
裁
判
官
の
み

に
よ
る
量
刑
相
場
が
変
化
し
う
る
こ
と
を
実
態
と
し
て
見
込
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
と
も
に
、
一
般
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
裁
判
に
反
映
す
る
と
い
う

制
度
趣
旨
を
重
視
し
て
、
規
範
的
に
変
化
す
べ
き
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
の
主
張
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
36
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
髙
山
教
授
は
、「
制
度
が
変
わ
る
以
上
量
刑
相
場
も
変
動
す
べ
き
だ
、
と
考
え
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
」
と
し
て

い
た
（
37
）

。
す
な
わ
ち
、
同
教
授
は
、「
裁
判
所
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
量
刑
に
対
し
て
は
世
論
の
批
判
も
あ
っ
た
が
、
多
く
の
場
合
、
一
般
人

は
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
報
道
か
ら
得
た
限
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
直
感
的
な
判
断
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
前
提
に
基

づ
く
批
判
が
裁
判
官
の
判
断
よ
り
も
合
理
的
で
あ
る
根
拠
は
な
」
く
、「
裁
判
員
に
は
、
法
律
が
前
提
と
し
て
い
る
各
種
の
基
本
理
念
や
、

刑
罰
の
内
容
・
効
果
な
ど
に
関
す
知
識
が
欠
け
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
が
原
因
で
量
刑
判
断
が
拡
散
す
る
余
地
が
あ
る
」
た
め
、

「
そ
の
こ
と
〔
量
刑
の
基
礎
と
な
る
事
実
認
定
に
裁
判
員
の
知
識
や
経
験
を
活
用
さ
せ
る
意
義
〕
は
、
量
刑
の
幅
が
上
下
に
拡
張
さ
れ
る

こ
と
を
是
認
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
（
38
）

。
も
と
よ
り
、
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
前
節
で
も
確
認
し
た
と
お
り
、
わ
が
国

（
八
五
〇
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

一
三

の
裁
判
員
制
度
に
お
い
て
、
量
刑
判
断
は
、
裁
判
員
の
み
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
と
の
協
働
で
行
わ
れ
る
た
め
、
裁
判
員
に

欠
け
る
知
識
等
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
適
切
に
補
充
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
さ
れ
る
べ
き
で
も
あ
る
た
め
、
協
働
の
理
念
を
重
視
す
る
限
り
、

か
か
る
懸
念
は
払
拭
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

先
に
挙
げ
た
平
成
一
五
年
度
司
法
研
究
は
、「
価
値
観
が
変
化
し
、
ま
た
、
多
様
化
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
現
状
の
中
で
、
裁
判
員
制

度
が
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
裁
判
官
だ
け
で
量
刑
を
決
め
る
場
合
と
比
較
し
て
結
論
が
異
な
る
場
合
が
生
じ
得
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（
39
）

。
ま
た
、「
量
刑
を
含
め
た
裁
判
結
果
に
一
般
国
民
の
意
識
を
反
映
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
や
、
同
種
先
例
の
量
刑
情
報
を
参
照
す
る
が
大
き
な
重
き
は
置
か
な
い
と
い
う
…
…
一
般
国
民
の
考

え
方
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
員
制
度
導
入
後
に
形
成
さ
れ
る
「
量
刑
相
場
」
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
一
段
と
幅
の
広
い
も
の
に
な
り
、
基
準

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
よ
り
緩
や
か
な
「
こ
れ
ま
で
の
量
刑
の
傾
向
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
」
と
も

い
う
（
40
）

。
な
お
、
平
成
一
五
年
度
司
法
研
究
で
は
、
量
刑
相
場
に
代
え
て
量
刑
の
傾
向
と
い
う
概
念
が
新
た
に
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
概
念

は
、
学
説
上
も
支
持
さ
れ
て
お
り
（
41
）

、
後
述
す
る
判
例
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
以
下
、
量
刑
傾
向
と
い
う

語
を
用
い
つ
つ
、
特
に
、
裁
判
員
制
度
導
入
以
前
の
従
来
の
裁
判
官
の
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
そ
れ
を
指
す
場
合
の
み
、
量
刑
相

場
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

3　

裁
判
員
に
と
っ
て
の
従
前
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
量
刑
相
場
の
意
義

前
節
で
確
認
し
た
と
お
り
、
従
前
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
刑
事
裁
判
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
量
刑
相
場
が
機
能
し
て
お
り
、
裁
判
体

（
八
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
四

が
異
な
ろ
う
と
も
同
種
事
案
間
で
の
量
刑
の
著
し
い
ば
ら
つ
き
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
き
た
（
42
）

。
で
は
、
裁
判
員
制
度
下
で
新
た

に
量
刑
判
断
に
関
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
裁
判
員
は
、
量
刑
相
場
な
い
し
量
刑
傾
向
を
参
考
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

「
ど
の
よ
う
な
重
さ
の
刑
を
科
す
か
と
い
う
判
断
は
、
裁
判
員
と
し
て
は
普
段
し
た
こ
と
が
な
い
判
断
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
感
覚
が
重

要
と
い
っ
て
も
、
何
ら
か
の
資
料
や
思
考
の
出
発
点
が
な
け
れ
ば
、
判
断
に
窮
し
て
」
困
惑
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
（
43
）

。
最
高
裁
判
所
事

務
総
局
刑
事
局
は
、
裁
判
員
制
度
施
行
に
先
立
ち
行
っ
た
模
擬
裁
判
を
通
じ
て
、「
刑
法
所
定
の
刑
罰
の
幅
は
広
く
、
事
実
認
定
を
し
た

後
、
検
察
官
の
求
刑
や
弁
護
人
の
量
刑
意
見
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
判
断
材
料
の
な
い
状
態
で
具
体
的
な
量
刑
意
見
を
述
べ
よ
と

言
っ
て
も
そ
れ
は
裁
判
員
に
不
可
能
を
強
い
る
も
の
で
あ
」
り
、「
そ
こ
で
何
ら
か
の
手
が
か
り
が
必
要
と
な
」
る
こ
と
を
認
識
し
た
（
44
）

。

「
裁
判
員
に
と
っ
て
、
何
ら
の
量
刑
資
料
も
な
い
ま
ま
刑
を
量
定
す
る
こ
と
は
雲
を
つ
か
む
に
等
し
い
作
業
で
あ
」
る
と
い
え
る
（
45
）

。

そ
れ
で
も
な
お
、
量
刑
相
場
な
い
し
量
刑
傾
向
を
参
考
と
し
な
い
と
す
れ
ば
、
個
々
の
裁
判
体
で
同
種
事
案
間
で
の
量
刑
の
著
し
い
ば

ら
つ
き
が
生
じ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
が
、
で
は
、
そ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
（
46
）

。

「
同
種
・
同
性
質
・
同
程
度
の
行
為
を
内
容
と
す
る
事
件
に
対
し
て
は
、
同
じ
刑
量
の
刑
罰
を
適
用
す
る
の
が
公
平
・
平
等
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
」
き
た
と
し
て
も
、「
公
平
と
い
う
価
値
も
、
裁
判
員
制
度
の
下
で
は
、
様
々
な
要
請
の
中
に
お
け

る
相
対
的
な
価
値
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
…
…
こ
れ
を
絶
対
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
見
方
も
成

り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
（
47
）

。「
裁
判
員
裁
判
の
下
に
お
い
て
、
刑
の
公
平
性
は
、
死
刑
は
別
と
し
て
、
決
し
て
絶
対
視
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
」、「
裁
判
員
制
度
は
、
そ
も
そ
も
刑
の
公
平
性
を
絶
対
視
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
量
刑
に
民
意
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
さ

え
い
え
る
」
と
の
見
方
も
あ
る
（
48
）

。
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
主
権
者
国
民
の
自
由
な
判
断
が
、
法
的
専
門
合
理
性
に
拘

束
さ
れ
な
い
真
に
創
造
的
な
量
刑
を
可
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
具
体
的
に
裁
判
に
参
加
す
る
個
々
の
裁
判
員
の
意
見
に
民
主
的
正
統

（
八
五
二
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

一
五

性
が
あ
る
（
49
）

以
上
、
た
と
え
裁
判
員
に
よ
る
極
端
に
重
い
、
な
い
し
軽
い
量
刑
意
見
が
裁
判
体
に
受
容
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
同
種
事

案
間
で
の
量
刑
に
著
し
い
ば
ら
つ
き
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
主
権
の
絶
対
性
が
刑
の
公
平
性
に
優
越
す
る
と
解
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
個
々
の
裁
判
員
が
独
立
し
て
量
刑
判
断
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
資
料
の
提
供
は
行
わ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
こ
と
と
な
る
（
50
）

。

そ
の
一
方
で
、
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
裁
判
員
の
参
加
に
よ
っ
て
同
種
事
案
間
で
の
量
刑
の
ば
ら
つ
き
が
一
定
程

度
生
じ
る
こ
と
を
容
認
す
る
と
し
て
も
（
51
）

、
公
平
性
の
見
地
か
ら
看
過
で
き
な
い
よ
う
な
著
し
い
ば
ら
つ
き
の
発
生
は
、
司
法
に
対
す
る
国

民
の
信
頼
を
損
ね
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
52
）

。
そ
し
て
、
著
し
い
ば
ら
つ
き
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
に

は
、
す
べ
て
の
裁
判
体
が
量
刑
判
断
に
あ
た
っ
て
何
ら
か
の
目
安
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
裁
判
員
制
度
導
入
以
前
に
お
い
て
は
、
量

刑
相
場
に
は
「
現
実
に
言
い
渡
さ
れ
る
刑
の
均
衡
性
」
を
保
つ
と
い
う
「
極
め
て
重
要
な
実
際
的
意
義
」
が
あ
っ
た
（
53
）

。
そ
し
て
、
制
度
導

入
以
降
も
、
量
刑
相
場
な
い
し
量
刑
傾
向
は
量
刑
判
断
に
あ
た
っ
て
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
（
54
）

。
し
た
が
っ
て
、「
裁
判
員

と
裁
判
官
か
ら
構
成
さ
れ
る
合
議
体
は
、
事
案
の
内
容
を
踏
ま
え
、
そ
の
個
別
性
に
応
じ
て
量
刑
を
行
う
に
際
し
、
量
刑
が
あ
ま
り
に
も

ば
ら
つ
き
、
被
告
人
に
著
し
い
不
公
平
感
を
抱
か
せ
た
り
、
刑
事
裁
判
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
揺
る
が
し
た
り
す
る
よ
う
な
事
態
に
な

る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
自
ら
の
量
刑
判
断
が
「
量
刑
の
傾
向
」
か
ら
外
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
同
種
先
例
に
お
け
る
量
刑

状
況
を
参
照
す
」
べ
き
こ
と
と
な
る
（
55
）

。

平
成
一
九
年
度
司
法
研
究
は
、
従
前
の
量
刑
基
準
が
、（
一
）
構
成
要
件
と
法
定
刑
の
幅
が
広
い
ゆ
え
に
種
々
の
犯
罪
類
型
が
一
つ
の

（
刑
事
実
体
法
の
）
規
定
に
包
摂
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
具
体
的
な
可
罰
性
の
段
階
付
け
を
裁
判
例
の
集
積
に
よ
り

実
質
的
に
類
型
化
す
る
も
の
で
あ
り
、（
二
）
同
種
・
同
性
質
・
同
程
度
の
行
為
を
内
容
と
す
る
事
件
に
対
し
て
、
同
じ
刑
量
の
刑
罰
を

（
八
五
三
）



日
本
法
学　
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十
四
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四
号
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二
〇
一
九
年
三
月
）

一
六

適
用
す
る
の
が
公
平
・
平
等
で
あ
る
こ
と
、（
三
）
量
刑
先
例
の
集
積
は
数
値
化
し
に
く
い
基
準
を
一
定
の
幅
を
も
っ
た
物
差
し
と
し
て

提
供
す
る
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、「
国
民
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
長
年
の
間
に
形
成
さ
れ
て
き
た
書

か
れ
ざ
る
緩
や
か
な
規
範
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
き
て
い
る
も
の
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
も
、「
そ
の

意
義
と
限
界
を
明
確
に
認
識
し
て
い
れ
ば
量
刑
基
準
を
用
い
る
こ
と
に
格
別
躊
躇
す
る
必
要
は
な
い
」
と
述
べ
る
（
56
）

。
ま
た
、
平
成
二
一
年

度
司
法
研
究
で
も
、「
量
刑
資
料
に
示
さ
れ
る
量
刑
傾
向
は
、
一
定
程
度
は
量
刑
（
責
任
の
枠
）
の
目
安
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
裁
判
官
と
し
て
は
、
裁
判
員
か
ら
抵
抗
感
を
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
評
議
に
お
い
て
、
量
刑
資
料
を
示
す
こ
と
を

ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る
必
要
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
（
57
）

。

な
お
、
制
度
導
入
期
の
議
論
と
し
て
、
裁
判
員
制
度
導
入
以
前
の
量
刑
相
場
は
、
す
べ
て
裁
判
官
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
裁

判
員
が
そ
れ
を
参
考
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
従
前
の
裁
判
官
の
判
断
に
倣
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
量

刑
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
で
、
そ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
従
前
の
裁
判
官
に
よ
る
判
断
は
克
服
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
員
が
参
加
す
る
と
い
う
ま
っ
た
く
新
た
な
制
度
が
導
入
さ
れ
る
以
上
、
裁
判
官
の
み
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
裁

判
の
運
用
は
、
裁
判
員
に
と
っ
て
は
、
一
切
参
照
す
る
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
批
判
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と

な
る
。
裁
判
員
制
度
の
設
計
段
階
で
は
、「
過
去
の
裁
判
結
果
に
基
づ
く
量
刑
資
料
を
評
議
で
参
照
す
る
こ
と
は
「
裁
判
官
が
作
っ
て
き

た
相
場
の
押
し
つ
け
」
に
な
る
の
で
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
、
弁
護
士
会
の
議
論
で
は
出
さ
れ
て
き
た
」
と
い
う
（
58
）

が
、

こ
れ
は
、
ま
さ
に
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
に
基
づ
く
量
刑
相
場
に
対
す
る
消
極
的
評
価
と
い
え
る
。

そ
の
一
方
、
現
行
の
裁
判
員
制
度
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
に
よ
れ
ば
、
従
前
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
判
断

（
八
五
四
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

一
七

の
先
例
は
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
裁
判
員
制
度
導
入
後
の
刑
事
裁
判
は
従
前
の
裁
判
と
の
連
続
性
を
有

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
員
が
量
刑
を
判
断
す
る
際
の
参
考
資
料
と
し
て
従
前
の
量
刑
相
場
を
排
除
す
る
合
理
的
な
理
由
は
な
い
。
む

し
ろ
、
裁
判
員
制
度
導
入
前
後
の
対
比
に
お
い
て
量
刑
傾
向
の
顕
著
な
不
均
衡
の
発
生
を
防
ぐ
利
点
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
量
刑

相
場
は
、「
刑
事
裁
判
実
務
が
、
長
年
に
わ
た
っ
て
具
体
的
な
犯
罪
の
「
罪
の
重
さ
」
に
対
す
る
判
断
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
形
成

し
て
き
た
具
体
的
基
準
で
あ
」
り
、「
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
国
民
0

0

一0

般0

の
価
値
基
準
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、「
こ
の
価
値
基
準

は
、
国
民
そ
れ
ぞ
れ

0

0

0

0

0

0

が
そ
の
意
識
と
し
て
明
確
に
把
握
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
国
民
全
体

0

0

0

0

と
し
て
み
る
と
共
通
し
て
存
在
す

る
道
徳
的
、
倫
理
的
な
感
覚
な
い
し
「
正
義
感
覚
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
59
）

。
つ
ま
り
、
従
前
の
量
刑
相
場

は
、
た
し
か
に
裁
判
官
の
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
国
民
一
般
の
価
値
基
準
（
60
）

に
沿
う
べ
く
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
量
刑
相
場
は
そ
の
感
覚
と
乖
離
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
と
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
の
量
刑
へ
の
反
映

と
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
裁
判
員
裁
判
の
運
用
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
従
来
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
量
刑
相
場
は
裁
判
員
の
関
与
し
た
量
刑
傾
向

と
し
て
更
新
さ
れ
て
お
り
、
今
日
で
は
、
そ
も
そ
も
問
題
と
し
て
の
意
義
を
喪
失
し
つ
つ
あ
る
。
神
山
啓
史
・
岡
慎
一
両
弁
護
士
は
、

「
裁
判
員
裁
判
で
「
量
刑
傾
向
」
を
参
照
す
る
の
は
、「
裁
判
官
が
作
っ
て
き
た
相
場
」
を
尊
重
す
べ
き
だ
か
ら
で
は
な
く
、
公
平
性
の
考

慮
の
た
め
に
「
同
種
・
同
性
質
・
同
程
度
の
事
件
」
に
つ
い
て
の
裁
判
結
果
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
」
り
、「「
量
刑
傾
向
」

に
は
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
裁
判
員
の
意
見
が
反
映
さ
れ
た
量
刑
判
断
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
な
ら
ば
、
裁
判
員
裁
判

で
の
「
量
刑
傾
向
」
が
次
第
に
形
作
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
」
か
ら
、「
こ
の
よ
う
な
運
用
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
量
刑

傾
向
」
を
参
照
す
る
こ
と
が
「
裁
判
官
が
作
っ
て
き
た
相
場
の
押
し
つ
け
」
に
な
る
と
は
い
え
な
い
」
と
主
張
す
る
（
61
）

。
そ
し
て
、「
現
時

（
八
五
五
）
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一
八

点
に
お
い
て
は
、
量
刑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
職
業
裁
判
官
に
よ
る
判
決
よ
り
も
裁
判
員
裁
判
の
判
決
の
デ
ー
タ
の
比
重
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
」
こ
と
か
ら
、「
量
刑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
官
に
よ
る
量
刑
判
断
を
〔
裁
判
員
に
〕
押
し
つ
け
る
も
の
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
」
は
、
今
日
で
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
62
）

。

三　

裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
審
査
の
あ
り
方

原
田
元
判
事
は
、
控
訴
審
に
お
け
る
量
刑
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、「
控
訴
審
が
そ
の
事
案
に
つ
い
て
の
量
刑
判
断
を
し
、
そ
れ
と

原
判
決
の
量
刑
と
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
量
刑
不
当
に
当
た
る
」
と
考
え
る
「
点
に
よ
る
審
査
」
と
、「
原
判
決
の
量
刑
判
断
が
一

定
の
幅
の
中
に
あ
れ
ば
、
量
刑
不
当
と
は
せ
ず
、
そ
の
幅
を
逸
脱
し
て
い
る
と
き
に
、
量
刑
不
当
に
当
た
る
」
と
考
え
る
「
幅
に
よ
る
審

査
」
の
二
つ
に
整
理
し
た
う
え
で
、
従
前
か
ら
控
訴
審
が
事
後
審
で
あ
る
こ
と
か
ら
幅
に
よ
る
審
査
と
い
う
考
え
方
が
主
流
で
あ
っ
た
と

分
析
す
る
（
63
）

。

実
態
と
し
て
も
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
以
前
は
、「
量
刑
不
当
の
控
訴
に
対
す
る
控
訴
審
の
判
断
は
、
量
刑
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
裁
量
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
量
刑
不
当
に
は
な
ら
な
い
が
、
裁
量
の
幅
を
逸
脱
し
て
い
る
場
合
に
は
量
刑
不
当
と

な
り
、
裁
量
の
幅
の
中
に
入
る
方
向
で
量
刑
が
是
正
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
行
わ
れ
て
い
」
た
と
い
う
（
64
）

。

で
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
以
降
は
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
原
田
元
判
事
は
、「
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
国
民
の
意
見
を
反
映
し
た
量

刑
判
断
が
な
さ
れ
た
以
上
は
、
こ
れ
を
尊
重
す
べ
き
」
で
あ
る
か
ら
、「
点
に
よ
る
審
査
で
は
な
く
、
幅
に
よ
る
審
査
の
ほ
う
が
よ
り
裁

判
員
裁
判
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
主
張
す
る
（
65
）

。
そ
の
幅
に
つ
い
て
は
、
石
井
一
正
元
判
事
の
述
べ
る
と
お
り
、「
量
刑
判
断
に
つ
い
て
は
、

（
八
五
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

一
九

国
民
の
常
識
的
な
感
覚
を
刑
事
裁
判
に
取
り
入
れ
や
す
い
部
分
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
断
を
で
き
る
だ
け
尊
重
す
る
と
い
う
方
向
が
基
本

的
に
は
正
し
い
」
た
め
、「
量
刑
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
の
量
刑
の
わ
く
あ
る
い
は
幅
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〔
裁
判
員
の
判

断
の
尊
重
が
〕
可
能
で
あ
」
り
、
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
が
「
事
後
審
性
の
徹
底
と
い
う
趣
旨
に
も
合
致
す
る
」
と
い
え
る
（
66
）

。
幅
の
広

い
審
査
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
龍
岡
資
晃
元
判
事
は
、「
量
刑
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
重
要
な
量
刑
事
情
の

見
落
と
し
、
誤
認
や
、
重
要
な
量
刑
事
情
に
つ
い
て
の
評
価
の
誤
り
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
の
量
刑
判
断
が
著
し
く
不
合
理
で
不
当
で
あ
る

場
合
に
限
っ
て
破
棄
す
る
と
い
っ
た
運
用
」
を
指
す
と
い
う
（
67
）

。
岩
瀬
徹
元
判
事
も
、「
量
刑
に
も
市
民
の
視
点
、
感
覚
、
健
全
な
社
会
常

識
な
ど
を
反
映
さ
せ
る
」
と
い
う
「〔
裁
判
員
制
度
の
〕
趣
旨
を
貫
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
員
が
加
わ
っ
て
さ
れ
た
量
刑
判
断
は
、

最
大
限
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
」
り
、「
量
刑
不
当
が
控
訴
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
現
行
法
の
も
と
で
も
、
そ

の
運
用
に
お
い
て
、
控
訴
審
は
、
量
刑
不
当
の
審
査
に
当
た
り
基
本
的
に
は
、
…
…
事
実
誤
認
の
審
査
と
同
じ
よ
う
に
、
第
一
審
の
量
刑

判
断
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
不
当
と
し
て
破
棄
す
る
の
は
、
よ
ほ
ど
不
合
理
な
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
」
と
述

べ
る
（
68
）

。
そ
し
て
、「
こ
れ
ま
で
の
実
務
に
お
い
て
は
、
公
平
の
理
念
が
か
な
り
重
視
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
が
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
趣
旨
の

一
つ
で
あ
る
「
裁
判
内
容
に
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
反
映
さ
せ
る
」
こ
と
の
中
に
、
国
民
の
間
に
あ
る
多
様
な
価
値
観
、
意
見
を
量

刑
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
公
平
性
、
等
質
性
の
確
保
の
要
請
は
あ
る
程
度
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
、

控
訴
審
の
量
刑
審
査
に
お
い
て
も
、
同
様
の
姿
勢
で
臨
む
こ
と
に
な
る
」
こ
と
を
、
制
度
施
行
以
前
の
時
点
で
、
中
桐
圭
一
判
事
は
予
想

し
て
い
た
（
69
）

。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
量
刑
判
断
に
お
け
る
裁
判
員
の
意
見
の
尊
重
と
刑
事
裁
判
に
お
け
る
公
平
性
の
維
持
と
が
理
論
的
に
相
対

（
八
五
七
）
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二
〇

立
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岡
上
雅
美
教
授
は
、「
い
わ
ば
新
制
度
の
定
着
の
た
め
に
広
く
バ
ラ
ツ
キ
を
許
容
す
べ
き
か
、
そ
れ
と

も
、
量
刑
の
平
等
す
な
わ
ち
罪
刑
均
衡
は
や
は
り
人
権
保
障
原
理
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
厳
格
に
堅
持
さ
れ
る
べ
き
か
、
こ
の
点
に
大
き

な
ジ
レ
ン
マ
が
残
る
」
と
述
べ
て
い
た
（
70
）

。
裁
判
内
容
に
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
反
映
す
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
公
平
性
の
要
請
が

後
退
す
る
可
能
性
が
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
に
も
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
松
宮
孝
明
教
授
は
、「
量
刑
事
情
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
事
実
認
定
一
般
と
同
じ
く
、
多
様
な
市
民
の
知
識
や
経
験
が
有
益
で

あ
る
」
と
し
て
、
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
に
立
ち
つ
つ
も
、「「
量
刑
目
的
な
い
し
量
刑
基
準
」
や
「
量
刑
事
情
の
有
利
ま
た
は
不

利
な
方
向
で
の
評
価
・
衡
量
」、「
具
体
的
な
刑
量
の
決
定
」
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
市
民
は
知
識
や
経
験
を
持
た
ず
、
ゆ
え
に
「
健
全
な

社
会
常
識
」
も
持
っ
て
い
な
い
」
た
め
、「
そ
の
量
刑
判
断
を
尊
重
す
べ
き
基
盤
自
体
が
な
い
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、「
専
門
家
で
あ
る

裁
判
官
の
間
で
も
揺
ら
ぎ
の
あ
る
量
刑
ル
ー
ル
に
つ
い
て
素
人
が
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
、
1
回
き
り
の
裁
判
で
は
難
し
い
」
た
め
、

「
量
刑
判
断
を
め
ぐ
る
揺
ら
ぎ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
官
裁
判
と
同
様
に
、
控
訴
審
で
審
査
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
」
く
、「
量

刑
判
断
で
は
、
情
状
認
定
を
除
い
て
、
裁
判
員
裁
判
を
特
別
に
尊
重
す
べ
き
理
由
は
見
出
し
が
た
い
」
と
主
張
す
る
（
71
）

。
な
ら
ば
、
控
訴
審

に
よ
る
量
刑
の
是
正
に
期
待
す
る
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
裁
判
員
の
量
刑
判
断
へ
の
関
与
そ
れ
自
体
を
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
刑
事
訴
訟
法
三
九
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
項
破
棄
と
二
項
破
棄
と
に
分
け
て
検
討
す
る
。

ま
ず
、
刑
事
訴
訟
法
三
八
一
条
に
基
づ
く
「
刑
の
量
定
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
控
訴
の
申
立
を
し
た
場
合
」
に
お
け
る

三
九
七
条
一
項
に
よ
る
破
棄
（
一
項
破
棄
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。

平
成
一
九
年
度
司
法
研
究
は
、
量
刑
審
査
に
関
す
る
基
本
的
な
姿
勢
と
し
て
、「
国
民
の
視
点
、
感
覚
、
健
全
な
社
会
常
識
な
ど
を
反

映
さ
せ
よ
う
と
い
う
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
よ
ほ
ど
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
（
例
え
ば
、
極
め
て
重
要
な
量
刑

（
八
五
八
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

二
一

事
情
を
見
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
、
量
刑
事
実
の
う
ち
重
要
な
事
実
に
対
す
る
評
価
を
大
き
く
誤
っ
て
い
る
場
合
、
犯
情
を
全
く
重
視
せ

ず
、
一
般
情
状
を
過
度
に
強
調
し
、
悪
性
格
を
理
由
に
重
い
刑
を
科
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
な
ど
）
を
除
き
、
第
一
審
の
判
断
を
尊
重
す
る
と
い
う

方
向
性
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
（
72
）

。「
量
刑
の
判
断
に
裁
判
員
が
加
わ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
量
刑
の
幅
は
、

こ
れ
ま
で
の
職
業
裁
判
官
の
み
に
よ
る
判
断
の
場
合
と
比
べ
て
、
重
い
方
向
に
も
軽
い
方
向
に
も
広
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
」、「
控
訴
審

と
し
て
は
、
国
民
の
視
点
、
感
覚
、
健
全
な
社
会
常
識
な
ど
を
量
刑
の
判
断
に
も
反
映
さ
せ
よ
う
と
い
う
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
、

国
民
の
目
線
か
ら
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
判
断
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
謙
虚
な
姿
勢
を
持
つ
べ
き
」
で
あ
り
、「
そ
の
意
味
で

は
、
控
訴
審
と
し
て
許
容
す
べ
き
第
一
審
の
裁
量
の
幅
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
か
な
り
広
く
な
」
る
か
ら
で
あ
る
（
73
）

。

次
に
、
刑
事
訴
訟
法
三
九
七
条
二
項
に
よ
る
職
権
破
棄
（
二
項
破
棄
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
第
一
審
判
決
後
の
刑
の
量
定
に

影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
情
状
」（
三
九
三
条
二
項
）
を
考
慮
し
た
結
果
の
判
断
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
員
の
関
与
し
た
第
一
審
の
判
断
を
尊
重
す

べ
き
と
い
う
要
請
は
後
退
す
る
（
74
）

。
し
た
が
っ
て
、
控
訴
審
が
量
刑
に
関
す
る
第
一
審
の
判
断
を
覆
す
余
地
は
、
一
項
破
棄
の
場
合
と
比
べ

て
、
よ
り
広
く
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
点
、
平
成
一
九
年
度
司
法
研
究
は
、
二
項
破
棄
に
お
け
る
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
の
尊
重
の
要
請
の
後
退
を
認
め
つ
つ

も
、
そ
れ
を
広
く
認
め
る
運
用
を
し
た
場
合
、
当
事
者
が
本
来
第
一
審
で
行
う
べ
き
活
動
を
行
わ
ず
に
控
訴
審
で
の
判
断
を
求
め
る
よ
う

に
な
る
こ
と
を
懸
念
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
公
判
前
整
理
手
続
を
実
施
し
て
充
実
し
た
第
一
審
の
審
理
を
実
現
す
べ
き
と
の
観
点
や
、
国

民
の
視
点
、
感
覚
、
健
全
な
社
会
常
識
な
ど
を
量
刑
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
い
う
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
被
害
弁

償
・
示
談
の
成
否
が
量
刑
の
判
断
に
大
き
く
影
響
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
弁
護
人
と
し
て
は
、
被
害
弁
償
や
示
談
に
向
け
た
で
き
る
限

り
の
努
力
を
行
い
、
こ
れ
を
公
判
前
整
理
手
続
に
乗
せ
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
（
75
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
永
田
憲
史
教

（
八
五
九
）
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二
二

授
は
、「
原
判
決
後
に
被
害
弁
償
や
示
談
が
な
さ
れ
た
場
合
に
控
訴
審
が
こ
れ
を
斟
酌
せ
ず
、
控
訴
棄
却
と
す
る
な
ら
ば
、
原
判
決
後
に

被
害
弁
償
や
示
談
な
ど
を
行
う
動
機
付
け
が
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
」
が
、
こ
の
こ
と
は
被
告
人
・
被
害
者
双
方
に
と
っ
て
も
不
利
益
と

な
り
か
ね
な
い
と
批
判
す
る
（
76
）

。

な
お
、「
裁
判
員
制
度
の
導
入
は
、
量
刑
に
つ
い
て
も
、
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
に
根
差
し
た
感
覚
を
反
映
さ
せ
、
判
決
の
納
得
性

を
よ
り
一
層
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
事
後
審
査
審
で
あ
る
控
訴
審
に
裁
判
員
が
構
成
員
と
し
て
加
わ
っ
て
い
な
い
こ

と
を
考
え
る
と
、
上
記
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
情
状
に
関
す
る
証
拠
も
原
則
と
し
て
第
一
審
で
そ
の
評
価
を
受
け
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
第
一
審
中
心
の
審
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
」
り
、「
そ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
原
判
決
後
の
示
談
の
成
立
を
直
ち
に
被
告
人
に
有
利
な
事
情
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
第
一
審
中
心
主

義
に
も
と
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
見
る
必
要
が
あ
る
」
と
判
示
す
る
も
の
の
、

当
該
事
案
で
は
示
談
成
立
が
原
判
決
後
と
な
っ
た
の
は
「
や
む
を
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
三
九
七
条
二
項
に
よ

り
、
懲
役
一
三
年
に
処
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
、
懲
役
一
二
年
の
自
判
を
し
た
裁
判
例
が
あ
る
（
東
京
高
判
平
成
二
二
年
五
月
二
六
日
判
タ

一
三
四
五
号
二
四
九
頁
）。
ま
た
、
実
務
の
傾
向
と
し
て
、「
2
項
破
棄
の
運
用
全
体
を
み
る
と
、
裁
判
員
制
度
導
入
後
に
お
い
て
は
「
刻
み

破
棄
」
と
い
っ
た
減
刑
例
は
比
較
的
少
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
（
77
）

。

四　

判
例
と
そ
の
検
討

本
章
で
は
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
指
導
的
判
例

（
八
六
〇
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

二
三

で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
寝
屋
川
幼
児
虐
待
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
一
小
判
平
成
二
六
年
七
月
二
四
日
刑
集
六
八
巻
六
号
九
二
五
頁
）
に
つ
い
て
概
観

す
る
こ
と
と
す
る
（
78
）

。

1　

事
実
の
概
要

本
件
は
、
夫
婦
で
あ
る
被
告
人
両
名
が
共
謀
し
て
、
一
歳
八
か
月
の
娘
に
暴
行
を
加
え
て
死
亡
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
傷
害
致
死
罪
（
刑
法

二
〇
五
条
（
79
）

）
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
被
告
人
夫
婦
は
、
第
一
審
か
ら
上
告
審
ま
で
一
貫
し
て
無
罪
を
主
張
し
た
。

本
件
は
、
裁
判
員
法
二
条
一
項
一
号
に
基
づ
き
、
第
一
審
で
は
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
で
審
理
・
裁
判
が
行
わ
れ
た
。
第
一
審

判
決
は
、
各
懲
役
一
〇
年
と
す
る
検
察
官
の
求
刑
が
本
件
犯
行
の
背
後
事
情
で
あ
る
幼
児
虐
待
の
悪
質
性
等
を
十
分
に
評
価
し
て
い
な
い

と
し
た
う
え
で
、
両
名
に
対
し
て
そ
れ
を
超
え
る
懲
役
一
五
年
に
処
し
た
（
大
阪
地
判
平
成
二
四
年
三
月
二
一
日
刑
集
六
八
巻
六
号
九
四
八
頁
（
80
）

）。

こ
の
第
一
審
判
決
に
対
し
て
、
被
告
人
両
名
が
控
訴
し
、
無
罪
を
主
張
す
る
と
と
も
に
量
刑
不
当
を
主
張
し
た
も
の
の
、
控
訴
審
判
決

は
、
第
一
審
の
量
刑
は
法
定
刑
の
幅
の
中
で
な
お
選
択
の
余
地
の
あ
る
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
る
と
し
て
、
控
訴
を
棄
却
し
た
（
大
阪
高

判
平
成
二
五
年
四
月
一
一
日
刑
集
六
八
巻
六
号
九
五
四
頁
）。

そ
こ
で
、
被
告
人
両
名
が
上
告
し
た
。
弁
護
人
は
、「
被
告
人
ら
に
対
す
る
量
刑
判
断
は
、
他
の
事
件
と
の
均
衡
を
大
き
く
失
し
て
お

り
、
そ
れ
自
体
が
憲
法
14
条
1
項
違
反
で
あ
る
と
と
も
に
、
適
正
な
手
続
で
言
い
渡
さ
れ
た
量
刑
判
断
と
も
言
え
な
い
か
ら
憲
法
31
条
違

反
と
な
り
、
こ
う
し
た
偏
っ
た
判
断
を
す
る
裁
判
体
に
よ
っ
て
偏
っ
た
量
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
こ
と
は
、
被
告
人
…
…
が
公
平
な
裁
判
所

に
よ
る
裁
判
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
憲
法
37
条
1
項
違
反
に
す
る
」
と
主
張
し
た
（
81
）

。
こ
の
憲
法
違
反
を
い
う
部
分
に

つ
い
て
は
、
第
一
審
の
裁
判
体
が
こ
と
さ
ら
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
こ
と
を
摘
示
し
て
い
な
い
が
、
同
じ
く
上
告
趣
意
中
で
量
刑
不
当
を
い

（
八
六
一
）
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二
四

う
部
分
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
曰
く
、「
検
察
官
は
、
公
益
の
代
表
者
と
し
て
、
同
種
事
犯
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
よ
う
に
配
慮
し
て
、
あ
る
べ
き
量
刑
と
し
て
求
刑
を
設
定
」
し
、「
裁
判
所
も
そ
の
求
刑
を
一
応
の
目
安
に
し
て
、

量
刑
判
断
を
」
し
、「
長
年
の
蓄
積
に
よ
り
、
事
案
に
応
じ
た
量
刑
傾
向
に
沿
っ
た
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
て
き
た
」
が
、「
裁
判
員
裁
判
で

あ
っ
て
も
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
ま
で
の
量
刑
が
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
」
り
、「
重
罰
思
考
の
裁
判
員
が
偶
然
に
集

ま
っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
そ
う
で
な
い
裁
判
体
と
比
べ
る
と
、
著
し
く
不
当
に
重
い
量
刑
判
断
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

「
健
全
な
社
会
常
識
」
を
反
映
し
た
量
刑
と
言
え
ま
い
（
82
）

」。

2　

最
高
裁
判
所
の
判
断

最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
は
、
原
判
決
及
び
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
、
被
告
人
夫
を
懲
役
一
〇
年
に
、
同
妻
を
懲
役
八
年
に
処
す
る
と

自
判
し
た
（
最
一
小
判
平
成
二
六
年
七
月
二
四
日
刑
集
六
八
巻
六
号
九
二
五
頁
）。

ま
ず
、
弁
護
人
の
主
張
し
た
憲
法
違
反
の
主
張
等
に
関
し
て
は
、「
実
質
は
単
な
る
法
令
違
反
、
事
実
誤
認
、
量
刑
不
当
の
主
張
で
あ
」

る
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
四
〇
五
条
の
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
と
判
示
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
次
に
、
本
判
決
は
、
職
権
調
査
を
行
い
、
原
判
決
及
び
第
一
審
判
決
に
よ
る
刑
の
量
定
が
甚
だ
し
く
不
当
で
あ
る

（
刑
事
訴
訟
法
四
一
一
条
二
号
）
と
し
て
、
破
棄
自
判
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
裁
判
に
お
い
て
は
、
行
為
責
任
の
原
則
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
当

該
犯
罪
行
為
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
裁
判
例
が
集
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
類
型

ご
と
に
一
定
の
量
刑
傾
向
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
」
り
（「
そ
う
し
た
先
例
の
集
積
そ
れ
自
体
は
直
ち
に
法
規
範
性
を
帯
び
る
も
の
で
は
な
い
が
、

量
刑
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
目
安
と
さ
れ
る
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
」
と
す
る
）、「
量
刑
が
裁
判
の
判
断
と
し
て
是
認
さ
れ
る
た
め

（
八
六
二
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

二
五

に
は
、
量
刑
要
素
が
客
観
的
に
適
切
に
評
価
さ
れ
、
結
果
が
公
平
性
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の

量
刑
傾
向
を
視
野
に
入
れ
て
判
断
が
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
該
量
刑
判
断
の
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
担
保
す
る
重
要
な

要
素
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
裁
判
員
制
度
は
、
刑
事
裁
判
に
国
民
の
視
点
を
入
れ
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
」

た
め
、「
量
刑
に
関
し
て
も
、
裁
判
員
裁
判
導
入
前
の
先
例
の
集
積
結
果
に
相
応
の
変
容
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
は
当
然
に
想

定
さ
れ
て
い
た
」（
し
た
が
っ
て
、「
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
、
そ
れ
が
導
入
さ
れ
る
前
の
量
刑
傾
向
を
厳
密
に
調
査
・
分
析
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て

い
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
ま
で
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」）
が
、「
裁
判
員
裁
判
と
い
え
ど
も
、
他
の
裁
判
の
結
果
と

の
公
平
性
が
保
持
さ
れ
た
適
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
評
議
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
お
お
ま

か
な
量
刑
の
傾
向
を
裁
判
体
の
共
通
認
識
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
当
該
事
案
に
ふ
さ
わ
し
い
評
議
を
深
め
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
」
る
と
判
示
す
る
。

本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
一
審
判
決
は
、
検
察
官
の
求
刑
が
本
件
犯
行
の
背
後
事
情
で
あ
る
本
件
幼
児
虐
待
の
悪
質
性
等
を
十
分
に

評
価
し
て
い
な
い
と
し
、
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
も
参
考
に
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
行
為
責
任
が
重
大
で
あ
る
児
童
虐
待
事
犯
に
対
し

て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
厳
し
い
罰
を
科
す
こ
と
が
法
改
正
や
社
会
情
勢
に
適
合
す
る
な
ど
と
説
示
し
て
、
検
察
官
の
求
刑
を
大
幅
に
超

過
し
、
法
定
刑
の
上
限
に
近
い
宣
告
刑
を
導
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
審
判
決
が
「
こ
れ
ま
で
の
傾
向
に
必
ず
し
も
同
調
せ
ず
、

そ
こ
か
ら
踏
み
出
し
た
重
い
量
刑
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
」
る
。「
こ
れ
ま
で
の
傾
向
を
変
容
さ
せ
る
意
図

を
持
っ
て
量
刑
を
行
う
こ
と
も
、
裁
判
員
裁
判
の
役
割
と
し
て
直
ち
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
が
、「
そ
う
し
た
量
刑
判
断
が
公

平
性
の
観
点
か
ら
も
是
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
従
来
の
量
刑
の
傾
向
を
前
提
と
す
べ
き
で
は
な
い
事
情
の
存
在
に
つ
い
て
、

裁
判
体
の
判
断
が
具
体
的
、
説
得
的
に
判
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
」
り
、「
指
摘
さ
れ
た
社
会
情
勢
等
の
事
情
を
本
件
の
量
刑
に
強
く
反
映

（
八
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
六

さ
せ
、
こ
れ
ま
で
の
量
刑
の
傾
向
か
ら
踏
み
出
し
、
公
益
の
代
表
者
で
あ
る
検
察
官
の
…
…
求
刑
を
大
幅
に
超
え
る
…
…
量
刑
を
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
具
体
的
、
説
得
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
」
と
判
示
す
る
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
、
白
木
裁
判
官
に
よ
る
補
足
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
量
刑
は
裁
判
体
の
健
全
な
裁
量
に
よ
っ
て

決
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
裁
判
体
の
直
感
に
よ
っ
て
決
め
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
合
理
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
」
ず
、「
裁
判
員
裁
判
を
担
当
す
る
裁
判
官
と
し
て
は
、
量
刑
に
関
す
る
判
例
や
文
献
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
量
刑
評
議
の
在
り

方
に
つ
い
て
日
頃
か
ら
研
究
し
、
考
え
を
深
め
て
お
く
必
要
が
あ
」
る
と
と
も
に
、「
評
議
に
臨
ん
で
は
、
個
別
の
事
案
に
即
し
て
判
断

に
必
要
な
事
項
を
裁
判
員
に
て
い
ね
い
に
説
明
し
、
そ
の
理
解
を
得
て
量
刑
評
議
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
」。
そ
し
て
、「
処
罰
の
公

平
性
は
裁
判
員
裁
判
を
含
む
刑
事
裁
判
全
般
に
お
け
る
基
本
的
な
要
請
で
あ
り
、
同
種
事
犯
の
量
刑
の
傾
向
を
考
慮
に
入
れ
て
量
刑
を
判

断
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
も
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
」
く
、「
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
量
刑
評
議
は
合
理
的
な

指
針
も
な
い
ま
ま
直
感
に
よ
る
意
見
の
交
換
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」。

3　

検
討

本
判
決
に
関
し
て
、
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、
学
説
が
基
本
的
に
は
尊
重
す
べ
き
と
す
る
裁
判
員
裁
判
に
よ
る
第
一
審
の
量
刑
判
断
を

最
高
裁
判
所
（
法
廷
意
見
）
が
明
確
に
斥
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
件
は
、
第
一
審
の
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
、
検
察
官
に
よ
る
懲

役
一
〇
年
の
求
刑
に
対
し
て
、
そ
の
一
・
五
倍
の
懲
役
一
五
年
と
し
た
量
刑
判
断
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
（
83
）

、
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量

刑
判
断
が
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
最
初
の
事
例
で
あ
る
。
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
つ
い
て
の
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴

の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
指
導
的
判
例
で
あ
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
缶
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
一
小
判
平
成
二
四
年
二
月
一
三

（
八
六
四
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

二
七

日
刑
集
六
六
巻
四
号
四
八
二
頁
）
と
は
異
な
り
、
本
判
決
で
は
、
第
一
審
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
つ
つ
も
、
そ
の
量
刑
判
断

に
つ
い
て
「
具
体
的
、
説
得
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
」
と
し
て
否
定
的
に
評
価
し
た
。
本
庄
教
授
は
、「
本
判
決
は
、

刑
量
変
換
過
程
に
お
い
て
も
是
認
で
き
な
い
判
断
は
あ
り
得
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
」
と
こ
ろ
、「
こ
の
こ
と

は
控
訴
審
裁
判
官
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
第
1
審
裁
判
官
に
対
し
て
も
刑
量
変
換
過
程
に
お
け
る
裁
判
員
の
極
端

な
意
見
に
同
調
す
べ
き
で
な
い
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
分
析
し
て
い
る
（
84
）

。
そ
し
て
、
実
際
に
も
、
本
判
決
に

よ
っ
て
、
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
に
つ
い
て
の
萎
縮
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
85
）

。

第
二
に
、
本
判
決
は
、
量
刑
傾
向
の
法
的
性
格
と
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
そ
の
扱
い
方
に
つ
い
て
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
判

所
は
、
先
例
の
集
積
が
法
規
範
性
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
一
方
で
、
結
果
の
公
平
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
量
刑
傾
向
が
量
刑
判
断
の

目
安
と
さ
れ
る
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
も
、
お
お
ま
か
な
量
刑
傾
向
を
裁
判
体
の
共
通
認
識
と
し
、

こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
当
該
事
案
に
ふ
さ
わ
し
い
評
議
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
判
決
文
で
は
、
平
成

二
一
年
度
司
法
研
究
と
同
様
に
「
目
安
」
と
い
う
感
覚
的
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
第
二
章
第
三
節
で
の
議
論
と
の
関
連
で
、
こ

の
目
安
と
い
う
概
念
が
何
を
意
味
す
る
の
か
（
基
準
性
を
認
め
る
か
否
か
（
86
）

）、
よ
り
一
層
の
明
確
化
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

本
判
決
は
、
裁
判
員
裁
判
で
は
、
制
度
導
入
以
前
の
量
刑
傾
向
を
厳
密
に
調
査
・
分
析
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
不
要
で
あ

る
と
判
示
す
る
が
、「
量
刑
傾
向
は
、
単
に
評
議
の
資
料
と
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
評
議
の
重
要
な
参
考
資

料
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
」
点
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
87
）

。
三
好
幹
夫
元
判
事
は
、「
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
に
過
度
に
依
存
し
た

量
刑
判
断
が
進
む
こ
と
は
、
量
刑
傾
向
を
踏
み
出
す
よ
う
な
判
決
を
減
少
さ
せ
る
反
面
、
量
刑
の
硬
直
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
負
の
側
面

を
必
然
的
に
随
伴
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
こ
そ
国
民
の
多
様
な
意
見
を
反
映
す
る
と
い
う
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と

（
八
六
五
）
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二
八

な
る
危
険
性
が
あ
る
」
と
危
惧
す
る
（
88
）

。
そ
の
一
方
で
、
本
判
決
が
、「
上
告
趣
意
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
裁
判
員
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
親
の
子
に
対
す
る
傷
害
致
死
事
案
の
具
体
的
な
量
刑
分
布
な
ど
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
量
刑
傾
向
に
関

し
、「
目
安
と
さ
れ
る
」
と
の
表
現
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
り
、
評
議
の
出
発
点
に
関
し
、「
お
お
ま
か
な
量
刑
の
傾
向
」
と
の
表
現
が
用

い
ら
れ
」
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
判
決
に
係
る
調
査
官
解
説
は
、「
第
1
審
の
裁
判
員
裁
判
及
び
そ
の
量
刑
を
審
査
す
る
控
訴
審

が
、
量
刑
傾
向
に
過
度
に
依
存
し
た
量
刑
判
断
を
行
う
よ
う
に
な
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
配
慮
も
う
か
が
わ
れ
る
」
と
推
測
す
る
（
89
）

。

本
件
に
お
け
る
量
刑
傾
向
の
扱
わ
れ
方
を
具
体
的
に
見
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。
第
一
審
判
決
は
、「
公
益
の
代
表
者
で
あ
る
検
察
官

の
求
刑
や
、
同
種
事
犯
の
ほ
か
死
亡
結
果
に
つ
い
て
故
意
が
認
め
ら
れ
る
事
案
等
の
量
刑
傾
向
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
種
事
犯
に
お
け
る

あ
る
べ
き
量
刑
等
に
つ
い
て
議
論
す
る
な
ど
し
て
評
議
を
尽
く
し
た
結
果
、（
1
）
検
察
官
の
求
刑
は
、
①
本
件
犯
行
の
背
後
事
情
と
し

て
長
期
間
に
わ
た
る
被
害
女
児
に
対
す
る
不
保
護
が
存
す
る
こ
と
な
ど
の
本
件
幼
児
虐
待
の
悪
質
性
と
、
②
責
任
を
次
女
に
な
す
り
つ
け

る
よ
う
な
被
告
人
両
名
の
態
度
の
問
題
性
を
十
分
に
評
価
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、（
2
）
同
種
事
犯
等
の
量
刑
傾
向
と

い
っ
て
も
、
裁
判
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
た
数
は
限
ら
れ
て
い
る
上
、
量
刑
を
決
め
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
要
素
を
す
べ
て

把
握
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
断
の
妥
当
性
を
検
証
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
本
件
事
案
と
の
比
較
を
正
確
に
行
う
こ

と
も
難
し
い
と
考
え
」
た
と
判
示
し
た
。
検
察
官
に
よ
る
求
刑
に
お
け
る
検
討
を
不
十
分
と
批
判
す
る
と
と
も
に
、
登
録
デ
ー
タ
数
が
限

ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
量
刑
要
素
を
把
握
し
え
な
い
点
な
ど
に
着
目
し
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
員
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
の
有

用
性
を
否
定
し
た
点
は
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
第
一
審
判
決
は
「
裁
判
員
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
の
量
的
・
質
的
限
界
を
理
由
と
し
て
量
刑

傾
向
か
ら
離
脱
す
る
判
断
を
示
し
た
」
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
（
90
）

。
一
方
、
控
訴
審
判
決
は
、
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
判
断
が
妥

当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
証
不
可
能
性
を
も
指
摘
す
る
第
一
審
と
は
異
な
り
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
自
体
に
対
し
て
は
否
定
的
な
評
価
を
行
わ

（
八
六
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

二
九

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
用
い
て
得
ら
れ
た
量
刑
傾
向
の
拘
束
性
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

検
索
結
果
は
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
結
果
を
集
積
し
た
も
の
で
、
あ
く
ま
で
量
刑
判
断
を
す
る
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、

法
律
上
も
事
実
上
も
何
ら
そ
れ
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
本
件
の
量
刑
判
断
が
、
所
論
の
検
索
条
件
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
量
刑

分
布
よ
り
も
突
出
し
て
重
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
量
刑
判
断
を
す
る
に
当
た
っ
て
死
亡
結
果
に
つ
い
て
故
意
が
認
め
ら
れ
る
事

案
等
の
量
刑
傾
向
を
も
参
照
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
14
条
、
31
条
又
は
37
条
1
項
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
な
い
し
、

直
ち
に
不
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
も
い
え
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
控
訴
審
判
決
は
、
事
後
審
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
、

「
原
判
決
の
評
価
及
び
判
断
が
誤
っ
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
ず
、
そ
の
結
論
と
し
て
の
…
…
量
刑
判
断
も
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

破
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
重
す
ぎ
て
不
当
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
」
と
判
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
判
所
は
、

こ
れ
ら
の
判
断
を
す
べ
て
否
定
し
た
う
え
で
自
判
し
た
。

第
三
に
、
第
二
章
第
二
節
で
の
議
論
と
の
関
連
で
確
認
し
て
お
き
た
い
点
は
、
本
判
決
が
、
裁
判
員
の
関
与
に
伴
い
量
刑
傾
向
が
変
化

す
る
こ
と
を
積
極
的
に
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
刑
事
裁
判
に
国
民
の
視
点
を
入
れ
る
」
こ
と
を
裁
判
員
制
度
の

導
入
の
趣
旨
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
量
刑
に
関
し
て
も
、
裁
判
員
制
度
導
入
前
の
先
例
の
集
積
結
果
に
相
応
の
変
容

を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
は
当
然
に
想
定
さ
れ
て
い
た
」
と
判
示
す
る
。
た
だ
し
、
本
判
決
は
、
実
態
と
し
て
変
化
し
う
る
こ
と

を
見
込
む
に
と
ど
め
、
一
部
の
学
説
が
説
く
よ
う
に
規
範
的
に
変
化
す
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
は
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
四
に
、
最
高
裁
判
所
は
、
裁
判
員
の
関
与
に
よ
る
量
刑
傾
向
の
変
化
を
許
容
す
る
と
し
て
も
、
他
の
裁
判
の
結
果

と
の
公
平
性
が
保
持
さ
れ
た
適
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
。
裁
判
員
の
参
加
し
た
裁
判
体
が
こ
れ
ま
で
の

量
刑
傾
向
を
変
容
さ
せ
る
意
図
を
持
っ
て
量
刑
を
行
う
こ
と
を
消
極
的
に
認
め
つ
つ
も
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
是
認
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、

（
八
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
〇

「
従
来
の
量
刑
の
傾
向
を
前
提
と
す
べ
き
で
は
な
い
事
情
の
存
在
に
つ
い
て
、
裁
判
体
の
判
断
が
具
体
的
、
説
得
的
に
判
示
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
」
と
し
て
、
量
刑
傾
向
か
ら
逸
脱
す
る
点
に
つ
い
て
第
一
審
の
裁
判
体
に
重
い
説
明
責
任
を
課
す
。
城
下
裕
二
教
授
は
、「
量
刑

傾
向
の
原
則
的
な
重
要
性
を
強
調
し
て
一
定
の
範
囲
で
の
拘
束
力
を
認
め
る
と
と
も
に
、
例
外
的
に
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
の
可
否
の

判
断
資
料
と
し
て
「
具
体
的
、
説
得
的
根
拠
」
の
提
示
を
求
め
た
こ
と
が
、
本
判
決
の
最
も
重
要
な
意
義
で
あ
る
」
と
分
析
す
る
（
91
）

。
伊
藤

博
路
教
授
も
、「
量
刑
傾
向
が
示
す
幅
に
同
意
し
な
い
意
見
が
出
さ
れ
た
場
合
に
そ
れ
を
最
初
か
ら
排
斥
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
何

ら
か
の
形
で
量
刑
傾
向
を
参
考
に
し
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
量
刑
傾
向
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
制
約
の
存
在
と

傾
向
か
ら
逸
脱
す
る
場
合
の
合
理
的
根
拠
の
提
示
の
必
要
性
に
つ
い
て
判
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
員
の
意
見
を
量
刑
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点
に
本
判
決
の
意
義
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
92
）

。
そ
の
一
方
で
、
量
刑
傾
向
か
ら
の
逸
脱
を
許
容
す

る
要
件
と
し
て
、「
こ
の
〔
具
体
的
・
説
得
的
〕
根
拠
提
示
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
一
般
国
民
の
感
覚
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
裁
判
員
制

度
の
趣
旨
と
抵
触
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
」
も
示
さ
れ
る
（
93
）

。

本
件
で
は
、
第
一
審
判
決
が
、（
一
）
検
察
官
の
求
刑
を
大
幅
に
超
過
す
る
刑
を
科
す
理
由
と
し
て
、
本
件
犯
行
の
背
後
事
情
で
あ
る

本
件
幼
児
虐
待
の
悪
質
性
と
被
告
人
両
名
の
態
度
の
問
題
性
を
十
分
に
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
ま
た
、（
二
）
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム

で
表
示
さ
れ
る
量
刑
の
傾
向
か
ら
踏
み
出
す
理
由
と
し
て
、
同
シ
ス
テ
ム
の
登
録
数
が
十
分
で
な
く
そ
の
判
断
の
妥
当
性
を
検
証
で
き
な

い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、「
指
摘
さ
れ
た
社
会
情
勢
等
の
事
情
を
本
件
の
量
刑
に
強
く
反
映
さ
せ
、
こ
れ

ま
で
の
量
刑
の
傾
向
か
ら
踏
み
出
し
、
公
益
の
代
表
者
で
あ
る
検
察
官
の
懲
役
10
年
と
い
う
求
刑
を
大
幅
に
超
え
る
懲
役
15
年
と
い
う
量

刑
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
、
説
得
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
」
と
判
示
し
た
。
調
査
官
解
説
は
、（
二
）
の

点
に
つ
い
て
、「
裁
判
員
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
は
、
第
1
審
判
決
の
当
時
で
も
裁
判
官
と
裁
判
員
が
お
お
ま
か
な
量
刑
傾
向
を
共
通
認
識

（
八
六
八
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

三
一

と
す
る
際
の
資
料
と
す
る
に
は
足
り
な
い
ほ
ど
登
録
数
が
少
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
同
シ
ス
テ
ム
は
、
…
…
行
為
責
任
の
大
枠
を

把
握
す
る
た
め
に
使
用
す
る
と
の
目
的
の
下
、
検
索
項
目
を
限
定
し
、
事
例
一
覧
表
で
示
す
デ
ー
タ
も
あ
え
て
抽
象
化
さ
れ
て
お
り
、
個

別
事
案
の
比
較
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
た
め
、「
本
判
決
は
、
裁
判
員
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
第
1
審
判
決
の
指
摘
に

つ
き
、
量
刑
傾
向
か
ら
踏
み
出
す
具
体
的
、
説
得
的
な
根
拠
を
示
し
た
も
の
と
は
い
い
難
い
旨
判
示
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
推
測
す
る
（
94
）

。

ま
た
、
小
池
教
授
は
、「
本
判
決
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、「
量
刑
傾
向
を
急
激
に
変
容
さ
せ
る
意
図
で
量
刑
を
し
て
も
よ
い
が
、
そ
の
た
め

の
根
拠
を
示
せ
」
と
い
う
よ
り
も
、「
量
刑
傾
向
を
変
容
さ
せ
る
意
図
で
量
刑
を
し
て
も
よ
い
が
、
漸
進
的
な
も
の
に
と
ど
め
ろ
」
と
い

う
も
の
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
95
）

。
す
な
わ
ち
、「
短
い
ス
パ
ン
で
見
て
、
裁
判
員
裁
判
を
構
成
す
る
裁
判
官
と
裁

判
員
の
価
値
観
や
感
覚
に
よ
っ
て
、
量
刑
傾
向
に
近
い
こ
と
も
あ
れ
ば
大
き
く
外
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
他
の
裁
判
の
結

果
と
の
公
平
性
」
を
欠
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
正
当
化
す
る
「
具
体
的
、
説
得
的
」
な
根
拠
は
あ
り
え
な

い
」
か
ら
、「
本
判
決
が
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
長
い
ス
パ
ン
で
見
て
量
刑
傾
向
が
次
第
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
」
こ
と
と

な
る
（
96
）

。
第
五
に
議
論
す
べ
き
点
は
、
裁
判
員
が
政
策
的
な
視
座
を
量
刑
判
断
に
加
味
す
る
こ
と
の
是
非
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
審
判
決
が
、

「
児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
近
時
の
法
改
正
か
ら
も
う
か
が
え
る
児
童
の
生
命
等
尊
重
の
要
求
の
高
ま
り
を
含
む
社
会
情
勢
に
か
ん

が
み
、
本
件
の
よ
う
な
行
為
責
任
が
重
大
と
考
え
ら
れ
る
児
童
虐
待
事
犯
に
対
し
て
は
、
今
ま
で
以
上
に
厳
し
い
罰
を
科
す
る
こ
と
が
そ

う
し
た
法
改
正
や
社
会
情
勢
に
適
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
説
示
し
て
い
る
点
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
伊
藤
教
授
は
、

「
本
件
の
よ
う
な
児
童
虐
待
事
犯
に
対
し
て
は
厳
罰
化
が
必
要
で
あ
り
、
法
定
刑
の
上
限
に
近
い
量
刑
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
、

正
面
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
」
る
こ
と
を
認
め
る
（
97
）

。
原
田
元
判
事
も
、「
児
童
虐
待
の
防
止
と
い
う
社
会
的
な
要
請
に
つ
い
て

（
八
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二

は
、
裁
判
員
も
一
般
国
民
と
し
て
強
く
共
鳴
す
る
し
、
賛
同
す
る
心
組
み
に
も
な
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
（
98
）

。
で
は
、
児
童
虐
待
事

案
で
あ
る
本
件
の
量
刑
判
断
に
お
い
て
、
裁
判
員
が
も
っ
ぱ
ら
政
策
的
見
地
か
ら
厳
し
い
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
裁
判
員
は
主
権
者
国
民
の
代
表
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

国
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
国
会
（
日
本
国
憲
法
四
三
条
一
項
）
が
立
法
に
よ
っ
て
政
策
を
具
体
化
す
る
場
合
と
同
様
に
、
具
体
的
な
事
案
に

お
い
て
政
策
的
な
見
地
か
ら
量
刑
判
断
を
行
う
と
い
う
こ
と
も
正
当
化
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
に
立
つ
現
行
の
裁
判
員
法
に
お
い
て

は
、
裁
判
員
は
国
民
の
代
表
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
（
99
）

で
あ
る
。
児
童
虐
待
の
防
止
と
い
う
政
策
的
な
判
断
は
政
治
部
門

に
任
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
個
々
の
具
体
的
な
裁
判
に
参
加
す
る
裁
判
員
個
人
に
は
議
員
と
同
様
の
民
主
的
正
統
性
が
認
め
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
裁
判
体
が
、
被
告
人
に
係
る
具
体
的
な
犯
情
か
ら
大
き
く
離
れ
て
政
策
的
な
判
断
を
行
う
こ
と
は
否
定
的

に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
100
）

。
こ
の
点
、
原
田
元
判
事
は
、「
第
1
審
判
決
の
よ
う
な
立
法
等
に
み
ら
れ
る
社
会
情
勢
を
強
調
す
る
こ
と

は
、
厳
罰
と
直
結
す
る
お
そ
れ
が
常
に
あ
」
り
、「
裁
判
が
社
会
情
勢
な
る
も
の
を
あ
る
程
度
反
映
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
立
法
に

追
随
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
先
取
り
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
裁
判
に
お
い
て
危
険
な
傾
向
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
101
）

。
ま
た
、
伊
藤

教
授
も
、「
犯
行
の
背
後
事
情
や
一
般
情
状
は
、
量
刑
を
基
礎
付
け
る
事
情
と
し
て
は
周
辺
的
な
資
料
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
あ
く
ま

で
調
整
的
な
機
能
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
重
く
評
価
し
す
ぎ
る
の
は
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
社

会
情
勢
等
が
重
い
量
刑
判
断
の
主
た
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
」
る
と
こ
ろ
、「
社
会
情
勢
等
に
つ
い
て
は
、
児
童

虐
待
事
犯
に
対
し
て
厳
罰
で
対
処
す
べ
き
と
の
処
罰
感
情
は
、
悪
質
な
犯
罪
の
増
加
と
い
っ
た
社
会
情
勢
を
背
景
と
す
る
特
定
の
犯
罪
類

（
八
七
〇
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

三
三

型
に
対
す
る
悪
感
情
に
基
づ
く
感
覚
で
あ
り
、
個
別
の
事
例
に
お
い
て
具
体
的
に
発
生
し
た
事
実
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
具

体
的
な
根
拠
と
い
う
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
」
と
分
析
す
る
（
102
）

。
な
お
、
第
一
審
か
ら
上
告
審
ま
で
本
件
の
被
告
人
妻
の
弁
護
人
を
務

め
た
間
光
洋
弁
護
士
は
、「
量
刑
の
判
断
に
お
い
て
裁
判
官
と
裁
判
員
に
求
め
ら
れ
る
職
責
は
、
被
告
人
と
向
き
合
い
、
犯
罪
行
為
に
相

応
す
る
刑
事
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
第
一
審
判
決
の
懲
役
15
年
と
い
う
結
論
や
そ
の
理
由
、

ま
た
記
者
会
見
で
の
裁
判
員
の
発
言
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
第
一
審
の
裁
判
官
と
裁
判
員
が
量
刑
の
本
質
か
ら
離
れ
、
児
童
（
幼
児
）

虐
待
へ
の
社
会
的
非
難
を
代
弁
す
る
と
い
う
使
命
感
か
ら
、
い
わ
ば
見
せ
し
め
と
し
て
あ
え
て
こ
れ
ま
で
の
量
刑
傾
向
と
の
均
衡
を
著
し

く
欠
く
重
罰
を
選
択
し
た
こ
と
で
あ
る
」
と
の
感
想
を
述
べ
た
（
103
）

。
こ
れ
ら
の
論
者
の
懐
疑
的
な
視
点
は
、
裁
判
員
制
度
に
お
け
る
裁
判
員

の
参
加
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
問
題
に
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
基
本
的
に
は
正
当
な
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

第
六
に
、
白
木
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
お
い
て
、
量
刑
評
議
に
お
け
る
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
協
働
の
あ
り
方
、
特
に
、
裁
判
員
に
対

す
る
裁
判
官
の
説
明
の
責
任
に
つ
い
て
の
一
つ
の
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
白
木
裁
判
官
は
、

「
量
刑
判
断
の
客
観
的
な
合
理
性
を
確
保
す
る
た
め
、
裁
判
官
と
し
て
は
、
評
議
に
お
い
て
、
当
該
事
案
の
法
定
刑
を
ベ
ー
ス
に
し
た
上
、

参
考
と
な
る
お
お
ま
か
な
量
刑
の
傾
向
を
紹
介
し
、
裁
判
体
全
員
の
共
通
の
認
識
と
し
た
上
で
評
議
を
進
め
る
べ
き
で
あ
り
、
併
せ
て
、

裁
判
員
に
対
し
、
同
種
事
案
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
要
素
を
考
慮
し
て
量
刑
判
断
が
行
わ
れ
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
量
刑
の

傾
向
が
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
出
発
点
と
な
る
べ
き
な
の
か
と
い
っ
た
事
情
を
適
切
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
」（「
量
刑
の
傾
向
の

意
義
や
内
容
を
十
分
理
解
し
て
も
ら
っ
て
初
め
て
裁
判
員
と
裁
判
官
と
の
実
質
的
な
意
見
交
換
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
」
と
い
う
）
と
述
べ
た

う
え
で
、
裁
判
官
に
対
し
て
、「
重
要
な
事
柄
は
十
分
に
説
明
し
、
裁
判
員
の
正
し
い
理
解
を
得
た
上
で
評
議
を
進
め
る
」
こ
と
を
強
く

求
め
（「
そ
う
す
る
こ
と
が
裁
判
員
と
裁
判
官
と
の
実
質
的
な
協
働
に
つ
な
が
る
」
と
い
う
）、「
評
議
を
適
切
に
運
営
す
る
こ
と
は
裁
判
官
の
重
要

（
八
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
四

な
職
責
で
あ
り
、
裁
判
員
裁
判
を
担
当
す
る
裁
判
官
は
、
そ
の
点
を
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。

第
二
章
第
一
節
で
、
量
刑
判
断
に
お
け
る
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
協
働
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
白
木
裁
判
官

の
補
足
意
見
は
、
量
刑
評
議
に
お
け
る
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
員
へ
の
指
導
的
役
割
を
積
極
的
に
肯
認
す
る
立
場
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

こ
の
点
、「
本
判
決
が
言
う
よ
う
に
、
裁
判
員
裁
判
の
本
来
の
趣
旨
が
、「
国
民
の
視
点
を
入
れ
る
た
め
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
裁
判

官
の
考
え
方
」
を
冒
頭
に
提
示
し
、
そ
れ
に
し
た
が
う
こ
と
を
求
め
る
よ
う
な
運
用
が
「
在
る
べ
き
姿
」
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑

問
が
残
る
」
と
の
意
見
が
あ
る
（
104
）

。
ま
た
、
伊
藤
教
授
も
、「
最
高
裁
の
示
し
た
量
刑
傾
向
を
議
論
の
前
提
と
す
べ
き
と
の
立
場
か
ら
は
、

裁
判
官
に
、
量
刑
傾
向
の
示
す
枠
を
基
準
に
し
て
評
議
す
べ
き
と
い
う
点
に
つ
い
て
、「
説
明
」
以
上
の
「
説
得
」
を
認
め
る
こ
と
に
な
」

る
が
、「
そ
の
説
得
は
、
説
明
の
延
長
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
そ
れ
が
一
方
的
な
説
得
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
が
、
必
要
に
応
じ
て
、
量
刑
判
断
が
量
刑
傾
向
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
裁
判
官
が
裁
判
員
に
働
き
掛
け
る
（
誘
導
す

る
）
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
い
う
の
が
暗
黙
の
了
解
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
こ
ろ
（「
逸
脱
を
説
得
す
る
こ
と
な
く
認
め
て
よ
い

の
で
あ
れ
ば
、
量
刑
傾
向
を
前
提
に
す
る
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
）、「
説
明
に
関
し
て
は
、
裁
判
官
も
評
議
に
加
わ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
裁
判
官
の
専
門
的
・
技
術
的
知
見
に
基
づ
く
理
解
と
同
じ
結
論
に
至
る
ま
で
、
裁
判
員
を
説
得
す
る
こ
と
も
可
能

と
な
」
り
、「
評
議
に
お
い
て
は
、
専
門
的
・
技
術
的
知
見
を
持
た
な
い
裁
判
員
に
対
す
る
裁
判
官
に
よ
る
一
方
的
な
説
得
の
危
険
性
が

潜
ん
で
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
」
ず
、「〔
量
刑
と
い
う
〕
評
価
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
結
論
へ
の
強
い
誘
導
は
、
協
働
の
前
提

と
な
る
両
者
の
対
等
性
を
否
定
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
（
105
）

。

本
判
決
は
、
量
刑
判
断
に
お
け
る
裁
判
員
の
意
見
の
尊
重
よ
り
も
刑
の
公
平
性
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
好
元
判
事
は
、
本
判
決

が
登
場
す
る
背
景
に
は
、「
裁
判
官
が
、
誘
導
の
批
判
を
恐
れ
る
余
り
、
裁
判
員
と
の
関
係
に
お
い
て
も
過
剰
な
自
己
規
制
を
し
、
評
議

（
八
七
二
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

三
五

に
お
い
て
法
律
専
門
家
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
裁
判
官
の
立
ち
位
置
」
に
つ
い
て
の
懸
念
・

危
機
感
が
あ
っ
た
と
分
析
す
る
（
106
）

。
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
協
働
の
制
度
の
下
で
は
、
裁
判
員
が
量
刑
に
つ
い
て
の
適
切
な
意
見
を
形
成
す

る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
の
は
裁
判
官
の
義
務
で
あ
る
と
こ
ろ
、
必
要
な
場
合
に
は
、
裁
判
官
が
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
裁

判
員
に
対
し
て
積
極
的
に
議
論
を
先
導
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
（
107
）

。「
量
刑
評
議
が
尽
く
さ
れ
る
た
め
に
は
、
量
刑
理
論
に
基
づ
い
た
量

刑
判
断
の
枠
組
み
が
裁
判
員
に
も
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
」
た
め
、「
裁
判
官
は
、
裁
判
員
に
対
し
て
、
責
任
主
義
や
行
為
責

任
の
原
則
、
罪
刑
均
衡
や
公
平
性
の
要
請
と
い
っ
た
基
本
事
項
に
つ
い
て
具
体
例
を
引
き
な
が
ら
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
と
も
に
、

犯
情
と
一
般
情
状
に
つ
い
て
の
考
慮
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
適
宜
説
明
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
え
よ
う
（
108
）

。

第
七
に
、
い
わ
ゆ
る
片
面
的
尊
重
論
（
109
）

と
の
関
連
で
、
本
判
決
の
論
理
が
、
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
判
断
が
量
刑
傾
向
か
ら
（
本
件
の
よ
う

に
）
重
い
方
向
で
逸
脱
し
て
い
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
軽
い
方
向
で
逸
脱
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
否
か
に
つ
い
て
も
触

れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
点
、「
行
為
責
任
主
義
や
責
任
刑
の
上
限
だ
け
で
な
く
下
限
も
画
す
る
か
、
ま
た
、
執
行
猶
予
か
実
刑
か

が
争
わ
れ
る
事
件
に
お
い
て
、
特
別
予
防
的
要
素
を
ど
れ
だ
け
重
視
で
き
る
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
別
の
観
点
か
ら
の
考
慮
が
必

要
に
な
る
」
た
め
、「
最
高
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
判
断
し
て
い
な
い
と
解
す
る
の
が
素
直
な
読
み
方
と
思
わ
れ
る
」
と

す
る
見
解
も
あ
る
（
110
）

が
、
最
高
裁
判
所
が
量
刑
傾
向
か
ら
の
逸
脱
の
際
の
具
体
的
・
説
得
的
な
根
拠
の
提
示
を
求
め
て
い
る
理
由
は
、

も
っ
ぱ
ら
被
告
人
の
利
益
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
量
刑
判
断
の
公
平
性
の
観
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
軽
い
方
向
で
の
量
刑
傾
向
を
大

き
く
下
回
る
場
合
」
で
あ
っ
て
も
「
そ
の
具
体
的
、
説
得
的
な
根
拠
を
要
求
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
111
）

」。
（
八
七
三
）
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三
六

五　

ま
と
め
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
、
特
に
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理

由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

従
前
の
量
刑
相
場
を
熟
知
し
て
い
な
い
裁
判
員
が
量
刑
判
断
に
関
与
す
る
こ
と
に
伴
い
、
同
種
事
案
間
で
の
量
刑
の
ば
ら
つ
き
が
一
定

程
度
生
じ
こ
と
は
容
認
さ
れ
る
と
し
て
も
、
著
し
い
ば
ら
つ
き
の
発
生
を
防
ぎ
刑
の
公
平
性
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
た

め
に
は
、
裁
判
員
は
量
刑
傾
向
を
参
考
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
第
三
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、
控
訴
審
実
務
を
担
当
し
て
き
た
高

等
裁
判
所
の
判
事
な
い
し
元
判
事
ら
は
、
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
量
刑
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
し
、
裁
判
員
の
関
与
し
た
量
刑

判
断
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
判
所
は
、
裁
判
員
の
参
加
よ
り
も
刑
の
公
平
性
を
重
視
す
る
立

場
を
採
用
し
た
（
112
）

。

三
好
元
判
事
は
、
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
に
関
す
る
指
導
的
判
例
で
あ
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
缶

事
件
最
高
裁
判
決
が
「
控
訴
審
に
事
後
審
と
し
て
謙
抑
的
立
場
を
と
る
よ
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
た
結
果
、
控
訴
審
が
事
実
認
定
と
量
刑

の
両
面
に
お
い
て
、
殊
更
に
過
剰
な
謙
抑
的
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
懸
念
・
危
機
感
が
あ
っ
た
と
分
析
す

る
（
113
）

。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
懸
念
や
危
機
感
が
あ
る
中
で
、
本
件
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
た
。

二
〇
一
二
年
に
示
さ
れ
た
同
判
決
は
、
裁
判
員
裁
判
の
事
実
誤
認
の
問
題
に
関
し
て
、
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
を
尊
重
す
る
議
論
を
敢

え
て
無
視
す
る
判
断
を
示
し
た
（
114
）

。
そ
し
て
、
二
〇
一
四
年
に
示
さ
れ
た
本
判
決
は
、
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
を
顧
み
る
こ
と
な

く
、
裁
判
員
裁
判
に
よ
る
量
刑
判
断
を
破
棄
し
た
控
訴
審
判
決
を
是
認
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
裁
判
員
の
参
加
の
尊
重
に
も
限
界
が
あ
る

（
八
七
四
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

三
七

こ
と
を
示
し
た
。

裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
を
め
ぐ
る
問
題
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
問
題
の
本
質
が
、
国
民
の
司

法
参
加
の
意
義
や
裁
判
員
の
参
加
の
正
統
性
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
に
つ
き
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
を
採
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
裁
判
員
の
参
加
の
正
統
性
に
つ
き
個
別
事
象

を
重
視
す
る
思
考
枠
組
み
に
よ
る
な
ら
ば
、
参
加
そ
の
も
の
の
意
義
を
尊
重
し
よ
う
と
し
な
い
二
〇
一
二
年
の
最
高
裁
判
決
や
、
裁
判
員

の
参
加
の
尊
重
の
限
界
を
示
し
た
二
〇
一
四
年
の
最
高
裁
判
決
は
、
到
底
承
服
し
え
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
個
々
の
具

体
的
な
裁
判
の
内
容
へ
実
体
的
な
国
民
と
し
て
の
裁
判
員
が
直
接
に
参
加
し
、
主
権
者
と
し
て
判
断
を
示
す
こ
と
を
も
っ
て
裁
判
員
制
度

の
意
義
で
あ
る
と
と
ら
え
る
以
上
、
至
上
の
価
値
を
有
す
る
主
権
者
国
民
の
民
主
的
参
加
の
意
義
に
触
れ
な
い
二
〇
一
二
年
の
最
高
裁
判

決
は
、
理
論
的
に
正
当
な
も
の
と
し
て
評
価
し
え
な
い
し
、
ま
た
、
主
権
者
国
民
の
民
主
的
参
加
に
基
づ
く
量
刑
判
断
を
民
主
的
正
統
性

の
な
い
裁
判
官
の
み
で
構
成
さ
れ
る
控
訴
審
が
裁
判
員
裁
判
の
判
決
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
端
的
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
解
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
方
、
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
な
い
し
そ
れ
が
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
制
度
と
し
て
問
題
を
と
ら
え
る
思
考
枠
組
み
に
よ
れ
ば
、

具
体
的
な
事
件
に
係
る
裁
判
に
お
い
て
個
々
の
裁
判
員
の
関
与
し
た
判
断
の
結
果
そ
れ
自
体
に
正
統
性
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
般
の
国

民
が
裁
判
員
と
し
て
刑
事
事
件
の
裁
判
に
参
加
す
る
制
度
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
司
法
に
対
す
る
民
主
的
正
統
性
を
高
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
裁
判
員
裁
判
の
第
一
審
の
判
決
を
裁
判
官
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
控
訴
審
が

審
査
す
る
こ
と
に
理
論
的
な
問
題
は
な
く
、
ま
た
裁
判
員
の
関
与
し
た
判
断
を
破
棄
し
た
と
し
て
も
、
司
法
へ
の
正
統
性
付
与
機
能
は
揺

る
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
結
果
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
を
破
棄
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
事
実
認
定
な
い
し
量
刑

（
八
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
八

に
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
自
体
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
（
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
は
、
第
一
審
の
判
決
に
十
分
に

反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
）、
法
的
専
門
合
理
性
の
見
地
か
ら
看
過
し
え
な
い
事
実
誤
認
や
量
刑
不
当
を
匡
正
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

た
し
か
に
実
際
に
具
体
的
な
事
件
に
係
る
裁
判
に
裁
判
員
と
し
て
参
加
し
た
国
民
に
と
っ
て
は
、
真
摯
な
熟
慮
と
討
議
に
基
づ
く
自
ら

の
判
断
が
上
級
審
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
容
易
に
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
（
115
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
自
分
の
意
見

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
法
的
専
門
合
理
性
の
見
地
か
ら
再
検
討
さ
れ
た
判
断
を
、
あ
り
う
る
結
論
の
一
つ
と
し
て
客
観
的

に
受
容
す
る
こ
と
を
も
、
裁
判
員
制
度
は
、
国
民
に
対
し
て
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
116
）

。

＊
本
稿
は
、
平
成
三
〇
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
日
本
学
術
振
興
会
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））「
国
民
の
司
法
参
加
を
め

ぐ
る
憲
法
理
論
の
国
際
的
発
信
」（
課
題
番
号
：
一
六
Ｋ
〇
三
三
〇
一
））
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
） 

こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
の
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題
」
日
本
法
学
八
四
巻
二

号
（
二
〇
一
八
年
）
七
三
頁
。

（
2
） 

司
法
制
度
改
革
審
議
会
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書

│
21
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度
」（
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
三
頁
。
意
見
書

は
、
併
せ
て
、「
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
知
識
・
経
験
の
共
有
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
裁
判
官
と
裁
判
員
は
、
共
に
評
議
し
、
有
罪
・
無
罪
の
決
定
及
び
刑
の
量
定
を
行
う
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
同
頁
）。

な
お
、
司
法
研
修
所
編
『
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
評
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
』（
法
曹
会
、
二
〇
一
二
年
）
一
頁
は
、
裁
判
員
が
量
刑
判
断

に
関
与
す
る
趣
旨
を
、「
国
民
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
が
、
裁
判
官
と
共
に
量
刑
を
決
め
る
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
視
点
、

0

0

0

0

0

 

感
覚
、
健
全
な
社
会
常
識
な
ど
が
量
刑
に
反
映
さ
れ

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
結
果
と
し
て
、
刑
事
裁
判
の
量
刑
判
断
に
対
す
る
国
民
の
理
解
が
増
進
し
、
そ
の
信
頼

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

が
高
ま
る

0

0

0

0

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
（
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。
同
書
は
、
井
田
良
教
授
、
大
島
隆
明
判

（
八
七
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

三
九

事
、
園
原
敏
彦
判
事
、
辛
島
明
判
事
の
四
名
に
委
嘱
さ
れ
た
平
成
二
一
年
度
の
司
法
研
究
の
報
告
書
（
六
三
輯
三
号
）
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
以
下
、

「
平
成
二
一
年
度
司
法
研
究
」
と
略
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
3
） 
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
議
論
の
場
に
お
い
て
、
当
初
、
一
体
型
か
分
担
型
か
と
い
う
制
度
の
基
本
的
構
成
に
つ
い
て
必
ず
し
も
合
意
が
な

か
っ
た
審
議
会
構
成
員
の
、
量
刑
判
断
に
関
す
る
ほ
ぼ
一
致
し
た
意
見
の
背
景
」
に
は
、「
量
刑
に
こ
そ
、
一
般
国
民
の
刑
事
司
法
に
対
す
る
理
解

と
信
頼
へ
の
契
機
が
強
く
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
っ
た
と
酒
巻
教
授
は
評
価
す
る
（
酒
巻
匡
「
裁
判
員
制
度
に
お
け
る
量
刑
の
意

義
」
井
上
正
仁
＝
酒
巻
匡
編
『
三
井
誠
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
八
七
二
頁
）。
一
方
で
、
本
庄
武
教
授
は
、
審
議
会
で

は
「
有
罪
無
罪
の
事
実
認
定
を
裁
判
員
の
み
で
行
う
べ
き
か
、
裁
判
官
と
協
働
し
て
行
う
べ
き
か
と
い
う
点
」
に
議
論
の
中
心
が
置
か
れ
、「
量
刑

に
ま
で
参
加
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
相
対
的
に
議
論
が
手
薄
に
な
る
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
た
」
と
推
測
す
る
と
と
も
に
、
事
実
認

定
に
関
し
て
陪
審
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
論
者
も
参
審
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
論
者
も
、
い
ず
れ
も
裁
判
員
の
量
刑
参
加
に
肯
定
的
で
あ
っ
た

こ
と
を
紹
介
す
る
も
の
の
、「
こ
の
〔
量
刑
に
裁
判
員
が
参
加
す
る
こ
と
の
〕
問
題
に
つ
い
て
審
議
会
で
自
覚
的
に
問
題
点
を
意
識
し
て
議
論
さ
れ

た
形
跡
は
な
」
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
本
庄
武
「
裁
判
員
の
量
刑
参
加
」
一
橋
論
叢
一
二
九
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
三
│
二
四
頁
）。

（
4
） 

民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
と
は
、
従
前
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
刑
事
裁
判
は
、
国
民
の
直
接
的
な
参
加
が
な
い
た
め
正
統
性
が
乏
し
く
、
ま
た

運
用
上
も
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
あ
っ
た
た
め
（
現
行
裁
判
否
定
論
）、
そ
れ
ら
を
克
服
す
る
た
め
に
国
民
の
司
法
参
加
が
必
要
で
あ
り
、
主
権
者
で

あ
る
国
民
は
、
民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ
き
司
法
に
当
然
に
直
接
的
に
参
加
し
う
る
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
理
解
増
進
・
信
頼
向

上
説
と
は
、
従
前
の
刑
事
裁
判
制
度
の
運
用
は
改
革
が
不
可
欠
な
ほ
ど
致
命
的
な
欠
陥
は
な
い
が
（
現
行
裁
判
肯
定
論
）、
国
民
的
基
盤
の
強
化
を

企
図
し
て
、
司
法
に
対
す
る
理
解
を
増
進
さ
せ
、
信
頼
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
裁
判
過
程
へ
国
民
を
参
加
さ
せ
う
る
と
す
る
見
解
を
い
う
。
現
行
の

裁
判
員
制
度
は
、
裁
判
員
法
一
条
の
規
定
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
後
者
に
基
づ
き
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
拙
著
『
裁
判
員
制
度
の
立
法
学

│
討
議
民
主
主
義
理
論
に
基
づ
く
国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
の
再
構
成
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
七
│
一
〇
九
頁
）。

（
5
） 

石
松
竹
雄
ほ
か
編
『
え
ん
罪
を
生
む
裁
判
員
制
度

│
陪
審
裁
判
の
復
活
に
向
け
て
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
〇
七
年
）
五
七
│
五
八
頁
（
分

担
執
筆
者
名
記
載
な
し
）。

（
6
） 

浅
田
和
茂
「
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
の
基
本
問
題

│
刑
法
理
論
の
観
点
か
ら
」
季
刊
刑
事
弁
護
六
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
六
│
三
〇
頁
。
な

（
八
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

四
〇

お
、
浅
田
教
授
は
、「
私
見
は
、
も
と
も
と
立
法
論
と
し
て
は
陪
審
制
に
賛
成
で
あ
り
、
裁
判
員
裁
判
も
、
で
き
る
か
ぎ
り
陪
審
制
に
近
い
運
用
に

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
三
二
頁
）。

（
7
） 
五
十
嵐
二
葉
『
刑
事
司
法
改
革
は
じ
め
の
一
歩

│
裁
判
員
制
度
導
入
の
た
め
の
具
体
的
手
続
モ
デ
ル
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）

一
二
一
頁
。
五
十
嵐
弁
護
士
は
、
制
度
施
行
後
も
、「
一
般
人
に
量
刑
を
さ
せ
る
こ
と
に
は
根
本
的
な
問
題
が
あ
」
り
、「
少
な
く
と
も
公
正
な
司
法

へ
の
奉
仕
は
参
加
国
民
の
義
務
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
ず
甘
や
か
さ
れ
る
ば
か
り
の
今
の
裁
判
員
に
、
こ
の
法
と
運
用
に
よ
る
「
量
刑
」
を
行
わ

せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
主
張
を
堅
持
し
て
い
る
（
同
『
こ
う
直
さ
な
け
れ
ば
裁
判
員
裁
判
は
空
洞
に
な
る
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
一
六
年
）

一
四
三
頁
）。

（
8
） 

原
田
國
男
『
量
刑
判
断
の
実
際
〔
第
三
版
〕』（
立
花
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
三
三
四
頁
（
原
文
マ
マ
）。
さ
ら
に
、
原
田
元
判
事
は
、「
今
日
の

マ
ス
コ
ミ
報
道
は
、
と
も
す
れ
ば
裁
判
官
の
刑
の
軽
さ
を
裁
判
官
の
世
間
常
識
の
な
さ
に
結
び
付
け
、
裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
被
害
者
の

要
望
に
応
え
た
被
告
人
に
重
い
刑
が
実
現
で
き
る
と
す
る
傾
向
が
な
い
で
は
な
く
、
こ
の
傾
向
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
と
と
も
に
強
ま
る
と
す
ら

い
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
す
る
（
同
頁
）。

（
9
） 

原
田
・
前
掲
注（
8
）三
三
五
頁
。

（
10
） 

原
田
・
前
掲
注（
8
）三
三
五
頁
。
も
っ
と
も
、
原
田
元
判
事
は
、「
裁
判
員
が
果
た
し
て
一
般
国
民
と
し
て
平
均
的
に
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

重
罰
思
考
を
そ
の
ま
ま
刑
事
裁
判
に
持
ち
込
む
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
点
に
は
疑
問
を
呈
示
し
、「
自
分
が
審
理
し
判
断
す
べ
き
具
体
的
事
件
に
接

し
た
場
合
、
被
告
人
に
も
い
ろ
い
ろ
な
事
情
も
あ
っ
た
こ
と
や
事
件
の
背
景
や
他
の
関
係
者
の
関
わ
り
な
ど
の
種
々
の
事
実
を
正
視
し
た
と
き
に
、

被
告
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
刑
を
決
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
重
罰
思
考
で
は
解
決
で
き
な
い
難
し
さ
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
は
ず
で
あ
」

り
（「
職
業
裁
判
官
も
合
議
を
通
じ
て
こ
の
こ
と
に
気
付
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
も
い
う
）、「
重
罰
思
考
も
具
体
的
事
件
を
通
じ
て
そ
れ
な
り
に

合
理
的
な
量
刑
の
幅
に
服
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
「
あ
ま
り
根
拠
は
な
い
…
…
期
待
」
を
示
し
て
い
た
（
原
田
・
前
掲
注（
8
）三
三
六

頁
、
原
文
マ
マ
）。

（
11
） 

第
百
五
十
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
十
号
六
頁
（
野
沢
太
三
法
務
大
臣
の
答
弁
）、
辻
裕
教
「「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に

関
す
る
法
律
」
の
解
説
（
1
）」
法
曹
時
報
五
九
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
九
三
頁
。

（
八
七
八
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

四
一

（
12
） 

神
山
啓
史
＝
岡
慎
一
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
判
断
」
日
本
弁
護
士
連
合
会
編
『
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
弁
護
活
動

│
そ
の
思
想
と
戦

略
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
一
│
四
二
頁
。
も
っ
と
も
、
神
山
啓
史
・
岡
慎
一
両
弁
護
士
は
、「「
刑
の
量
定
」
自
体
は
経
験
し
て
い
な

く
と
も
、
量
刑
の
過
程
で
な
さ
れ
る
考
察
や
判
断
に
社
会
生
活
で
培
わ
れ
る
知
識
や
経
験
が
適
切
に
活
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
通

じ
て
量
刑
判
断
に
「
健
全
な
社
会
常
識
を
反
映
さ
せ
る
」
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
（
同
頁
）。

な
お
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
は
日
常
生
活
に
お
け
る
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
説
明
は
、
最
高
裁
判
所
も
好
ん

で
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
よ
く
わ
か
る
！　
裁
判
員
制
度
Ｑ
＆
Ａ
〔
第
12
版
〕』（
最
高
裁
判
所
、
二
〇
一
八
年
）
五
四
頁
は
、「
例
え
ば

目
撃
者
の
証
言
な
ど
に
基
づ
い
て
、
被
告
人
が
被
害
者
を
ナ
イ
フ
で
刺
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
が
、
日
常
生
活
に
お
け
る

い
ろ
い
ろ
な
情
報
に
基
づ
い
て
、
あ
る
事
実
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
り
、
特
に
法
律
知
識
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
」
と
解
説
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
一
般
の
国
民
の
多
く
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
量
刑
な
い
し
そ
れ
に
類
似
す
る
行
為
を
経
験
す
る

こ
と
は
な
い
（
そ
し
て
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
は
、
何
も
説
明
し
よ
う
と
は
し
な
い
）。

（
13
） 

本
庄
・
前
掲
注（
3
）二
八
│
二
九
頁
。
た
だ
し
、
本
庄
教
授
は
、「
量
刑
の
問
題
に
つ
い
て
市
民
が
真
剣
に
考
え
る
機
会
を
提
供
し
、
刑
事
政

策
へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
」
点
に
つ
い
て
は
肯
定
的
に
評
価
し
た
う
え
で
、
裁
判
員
に
よ
る
量
刑
判
断
が
量
刑
相
場
よ
り
軽
い

も
の
で
あ
れ
ば
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
し
、
重
い
も
の
で
あ
れ
ば
阻
止
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
量
刑
に
つ
い
て
の
評
議
と
評
決
へ
の
裁
判
員
の
関
与

を
認
め
う
る
と
も
主
張
し
て
い
た
（
三
四
│
三
五
頁
）。

（
14
） 

髙
山
佳
奈
子
「
裁
判
員
裁
判
と
死
刑

│
民
主
主
義
と
の
関
係
を
中
心
に
」
福
井
厚
編
『
死
刑
と
向
き
あ
う
裁
判
員
の
た
め
に
』（
現
代
人
文

社
、
二
〇
一
一
年
）
二
七
│
二
九
頁
。

（
15
） 

酒
巻
・
前
掲
注（
3
）八
六
九
│
八
七
〇
頁
。
要
す
る
に
、
こ
れ
は
、「
国
家
刑
罰
権
の
実
現
過
程
に
お
い
て
、
民
意
な
い
し
民
主
的
要
素
の
直

接
的
に
作
動
す
る
範
囲
を
で
き
る
限
り
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
根
源
的
不
審
と
警
戒
の
対
象
で
あ
る
官
憲
・
専
門
家
に
対
抗
す
る
設
計
思
想
で
あ

る
」
と
い
う
（
八
七
〇
頁
）。

（
16
） 

酒
巻
・
前
掲
注（
3
）八
七
〇
│
八
七
一
頁
。

（
17
） 

酒
巻
・
前
掲
注（
3
）八
七
二
頁
。

（
八
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

四
二

（
18
） 

酒
巻
教
授
は
、「〔
裁
判
員
〕
制
度
導
入
の
趣
旨
・
理
由
を
単
純
素
朴
な
現
状
批
判
や
民
主
主
義
原
理
（「
国
民
の
手
に
よ
る
裁
判
」）
の
み
に
帰

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
（
酒
巻
匡
「
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
課
題
」
法
学
教
室
三
〇
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
頁
）。

（
19
） 
酒
巻
・
前
掲
注（
3
）八
六
八
頁
。

（
20
） 
小
池
信
太
郎
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
評
議
に
つ
い
て

│
法
律
専
門
家
と
し
て
の
裁
判
官
の
役
割
」
法
学
研
究
八
二
巻
一
号

（
二
〇
〇
九
年
）
六
〇
一
│
六
〇
二
頁
。

（
21
） 

小
池
・
前
掲
注（
20
）六
〇
二
頁
。

（
22
） 

拙
稿
「
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
展
開
可
能
性

│
続
々
・
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
」
日
本
法
学
八
三
号
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
七
│

一
八
頁
。

（
23
） 

制
度
設
計
の
段
階
で
は
、
裁
判
員
が
刑
事
裁
判
の
主
役
で
あ
り
、
裁
判
官
は
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
を
補
助
す
る
役
割
と
す
る
見
方
も
示
さ
れ
た
（
拙

稿
・
前
掲
注（
22
）四
四
│
四
六
頁
）。

（
24
） 

例
え
ば
、
量
刑
に
関
す
る
事
実
認
定
は
、「
経
験
則
と
論
理
法
則
が
支
配
す
る
の
で
、
非
法
律
家
を
含
め
た
一
般
国
民
の
社
会
常
識
が
大
い
に

役
立
ち
う
る
し
、
ま
た
そ
の
判
断
の
た
め
に
必
要
な
能
力
は

│
現
実
に
は
裁
判
官
の
方
が
長
け
て
い
る
と
し
て
も

│
理
念
的
に
職
業
法
曹
に
し

か
要
求
で
き
な
い
法
解
釈
学
的
な
知
見
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
」
た
め
、
真
正
な
協
働
的
判
断
事
項
で
あ
る
一
方
、
量
刑
目
的
な
い
し
基
準
に
関

す
る
判
断
は
、「
刑
法
理
論
な
い
し
刑
法
解
釈
学
に
お
け
る
基
本
問
題
で
あ
る
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
刑
法

お
よ
び
周
辺
法
分
野
な
ら
び
に
刑
法
解
釈
学
に
関
す
る
専
門
的
知
見
に
基
づ
い
た
統
一
的
な
解
決
が
強
く
求
め
ら
れ
る
」
た
め
、
真
正
な
専
門
的
判

断
事
項
で
あ
る
と
い
う
。
小
池
・
前
掲
注（
20
）六
三
九
│
六
四
〇
頁
。

（
25
） 

小
池
・
前
掲
注（
20
）六
四
二
頁
。

（
26
） 

司
法
研
修
所
編
『
量
刑
に
関
す
る
国
民
と
裁
判
官
の
意
識
に
つ
い
て
の
研
究

│
殺
人
罪
の
事
案
を
素
材
と
し
て
』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
七
年
）

一
六
八
頁
。
同
書
は
、
前
田
雅
英
教
授
、
合
田
悦
三
判
事
、
井
上
豊
判
事
、
野
原
俊
郎
判
事
の
四
名
に
委
嘱
さ
れ
た
平
成
一
五
年
度
の
司
法
研
究
の

報
告
書
（
五
七
輯
一
号
）
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
以
下
、「
平
成
一
五
年
度
司
法
研
究
」
と
略
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
27
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
26
）一
六
八
│
一
七
二
頁
。

（
八
八
〇
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

四
三

な
お
、
平
成
一
五
年
度
司
法
研
究
の
協
力
研
究
員
で
あ
る
前
田
教
授
は
、
本
研
究
の
結
果
の
「
最
も
重
要
な
こ
と
」
と
し
て
、「
我
が
国
の
刑
事

裁
判
は
、
専
門
家
と
し
て
の
刑
事
裁
判
官
に
よ
り
、
非
常
に
安
定
的
な
量
刑
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
、「
裁
判
員
と
し
て
参
加
が
予
定
さ
れ
る

国
民
は
、
平
均
値
を
と
れ
ば
、
裁
判
官
よ
り
若
干
重
め
の
量
刑
を
行
い
そ
う
だ
が
、
裁
判
官
と
の
人
数
比
な
ど
も
勘
案
す
れ
ば
、
現
状
を
大
き
く
変

更
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
予
想
さ
れ
る
点
」
を
挙
げ
る
（
前
田
雅
英
「
刑
事
法
学
的
視
点
か
ら
見
た
今
回
の
結
果
の
意
味
す
る
も
の
」
司
法
研

修
所
編
・
前
掲
注（
26
）一
七
三
頁
）。

原
田
元
判
事
は
、
こ
の
平
成
一
五
年
度
司
法
研
究
の
調
査
結
果
の
う
ち
、（
一
）
被
告
人
の
精
神
状
態
が
心
神
耗
弱
の
程
度
に
は
至
ら
な
い
が
不

安
定
で
あ
っ
た
こ
と
、（
二
）
被
告
人
の
判
断
能
力
が
飲
酒
の
た
め
に
低
下
し
て
い
た
こ
と
、（
三
）
被
告
人
が
未
成
年
で
あ
っ
た
こ
と
、（
四
）
被

告
人
が
反
省
し
て
い
る
こ
と
の
四
点
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
が
刑
を
軽
く
す
る
方
向
で
考
え
る
の
に
対
し
て
、
国
民
は
必
ず
し
も
そ
う
は
考
え
て
い

な
い
こ
と
と
、（
五
）
被
告
人
に
古
い
前
科
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
裁
判
官
は
さ
ほ
ど
重
視
し
な
い
の
に
対
し
て
、
国
民
は
刑
を
重
く
す
る
方

向
で
考
慮
し
て
い
る
こ
と
に
特
に
着
目
し
た
う
え
で
、「
こ
れ
ら
の
諸
点
に
関
す
る
国
民
の
意
識
は
、
量
刑
理
論
の
立
場
か
ら
み
て
も
い
ず
れ
も
不

当
で
あ
っ
て
、
国
民
の
目
線
だ
か
ら
と
い
っ
て
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
（
原
田
國
男
「
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
と
控
訴
審
」
法
と

心
理
一
四
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
七
│
四
八
頁
）。
同
「
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
の
在
り
方

│
最
高
裁
平
成
26
年
7
月
24
日
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」

刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
〇
│
五
一
頁
も
同
旨
。

（
28
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
26
）一
七
一
頁
。

（
29
） 

原
田
・
前
掲
注（
8
）三
頁
。
岡
田
雄
一
判
事
も
、「
刑
事
裁
判
に
関
与
す
る
実
務
家
の
間
で
、
長
年
に
わ
た
り
経
験
的
に
形
成
さ
れ
、
共
有
さ

れ
て
き
た
実
証
的
で
具
体
的
な
基
準
」
と
し
て
、
量
刑
相
場
が
存
在
す
る
が
、「
こ
の
よ
う
な
量
刑
相
場
が
、
量
刑
の
具
体
的
基
準
と
し
て
実
務
家

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
同
種
・
同
性
質
・
同
程
度
の
行
為
を
内
容
と
す
る
事
件
に
対
し
、
一
方
が
軽
す
ぎ
、
他
方
が
重
す
ぎ
る
刑
を
科
さ

れ
る
な
ど
、
量
刑
に
著
し
い
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
、
被
告
人
に
強
い
不
公
平
感
が
生
じ
、
刑
事
司
法
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
も
失
う
結
果
と
な
り

か
ね
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
す
る
」
と
述
べ
る
（
岡
田
雄
一
「
量
刑

│
裁
判
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
新　
刑
事
手
続
Ⅱ
』（
悠
々
社
、

二
〇
〇
二
年
）
四
八
四
頁
）。

（
30
） 

佐
伯
千
仭
『
責
任
の
理
論
〔
佐
伯
千
仭
著
作
選
集
第
三
巻
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）
五
六
七
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
佐
伯
千
仭
教
授
が
勘
と

（
八
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

四
四

呼
ん
だ
の
は
、
検
察
官
・
弁
護
人
に
よ
る
刑
罰
の
予
想
の
こ
と
で
あ
り
（「
い
わ
ば
直
感
的
に
こ
の
種
の
判
断
に
は
こ
の
程
度
の
刑
罰
が
来
る
だ
ろ

う
と
い
う
漠
然
と
し
た
予
感
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
）、
厳
密
に
い
え
ば
、
量
刑
相
場
そ
の
も
の
は
「
勘
に
よ
る
直
感
的
予
測
の
対
象
」
で
あ
る
と

い
う
（
五
六
八
頁
）。

（
31
） 
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注
（
2
）
一
頁
。

（
32
） 

松
本
時
夫
「
刑
の
量
定
・
求
刑
・
情
状
立
証
」
石
原
一
彦
ほ
か
編
『
現
代
刑
罰
法
大
系
第
6
巻　
刑
事
手
続
Ⅱ
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二

年
）
一
四
七
頁
。

（
33
） 

中
川
博
之
「
量
刑
に
関
す
る
評
議
・
評
決
」
大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
編
『
量
刑
実
務
大
系
第
4
巻　
刑
の
選
択
・
量
刑
手
続
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ

社
、
二
〇
一
一
年
）
二
七
一
頁
（
初
出
は
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
〇
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
八
五
頁
）。

（
34
） 

井
田
良
「
量
刑
を
め
ぐ
る
最
近
の
諸
問
題
」
研
修
七
〇
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
三
頁
（
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。

（
35
） 

池
田
修
『
解
説　
裁
判
員
法

│
立
法
の
経
緯
と
課
題
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
三
七
│
三
八
頁
（
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ

る
）。
制
度
施
行
後
に
刊
行
さ
れ
た
第
三
版
に
お
い
て
は
、
量
刑
の
動
向
、
量
刑
評
議
の
あ
り
方
、
量
刑
判
断
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
が
補
足
さ
れ

る
と
と
も
に
、
本
文
引
用
箇
所
は
、「
一
般
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
裁
判
員
の
量
刑
へ
の
関
与
も
認
め
る
制
度
を
導
入
す

る
以
上
、
変
化
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
し
、
変
わ
る
べ
き
で
も
あ
ろ
う
」
と
書
き
改
め
ら
れ
た
（
池
田
修
ほ
か
『
解
説　
裁
判
員
法

│
立

法
の
経
緯
と
課
題
〔
第
三
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
五
二
頁
）。
な
お
、
池
田
元
判
事
ら
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、「
量
刑
が
当
該
事
件
の
犯
情

等
に
基
づ
く
判
断
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
犯
情
と
し
て
重
視
さ
れ
、
他
の
場
合
よ
り
重
く
評
価
さ
れ
る
か
な
ど
の
従
前
の
判
断
基

準
に
も
合
理
性
が
あ
る
上
、
他
の
事
案
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
以
上
、
そ
れ
ら
の
点
を
裁
判
官
は
裁
判
員
に
分
か
り
や
す
く
説
明

し
て
理
解
を
得
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
評
議
に
お
け
る
裁
判
官
の
裁
判
員
に
対
す
る
指
導
的
立
場
を
肯
認
し
て
い
る
（
同

頁
）。

（
36
） 

た
だ
し
、
そ
も
そ
も
、
裁
判
員
制
度
は
、
量
刑
も
含
め
て
、
従
前
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
の
運
用
に
は
基
本
的
に
は
問
題
は
な
い
と
す
る

現
行
裁
判
肯
定
論
を
前
提
に
制
度
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
裁
判
員
の
関
与
に
よ
っ
て
従
前
の
量
刑
の
傾
向
が
変
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
で
、
議
論
の
整
合
性
が
取
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
八
八
二
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

四
五

（
37
） 

髙
山
佳
奈
子
「
コ
メ
ン
ト
」
大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
編
『
量
刑
実
務
大
系
第
4
巻　
刑
の
選
択
・
量
刑
手
続
』
二
九
一
頁
。

（
38
） 

髙
山
・
前
掲
注（
37
）二
九
一
│
二
九
二
頁
。
ま
た
、
髙
山
教
授
は
、「
量
刑
の
ば
ら
つ
き
は
、
知
識
の
不
足
に
基
づ
く
直
観
的
判
断
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
う
る
と
予
想
さ
れ
」、
ま
た
、「
諸
外
国
の
参
審
員
制
度
の
多
く
が
任
期
制
を
採
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
裁
判
員
は
1
つ
の

事
件
し
か
参
加
せ
ず
、
感
情
的
な
判
断
が
顕
在
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
た
め
、「
裁
判
員
が
も
し
不
合
理
な
主
張
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
に
引
き
ず
ら
れ
て
量
刑
相
場
が
変
動
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
も
い
う
（
二
九
二
│
二
九
三
頁
）。

（
39
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
26
）一
六
八
頁
。

（
40
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
26
）一
七
一
頁
。

（
41
） 

原
田
國
男
『
裁
判
員
裁
判
と
量
刑
法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
八
〇
│
八
三
頁
。
量
刑
傾
向
の
意
義
に
つ
い
て
、
伊
藤
博
路
教
授
は
、
量

刑
の
傾
向
に
つ
い
て
、「
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
得
ら
れ
る
量
刑
資
料
（
量
刑
分
析
グ
ラ
フ
等
）
に
示
さ
れ
る
傾
向
」
と
定
義
す
る
（
伊

藤
博
路
「
判
例
研
究　
傷
害
致
死
の
事
案
で
懲
役
十
年
の
求
刑
を
超
え
て
懲
役
十
五
年
に
処
し
た
第
一
審
判
決
及
び
こ
れ
を
是
認
し
た
原
判
決
が
量

刑
不
当
と
し
て
破
棄
さ
れ
た
事
例
（
最
判
平
二
六
・
七
・
二
四
刑
集
六
八
巻
六
号
九
二
五
頁
）」
名
城
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
三
三
号

（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
六
頁
）。

（
42
） 

な
お
、
量
刑
相
場
の
性
質
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
規
範
そ
の
も
の
な
い
し
規
範
的
な
も
の
で
は
な
く
、
事
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
こ

ろ
、
量
刑
相
場
の
基
準
性
を
明
確
に
承
認
し
事
実
的
な
拘
束
力
を
強
く
認
め
る
よ
り
も
、
相
場
と
し
て
の
量
刑
参
考
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
こ
と

と
な
る
（
原
田
・
前
掲
注（
41
）八
〇
│
八
三
頁
）。

な
お
、
裁
判
員
制
度
導
入
以
前
の
量
刑
相
場
の
意
義
に
つ
い
て
、
遠
藤
邦
彦
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ま
で
裁

判
官
は
、
従
前
の
量
刑
相
場
を
参
考
に
し
つ
つ
量
刑
判
断
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
量
刑
判
断
を
す
る
こ
と
で
量
刑
相
場
の
形
成
に
参
加
し
、
こ
の
繰

り
返
し
の
中
で
、
自
ら
の
量
刑
相
場
を
築
き
上
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
量
刑
相
場
は
、
事
実
上
の
も
の
と
は
い
え
、
裁
判
官
に

と
っ
て
そ
れ
な
り
に
拘
束
性
の
あ
る
、
あ
る
い
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
官
は
、
量
刑
判
断
を
す
る
場

面
で
、
他
の
参
考
と
な
る
事
案
と
当
該
事
案
の
具
体
的
な
比
較
対
象
を
経
験
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
量
刑
相
場
を
実
質
的
に

使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
量
刑
相
場
は
、
裁
判
官
に
と
っ
て
量
刑
基
準
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
量
刑
感
覚

（
八
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

四
六

的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」（
遠
藤
邦
彦
「
量
刑
判
断
過
程
の
総
論
的
検
討
」
大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
編
『
量
刑
実
務
大
系
第
1
巻　
量
刑
総

論
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
七
一
頁
）。

（
43
） 
遠
藤
・
前
掲
注（
42
）一
七
〇
頁
。

（
44
） 
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
「
模
擬
裁
判
の
成
果
と
課
題

│
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
公
判
前
整
理
手
続
、
審
理
、
評
議
及
び
判
決
並
び
に

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
在
り
方
」（
二
〇
〇
九
年
）
六
七
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
五
頁
）。

（
45
） 

平
成
二
一
年
度
司
法
研
究
は
、
本
文
に
続
い
て
、「
犯
罪
類
型
ご
と
の
刑
の
大
枠
を
考
え
、
当
事
者
の
主
張
す
る
科
刑
意
見
等
を
正
確
に
理
解

す
る
た
め
に
も
、
刑
の
数
量
化
の
た
め
の
何
ら
か
の
資
料
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
2
）二
五
頁
）。
中

川
・
前
掲
注（
33
）二
七
五
頁
、
同
「
裁
判
員
裁
判
と
量
刑
」
刑
法
雑
誌
五
一
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
九
頁
も
同
旨
。

（
46
） 

こ
の
場
合
、「
仮
に
、
量
刑
資
料
の
利
用
が
全
く
許
さ
れ
な
い
と
す
る
と
、
裁
判
員
に
と
っ
て
議
論
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
処
断
刑
の
枠
と

検
察
官
の
求
刑
意
見
（
さ
ら
に
、
被
害
者
参
加
事
件
の
場
合
は
被
害
者
参
加
人
の
求
刑
意
見
も
加
わ
る
…
…
）
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
刑
量
を

数
値
化
す
る
た
め
の
判
断
材
料
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
が
、
刑
法
の
法
定
刑
の
枠
は
広
く
、
検
察
官
や
被
害
者
参
加
人
の
求
刑
が
過
度
の
影

響
力
を
も
つ
事
態
が
生
じ
る
（
し
た
が
っ
て
、
中
川
判
事
は
、「
量
刑
評
議
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
が
作
成
し
た
量
刑
資
料
を
裁
判
員
に
提
供
す
る

と
い
う
運
用
が
適
切
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
）
と
い
う
別
の
問
題
が
あ
る
（
中
川
・
前
掲
注（
33
）二
七
七
│
二
七
八
頁
）。

（
47
） 

司
法
研
修
所
編
『
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
第
一
審
の
判
決
書
及
び
控
訴
審
の
在
り
方
』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
九
年
）
七
〇
│
七
三
頁
。
同
書
は
、

大
澤
裕
教
授
、
田
中
康
郎
判
事
、
中
川
博
之
判
事
、
髙
橋
康
明
判
事
の
四
名
に
委
嘱
さ
れ
た
平
成
一
九
年
度
の
司
法
研
究
の
報
告
書
（
六
一
輯
二

号
）
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
以
下
、「
平
成
一
九
年
度
司
法
研
究
」
と
略
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
48
） 

三
好
幹
夫
「
量
刑
判
断
の
方
法
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
二
号
〔
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
第
一
〇
版
〕（
二
〇
一
七
年
）
二
一
四
頁
。

（
49
） 

筆
者
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）四
九
頁
に
お
い
て
、
国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
に
つ
い
て
、
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
に
立
つ
場
合
、
個
別
事

象
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
（
個
々
の
具
体
的
な
裁
判
の
内
容
へ
実
体
的
な
国
民
と
し
て
の
裁
判
員
が
直
接
に
参
加
し
、
主
権
者
と
し
て
判
断
を
示

す
こ
と
を
も
っ
て
民
主
的
正
統
性
の
問
題
で
あ
る
と
と
ら
え
る
）
の
に
対
し
て
、
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
裁
判
員
の
参
加
の
正

統
性
に
つ
い
て
制
度
と
し
て
問
題
を
と
ら
え
る
こ
と
と
な
る
（
個
々
の
裁
判
員
の
具
体
的
な
参
加
を
通
じ
て
、
非
実
体
的
存
在
と
し
て
の
国
民
一
般

（
八
八
四
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

四
七

の
司
法
に
対
す
る
理
解
と
信
頼
が
高
ま
る
）
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
50
） 

例
え
ば
、「
量
刑
の
根
源
は
一
般
国
民
の
量
刑
感
覚
に
あ
る
か
ら
…
…
、
裁
判
員
が
刑
事
裁
判
に
関
与
す
る
の
は
、
市
民
の
司
法
参
加
の
目
的

か
ら
は
、
事
実
認
定
面
よ
り
む
し
ろ
量
刑
面
に
関
与
す
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
を
採
る
土
本
武
司
元
検
事
は
、「
裁
判
員
制
度

に
お
け
る
量
刑
判
断
は
、
極
力
、
裁
判
員
の
自
由
な
判
断
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
量
刑
基
準
な
ど
裁
判
官
の
間
で
用

い
て
い
る
共
通
の
判
断
基
準
を
裁
判
員
に
も
用
い
る
よ
う
な
こ
と
は
、
裁
判
員
に
対
し
一
定
の
量
刑
の
枠
を
押
し
つ
け
る
こ
と
に
な
り
、「
市
民
の

健
全
な
社
会
常
識
を
反
映
さ
せ
る
」
と
い
う
本
来
の
制
度
趣
旨
を
歪
め
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
」（
裁
判
員
法
六
七
条
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
「
極

端
な
結
論
に
な
ら
な
い
よ
う
法
律
上
の
手
当
て
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
量
刑
の
妥
当
性
を
は
か
る
手
だ
て
と
し
て
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、

そ
れ
以
上
の
制
約
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
）
と
し
て
、
量
刑
資
料
の
提
供
に
反
対
す
る
（
土
本
武
司
「
裁
判
員
制
度
と
量
刑
決
定
」
捜

査
研
究
六
五
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
六
│
一
〇
七
頁
）。

（
51
） 

平
成
一
九
年
度
司
法
研
究
は
、「
裁
判
員
制
度
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
あ
る
程
度
の
期
間
は
、
同
種
先
例
が
示
し
て
き
た
刑
の
位
置
付
け
の
幅
よ

り
も
一
段
と
広
い
量
刑
判
断
（
量
刑
判
断
の
ば
ら
つ
き
と
い
っ
て
も
よ
い
…
…
）
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
司
法
研
修

所
編
・
前
掲
注（
47
）七
三
頁
）。

（
52
） 

中
川
判
事
は
、「
同
じ
類
型
の
犯
罪
で
、
犯
情
も
似
か
よ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
体
ご
と
の
量
刑
判
断
が
あ
ま
り
に
も
ば
ら
つ
く

の
で
は
、
被
告
人
に
強
い
不
公
平
感
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
る
」
だ
け
で
な
く
、「
国
民
の
刑
事
司
法
に
対
す
る
信
頼
が
揺
ら
ぐ
結
果
に
も
な
り
か

ね
な
い
」
と
懸
念
し
て
い
た
（
中
川
・
前
掲
注（
33
）二
七
二
頁
。
同
様
に
、
永
田
憲
史
教
授
も
、「
公
平
性
の
観
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な

い
と
の
考
え
が
主
流
で
あ
り
、
特
に
同
種
事
案
で
の
量
刑
の
ば
ら
つ
き
や
、
裁
判
員
裁
判
相
互
間
、
例
え
ば
共
犯
者
間
で
量
刑
の
不
均
衡
が
生
じ
れ

ば
、
被
告
人
に
著
し
い
不
公
平
感
を
与
え
る
と
と
も
に
、
国
民
の
司
法
に
対
す
る
信
頼
も
揺
る
が
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
の
問
題
意
識
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
」
と

分
析
し
て
い
る
（
永
田
憲
史
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
死
刑
選
択
基
準
」
福
井
編
『
死
刑
と
向
き
あ
う
裁
判
員
の
た
め
に
』
四
四
頁
、
傍
点
は
本
稿

の
筆
者
に
よ
る
）。
こ
こ
で
改
め
て
想
起
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
裁
判
員
制
度
が
（
単
に
裁
判
員
を
参
加
さ
せ
て
そ
の
健
全
な
社
会
常
識
を
裁

判
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
す
る
だ
け
で
な
く
）
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
信
頼
の
向
上
を
そ
の
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（
裁
判
員
法
一
条
参
照
）。
い
か
に
裁
判
員
の
判
断
を
尊
重
す
る
と
し
て
も
、
量
刑
の
著
し
い
不
均
衡
に
よ
っ
て
国
民
の
信
頼
を
低

（
八
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

四
八

下
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
て
は
、
制
度
の
本
来
の
趣
旨
に
反
す
る
。

ま
た
、
松
本
時
夫
元
判
事
は
、「
裁
判
所
の
言
い
渡
す
刑
に
、
事
件
に
よ
り
、
あ
る
い
は
裁
判
所
に
よ
り
著
し
い
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
同
種
事
件
で
一
方
が
軽
過
ぎ
他
方
が
重
過
ぎ
る
と
い
う
意
味
で
公
平
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
み
か
、
刑
の
量
定
に
公
正
な
基
準
が
存
在
し
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
と
い
う
不
信
感
か
ら
、
刑
事
司
法
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
も
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
こ
と
を
指
摘
す
る
（
松
本
時
夫
「
裁
判
員
制
度
と
事
実

認
定
・
量
刑
判
断
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
五
五
巻
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
頁
、
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。
た
だ
し
、
量
刑
相

場
の
基
準
性
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注（
42
）参
照
。

（
53
） 

松
本
・
前
掲
注（
52
）一
〇
頁
。「
同
種
事
案
で
は
同
じ
よ
う
な
量
刑
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
同
種
事
案
に
お
い
て
裁
判
体
に
よ
っ
て
量
刑
が

大
き
く
異
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
公
平
性
の
観
点
か
ら
、〔
量
刑
〕
傾
向
か
ら
の
逸
脱
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
価
値
判
断
が
あ
」
り
、「
こ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
同
種
事
案
の
量
刑
判
断
は
、
従
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
重
視
す
べ
き

傾
向
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
」
と
こ
ろ
、「
従
来
の
量
刑
傾
向
が
、
実
務
に
お
い
て
、

公
平
性
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
機
能
を
有
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
」（
伊
藤
・
前
掲
注（
41
）一
〇
七
頁
）。

（
54
） 

神
山
・
岡
両
弁
護
士
は
、「
量
刑
相
場
に
よ
る
量
刑
と
い
う
実
務
の
基
礎
に
あ
っ
た
考
え
方
は
、
同
種
・
同
性
質
・
同
程
度
の
行
為
を
内
容
と

す
る
事
件
に
対
し
て
は
同
程
度
の
刑
罰
と
す
る
の
が
妥
当
と
い
う
理
念
、
す
な
わ
ち
、
行
為
責
任
主
義
を
基
礎
と
し
た
公
平
性
の
確
保
が
図
ら
れ
る

べ
き
と
す
る
考
え
方
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
裁
判
員
裁
判
で
も
妥
当
し
う
る
も
の
で
あ
」
り
、「「
同
種
・
同
性
質
・
同
程
度

の
行
為
を
内
容
と
す
る
事
件
に
対
し
て
は
同
程
度
の
刑
罰
と
す
る
」
と
い
う
公
平
の
観
点
を
考
慮
す
る
に
は
、
他
の
事
件
で
の
判
決
結
果
を
参
照
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
量
刑
傾
向
参
照
の
根
拠
だ
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
必
要
性
は
裁
判
員
裁
判
で
も
否
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
（
神

山
＝
岡
・
前
掲
注（
12
）五
七
│
五
八
頁
）。

（
55
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
26
）一
七
一
│
一
七
二
頁
。
そ
し
て
、
本
文
引
用
箇
所
に
、「
控
訴
審
に
お
い
て
も
、
一
審
の
事
案
の
見
方
に
特
段

の
問
題
が
な
く
、
前
記
の
意
味
で
の
「
量
刑
の
傾
向
」
が
参
照
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
判
断
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と

続
く
（
一
七
二
頁
）。

（
56
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
47
）七
〇
│
七
一
頁
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
は
、
裁
判
員
が
量
刑
意
見
を
述
べ
る
際
に
「
手
が
か
り
の
た

（
八
八
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

四
九

め
の
有
効
な
方
策
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
、「
裁
判
員
裁
判
用
の
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
量
刑
分
布
グ
ラ
フ
」

を
位
置
づ
け
、
裁
判
官
は
「
量
刑
分
布
グ
ラ
フ
を
提
示
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事

局
・
前
掲
注（
44
）六
七
│
六
八
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八
七
号
三
五
頁
）。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
後
述
す
る
寝
屋
川
幼
児
虐
待
事
件
最
高
裁
判
決
が
示
さ
れ
る
ま
で
は
、「
量
刑
資
料
を
提
示
す
る
こ
と
が
国
民
の

多
様
な
感
覚
を
量
刑
判
断
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
に
背
く
の
で
は
な
い
か
、
裁
判
官
が
裁
判
員
を
誘
導
し
た
と
す
る
批
判
を
受

け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
過
剰
な
配
慮
が
裁
判
官
の
側
に
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
量
刑
資
料
の
提
供
が
必
要
か
つ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
懸
念
な
い
し
危
機
感
が
あ
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
る
（
三
好
・
前
掲
注（
48
）二
一
三
頁
）。

（
57
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注
（
2
）
二
六
頁
。

（
58
） 

神
山
＝
岡
・
前
掲
注（
12
）五
七
頁
。

（
59
） 

松
本
・
前
掲
注（
52
）一
〇
頁
（
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。
松
本
時
夫
「
量
刑
の
相
場
に
つ
い
て
」
法
の
支
配
一
二
六
号
（
二
〇
〇
二
年
）

三
三
頁
は
、「
量
刑
基
準
の
根
底
に
あ
る
の
は
国
民
一
般
の
価
値
基
準
に
ほ
か
な
ら
」
ず
、「
こ
の
価
値
基
準
は
、
国
民
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
意
識
と
し

て
明
確
に
把
握
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
国
民
全
体
と
し
て
み
る
と
共
通
し
て
存
在
す
る
道
徳
的
、
倫
理
的
な
感
覚
な
い
し
「
正
義
感

覚
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
。
遠
藤
判
事
も
、「
こ
れ
ま
で
わ
が
国
は
職
業
裁
判
官
の
み
で
量
刑
判
断
を
し

て
き
た
の
で
あ
」
る
が
、「
裁
判
官
は
、「
一
般
人
の
処
罰
感
情
」
を
無
視
し
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
き
た
」（
そ
の
一
方
で
、「
わ
が
国
に
お
け
る

量
刑
判
断
が
、
一
般
人
の
処
罰
感
情
に
迎
合
す
る
よ
う
な
情
緒
的
な
量
刑
判
断
に
な
っ
て
い
る
と
は
到
底
思
え
な
い
」
と
も
い
う
）
と
述
べ
る
（
遠

藤
・
前
掲
注（
42
）一
六
一
頁
）。
ま
た
、
井
田
教
授
は
、「
こ
れ
ま
で
の
裁
判
官
裁
判
に
お
い
て
も
、
職
業
裁
判
官
た
ち
は
、
一
般
市
民
に
適
正
な
も

の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
宣
告
刑
を
得
る
べ
く
努
力
し
、
そ
れ
が
幾
度
か
検
証
さ
れ
定
着
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
努
力
の
沈
殿
物
が
従
来

の
量
刑
相
場
な
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
お
り
（
井
田
良
「
裁
判
員
裁
判
と
量
刑
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
五
頁
）、
小
池
教

授
も
「
裁
判
官
も
、
自
ら
も
国
民
の
一
人
と
し
て
、
量
刑
が
国
民
感
覚
に
受
容
さ
れ
る
か
を
考
慮
し
て
い
る
」
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
（
小

池
信
太
郎
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
傾
向

│
最
高
裁
平
成
26
年
7
月
24
日
判
決
の
意
義
」
法
律
時
報
八
六
巻
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
三

頁
）。
そ
し
て
、「
量
刑
傾
向
が
そ
れ
自
体
、
過
去
か
ら
現
在
に
か
け
て
の
国
民
感
覚
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
緩
や
か
な
規
制
機
能

（
八
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

五
〇

の
承
認
は
、
国
民
感
覚
の
反
映
と
い
う
制
度
趣
旨
と
対
立
し
、
こ
れ
を
外
在
的
に
制
約
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
内
在
す
る
も
の
と
理
解
で
き

る
」
と
い
う
（
同
頁
）。

な
お
、
植
村
立
郎
元
判
事
は
、
裁
判
官
と
国
民
と
を
峻
別
す
る
議
論
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
懐
疑
的
な
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
裁
判
員
裁
判
を
論
ず
る
論
考
の
多
く
は
、
職
業
裁
判
官
と
裁
判
員
と
に
つ
い
て
、「
裁
判
官
」
と
「
国
民
」
と
い
っ
た
対
比
の
形
で
考
察
を
進
め
て

い
る
。
…
…
そ
の
こ
と
自
体
に
誤
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
我
が
国
は
身
分
制
社
会
で
は
な
い
か
ら
、
職
業
裁
判
官
と
い
っ
て
も
「
国
民
」
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
し
て
、
そ
の
家
族
、
親
戚
等
は
「
国
民
」
の
集
ま
り
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
職
業
裁
判
官
も
、
そ
う
い
っ
た

集
団
と
の
日
常
的
な
接
触
を
通
じ
て
、「
国
民
」
か
ら
の
情
報
を
得
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
国
民
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
職
業
裁
判

官
は
、「
国
民
」
と
隔
絶
し
た
存
在
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
国
民
」
と
の
同
一
性
を
有
し
つ
つ
、
職
業
的
・
専
門
的
な
知
識
・
経
験
を
有
す

る
が
ゆ
え
に
、「
国
民
」
の
1
つ
の
類
型
と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
」（
植
村
立
郎
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
控
訴
審
」
ジ
ュ
リ

ス
ト
臨
時
増
刊
一
四
四
〇
号
〔
平
成
二
三
年
度
重
要
判
例
解
説
〕（
二
〇
一
二
年
）
一
九
八
頁
）。

（
60
） 

た
し
か
に
、
平
成
一
五
年
度
司
法
研
究
の
調
査
結
果
が
示
す
と
お
り
、
一
般
国
民
の
中
に
は
裁
判
官
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
量
刑
感
覚
を
有
す

る
者
が
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
国
民
が
実
際
に
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
、
特
異
な
量
刑
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
個
別
事
象
を

重
視
す
る
思
考
枠
組
み
で
は
な
く
、
制
度
と
し
て
問
題
を
と
ら
え
る
思
考
枠
組
み
に
よ
れ
ば
、
量
刑
に
反
映
す
べ
き
健
全
な
社
会
常
識
の
持
ち
主
と

し
て
の
国
民
と
は
、
特
異
な
意
見
を
述
べ
る
可
能
性
の
あ
る
裁
判
員
を
含
む
具
体
的
な
国
民

0

0

0

0

0

0

の
こ
と
で
は
な
く
、
司
法
の
正
統
性
を
そ
の
信
頼
で
支

え
る
と
こ
ろ
の
観
念
的
な
国
民

0

0

0

0

0

0

一0

般0

の
こ
と
を
指
す
（
拙
稿
・
前
掲
注（
1
）四
九
頁
）。

（
61
） 

神
山
＝
岡
・
前
掲
注（
12
）五
九
頁
。

（
62
） 

大
島
隆
明
「
裁
判
員
裁
判
と
控
訴
審
の
役
割

│
実
務
家
の
視
点
か
ら
」
刑
法
雑
誌
五
四
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
五
頁
。

（
63
） 

原
田
・
前
掲
注（
41
）一
八
八
頁
。
も
っ
と
も
、「
点
に
よ
る
審
査
に
よ
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
少
し
で
も
原
判
決
の
量
刑
判
断
が
控
訴
審
の
そ

れ
と
ズ
レ
た
か
ら
と
い
っ
て
破
棄
す
べ
き
量
刑
不
当
に
当
た
る
と
は
し
な
い
の
で
、
両
者
の
違
い
は
相
対
化
し
て
い
る
」
と
も
い
う
（
同
頁
）。

（
64
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
47
）一
一
二
頁
。
石
井
一
正
『
刑
事
控
訴
審
の
理
論
と
実
務
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
一
〇
年
）
四
四
一
│

四
四
二
頁
も
同
旨
。

（
八
八
八
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

五
一

（
65
） 

原
田
・
前
掲
注（
41
）一
八
九
頁
。

（
66
） 

石
井
・
前
掲
注（
64
）四
四
二
頁
。
も
っ
と
も
、
石
井
元
判
事
は
、「
も
と
も
と
、
量
刑
の
わ
く
あ
る
い
は
幅
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
客
観

的
・
明
確
で
共
通
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
」
た
め
、「
控
訴
審
が
実
施
の
具
体
的
事
件
の
量
刑
の
審
査
に
当
た
り
、
ど
こ
ま
で
そ
の
わ
く
あ
る
い

は
幅
を
広
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
は
、
実
は
容
易
な
問
題
で
は
な
い
」
と
い
う
（
同
頁
）。

（
67
） 

龍
岡
元
判
事
は
、「
量
刑
判
断
は
相
当
性
の
判
断
で
あ
っ
て
、
元
来
許
容
さ
れ
る
幅
は
か
な
り
広
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
裁
判
員
裁
判
事
件
の

量
刑
審
査
に
つ
い
て
も
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
の
趣
旨
・
目
的
を
考
慮
し
、
事
後
審
と
し
て
の
立
場
を
よ
り
徹
底
す
る
見
地
か
ら
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
」
と
し
た
う
え
で
、
い
わ
ゆ
る
一
項
破
棄
に
つ
い
て
、
本
文
引
用
の
運
用
の
あ
り
方
を
示
す
（
龍
岡
資
晃
「
上
訴
審
の
在
り
方
」
論
究
ジ
ュ
リ

ス
ト
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
三
頁
）。

（
68
） 

岩
瀬
徹
「
裁
判
員
制
度
の
下
に
お
け
る
上
訴
審
の
あ
り
方
」
木
谷
明
編
『
裁
判
所
は
何
を
判
断
す
る
か
〔
シ
リ
ー
ズ
刑
事
司
法
を
考
え
る　
第

五
巻
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
二
一
八
頁
。

（
69
） 

中
桐
判
事
は
、「
公
平
の
理
念
は
重
要
で
あ
る
が
、
従
来
と
同
程
度
の
狭
い
幅
の
量
刑
相
場
を
維
持
し
な
け
れ
ば
、
公
平
性
の
要
請
が
充
た
さ

れ
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
（
中
桐
圭
一
「
大
阪
高
等
裁
判
所
陪
席
会
・
裁
判
員
制
度
の
も
と
に
お
け
る
控
訴
審
の
在
り
方

（
5
）　

量
刑
の
審
査
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
七
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
九
頁
）。

（
70
） 

岡
上
雅
美
「
裁
判
員
制
度
の
下
に
お
け
る
量
刑
を
め
ぐ
る
諸
問
題

│
学
問
と
し
て
の
量
刑
法
の
展
望
と
課
題
」
刑
法
雑
誌
五
一
巻
一
号
四
一

│
四
二
頁
。
一
方
で
、「
公
平
性
を
尊
重
す
る
こ
と
と
「
市
民
感
覚
を
反
映
す
る
」
こ
と
は
両
立
可
能
な
課
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
見
解
も

あ
る
（
岡
慎
一
＝
神
山
啓
史
「
量
刑

│
弁
護
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
刑
事
手
続
の
新
展
開　
下
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
五
四
一

頁
）。

（
71
） 

松
宮
孝
明
「
控
訴
審
に
お
け
る
量
刑
審
査
の
展
望
」
季
刊
刑
事
弁
護
七
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
五
頁
。

（
72
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
47
）一
一
三
頁
。

（
73
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
47
）一
一
三
│
一
一
四
頁
。

（
74
） 

石
井
・
前
掲
注（
64
）四
四
三
頁
、
原
田
・
前
掲
注（
41
）一
〇
四
頁
、
中
川
・
前
掲
注（
45
）「
裁
判
員
裁
判
と
量
刑
」
二
四
頁
。（

八
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

五
二

（
75
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
47
）一
一
五
│
一
一
六
頁
）。
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
部
総
括
裁
判
官
研
究
会
「
控
訴
審
に
お
け
る
裁
判
員
裁
判

の
審
査
の
在
り
方
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
九
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
│
一
四
頁
も
同
旨
。
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
陪
席
裁
判
官
研
究
会
（
つ

ば
さ
会
）「
裁
判
員
制
度
の
下
に
お
け
る
控
訴
審
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八
八
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
七
頁
は
、
さ
ら
に
踏
み

込
ん
で
、「
刑
訴
法
397
条
2
項
自
体
は
改
正
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
解
釈
運
用
に
お
い
て
は
、
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
控
訴
審
が
事
後

審
で
あ
る
と
い
う
原
則
を
徹
底
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
同
項
が
1
審
判
決
後
の
事
情
に
よ
る
破
棄
に
つ
い
て
「
破
棄
し
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
正

義
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
」
と
定
め
た
原
点
に
立
ち
返
っ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

（
76
） 

永
田
・
前
掲
注（
52
）四
九
頁
。

二
項
破
棄
の
具
体
的
な
運
用
に
関
連
し
て
、「
従
来
は
、
控
訴
審
で
贖
罪
寄
附
が
な
さ
れ
た
場
合
や
被
害
弁
償
の
一
部
が
な
さ
れ
た
場
合
な
ど
で
、

刑
期
を
わ
ず
か
な
が
ら
短
縮
す
る
と
い
う
緩
や
か
な
運
用
が
行
わ
れ
て
き
た
」
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
第
一
審
判
決
の
刑
期
を
数
か
月
程
度
短
縮
す

る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
刻
み
破
棄
の
運
用
に
つ
い
て
、
裁
判
員
制
度
施
行
後
も
、
従
前
と
同
じ
扱
い
で
よ
い
か
否
か
が
問
題
と
な
る
（
村
瀬
均
「
上

訴
審

│
裁
判
の
立
場
か
ら
」
三
井
ほ
か
編
『
刑
事
手
続
の
新
展
開　
下
巻
』
五
七
六
頁
）。

こ
の
点
、
中
桐
判
事
は
、「
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
、
刑
期
を
数
か
月
短
縮
す
る
程
度
の
量
刑
事
実
の
場
合
、
仮
に
一
審
の
段
階
で
生
じ
て
い

れ
ば
、
裁
判
員
の
加
わ
っ
た
裁
判
体
に
お
い
て
量
刑
の
結
論
に
影
響
し
な
い
事
情
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
の
に
、
一
審
判
決
後
に
生
じ
た
場
合
に
は
、

控
訴
審
の
裁
判
官
に
よ
り
、
刑
期
を
短
縮
す
る
方
向
で
結
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
評
価
さ
れ
て
2
項
破
棄
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
裁
判
員

裁
判
に
よ
る
量
刑
を
基
本
的
に
尊
重
す
る
と
の
考
え
と
整
合
し
な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
」
点
を
指
摘
し
、
刻
み
破
棄
と
い
う
運
用
に
つ
い
て
、

裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
を
含
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
提
唱
す
る
（
中
桐
・
前
掲
注（
69
）七
一
│
七
二
頁
）。
中
川
・
前
掲
注（
45
）「
裁
判

員
裁
判
と
量
刑
」
二
四
頁
も
、「
こ
れ
ま
で
比
較
的
ゆ
る
や
か
に
認
め
ら
れ
て
き
た
2
項
破
棄
の
運
用
、
と
り
わ
け
刑
期
を
数
か
月
程
度
短
縮
す
る

よ
う
な
運
用
は
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
陪
席
裁
判
官
研
究
会
は
、
端
的
に
、
刻
み
破
棄
は
「
基
本
的
に

す
べ
き
で
な
く
、
仮
に
個
別
の
事
件
の
事
情
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
わ
ず
か
な
刑
の
減
軽
が
必
要
な
理
由
に
つ

い
て
、
判
決
に
お
い
て
国
民
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
説
明
す
べ
き
」
だ
と
主
張
す
る
（
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
陪
席
裁
判
官
研
究
会
・
前
掲
注

（
75
）一
七
頁
）。

（
八
九
〇
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

五
三

こ
れ
に
対
し
て
、
村
瀬
元
判
事
は
、「
原
判
決
後
の
示
談
成
立
の
経
緯
等
を
考
慮
す
る
こ
と
は
裁
判
員
制
度
導
入
前
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

裁
判
員
裁
判
と
い
う
だ
け
で
従
来
よ
り
更
に
謙
抑
的
に
運
用
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
事
案
に
即
し
た
実
質
的
妥
当
性
等
を
考
慮
し
つ
つ
、
原
判

決
後
に
生
じ
た
情
状
を
加
味
す
れ
ば
量
刑
不
当
に
至
る
か
を
柔
軟
に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
、「
数
か
月
減
刑
す
る
こ
と
が
相
当

な
事
例
も
あ
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
刻
み
破
棄
を
抑
制
す
べ
き
と
い
う
議
論
を
懐
疑
的
に
み
る
（
村
瀬
・
前
掲
「
上
訴
審

│
裁
判
の
立
場
か

ら
」
五
七
七
頁
）。

植
村
元
判
事
が
述
べ
る
と
お
り
、「
安
易
な
「
き
ざ
み
破
棄
」
が
事
後
審
性
の
徹
底
と
の
観
点
か
ら
支
持
さ
れ
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

「
き
ざ
み
破
棄
」
の
当
否
は
、
結
局
は
、
当
該
量
刑
事
由
に
関
す
る
「
や
む
を
得
な
い
事
情
」
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
た
理
由
等
を
中
心
に
判
断
さ
れ

る
べ
き
事
項
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
事
案
に
よ
る
こ
と
に
な
る
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
植
村
・
前
掲
注（
59
）一
九
八
頁
、
原
文
マ
マ
）。

（
77
） 

村
瀬
・
前
掲
注（
76
）五
七
七
頁
。

（
78
） 

本
判
決
以
前
に
、
裁
判
員
裁
判
に
よ
る
第
一
審
判
決
を
控
訴
審
に
お
い
て
量
刑
不
当
（
刑
事
訴
訟
法
三
九
七
条
一
項
、
三
八
一
条
）
を
理
由
に

い
わ
ゆ
る
一
項
破
棄
を
し
た
事
例
と
し
て
、
本
判
決
に
係
る
調
査
官
解
説
は
、（
一
）
実
姉
を
刺
殺
し
た
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
の
被
告
人
に
関
し

て
、
懲
役
一
六
年
の
求
刑
に
対
し
て
、
被
告
人
が
「
未
だ
十
分
な
反
省
に
至
っ
て
」
お
ら
ず
、「
健
全
な
社
会
常
識
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
い
か
に

精
神
障
害
の
影
響
が
あ
る
と
は
い
え
、
十
分
な
反
省
の
な
い
ま
ま
被
告
人
が
社
会
に
復
帰
す
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
被
告
人
と
接
点
を
持
つ
者
の
中
で
、

被
告
人
の
意
に
沿
わ
な
い
者
に
対
し
て
、
被
告
人
が
本
件
と
同
様
の
犯
行
に
及
ぶ
こ
と
が
心
配
さ
れ
」、
ま
た
、「
社
会
内
で
被
告
人
の
ア
ス
ペ
ル

ガ
ー
症
候
群
と
い
う
精
神
障
害
に
対
応
で
き
る
受
け
皿
が
何
ら
用
意
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
見
込
み
も
な
い
と
い
う
現
状
の
下
で
は
、
再
犯
の
お

そ
れ
が
更
に
強
く
心
配
さ
れ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
」
な
い
た
め
、
被
告
人
を
「
許
さ
れ
る
限
り
長
期
間
刑
務
所
に
収
容
す
る
こ
と
で
内
省
を
深
め
さ

せ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、
社
会
秩
序
の
維
持
に
も
資
す
る
」
と
し
て
、
懲
役
二
〇
年
に
処
し
た
第
一
審
判
決
（
大
阪
地
判
平
成
二
四

年
七
月
三
〇
日
）
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
行
為
責
任
の
基
礎
と
な
る
本
件
犯
行
の
実
体
を
正
し
く
評
価
せ
ず
、
ま
た
、
一
般
情
状
に
関
す
る
評
価
を

も
誤
っ
た
結
果
、
不
当
に
重
い
量
刑
を
し
た
と
し
て
、
懲
役
一
四
年
と
し
た
大
阪
高
判
平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
判
タ
一
三
九
〇
号
三
七
五
頁
、

（
二
）
傷
害
致
死
・
死
体
遺
棄
事
件
及
び
住
居
侵
入
・
強
姦
致
死
・
殺
人
事
件
の
被
告
人
に
関
し
て
、
後
者
に
お
い
て
、
犯
行
中
に
被
害
者
の
裸
体

や
性
器
を
携
帯
電
話
で
撮
影
し
、
犯
行
後
に
死
体
の
腹
部
を
切
り
裂
き
そ
の
内
臓
を
露
出
さ
せ
た
う
え
で
撮
影
し
、
そ
れ
ら
を
繰
り
返
し
鑑
賞
す
る

（
八
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

五
四

な
ど
し
て
い
た
点
を
も
っ
て
、「
国
民
の
健
全
な
常
識
に
照
ら
し
て
、
本
件
に
お
い
て
は
被
告
人
に
対
し
法
律
上
選
択
し
得
る
最
高
刑
を
も
っ
て
臨

む
ほ
か
な
い
」
と
判
示
し
、
前
者
に
つ
き
無
期
懲
役
（
求
刑
無
期
懲
役
）
に
、
後
者
に
つ
き
懲
役
二
〇
年
（
求
刑
懲
役
一
五
年
）
に
処
し
た
（
た
だ

し
、
死
体
遺
棄
罪
に
つ
い
て
は
無
罪
と
し
た
）
第
一
審
判
決
（
岐
阜
地
判
平
成
二
五
年
三
月
六
日
）
に
つ
い
て
、
死
体
の
取
扱
方
法
な
ど
は
犯
行
後

の
副
次
的
な
考
慮
要
素
に
と
ど
ま
る
と
し
て
、
後
者
に
つ
き
懲
役
一
二
年
と
し
た
名
古
屋
高
判
平
成
二
五
年
九
月
三
〇
日
高
刑
速
平
成
二
五
年

一
八
二
頁
、（
三
）
適
応
障
害
を
背
景
と
し
て
妄
想
性
障
害
を
発
症
し
、
暴
力
的
衝
動
に
駆
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
軽
度
精
神
遅
滞
の
影
響
で
こ
の
衝
動

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
実
母
に
暴
行
を
加
え
て
死
亡
さ
せ
た
傷
害
致
死
事
件
の
被
告
人
に
関
し
て
、
懲
役
五
年
の
求
刑
に
対
し
て
、
妄
想
性
障

害
と
軽
度
精
神
遅
滞
は
被
告
人
の
行
動
制
御
能
力
に
ほ
と
ん
ど
影
響
し
て
お
ら
ず
、
被
告
人
に
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
う
え
で
懲
役
六
年
に
処
し

た
第
一
審
判
決
（
横
浜
地
小
田
原
支
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
一
日
）
に
つ
い
て
、
妄
想
性
障
害
等
は
責
任
能
力
に
相
当
程
度
影
響
が
あ
る
と
し
て
、

同
種
事
案
の
量
刑
傾
向
を
も
参
考
に
し
た
う
え
で
、
懲
役
五
年
と
し
た
東
京
高
判
平
成
二
六
年
二
月
二
五
日
の
三
つ
を
紹
介
し
て
い
る
（
楡
井
英
夫

「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
26
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
一
七
年
）
二
八
二
│
二
八
三
頁
）。

（
79
） 

第
一
審
判
決
は
、
犯
行
態
様
に
関
し
て
、
平
手
に
よ
る
一
回
の
頭
部
殴
打
に
よ
る
床
へ
の
頭
部
の
打
ち
付
け
と
い
う
本
件
の
暴
行
に
つ
い
て
、

発
達
不
良
の
幼
児
に
対
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、「
本
件
暴
行
の
態
様
は
、
殺
人
罪
と
傷
害
致
死
罪
と
の
境
界
線
に
近
い
も
の
と
評
価
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
死
亡
結
果
に
つ
い
て
故
意
が
認
め
ら
れ
る
事
案
等
の
量
刑
傾
向
を
参
照
し
つ
つ
」
量
刑
評
議
を
行
っ
た

と
明
記
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
原
田
元
判
事
は
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
「
一
部
で
は
あ
る
が
、
強
姦
未
遂
と
既
遂
の
同
視
、
強
制
わ
い
せ
つ
の
強
姦
化
、
傷
害
致
死

の
殺
人
化
と
い
う
現
象
も
見
受
け
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
、
本
件
第
一
審
判
決
の
か
か
る
判
示
が
「
傷
害
致
死
が
殺
人
化
し
」
た
も
の
で
あ
り
「
控
訴
審

と
し
て
も
是
正
す
べ
き
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
（
原
田
・
前
掲
注（
27
）「
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
の
在
り
方
」
五
一
頁
）。
控
訴
審
か
ら
本
件
の
被
告
人

夫
の
弁
護
人
を
務
め
た
髙
山
巌
弁
護
士
は
、
本
件
第
一
審
の
裁
判
を
担
当
し
た
裁
判
員
（
報
道
に
よ
れ
ば
、「
大
学
で
臨
床
心
理
の
面
か
ら
児
童
虐

待
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
男
子
大
学
生
」
で
あ
る
と
い
う
）
に
よ
る
判
決
後
の
記
者
会
見
に
お
け
る
「
親
に
し
か
す
が
れ
な
い
子
供

を
虐
待
す
る
の
は
あ
る
意
味
で
殺
人
よ
り
悪
質
な
の
で
は
〔
な
い
か
〕」、「
同
じ
よ
う
な
事
件
の
裁
判
員
の
参
考
に
な
れ
ば
〔
よ
い
〕」
と
の
発
言

（
朝
日
新
聞
二
〇
一
二
年
三
月
二
二
日
朝
刊
、
毎
日
新
聞
（
大
阪
）
二
〇
一
〇
年
三
月
二
二
日
朝
刊
参
照
）
や
、
同
じ
く
裁
判
員
経
験
者
に
よ
る
意

（
八
九
二
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

五
五

見
交
換
会
で
の
「
違
和
感
を
ど
う
し
て
も
持
っ
た
の
が
、
傷
害
致
死
事
件
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
…
…
子
供
さ
ん
が
死
ん
だ
場
合
、
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど

の
場
合
殺
人
と
い
う
よ
う
な
形
で
は
と
ら
え
ら
れ
て
な
い
」、「
殺
人
罪
の
量
刑
と
傷
害
致
死
の
量
刑
の
差
、
こ
こ
が
や
は
り
、
私
が
、
私
た
ち
が

や
っ
た
と
き
に
一
番
悩
ん
だ
点
」、「〔
検
察
官
に
対
し
て
〕
傷
害
致
死
、
こ
れ
、
お
か
し
い
で
す
け
ど
殺
人
と
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
け

な
か
っ
た
の
か
」
な
ど
の
発
言
（
大
阪
地
方
裁
判
所
「
裁
判
員
経
験
者
の
意
見
交
換
会
議
事
概
要
（
平
成
二
四
年
七
月
二
三
日
開
催
分
）」
参
照
）

に
注
目
す
る
（
髙
山
巌
「
事
例
報
告　
検
察
官
求
刑
を
超
え
る
量
刑
を
言
い
渡
し
た
裁
判
員
裁
判
の
判
決
を
最
高
裁
判
所
が
破
棄
自
判
し
た
事
例
」

季
刊
刑
事
弁
護
八
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
七
頁
）
が
、
こ
れ
ら
の
発
言
は
、
本
件
に
お
い
て
裁
判
員
が
傷
害
致
死
事
件
を
殺
人
事
件
と
し
て
評

価
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
原
田
元
判
事
に
よ
る
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
城
下
裕
二
教
授
も
同
様
に
、「
結
果
の
重
大
性
を
重
視
す
る
あ

ま
り
、
犯
罪
の
主
観
的
要
素
の
判
断
を
相
対
化
し
、
そ
れ
を
行
為
態
様
に
も
影
響
さ
せ
、
ひ
い
て
は
各
犯
罪
類
型
間
の
区
別
な
い
し
相
互
関
係
を
軽

視
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
批
判
す
る
（
城
下
裕
二
「
傷
害
致
死
の
事
案
に
つ
き
懲
役
10
年
の
求
刑
を
超
え
て
懲
役
15
年
に
処
し
た
第
一
審
判

決
及
び
こ
れ
を
是
認
し
た
原
判
決
が
量
刑
不
当
と
し
て
破
棄
さ
れ
た
事
例
」〔
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊　
速
報
判
例
解
説
〕
新
・
判
例
解
説W

atch

一
七
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
八
九
│
一
九
〇
頁
、
同
「
裁
判
員
裁
判
と
「
同
種
事
犯
の
量
刑
傾
向
」

│
最
高
裁
平
成
26
年
7
月
24
日
判
決
を
契
機

と
し
て
」
札
幌
学
院
法
学
三
一
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
四
五
頁
）。
一
方
、
小
池
教
授
は
、「
上
記
判
示
は
「
殺
意
が
あ
っ
た
と
疑
わ
れ
て
も
お

か
し
く
な
い
ほ
ど
に
危
険
か
つ
無
思
慮
な
暴
行
で
あ
っ
た
か
ら
、
殺
人
の
量
刑
傾
向
を
も
参
考
ま
で
に
参
照
し
た
」
と
い
う
趣
旨
だ
と
す
れ
ば
、
量

刑
評
価
と
し
て
「
誤
っ
て
い
る
」
と
ま
で
は
断
じ
に
く
い
」
と
述
べ
る
（
小
池
信
太
郎
「
量
刑
判
断
の
在
り
方
」
刑
法
雑
誌
五
五
巻
二
号

（
二
〇
一
六
年
）
一
六
四
頁
）。

な
お
、
最
高
裁
判
所
は
、「
第
1
審
判
決
の
犯
情
及
び
一
般
情
状
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
が
誤
っ
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し

た
原
判
断
は
正
当
で
あ
る
」
と
説
示
し
て
お
り
、
量
刑
事
情
の
評
価
で
は
な
く
、（
後
述
す
る
よ
う
に
）
具
体
的
・
説
得
的
な
根
拠
な
く
量
刑
傾
向

か
ら
踏
み
出
し
た
量
刑
を
し
た
点
を
問
題
視
し
て
い
る
（
楡
井
・
前
掲
注（
78
）二
八
六
頁
参
照
）。

（
80
） 

岩
瀬
徹
元
判
事
は
、「
本
件
量
刑
の
結
論
の
当
否
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
件
で
被
告
人
両
名
に
対
し
各
懲
役
15
年
に
処
し
た
第
1
審
判
決
は
、

や
は
り
重
過
ぎ
る
と
考
え
る
の
が
常
識
的
な
判
断
で
あ
ろ
う
」（「
量
刑
の
傾
向
か
ら
み
て
も
、
日
常
的
な
虐
待
が
背
景
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
死
に

直
結
す
る
行
為
は
、
顔
面
を
含
む
頭
部
分
を
平
手
で
1
回
強
打
し
て
頭
部
分
を
床
に
打
ち
付
け
さ
せ
る
な
ど
の
暴
行
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
ど
に
照
ら

（
八
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

五
六

し
て
も
、
法
定
刑
の
上
限
に
近
い
刑
が
相
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
」
と
い
う
）
と
述
べ
る
（
岩
瀬
徹
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量

刑
と
控
訴
審
に
お
け
る
そ
の
審
査
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
四
七
九
号
〔
平
成
二
六
年
度
重
要
判
例
解
説
〕（
二
〇
一
五
年
）
一
九
五
頁
）。
ま
た
、

髙
山
弁
護
士
は
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
前
提
と
し
た
と
し
て
も
、
一
審
判
決
の
量
刑
が
、
従
来
の
量
刑
感
覚
に
照
ら
し
て
重
す
ぎ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
刑
事
弁
護
に
携
わ
る
弁
護
士
で
あ
れ
ば
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
こ
ろ
、「
控
訴
審
に
お
い
て
こ
そ
、
是
正
さ
れ
る
べ
き
だ
し
、

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
」
が
、「
控
訴
審
に
お
い
て
も
量
刑
が
簡
単
に
維
持
さ
れ
た
と
き
は
、「
裁
判
員
の
判
断
の
尊
重
」
と
い
う
お
題
目

に
よ
っ
て
、
裁
判
官
が
思
考
停
止
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
実
に
愕
然
と
し
た
」
と
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
（
髙
山
・
前
掲
注（
79
）一
〇
八
│

一
〇
九
頁
）。

（
81
） 

刑
集
六
八
巻
六
号
九
三
四
頁
。

（
82
） 

刑
集
六
八
巻
六
号
九
三
四
│
九
三
五
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
量
刑
不
当
の
主
張
も
、
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
四
〇
五
条
の
上
告

理
由
に
当
た
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
た
。

（
83
） 

た
だ
し
、
最
高
裁
判
所
は
、
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
が
求
刑
を
超
え
た
こ
と
自
体
は
問
題
視
し
て
い
な
い
（
な
お
、「
裁
判
所
が
検
事
の
意
見
に

反
し
て
、
そ
の
求
刑
よ
り
も
重
い
刑
を
言
渡
し
た
と
し
て
も
、
…
…
そ
れ
を
も
つ
て
、
…
…
憲
法
第
三
六
条
又
は
同
第
三
七
条
に
反
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
」
と
す
る
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
（
最
二
小
判
昭
和
二
五
年
七
月
一
四
日
刑
集
四
巻
八
号
一
三
八
八
頁
））。「
本
判
決
は
、

そ
の
点
に
つ
い
て
何
ら
評
価
を
加
え
て
い
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
、
原
田
元
判
事
は
、「
裁
判
員
裁
判
を
導
入
し
て
国
民
の
目
線
を
重
視
し
よ
う
と

い
う
制
度
設
計
の
な
か
で
、
検
察
官
の
求
刑
意
見
に
事
実
上
で
も
拘
束
さ
れ
る
よ
う
な
判
示
は
示
せ
な
い
し
、
示
す
べ
き
で
は
な
い
」
の
で
、「
あ

る
意
味
で
当
然
」
の
判
断
で
あ
る
（「
尊
重
す
べ
き
は
、
求
刑
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
官
裁
判
を
中
心
と
し
た
と
量
刑
傾
向
な
の
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
）
と
評
価
す
る
（
原
田
・
前
掲
注（
27
）「
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
の
在
り
方
」
四
九
頁
）。

（
84
） 

本
庄
武
「
量
刑
評
議
」
三
島
聡
編
『
裁
判
員
裁
判
の
評
議
デ
ザ
イ
ン

│
市
民
の
知
が
活
き
る
裁
判
を
め
ざ
し
て
』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
一
五
年
）
二
三
一
頁
。
ま
た
、
同
教
授
は
、
本
判
決
に
つ
い
て
、「
最
高
裁
と
し
て
は
、
第
1
審
裁
判
官
に
は
裁
判
員
か
ら
の
要
求
が
あ
ろ
う

と
も
理
論
上
許
容
し
得
な
い
量
刑
事
情
の
評
価
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
控
訴
審
裁
判
官
に
は
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
多
少
誤
り
が
あ
っ

て
も
許
容
の
幅
の
限
度
内
で
あ
れ
ば
尊
重
す
る
よ
う
に
、
と
の
複
合
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
る
」
と
も
述
べ
る
（
同
頁
）。 （

八
九
四
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

五
七

（
85
） 

小
池
信
太
郎
「〔
刑
事
判
例
研
究
181
〕
傷
害
致
死
の
事
案
に
つ
き
、
懲
役
10
年
の
求
刑
を
超
え
て
懲
役
15
年
に
処
し
た
第
1
審
判
決
お
よ
び
こ

れ
を
是
認
し
た
原
判
決
が
量
刑
不
当
と
し
て
破
棄
さ
れ
た
事
例
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
二
七
頁
。
小
池
教
授
も
指
摘
す
る

と
お
り
、
本
判
決
後
に
示
さ
れ
た
、
被
告
人
を
死
刑
に
処
し
た
裁
判
員
裁
判
に
よ
る
第
一
審
判
決
を
量
刑
不
当
と
し
て
破
棄
し
無
期
懲
役
に
処
し
た

原
判
決
の
量
刑
を
維
持
し
た
南
青
山
マ
ン
シ
ョ
ン
男
性
殺
害
事
件
最
高
裁
決
定
（
最
二
小
決
平
成
二
七
年
二
月
三
日
刑
集
六
九
巻
一
号
一
頁
）
及
び

松
戸
女
子
大
生
殺
害
放
火
事
件
最
高
裁
決
定
（
同
刑
集
六
九
巻
一
号
九
九
頁
）
に
お
い
て
、
千
葉
勝
美
裁
判
官
が
、「
裁
判
員
裁
判
は
刑
事
裁
判
に

国
民
の
良
識
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
趣
旨
で
導
入
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
控
訴
審
の
職
業
裁
判
官
の
判
断
の
み
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
裁
判
員
裁
判
導
入
の
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
」、「
国
民
参
加
の
趣
旨
に
鑑
み
る
と
、
控
訴
審
は
、

第
1
審
の
認
定
、
判
断
の
当
否
を
審
査
す
る
事
後
審
と
し
て
の
役
割
を
よ
り
徹
底
さ
せ
、
破
棄
事
由
の
審
査
基
準
は
、
事
実
誤
認
で
あ
れ
ば
論
理
則
、

経
験
則
違
反
と
い
っ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
量
刑
不
当
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
良
識
を
反
映
さ
せ
た
裁
判
員
裁
判
が
職
業
裁

判
官
の
専
門
家
と
し
て
の
感
覚
と
は
異
な
る
と
の
理
由
か
ら
安
易
に
変
更
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
の
補
足
意
見
を
付
し
て
い

た
が
、
実
際
に
は
、「
そ
う
し
た
配
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
後
の
第
1
審
実
務
は
「
萎
縮
」
し
て
い
る
と
の
声
も
聞
か
れ
る
」
と
い
う
（
小

池
・
前
掲
「
判
批
」
二
二
六
│
二
二
七
頁
）。

（
86
） 

伊
藤
教
授
は
、「
本
判
決
は
量
刑
傾
向
が
量
刑
判
断
を
制
限
す
る
根
拠
と
な
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
」
も
の
で
あ
り
、「〔
量
刑
〕
判
断
の
根
拠

と
し
、
判
断
を
要
す
る
事
例
と
比
較
す
る
た
め
の
基
準
と
な
る
も
の
と
い
う
意
味
を
持
つ
」
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
基
準

性
が
な
い
も
の
か
ら
逸
脱
し
て
も
問
題
が
生
じ
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
そ
れ
は
緩
や
か
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
量
刑
傾
向
に
な
ん
ら

か
の
基
準
性
が
あ
る
こ
と
を
本
判
決
は
明
ら
か
に
し
た
」
と
い
う
（
伊
藤
・
前
掲
注（
41
）一
〇
八
頁
）。

（
87
） 

伊
藤
・
前
掲
注（
41
）一
〇
八
頁
。

（
88
） 

三
好
・
前
掲
注（
48
）二
一
四
│
二
一
五
頁
。

（
89
） 

楡
井
・
前
掲
注（
78
）二
九
一
頁
。

（
90
） 

城
下
・
前
掲
注（
79
）「
判
批
」
一
八
八
頁
。

（
91
） 

本
判
決
は
、「
公
平
性
の
視
点
か
ら
原
則
と
し
て
従
来
の
量
刑
傾
向
を
踏
ま
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、「
具
体
的
、
説
得
的
な
根

（
八
九
五
）
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年
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月
）

五
八

拠
」
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
量
刑
傾
向
を
「
変
容
さ
せ
る
」
こ
と
を
是
認
し
て
い
る
」
が
、「
こ
れ
は
、
逆
に
い
え
ば
、「
具
体
的
、
説

得
的
な
根
拠
」
が
提
示
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、
従
来
の
量
刑
傾
向
か
ら
離
脱
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
考
え
方
に
立
つ
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
い
う

（
城
下
・
前
掲
注（
79
）「
裁
判
員
裁
判
と
「
同
種
事
犯
の
量
刑
傾
向
」」
一
四
一
│
一
四
二
頁
）。
同
・
前
掲
注（
79
）「
判
批
」
一
八
九
頁
も
同
旨
。

（
92
） 
伊
藤
・
前
掲
注（
41
）一
〇
八
頁
。

（
93
） 

そ
し
て
、「
根
拠
を
「
具
体
的
、
説
得
的
に
」
示
せ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
裁
判
員
裁
判
で
の
量
刑
評
議
が
、
量
刑
検
索
シ
ス
テ

ム
の
枠
に
安
直
に
従
う
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
縛
ら
れ
す
ぎ
る
こ
と
に
な
り
、
自
由
闊
達
な
議
論
を
阻
害
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」（
髙
倉
新
喜

「
評
釈　
最
一
小
判
平
26
・
7
・
24
の
検
討
」
季
刊
刑
事
弁
護
八
四
号
一
一
二
│
一
一
三
頁
）。
前
田
教
授
も
、（
白
木
裁
判
官
の
補
足
意
見
を
指
し
て
、

「
量
刑
評
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
、
裁
判
官
の
研
究
不
足
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
、
違
和
感
を
感
じ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
）「〔
従
来
の
量
刑
の

傾
向
を
前
提
と
す
べ
き
で
な
い
事
情
の
存
在
に
つ
い
て
〕「
具
体
的
、
説
得
的
に
示
せ
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
そ
し
て
、
本
件
の
裁

判
官
が
量
刑
評
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
日
頃
か
ら
研
究
が
足
り
な
い
と
も
と
れ
る
判
示
に
接
す
る
と
、
下
級
審
裁
判
官
に
、「
裁
判
所
の
量
刑
検
索

シ
ス
テ
ム
」
の
枠
を
墨
守
す
る
傾
向
が
生
じ
る
不
安
が
残
る
」
と
懸
念
を
示
し
つ
つ
、「〔
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
の
〕
検
索
結
果
に
安
直
に
従
う
傾
向

が
出
て
し
ま
う
と
、
裁
判
員
裁
判
を
、
苦
労
し
て
導
入
し
た
意
義
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
」
た
め
、「
個
別
の
事
情
を
踏
ま
え
…
…
国
民
目
線
を
加
味

し
て
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
前
田
雅
英
「〈
最
新
刑
事
判
例
研
究
第
6
回
〉
裁
判
員
裁
判
制
度
の
導
入
と
量
刑
」
捜
査
研

究
七
六
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
八
│
四
一
頁
）。

（
94
） 

楡
井
・
前
掲
注（
78
）二
八
九
頁
。

（
95
） 

小
池
・
前
掲
注（
59
）三
頁
。

（
96
） 

髙
倉
・
前
掲
注（
93
）一
一
三
頁
。

（
97
） 

伊
藤
・
前
掲
注（
41
）一
〇
九
頁
。
調
査
官
解
説
も
、「
第
1
審
判
決
の
指
摘
す
る
児
童
虐
待
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化
に
関
す
る
評
価
は
正
当

と
い
え
る
」
こ
と
は
認
め
て
い
る
（
楡
井
・
前
掲
注（
78
）二
九
〇
頁
）。

（
98
） 

そ
し
て
、「
本
〔
最
高
裁
〕
判
決
も
、
第
1
審
の
裁
判
員
裁
判
の
評
議
が
直
感
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
巧
み
に
さ
け
て
、

裁
判
体
の
判
断
が
具
体
的
、
説
得
的
に
判
示
さ
れ
て
い
る
か
を
問
題
と
し
て
い
る
」
が
、
こ
の
こ
と
は
「
評
議
の
秘
密
が
あ
り
、
そ
の
内
容
を
知
り

（
八
九
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

五
九

え
な
い
以
上
、
当
然
の
態
度
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
す
る
（
原
田
・
前
掲
注（
27
）「
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
の
在
り
方
」
四
七
頁
）。

（
99
） 

こ
の
こ
と
は
、
裁
判
員
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
も
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
五
一
回
司
法
制
度
改
革
審
議
会

（
二
〇
〇
一
年
三
月
一
三
日
）
で
、
裁
判
員
を
国
民
の
代
表
で
あ
る
と
解
す
べ
き
と
主
張
す
る
一
部
の
委
員
の
意
見
に
対
し
て
、
裁
判
と
い
う
公
務

を
遂
行
す
る
裁
判
員
は
、
行
政
機
関
や
裁
判
所
に
勤
め
る
公
務
員
と
同
様
に
、
国
民
の
代
表
で
は
な
い
と
の
見
解
が
、
竹
下
守
夫
会
長
代
理
に
よ
り

示
さ
れ
、
佐
藤
幸
治
会
長
も
こ
れ
を
認
め
た
（
拙
著
・
前
掲
注（
4
）四
二
頁
）。

（
100
） 

岡
・
神
山
両
弁
護
士
は
、
本
判
決
が
、「
第
1
審
判
決
が
指
摘
す
る
事
情
は
、
例
え
ば
、
児
童
福
祉
に
関
す
る
行
政
の
充
実
等
の
必
要
性
を
支

え
る
立
法
事
実
に
は
な
り
う
る
と
し
て
も
、
児
童
虐
待
事
案
に
つ
い
て
の
厳
罰
化
を
正
当
化
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し
た
も
の
」
と
理
解
し
て

い
る
（
岡
＝
神
山
・
前
掲
注（
70
）五
四
一
頁
）。

（
101
） 

原
田
・
前
掲
注（
27
）「
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
の
在
り
方
」
四
七
頁
。「
お
そ
ら
く
、
本
件
〔
第
一
審
〕
に
お
け
る
量
刑
評
議
が
そ
う
で
あ
っ
た
と

は
い
え
な
い
」
と
留
保
し
つ
つ
も
、「
児
童
虐
待
は
防
止
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
ら
被
告
人
の
具
体
的
な
犯
行
を
飛
び
越
え
て
、

け
し
か
ら
ぬ
奴
だ
と
い
う
気
持
ち
を
裁
判
員
も
と
り
や
す
く
、
こ
れ
に
重
罰
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
犯
を
防
止
し
よ
う
と
い
う
心
組
み
に
な
り

や
す
い
し
、
そ
の
よ
う
な
意
見
の
盛
り
上
が
り
に
対
し
て
、
裁
判
官
と
し
て
も
そ
の
大
前
提
を
争
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
そ
の
考
え
方
に
引

き
ず
ら
れ
や
す
い
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
（
同
頁
）。
な
お
、
私
見
で
は
、
厳
罰
と
直
結
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
理

論
的
に
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
102
） 

伊
藤
・
前
掲
注（
41
）一
〇
九
頁
。
そ
し
て
、
本
判
決
が
「
犯
罪
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
事
情
に
対
す
る
感
覚
を
重
視
し
て
こ
れ
を
量
刑
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
量
刑
傾
向
か
ら
の
逸
脱
を
導
く
こ
と
を
否
定
し
た
」
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
（
一
一
〇
頁
）

（
103
） 

間
光
洋
「
最
高
裁
で
量
刑
不
当
に
よ
る
破
棄
自
判
が
さ
れ
た
事
例
」
季
刊
刑
事
弁
護
八
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
七
四
頁
。

（
104
） 

髙
山
・
前
掲
注（
79
）一
〇
九
頁
。

（
105
） 

伊
藤
・
前
掲
注（
41
）一
一
二
頁
。
ま
た
、
量
刑
評
議
に
お
け
る
裁
判
員
の
主
体
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
庄
教
授
は
、
本
判
決
が
意
味
す
る
と

こ
ろ
と
し
て
、「
量
刑
傾
向
を
変
容
さ
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
主
体
性
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
が
、
変
容
の
程
度
に
つ
い
て
は
主
体
性
は
尊
重

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、「
量
刑
に
携
わ
っ
た
経
験
の
な
い
裁
判
員
の
感
覚
的
判
断
は
本
当
に
尊
重
に
値
す
る
も

（
八
九
七
）
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六
〇

の
な
の
だ
ろ
う
か
」
疑
問
を
提
示
し
た
う
え
で
（「
裁
判
員
に
主
体
的
判
断
を
行
わ
せ
る
前
提
と
し
て
、
従
来
の
実
務
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
須
と

な
る
」
と
こ
ろ
、「
そ
う
し
た
事
情
は
必
ず
し
も
量
刑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
得
ら
れ
る
資
料
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
」
と
し
て
も
、「
そ
の

説
明
な
く
し
て
は
、
目
の
前
の
事
件
の
悲
惨
さ
に
目
を
奪
わ
れ
や
す
い
裁
判
員
が
、
過
去
に
も
同
程
度
に
悲
惨
な
事
件
が
存
在
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え

た
上
で
、
量
刑
傾
向
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
）、「
む
し
ろ
裁
判
官
か
ら
過
去
の
類
似
の
事

件
で
は
こ
の
程
度
の
刑
が
相
当
と
さ
れ
て
い
た
と
の
説
明
を
受
け
、
そ
の
正
確
な
理
解
を
出
発
点
と
し
て
議
論
す
る
方
が
、
裁
判
員
の
あ
る
べ
き
主

体
性
を
発
揮
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
主
張
す
る
（
本
庄
・
前
掲
注（
84
）二
四
〇
│
二
四
一
頁
）。

（
106
） 

そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
裁
判
員
制
度
を
維
持
発
展
さ
せ
る
上
で
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
も
基
本
的
か
つ
深
刻
な
問
題
点
」
で
あ
り
、

か
つ
「
制
度
全
体
に
本
質
的
に
内
在
す
る
問
題
点
」
で
あ
る
と
い
う
（
三
好
・
前
掲
注（
48
）二
一
三
頁
）。

（
107
） 

小
池
・
前
掲
注（
20
）六
四
二
頁
。

（
108
） 

波
床
昌
則
「
刑
事
裁
判
例
批
評
（
294
）
傷
害
致
死
の
事
案
に
つ
き
、
懲
役
10
年
の
求
刑
を
超
え
て
懲
役
15
年
に
処
し
た
第
1
審
判
決
及
び
こ
れ

を
是
認
し
た
原
判
決
が
量
刑
不
当
と
し
て
破
棄
さ
れ
た
事
例
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
七
八
│
一
七
九
頁
。

（
109
） 

石
井
・
前
掲
注（
64
）四
二
八
頁
。
な
お
、
拙
稿
「
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査

の
あ
り
方

│
続
・
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
の
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題
」
日
本
法
学
八
四
巻
三
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
九
│

七
七
頁
を
参
照
。

（
110
） 

間
・
前
掲
注（
103
）七
三
│
七
四
頁
。

（
111
） 

原
田
・
前
掲
注（
27
）「
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
の
在
り
方
」
五
三
│
五
四
頁
。
伊
藤
・
前
掲
注（
41
）一
一
〇
頁
も
同
旨
。

（
112
） 

「〔
刑
の
〕
公
平
性
と
い
う
価
値
を
最
も
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
量
刑
判
断
は
裁
判
官
だ
け
で
行
う
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の

疑
問
も
、
当
然
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
公
平
性
が
担
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、
…
…
量
刑
の
判
断
を
専
門
的
・
技
術
的
な
も

の
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
法
的
な
安
定
性
が
導
か
れ
る
と
の
理
解
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
こ
ろ
、「
裁
判
員
裁
判
で
は
、
同
種
事

案
に
お
い
て
大
幅
な
量
刑
の
格
差
が
生
じ
、
公
平
な
裁
判
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
」
お
り
、「
こ
の
よ
う
な
危
惧
は
、
裁
判
員
裁
判
に

お
い
て
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
と
同
質
の
公
平
性
を
確
保
す
る
こ
と
の
困
難
性
と
と
も
に
、
裁
判
員
制
度
を
導
入
す
る
以
上
、
国
民
の
視
点
、
感
覚
が

（
八
九
八
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

六
一

反
映
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
量
刑
判
断
の
バ
ラ
つ
き
や
量
刑
傾
向
の
変
動
と
い
っ
た
事
態
は
予
測
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
公
平
性
を
強
調
す
る
の

は
裁
判
員
制
度
導
入
の
趣
旨
と
必
ず
し
も
整
合
し
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
」
と
伊
藤
教
授
は
主
張
す
る
。
一
方
で
、「〔
裁
判
官
に
よ

る
〕
裁
判
員
へ
の
説
明
（
説
得
）
に
よ
っ
て
公
平
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
方
も
あ
り
得
る
」
と
こ
ろ
、「
量
刑

判
断
に
際
し
て
、
自
己
が
正
当
と
信
ず
る
厳
罰
化
の
方
向
で
の
処
罰
感
情
に
基
づ
く
考
慮
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
裁
判
員
に
特
別
の

心
理
的
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
」
り
、
ま
た
、「〔
量
刑
傾
向
に
よ
る
制
約
を
〕
裁
判
員
に
は
納
得
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
裁

判
員
が
主
体
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
は
疑
問
が
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
も
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
裁
判
官
の
量
刑
感

覚
が
専
門
家
と
し
て
の
判
断
の
積
み
重
ね
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
専
門
家
と
し
て
の
経
験
が
な
い
裁
判
員
の
持
つ
感
覚
は
、
裁
判
員

が
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
犯
罪
や
犯
罪
者
に
関
す
る
印
象
や
感
想
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
感
覚
が
と

き
に
強
い
処
罰
感
情
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
こ
ろ
、「
裁
判
員
が
、
事
件
の
審
理
を
と
お
し
て
受
け
る
印
象
と
上
記
感
覚
に
基
づ
い
て
、

量
刑
傾
向
か
ら
逸
脱
す
る
重
い
量
刑
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
量
刑
傾
向
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
制
約
を
理
由
に
、
そ
の
感
覚
す
な
わ

ち
処
罰
感
情
の
強
さ
は
刑
の
量
（
重
さ
）
と
し
て
反
映
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
刑
の
量
定
と
い
う
作
業
は
そ
も
そ
も
裁
判

官
だ
け
で
行
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
点
も
含
め
て
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
」
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、「
裁
判
員
に
は
裁
判
官
が
量
刑
判

断
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
に
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
に
と
ど
め
る
と
い
う
方
法
」
も
あ
り
う
る
こ
と
を

示
唆
し
、
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
「
刑
事
裁
判
に
国
民
の
視
点
、
感
覚
を
入
れ
る
可
能
性
を
確
保
し
つ
つ
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
趣
旨
と
の
抵
触
と
い

う
問
題
も
回
避
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
見
込
む
（
伊
藤
・
前
掲
注（
41
）一
一
四
│
一
一
六
頁
）。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
量
刑
判
断
つ
い

て
の
裁
判
員
の
評
決
権
な
き
参
加
と
い
う
構
想
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
制
度
の
設
計
段
階
で
本
庄
教
授
も
示
唆
し
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、
前
掲
注

（
13
）。

（
113
） 

三
好
・
前
掲
注（
48
）二
一
三
頁
。

（
114
） 

裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
控
訴
審
が
審
査
す
る
に
あ
た
っ
て
第
一
審
の
裁
判
を
尊
重
す
べ
き
と
す
る
論
拠
と
し
て
、
裁
判
員
の
参

加
の
意
義
尊
重
論
で
は
な
く
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
重
視
論
を
採
用
し
た
（
拙
稿
・
前
掲
注（
109
）八
二
│
八
三
頁
）。

（
115
） 

原
田
元
判
事
は
、「
裁
判
員
は
、
神
様
で
は
な
い
」
の
だ
か
ら
、「
苦
労
し
て
自
信
の
あ
る
結
論
に
至
っ
て
も
、
上
訴
審
の
審
査
を
受
け
な
け
れ

（
八
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

六
二

ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
（
原
田
・
前
掲
注（
27
）「
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
の
在
り
方
」
五
四
頁
）。「
裁
判
員
も
権
力
側
に
立
ち
、
無
実
の
者
を
有

罪
に
し
、
ま
た
、
過
酷
な
刑
を
科
す
の
で
あ
る
」（
常
に
無
実
の
者
を
有
罪
に
し
、
過
酷
な
刑
罰
を
科
す
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
お

そ
れ
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
）
か
ら
、「
裁
判
員
に
よ
る
専
断
も
防
ぐ
の
で
は
な
け
れ
ば
、
公
平
な
裁
判
は
実
現
し
な
い
」
た
め
で
あ
る
と

い
う
（
同
頁
）。

（
116
） 

討
議
民
主
主
義
（deliberative dem

ocracy

）
理
論
に
よ
れ
ば
、
有
効
な
討
議
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
討
議
参
加
者
に
は
、

異
見
に
対
す
る
寛
容
の
精
神
が
必
要
と
さ
れ
る
（
拙
著
・
前
掲
注（
4
）一
八
一
│
一
八
三
頁
）。
筆
者
は
、
旧
著
に
お
い
て
、
裁
判
員
制
度
は
公
民

的
徳
性
（civic virtue
）
を
涵
養
す
る
た
め
の
陶
冶
の
企
て
（form

ative project

）
と
し
て
再
定
位
す
べ
き
と
主
張
し
た
が
、
そ
の
意
義
は
、
裁

判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
自
体
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
公
民
的
徳
性
の
涵
養
が
成
功
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
員
は
、
た
と
え
自
分
の
意
見

が
上
訴
審
で
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
否
定
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
否
定
し
た
上
訴
審
の
論
理
を
冷
静

に
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
九
〇
〇
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

六
三

ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法

│
二
〇
一
六
年
国
民
投
票
に
お
け
る
〝
国
民
の
ヴ
ェ
ト
〞
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

│

加　
　

藤　
　

紘　
　

捷

一
．
は
じ
め
に
（
問
題
の
所
在
）

周
知
の
通
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
原
加
盟
六
カ
国
に
遅
れ
る

（
1
）

こ
と
二
〇
年
、
一
九
七
三
年
一
月
一
日
、
隣
国
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
及
び
北
欧
デ

ン
マ
ー
ク
と
と
も
に

（
2
）

、
当
時
の
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
共
同
体
）（
現
Ｅ
Ｕ
）
に
加
盟
し
た

（
3
）

。
し
か
し
、
加
盟
に
あ
た
っ
て
は
、
一
九
六
一
年
、

一
九
六
七
年
と
、
二
度
の
加
盟
申
請
を
し
な
が
ら
、
二
度
と
も
拒
否
さ
れ
た

（
4
）

苦
い
経
験
を
持
つ
。
一
九
七
〇
年
六
月
三
〇
日
、
三
度
目
の

申
請
で
よ
う
や
く
加
盟
を
認
め
ら
れ
た
。
最
初
の
加
盟
申
請
か
ら
加
盟
を
果
た
す
ま
で
実
に
一
二
年
も
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る

（
5
）

。

そ
れ
ほ
ど
の
苦
節
を
経
験
し
な
が
ら
、
加
盟
か
ら
四
三
年
を
経
過
し
た
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相

（
6
）

は
二
〇
一
三
年
に

論　

説

（
九
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

六
四

公
約
し
た
通
り
、
国
民
に
Ｅ
Ｕ
に
残
留
す
る
か
、
脱
退
す
る
か
を
問
う
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
、
す
な
わ
ち
、
国
民
投
票
に
打
っ
て
出
た
。
そ

れ
は
、
首
相
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
条
件
の
再
交
渉
を
迫
っ
た
う
え
で
の
、
Ｅ
Ｕ
残
留
を
勝
ち
取
る
と
の
基
本
方
針
下
、
満
を
持
し
て

国
民
投
票
に
臨
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
閣
内
の
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
の
反
対
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
閣
内
一
致
の
原
則
を
棚

上
げ
に
し
、
彼
ら
の
反
対
を
公
然
と
許
す
形
で
の
選
挙
戦
と
な
っ
た
。
結
果
は
、
周
知
の
通
り
、
わ
ず
か
四
％
の
僅
差
と
は
い
え
、
Ｅ
Ｕ

残
留
を
目
指
し
た
首
相
の
方
針
に
反
し
て
、
国
民
の
多
数
は
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
回
答
を
出
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
め
ざ
す
Ｅ
Ｕ
残
留
は
失
敗

に
終
わ
っ
た

（
7
）

の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
は
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
勝
利
と
し
て
各
方
面
よ
り
衆
目
を
浴
び
る
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
上
、

法
的
主
権
は
議
会
に
存
し
、
か
つ
、
代
表
制
統
治
を
旨
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
国
民
か
ら
ヴ
ェ
ト
の
回
答
が
出
さ
れ
た
意
味
は
一

考
に
値
す
る
。
と
い
う
の
も
、
遡
る
こ
と
一
八
九
〇
年
、
自
由
党
の
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
内
閣
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
自
治
権
を
与
え
る
法
案

を
議
会
に
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
一
九
世
紀
の
憲
法
学
の
泰
斗
Ａ
．Ｖ
．ダ
イ
シ
ー
が
、
法
案
成
立
の
前
提
と
し
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
、
す

な
わ
ち
、
国
民
投
票
を
行
う
べ
し
と

（
8
）

、
提
唱
し
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
議
会
主
権
の
下
、
二
大
政
党
に
よ
る
代
議
制
統
治
を
イ
ギ
リ
ス

政
治
の
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
下
院
で
多
数
を
占
め
る
政
党
が
憲
法
に
格
別
の
変
更
を
も
た
ら
す
決
定
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
国
民
投

票
を
提
唱
し
、
こ
れ
を
政
党
政
治
に
対
す
る
国
民
の
チ
ェ
ッ
ク
な
い
し
ヴ
ェ
ト
（veto

）
と
し
て
あ
り
う
べ
き
手
段
と
見
た

（
9
）

。
そ
の
う
え

で
、
当
時
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
自
治
権
を
与
え
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
大
枠
に
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
れ
を
議
会

に
お
け
る
多
数
党
だ
け
で
決
め
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
八
九
〇
年
に
お
け
る
彼
の
提
唱
に
も
関
わ
ら
ず
、
提
唱
以
来
、
こ
れ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
で
は
い
か
な
る
国
民
投
票
も
行
わ
れ

な
い
で
き
た
。
し
か
し
近
時
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
新
し
い
実
務
的
特
徴
は
、
地
域
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
国
レ
ベ
ル
で
も
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ

（
九
〇
二
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

六
五

ム
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
注
目
に
値
す
る
。
地
域
レ
ベ
ル
で
は
二
〇
一
四
年
九
月
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立

を
問
う
住
民
投
票
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い

（
10
）

。

国
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
れ
ま
で
三
回
行
わ
れ
た
。
最
初
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
七
三
年
に
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
果
た
し
て
二
年
後
、
一
九
七
五
年
、

当
時
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
内
閣
に
よ
り
行
わ
れ
、
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
ま
ま
Ｅ
Ｃ
に
留
ま
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
も
の
レ
フ
ァ

レ
ン
ダ
ム
で
、
憲
法
史
の
視
点
か
ら
イ
ギ
リ
ス
史
上
初
め
て
の
国
民
投
票
と
な
っ
た

（
11
）

。

二
度
目
は
二
〇
一
一
年
、
小
選
挙
区
制
に
代
え
て
対
案
投
票
制
を
導
入
す
る
か
ど
う
か
を
問
う
国
民
投
票
と
し
て
行
わ
れ
た

（
12
）

。
だ
が
、

結
果
と
し
て
国
民
の
多
数
に
よ
り
否
決
さ
れ
、
総
選
挙
は
今
も
小
選
挙
区
制
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
次
い
で
三
回
目
が
今
回
二
〇
一
六

年
六
月
に
行
わ
れ
た
Ｅ
Ｕ
へ
残
留
す
る
か
離
脱
す
る
か
を
問
う
国
民
投
票
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
国
民
投
票
は
近
時
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
お
け
る
新
し
い
現
象
で
あ
り
、
ダ
イ
シ
ー
流
に
言
え
ば
、
最
初
の
一
九
七
五
年
の

国
民
投
票
で
は
、
国
民
に
よ
る
〝
イ
エ
ス
〞
の
結
果
が
出
た
が
、
そ
れ
以
外
の
二
〇
一
一
年
の
時
と
、
今
回
の
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票

（
13
）

で
は
共
に
国
民
に
よ
る
ノ
ー
、
す
な
わ
ち
〝
ヴ
ェ
ト
〞（V

eto

）
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
、
一
回
目
と
三
回
目
の
国
民
投
票
で
は
い
ず
れ
も
Ｅ
Ｃ
あ
る
い
は
Ｅ
Ｕ
に
関
す
る
も
の
で
比
較
考
察
に
値
す
る

と
考
え
る
。
双
方
と
も
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
憲
法
上
の
閣
内
一
致
の
原
則
を
棚
上
げ
し
て
の
、
異
例
の
国
民
投
票
で
あ
っ
た
が
、

二
〇
一
六
年
に
国
民
が
出
し
た
回
答
は
、
一
九
七
五
年
の
そ
れ
と
は
正
反
対
の
ヴ
ェ
ト
、
す
な
わ
ち
ノ
ー
の
回
答
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
、

と
く
に
閣
内
で
親
欧
州
派
と
欧
州
懐
疑
派
（
反
欧
州
派
を
含
む
）
と
の
分
裂
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
背
景
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
両
者
の

国
民
投
票
を
比
較
考
察
し
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
議
会
主
権
の
下
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
か
ら
欧
州
と
ど
の
よ
う
に
向

き
合
い
、
究
極
的
に
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
で
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
の
回
答
を
出
す
に
至
っ
た
国
民
に
よ
る
ヴ
ェ
ト
の
意
味
を
考
え
て
み

（
九
〇
三
）
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〇
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年
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月
）

六
六

た
い
。

な
お
、
表
題
の
「
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
」（B

rexit

）
は
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
混
成
語
で
あ
る
が
、
本
稿
の
表

題
だ
け
で
な
く
、
論
考
内
で
も
便
宜
上
し
ば
し
ば
使
用
す
る

（
14
）

の
で
許
さ
れ
た
い
。

二 

．
国
民
投
票
か
ら
Ｅ
Ｕ
条
約
第
五
〇
条
に
基
づ
く
脱
退
通
告
と
二
〇
一
八
年
Ｅ
Ｕ
（
脱
退
）
法
案
の
提
出
に

至
る
ま
で
の
経
緯

⑴　

と
こ
ろ
で
、
政
権
内
の
最
重
要
な
Ｅ
Ｕ
関
係
の
政
策
が
二
〇
一
六
年
六
月
の
国
民
投
票
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
重
く
見
た

キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、「
国
民
は
離
脱
へ
と
投
票
し
た
。」「
彼
ら
の
意
思
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」「
安
定
し
た
政
治
が
必
要
で
、

そ
の
た
め
に
は
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
る
」
と
、
六
月
二
四
日
、
首
相
を
辞
任
す
る
こ
と
を
表
明
し

（
15
）

、
辞
任
。
キ
ャ
メ
ロ

ン
首
相
に
代
わ
っ
て
二
〇
一
七
年
七
月
一
三
日
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
に
次
ぐ
、
二
人
目
の
女
性
宰
相
メ
イ
首
相

（
16
）

が
誕
生
し
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
以
下
、
国
民
に
よ
る
ヴ
ェ
ト
の
憲
法
的
意
味
を
探
る
前
に
、
国
民
投
票
後
、
政
府
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
へ
の
離
脱
通
告
に
待
っ
た
を

か
け
た
ミ
ラ
ー
事
件
の
最
高
裁
判
決
、
そ
し
て
議
会
に
よ
る
離
脱
通
告
承
認
法
案
の
提
出
、
Ｅ
Ｕ
条
約
五
〇
条
に
基
づ
く
、
脱
退
通
告
そ

し
て
二
〇
一
八
年
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
法
案
の
提
出
に
至
る
経
緯
を
本
稿
に
必
要
な
限
り
、
以
下
に
要
約
し
て
述
べ
て
お
こ
う
。

⑵　

最
高
裁
判
所
判
決
と
Ｅ
Ｕ
へ
の
脱
退
通
告

メ
イ
首
相
は
直
ち
に
Ｅ
Ｕ
条
約
五
〇
条

（
17
）

に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｕ
側
に
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
を
通
告
す
る
と
声
明
を
発
表
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

（
九
〇
四
）
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七

声
明
を
受
け
て
、
市
民
の
中
か
ら
ミ
ラ
ー
（
及
び
サ
ン
ト
ス
）
が
Ｅ
Ｕ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
が
脱
退
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
市
民
が
享
受
し
て
き

た
Ｅ
Ｕ
法
上
の
諸
権
利
を
す
べ
て
失
う
こ
と
に
な
る
、
憲
法
上
、
政
府
は
議
会
の
事
前
の
承
認
な
し
に
脱
退
の
交
渉
は
で
き
な
い
と
の
訴

え
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
提
訴
し
た
市
民
の
一
人
ミ
ラ
ー
の
名
を
と
っ
て
一
般
的
に
ミ
ラ
ー
事
件

（
18
）（M

iller C
ase

）
と
称
さ
れ
て
い

る
。
ミ
ラ
ー
の
主
張
は
高
等
裁
判
所
（
合
議
法
廷

（
19
））

で
認
容
さ
れ
、
原
告
勝
訴
と
な
っ
た
た
め
、
政
府
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
直
ち
に
最

高
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。

結
果
は
、
ミ
ラ
ー
の
主
張
通
り
、
議
会
の
事
前
の
承
認
な
し
に
政
府
は
Ｅ
Ｕ
に
脱
退
通
告
は
で
き
な
い
と
同
最
高
裁
は
高
等
裁
判
所
判

決
を
支
持
し
た

（
20
）

。
こ
れ
を
受
け
て
議
会
が
開
催
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
二
〇
一
七
年
Ｅ
Ｕ
離
脱
通
告
承
認
法

（
21
）

が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

り
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
正
式
に
欧
州
理
事
会
に
脱
退
を
通
告
で
き
る
権
限
が
付
与
さ
れ

（
22
）

、
そ
れ
に
基
づ
き
、
二
〇
一
七
年
三
月
二
九
日
、
政

府
は
Ｅ
Ｕ
へ
脱
退
通
告
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
二
年
間
の
脱
退
交
渉
が
開
始
さ
れ
、
二
〇
一
九
年
三
月
末
ま
で
に
Ｅ
Ｕ
脱

退
の
大
枠
を
定
め
る
脱
退
協
定
の
合
意
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。
但
し
二
年
後
の
、
二
〇
一
九
年
三
月
末
に
予
定
通
り
イ
ギ
リ
ス
は

Ｅ
Ｕ
か
ら
正
式
に
脱
退
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
な
お
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、

本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

⑶　

ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
法
案
の
提
出

た
だ
し
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
と
Ｅ
Ｕ
間
で
合
意
さ
れ
る
離
脱
協
定
案
が
イ
ギ
リ
ス
議
会
と
欧
州
議
会
で
承
認
さ
れ
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
は

二
〇
一
九
年
三
月
末
に
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
離
脱
が
正
式
に
決
ま
り
、
二
〇
一
九
年
三
月
三
〇
日
に
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｕ
に
と
り
第
三
国
に
な
る
こ

と
、
及
び
、
移
行
期
間
が
設
け
ら
れ
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
三
一
日
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
引
き
続
き
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
あ
る
か
の
よ
う

（
九
〇
五
）
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）

六
八

に
Ｅ
Ｕ
法
体
系
の
す
べ
て
が
イ
ギ
リ
ス
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
並
行
し
て
、
メ
イ
政
権
は
二
〇
一
六
年
、
国
会
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
正
式
脱
退
を
見
込
ん
で
、
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
を
廃

止
す
る
た
め
、
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
法
案
（B

rexit B
ill

）（
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
大
廃
止
法
案G

reat R
epeal B

ill

と
言
わ
れ
て
い
た
）
を
提
出
し
た
。

そ
れ
は
、
二
〇
一
八
年
六
月
二
〇
日
、「
二
〇
一
八
年
Ｅ
Ｕ
（
脱
退
）
法

（
23
）

」（2018. c. 16

）
と
の
名
で
議
会
を
通
過
し
、
同
年
六
月
二
六
日
、

国
王
の
裁
可
を
得
た
。
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
法
の
長
称
に
よ
れ
ば
、「
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
を
廃
止
し
、
か
つ
、
連
合
王
国
の
Ｅ
Ｕ
か

ら
の
脱
退
に
関
し
て
別
に
規
定
を
設
け
る
法
」
と
あ
り
、
同
法
第
一
条
に
お
い
て
「
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
は
、
脱
退
の
日
（exit 

day

）
に
廃
止
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
つ
い
で
同
脱
退
法
の
第
二
条
で
、
こ
れ
ま
で
効
力
を
有
し
て
い
た
Ｅ
Ｕ
法
を
イ
ギ
リ
ス
の
国
内

法
に
転
換
し
、
こ
れ
ら
を
〝
Ｅ
Ｕ
に
由
来
す
る
国
内
法
〞（E

U
-derived dom

estic law

）
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
法
体
系
の
中
に
残
存
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
ス
ム
ー
ズ
な
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
の
立
法
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｕ
法
は
イ
ギ
リ
ス
法
に
転

換
さ
れ
る
こ
と
に
予
定
さ
れ
て
い
る
。

三
．
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
に
お
け
る
〝
国
民
の
ヴ
ェ
ト
〞
の
意
味

以
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
七
三
年
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
か
ら
、
予
定
さ
れ
た
二
〇
一
九
年
三
月
に
向
け
て
Ｅ
Ｕ
か
ら
脱
退
す
る
ま
で
の
プ
ロ
セ

ス
を
時
系
列
的
に
述
べ
た
。
し
か
し
遡
っ
て
考
え
た
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
果
た
し
て
後
も
、
欧
州
統
合
の
動
き
と
は
一
定
の

距
離
を
置
き
、
共
通
通
貨
ユ
ー
ロ
を
採
用
せ
ず
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
入
国
審
査
を
免
除
さ
れ
る
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定
に
も
加
盟
し
な
い
で

済
む
特
別
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
条

（
九
〇
六
）
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六
九

件
を
再
交
渉
に
よ
り
有
利
に
導
い
た
う
え
で
、
二
〇
一
六
年
六
月
、
満
を
持
し
て
国
民
に
Ｅ
Ｕ
残
留
か
離
脱
か
を
問
う
国
民
投
票
に
踏
み

切
っ
た
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
勝
算
が
あ
っ
た
の
か
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
は
な
は
だ
疑
義
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。
果
し
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン

首
相
の
期
待
を
裏
切
っ
て
、
国
民
の
答
え
は
〝
否
〞
で
あ
っ
た
。

い
っ
た
い
、〝
ヴ
ェ
ト
〞
の
答
え
の
背
景
に
あ
る
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
探
り
、
明
ら
か
に
し
よ

う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
投
票
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
に
と
り
、
近
時
の
新
し
い
現
象
に
過
ぎ
な
い
。
今
か
ら
一
二
八
年

も
前
の
一
八
九
〇
年
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
自
治
権
を
与
え
る
法
案
を
国
会
に
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
一
九
世
紀
の
憲
法
学
者
で
あ
る
Ａ
．

Ｖ
．ダ
イ
シ
ー
が
、
法
案
成
立
の
前
提
と
し
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
、
す
な
わ
ち
国
民
投
票
を
行
う
べ
し
と
初
め
て
提
唱
し
た
こ
と
に
由

来
す
る

（
24
）

。

し
か
も
ダ
イ
シ
ー
は
当
時
、
国
民
投
票
を
提
唱
し
な
が
ら
、
わ
ず
か
そ
の
五
年
前
の
一
八
八
五
年
に
、『
憲
法
研
究
序
説
』
を
著
し
、

そ
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
本
原
理
の
か
な
め
石
と
し
て
の
〝
議
会
主
権
の
原
理
〞
を
明
確
に
印
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以

前
、
一
八
三
二
年
の
選
挙
制
度
の
大
改
正
か
ら
普
通
選
挙
権
が
獲
得
さ
れ
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
本
的
特
徴
は
、
主
権
が
議
会
に

あ
り
、
国
民
投
票
は
議
会
主
権
と
一
致
せ
ず
、
違
憲
で
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（
25
）

。
し
か
し
、
今
は
違
う
。
ダ
イ
シ
ー
が
生

き
た
一
九
世
紀
は
議
会
制
民
主
主
義
が
確
立
す
る
時
代
、
そ
の
中
で
彼
は
、
議
会
主
権
の
下
、
代
議
制
政
治
を
基
本
に
し
な
が
ら
も
、
時

と
し
て
、
下
院
で
多
数
を
占
め
る
党
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
手
段
と
し
て
断
固
、
国
民
投
票
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
彼
曰
く
、
レ
フ
ァ
レ
ン

ダ
ム
は
国
民
に
よ
る
拒
否P

eople ’s V
eto

で
あ
る
と
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
二
〇
一
六
年
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
満
を
持
し
て

提
案
し
た
国
民
投
票
に
よ
る
結
果
は
、
ま
さ
に
国
民
のV

eto

、
つ
ま
りN

o

で
あ
っ
た

（
26
）

。
国
民
に
よ
るN

o

の
背
景
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

（
九
〇
七
）
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七
〇

四
．
ヒ
ー
ス
政
権
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
に
国
民
投
票
の
回
避

そ
の
原
因
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
遠
因
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
や
は
り
、
原
点
と
も
い
う
べ
き
イ

ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
へ
の
加
盟
時
に
遡
っ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

た
し
か
に
第
二
次
世
界
後
の
欧
州
で
イ
ギ
リ
ス
が
主
導
し
た
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
イ
ギ
リ
ス
に
期
待
し
た
経
済
的
恩
恵
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
方
の
欧
州
統
合
を
目
指
す
Ｅ
Ｃ
は
一
九
五
〇
年
代
の
中
期
か
ら
後
半
に
か
け
て
前
例
の
な
い
繁
栄
を
見
せ
始
め
た
。

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ク
ミ
ラ
ン
首
相
は
、
長
期
に
渡
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
不
振
を
前
に
し
て
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
舵
を
切
る
こ
と
を
決

断
し
た
。
そ
の
責
任
者
と
し
て
親
欧
州
派
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
を
任
命
し
、
彼
を
中
心
と
す
る
チ
ー
ム
で
Ｅ
Ｃ

と
の
交
渉
を
開
始
し
た
の
で
あ
る

（
27
）

。
し
か
し
、
周
知
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
か
ら
二
度
の
拒
否
権
に
会
い
乍
ら
、
そ
れ
で
も
そ
れ

か
ら
一
二
年
間
に
及
ぶ
加
盟
交
渉
が
続
い
た
。

加
盟
申
請
が
成
功
し
た
の
は
三
回
目
の
と
き
で
あ
る
。
一
九
六
九
年
四
月
に
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
辞
任
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加

盟
に
前
向
き
な
ポ
ン
ビ
ド
ー
（G

eorges P
om

pidou

）
が
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
の
大
統
領
を
引
き
継
い
で
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ン
ビ
ド
ー
大
統

領
の
登
場
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
対
す
る
状
況
は
一
気
に
変
化
し
た
。
三
度
目
の
加
盟
申
請
は
、
一
九
七
〇
年
六
月
の
総
選
挙
で
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
政
権
を
倒
し
て
登
場
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
率
い
る
保
守
党
政
権
で
あ
っ
た
。

ヒ
ー
ス
は
政
権
に
就
く
や
、
三
度
目
の
共
同
体
へ
の
加
盟
申
請
を
開
始
し
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
、
下
院
で
あ
る
庶
民
院
で
Ｅ
Ｃ
加
盟

に
関
す
る
採
決
に
お
い
て
多
数
の
賛
成
を
得
、
さ
ら
に
、
憲
法
上
、
ロ
ー
マ
条
約
の
効
力
を
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
に
導
く
た
め
の
一
九
七
二

年
欧
州
共
同
体
法
も
制
定
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
か
く
し
て
一
九
七
二
年
一
月
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と

（
九
〇
八
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
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と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

七
一

と
も
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
加
盟
条
約
に
署
名
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
他
の
二
ケ
国
と
と
も
に
、
一
九
七
三
年
一
月
一
日
当
時
の
拡
大
Ｅ
Ｃ
に

加
盟
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

だ
が
、
一
二
年
に
及
ぶ
加
盟
交
渉
の
後
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
成
功
さ
せ
た
ヒ
ー
ス
政
権
の
労
苦
は
多
と
す
る
一
方
、
加
盟
時
に
お
け
る
彼
を

取
り
巻
く
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
に
は
当
時
、
外
交
関
係
の
基
本
方
針
に
三
環
論

（
28
）（the 

concept of three circles
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
旧
植
民
地
か
ら
独
立
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
ら
の
国
々
と
の

間
で
イ
ギ
リ
ス
連
合
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
国
か
ら
多
く
の
農
牧
産
物
を
安
価
に
輸
入
で
き
る
有
利
な
経
済
関
係
を
有
し
て
い
た
。

他
方
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
特
別
な
関
係
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
そ
れ
ら
三
者
の
サ
ー
ク
ル
の
な

か
で
中
心
的
役
割
を
演
じ
て
い
た
い
と
い
う
外
交
方
針
下
に
あ
り
、
そ
の
三
環
論
か
ら
離
れ
て
、
欧
州
に
埋
没
し
か
ね
な
い
判
断
を
す
る

に
は
当
時
な
お
困
難
な
時
代
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
と
の
貿
易
は
イ
ギ
リ
ス
連
合
諸
国
と
の

そ
れ
と
比
べ
て
今
や
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
分
か
り
な
が
ら
も
、「
党
内
、
及
び
、
国
民
の
間
に
も
、
彼
の
親
Ｅ
Ｅ
Ｃ
政
策
に

か
な
り
の
程
度
、
反
対
の
声
が
あ
っ
た

（
29
）

」
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼
ら
は
「
主
権
に
置
か
れ
る
制
約
へ
の
懸
念
と
は
別
に
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ラ
ム
肉
や
カ
リ
ブ
海
の
砂
糖
と
い
っ
た
生
産
物
へ
の
安
価
な
ア
ク
セ
ス
を
失
っ
て
ま
で
加
盟
す
る
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
が
何

処
に
あ
る
か
に
関
し
て
納
得
し
た
い

（
30
）

」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
憲
法
史
家
のA

nn L
yon

は
言
う
、「
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
条
件

は
一
九
七
〇
年
末
、
及
び
、
一
九
七
一
年
初
頭
に
交
渉
さ
れ
て
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
と
国
民
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
法
へ
の
加
盟
が
ど
の
よ
う
な

利
益
が
あ
る
の
か
説
得
す
る
余
地
が
未
だ
残
さ
れ
て
い
た

（
31
）

」
と
も
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ヒ
ー
ス
は
一
九
七
〇
年
の
後
半
、
こ
れ
ら
の
不
安
に
答
え
な
い
ま
ま
、
加
盟
申
請
を
し
て
し
ま
っ
た

（
32
）

」
の
で
あ

る
。L

yon

は
さ
ら
に
言
う
、「（
Ｅ
Ｃ
に
）
加
盟
す
れ
ば
、
そ
の
法
は
イ
ギ
リ
ス
国
内
法
の
一
部
と
な
り
、
そ
れ
は
憲
法
上
の
大
き
な
変
更

（
九
〇
九
）
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七
二

を
も
た
ら
す
も
の
な
の
に
、
ヒ
ー
ス
政
権
は
、
こ
の
問
題
に
国
民
投
票
を
行
う
の
を
拒
否
し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
れ

も
首
相
に
な
る
前
の
一
九
七
〇
年
六
月
二
日
の
プ
レ
ス
・
コ
ン
フ
ェ
レ
ン
ス
で
ヒ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
い
る
：「
私
は
ず
っ

と
言
っ
て
き
た
、
も
し
国
民
の
多
数
が
加
盟
に
反
対
な
場
合
、
こ
の
国
を
共
同
市
場
へ
導
く
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
こ
と
だ

（
33
）

」
と
。
そ
の

う
え
で
、
彼
は
こ
う
結
論
づ
け
た
：「
こ
の
問
題
は
議
会
制
度
の
下
で
こ
そ
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
だ

（
34
）

」
と
。
し
か
し
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ボ
グ
ダ
ナ
ー
元
憲
法
学
教
授
（V

ernon B
ogdanor

）
は
、
議
会
の
中
で
さ
え
、「
彼
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
般

大
衆
の
意
見
の
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
を
議
会
で
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
説
明
を
し
な
か
っ
た
」（
同
前
掲
注
）

と
。ヒ

ー
ス
は
、
こ
の
時
、
ダ
イ
シ
ー
の
提
唱
す
る
国
民
に
よ
る
〝
ヴ
ェ
ト
〞（veto

）
の
是
非
を
問
う
機
会
を
奪
っ
た
の
で
あ
る

（
35
）

。
ボ
グ
ダ

ナ
ー
教
授
は
こ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ン
ピ
ド
ー
大
統
領
が
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
加
盟
申
請
国
を
承
認
し
て
よ
い
か
ど
う
か
を

自
国
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
国
民
投
票
で
問
う
こ
と
を
宣
言
し
た
時
の
興
味
深
い
話
に
触
れ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
を
付
記
し
た
い
。

彼
は
言
う
：「
そ
れ
は
今
と
な
っ
て
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
」「
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
選
挙
民
に
対
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

拒
否
さ
れ
た
権
利
、
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
決
定
す
る
（
国
民
投
票
の
）
権
利
を
（
わ
が
国
で
は
）
提
供
さ

れ
て
い
る
」
と
披
露
し
て
見
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る

（
36
）

。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ヒ
ー
ス
が
「
こ
の
問
題
は
議
会
制
度
の
下
で
こ
そ
取
り
扱

わ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
だ
」
と
国
民
投
票
を
拒
否
し
た
の
に
比
べ
る
と
、
何
と
も
皮
肉
を
通
り
越
し
て
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
と
筆
者
は
考

え
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
は
、
ヒ
ー
ス
が
国
民
投
票
を
拒
否
し
て
以
降
、
ダ
イ
シ
ー
の
先
見
の
明
を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
、
保
守
党
、
労
働
党

と
も
、
党
内
、
閣
内
に
親
欧
州
派
と
反
欧
州
派
を
含
む
、
欧
州
懐
疑
派
と
の
た
ゆ
ま
な
い
対
立
を
生
み
出
し
、
政
権
内
に
連
帯
性
を
失
っ

（
九
一
〇
）
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七
三

て
行
く
。
そ
れ
に
よ
り
、
国
民
の
間
に
政
治
不
信
を
招
く
結
果
に
な
り
、
や
が
て
、
そ
れ
ら
は
総
選
挙
に
お
け
る
投
票
率
の
低
下
な
い
し

二
大
政
党
の
得
票
率
の
低
下
へ
と
繋
が
り
、
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
出
現
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の
躍
進
も
顕
在
化
し
て
い
く
。
こ

う
し
て
こ
れ
ま
で
の
二
大
政
党
制
を
背
景
と
す
る
強
力
で
安
定
し
た
イ
ギ
リ
ス
型
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
と
言
わ
れ
る
イ
ギ
リ

ス
政
治
の
土
台
が
大
き
く
揺
ら
い
で
行
く
基
と
な
る
こ
と
を
多
く
が
知
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

五
．
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
の
揺
ら
ぎ

⑴　

投
票
率
、
二
大
政
党
の
得
票
率
の
下
落

イ
ギ
リ
ス
は
君
主
制
国
家
で
あ
る
。
だ
が
、
君
主
の
権
限
は
今
日
で
は
儀
礼
的
な
存
在
で
し
か
な
い
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
は
主
権
が
議
会

に
あ
る
議
会
主
権
の
国
で
あ
る
。
議
会
の
う
ち
、
上
院
は
、
一
九
一
一
年
│
四
九
年
の
議
会
法
に
よ
り
、
下
院
に
優
位
性
を
譲
っ
た
。
ま

た
イ
ギ
リ
ス
は
、
一
八
世
紀
に
議
会
が
行
政
部
と
融
合
す
る
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
。
政
党
政
治
が
発
達
し
、
一
人
一
区
の
小
選

挙
区
制
の
下
、
下
院
で
多
数
を
占
め
た
政
党
が
内
閣
を
形
成
す
る
と
、
そ
の
内
閣
は
、
議
会
主
権
を
背
景
に
、
司
法
を
も
従
属
さ
せ
、
無

制
約
の
権
力
を
行
使
で
き
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
憲
法
の
も
う
一
つ
の
基
本
原
理
で
あ
る
法
の
支
配
が
適
切
に
機
能
す
る

こ
と
で
議
会
主
権
と
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
が
〝
選
挙
独
裁
〞
と
揶
揄
さ
れ
な
い
よ
う
政
権
は
謙
抑
的
に
行
動
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

（
37
）

。

そ
の
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
保
守
党
か
労
働
党
か
、
い
ず
れ
か
の
政
党
が
下
院
で
多
数
を
占
め
、
内
閣
を
形
成
す
る
と
、
議
会
主
権

を
背
景
に
強
力
で
安
定
し
た
政
治
を
生
み
出
す
と
い
う
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
と

（
九
一
一
）
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七
四

さ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
（
Ｅ
Ｕ
の
前
身
）
に
加
盟
し
て
以
降
、
か
な
り
疑
問
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
以
下
に
微
力
な
が
ら
そ
の

一
担
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

実
は
典
型
的
な
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
が
実
際
に
機
能
し
て
い
た
の
は
過
去
の
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
こ
と
。
総
選
挙
の

際
の
、
投
票
率
を
見
る
と
、
一
九
五
一
年
の
総
選
挙
の
時
、
八
〇
％
台
だ
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
一
年
の
時
に
は
最
低
の
五
九
・
二
％
へ
。

そ
し
て
二
大
政
党
の
合
計
投
票
率
も
、
一
九
五
一
年
に
は
、
九
六
・
八
％
と
い
う
高
い
数
字
だ
っ
た
の
が
、
次
第
に
低
下
、
二
〇
一
〇
年

の
総
選
挙
の
時
に
は
、
六
五
・
一
％
、
二
〇
一
七
年
六
月
の
総
選
挙
の
時
に
は
、
六
二
・
七
％
と
史
上
最
低
を
記
録
し
た
。
国
民
の
政
治
へ

の
不
信
は
次
第
に
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
は
今
、
確
実
に
揺
ら
ぎ
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る

（
38
）

。

⑵　

ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
出
現

加
え
て
、
総
選
挙
を
行
っ
て
も
、
二
大
政
党
の
い
ず
れ
の
党
も
、
過
半
数
の
議
席
を
と
れ
な
い
現
状
が
続
い
て
い
る
。〝
ハ
ン
グ
・

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
〞、
す
な
わ
ち
、「
宙
吊
り
議
会
」
の
出
現
で
あ
る
。
選
挙
で
過
半
数
を
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
保
守
党
で
あ
れ
、
労

働
党
で
あ
れ
、
国
民
か
ら
信
頼
を
得
ら
れ
る
政
党
が
今
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
ハ
ン
グ
・

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
は
三
回
出
現
し
た
。
①
一
九
七
四
年
の
総
選
挙
の
時
、
②
二
〇
一
〇
年
の
総
選
挙
の
時
、
③
二
〇
一
七
年
の
総
選
挙
の
時

の
合
計
三
回
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
③
の
総
選
挙
の
時
の
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
き
た
か
垣
間
見
て
み
る
。
メ
イ
保
守
党
政
権
は
、
周

知
の
ご
と
く
、
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
の
結
果
を
受
け
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
辞
任
し
た
あ
と
誕
生
し
、
二
〇
一
七
年
三
月
二
九
日

に
、
Ｅ
Ｕ
へ
脱
退
を
通
告
し
た
。
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
ど
の
よ
う
な
方
針
で
Ｅ
Ｕ
脱
退
交
渉
に
臨
む
か
で
、
閣
内
は
こ
れ
ま
で
の
親
Ｅ
Ｕ

（
九
一
二
）
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七
五

派
閣
僚
と
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
閣
僚
と
の
間
の
対
立
だ
け
で
な
く
、
懐
疑
派
の
中
に
も
ソ
フ
ト
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
、
穏
健
な
Ｅ
Ｕ
離

脱
派
の
閣
僚
と
、
ハ
ー
ド
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
強
硬
離
脱
派
の
閣
僚
と
の
分
裂
を
生
み
、
メ
イ
首
相
は
閣
内
だ
け
で
な
く
党
内

に
お
い
て
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
な
い
で
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
は
総
選
挙
で
選
ば
れ
た
の
で
な
く
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
辞
任

に
よ
っ
て
首
相
の
座
を
得
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ソ
フ
ト
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
派
の
考
え
は
、
移
民
の
受
け
入
れ
を
一
定
程
度
制
約
し
つ
つ
、
単
一
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
持
し
よ
う
と

い
う
立
場
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ー
ド
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
派
は
、
そ
の
よ
う
な
穏
健
な
離
脱
な
ど
、
Ｅ
Ｕ
が
認
め
る
は
ず
が
な
い
。
ゆ
え

に
、
強
硬
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
で
、
単
一
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
失
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
Ｅ
Ｕ
が
ソ
フ
ト
・
ブ
レ
グ

ジ
ッ
ト
を
認
め
る
と
、
他
の
加
盟
国
に
も
移
民
の
受
け
入
れ
に
不
満
を
持
つ
国
が
多
数
あ
り
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
を
認
め
る
と
、
他

に
も
Ｅ
Ｕ
を
ソ
フ
ト
に
離
脱
す
る
国
が
現
れ
な
い
と
も
限
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
状
況
下
で
、
メ
イ
首
相
は
政
権
内
で
分
裂
し
た
内
閣
を
盤
石
に
し
よ
う
と
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
八
日
に
、
突
然
下
院
の
解
散
を

宣
言
し
た

（
39
）

。
そ
の
う
え
で
、
Ｅ
Ｕ
と
の
交
渉
を
ハ
ー
ド
・
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
で
行
く
と
国
民
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
断
は

適
切
な
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
、
国
民
投
票
の
結
果
が
離
脱
と
の
答
え
を
出
し
た
あ
と
、
四
〇
〇
万
に
も
及

ぶ
や
り
直
し
を
求
め
る
請
願

（
40
）

が
押
し
寄
せ
る

（
41
）

な
ど
、
国
民
感
情
は
、
国
民
投
票
前
のB

rexit

（
Ｅ
Ｕ
離
脱
）
か
らB

regret

（
Ｅ
Ｕ
離
脱
後

悔
）
に
変
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る

（
43
）

。
こ
の
よ
う
な
時
、
国
民
目
線
よ
り
、
政
権
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
、
メ
イ
首
相
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
強
硬
離

脱
派
に
気
遣
っ
て
の
解
散
に
国
民
は
信
頼
を
寄
せ
る
は
ず
が
な
い
。

同
年
六
月
に
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
が
、
結
果
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
か
ら
受
け
継
い
だ
三
三
〇
議
席
を
一
二
議
席
も
減
ら
し
、
過
半
数
の

三
二
六
議
席
を
割
っ
て
し
ま
い

（
44
）

、
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
や
む
な
く
メ
イ
首
相
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

　（
42
）

（
九
一
三
）
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七
六

地
域
政
党
Ｄ
Ｕ
Ｐ

（
45
）（

民
主
統
一
党
）
か
ら
閣
内
協
力
を
得
て
、
一
〇
議
席
を
借
り
、
何
と
か
政
権
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た

（
46
）

に
過
ぎ
な
い
。

過
半
数
を
わ
ず
か
二
議
席
を
超
え
る
だ
け
な
の
で
、
今
後
の
メ
イ
首
相
の
政
権
運
営
が
厳
し
く
な
る
の
は
い
ず
れ
必
定
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ど
の
政
党
あ
る
い
は
政
権
と
も
、
国
民
か
ら
信
頼
を
得
ら
れ
な
い
で
い
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
現
実
の
姿
で
あ
る
。

⑶　

地
域
政
党
と
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
党
の
躍
進

こ
れ
と
反
比
例
し
て
、
選
挙
ご
と
に
議
席
を
伸
ば
し
て
い
る
の
が
地
域
政
党
と
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
党
で
あ
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
保

守
党
も
労
働
党
も
、
自
ら
の
候
補
者
さ
え
立
て
ら
れ
な
い
で
い
る
し
、
こ
れ
ま
で
労
働
党
の
地
盤
と
言
わ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は

二
〇
一
五
年
の
総
選
挙
で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
が
五
六
議
席

（
47
）

と
、
議
席
数
を
増
や
し
て
い
る
の
に
対
し
、
労
働
党
の
議
席
は
一
つ
か

ゼ
ロ
議
席
と
い
う
始
末
で
あ
る
。

加
え
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
を
目
的
と
す
る
政
党
、
イ
ギ
リ
ス
独
立
党

（
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
）
は
、
と
り
わ
け
欧
州
議
会
選
挙
で
議
席
を
伸
ば
し
、
二
〇
一
四
年
五
月
の
欧
州
議
会
議
員
選
挙
で
は
労
働
党
・
保
守
党
を
抑

え
第
一
党
に
な
っ
た
こ
と
さ
え
あ
る

（
48
）

。

ま
た
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
に
至
ら
な
い
ま
で
も
得
票
率
が
低
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
八
〇
年
代
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
時
代
に
は

い
る
と
、
保
守
党
は
多
く
て
も
四
〇
％
代
前
半
の
得
票
率
し
か
得
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
定
し
た
議
席
を
得
続
け

（
49
）

」
た
し
、
ま

た
一
九
九
七
年
以
降
の
労
働
党
・
ブ
レ
ア
政
権
も
、
四
三
・
二
％
の
得
票
率
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
六
三
・
六
％
も
の
議
会
で
安
定

し
た
議
席
を
得
続
け

（
50
）

た
、
と
さ
れ
る

（
51
）

。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
得
票
率
に
過
ぎ
な
い
政
党
の
政
権
運
営
は
、〝
見
せ
か
け
の
多
数
派
形
成
〞

と
批
判
さ
れ
、
著
し
く
国
民
か
ら
の
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

（
52
）

。

（
九
一
四
）
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七
七

投
票
率
が
低
く
、
二
大
政
党
の
得
票
率
も
下
が
り
、
総
選
挙
で
二
度
三
度
と
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
生
じ
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
。
こ

れ
に
よ
り
首
相
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
安
定
し
た
政
治
を
行
う
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
の
現
象
が
目
に
見
え
て
顕
著
に
な
る
時
期
を
検
証
し
て
み
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

事
実
、
一
九
五
一
年
の
総
選
挙
の
時
、
投
票
率
は
八
〇
％
台
だ
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
一
年
の
時
に
は
最
低
の
五
九
・
二
％
へ
。
そ
し
て

二
大
政
党
の
合
計
投
票
率
も
一
九
五
一
年
に
は
九
六
・
八
％
だ
っ
た
の
が
、
次
第
に
低
下
、
二
〇
一
〇
年
の
総
選
挙
の
時
に
は
六
五
・
一
％
、

さ
ら
に
昨
今
の
二
〇
一
七
年
六
月
の
と
き
は
、
六
二
・
七
％
と
過
去
最
低
と
な
っ
た
。
投
票
率
が
顕
著
に
低
下
す
る
こ
と
に
至
っ
た
分
岐

点
を
探
る
と
、
一
九
七
〇
年
に
合
計
投
票
率
が
八
九
・
四
％
だ
っ
た
が
、
直
後
の
一
九
七
四
年
二
月
の
総
選
挙
の
と
き
に
は
一
気
に

七
四
・
八
％
へ
低
下
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
分
岐
点
は
一
九
七
四
年
二
月
の
総
選
挙
の
時
だ
と
思
わ
れ
る

（
53
）

。
で
は
こ
の
分
岐
点
に
何
が

あ
っ
た
か
で
あ
る
が
、
前
の
年
の
一
九
七
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
た
年
の
翌
年
の
総
選
挙
だ
と
分
か
る
。

⑷　

二
大
政
党
衰
退
の
原
因
│
一
九
七
三
年
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
が
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

投
票
率
が
年
々
下
が
り
、
二
大
政
党
の
合
計
得
票
率
も
上
述
し
た
通
り
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
政
権
も
国
民
か
ら
信
頼
を
得

ら
れ
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
分
岐
点
は
一
九
七
〇
年
の
総
選
挙
の
時
。
二
大
政
党

の
合
計
得
票
率
が
八
九
・
四
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
四
年
後
の
一
九
七
四
年
二
月
の
選
挙
の
時
、
そ
れ
は
七
四
・
八
％
へ
と
大
き
く
減
ら
し

て
い
る
。

一
九
七
四
年
に
何
が
起
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
年
の
前
年
、
一
九
七
三
年
一
月
一
日
に
イ
ギ
リ
ス
が
原
加
盟
六
カ
国
に
遅
れ
て
当
時

の
拡
大
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
た
年
に
当
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
年
が
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
明
白
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と

（
九
一
五
）
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七
八

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
年
以
降
今
日
ま
で
、
投
票
率
が
次
第
に
低
下
し
、
し
ば
し
ば
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ

メ
ン
ト
も
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
は
、
Ｅ
Ｃ
そ
し
て
そ
の
後
の
Ｅ
Ｕ
を
め
ぐ

り
、
党
内
、
国
会
だ
け
で
な
く
、
政
権
内
で
も
、
親
欧
州
派
と
反
欧
州
派
（
欧
州
懐
疑
派
）
と
で
分
裂
し
、
首
相
は
政
権
運
営
に
困
難
を

き
た
し
始
め
て
来
た
の
で
あ
る
。

決
定
的
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ら
に
翌
年
、
つ
ま
り
一
九
七
五
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
年
、
一
八
九
〇
年
に
ダ
イ
シ
ー
が
提
唱
し
た
国

民
投
票
が
、
八
五
年
後
の
一
九
七
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
史
上
初
め
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
政
権
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
時
、
国
民
投
票
を
前
に
し
て
、
首
相
の
Ｅ
Ｃ
残
留
と
の
基
本
方
針
に
強
く
異
論
を
唱
え
る
反
欧
州
派
閣
僚
（
欧
州
懐
疑
派
）
を
前
に

し
て
、〝
閣
内
一
致
は
困
難
〞、
と
首
相
は
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

六
．
一
九
七
五
年
、
史
上
初
め
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
政
権
に
よ
る
国
民
投
票
の
実
現

労
働
党
は
当
時
、
予
定
さ
れ
た
一
九
七
四
年
二
月
一
〇
日
の
総
選
挙
を
前
に
し
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
発
表
し
、
労
働
党
が
勝
利
す
れ

ば
、
加
盟
条
件
を
再
交
渉
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
、
共
同
市
場
に
と
ど
ま
る
か
否
か
を
問
う
国
民
投
票
を
行
う
、
と
発
表
し
て
い
た
。
そ

れ
に
基
づ
い
て
一
九
七
五
年
国
民
投
票
法
が
制
定
さ
れ
た
。

労
働
党
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
提
案
し
た
Ｅ
Ｃ
と
の
再
交
渉
の
条
件
と
は
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
支
払
う
Ｅ
Ｃ
予
算
に
対
す
る
分
担
金
の

問
題
だ
っ
た

（
54
）

。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
に
遡
る
と
、
当
時
、
Ｅ
Ｃ
予
算
の
多
く
が
、
共
通
農
業
政
策
、
す
な
わ
ち
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
下
で
、
農

業
補
助
金
が
使
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
、
農
業
大
国
と
言
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
が
大
き
な
利
益
を
得
る
一
方
、
比
較
的
農
業
人
口
の
少
な
い
イ

（
九
一
六
）
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七
九

ギ
リ
ス
は
そ
れ
に
比
べ
て
不
利
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
が
支
払
う
分
担
金
が
大
き
過
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
分
担
金
を
減
ら
す

こ
と
が
再
交
渉
の
焦
点
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
史
上
初
の
国
民
投
票
を
前
に
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
内
閣
内
で
は
欧
州
統
合
に
対
す
る
容
認
派
と
懐
疑
派
・
反
欧
州

派
で
意
見
が
対
立
し
た
。
二
三
人
の
閣
僚
の
う
ち
、
七
人
が
反
対
。
そ
の
な
か
に
は
、
有
力
な
閣
僚
の
一
人
と
し
て
、
雇
用
大
臣
の
マ
イ

ケ
ル
・
フ
ッ
ト
、
さ
ら
に
は
強
硬
派
の
代
表
と
さ
れ
る
産
業
大
臣
の
ト
ニ
ー
・
ベ
ン
ら
が
い
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ボ
グ
ダ

ナ
ー
元
教
授
に
よ
れ
ば

（
55
）

、
そ
も
そ
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
際
、
国
民
か
ら
の
反
対
の
声
も
多
い
こ
と
も
あ
り
、
前
ヒ
ー
ス
保

守
党
政
権
は
、
国
民
投
票
を
避
け
て
国
会
の
中
だ
け
で
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
是
非
を
論
議
し
、
そ
の
こ
と
で
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
権
運
営
に

取
り
返
え
し
の
つ
か
な
い
確
執
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
は
閣
内
に
お
け
る
連
帯
責
任
の
原
則
を
棚
上
げ
し
て

（
56
）

、
反
対
派
が
自
分
の
立
場
を
公
表
す
る
こ
と
を
妨

げ
な
い
、
と
の
例
外
措
置
を
取
り
、
国
民
投
票
を
戦
い

（
57
）

、
そ
の
結
果
、
残
留
賛
成
（Y

es

）
六
七
・
二
三
％
。
こ
れ
に
対
し
て
、
反
対

（N
o

）
は
三
二
・
七
七
％
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
内
閣
は
圧
倒
的
な
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
投
票
に
踏
み
切
っ
た
彼
の
決
断
は

〝
歴
史
的
な
決
断
を
し
た
〞
と
評
価
さ
れ
て
い
る

（
58
）

。

だ
が
、
冷
静
に
見
る
と
、
投
票
率
が
六
四
・
〇
％
で
、
意
外
に
少
な
い
と
知
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
後
の
二
〇
一
六
年
の
時
の
国
民
投
票

で
の
回
答
は
Ｅ
Ｕ
離
脱
と
の
結
果
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
投
票
率
は
七
二
％
だ
っ
た
。
確
か
に
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
一
九
七
五
年
の
そ
れ

の
投
票
率
は
少
な
い
。A

nn L
yon

に
言
わ
せ
れ
ば
、「
遅
す
ぎ
た

（
59
）

」
の
で
あ
る
。
こ
の
国
民
投
票
が
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
わ
ず
か

二
年
後
で
は
あ
っ
た
が
、
国
民
感
情
は
す
で
に
冷
め
て
い
た
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
や
は
り
ヒ
ー
ス
首
相
は
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
直
前
に
こ
そ
国
民

投
票
を
や
る
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
九
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

八
〇

七
．
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の
登
場
と
保
守
党
の
欧
州
懐
疑
派
の
顕
在
化

け
れ
ど
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
は
こ
の
国
民
投
票
の
結
果
を
受
け
て
、
そ
の
後
の
政
権
運
営
を
確
た
る
も
の
に
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

他
方
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
七
三
年
に
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
た
時
は
、
保
守
党
政
権
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
四
か
月
前
の
二
月
に
保
守
党
の
新
し

い
党
首
に
な
っ
た
ば
か
り
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
も
、
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
の
選
挙
戦
で
、
保
守
党
と
し
て
〝
欧
州
残
留
イ
エ
ス
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
〞
を
張
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
が
多
数
で
勝
利
し
た
今
、
当
然
な
が
ら
、
彼
女
は
「
野
党
（
保
守
党
）
の
支
持
が
な
か
っ

た
ら
、
イ
エ
ス
の
国
民
の
意
思
表
示
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

（
60
）

」
と
述
べ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

彼
女
は
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
の
最
初
の
女
性
宰
相
に
な
り
、
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
た
の
は
保
守
党
政
権
の
時
だ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
に
は
当
初
極
め
て
積
極
的
だ
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
中
盤
以
降
、
Ｅ
Ｃ
が
さ
ら
な
る
統
合
に
向
け
て
快
進
撃
を
遂
げ
、

市
場
統
合
か
ら
通
貨
統
合
、
さ
ら
に
は
政
治
統
合
へ
向
か
わ
ん
と
す
る
あ
た
り
か
ら
態
度
を
変
え
て
い
く
。
あ
る
意
味
、
今
日
の
保
守
党

の
中
に
巣
く
う
欧
州
懐
疑
派
と
い
わ
れ
る
議
員
た
ち
の
ル
ー
ツ
を
辿
れ
ば
、
一
九
八
八
年
九
月
二
〇
日
に
、
有
名
な
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
演
説

（
61
）

で
、
各
国
が
主
権
の
一
部
を
移
譲
し
て
作
る
欧
州
連
邦
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
）
の
よ
う
な
枠
組
み
に
強
く
反
対
す
る
こ
と
に
な
る
サ
ッ

チ
ャ
ー
の
国
家
主
義
に
行
き
つ
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
九
一
八
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

八
一

八 

．
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
政
権
に
よ
る
国
民
投
票
の
国
民
に
よ
る
ヴ
ェ
ト
（V

eto

）
│
一
九
七
五
年
国
民
投
票
と

の
比
較

⑴　

キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
よ
る
二
〇
一
三
年
の
さ
ら
な
る
国
民
投
票
の
宣
言

ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
の
時
の
国
民
感
情
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
平
和
と
繁
栄
を
浴
し
よ
う
と
い
う
時
代
背
景
を
も
つ
。
共
同
市
場
へ

の
参
加
は
平
和
と
繁
栄
の
礎
で
あ
り
、
史
上
初
の
国
民
投
票
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
て
直
後
の
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

Ｅ
Ｃ
残
留
を
決
め
た
国
民
の
声
は
ご
く
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
四
一
年
経
ち
、
欧
州
統
合

が
更
に
深
化
を
遂
げ
、
Ｅ
Ｃ
か
ら
Ｅ
Ｕ
へ
、
経
済
統
合
か
ら
政
治
統
合
へ
向
か
う
中
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
が
新
た
に
Ｅ
Ｕ
へ
残
留
す
る
か

離
脱
す
る
か
を
問
う
国
民
投
票
を
呼
び
か
け
る
場
合
、
国
民
に
一
九
七
五
年
の
時
と
は
違
う
国
民
感
情
が
芽
生
え
て
い
る
こ
と
を
深
く
考

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
二
大
政
党
に
対
す
る
国
民
の
支
持
率
は
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
は
危
険
な
賭
け
に
な
り

か
ね
な
い
と
。

し
か
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
意
を
決
し
て
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
三
日
、
二
年
後
の
二
〇
一
五
年
五
月
の
総
選
挙
で
第
一
党
に

な
っ
た
ら
、
Ｅ
Ｕ
に
改
革
を
求
め
て
新
た
な
決
着
（new

 settlem
ent

）
を
図
り
、
そ
の
上
で
、
改
革
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
に
残
留
す
る
か
離
脱
す

る
か
を
求
め
る
国
民
投
票
を
二
〇
一
七
年
末
ま
で
に
実
施
し
た
い
と
の
声
明
を
出
し
た
。

こ
の
声
明
に
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
四
日
、
下
院
に
て
保
守
党
の
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ナ
ト
ー

ル
議
員
が
、
次
の
会
期
で
イ
ギ
リ
ス
が
現
在
の
加
盟
条
件
の
ま
ま
で
Ｅ
Ｕ
に
留
ま
る
か
、
離
脱
す
る
か
、
国
民
投
票
を
実
施
す
る
法
案
を

提
出
す
べ
し
と
政
府
に
求
め
る
動
議
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
、
党
議
拘
束
を
か
け
た
が
、
そ
れ
を
意
に
介
さ
ず
、
保
守

（
九
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

八
二

党
議
員
九
〇
名
が
賛
成
。
保
守
党
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
と
っ
て
こ
れ
は
最
大
の
反
乱
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ

以
外
に
一
五
名
の
棄
権
も
あ
り
、
事
態
は
深
刻
な
も
の
と
し
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
こ
れ
に
対
処
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

さ
ら
に
党
外
の
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
独
立
を
公
約
に
掲
げ
る
イ
ギ
リ
ス
独
立
党
（
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
）
が
あ
り
、

そ
れ
へ
の
支
持
が
急
速
に
増
え
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
の
欧
州
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
は
イ
ギ
リ
ス
に
配

分
さ
れ
て
い
る
欧
州
議
会
の
七
三
議
席
の
う
ち
、
約
一
七
％
の
票
を
獲
得
し
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
与
党
の
労
働
党
を
抑
え
て
二
位
に
躍
り
出

て
い
た
。
放
っ
て
お
け
ば
、
や
が
て
保
守
党
議
員
ま
で
総
選
挙
で
喰
わ
れ
か
ね
な
い
。
こ
れ
ら
の
背
景
の
下
に
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
国

民
投
票
を
約
束
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

（
62
）

。

⑵　

二
〇
一
六
年
六
月
の
国
民
投
票
へ
向
け
て
│
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
を
先
例
に
│

問
題
は
国
民
投
票
を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
か
で
あ
る
。
幸
い
、
二
〇
一
五
年
の
総
選
挙
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
政
権
は
久
々
に
単
独

過
半
数
を
取
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
国
民
投
票
に
も
勝
っ
て
、
そ
の
後
の
政
権
運
営
で
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
い
。
そ
の
た
め

に
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
言
う
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
に
は
改
革
が
必
要
で
あ
る
。
四
項
目
の
改
革
案
（four objectives

）
を
Ｅ
Ｕ
に
提
示
し
て
強

硬
な
姿
勢
を
見
せ
、
国
民
に
は
〝
改
革
し
た
Ｅ
Ｕ
〞
に
留
ま
る
方
が
よ
り
強
く
、
安
全
で
、
豊
か
に
な
れ
る
と
訴
え
る
、
し
た
が
っ
て
こ

の
改
革
案
で
Ｅ
Ｕ
か
ら
譲
歩
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、〝
全
身
全
霊
で
〞（w

ith all m
y heart and soul

）

国
民
を
説
得
で
き
る
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
残
留
を
勝
ち
取
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
二
〇
一
五
年
国
民
投
票
法
が
制
定

さ
れ
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
、
国
民
投
票
の
日
は
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
と
定
め
ら
れ
た
。

キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
提
示
し
た
改
革
プ
ラ
ン
は
四
項
か
ら
な
る
。
そ
れ
は
、
①
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
非
ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
権
利
保
護
、
②

（
九
二
〇
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

八
三

イ
ギ
リ
ス
の
考
え
る
、
よ
り
競
争
力
の
あ
る
Ｅ
Ｕ
の
構
築
、
③
主
権
保
護
の
問
題
と
し
て
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密

な
連
合
〞
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
除
外
、
④
移
民
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
が
考
え
る
改
革
プ
ラ
ン
で
Ｅ
Ｕ
と
再
交
渉
し
、
そ
の
上
で
Ｅ
Ｕ
へ
残
留
す
る
か
否
か
を
国
民
に
問
う
と
い

う
こ
の
手
法
は
、
明
ら
か
に
、
一
九
七
五
年
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
労
働
党
内
閣
が
国
民
投
票
の
際
に
と
っ
た
手
法
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
も
当

時
も
政
権
内
に
公
然
と
そ
れ
に
反
対
す
る
大
臣
が
お
り
、
彼
ら
を
罷
免
す
る
こ
と
な
く
、
い
や
む
し
ろ
閣
内
一
致
の
憲
法
上
の
原
則
を
棚

上
げ
し
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
は
国
民
投
票
に
臨
ん
で
勝
利
し
た
、
こ
の
論
法
を
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
も
使
お
う
と
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

彼
も
ま
た
、
こ
の
前
例
に
な
ら
っ
て
国
民
投
票
で
勝
ち
、
そ
れ
に
よ
り
閣
内
の
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
を
抑
え
、
そ
の
後
の
政
権
運
営
を
確
実
な
も

の
に
で
き
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。

⑶　

保
守
党
内
の
残
留
派
と
懐
疑
派

Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
は
保
守
党
内
に
ど
れ
だ
け
い
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
者
達
を
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
保
守
党
議
員
、
と

く
に
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
は
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
の
か
類
別
し
、
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
のL

ondon 

S
chool of E

conom
ics

のB
rexit

研
究
グ
ル
ー
プ
は
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
五
年
の
議
会
内
保
守
党
議
員
の
発
言
・
行
動
に
関
す
る
デ
ー

タ
を
取
り
、
Ｅ
Ｕ
問
題
に
関
す
る
彼
等
の
考
え
を
分
析
し
、
彼
ら
の
考
え
を
下
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
五
つ
に
類
別
さ

れ
る
と
し
た
。
下
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る

（
63
）

：

①　

親
Ｅ
Ｕ
派
（E

urophiles

）
議
員  

 
三
一
名
（
一
〇
％
）

（
九
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

八
四

Ｅ
Ｕ
の
な
か
で
イ
ギ
リ
ス
の
役
割
に
熱
狂
的
な
議
員
：
例
え
ばK

en C
larke, L

aura S
andys, R

obert B
uckland

ら
議
員

②　

ど
ち
ら
と
も
つ
か
な
い
議
員
（A

gnostics

）  
 

二
六
名
（
九
％
）

欧
州
問
題
に
確
た
る
見
解
を
表
明
し
て
い
な
い
議
員
：
例
え
ばN
icky M

organ, R
ehm

an C
hisu

ら
議
員

③　

穏
健
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
議
員
（S

oft E
urosceptics

）  
 

一
四
九
名
（
四
九
％
）

Ｅ
Ｕ
に
懐
疑
的
で
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
Ｅ
Ｕ
に
残
留
し
た
が
っ
て
い
る
議
員
：D

avid C
am

eron, G
eorge O

sborne

ら
議
員
。

④　

潜
在
的
Ｅ
Ｕ
離
脱
派
（P

otential leavers

）
議
員  

 

六
四
名
（
二
一
％
）

有
利
な
交
渉
が
得
ら
れ
な
い
限
り
、
離
脱
に
向
け
て
投
票
し
た
が
っ
て
い
る
議
員
：John R

edw
ood, O

liver L
etw

in, Iain 

D
uncan S

m
ith

ら
議
員
。

⑤　

Ｅ
Ｕ
脱
退
派
（W

ithdraw
alists

）
議
員  

 

三
四
名
（
一
一
％
）

イ
ギ
リ
ス
を
Ｅ
Ｕ
か
ら
離
脱
さ
せ
た
が
っ
て
い
る
議
員
：B

ill C
ash, N

adine D
orries, Jacob R

ees-M
ogg

こ
れ
ら
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
③
、
④
及
び
⑤
を
さ
ら
に
、
穏
健
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
（S

oft E
urosceptics

）
と
強
硬
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
（hard 

E
urosceptics

）
の
二
者
に
凝
縮
し
て
、
強
硬
懐
疑
派
の
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
改
革
を
急
進
的
に
や
る
か
、
さ
も
な
く
ば
Ｅ
Ｕ
を
離
脱
す
る
と
い
う

も
の
、
他
方
、
こ
れ
以
上
、
如
何
な
る
統
合
を
望
ま
な
い
の
で
な
く
、
Ｅ
Ｕ
に
残
留
し
た
い
、
と
い
う
も
の
に
類
別
で
き
よ
う
。
と
す
れ

ば
④
は
も
と
も
と
Ｅ
Ｕ
か
ら
改
革
を
獲
得
で
き
れ
ば
残
留
に
賛
成
し
て
も
よ
い
と
い
う
グ
ル
ー
プ
な
の
で
、
③
と
④
は
ソ
フ
ト
、
す
な
わ

ち
、
穏
健
懐
疑
派
と
し
、
⑤
の
ハ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
、
強
硬
懐
疑
派
と
二
者
に
類
別
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
類
別
し
た
と

き
、
二
〇
一
五
年
総
選
挙
後
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
内
に
、
国
民
投
票
の
際
、
も
は
や
こ
れ
と
言
っ
て
親
欧
州
派
と
呼
べ
る
閣
僚
は
見
当
た

（
九
二
二
）
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ら
ず
、
お
お
む
ね
穏
健
懐
疑
派
閣
僚
か
強
硬
懐
疑
派
の
閣
僚
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
外
務
大
臣
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ハ

モ
ン
ド
や
保
健
大
臣
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ハ
ン
ト
ら
の
多
く
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
改
革
が
整
え
ば
Ｅ
Ｕ
残
留
に
投
票
し
て
も
よ
い
と
い
う
閣
僚
た

ち
、
他
方
、
労
働
・
年
金
大
臣
の
ダ
ン
カ
ン
・
ス
ミ
ス
や
、
司
法
大
臣
の
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ヴ
ら
は
強
硬
懐
疑
派
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ

う
。
前
者
の
閣
僚
へ
の
説
得
は
可
能
だ
と
し
て
、
後
者
の
、
Ｅ
Ｕ
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
募
ら
せ
て
止
ま
な
い
強
硬
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
閣
僚
に
対

し
て
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
説
得
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
え
な
い
、
と
判
断
し
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る

（
64
）

。

か
く
し
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
「
Ｅ
Ｕ
は
多
く
の
保
守
党
議
員
に
と
っ
て
深
く
個
人
的
な
問
題
で
あ
る
。
大
臣
達
に
そ
の
良
心
に
従
う

自
由
を
与
え
る

（
65
）

」
と
述
べ
、
さ
ら
に
国
民
投
票
の
余
波
を
和
ら
げ
る
の
に
役
立
つ
た
め
に
、
首
相
は
「
大
臣
ら
が
国
民
投
票
で
い
ず
れ
か

の
側
に
立
っ
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
る
か
は
自
由
で
あ
り
」、
同
時
に
彼
は
、「
投
票
後
に
引
き
続
き
政
権
を
担
当
す
る
つ
も
り
で
あ
る

（
66
）

」

と
述
べ
た
。
こ
れ
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
が
と
っ
た
手
法
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

⑷　

国
民
投
票
の
結
果
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
退
陣

二
〇
一
五
年
一
二
月
一
七
日
、
二
〇
一
五
年
国
民
投
票
法
（
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
法E

uropean U
nion R

eferendum
 A

ct 2015

）
が
制
定

さ
れ
、
翌
年
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
に
国
民
投
票
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
一
六
年
二
月
一
八
日
、
一
九
日
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

で
開
催
さ
れ
る
欧
州
理
事
会
（
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議
）
で
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
よ
り
前
年
一
一
月
に
提
案
さ
れ
た
「
Ｅ
Ｕ
改
革
案
」
が
主
要

議
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
首
脳
間
で
同
年
二
月
二
〇
日
に
Ｅ
Ｕ
か
ら
お
お
む
ね
賛
成
と
の
同
意
が
得
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
を
受
け

て
、
同
年
六
月
二
三
日
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
、
引
き
続
き
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国
と
し
て
残
留
す
る
の
か
、
離
脱
す
る
の
か
を
問
う
、
国
民
投
票
が

行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
通
り
と
な
っ
た

（
67
）

：

（
九
二
三
）
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六

投
票
率 

約
七
二
％

残
留
賛
成 

四
八
・
一
一
％

離
脱
賛
成 

五
一
・
八
九
％

し
か
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
思
惑
は
も
ろ
く
も
打
ち
砕
か
れ
、
以
上
の
通
り
、
国
民
投
票
の
結
果
は
四
％
に
も
届
か
な
い
僅
差
で
は

あ
っ
た
が
、「
Ｅ
Ｕ
残
留
派
（R

em
ain

）」
の
敗
北
・「
Ｅ
Ｕ
離
脱
派
（L

eave

）」
の
勝
利
で
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

政
権
内
の
最
重
要
な
Ｅ
Ｕ
関
係
の
政
策
が
国
民
投
票
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
重
く
見
た
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

に
、
六
月
二
四
日
、
首
相
を
辞
任
す
る
こ
と
を
表
明
し
た

（
68
）

。
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
政
権
内
の
強
硬
な
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
閣
僚
を
説
得
で
き
な

か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
主
張
の
方
が
国
民
投
票
で
支
持
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
辞
任
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
も
う
な

ず
け
ら
れ
よ
う
。

九
．
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
に
よ
る
改
革
プ
ラ
ン
を
振
り
返
る

国
民
投
票
の
結
果
は
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
改
め
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
国
民
投
票
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
Ｅ
Ｕ
に
提
示
し

た
四
つ
の
改
革
プ
ラ
ン
の
項
目
を
振
り
返
っ
て
見
る
。
四
つ
の
改
革
プ
ラ
ン
四
項
目
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た

（
69
）

：

①　

イ
ギ
リ
ス
を
含
む
非
ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
権
利
保
護
、

P
rotection of the single m

arket for B
ritain and other non-euro countries.

（
九
二
四
）
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②　

イ
ギ
リ
ス
の
考
え
る
、
よ
り
競
争
力
の
あ
る
Ｅ
Ｕ
の
構
築
、

B
oosting com

petitiveness by setting a target for the reduction of the “burden ” of red tape.
③ 　

主
権
保
護
の
問
題
と
し
て
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密
な
連
合
〞
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
除
外
、

E
xem

pting B
ritain from

 “ever-closer union ” and bolstering national parliam
ents.

④　

移
民
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限
で
あ
る
。

R
estricting E

U
 m

igrants ’ access to in-w
ork benefi ts such as tax credits.

Ｅ
Ｕ
側
に
提
示
し
た
こ
れ
ら
四
つ
の
改
革
と
い
う
も
の
は
国
民
な
い
し
懐
疑
派
の
目
に
ど
う
映
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
ア
プ
リ
オ
リ

的
に
次
の
二
つ
の
点
か
ら
見
て
み
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
四
つ
の
う
ち
、
国
民
が
も
っ
と
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
は
④
の
「
移
民

に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
懐
疑
派
が
最
も
こ
だ
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
③
の
「
主
権
保
護
の
問
題

と
し
て
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密
な
連
合
〞
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
除
外
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
二

つ
を
検
証
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
提
案
が
敗
北
し
た
背
景
の
一
端
を
知
ろ
う
と
思
う
。

⑴　

移
民
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限

ま
ず
、
最
後
の
④
に
掲
げ
た
「
移
民
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
の
制
限
」
を
取
り
上
げ
る
。
移
民
の
受
け
入
れ
に
関
す
る
改
革
案
は
、

閣
内
、
党
内
だ
け
で
な
く
、
反
Ｅ
Ｕ
・
反
移
民
を
掲
げ
て
支
持
を
拡
大
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
独
立
党
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
も
、
政
府
提
案

は
も
っ
と
も
目
に
見
え
る
形
で
の
対
処
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
打
ち
立
て
た
四
項
項
目
の
最
後

の
項
目
に
落
と
さ
れ
、
最
初
の
提
案
が
国
民
の
関
心
を
さ
ほ
ど
引
く
と
は
思
わ
れ
な
い
「
イ
ギ
リ
ス
を
含
む
非
ユ
ー
ロ
加
盟
国
の
権
利
保

（
九
二
五
）
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護
」
に
し
て
い
る
こ
と
に
、
国
民
に
は
関
心
を
は
ぐ
ら
か
さ
ら
れ
た
、
と
い
う
感
じ
に
見
え
な
い
で
も
な
い

（
70
）

。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
の
「
移
民
」
と
は
同
じ
加
盟
国
か
ら
職
を
求
め
て
自
由
移
動
す
る
労
働
者
と
そ
の
家
族
を
対
象
と
す
る

が
、
経
済
が
比
較
的
好
調
な
イ
ギ
リ
ス
に
は
毎
年
約
三
〇
万
人
の
移
民
が
流
入
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
と
く
に
二
〇
〇
四
年
の
東
欧
一
〇

ケ
国
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
後
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
職
を
求
め
て
イ
ギ
リ
ス
へ
移
動
す
る
移
民
の
数
が
急
速
に
拡
大
し
た
。
な
か
で
も
、
二
〇
一
四
年
の
統

計
で
顕
著
な
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
移
民
が
最
も
多
く
、
二
〇
〇
四
年
に
は
七
万
人
弱
だ
っ
た
が
、
二
〇
一
四
年
現
在
で
、
八
〇
万

人
を
超
え
て
い
る
と
さ
れ
る

（
71
）

。
受
け
入
れ
当
初
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
が
よ
く
、
こ
れ
ら
の
労
働
力
は
比
較
的
歓
迎
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
冷
え
は
じ
め
た
経
済
状
況
下
で
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
移
民
を
受
け
入
れ
た
こ
と

で
、
逆
に
国
民
か
ら
職
を
奪
わ
れ
る
、
制
限
せ
よ
、
と
移
民
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
て
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
ひ

と
つ
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
四
五
条
一
項
に
よ
れ
ば
、「
労
働
力
の
自
由
移
動
は
、
Ｅ
Ｕ
内
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
」
と
さ
れ
、
同
条

約
一
八
条
に
お
い
て
は
「
国
籍
に
基
づ
く
差
別
は
す
べ
て
禁
止
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
、

自
由
移
動
し
た
移
民
と
そ
の
国
の
国
民
と
は
完
全
に
平
等
で
あ
る
べ
し
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
大
原
則
に
違
背
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
移
民
の
受
け
入
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て

容
易
な
ら
ざ
る
問
題
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
言
う
の
も
、
移
住
者
の
約
四
〇
％
が
年
平
均
六
千
ポ
ン
ド
の
手
当
て
を
受

給
し
て
お
り
、
国
家
財
政
を
圧
迫
し
、
移
民
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の
福
祉
政
策
に
は
一
定
の
歯
止
め
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
。

そ
れ
で
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
改
革
プ
ラ
ン
で
要
求
す
る
移
民
の
受
け
入
れ
制
限
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
端
的

に
言
え
ば
、
そ
れ
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
諸
国
か
ら
の
「
域
内
市
民
が
イ
ギ
リ
ス
で
在
職
給
付
（in-w

ork benefi ts

）
や
公
営
住
宅
（social housing

）

入
居
の
資
格
を
得
る
ま
で
四
年
間
、
同
国
に
居
住
し
、
労
働
す
る
こ
と

（
72
）

。」
そ
う
で
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
福
祉
手
当
を
受
給
で
き
な
い

（
九
二
六
）
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よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
こ
れ
に
よ
り
急
増
す
る
移
民
を
制
限
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
こ
の
改
革
プ
ラ
ン
は
、
国
家
財
政
の
面
か
ら
、
議
会
の
エ
リ
ー
ト
政
治
家
層
に
は
そ
れ
な
り
の
効
果
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
た

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
福
祉
手
当
を
得
る
た
め
、
四
年
間
イ
ギ
リ
ス
に
居
住
し
、
労
働
す
る
こ
と
を
条
件
に
し
た
だ
け
の
受
け
入
れ
制

限
に
過
ぎ
な
い
の
が
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
提
案
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
多
く
の
国
民
か
ら
失
望
さ
れ
、
極
論
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
な
ら
ば
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
脱
退
す
る
し
か
道
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
な
い
提
案
に
映
っ
て
し
ま
っ
た

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

⑵　

主
権
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
へ
の
提
案
（
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密
な
連
合
〞
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
適
用
除
外
）

移
民
の
問
題
と
は
違
い
、
四
つ
の
項
目
の
う
ち
、
主
権
保
護
の
問
題
と
し
て
③
の
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
掲
げ
る
〝
絶
え
ず
一
層
緊
密
な
連

合
〞
か
ら
適
用
除
外
を
求
め
る
要
求
は
、
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
が
も
っ
と
も
こ
だ
わ
っ
て
き
た
問
題
の
一
つ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
も
し
こ
れ
が
認

め
ら
れ
れ
ば
、
国
境
で
の
入
国
審
査
な
し
で
域
内
を
移
動
で
き
る
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定
と
単
一
通
貨
の
ユ
ー
ロ
と
い
っ
た
Ｅ
Ｕ
を
象
徴
す
る

二
つ
の
適
用
除
外
に
、
も
う
一
つ
適
用
除
外
が
加
え
ら
れ
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
へ
大
盤
振
る
舞
い
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
規
定
す
る
「
一
層
緊
密
化
す
る
連
合
」
の
例
外
（
適
用
除
外
）
に
せ
よ
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
は
、
端
的
に
言
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
さ
ら
な
る
政
治
統
合
の
プ
ロ
セ
ス
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
要
求
と
言
っ
て
よ
い
。

欧
州
統
合
と
は
、
元
来
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
言
う
進
行
形
と
し
て
の
「
一
層
緊
密
化
す
る
連
合
」
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

や
が
て
、
経
済
統
合
か
ら
政
治
統
合
へ
、
そ
し
て
そ
の
果
て
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
と
い
う
連
邦
国
家
へ
の
目
標
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
が
、
経
済
統
合
ま
で
は
よ
い
が
、
そ
こ
か
ら
先
の
政
治
統
合
へ
向
か
い
、
さ
ら
に
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
が
嫌
っ
た
連
邦

（
九
二
七
）
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九
〇

的
枠
組
み
へ
の
〝
一
層
緊
密
化
す
る
連
合
〞
へ
進
行
す
る
こ
と
だ
け
は
免
れ
た
い
、
と
い
う
の
が
イ
ギ
リ
ス
の
真
意
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
Ｅ
Ｕ
へ
の
要
求
は
、
そ
の
流
れ
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
、
国
家
主
義
に
徹
し
よ
う
と
い
う
、

ま
さ
に
強
硬
Ｅ
Ｕ
離
脱
派
の
考
え
に
沿
う
主
張
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ぬ
。

だ
が
、
Ｅ
Ｕ
は
本
来
、
Ｅ
Ｃ
と
し
て
出
発
す
る
時
点
か
ら
国
家
主
権
を
制
約
す
る
こ
と
が
基
本
条
約
の
本
旨
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も

し
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
強
硬
派
を
満
足
さ
せ
る
の
が
第
一
義
で
、
国
民
を
納
得
さ
せ
る
の
が
第
二
義
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
九
七
五
年
の

ウ
ィ
ル
ソ
ン
内
閣
の
時
の
そ
れ
と
違
う
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
は
、
Ｅ
Ｃ
に
再
交
渉
を
求
め
、
そ
れ
に
よ
り
ま
ず
は
国
民
か
ら
Ｅ
Ｃ
残
留
を

勝
ち
取
っ
て
、
そ
の
う
え
で
、
政
権
内
の
反
欧
州
派
閣
僚
を
抑
え
、
そ
の
後
の
政
権
を
抑
え
る
の
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
逆
で
は

決
し
て
な
い
。

上
に
掲
げ
た
二
項
目
ほ
か
す
べ
て
の
提
案
を
掲
げ
て
国
民
投
票
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
敗
北
し
た
の
を
受
け
て
、
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
・

チ
ェ
ア
教
授
の
庄
司
克
宏
は
指
摘
す
る
：「
英
Ｅ
Ｕ
改
革
合
意
と
い
う
形
で
Ｅ
Ｕ
残
留
の
場
合
の
プ
ラ
ン
だ
け
は
用
意
し
て
い
た
が
、
イ

ギ
リ
ス
国
民
か
ら
は
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
国
民
投
票
で
勝
利
す
る
こ
と
を
過
信
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
73
）

」
と
。

一
〇
．
結
び
に
か
え
て

イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
の
時
期
を
正
確
に
述
べ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
お
よ
そ
一
七
六
〇
年
代
に
始
ま
り
、
一
八
四
〇
年
頃
ま
で

続
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
を
農
業
社
会
か
ら
工
業
社
会
に
変
貌
さ
せ
、
さ
ら
に
一
八
三
二
年
の
選
挙
法
の
大
改
正
を
も

た
ら
し
、
や
が
て
一
九
世
紀
に
は
議
会
制
民
主
主
義
を
確
立
し
て
い
く
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
ダ
イ
シ
ー
は
一
八
八
五
年
に
『
憲
法
研
究
序

（
九
二
八
）
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説
』
を
著
し
、
主
権
を
法
的
主
権
と
政
治
的
主
権
に
分
け
、
法
的
主
権
は
議
会
に
、
政
治
的
主
権
は
国
民
に
存
す
る
と
し
た
。

そ
の
意
味
で
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
の
、
名
誉
革
命
か
ら
産
業
革
命
ま
で
、
議
会
主
権
の
主
権
に
は
法
的
主
権
も
政
治
的
主
権
も
混

在
し
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
時
期
に
お
い
て
、
国
民
投
票
は
議
会
主
権
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
今
は
違
う
。
国
民
に
は
政
治
的
主
権
が
あ
り
、
そ
の
も
と
で
、
議
会
に
法
的
主
権
が
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
の
な
か
で
、

国
民
投
票
は
議
会
に
と
り
基
本
的
に
諮
問
的
と
さ
れ
る
も
の
の
、
上
述
の
通
り
、
近
時
の
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
特
徴
は
、
問
題
に
よ
り
地
域

レ
ベ
ル
で
も
国
レ
ベ
ル
で
も
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
が
よ
く
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
九
七
三
年
に
当
時
の
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
際
、
政
治
的
に
も
法
的
に
も
議
会
だ
け
で
加
盟
を

決
め
れ
ば
済
む
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
面
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
国
民
の
間
に
は
加
盟
の
是
非
を
問
う
べ
し
と

の
声
が
あ
り
な
が
ら
、
ボ
グ
ダ
ナ
ー
教
授
も
指
摘
し
た
通
り
、「
一
般
大
衆
の
意
見
の
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
を
議
会
で
ど
の
よ
う
に
反
映

さ
せ
よ
う
と
し
た
か
」、
ヒ
ー
ス
政
権
は
議
会
に
お
い
て
十
分
な
説
明
を
果
た
さ
な
い
ま
ま
、
欧
州
共
同
体
に
加
盟
し
た
。
そ
の
功
罪
は

種
々
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
党
内
外
に
欧
州
懐
疑
派
を
生
み
出
す
結
果
と
な
り
、
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
、
保
守
党
も
労
働
党

も
、
政
権
運
営
は
厳
し
い
も
の
と
な
り
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
と
言
わ
れ
る
強
力
な
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
に
弱
体
を
も
た
ら
し

た
こ
と
。
具
体
的
に
は
総
選
挙
の
際
の
投
票
率
の
低
下
、
ハ
ン
グ
・
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
の
し
ば
し
ば
の
出
現
、
典
型
的
に
は
Ｅ
Ｕ
政
策
に
対

す
る
政
権
内
の
分
裂
を
招
来
し
、
国
民
に
長
く
政
治
不
信
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
の
議
会
審
議
の
中
で
、
ヒ
ー
ス
政
権
は
「
い
か
な
る
憲
法
上
の
革
新
を
伴
う
も
の
で
な
い
」
と
言

わ
し
め
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
乗
り
切
っ
た
が
、「
い
か
な
る
憲
法
上
の
革
新
」
の
中
に
は
、
議
会
主
権
の
変
更
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か

（
九
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

九
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で
あ
り
、
そ
の
変
更
を
伴
な
う
も
の
で
な
い
、
と
言
い
切
っ
た
こ
と
に
関
し
、
筆
者
は
別
稿
で
憲
法
上
の
禍
根
と
し
て
指
摘
し
た
こ
と
が

あ
る

（
74
）

。
本
稿
で
は
特
に
こ
れ
を
焦
点
に
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
で
も
欧
州
懐
疑
派
が
加
盟
以
降
、
欧
州
統
合
が
進
展
し
て
い
く
な
か

で
、
い
よ
い
よ
敏
感
さ
を
増
し
て
い
く
。
ヒ
ー
ス
政
権
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
当
時
議
会
で
十
分
に
説
明
責
任
を
果
た
し
た
と
は
言
え

な
か
っ
た
。

二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
を
先
例
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
と
再
交
渉
す
る
と
の
条
件

に
、
閣
内
一
致
の
憲
法
上
の
原
則
を
棚
上
げ
し
て
選
挙
戦
を
戦
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
の
時
と
違
い
、
国

民
に
よ
るV

eto

が
下
っ
た
。
国
民
投
票
を
前
に
、
移
民
の
問
題
さ
ら
に
は
主
権
保
護
を
含
む
四
つ
の
改
革
プ
ラ
ン
を
Ｅ
Ｕ
に
迫
り
、
そ

れ
へ
の
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
好
意
的
な
回
答
を
得
た
な
か
で
の
国
民
投
票
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
四
つ
の
改
革
プ
ラ
ン
の
ど
れ
も
、
キ
ャ
メ
ロ

ン
首
相
は
、
懐
疑
派
か
ら
、
そ
し
て
国
民
か
ら
も
そ
っ
ぽ
を
む
か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
二
〇
一
三
年
、
彼
が
国
民
投
票
を
行
う
と
声
明
を
述
べ
た
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
演
説

（
75
）

の
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
歴
史
的

に
は
欧
州
に
対
し
て
常
に
オ
ー
プ
ン
だ
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、「
我
が
国
の
地
形
が
、
我
々
の
心
理
を
形
作
っ
て
い
る
の
は
真
実
だ
。

我
々
は
島
国
民
と
し
て
の
性
質
│
独
立
心
、
率
直
さ
、
我
が
国
の
主
権
の
守
ろ
う
と
す
る
上
で
の
熱
情
さ
│
を
持
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

海
峡
に
そ
れ
を
棄
て
る
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
こ
の
敏
感
性
を
こ
れ
以
上
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
こ
れ
を
知
る
限
り
、
彼
も
ま

た
元
を
正
せ
ば
、
欧
州
ソ
フ
ト
懐
疑
派
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
彼
が
Ｅ
Ｕ
へ
の
加
盟
条
件
の
再
交
渉
を
図
っ
た
う
え

で
国
民
投
票
を
行
っ
た
が
、
彼
が
真
に
国
民
投
票
の
あ
り
う
る
結
果
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
国
民
か
ら
の

ヴ
ェ
ト
は
十
分
あ
り
え
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
民
投
票
で
は
わ
ず
か
四
％
の
差
で
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
離
脱
が
決
ま
っ
た
こ
と
に
国
民
投
票
の
怖
さ
が

（
九
三
〇
）
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あ
る
と
感
じ
る
向
き
は
大
い
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
果
を
受
け
て
、
メ
イ
政
権
は
直
ち
に
Ｅ
Ｕ
第
五
〇
条
に
基
づ
き
、
Ｅ
Ｕ
側
に
脱

退
通
告
を
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
市
民
か
ら
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｕ
法
の
権
利
を
奪
う
も
の
で
あ
り
、
政
府
に
は
イ
ギ
リ
ス
憲
法
上
、

議
会
の
承
認
な
し
に
離
脱
通
告
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
ミ
ラ
ー
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

最
高
裁
判
所
は
、
二
〇
一
七
年
一
月
二
四
日
、「
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
は
Ｅ
Ｕ
法
の
法
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
間
違
い
な
く

イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
体
制
に
根
本
的
な
変
更
を
招
く
。
か
か
る
根
本
的
変
更
は
、
…
議
会
の
事
前
の
立
法
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
要
求

さ
れ
て
い
る

（
76
）

」
と
し
て
市
民
の
訴
え
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
議
会
は
同
年
三
月
、
直
ち
に
脱
退
通
告
法
を
可
決
し

て
、
首
相
に
Ｅ
Ｕ
へ
の
脱
退
通
告
権
限
を
与
え
た
。
最
高
裁
判
決
か
ら
た
っ
た
二
ケ
月
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
メ
イ
首
相
は
同
三
月
に

Ｅ
Ｕ
へ
正
式
に
脱
退
を
通
告
し
た
の
で
あ
る
。

議
会
に
は
法
的
主
権
が
あ
り
、
憲
法
改
正
も
過
半
数
で
決
定
で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
主
権
の
怖
さ
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
成
文
憲
法
の
国
で
あ
れ
ば
、
憲
法
改
正
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
で
わ
ず
か
四
％
の
差
で
Ｅ
Ｕ
か
ら
の

脱
退
が
決
ま
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
政
府
の
Ｅ
Ｕ
へ
の
脱
退
通
告
を
違
憲
と
し
て
訴
え
た
い
わ
ゆ
る
ミ
ラ
ー
事
件
で
最
高
裁
は
二
〇
一
七

年
一
月
二
四
日
に
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
判
決
を
下
し
た
。
こ
の
判
決
か
ら
わ
ず
か
二
ヶ
月
後
の
三
月
一
三
日
、
議
会
は
政
府
に
正
式
に

Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
す
る
権
限
を
付
与
す
る
二
〇
一
七
年
Ｅ
Ｕ
脱
退
通
告
法
を
可
決
し
た
。
こ
れ
は
軟
性
憲
法
と
言
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
憲
法

の
な
せ
る
特
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
二
ヶ
月
と
い
う
短
か
さ
で
憲
法
改
正
を
議
会
が
過
半
数
で
あ
る
意
味
、
い
と

も
容
易
に
決
定
す
る
こ
と
で
よ
か
っ
た
か
、
今
後
に
課
題
が
あ
り
そ
う
に
感
じ
る
。
現
行
憲
法
上
仕
方
な
い
に
し
て
も
、
せ
め
て
二
ケ
月

で
決
め
る
の
で
な
く
、
議
会
は
も
う
一
年
延
期
し
て
で
も
、
国
民
投
票
の
結
果
を
議
論
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
軟
性
憲
法
の
落
と
し

穴
で
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

（
九
三
一
）
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四

（
1
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
は
、
一
九
五
二
年
に
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
を
設
立
す
る
た
め
、
パ
リ
条
約
が
締
結
さ
れ
、
フ
ラ
ン

ス
と
当
時
の
西
ド
イ
ツ
が
中
心
と
な
っ
て
六
か
国
で
発
足
。
一
九
五
八
年
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
及
び
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
を
設
立
す
る
た
め
、
二
つ
の
ロ
ー
マ
条

約
が
締
結
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
三
つ
の
共
同
体
は
、
一
九
六
七
年
以
降
、
Ｅ
Ｃ
と
の
総
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
2
） 
一
九
七
二
年
一
月
二
二
日
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ほ
か
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
も
加
盟
条
約
に
署
名
し

た
。
し
か
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
批
准
に
あ
た
っ
て
国
民
投
票
に
よ
り
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
加
盟
で
き
な
か
っ
た
。

（
3
） 

イ
ギ
リ
ス
は
、
加
盟
条
約
を
批
准
後
、
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
七
日
、
イ
ギ
リ
ス
国
会
に
よ
り
、「
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
」
が
制
定
さ

れ
た
。
こ
れ
以
降
、
Ｅ
Ｃ
法
（
現
Ｅ
Ｕ
法
）
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
法
の
一
部
と
な
り
、
市
民
は
Ｅ
Ｃ
法
上
の
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
度
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
を
脱
退
す
る
に
あ
た
り
、
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
の
効
力
を
失
わ
せ
る
た
め
、「
二
〇
一
八
年
Ｅ
Ｕ
脱
退
法
」、
す
な

わ
ちE

uropean U
nion

（W
ithdraw

al

） A
ct 2018

が
制
定
さ
れ
た
。
同
脱
退
法
は
、
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
効
力
を
有
し
て
い
た
Ｅ
Ｕ
法
を
イ
ギ

リ
ス
の
国
内
法
に
転
換
し
、
こ
れ
ら
を
保
持
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
法
（retained E

U
 law

）
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
法
体
系
の
中
に
残
存
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
脱
退
以
前
の
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
最
高
裁
判
所
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
のH

igh C
ourt of 

Judiciary

の
決
定
と
同
等
の
先
例
と
し
て
の
地
位
を
保
持
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
4
） 

イ
ギ
リ
ス
は
六
一
年
八
月
、
正
式
に
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
な
っ
た
が
、
六
三
年
（
申
請
は
六
一
年
）、
さ
ら
に
は
六
七
年
五
月
の
労
働
党
内
閣

に
よ
る
第
二
回
の
加
盟
申
請
も
、
ド
・
ゴ
ー
ル
仏
大
統
領
の
拒
否
権
発
動
に
よ
っ
て
加
盟
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
三
回
目
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
時

に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
反
対
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
一
九
六
九
年
に
退
陣
し
た
こ
と
も
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
の
拡
大
の
機
運
も

あ
っ
て
一
九
七
三
年
の
加
盟
に
向
か
う
こ
と
と
な
る
。

（
5
） 

一
九
六
一
年
に
当
時
の
保
守
党
マ
ク
ミ
ラ
ン
首
相
が
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
申
請
を
し
よ
う
と
決
め
て
か
ら
一
九
七
三
年
に
加
盟
す
る
ま
で
に
一
二
年
間

の
月
日
が
経
過
し
た
。

（
6
） D

avid W
illiam

 D
onald C

am
eron

（
一
九
六
六
年
〜
）。

（
7
） 

二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
付
け
国
民
投
票
の
結
果
（
保
守
党
政
権
下
）：
投
票
率 

約
七
二
％
、
残
留
賛
成
四
八
・
一
一
％
、
離
脱
賛
成

五
一
・
八
九
％
。

（
九
三
二
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

九
五

（
8
） A

.V
. D

icey, O
u

gh
t th

e referen
d

u
m

 to be in
trod

u
ced

 in
to “E

n
glan

d
”?  C

ontem
porary R

eview
 

（1890

）, at pp. 489-511. 

そ
の

後
も
、
例
え
ば
、H

enry S
idgw

ick, E
lem

ents of P
olitics 

（1891

）, p. 559. 

さ
ら
にE

. H
. L

ecky

が
や
は
り
一
八
九
九
年
に
国
民
投
票
の
導

入
を
提
唱
し
て
い
る
。S

ee: W
illiam

 E
.H

. L
ecky, D

em
ocracy an

d
 L

iberty, vol. 1, 

（1899

）, pp. 277 ff .

（
9
） M

ads Q
vortrup, A

.V
. D

icey: T
h

e R
eferen

d
u

m
 as th

e P
eople’s V

eto, H
istory of P

olitical T
hought, vol. 20, N

o. 3, 

（A
utum

n 

1999

）, pp. 531-546. 

し
か
し
、
ダ
イ
シ
ー
は
そ
れ
以
前
、
例
え
ば
、
国
民
投
票
を
ス
イ
ス
民
主
主
義
の
も
っ
と
も
疑
わ
し
い
手
段
の
一
つ
と
し
て

考
え
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
下
院
の
権
力
に
対
す
る
上
院
の
伝
統
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
、
次
第
に
正
当
性
を
欠
く
も
の
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
国
民

投
票
に
対
す
る
従
来
の
考
え
を
変
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。S

ee: M
ads Q

vortrup, Ibid
., at 532.

（
10
） 

投
票
率
八
四
・
五
九
％　

独
立N

o

が
五
五
・
三
％　

Y
es

が
四
四
・
七
％. S

ee: O
pen L

earn 2 M
arch 2015.

（
11
） 

「
一
九
七
五
年
国
民
投
票
法
」R

eferendum
 A

ct 1975

に
基
づ
く
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
。

（
12
） 

「
二
〇
一
一
年
対
案
投
票
制
国
民
投
票
法
」A

lternative V
ote R

eferendum
 2011

に
基
づ
く
。
二
〇
一
一
年
、
小
選
挙
区
制
（
Ｆ
Ｐ
Ｐ
Ｓ
）

を
廃
止
し
て
、
対
案
投
票
制
（A

lternative V
ote system

）
に
変
更
す
べ
き
か
ど
う
か
問
う
た
国
民
投
票
。
保
守
党
と
自
民
党
と
の
連
立
合
意
に

基
づ
い
て
二
〇
一
一
年
五
月
五
日
に
行
わ
れ
た
。
選
挙
結
果
は
、
投
票
率
四
一
・
九
七
％
、
賛
成
三
二
・
〇
九
％
、
反
対
六
七
・
八
七
％
で
対
案
投
票

制
は
否
決
さ
れ
た
。

（
13
） E

uropean U
nion R

eferendum
 A

ct 2015
に
基
づ
く
二
〇
一
六
年
の
国
民
投
票
で
あ
る
。

（
14
） 

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
が
ユ
ー
ロ
圏
か
ら
離
脱
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
の
際
に
、G

reece

と
離
脱
を
意
味
す
るexit

を
合
わ
せ
て

G
rexit

な
る
造
語
が
作
ら
れ
た
。B

rexit

は
そ
れ
を
模
し
て
造
ら
れ
た
。
日
本
語
で
言
え
ば
〝
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
〞
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
も

便
宜
上
し
ば
し
ば
そ
れ
を
用
い
る
。 

（
15
） 

た
だ
し
、
一
〇
月
の
党
大
会
ま
で
の
三
ケ
月
間
は
引
き
続
き
首
相
を
務
め
る
と
表
明
。

（
16
） 

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
卒
業
、
六
一
才
、
七
六
代
女
性
宰
相
、
就
任
二
〇
一
七
年
七
月
一
三
日
、T

heresa M
ary M

ay

、
一
九
五
六
年

一
〇
月
一
日
〜
。

（
17
） 

Ｅ
Ｕ
条
約
五
〇
条
一
項
は
、「
如
何
な
る
加
盟
国
も
、
そ
れ
自
身
の
憲
法
要
件
に
従
い
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱
退
を
決
定
で
き
る
」
と
し
、
同
条
二

（
九
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

九
六

項
で
は
、「
脱
退
を
決
定
し
た
加
盟
国
は
、
そ
の
意
思
を
欧
州
理
事
会
に
通
告
す
る
も
の
と
す
る
。
Ｅ
Ｕ
は
欧
州
理
事
会
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
針

に
照
ら
し
て
、
当
該
加
盟
国
と
交
渉
に
入
り
、
合
意
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
」

（
18
） 
正
式
な
事
件
名
はR

 (on
 th

e application
 of M

iller an
d

 D
os S

an
tos) v S

ecretary of S
tate for E

xitin
g th

e E
u

ropean
 U

n
ion

. 

﹇2017
﹈U

K
S
C
 5 on appeals from

: 

﹇2016

﹈E
W

H
C
 2768 and

﹇2016

﹈N
IQ

B
 85

で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
訳
す
と
、〝
国
王
対
Ｅ
Ｕ
離

脱
大
臣
事
件
〞
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
ミ
ラ
ー
事
件
（
単
にM

iller case

、
ま
た
は
、T

he 2017 S
uprem

e C
ourt Judgem

ent in the M
iller 

C
ase

）
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
正
式
な
事
件
名
の
な
か
で
ミ
ラ
ー
と
ド
ス
・
サ
ン
ト
ス
は
こ
の
事
件
を
申
し
立
て
た
申
立
人

（applicants

）
で
あ
る
が
、
高
等
裁
判
所
判
決
の
な
か
で
裁
判
官
達
は
彼
ら
を
し
ば
し
ばclaim

ants

す
な
わ
ち
原
告
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
本
稿

で
も
そ
の
よ
う
に
言
及
す
る
。
本
件
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
「B

rexit

と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
│
二
〇
一
七
年
ミ
ラ
ー
事
件
の
最
高
裁
判
決
を
中

心
に
│
」（
二
〇
一
七
年
九
月
）
日
本
法
学
八
三
巻
二
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
） 

高
等
裁
判
所
は
一
審
と
し
て
機
能
す
る
と
き
は
通
常
単
独
の
裁
判
官
に
よ
り
審
理
さ
れ
る
が
、
本
件
は
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
上
訴
を
受
け

た
上
訴
審
と
し
て
事
件
が
併
合
さ
れ
、
三
名
の
裁
判
官
に
よ
る
合
議
法
廷
に
よ
り
審
理
さ
れ
た
。R

 (on
 th

e application
 of th

e A
ttorn

ey 

G
en

eral for N
orth

ern
 Irelan

d
) v S

ecretary of S
tate for E

xitin
g th

e E
u

ropean
 U

n
ion

 an
d

 th
e S

ecretary of S
tate for N

orth
ern

 

Irelan
d

, ex parte A
gn

ew
 an

d
 oth

ers (N
orth

ern
 Irelan

d
):R

 (on
 th

e application
 of M

cC
ord

) v S
ecretary of S

tate for E
xitin

g 

th
e E

u
ropean

 U
n

ion
 an

d
 th

e S
ecretary of S

tate for N
orth

ern
 Irelan

d
 (N

orth
ern

 Irelan
d

).

（
20
） 

拙
稿
「B

rexit

と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
│
二
〇
一
七
年
ミ
ラ
ー
事
件
の
最
高
裁
判
決
」
日
本
法
学
（
二
〇
一
七
年
）
九
三
巻
第
二
号
、
一
│
四
二

頁
参
照
。

（
21
） 

「
二
〇
一
七
年
Ｅ
Ｕ
（
脱
退
通
告
）
法
」E

uropean U
nion

（N
otifi cation of W

ithdraw
al

）A
ct

と
さ
れ
る
。

（
22
） 

Ｅ
Ｕ
条
約
五
〇
条
第
二
項
。
な
お
、
二
〇
一
八
年
六
月
二
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
Ｅ
Ｕ
脱
退
法
を
制
定
し
、
来
年
、
正
式
に
脱
退
が
決
ま
れ

ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
を
法
的
に
根
拠
づ
け
て
い
た
「
一
九
七
二
年
欧
州
共
同
体
法
」
の
廃
止
を
決
め
た
。

（
23
） E

uropean U
nion 

（W
ithdraw

al

） A
ct 2018. 

全
部
で
二
五
ケ
条
と
付
則
九
ケ
条
か
ら
成
る
。

（
24
） A

.V
. D

icey, O
u

gh
t th

e referen
d

u
m

 to be in
trod

u
ced

 in
to “E

n
glan

d
”?, Ibid

.

（1890

） C
ontem

porary R
eview

, at pp. 489-

（
九
三
四
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

九
七

511. S
ee also: M

ads Q
vortrup, Ibid

. A
. V

. D
icey ’s T

heory: the referendum
 as the P

eoples ’s veto, at pp. 51-67, in A
 

C
om

parative S
tudy of R

eferendum
s -G

overnm
ent by P

eople-, M
anchester U

niversity P
ress, 2002, L

ucy A
tkinson and A

ndrew
 

B
lick, R

eferendum
s and the C

onstitution, T
he C

onstitution S
ociety, 2017, at p. 22, and R

ichard A
. C

osgrove, T
h

e R
u

le of 

L
aw

: A
lbert V

en
n

 D
icey V

ictoria Ju
rist, T

he U
niversity of N

orth C
arolina P

ress, 1980.

（
25
） V

ernon B
ogdanor, T

he P
eople &

 T
he P

arty S
ystem

-T
he R

eferendum
 and electoral reform

, 1981, C
am

bridge U
niversity 

P
ress, at p. 67.

（
26
） 

議
会
主
権
と
国
民
投
票
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「B

rexit

と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
」
二
一
│
二
五
頁
参
照
。

（
27
） 

こ
の
時
点
で
も
、A

nn L
yon

は
、「
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
間
に
イ
ギ
リ
ス
連
合
へ
の
忠
誠
心
が
継
続
し
て
強
い
こ
と
も
あ
り
、
問
題
は
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
で
あ
っ
た
」
だ
け
で
な
く
、「
労
働
党
の
ヒ
ュ
ー
・
ガ
イ
ツ
ケ
ル
（H

ugh G
aitskell

）
の
動
き
を
批
判
し
、
す
べ
て
の
保
守
党
員
も
マ
ク

ミ
ラ
ン
の
考
え
を
決
し
て
共
有
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
。A

nn L
yon, C

onstitutional H
istory of the U

K
, at 446.

（
28
） S

ee e.g.: B
ritain, the C

om
m
onw

ealth and E
urope--the C

om
m
onw

ealth and B
ritain ’s applications to join the E

uropean 

C
om

m
unities 

（P
algrave M

acm
illan, 2001
）, edited by A

lex M
ay, at p. 12.

（
29
） A

nn L
yon, C

on
stitu

tion
al H

istory of th
e U

K
, at. 447.

（
30
） 

Ibid
.

（
31
） 

Ibid
.

（
32
） 

Ibid
.

（
33
） V

ernon B
ogdanor, R

eferen
d

u
m

s in
 B

ritish
 P

olitics, C
ontem

porary R
ecord 

（2008

）, vol 2, N
o. 4, p. 12.

（
34
） V
. B

ogdanor, Ibid
.

（
35
） 

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
七
三
年
に
加
盟
す
る
と
き
、
Ｅ
Ｃ
に
は
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
妥
協
と
い
う
暗
黙
の
合
意
が
な
さ
れ
て
、
Ｅ
Ｃ
は
十

分
に
機
能
し
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
不
況
の
な
か
、
Ｅ
Ｃ
（
現
Ｅ
Ｕ
）
の
特
徴
で
あ
る
主
権
制
約
を
い
と
わ
な
い
欧
州

統
合
が
〝
と
ん
挫
〞
し
て
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
加
盟
に
あ
た
っ
て
、
主
権
を
懐
深
く
し
ま
い
込
む
こ
と
が
可
能
の
状
態
で
加
盟
申
請
が
成
功
し
た
よ

（
九
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

九
八

う
に
思
わ
れ
る
。

（
36
） V

ernon B
ogdanor, Ibid

.
（
37
） 
と
き
と
し
て
そ
れ
は
ヘ
イ
ル
シ
ャ
ム
卿
に
よ
り
〝
選
挙
独
裁
〞（elective dictatorship

）（1976 D
im

bleby L
ecture

）
と
称
さ
れ
た
。

（
38
） 
選
挙
制
度
問
題
イ
ギ
リ
ス
調
査
報
告
書
「
機
能
不
全
に
陥
る
イ
ギ
リ
ス
小
選
挙
区
制
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」（
自
由
法
曹
団
）
三
頁
の
表
一
：
二

大
政
党
と
自
由
民
主
党
の
得
票
率
と
議
席
占
有
率
の
推
移
（K

avanagh &
 B

utler, 2005, 

及
び
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
を
参
照
。
さ
ら
に
筆
者
が
二
〇
一
〇
年

以
降
に
つ
い
て
加
筆
し
た
。

（
39
） 

そ
の
後
、
二
〇
一
一
年
議
会
任
期
固
定
法
の
下
、
メ
イ
首
相
は
、
議
会
の
承
認
を
得
て
、
二
〇
一
七
年
六
月
八
日
、
総
選
挙
に
踏
み
切
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
国
王
が
も
つ
国
王
大
権
中
、
議
会
の
解
散
大
権
が
あ
り
、
そ
の
行
使
に
つ
い
て
国
王
に
助
言
す
る
首
相
が
主
導
し
て
下
院
の
総
選
挙
の

施
行
時
期
を
決
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
保
守
党
と
自
由
民
主
党
の
連
立
政
権
は
二
〇
一
一
年
、「
議
会
解
散
権
抑
制
法
」（F

ixed-term
 

P
arliam

ents A
ct 2011, 2011 c. 14

）
を
成
立
さ
せ
、
下
院
任
期
を
原
則
五
年
と
定
め
た
。
た
だ
し
、
任
期
満
了
に
よ
ら
な
い
下
院
の
総
選
挙
は
、

そ
の
自
主
解
散
が
あ
っ
た
場
合
又
は
下
院
に
よ
る
政
権
の
不
信
任
決
議
案
の
可
決
後
所
定
の
期
間
内
に
現
政
権
を
改
め
て
信
任
し
若
し
く
は
新
政
権

を
新
た
に
信
任
す
る
決
議
案
が
可
決
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。S

ee e.g.: H
ow

 can T
heresa M

ay escape from
 the 

F
ixed T

erm
 P

arliam
ents A

ct? 19th A
pril 2017 O

penL
earn. 

と
こ
ろ
で
、
首
相
は
自
主
解
散
と
し
て
解
散
の
動
議
は
出
せ
る
が
下
院
で
三

分
の
二
以
上
の
賛
成
が
必
要
と
な
っ
た
。
二
〇
一
七
年
四
月
一
八
日
、
メ
イ
首
相
は
閣
議
後
、
直
ち
に
解
散
を
宣
言
。
こ
れ
に
労
働
党
の
コ
ー
ビ
ン

党
首
も
応
じ
、
翌
日
の
一
九
日
、
議
会
下
院
で
、
賛
成
五
二
二
、
反
対
一
三
で
、
三
分
の
二
の
賛
成
を
得
て
承
認
さ
れ
、
総
選
挙
と
な
っ
た
。S

ee 

e.g.: H
ow

 can T
heresa M

ay call an early election under the F
ixed-term

 P
arliam

ents A
ct? 18 A

pril 2017 N
ew

S
tatesm

an. 

ま
た
、

河
島
太
朗
「
イ
ギ
リ
ス
の
2
0
1
1
年
議
会
解
散
権
抑
制
法
」
外
国
の
立
法
二
五
四
（
二
〇
一
二
・
一
二
）
参
照
。

（
40
） 

イ
ギ
リ
ス
議
会
の
オ
ン
ラ
イ
ン
電
子
請
願
。
公
式
の
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
。P

etition P
arliam

ent and the governm
ent - G

O
V
.U

K
 

https://w
w
w
.gov.uk/petition-governm

ent. 

紙
媒
体
に
よ
る
請
願
と
は
別
に
、
二
〇
一
一
年
八
月
か
ら
、
保
守
党
と
自
民
党
連
立
政
権
下
で
、

政
府
主
導
に
よ
る“online petitions ”

、
す
な
わ
ち
電
子
請
願
シ
ス
テ
ム
（H

M
 G

overnm
ent e-petitions

）
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は

さ
ら
に
二
〇
一
五
年
七
月
か
ら
議
会
と
政
府
の
共
同
に
よ
る
電
子
請
願
シ
ス
テ
ム
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
〇
万
以
上
の
請

（
九
三
六
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

九
九

願
を
得
た
も
の
に
関
し
、
請
願
委
員
会
に
回
付
し
、
政
府
ま
た
は
議
会
で
一
定
の
考
慮
が
払
わ
れ
、
回
答
ま
た
は
討
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
万
を
超
え
る
請
願
に
対
し
て
は
政
府
が
回
答
し
、
一
〇
万
を
超
え
る
請
願
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
議
会
で
審
議
の
対
象
と
な
り
う
る
か

検
討
さ
れ
る
。
今
井
良
幸
「
請
願
権
の
再
検
討
│
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
電
子
請
願
制
度
か
ら
の
示
唆
│
」（
名
城
’16
） 66-1/2-1

、
一
〇
│
一
七
頁

参
照
。

（
41
） 

議
会
に
依
れ
ば
、
こ
の
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
は25 N

ovem
ber 2016

に
受
付
を
閉
じ
た
。
最
終
的
に
、
署
名
者
は
四
、一
五
〇
、二
六
二
で
あ
っ
た
。

（
42
） B

rexit
か
らB

regret

へ
。
二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日
の
ニ
ュ
ー
ス
。L

ondon 

（C
N
N
, June 24, 2016

）F
rom

 B
rexit to R

egrexit -- 

an online petition dem
anding a second referendum

 on B
ritain ’s decision to leave the E

U
 has passed 3 m

illion signatures. B
y 

S
unday m

orning, 3,048,000 people had signed the petition on the offi  cial U
K
 P

arliam
ent w

ebsite. T
hat num

ber takes it w
ell 

over the 100,000-signature threshold needed to force a debate on the issue by m
em

bers of P
arliam

ent, Jam
es M

asters, C
N
N
. 

首
相
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
七
日
に
下
院
で
、
声
明
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
国
民
投
票
は
、
三
千
三
百
万
人
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
史
上
、

最
も
大
き
な
民
主
的
な
経
験
の
一
つ
だ
っ
た
。
首
相
と
政
府
は
、
こ
れ
は
一
世
代
に
一
回
（a once in a generation vote

）
の
選
挙
民
に
依
る
試

み
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。「
こ
の
決
定
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
た
。

（
43
） 

議
会
は
一
〇
万
人
を
超
え
る
署
名
を
集
め
た
請
願
に
つ
い
て
は
議
論
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
法
的
強
制
力
は
な
い
。
政
府
は
、

二
〇
一
六
年
国
民
投
票
法
に
は
も
と
も
と
選
挙
結
果
に
対
し
て
何
の
条
件
を
も
付
け
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
請
願
に
答
え
て
政
府
は
二
度
目
の

国
民
投
票
は
や
る
つ
も
り
は
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。

（
44
） 

投
票
率
六
八
・
七
％
、
保
守
党
三
一
八
議
席
（
得
票
率
四
二
・
四
％
）、
労
働
党
二
六
二
議
席
（
得
票
率
四
〇
・
〇
％
）。

（
45
） 

社
会
的
保
守
政
策
を
掲
げ
る
Ｄ
Ｕ
Ｐ
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
合
を
支
持
し
、
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
を
支
持
す
る
。
Ｄ
Ｕ
Ｐ
の
党

首
は
ア
ー
リ
ー
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
。
二
〇
一
五
年
五
月
の
総
選
挙
で
八
議
席
だ
っ
た
が
、
こ
の
た
び
の
二
〇
一
七
年
六
月
の
総
選
挙
で
一
〇
議
席
と

伸
ば
し
た
。

（
46
） 

投
票
率
六
八
・
七
％
、
保
守
党
三
一
八
議
席
（
得
票
率
四
二
・
四
％
）、
労
働
党
二
六
二
議
席
（
得
票
率
四
〇
・
〇
％
）、
民
主
統
一
党
一
〇
議
席

（
得
票
率
〇
・
九
％
）、
議
席
総
数
六
五
〇
（
過
半
数
三
二
六
）。

（
九
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
〇
〇

（
47
） 

二
〇
一
七
年
六
月
の
総
選
挙
で
は
三
五
議
席
と
減
ら
し
た
。
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
地
域
政
党
は
二
〇
一
五
年
の
総
選
挙
で
三
議
席
だ
っ
た
が
、

二
〇
一
七
年
の
そ
れ
で
四
議
席
と
わ
ず
か
だ
が
、
増
え
て
い
る
。

（
48
） 
二
〇
一
四
年
五
月
欧
州
議
会
選
挙
結
果
：
投
票
率
三
五
・
六
％　

総
議
席
数
七
三

Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
二
四
議
席　

労
働
党
二
〇
議
席　

保
守
党
一
九
議
席

（
二
〇
一
四
年
六
月
一
一
日R

eserch P
aper 14/32 H

ouse of C
om

m
ons L

ibrary

）

（
49
） 

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ーM

argaret H
ilda T

hatcher, B
aroness T

hatcher, 

一
九
二
五
年
一
〇
月
一
三
日
〜
二
〇
一
三
年
四
月
八
日
。

首
相
在
任
：
一
九
七
九
年
〜
一
九
九
〇
年
の
一
一
年
間
。

（
50
） 

ト
ニ
ー
・
ブ
レ
アA

nthony C
harles L

ynton B
lair, 

一
九
五
三
年
五
月
六
日
〜
。
首
相
在
任
期
間
：
一
九
九
七
年
五
月
二
日
〜
二
〇
〇
七

年
六
月
二
七
日
の
一
〇
年
間
。

（
51
） 

こ
の
と
き
、
保
守
党
と
自
由
民
主
党
の
合
計
は
四
七
・
六
％
を
得
票
し
た
の
に
、
三
二
・
一
％
の
議
席
数
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
よ

う
な
不
合
理
が
生
じ
る
の
も
、
小
選
挙
区
制
の
特
徴
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
の
総
選
挙
に
置
い
て
も
、
労
働
党
は
再
び
四
三
％
の
得
票
率
だ
っ
た
の

に
、
全
部
で
六
五
九
議
席
あ
る
う
ち
、
四
一
三
も
の
議
席
が
与
え
ら
れ
、
議
会
に
お
い
て
強
力
な
地
位
を
築
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
輝
人
「
疲

弊
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
小
選
挙
区
制
」（JL

A
F
 K

yoto
）http://kyoto-jlaf.jp/new

s/2011/09/post-30.htm
l.

（
52
） In polls carried out betw

een 1999 and 2000, m
ore than 60%

 of the people asked claim
ed that they w

ould favour a system
 

of proportional representation 

（P
R

） to m
ake the electoral system

 m
ore fair and the results m

ore representative. B
y C

.N
. 

T
ruem

an, F
irst past th

e post, 27 M
arch 2015.

（
53
） 

前
掲
注（
38
）を
再
度
参
照
の
こ
と
。

（
54
） 

一
九
七
五
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
白
書
に
よ
れ
ば
、
再
交
渉
の
た
め
の
項
目
は
：
①
Ｃ
Ａ
Ｐ
、
②
Ｅ
Ｅ
Ｃ
予
算
、
③
イ
ギ
リ
ス
連
合
と
の
関
係
、

そ
し
て
④
地
域
・
産
業
政
策
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
独
自
の
政
策
の
追
求
権
、
の
四
分
野
だ
っ
た
。

（
55
） V

ernon B
ogdanor, Ibid

.

（
56
） 

ヴ
ァ
ー
ノ
ン
・
ボ
グ
ダ
ナ
ー
、
拙
訳
、「
イ
ギ
リ
ス
と
欧
州
共
同
体
」（
下
）
駿
河
台
法
学
第
九
巻
二
号
五
二
頁
参
照
。

（
九
三
八
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

一
〇
一

（
57
） L

ucy A
tkinson and A

ndrew
 B

lick, Ibid
., at pp 40-56. 

な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
保
守
党
に
も
現
れ
る
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
議
員
で
あ
る
が
、

上
に
見
た
よ
う
に
、
労
働
党
の
今
日
の
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
時
か
ら
一
九
七
五
年
の
国
民
投
票
時
に
そ
の
ル
ー
ツ
を
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
58
） 

E
u

ro M
om

en
ts 1975: V

ote Yes, B
B
C
, 17 M

ay 2014.

（
59
） A

nn L
eyon, Ibid

., at p. 452.

（
60
） E

uro M
om

ents 1975, Ibid
.

（
61
） 

ブ
ル
ー
ジ
ュB

ruges

に
あ
る
欧
州
大
学
院
で
の
演
説
。
そ
れ
は
、
連
邦
主
義
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
中
盤
の
市
場
統
合
の
立
役

者
と
も
な
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
ロ
ー
ル
欧
州
委
員
会
委
員
長
（
在
任
一
九
八
五
年
〜
一
九
九
五
年
）
が
、
一
九
八
八
年
七
月
に
、
欧
州
議
会
で
演
説

し
た
将
来
の
欧
州
統
合
の
姿
に
つ
い
て
、
よ
り
加
盟
各
国
の
主
権
を
制
限
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
示
唆
し
た
こ
と
に
反
発
し
て
サ
ッ

チ
ャ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
演
説
で
あ
る
。
彼
女
は
、
こ
の
ブ
ル
ー
ジ
ュ
演
説
で
、
欧
州
連
邦
の
よ
う
な
枠
組
み
に
強
く
反
対
し
た
。

（
62
） 

キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
は
、
多
く
の
保
守
派
議
員
が
待
ち
望
ん
で
い
た
待
望
の
演
説
（his long aw

aited speech

）
で
、
次
回
の
総
選
挙
で
勝
利

す
れ
ば
、
二
〇
一
七
年
末
ま
で
に
国
民
投
票
を
開
催
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。S

ee e.g.: B
B
C
 N

ew
s, 23 January 2013.

（
63
） T

he L
ondon S

chool of E
conom

ics and P
olitical S

cience, B
rexit: E

uroscepticism
 in the C

onservative P
arty: the role of 

nationalism
 and electoral pressures: http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2015/12/31/euroscepticism

-in-the-conservative-party-the-

role-of-nationalism
-and-electoral-pressures/.

（
64
） 

Ｅ
Ｕ
加
盟
に
懐
疑
的
で
は
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
Ｅ
Ｕ
に
残
留
し
た
い
と
考
え
る
懐
疑
派
を
ソ
フ
ト
な
懐
疑
派
（S

oft E
urosceptics

）
の
閣

僚
が
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
ほ
か
、
大
法
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（G

eorge O
sborne

）
ら
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
は
強
い
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派

（P
otential leavers

）
だ
が
、
再
交
渉
で
有
利
な
条
件
を
勝
ち
取
れ
ば
Ｅ
Ｕ
残
留
も
受
け
入
れ
る
と
す
る
閣
僚
と
し
て
労
働
・
年
金
大
臣
の
ダ
ン
カ

ン
・
ス
ミ
ス
（Iain D

uncan S
m
ith

）
の
よ
う
な
閣
僚
が
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
こ
の
派
と
捉
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
の
や

り
方
に
嫌
悪
し
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
離
脱
す
べ
し
と
唱
え
る
ハ
ー
ド
な
（
強
硬
）
Ｅ
Ｕ
離
脱
者
、
例
え
ば
、
司
法
大
臣
の
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ヴ
（M

ichael 

C
ove

）
達
が
い
る
。S

ee e.g.; E
uroscepticism

 in the C
onservative P

arty: the role of nationalism
 and electoral pressures, L

S
E
 

B
rexit, at 2/4. 

防
衛
大
臣
だ
っ
た
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ァ
ロ
ン
は
国
民
投
票
の
前
年
「
昨
年
、
内
閣
の
す
べ
て
の
閣
僚
は
Ｅ
Ｕ
懐
疑
派
だ
っ
た
。」
と

（
九
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
〇
二

語
っ
た
こ
と
が
あ
る
： E

U
 referendum

: w
hich side are cabinet m

inisters on?, 20 M
arch 2016, https://w

w
w
.theguardian.com

/politics/

ng-interactive/2016/feb/20/eu-referendum
-w

hich-side-are-cabinet-m
inisters-on.http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2015/12/31/

euroscepticism
-in-the-conservative-party-the-role-of-nationalism

-and-electoral-pressures/.

（
65
） 

Ibid
.

（
66
） 

Ibid
. 

Ｅ
Ｕ
加
盟
に
懐
疑
的
で
は
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
Ｅ
Ｕ
に
残
留
し
た
い
と
考
え
る
保
守
党
の
懐
疑
派
（
彼
ら
をS

oft E
urosceptics

と

い
う
）
の
閣
僚
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
ほ
か
、
大
法
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
（G

eorge O
sborne

）
ら
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
強
い
Ｅ
Ｕ
懐
疑

派
（P

otential leavers
）
で
は
あ
る
が
、
再
交
渉
で
有
利
な
条
件
を
勝
ち
取
れ
ば
Ｅ
Ｕ
残
留
も
受
け
入
れ
る
と
す
る
大
臣
と
し
て
労
働
・
年
金
大

臣
の
ダ
ン
カ
ン
・
ス
ミ
ス
（Iain D

uncan S
m
ith

）
の
よ
う
な
閣
僚
が
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
こ
の
派
と
捉
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。S

ee e.g.; 

E
uroscepticism

 in the C
onservative P

arty: the role of nationalism
 and electoral pressures, L

S
E
 B

rexit, at 2/4. http://blogs.

lse.ac.uk/brexit/2015/12/31/euroscepticism
-in-the-conservative-party-the-role-of-nationalism

-and-electoral-pressures/.

（
67
）　

残
留　

投
票
数

一
六
、一
四
一
、二
四
一

四
八
・
一
一
％

離
脱　

投
票
数

一
七
、四
一
〇
、七
四
二

五
一
・
八
九
％

有
効
投
票
数

三
三
、五
五
一
、九
八
三

九
九
・
九
二
％

無
効
も
し
く
は
白
票
数

二
六
、〇
三
三

〇
・
〇
八
％

投
票
総
数

三
三
、五
七
八
、〇
一
六

一
〇
〇
・
〇
〇
％

登
録
有
権
者
数

四
六
、五
〇
一
、二
四
一

七
二
・
二
一
％

（
68
） 

た
だ
し
、
一
〇
月
の
党
大
会
ま
で
の
三
ケ
月
間
は
引
き
続
き
首
相
を
務
め
る
と
表
明
。

（
69
） T

he four key points from
 D

avid C
am

eron ’s E
U
 letter dated 10 N

ovem
ber 2015.

（
70
） 

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
七
五
年
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
首
相
が
国
民
投
票
を
打
ち
上
げ
た
時
、
加
盟
条
件
を
再
交
渉
す
る
と
し
た
条
件
と
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
予
算
に
対
す
る
分
担
金
の
軽
減
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
名
で
知
ら
れ
る
共
通
農
業
政
策
の
改
革
な
ど
、
国
民
に
比
較

的
分
か
り
や
す
い
提
案
だ
っ
た
。

（
71
） O

kólski and others, P
olish E

m
igration to the U

K
 after 2004; W

hy D
id so m

any com
e?, C

entral and E
astern E

uropean 

（
九
四
〇
）



ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
（
加
藤
）

一
〇
三

M
igration R

eview
, V

ol. 3, N
o. 2, 2014, pp. 11-37.

（
72
） 

庄
司
克
宏
論
文
「
イ
ギ
リ
ス
脱
退
問
題
と
Ｅ
Ｕ
改
革
要
求
│
法
制
度
的
考
察
│
」
阪
南
論
集　

Vol. 

51   

No 

3
、
三
三
│
四
一
頁
参
照
。

（
73
） 
庄
司
克
宏
、
同
右
論
文
、
四
〇
頁
参
照
。

（
74
） 
拙
稿
「
欧
州
統
合
の
新
た
な
展
開
と
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
課
題
」
駿
河
台
法
学
（
一
九
九
〇
年
）
第
四
巻
第
一
号
及
び
前
掲
注（
35
）参
照
。

（
75
） E

U
 speech at B

loom
berg by P

rim
e M

inister D
avid C

am
eron, 23 January 2013, G

ov. U
K
 C

abinet offi  ce.

（
76
） 

前
掲
拙
稿
一
一
頁
参
照
。

（
九
四
一
）





裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
〇
五

裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か

船　
　

山　
　

泰　
　

範

一　

本
稿
の
課
題

二　

刑
事
司
法
の
弊
害
と
改
良
方
策

三　

被
告
人
質
問
先
行
の
機
能

四　

通
常
裁
判
に
変
化
が
見
ら
れ
る
か

五　

裁
判
員
裁
判
は
三
権
分
立
を
深
め
る

六　

刑
事
司
法
改
革
の
背
景

七　

結
び

論　

説

（
九
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
〇
六

一　

本
稿
の
課
題

㈠　

本
稿
の
ね
ら
い

日
本
国
憲
法
が
設
定
し
て
い
る
三
権
分
立
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
初
め
て
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
手
法
で
あ
る
。
明
治
憲
法
も
近

代
の
立
憲
国
（
1
）

の
影
響
を
受
け
、
形
と
し
て
権
力
の
分
立
を
採
用
し
た
が
、
基
本
的
に
「
天
皇
の
も
と
に
大
権
を
翼
賛
す
る
機
関
と
し
て
分

立
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
」
か
っ
た
（
2
）

の
で
あ
る
。
三
権
分
立
は
国
家
の
統
治
機
構
の
仕
組
み
で
あ
る
が
、
そ
の
狙
い
は
、
こ
れ
ま
た
わ
が
国

に
お
い
て
は
初
め
て
採
用
さ
れ
た
国
民
主
権
を
確
立
す
る
た
め
（
3
）

に
、
国
家
権
力
の
暴
走
を
抑
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

国
家
権
力
の
暴
走
は
日
本
国
民
が
体
験
し
て
き
た
現
実
で
あ
っ
た
。
明
治
維
新
以
降
の
慌
た
だ
し
い
近
代
化
（
4
）

の
中
で
軍
国
主
義
化
（
5
）

し
、

「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
」（
憲
法
前
文
一
段
）
戦
争
を
行
な
っ
た
と
い
う
苦
い
体
験
を
、
わ
が
国
民
は
し
て
き
た
。
そ
こ
で
独
裁
主
義
を

排
し
、「
人
類
普
遍
の
原
理
」（
憲
法
前
文
一
段
）
と
し
て
の
民
主
主
義
を
標
榜
す
る
憲
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。「
憲
法
で
戦
争
放
棄
を

し
た
の
が
他
動
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
す
く
な
く
も
国
民
は
ひ
と
と
き
解
放
の
よ
ろ
こ
び
を
味
わ
っ
た
。」
と
す
る
画
家
の
一
文
（
6
）

に
、
そ
の

当
時
の
庶
民
の
率
直
な
気
持
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
」（
憲
法
前
文
二
段
）
な
し

に
民
主
主
義
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、
国
民
は
深
く
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
（
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
の
一
二
年
前
、
昭
和
八
年
に

没
）
は
、「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
（
7
）

」
と
述
べ
て
い
る
（
8
）

が
、
そ
の
法
律
的
表
現
が
平
和

的
生
存
権
で
あ
る
と
、
私
は
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
不
断
の
努
力
（
憲
一
二
条
）
を
す
る
と
、
国
民
は

誓
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
裁
判
員
裁
判
と
い
う
制
度
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、
主
権
者
と
し
て
の
不
断
の
努
力
の
具
体
化
の
一
つ
で
あ
る

（
九
四
四
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
〇
七

と
思
う
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
視
座
に
立
ち
、
加
え
て
傍
聴
や
弁
護
士
と
し
て
司
法
に
関
わ
っ
て
き
た
感
覚
も
踏
ま
え
て
、
裁
判
員
裁
判
が

民
主
化
の
進
展
に
寄
与
し
て
い
る
か
、
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
（
9
）

。
で
は
、
何
を
指
標
と
し
て
、
そ
の
判
断
を
す
る
か
。
私
は
、
裁
判
員

裁
判
の
導
入
に
よ
っ
て
通
常
裁
判
が
変
わ
っ
た
か
ど
う
か
、
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
現
行
の
刑
事
裁
判
、
よ
り
広
く
捉
え
て
刑
事
司
法
は
抜
き
差
し
な
ら
な
い
弊
害
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
も
、

そ
の
根
本
的
な
原
因
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
権
力
の
行
使
に
お
い
て
、
今
日
な
お
民
主
的
要
素
が
欠
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

㈡　

司
法
に
民
主
的
正
統
性
は
あ
る
か

裁
判
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
民
主
制
に
結
び
つ
く
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
と
も
す
る
と
誤
解
し
が
ち
で
あ
る
が
、
今
日
の
裁
判
が
民
主

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
、
裁
判
は
民
主
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
混
同
し
て
い
る
。
前
者
の
命
題
は
正
し
い
が
、
後
者
は
誤
り

で
あ
る
。

裁
判
が
民
主
的
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
点
か
ら
証
明
さ
れ
る
。
第
一
に
、
裁
判
と
い
う
方
式
は
、
古
代
（
10
）

か
ら
行
な
わ

れ
、
中
世
（
11
）

を
経
て
現
代
ま
で
続
く
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
に
民
主
主
義
が
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
の
は
近
代
以
降
（
12
）

に
す
ぎ
な
い
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
も
誤
謬
を
犯
し
が
ち
で
あ
る
が
、
民
主
的
で
な
い
裁
判
の
す
べ
て
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
例
を
挙
げ
れ
ば

枚
挙
に
遑
い
と
ま

が
な
い
が
、『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
（
13
）

』
に
お
け
る
バ
ル
サ
ザ
ー
博
士
（
ポ
ー
シ
ャ
）
の
裁
き
は
、
後
世
、
論
争
の
種
と
な
っ
た
（
14
）

も

の
の
、
そ
の
小
気
味
よ
さ
は
印
象
に
残
る
。
第
二
に
、
三
権
分
立
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
の
司
法
に
民
主
制
が
結
び
つ
く
と
は

限
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
点
こ
そ
、
司
法
に
民
主
的
正
統
性
（
15
）

が
あ
る
か
と
い
う
重
要
問
題
に
関
わ
る
の
で
、
民
主
主
義
が
息

づ
い
て
い
る
か
を
検
証
す
る
本
題
に
入
る
前
提
と
し
て
、
考
察
し
て
お
こ
う
。

（
九
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
〇
八

さ
て
、
立
法
権
（
国
会
）
は
、
国
民
に
よ
る
選
挙
で
選
ば
れ
た
国
会
議
員
で
構
成
さ
れ
る
と
い
う
直
接
的
基
盤
が
あ
る
。
ま
た
、
行
政

権
を
司
る
内
閣
は
、
国
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
衆
議
院
議
員
た
る
内
閣
総
理
大
臣
（
憲
六
七
条
一
項
）
が
、
自
ら
選
任
す
る
国
務
大
臣
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
ら
、
や
や
間
接
的
に
な
る
が
、
選
挙
と
い
う
国
民
の
意
思
に
基
礎
を
置
く
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
、
司
法
権

（
裁
判
所
）
は
、
何
ら
民
主
的
基
盤
を
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
つ
い
て
は
国
民
審
査
（
憲
七
二
条
二
項
）
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論

が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、
裁
判
官
の
就
任
の
要
件
で
は
な
い
し
、
内
閣
が
選
任
し
た
後
で
、
た
ま
た
ま
な
さ
れ
る
衆
議

院
議
員
選
挙
に
際
し
て
、
普
通
人
に
は
つ
け
る
こ
と
が
躊た
め
ら躇

わ
れ
る
×
を
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
方
式
で
な
さ
れ
る
た
め
（
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
法
一
五
条
）、
制
度
発
足
以
来
、
一
人
と
し
て
罷
免
（
憲
七
二
条
三
項
）
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
方

式
は
一
般
の
裁
判
官
に
は
全
く
関
係
が
な
い
。

な
お
、
国
民
か
ら
の
「
裁
判
所
の
役
割
に
対
す
る
尊
敬
」
こ
そ
、
司
法
の
支
持
基
盤
で
あ
る
と
の
見
解
（
16
）

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
別
に
数
値
上
の
根
拠
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
国
民
の
多

く
は
、
裁
判
（
司
法
）
を
敬
遠
こ
そ
す
れ
、
裁
判
所
を
尊
い
も
の
と
し
て
敬
う
よ
う
な
素
振
り
な
ど
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
一
般
社
会
で

は
、「
出
る
と
こ
ろ
へ
出
る
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
人
間
と
し
て
恥
ず
か
し
い
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
、
現
行
法
制
で
は
、
裁
判
官
が
国
民
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
根
拠
は
ど
こ
に
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

刑
事
裁
判
の
弁
護
士
と
し
て
法
廷
に
立
っ
た
と
き
、
被
告
人
が
ど
う
し
て
こ
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
裁
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と

い
う
想
念
が
私
の
頭
を
過よ

ぎ
る
の
は
、
よ
ほ
ど
奇
異
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
な
ん
と
し
て
も
、
司
法
（
裁
判
所
）
が
国
民
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
制
度
的
保
障
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裁

（
九
四
六
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
〇
九

判
の
結
論
が
国
民
に
お
い
て
納
得
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
済
む
こ
と
で
は
な
く
、
制
度
の
あ
り
方
と
し
て
、
国
民
の
声
を
反
映
さ
せ

る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
17
）

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
国
民
と
裁
判
官
が
一
つ
の
裁
判
体
を
構
成
し
て
、
評

議
・
評
決
を
す
る
と
い
う
裁
判
員
裁
判
の
組
立
て
は
、
民
主
的
基
盤
に
な
り
う
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ち
な
み
に
、

第
二
次
世
界
大
戦
前
、
わ
が
国
で
も
し
ば
ら
く
（
昭
和
三
年
か
ら
一
八
年
ま
で
）
用
い
ら
れ
た
陪
審
制
（
18
）

で
は
、
事
実
認
定
は
陪
審
員
だ
け
で

行
な
い
、
量
刑
は
裁
判
官
だ
け
で
行
な
う
と
い
う
点
で
、
協
働
関
係
で
は
な
か
っ
た
。

さ
て
、
裁
判
員
裁
判
が
民
主
的
基
盤
と
な
る
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
首
肯
す
る
に
は
、
十
分
な
吟
味
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
の
こ
の
後

の
検
討
を
待
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

二　

刑
事
司
法
の
弊
害
と
改
良
方
策

㈠　

多
く
の
問
題
を
抱
え
る
刑
事
司
法

人
間
の
特
色
は
、「
助
け
合
う
」
と
い
う
形
の
共
同
生
活
を
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
、
人
間
ら
し
い
情
感
を
も
っ
て
生
活
す
る
に
は
、
他
者
の
こ
と
を
思
い
や
る
「
共
感
」
が
必
要
で
あ
る
と
、
人
類
学
者
か
ら
は
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
19
）

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
生
活
た
る
社
会
の
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
が
決
し
て
容
易
で
は
な
い
現
実
（
20
）

が
存
在
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
よ
う
な
実
際
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
に
何
と
か
対
処
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
も
人
間
で
あ
る
。
そ
の
対
処
方
法
の
中
で
、
犯
罪
と

非
行
に
対
す
る
〔
捜
査⇒

裁
判⇒

矯
正
（
保
護
も
含
む
）⇒

更
生
〕
と
い
う
シ
ス
テ
ム
全
体
を
、
わ
れ
わ
れ
は
刑
事
司
法
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
、
私
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
せ
っ
か
く
犯
罪
・
非
行
に
対
処
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
組
み
立
て
て
い
る
刑
事
司

（
九
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
一
〇

法
が
、
あ
ま
り
に
も
多
様
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
冤
罪
と
い
う
問
題
（
21
）

が
あ
る
。
犯
罪
を
裁
く
た
め
の

裁
判
が
事
実
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
無
実
の
者
を
刑
罰
に
処
す
る
こ
と
は
、
刑
事
司
法
の
最
大
の
矛
盾
と
い
っ
て
よ
い
。
捜
査
当

局
の
誤
り
を
裁
判
に
お
い
て
見
抜
け
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
（
22
）

。
そ
の
ほ
か
、
捜
査
の
過
程
で
、
む
り

や
り
自
白
を
迫
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
当
り
前
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
（
23
）

で
あ
る
。
警
視
庁
捜
査
一
課
に
属
し
た
こ
と
の
あ
る
刑
事

の
一
人
は
、「
落
と
せ
」
と
常
に
上
司
か
ら
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
（
24
）

。

さ
て
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
、
刑
事
司
法
に
お
け
る
従
来
の
弊
害
と
そ
の
改
良
方
策
を
並
べ
た
と
き
に
気
が
つ
く

0

0

0

0

こ
と
が
あ
る
（
表
1
参
照
）。

㈡　

被
告
人
質
問
先
行
は
裁
判
員
裁
判
か
ら

そ
れ
は
、
改
良
方
策
の
相
当
な
部
分
が
裁
判
員
裁
判
に
よ
っ
て
実
現
し
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
発
見
0

0

で
あ
る
。
若
干
の
検
討
を

し
て
み
よ
う
。

上
述
し
た
〔
自
白
追
及
中
心
の
捜
査
〕（
ウ
）
は
、
そ
の
こ
と
自
体
、
基
本
的
人
権
の
侵
害
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
〔
冤
罪
〕

（
カ
）
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
点
で
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、〔
拷
問
〕（
キ
）
に
繫
が
る
危
険
性
も
高
い
。〔
自
白
追
及
中

心
の
捜
査
〕
に
関
し
て
、
裁
判
員
裁
判
手
続
で
導
入
さ
れ
た
方
策
の
一
つ
が
、
被
告
人
質
問
先
行
で
あ
る
。

被
告
人
質
問
先
行
と
は
、
従
来
の
刑
事
裁
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
順
番
を
根
本
的
に
変
え
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
証
拠
調
べ

で
は
、
証
人
尋
問
や
物
的
証
拠
の
取
調
べ
、
被
疑
者
段
階
の
供
述
調
書
の
提
出
が
な
さ
れ
、
最
終
段
階
で
被
告
人
質
問
を
行
な
っ
て
き
た
。

こ
の
中
で
、
被
疑
者
段
階
の
供
述
調
書
は
、
検
察
官
提
出
の
乙
号
証
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
弁
護
側
が
乙
号
証
の
い
く
つ
か
の
採
用
に

異
論
が
あ
り
、
検
察
側
が
了
承
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
供
述
調
書
を
作
成
し
た
警
察
官
や
検
察
官
を
法
廷
に
呼
び
出
し
て
、
供
述
の
任
意

性
な
ど
を
論
議
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
策
も
、
捜
査
官
の
自
白
追
及
に
対
す
る
抑
制
に
は
な
り
う
る
。
し
か
し
、
取
調
べ
室
に

（
九
四
八
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
一
一

お
い
て
む
り
や
り
自
白
を
言
わ
せ
た

か
ど
う
か
は
、
と
も
す
る
と
「
言
っ

た
、
言
わ
ぬ
」
の
堂
々
巡
り
に
な
る

場
合
が
少
な
く
な
い
。

そ
こ
で
、
被
疑
者
段
階
の
供
述
調

書
の
採
否
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
争

い
が
あ
る
場
合
、
証
拠
調
べ
の
最
初

の
段
階
で
被
告
人
質
問
を
行
な
う
方

式
が
、
裁
判
員
裁
判
の
導
入
に
伴
い

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
乙
号
証
の
中
に
は

被
告
人
が
自
白
を
し
た
よ
う
な
供
述

が
あ
る
が
、
被
告
人
と
し
て
は
一
度

も
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
は
な

い
、
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
こ
と

が
少
な
く
な
い
。
私
が
私
選
弁
護
で

関
わ
っ
た
事
例
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

表 1　刑事司法における従来の弊害と改良方策

従来の弊害 改良方策

ア 国民から遊離した刑事裁判 裁
判
員
裁
判
に
よ
っ
て
実
現
し
う
る

事実認定と量刑の両方を行う

イ 調書裁判 証人尋問重視

ウ 自白追及中心の捜査
捜査の可視化

被告人質問先行

エ 裁判の長期化 公判前整理手続

オ 専門家の偏見
特別な多数決方法

法の解釈についても意見を述べられる

カ 冤罪
国民の新鮮な感覚による判断

「疑わしきは罰せず」

キ 拷問

①憲法 36 条における禁止

②特別公務員暴行陵虐罪（刑法 195 条）

③準起訴手続（刑訴262条以下、付審判制度）

ク 不当な不起訴 検察審査会による強制起訴

ケ 長い未決勾留
勾留理由開示請求（刑訴 82 条、83 条）

保釈請求（刑訴 88 条）

コ 被害者の置きざり 被害者参加制度

サ
裁判体における少数意見の

扱い

一審裁判では反対意見が書けないのを

あらためる

シ 開かれない再審の扉 ＤＮＡ鑑定の活用

ス 捜査が適切になされない 警察審査会制度の提唱　　　　　　　　　⬆

 ⬆　…今後への期待がされる

⬆

（
九
四
九
）
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三
月
）

一
一
二

な
お
、
病
気
と
い
う
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
点
な
ど
が
あ
る
が
、
論
文
に
引
用
す
る
こ
と
の
同
意
を
本
人
よ
り
得
て
い
る
。
ま

た
、
内
容
を
適
宜
修
正
し
て
、
守
秘
義
務
に
違
反
し
な
い
よ
う
注
意
し
て
い
る
。
公
判
前
に
検
察
官
か
ら
開
示
さ
れ
た
供
述
調
書
の
中
に

自
白
と
思
わ
れ
る
も
の
が
見
い
出
さ
れ
た
の
で
、
打
ち
合
わ
せ
の
際
、
自
白
し
て
い
な
い
な
ら
指
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
で
は
な

い
か
と
問
い
た
だ
す
と
、
被
告
人
か
ら
は
、「
い
や
だ
」
と
言
う
の
に
む
り
や
り
指
印
を
押
さ
せ
ら
れ
た
（
25
）

と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き
た
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
の
弁
護
士
か
ら
も
よ
く
聞
く
こ
と
で
あ
る
。

裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
被
告
人
質
問
が
先
行
し
て
な
さ
れ
る
と
、
裁
判
員
は
、
直
接
、
被
告
人
の
言
い
分
を
聞
き
、
弁
護
人
・
検
察
官

に
よ
る
質
問
の
後
、
自
ら
も
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
人
は
、
証
人
の
よ
う
に
嘘
を
つ
か
な
い
と
い
う
宣
誓
を
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
逆
に
黙
秘
権
の
保
障
が
あ
る
か
ら
、
ど
の
程
度
本
当
の
こ
と
を
述
べ
る
か
、
ど
こ
に
も
保
証
は
な
い
。
し
か
し
、
公
開
法
廷

に
お
い
て
、
九
人
あ
る
い
は
一
一
人
（
補
充
裁
判
員
二
人
を
入
れ
た
と
き
）
か
ら
次
々
と
質
問
が
発
せ
ら
れ
る
状
況
で
、
裁
判
員
は
自
分
な

り
の
良
識
を
も
っ
て
事
実
認
定
に
取
り
組
む
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
被
告
人
に
し
て
も
、
法
律
家
で
な
い
一
般
国
民
で
あ
る
裁
判
員
に
こ

そ
自
分
の
言
い
分
を
聴
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

㈢　

証
人
尋
問
の
重
視

次
は
、
現
行
刑
事
裁
判
の
最
も
重
大
な
弊
害
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
調
書
裁
判
（
イ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
官
が
事
実

認
定
や
量
刑
の
判
断
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
事
件
関
係
者
の
供
述
を
警
察
官
・
検
察
官
が
ま
と
め
た
調
書
に
頼
っ
た
判
断
を
し
た
り
、
判

決
文
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
き
に
は
、
む
ろ
ん
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
証
人
尋
問
の
際
に
は
上
の
空
で
聞
い
て
い
て
（
た

ま
に
は
居
眠
り
も
あ
る
）、
自
宅
に
帰
っ
て
か
ら
夜
中
に
調
書
を
見
て
判
決
書
き
を
す
る
裁
判
官
も
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

現
行
刑
事
訴
訟
法
は
、
も
と
も
と
直
接
主
義
を
原
則
と
し
て
い
る
（
刑
訴
三
二
〇
条
）
の
で
あ
る
が
、
裁
判
官
が
多
く
の
事
件
を
担
当

（
九
五
〇
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
一
三

し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
要
因
と
な
っ
て
、
調
書
裁
判
と
い
う
悪
弊
が
根
付
い
て
し
ま
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。

調
書
裁
判
に
対
し
て
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
（
26
）

が
、
な
か
な
か
改
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
改
変
す
る

き
っ
か
け
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
。
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
、
裁
判
員
が
調
書
を
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て

い
っ
て
事
実
認
定
を
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
件
の
参
考
人
は
、
裁
判
員
裁
判
で
は
、
公
開
法
廷
に
お
い

て
証
人
と
し
て
尋
問
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
証
人
で
あ
る
以
上
、
宣
誓
を
し
、
嘘
を
つ
か
な
い
と
い
う
約
束
を
す
る
の

で
あ
る
。

私
は
、
裁
判
員
裁
判
方
式
の
模
擬
裁
判
を
制
度
導
入
以
前
か
ら
行
な
っ
て
い
る
が
、
中
学
生
の
裁
判
員
が
大
人
で
は
思
い
つ
か
ぬ
よ
う

な
鋭
い
質
問
を
行
い
、
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
何
度
も
あ
る
。
証
人
尋
問
重
視
の
裁
判
員
裁
判
は
、
調
書
裁
判
を
改
変
さ
せ
る
重
要

な
契
機
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

㈣　

不
当
な
検
察
官
裁
量
に
対
抗
す
る

刑
事
司
法
に
お
い
て
改
革
が
叫
ば
れ
て
い
る
課
題
と
し
て
、
検
察
官
の
起
訴
・
不
起
訴
判
断
の
適
否
（
ク
）、
警
察
に
お
け
る
捜
査
の

不
公
平
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
正
義
の
基
準
や
一
般
国
民
の
規
範
意
識
に
関
わ
り
、
ひ
い
て
は
公
共
の
安
全
に
も
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
だ

け
に
多
く
の
議
論
も
な
さ
れ
、
近
年
、
不
当
な
不
起
訴
に
対
し
て
は
、
よ
う
や
く
検
察
審
査
会
に
よ
る
強
制
起
訴
の
制
度
が
整
え
ら
れ
た
（
27
）

（
検
審
四
一
条
の
六
）。
現
に
、
福
島
原
発
事
故
に
対
し
て
国
民
の
健
全
な
正
義
感
が
活
か
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
（
平
成
三
一
年

春
に
判
決
の
予
定
）。
今
後
の
個
別
的
な
課
題
と
し
て
は
、
官
僚
の
不
正
に
対
す
る
強
制
起
訴
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日

本
の
検
察
官
は
、「
上
向
き
の
訴
追
は
弱
」
く
、
下
向
き
に
は
強
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（
28
）

と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
民
の
良
識
が
検
察
審
査
会

（
九
五
一
）
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巻
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月
）

一
一
四

を
通
し
て
検
察
に
伝
わ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

一
方
、
警
察
に
お
け
る
捜
査
が
社
会
的
有
力
者
に
及
び
に
く
い
と
い
う
捜
査
の
不
公
平
も
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
次
捜
査

権
を
有
す
る
警
察
が
公
平
な
捜
査
を
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
法
意
識
に
も
大
き
く
影
響
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
こ
の
点
が
国
民
の
捜
査
へ
の

協
力
の
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
よ
う
）、
監
視
す
る
た
め
に
、
検
察
審
査
会
に
な
ぞ
ら
え
て
警
察

0

0

審
査
会
の
よ
う
な
制
度
も
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
（
29
）

と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
強
制
起
訴
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
た
事
件
が
裁
判
員
裁
判
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
公
訴
に
続
い
て
、
公
判
に
つ
い
て
も
国
民
の

意
見
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
刑
事
司
法
全
体
に
国
民
の
良
識
が
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

㈤　

刑
事
司
法
の
弊
害
か
ら
裁
判
員
裁
判
導
入
の
理
由
を
考
え
る

刑
事
司
法
に
お
け
る
従
来
の
弊
害
は
表
1
に
も
示
し
て
あ
る
よ
う
に
ま
だ
ま
だ
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

そ
の
中
の
か
な
り
の
部
分
が
裁
判
員
裁
判
に
よ
っ
て
改
良
さ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
裁
判
員
裁
判
が
導
入
さ
れ
た
理
由
を

ど
う
捉
え
る
か
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
今
後
、
裁
判
員
裁
判
を
充
実
さ
せ
て
行
く
方
向
の
指
針
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
導
入
理
由
に

つ
い
て
、
裁
判
員
法
一
条
が
示
す
よ
う
に
、「
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
捉

え
方
を
す
る
見
解
（
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
説
（
30
））

も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
刑
事
司
法
の
現
状
に
対
す
る
確
か
な
目
を
欠
く
も
の
と
批
判
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
私
は
、
刑
事
司
法
に
お
け
る
弊
害
を
払
拭
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
国
民
自
身
が
直
接
、
国
家
権
力
の
作
用
に
関
わ
る

方
策
で
あ
る
裁
判
員
裁
判
が
導
入
さ
れ
た
と
捉
え
た
い
。

（
九
五
二
）
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被
告
人
質
問
先
行
の
機
能

㈠　

通
常
裁
判
に
お
け
る
被
告
人
質
問
先
行

証
拠
調
べ
手
続
に
お
け
る
被
告
人
質
問
先
行
は
、
す
で
に
通
常
裁
判
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
私
自
身
、
過
失
運
転
致
傷
事
件

の
私
選
弁
護
人
と
し
て
こ
の
手
続
に
関
わ
っ
た
の
で
、
経
験
の
一
端
を
述
べ
て
お
こ
う
。

担
当
し
た
事
件
の
被
告
人
は
、
自
家
用
車
の
運
転
中
、
対
向
車
線
に
は
み
出
し
、
相
手
の
自
動
車
と
正
面
衝
突
し
、
相
手
方
に
加
療
数

か
月
を
要
す
る
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
し
て
、
自
動
車
運
転
死
傷
処
罰
法
五
条
違
反
で
起
訴
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
起
訴
さ
れ
て
か
ら
、
私

は
弁
護
人
と
し
て
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
被
告
人
本
人
に
事
情
を
聞
い
て
み
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
被
告
人
は
事
故
直
前
に
意
識
を

失
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

弁
護
人
と
し
て
、
私
は
、
被
告
人
が
事
故
直
前
に
意
識
を
失
っ
て
い
た
と
い
う
主
張
を
試
み
た
（
31
）

が
、
も
う
一
つ
、
手
続
上
の
争
点
と
し

た
の
は
、
被
告
人
の
述
べ
て
い
る
こ
と
と
、
被
告
人
の
供
述
調
書
と
の
大
き
な
隔
た
り
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
検
察
官
に
よ
っ
て
開

示
さ
れ
た
供
述
調
書
は
、
警
察
に
お
け
る
も
の
も
副
検
事
に
よ
る
も
の
（
32
）

も
、
す
べ
て
が
前
方
不
注
意
で
相
手
の
自
動
車
に
衝
突
し
た
と
い

う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
被
告
人
の
指
印
が
押
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
は
、
被
告
人
に
、
あ
な
た
が
供
述
調
書
に
指
印
を
押
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
方
不
注
意
と
い
う
過
失
を
認
め
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
時
は
認
め
て
い
て
、
弁
護
人
に
会
っ
て
か
ら
発
言
を
翻
し
て
い
る
の
か
、
と
聞
い
て
み
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
被
告
人
に
よ
る
と
、
自
分
は
一
貫
し
て
、
事
故
時
に
意
識
が
な

か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
の
に
、
警
察
官
や
副
検
事
は
一
向
に
聞
い
て
く
れ
ず
、
逆
に
自
分
の
言
っ
て
い
な
い
こ
と
を
供
述
調
書
と
し
て
作

（
九
五
三
）
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文
し
、
そ
れ
に
指
印
を
し
ろ
と
迫
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
致
し
方
な
く
指
印
を
押
し
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
被
疑
者
段
階

の
供
述
調
書
の
成
り
立
ち
の
実
態
が
あ
る
と
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。
私
が
被
告
人
に
会
っ
た
の
は
、
事
故
か
ら
約
九
か
月
後
で
あ
っ
た
が
、

被
告
人
に
言
わ
せ
る
と
、
法
律
関
係
者
で
自
分
の
言
う
こ
と
を
聴
い
て
く
れ
た
の
は
、「
先
生
が
初
め
て
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
驚
く
べ
き
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
は
公
判
に
お
け
る
弁
護
計
画
の
一
環
と
し
て
、
被
告
人
の
供
述
調
書
の
任
意
性
を
争
う
こ
と
に
し
、
被
告
人
と
も
打
ち
合
わ
せ
を
し

て
証
拠
調
べ
手
続
に
臨
ん
だ
。
そ
し
て
、
裁
判
長
の
証
拠
採
否
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
は
、
被
告
人
の
供
述
調
書
の
う
ち
、
事
故
時
に

不
注
意
が
あ
っ
た
と
い
う
被
告
人
の
発
言
内
容
に
は
任
意
性
が
な
い
の
で
証
拠
能
力
を
争
う
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
、

む
ろ
ん
検
察
官
は
納
得
で
き
な
い
と
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
三
人
の
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
内
で
の
協
議
が
な
さ
れ
、
裁
判
長
か
ら
、

被
告
人
質
問
を
先
行
す
る
と
の
宣
言
が
あ
り
、
次
回
公
判
で
の
被
告
人
質
問
が
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
が
、
通
常
裁
判
に
お
け
る
被
告
人
質
問
先
行
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
。

㈡　

被
告
人
質
問
先
行
の
意
義

被
告
人
質
問
先
行
は
、
単
に
質
問
を
他
の
証
拠
調
べ
に
先
立
っ
て
行
う
と
い
う
時
間
的
前
後
の
点
で
は
な
く
、
納
得
で
き
な
い
形
で
作

ら
れ
た
被
告
人
の
供
述
調
書
を
証
拠
か
ら
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
、
重
要
な
訴
訟
法
的
役
割
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、

以
下
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
機
能
が
発
現
す
る
。

第
一
に
、
被
疑
者
段
階
の
む
り
や
り
取
ら
れ
た
供
述
調
書
が
、
公
判
に
お
い
て
証
拠
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
捜
査
当
局
の

自
白
追
及
が
無
意
味
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
被
告
人
の
納
得
で
き
な
い
証
拠
の
一
部
が
使
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

被
告
人
に
と
っ
て
有
利
に
な
る
。

（
九
五
四
）
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第
二
に
、
以
上
の
こ
と
は
、
当
該
事
件
の
事
実
認
定
に
影
響
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
捜
査
当
局
の
取
調
べ
の
あ
り
方
に
対
し
て
反
省
と

改
革
を
求
め
る
こ
と
に
繫
が
る
。
あ
る
事
件
に
お
け
る
供
述
調
書
の
証
拠
能
力
が
法
廷
に
お
い
て
無
効
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
種
の

捜
査
手
法
を
と
っ
た
と
き
、
将
来
、
証
拠
能
力
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
予
告
す
る
か
ら
、
取
調
べ
全
般
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

今
後
の
取
調
べ
に
改
善
を
求
め
る
こ
と
に
結
び
つ
く
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
違
法
収
集
証
拠
の
排
除
法
則
に
通
底
す
る
考
え
方
と
い
え
よ
う
。
判
例
で
は
、
警
察
官
に
よ
る
逮
捕
手
続
に
お
い
て
、
逮

捕
時
の
逮
捕
状
（
窃
盗
被
疑
事
件
）
の
呈
示
が
な
く
、
逮
捕
状
の
緊
急
執
行
も
な
さ
れ
て
い
な
い
違
法
が
あ
る
の
に
加
え
、
警
察
官
が
そ

れ
を
糊
塗
す
る
た
め
に
、
逮
捕
状
に
虚
偽
事
項
を
記
入
し
た
（
33
）

上
、
上
司
へ
の
内
容
虚
偽
の
捜
査
報
告
書
を
作
成
し
、
さ
ら
に
公
判
廷
に
お

い
て
事
実
と
反
す
る
証
言
を
し
た
（
こ
れ
が
前
述
の
乙
号
証
に
関
す
る
捜
査
官
の
呼
び
出
し
に
関
す
る
）
と
い
う
事
情
が
存
在
し
た
場
合
の
、
逮

捕
当
日
に
警
察
署
で
任
意
に
採
取
さ
れ
た
尿
の
鑑
定
書
（
覚
せ
い
剤
の
使
用
に
関
す
る
も
の
）
の
証
拠
能
力
が
争
わ
れ
た
例
が
あ
る
。
最
高

裁
は
、
ま
ず
、
警
察
官
の
態
度
を
総
合
的
に
考
慮
す
れ
ば
、
逮
捕
手
続
の
違
法
の
程
度
は
、
令
状
主
義
の
精
神
を
潜
脱
し
没
却
す
る
よ
う

な
重
大
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
違
法
な
逮
捕
に
密
接
に
関
連
す
る
証
拠
を
許
容
す
る
こ
と
は
、「
将
来
に
お
け
る
違

法
捜
査
抑
制
の
見
地
か
ら
相
当
で
な
い
」
と
し
て
、
鑑
定
書
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
（
34
）（

最
判
平
一
五
・
二
・
一
四
刑
集

五
七
・
二
・
一
二
一
）。

第
三
に
、
検
察
側
の
用
意
し
た
被
告
人
の
供
述
調
書
が
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
ず
、
被
告
人
質
問
が
早
い
段
階
で
な
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
裁
判
員
裁
判
の
場
合
、
検
察
官
に
と
っ
て
や
や
不
利
に
働
く
可
能
性
が
あ
る
。

（
九
五
五
）
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通
常
裁
判
に
変
化
が
見
ら
れ
る
か

㈠　

傍
聴
者
増
加
の
効
果

裁
判
員
裁
判
の
導
入
に
よ
っ
て
目
に
見
え
る
形
で
変
化
し
た
こ
と
が
ら
の
第
一
は
、
刑
事
裁
判
の
傍
聴
者
の
増
加
で
あ
る
。
む
し
ろ
激

増
と
、
表
現
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
員
裁
判
用
の
五
〇
名
弱
の
座
席
を
有
す
る
法
廷
ば
か
り
か
、
通
常
裁
判
の
法
廷
で
も
着
席
で
き

ず
に
法
廷
か
ら
し
め
出
さ
れ
る
傍
聴
希
望
者
の
例
も
少
な
く
な
い
。
む
ろ
ん
、
傍
聴
者
増
加
の
要
因
と
し
て
は
、
痴
漢
冤
罪
事
件
の
表
出

な
ど
も
あ
ろ
う
か
ら
断
定
的
に
言
う
こ
と
は
控
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
員
裁
判
が
立
法
（
平
成
一
六
年
五
月
二
八
日
制

定
）
さ
れ
た
頃
か
ら
傍
聴
者
が
急
増
し
た
こ
と
は
、
傍
聴
歴
五
〇
年
余
の
者
の
偽
ら
ざ
る
感
覚
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
に
し
て
も
量
的
な
変
化
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
表
面
的

な
も
の
の
見
方
と
し
て
批
判
さ
れ
よ
う
。
第
一
に
、
傍
聴
者
が
増
え
れ
ば
、
そ
れ
が
裁
判
官
に
対
す
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。
第
二
に
、
傍
聴
者
の
増
加
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
自
分
が
裁
判
員
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
を
慮
っ
て
初
め
て
傍
聴
に
出
向
い

た
人
が
少
な
く
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
裁
判
員
裁
判
の
創
設
は
、
そ
の
点
で
た
し
か
に
国
民
に
裁
判
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
高
め
る
効
果

を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
裁
判
員
裁
判
用
の
法
廷
に
設
置
さ
れ
た
両
壁
面
の
大
画
面
モ
ニ
タ
ー
は
、
通
常
裁
判
に
お
い
て
も
用

い
ら
れ
て
い
て
、
一
般
傍
聴
者
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
に
用
い
ら
れ
た
証
拠
が
国
民
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
裁

判
の
公
開
を
実
質
的
に
高
め
た
点
で
大
き
く
評
価
で
き
る
と
思
う
。

な
お
、
傍
聴
者
が
増
え
た
こ
と
の
効
果
の
一
つ
と
し
て
、
年
齢
層
が
拡
大
し
た
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
今
日
で
は
、
中
学
生
や
小

学
校
上
級
生
ま
で
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
模
様
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
裁
判
長
が
、
小
学
生
を
見
て
、
丁
寧

（
九
五
六
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
一
九

に
裁
判
手
続
を
進
め
た
り
、
公
判
後
に
法
廷
内
で
質
議
応
答
の
機
会
を
設
け
る
な
ど
の
配
慮
を
し
て
頂
く
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
子
ど
も
達
が
司
法
を
体
感
し
た
思
い
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

㈡　

公
判
前
整
理
手
続
は
通
常
裁
判
で
も
利
用
で
き
る

公
判
前
整
理
手
続
は
、
①
争
点
の
明
確
化
、
②
迅
速
な
裁
判
を
保
障
す
る
た
め
に
、
裁
判
員
裁
判
で
は
必
須
の
手
続
と
さ
れ
た
（
裁
判

員
法
四
九
条
）。
し
か
も
、
実
際
に
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
裁
判
員
裁
判
で
は
、
起
訴
か
ら
公
判
ま
で
の
間
に
最
低
六
週
間
の
期
間
を

空
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
公
判
前
整
理
手
続
は
、
そ
れ
ま
で
の
刑
事
裁
判
が
、
裁
判
官
に
予
断
を
生
ぜ
し
め
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
採
用
さ
れ
て
い
た
起
訴
状
一
本
主
義
（
刑
訴
二
五
六
条
六
項
）
を
あ
え
て
捨
て
て
、
前
述
の
二
つ
の
目
的
に
資
す
る
方
法
と
し
て
設
定

し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
は
、
通
常
裁
判
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
任
意
な
形
で
用
い
る
こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
（
刑
訴
三
一
六
条
の
二

以
降
）。
そ
の
点
で
は
、
従
来
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
被
告
人
の
精
神
鑑
定
が
な
さ
れ
る
と
、
短
か
く
て
も
数
か
月
、
長
け
れ
ば
一
年
以

上
、
公
判
が
延
期
さ
れ
た
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
精
神
鑑
定
が
必
要
と
さ
れ
る
と
き
は
、
公
判
前
に
実

施
し
て
も
ら
い
、
公
判
が
始
ま
っ
た
ら
、
そ
の
鑑
定
結
果
を
証
拠
と
し
て
提
出
し
て
、
切
れ
目
な
く
公
判
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
点
を
、
訴
訟
法
は
、「
充
実
し
た
公
判
の
審
理
を
継
続
的
、
計
画
的
か
つ
迅
速
に
行
う
た
め
」（
刑
訴
三
一
六
条
の
二
第
一
項
）

と
明
言
し
て
い
る
。

㈢　

裁
判
員
裁
判
の
教
育
効
果

刑
事
裁
判
の
証
拠
調
べ
に
お
い
て
、
従
来
は
、
被
告
人
質
問
を
一
番
最
後
に
行
な
っ
て
い
た
の
を
、
裁
判
員
裁
判
の
導
入
後
、
被
告
人

の
供
述
調
書
に
つ
い
て
弁
護
側
か
ら
疑
義
が
出
さ
れ
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
被
告
人
質
問
を
証
拠
調
べ
の
最
初
に
置
く
手
法
が
採
ら
れ

（
九
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
二
〇

る
よ
う
に
な
っ
た
。
証
拠
調
べ
手
続
に
お
け
る
直
接
主
義
と
捜
査
官
に
対
す
る
控
制
方
法
と
し
て
、
事
実
認
定
手
続
に
お
い
て
創
出
さ
れ

た
意
義
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
こ
の
思
い
切
っ
た
手
続
順
序
の
逆
転
は
、
公
判
に
緊
張
感
を
付
与
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
捜
査

手
続
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
高
い
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
（
35
）

。

そ
し
て
、
被
告
人
質
問
先
行
が
通
常
裁
判
に
も
用
い
ら
れ
た
の
は
、
裁
判
員
裁
判
を
体
験
し
た
裁
判
官
が
、
自
分
の
通
常
裁
判
に
も
用

い
た
こ
と
に
よ
っ
て
定
着
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
裁
判
員
裁
判
が
始
ま
る
前
、
巷
間
言
わ
れ
た
こ
と
の
一
つ
に
、
裁
判
員
が
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
る
「
国
民
へ
の
教

育
効
果
」
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
物
言
い
は
専
門
家
の
思
い
上
が
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
ほ
ど
な
く
立
証
さ
れ
た
。
裁
判
員

裁
判
を
体
験
し
た
「
裁
判
官
」
が
、
国
民
が
参
加
し
た
裁
判
体
に
よ
る
裁
判
を
行
な
っ
て
、「
眼
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
る
（
36
）

」
体
験
を
し
た

と
、
正
直
に
発
言
す
る
例
が
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
員
裁
判
か
ら
学
習
し
た
の
は
、
誰
あ
ろ
う
か
、
裁
判
官
だ
っ
た
の
で

あ
る
（
37
）

。
こ
こ
に
裁
判
員
裁
判
が
通
常
裁
判
を
変
え
て
い
く
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
、
私
は
感
じ
る
。
む
ろ
ん
、

私
は
、
裁
判
員
裁
判
が
国
民
に
与
え
る
影
響
も
大
切
だ
と
は
思
っ
て
い
る
。

翻
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
多
く
の
州
が
、
少
年
の
非
行
に
関
し
て
、
同
年
代
の
子
ど
も
達
に
陪
審
員
ば
か
り
か
、

法
曹
三
者
を
受
け
持
た
せ
る
十
代
裁
判
（
テ
ィ
ー
ン
コ
ー
ト
）
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
設
置
理
由
の
第
一
は
、
建
国
以
来
陪
審
裁
判
を
実

施
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
大
人
の
陪
審
裁
判
の
前
に
、
十
代
裁
判
を
通
し
て
教
育
す
る
と
い
う
狙
い
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な

か
ろ
う
。
十
代
裁
判
で
は
、
少
年
同
士
で
裁
判
を
行
な
う
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
被
告
人
に
特
別
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
非
行
を
犯
し
た
少
年
は
、
制
裁
と
し
て
社
会
奉
仕
命
令
（
た
と
え
ば
、
建
物
の
イ
タ
ズ
ラ
書
き
を
消
す
）

を
受
け
る
と
と
も
に
、
必
ず
別
の
非
行
事
件
の
陪
審
員
も
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
行
を
犯
し
た
少
年
は
、

（
九
五
八
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
二
一

同
年
代
の
少
年
に
裁
か
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
裁
く
立
場
に
も
必
ず
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
十
代
裁
判
は
、
異
な
る
立
場
を
体
験
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
責
任
意
識
を
喚
起
さ
せ
（
38
）

、
子
ど
も
達
に
発
達
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
制
度
の
根
底
に
は

子
ど
も
の
可
塑
性
に
期
待
す
る
精
神
が
脈
打
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
種
の
非
行
を
犯
し
た
少
年
に
つ
い
て
、
通
常
の
少
年
手
続

に
よ
る
場
合
と
十
代
裁
判
の
場
合
を
比
較
す
る
と
、
後
者
の
方
が
再
非
行
率
が
低
い
と
い
う
報
告
（
39
）

が
な
さ
れ
て
い
る
。

㈣　

小
括

本
章
の
検
討
か
ら
、
通
常
裁
判
に
お
い
て
、
裁
判
員
裁
判
導
入
に
よ
る
効
果
が
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ま

で
の
刑
事
裁
判
の
弊
害
を
改
善
す
る
方
向
に
働
い
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
刑
事
裁
判
へ
の
裁
判
員

裁
判
の
導
入
は
、
刑
事
司
法
に
蟠
踞
す
る
弊
害
を
解
消
す
る
た
め
に
役
立
つ
と
い
え
る
。
本
稿
に
お
け
る
テ
ー
マ
の
判
断
基
準
を
、
通
常

裁
判
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
裁
判
員
裁
判
導
入
の
意
味
が
な
い
と
し
て
い
た
私
と
し
て
は
、
見
当
違
い
で
な
か
っ
た
と
、
一
定
の
安
心
を
す

る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
「
一
定
の
」
と
い
う
修
飾
語
を
冠
し
た
の
は
、
導
入
一
〇
年
目
を
迎
え
る
裁
判
員
裁
判
に
、
次
に
羅
列
す
る
よ
う
な

課
題
が
付
加
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
、
裁
判
員
の
心
の
負
担
へ
の
ケ
ア
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

イ
、
対
象
事
件
を
重
罪
事
件
と
し
て
い
る
こ
と
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

ウ
、
立
法
当
初
の
法
律
の
附
則
に
お
い
て
、
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
と
き
に
「
検
討
」
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
が
、
国
民
の
意
見
を

聴
い
た
検
討
と
は
い
え
な
か
っ
た
（
40
）

。

エ
、
検
察
側
の
物
的
証
拠
の
示
し
方
に
脚
色
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
認
定
が
疎
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
か
。

（
九
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
二
二

オ
、
上
訴
審
で
、
一
審
の
裁
判
員
裁
判
の
結
論
が
覆
さ
れ
る
例
が
や
や
増
え
て
い
る
（
41
）

。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
裁
判
員
に
な
る
国
民
に
影

響
を
及
ぼ
す
。

カ
、
裁
判
員
と
な
る
こ
と
の
辞
退
者
が
増
え
て
い
る
（
42
）

。

キ
、
な
ぜ
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
、
自
分
達
が
選
択
す
る
刑
罰
の
あ
り
方
へ
の
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
か
。

右
の
課
題
の
う
ち
の
幾
つ
か
を
敷
衍
し
て
述
べ
て
お
こ
う
。

〔
イ
〕　

当
初
、
対
象
事
件
を
重
罪
事
件
と
し
て
設
定
し
た
の
は
、
国
民
に
関
心
を
持
た
せ
る
た
め
と
、
対
象
事
件
の
数
を
少
な
く
し

て
（
43
）

、
負
担
す
る
率
を
稀
で
あ
る
と
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
対
を
押
さ
え
よ
う
と
す
る
画
策
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
部
は

失
敗
で
あ
っ
た
こ
と
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
次
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。

裁
判
員
裁
判
の
第
一
審
で
無
罪
と
な
り
、
そ
の
後
、
控
訴
審
で
有
罪
と
な
っ
た
例
が
あ
る
（
最
判
平
二
四
・
二
・
一
三
刑
集

六
六
・
四
・
四
八
二
）。
そ
れ
は
、
営
利
目
的
の
覚
せ
い
剤
輸
入
（
覚
せ
い
剤
取
締
法
四
一
条
二
項
で
法
定
刑
の
上
限
は
無
期
懲
役
）
と
し
て
起
訴

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
で
知
人
か
ら
航
空
貨
物
と
し
て
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
缶
を
預
っ
た
際
、
⒜
覚
せ
い

剤
が
入
っ
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
⒝
覚
せ
い
剤
の
営
利
目
的
に
よ
る
密
輸
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
の
焦
点

で
あ
っ
た
。
第
一
審
の
裁
判
員
裁
判
で
は
、
⒜
は
あ
る
と
し
な
が
ら
、
⒝
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
無
罪
と
な
り
、
控
訴
審
で
は
、
⒜
・

⒝
と
も
に
認
識
あ
る
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
覚
せ
い
剤
を
密
輸
し
て
莫
大
な
利
益
を
得
て
い
る
組
織
関
係
者
が
い
て
、
素
人
を
手
足
と
し
て
使
っ
て
税
関
当
局
の
目
を

晦く
ら

ま
そ
う
と
す
る
作
戦
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
一
般
国
民
の
常
識
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結

論
的
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
組
織
犯
罪
を
予
想
し
え
る
か
ど
う
か
が
有
罪
・
無
罪
の
分
水
嶺
と
な
る
よ
う
な
事
件
を
、
裁
判
員
裁
判
の

（
九
六
〇
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
二
三

対
象
と
す
る
立
法
判
断
に
疑
問
を
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
ん
な
玄
人
判
断
を
さ
せ
る
よ
う
な
裁
判
は
、
裁
判
員
裁
判
の
狙
い
で
あ
る

「
健
全
な
国
民
の
良
識
を
裁
判
に
活
か
す
」
こ
と
に
繫
が
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
裁
判
員
裁
判
法
の
施
行
前
か
ら
く
り
返
し
論
じ
て
い
る
（
44
）

。
多
く
の
国
民
が
被
害
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
こ
と

を
浸
透
さ
せ
る
の
に
役
立
つ
犯
罪
群
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
振
り
込
め
詐
欺
（
45
）（

オ
レ
オ
レ
詐
欺
）
な
ど
を
裁
判
員
裁
判
の
対
象
と
し
た
ら
よ
い

と
思
う
。

〔
オ
〕　

裁
判
員
裁
判
の
判
断
が
上
訴
審
で
覆
さ
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
は
、
わ
が
国
が
三
審
制
を
と
る
以
上
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
自
身
が
裁
判
員
裁
判
の
判
断
を
尊
重
す
る
よ
う
に
言
い
な
が
ら
（
46
）

、
覆
さ
れ
る
率
が
有
意
的
に
高
い
と
い
う
こ
と

は
、
制
度
の
行
く
末
に
も
関
わ
る
課
題
で
あ
る
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
裁
判
長
の
説
示
が
十
分
で
な
い

か
ら
で
は
な
い
か
、
と
の
見
解
（
47
）

を
検
討
し
て
お
こ
う
。

私
は
、
こ
の
見
解
を
尤
も
だ
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
模
擬
裁
判
の
裁
判
長
役
を
や
っ
て
い
る
体
験
に
基
づ
く
と
、
白
状
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
争
点
の
説
明
や
法
律
解
釈
に
つ
い
て
、
丁
寧
に
か
つ
わ
か
り
易
く
話
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
説
明
が
十
分
に
解
っ
て
頂

い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
裁
判
体
を
自
分
の
考
え
て
い
る
方
向
に
自
然
と
誘
導
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
念
頭
を
離

れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
法
律
用
語
と
い
え
ば
、
裁
判
員
法
施
行
以
前
に
「
未
必
の
故
意
」
を
わ
か
り
易
い
言
葉
に
置
き
変
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
と
い
う
議
論
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
結
局
、
成
功
し
て
お
ら
ず
、
心
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

〔
カ
〕　

裁
判
員
候
補
者
の
選
出
に
欠
席
し
て
い
る
国
民
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
欠
席
す
る
理
由
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
実
際
に
な
さ
れ
た
裁
判
員
裁
判
の
内
容
や
評
議
の
様
子
な
ど
を
、
守
秘
義
務
に
配
慮
し

（
九
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
二
四

た
上
で
国
民
に
公
開
す
る
な
ど
の
工
夫
も
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。

〔
キ
〕　

裁
判
員
裁
判
の
評
議
が
ど
の
よ
う
な
模
様
な
の
か
は
、
法
の
仕
組
み
（
裁
判
員
法
一
〇
八
条
一
項
に
よ
る
秘
密
漏
示
罪
の
規
制
）
か

ら
知
る
由
も
な
い
（
48
）

。
し
か
し
、
参
加
し
た
裁
判
員
に
相
当
な
ス
ト
レ
ス
が
残
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
私
が
疑
問
に
思
う
の
は
、
評
議
に
お
い
て
有
罪
が
選
択
さ
れ
、
量
刑
の
判
断
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
員
が

自
分
の
言
い
渡
す
こ
と
に
な
る
刑
罰
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
基
礎
的
な
知
識

に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
候
補
者
に
な
っ
た
段
階
か
ら
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
が
提
供
す
る
パ
ン
フ
や
ビ
デ
オ
が
送
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、

一
応
の
心
構
え
は
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
裁
判
員
法
（
一
五
条
一
項
六
号
・
一
五
号
）
に
よ
っ
て
裁
判
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、

残
念
に
思
っ
て
い
る
が
、
仮
に
私
が
裁
判
員
候
補
者
に
な
っ
た
と
仮
定
し
て
、
心
情
の
一
端
を
示
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
、
私
は
、
懲
役
刑
が
実
施
さ
れ
て
い
る
刑
務
所
参
観
を
申
し
込
み
た
い
と
思
う
。
裁
判
員
裁
判
で
は
、
無
期
懲
役
が
選
択
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
千
葉
刑
務
所
も
お
願
い
す
る
。

第
二
に
、
自
分
の
属
す
る
裁
判
体
が
死
刑
を
選
択
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
は
、
拘
置
所
の
刑
場
（
刑
事
収
容
一
七
八
条
一
項
）
の
見
学

を
申
し
込
み
た
い
。
私
自
身
は
、
死
刑
問
題
に
つ
い
て
、
残
虐
性
の
観
点
か
ら
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
後
述
、
六
の
㈢
）
が
、
死

刑
執
行
に
立
会
っ
た
刑
務
官
に
質
問
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
九
六
二
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
二
五

五　

裁
判
員
裁
判
は
三
権
分
立
を
深
め
る

㈠　

裁
判
員
裁
判
は
通
常
裁
判
の
枠
を
超
え
る

裁
判
員
裁
判
の
導
入
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
私
は
次
の
よ
う
な
場
面
を
夢
見
た
。

裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
、
事
実
認
定
と
し
て
有
罪
が
認
定
さ
れ
、
量
刑
の
段
階
で
死
刑
が
選
択
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
裁
判
員
の

一
人
が
手
を
挙
げ
て
、
死
刑
の
合
憲
・
違
憲
を
論
議
し
て
か
ら
手
続
を
進
め
る
べ
き
だ
と
発
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
そ
の
裁
判
体
で
は
、
裁
判
員
・
裁
判
官
の
全
員
が
死
刑
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
て
論
議
し
、
死
刑
選
択
に
つ
い
て
評
決
を
し
た
の
で

あ
る
。

結
論
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
な
か
な
か
日
本
人
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
真
剣
に
論
議
す
る
こ

と
を
し
た
が
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
し
か
し
、
裁
判
員
裁
判
に
は
以
上
の
よ
う
な
場
面
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

死
刑
を
制
度
と
し
て
廃
止
し
た
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
理
由
や
経
緯
が
異
な
る
（
49
）

。
あ
る
被
告
人
の
死
刑
を
執
行
し
た
後
で
、
当
該
事
件
の
真

犯
人
が
浮
上
し
て
き
た
り
（
イ
ギ
リ
ス
）、
大
統
領
選
挙
の
公
約
の
一
つ
に
死
刑
廃
止
を
入
れ
て
い
た
候
補
者
が
大
統
領
に
就
任
し
た
り

（
フ
ラ
ン
ス
）、
そ
の
国
の
前
の
政
体
に
お
い
て
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
が
行
な
わ
れ
た
体
験
か
ら
死
刑
を
廃
止
し
た
り
と
（
ド
イ
ツ
）、
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。
わ
が
国
が
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
国
民
の
意
見
に
よ
っ
て
死
刑
を
否
定
し
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
最
高
裁
大
法
廷
が

死
刑
の
違
憲
性
を
宣
言
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
死
刑
廃
止
の
立
法
に
繫
が
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
裁
判
員
と
裁
判
官
が
全
員
で
犯
行
現
場
の
現
場
検
証
に
出
か
け
る
と
い
う
図
で
あ
る
。
あ
る
交
通
事
故
事
件
で
は
、
目
撃
証
言

（
九
六
三
）
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の
ほ
か
、
防
犯
カ
メ
ラ
の
画
像
が
検
察
側
の
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
が
、
傍
聴
し
た
モ
ニ
タ
ー
の
画
像
が
不
鮮
明
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、

個
人
と
し
て
現
場
に
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
件
く
だ
ん

の
防
犯
カ
メ
ラ
は
事
故
現
場
の
交
差
点
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
場
所
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
解
っ
た
。
証
拠
採
用
を
否
定
す
べ
き
画
像
に
よ
っ
て
有
罪
認
定
さ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
は
ご
く
少
な
い
例
で
あ
る
が
、
裁
判
員
裁
判
は
、
通
常
裁
判
の
枠
を
超
え
る
可
能
性
を
大
い
に
有
し
て
い
る
と
思
う

の
で
あ
る
。

㈡　

評
議
が
三
権
分
立
を
深
め
る

裁
判
員
裁
判
が
通
常
裁
判
の
枠
を
超
え
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
司
法
府
に
お
い
て
、
立
法
府
・
行

政
府
と
は
異
な
る
立
場
・
見
解
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
。

も
と
も
と
三
権
分
立
は
、
国
家
権
力
を
分
散
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
立
場
・
見
解
が
示
さ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い

る
こ
と
か
ら
し
て
、
別
に
困
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
わ
が
国
の
現
状
で
は
、
内
閣
の
力
が
強
す
ぎ
る
た
め
、
立
法
も
司
法
も
そ
れ
に
従
わ

ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
風
潮
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
健
全
な
姿
で
は
な
い
。

二
〇
一
八
年
六
│
八
月
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
問
題
が
浮
上
し
た
も
の
と
し
て
、
3
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
で
銃
を
製
造
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を

ネ
ッ
ト
配
信
す
る
こ
と
の
是
非
が
議
論
さ
れ
た
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
表
現
の
自
由
と
し
て
容
認
し
た
の
で
あ
る
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の

連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
司
法
長
官
か
ら
な
さ
れ
た
連
邦
政
府
に
対
す
る
提
訴
に
対
し
、
ネ
ッ
ト
配
信
を
禁
止
す
る
命
令

を
出
し
た
の
で
あ
る
（
50
）

。
銃
使
用
の
許
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
で
も
、
探
知
し
に
く
い
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
銃
の
危
険
性
は
認
識
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
さ
て
、
問
題
の
帰
趨
は
別
と
し
て
、
大
き
な
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
、
異
な
っ
た
立
場
・
見
解
が
表
明
さ
れ
、
そ
れ
を
契
機
と

し
て
市
民
が
論
議
す
る
こ
と
自
体
に
、
民
主
主
義
社
会
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
。

（
九
六
四
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
二
七

裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
評
議
は
、
単
に
議
論
し
て
勝
ち
負
け
を
決
め
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
裁
判
員
・
裁
判
官
の
主
張
（
特

に
異
な
る
意
見
）
に
耳
を
傾
け
、
自
説
を
吟
味
し
て
、
と
き
に
は
意
見
を
変
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
対
話
こ
そ
、
評
議
を
進
め
る

ツ
ー
ル
で
あ
る
。
暉
峻
淑
子
は
、「
対
話
は
、
人
類
が
持
つ
特
権
の
一
つ
で
あ
り
、
人
間
の
本
性
に
も
っ
と
も
添
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
手
段
（
51
）

」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
立
法
府
を
構
成
す
る
基
と
な
る
選
挙
は
、
必
ず
し
も
個
々
の
論
点
や
課
題
で
は
な
く
、
大
ざ
っ
ぱ
な
傾
向
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ

る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
人
間
関
係
が
選
択
の
判
断
要
素
に
も
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
個
々
の
論
点
に
つ
い
て
国
民
投
票
制

度
（
52
）

を
有
し
て
い
な
い
わ
が
国
で
は
、
大
ざ
っ
ぱ
な
傾
向
に
よ
る
政
党
の
選
択
と
個
々
の
課
題
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
見
は
必
ず
し
も
符
合

す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
政
党
の
選
択
と
個
別
論
点
が
合
致
し
な
い
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、「
死
刑
廃
止
を
推
進
す
る
議
員
連
盟
」

が
、
保
守
党
た
る
自
由
民
主
党
議
員
を
も
含
ん
で
超
党
派
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
（
53
）

と
い
え
よ
う
。
以
上
の
意
味
に

お
い
て
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
国
民
の
意
見
が
司
法
に
対
し
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
、
直
接
民
主
的
な
意
味
が
あ
る
（
54
）

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
、
三
権
分
立
と
の
関
係
で
国
民
参
加
（
市
民
参
加
）
が
ど
の
よ
う
な
形
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
図
に
し
て
お

く
（
図
1
参
照
）。

こ
こ
で
、
評
議
が
三
権
分
立
に
影
響
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
模
擬
裁
判
の
体
験
を
通
し
て
感
ず
る
こ
と
の
一

つ
と
し
て
、
量
刑
判
断
に
お
け
る
国
民
の
熱
心
さ
が
あ
る
。
評
議
の
段
階
で
有
罪
が
判
断
さ
れ
、
量
刑
に
な
る
と
、
に
わ
か
に
個
別
的
な

評
価
を
す
る
傾
向
に
な
る
。
と
く
に
印
象
的
な
の
は
、
被
告
人
の
年
齢
や
家
族
構
成
な
ど
を
考
慮
し
て
、
被
告
人
が
更
生
す
る
た
め
に
ど

の
よ
う
な
刑
罰
を
科
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
、
ま
た
、
執
行
猶
予
を
つ
け
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
模
擬
と
い
う
こ

と
を
忘
れ
て
、
熱
心
な
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
私
な
り
の
考
え
で
は
、
刑
罰
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
判
例
を

（
九
六
五
）
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一
二
八

図 1　三権分立と国民参加との関係

…横文字は相互関係

法令審査権

内閣
不信任

解散権

法律案の
提出 検察官

適格審査

違憲立法
審査権

弾劾
裁判

選
挙

請
願
権

行
政
不
服
審
査
請
求

請
願
権

住
民
監
査
請
求

地
方
公
共
団
体
の
長
の

解
職
請
求

付
審
判
請
求

国
民
審
査

告
訴
・
告
発

検
察
審
査
会

裁
判
員
裁
判

地
方
議
会
の

解
散
請
求

最高裁長官の指名

最高裁裁判官の任命

下級裁判所裁判官の任命

立法
〔国会〕
〔地方議会〕

…縦文字は国民参加

司法
〔裁判所〕

行政
〔内閣〕

〔地方自治体〕

（
九
六
六
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
二
九

覆
す
場
面
も
あ
り
え
る
。
た
と
え
ば
、
絞
首
刑
の
合
憲
性
（
最
大
判
昭
三
〇
・
四
・
六
刑
集
九
・
四
・
六
六
三
）
に
つ
い
て
、
見
直
さ
れ
る
可

能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
尊
属
殺
人
罪
（
平
成
七
年
に
刑
法
二
〇
〇
条
は
削
除
さ
れ
た
）
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
一
三
対
二
で
合
憲
と
さ

れ
て
い
た
も
の
が
（
最
大
判
昭
二
五
・
一
〇
・
一
一
、
尊
属
傷
害
致
死
罪
に
関
す
る
も
の
）、
ほ
ぼ
四
半
世
紀
を
経
て
、
一
四
対
一
で
違
憲
と
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
（
最
大
判
昭
四
八
・
四
・
四
刑
集
二
七
・
三
・
二
六
五
）
を
、
心
に
止
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ

う
な
判
例
の
転
換
が
あ
れ
ば
、
司
法
上
の
判
断
が
立
法
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
に
、
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
後
述
、
六
の
㈡
）
が
代
議
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
挑
戦
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
章
の
ま
と
め
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
民
主
的
基
盤
を
も
っ
た
司
法
が
、
立
法
・
行
政
と
異
な
る
立
場
・
見
解
を
と
る
よ
う
に
な

る
と
、
直
接
民
主
的
な
ベ
ク
ト
ル
が
働
い
て
、
民
主
主
義
が
深
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六　

刑
事
司
法
改
革
の
背
景

㈠　

社
会
的
潮
流
の
中
で

立
法
は
、
大
き
な
社
会
的
潮
流
の
中
で
浮
か
び
上
が
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
、
社
会
現
象
と
し
て
捉
え
る
視
点
も
必
要
で
あ
る
。
過
去

の
例
を
挙
げ
る
と
、
か
つ
て
、
高
度
経
済
成
長
の
歪
み
と
し
て
認
識
さ
れ
た
公
害
に
対
し
て
、
社
会
運
動
が
惹
き
起
こ
さ
れ
、「
公
害
列

島
日
本
」
と
い
う
理
解
が
国
民
各
層
に
浸
透
す
る
中
で
、
昭
和
四
五
年
の
通
常
国
会
は
公
害
国
会
と
名
付
け
ら
れ
た
。
公
害
関
係
の
数
十

の
法
律
が
整
備
さ
れ
る
中
で
、
公
害
は
「
犯
罪
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
意
図
か
ら
、「
人
の
健
康
に
係
る
公
害
犯
罪
の
処
罰
に
関

す
る
法
律
」（
公
害
罪
法
）
は
制
定
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

（
九
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
三
〇

そ
れ
に
し
て
も
、
立
法
の
背
景
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
法
の
解
釈
に
も
か
か
わ
る
だ
け
に
、
欠
か
せ
な
い
作
業
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
社
会
的
潮
流
に
対
し
て
、
私
は
「
背
景
」
と
い
う
言
葉
を
、
い
ま
少
し
根
源
的
な
（
あ
る
い
は
、
精
神
的
・
哲
学
的
な
）
意
味
で
用
い

た
い
と
思
う
。

立
法
の
背
景
を
重
視
し
た
も
の
と
し
て
、
や
や
古
い
判
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
失
業
保
険
料
不
納
付
事
件
（
東
芝
川
岸
工
場
事
件
）
に

お
い
て
、
最
高
裁
は
、「
不
納
付
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
担
当
者
が
納
付
で
き
る
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
納
付
し
な
か
っ
た
場

合
を
い
う
と
す
る
基
準
を
打
ち
出
し
た
。
思
う
に
、
保
険
料
の
不
納
付
は
、
単
な
る
客
観
的
不
納
付
状
態
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
納

付
し
よ
う
と
す
れ
ば
で
き
る
の
に
あ
え
て
納
付
し
な
い
と
い
う
、
積
極
的
意
図
が
あ
る
場
合
、
社
会
保
障
の
一
環
を
な
す
失
業
保
険
制
度

の
精
神
（
助
け
合
い
、
支
え
合
う
こ
と
）
に
反
す
る
の
で
許
さ
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
社
の
財
務
部
か
ら
資
金
が
提
供

さ
れ
な
い
た
め
に
納
付
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
本
条
の
不
納
付
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
工
場
長
に
は
無
罪
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
（
55
）

（
最
判
昭
三
三
・
七
・
一
〇
刑
集
一
二
・
一
一
・
二
四
七
一
）。

㈡　

な
ぜ
刑
事
司
法
改
革
が
企
図
さ
れ
た
か

裁
判
員
裁
判
は
、
刑
事
司
法
改
革
の
一
コ
マ
と
い
え
る
か
ら
、
な
ぜ
刑
事
司
法
改
革
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
企
図
さ
れ
た
か
、
を
見
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

私
は
、
刑
事
司
法
改
革
の
背
景
と
し
て
、
以
下
の
三
つ
が
あ
る
と
考
え
る
。
1
な
ぜ
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
民
主
主
義
は
進
展
し
な
い

の
か
、
と
い
う
疑
問
と
焦
り
で
あ
る
。
2
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
3
人
間
存
在
へ
の
理
解
が
浸
透

し
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

1　

第
一
の
点
は
、
わ
が
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
は
民
主
主
義
を
謳
い
、
教
育
の
分
野
に
お

（
九
六
八
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
三
一

い
て
も
、
そ
の
実
現
が
叫
ば
れ
な
が
ら
、
一
向
に
そ
の
進
展
が
図
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

そ
の
端
的
な
例
と
し
て
、
男
女
の
平
等
の
問
題
が
あ
る
。
法
は
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
（
雇
用
の
分
野
に
お
け
る

男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
、
昭
和
四
七
年
）、
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
（
平
成
一
一
年
）、
政
治
分
野
に
お
け

る
男
女
共
同
参
画
推
進
法
（
平
成
三
〇
年
五
月
）
な
ど
を
制
定
し
て
、
憲
法
だ
け
で
は
足
ら
な
い
た
め
、
実
質
的
な
平
等
を
企
図
し
て
い
る
。

し
か
し
、
一
向
に
平
等
が
進
ま
な
い
の
は
、
わ
が
国
の
社
会
が
、
長
く
、
男
尊
女
卑
の
構
造
を
形
成
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
卑
近
な

例
で
い
え
ば
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
そ
の
人
の
所
属
を
印
さ
せ
る
と
き
、〔
男
・
女
〕
と
書
い
て
あ
る
。
私
は
、
意
図
的
に
、〔
女
・
男
〕

と
い
う
順
序
で
印
を
つ
け
て
頂
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
案
の
定
、
ま
ち
が
え
て
書
き
直
す
人
が
多
か
っ
た
。
根
本
的
に
は
、
わ
が
国
の
社

会
が
、
旧
態
依
然
と
し
て
「
世
間
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
阿
部
謹
也
は
、
世
間
の
行
動
の
原
理
と
し
て
、
①
贈
与
・
互
酬

の
原
則
、
②
長
幼
の
序
、
③
共
通
の
時
間
意
識
、
の
三
つ
を
掲
げ
（
56
）

、
明
治
維
新
以
降
の
近
代
化
の
中
で
、
取
り
残
さ
れ
た
部
分
と
し
て
指

摘
し
て
い
る
が
、
私
は
そ
の
外
に
も
う
一
つ
、
④
男
尊
女
卑
を
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
も
っ
と
も
阿
部
は
、
長
幼
の

序
は
、「
目
上
の
者
を
畏
敬
す
る
と
い
う
意
味
で
こ
の
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
る
（
57
）

」
と
説
明
し
て
い
る
か
ら
、
男
を
女
か
ら
み
て
「
目
上
の

者
」
と
捉
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
問
題
の
あ
り
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
④
男
尊
女
卑
を
世
間
の
指
標
と
し
た

上
で
、「
自
分
の
資
質
を
伸
ば
し
、
自
分
の
主
張
を
貫
い
て
ゆ
く
た
め
に
は
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
58
）

」
女
性
の
立
場
を
理
解
し
、
そ
れ

を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

2　

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
政
治
学
者
の
篠
原
一
の
『
市
民
の
政
治
学
│
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か
│
（
59
）

』
に
耳
を
傾
け
て
み
よ

う
。
篠
原
が
こ
の
著
書
を
上
梓
し
た
の
は
、
二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）
一
月
で
あ
る
。

篠
原
は
、
欧
米
の
政
治
学
を
見
る
立
場
に
立
っ
て
、
一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
、「
市
民
社
会
の
討
議
に
裏
づ
け
ら
れ
な
い
限
り
、
デ
モ

（
九
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
三
二

ク
ラ
シ
ー
の
安
定
と
発
展
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
60
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
選
挙
を
通
し
て
政
治
に
参
加
す
る
代

議
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
二
回
路
制
（
ツ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク
）
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
時
代
と
な
り
つ
つ
あ
る
（
61
）

と
い
う
の

で
あ
る
。
篠
原
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
で
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
の
分
野
で
「
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
制
度
化
」
を
検
討
し
て
い
る
の
で
、

私
は
、
わ
が
国
の
司
法
の
分
野
で
考
察
し
て
み
た
い
。

実
は
、
篠
原
の
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
年
に
裁
判
員
法
は
制
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
平
成
一
六
年
五
月
二
八
日
制
定
、
平
成
二
一
年
五

月
二
一
日
施
行
）。
私
は
、
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
「
評
議
と
評
決
」
と
い
う
方
法
は
、
司
法
の
分
野
に
お
け
る
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現

れ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
欧
米
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
制
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
の
参
審
制
な
ど

が
普
及
し
て
い
て
、
わ
が
国
で
も
長
ら
く
陪
審
制
の
復
活
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
中
で
、
普
遍
的
な
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
潮
流
が
後

押
し
と
な
っ
て
裁
判
員
法
に
結
実
し
た
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
司
法
の
中
の
裁
判
に
対
す
る
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
現
れ
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
強
制
起
訴
制
度
を
、
公
訴
権
に

対
す
る
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

た
し
か
に
、
検
察
審
査
会
の
中
に
お
け
る
審
査
は
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
し
、
強
制
起
訴
は
、
二
度
に

わ
た
る
検
察
審
査
会
に
よ
る
起
訴
相
当
議
決
（
二
度
目
は
起
訴
議
決
と
呼
ぶ
）
が
、
検
察
官
の
不
起
訴
判
断
を
排
除
す
る
仕
組
み
で
あ
る
か

ら
、
司
法
へ
の
市
民
参
加
の
一
方
法
で
は
あ
る
が
（
図
1
参
照
）、
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
環
と
は
い
え
な
い
。

3　

第
三
の
点
は
、
戦
争
と
革
命
の
二
〇
世
紀
を
経
て
（
62
）

、「
経
済
成
長
至
上
主
義
に
対
す
る
対
立
軸
（
63
）

」
と
し
て
持
続
可
能
な
質
的
成
長

を
目
ざ
し
た
社
会
を
作
ろ
う
と
す
る
と
き
、
人
間
存
在
へ
の
理
解
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

犯
罪
を
犯
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
改
め
る
方
策
を
立
て
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
す
ぐ
汚
濁
に
充
ち
て
し
ま
い
、
方
策
の
改
訂
に
取
り
組
む

（
九
七
〇
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
三
三

の
が
人
間
と
い
う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
何
度
も
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
ま
た
、
民
主
主
義
の
社
会
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
組
織

の
ト
ッ
プ
に
よ
る
独
裁
体
制
が
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
・
政
治
・
経
営
の
ど
の
分
野
に
も
蔓
延
し
、
改
革
が
叫
ば
れ
て
い
る
。

㈢　

人
間
存
在
と
刑
罰
の
相
対
性

く
り
返
し
に
な
る
が
、
人
間
は
、
社
会
・
国
家
の
ル
ー
ル
や
制
裁
を
知
り
な
が
ら
、
な
お
、
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
も
す
る
と
こ
ろ
に
、

基
本
的
な
人
間
存
在
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
私
は
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
社
会
に
は
規
範
が
必
要
で
あ
り
（
64
）

、
規
範
を
守
ら

せ
る
た
め
に
、
刑
罰
そ
の
他
の
制
裁
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

刑
罰
は
、
そ
れ
を
科
さ
れ
る
人
の
法
益
を
剝
奪
す
る
（
65
）

も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
〔
規
範
│
制
裁
〕
の
関
係
は
、
そ
の
正
統
性
の
根
拠
に

な
り
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
悩
み
は
尽
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
刑
罰
を
備
え
て
い
て
も
、
犯
罪
は
一
向
に
予
防
で
き
な
い
し
、
実
際

に
刑
罰
を
科
し
て
も
、
行
為
者
が
再
び
犯
罪
を
犯
す
た
め
、
刑
罰
に
は
効
果
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
く
か
ら
で
あ
る
。

刑
罰
に
付
き
ま
と
う
こ
の
問
題
は
、
永
遠
の
課
題
で
あ
る
や
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
思
う
の
は
、
制
裁
と
効
果
の
関
係

に
つ
い
て
完
全
性
を
求
め
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
違
っ
た
視
点
で
事
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
は
、
次
の
よ
う
に
、
刑
罰
を
相
対
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
得
心
す
る
。

第
一
に
、
刑
罰
に
は
そ
れ
な
り
の
感
銘
力
が
あ
り
、
人
に
よ
っ
て
は
刑
務
所
収
容
と
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
刑
事
手
続
上
の
身
柄
拘
束

（
未
決
勾
留
な
ど
）
が
重
要
な
転
機
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
犯
罪
者
の
中
に
は
、
刑
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
自
分
を
止
め
ら
れ
な
い
「
弱
い
」

部
分
が
あ
る
こ
と
（
66
）

を
自
覚
し
て
い
る
者
も
あ
る
。

第
二
に
、
刑
罰
の
中
心
的
機
能
を
、
行
為
者
に
反
省
を
さ
せ
、
更
生
す
る
機
会
を
提
供
す
る
た
め
の
も
の
と
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
更
生
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
成
功
・
失
敗
と
い
う
結
果
に
捕
わ
れ
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
更
生
の

（
九
七
一
）
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た
め
の
中
心
は
本
人
の
主
体
性
（
67
）

で
あ
り
、
刑
罰
は
そ
れ
に
対
す
る
働
き
か
け
に
な
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
（
68
）

。

ち
な
み
に
、
こ
の
問
題
は
、
他
方
で
、
更
生
に
役
た
た
な
い
も
の
は
刑
罰
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
論
点
に
関
わ
る
。
死
刑
は
、

「
お
前
は
反
省
す
る
必
要
が
な
い
」
と
す
る
宣
言
に
ほ
か
な
ら
ず
、
私
見
（
69
）

と
し
て
は
刑
罰
と
し
て
不
合
格
で
あ
る
（
70
）

。
な
お
、
被
害
者
家
族

が
復
讐
し
た
い
気
持
を
国
家
が
代
替
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
死
刑
の
正
統
性
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
が
、
憎
悪
感
情
（
71
）

を
煽
る
よ
う
な
制
裁
を

容
認
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
尊
厳
を
基
幹
と
す
る
現
行
憲
法
が
許
す
も
の
で
は
な
い
。

第
三
に
、
人
の
更
生
は
、
本
人
の
弛
ま
ぬ
努
力
が
原
動
力
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
功
を
奏
す
る
か
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の

積
み
重
ね
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
和
な
社
会
を
希
求
す
る
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
刑
罰
の
み
に
捕
わ
れ
ず
、
更
生
に
役

立
つ
要
素
（
72
）

を
洗
い
出
し
、
そ
れ
に
働
き
か
け
を
す
る
こ
と
こ
そ
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
元
受
刑
者
に
と
っ
て
は
、
保
護
司
に
よ
る
保

護
観
察
を
受
け
る
こ
と
が
更
生
に
役
立
つ
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
（
73
）

。
保
護
観
察
は
、
一
律
な
扱
い
を
受
け
る
刑
罰
と
異
な
り
、
保
護
司
が

一
人
の
人
間
と
し
て
接
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
更
生
の
た
め
の
働
き
か
け
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
平
成
二
八
年
六
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
刑

の
一
部
の
執
行
猶
予
（
刑
二
七
条
の
二
以
下
）
は
、
い
っ
た
ん
懲
役
刑
を
受
け
る
こ
と
と
、
必
ず
仮
釈
放
に
よ
っ
て
保
護
観
察
を
受
け
ら
れ

る
こ
と
を
約
束
す
る
制
裁
と
し
て
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
74
）

。

㈣　

裁
判
員
法
制
定
の
実
際
的
経
緯

以
上
、
本
章
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
こ
と
は
、
裁
判
員
裁
判
を
実
質
的
に
支
え
る
背
景
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

す
な
わ
ち
、
憲
法
が
民
主
主
義
を
標
榜
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
進
展
が
み
ら
れ
な
い
中
で
、
司
法
に
そ
の
弊
害
が
蟠
わ
だ
か
ま

っ
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
改
善
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
主
権
者
が
参
加
す
る
裁
判
員
裁
判
（
75
）

が
企
図
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当

然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
裁
判
員
裁
判
が
法
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
立
法
作
業
が
必
要
で
あ
っ
た
（
76
）

。 （
九
七
二
）
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一
三
五

裁
判
員
裁
判
が
制
度
と
し
て
検
討
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
平
成
一
一
年
七
月
に
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
司
法
制
度
改
革
審
議

会
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
審
議
を
経
て
、
平
成
一
三
年
六
月
に
、
司
法
制
度
改
革
の
三
本
柱
の
一
つ
と
し
て
、
裁
判
員
裁
判
の
導
入
が
提

言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
平
成
一
三
年
一
二
月
に
は
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
が
内
閣
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
中
に
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検

討
会
が
設
け
ら
れ
て
、
法
案
の
立
案
作
業
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
平
成
一
六
年
三
月
、
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
五
月

二
一
日
、
法
律
と
し
て
成
立
し
た
。

七　

結
び

こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
展
望
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

裁
判
員
裁
判
は
、
三
権
分
立
の
中
の
司
法
に
お
い
て
、
刑
事
司
法
に
国
民
参
加
（
市
民
参
加
）
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
民
主
主
義

を
進
展
さ
せ
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
私
が
判
断
基
準
と
し
て
立
て
た
、「
裁
判
員
裁
判
の
導
入
に
よ
っ
て

通
常
裁
判
が
変
わ
っ
た
か
」
と
い
う
点
に
関
し
て
、
肯
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
裁
判
員
裁
判
の
中
核
と
な
る
裁
判
員
と
裁
判
官
に
よ
る
評
議
・
評
決
は
、
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
方
法
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

を
成
り
立
た
せ
る
要
素
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
参
考
に
な
る
も
の
と
し
て
、
篠
原
が
掲
げ
る
「
討
議
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
支
え
る
原
理
（
77
）

」
が
あ
る
。

篠
原
は
、
政
治
の
分
野
に
関
し
て
と
し
て
、
①
正
確
な
情
報
が
与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
異
な
る
立
場
に
立
つ
人
の
意
見
が
公
平
に
提

供
さ
れ
る
「
討
議
倫
理
」、
②
小
規
模
な
グ
ル
ー
プ
、
③
討
議
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
意
見
を
変
え
る
こ
と
、
の
三
つ
を
掲
げ
て

（
九
七
三
）
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い
る
。

右
の
三
つ
は
、
わ
が
裁
判
員
裁
判
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
刑
事
司
法
に
合
わ
せ
て
若
干
の
検
討
を
し
て
お
こ

う
。
①
に
つ
い
て
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
員
裁
判
の
結
果
か
ら
み
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
裁
判
長
の
説
示
が
十

分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
が
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
六
人
、
裁
判
官
三
人
と
い
う
数

は
妥
当
で
あ
る
。
③
の
部
分
が
、
実
際
の
評
議
・
評
決
に
お
い
て
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
は
、
推
測
を
す
る
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

も
、
私
が
模
擬
裁
判
の
裁
判
長
と
し
て
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
頂
く
。
裁
判
員
が
最
初
に
述
べ
た
意
見
と
、
他
の
裁
判
員
・
裁
判
官

の
意
見
を
聴
い
た
後
の
意
見
が
変
わ
る
こ
と
は
、
わ
り
あ
い
に
多
い
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
私
は
裁
判
長
と
し
て
、「
結
論
と
そ

の
理
由
を
述
べ
て
く
だ
さ
い
。」
と
叙
述
の
整
理
を
し
て
述
べ
る
よ
う
お
願
い
し
て
い
る
が
、
裁
判
員
が
自
分
の
当
初
の
意
見
と
異
な
る

意
見
を
述
べ
る
場
合
、
他
の
裁
判
員
の
主
張
の
ど
の
部
分
に
納
得
し
た
と
い
う
発
言
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
。

③
の
点
に
関
し
て
、
心
配
の
向
き
も
あ
ろ
う
か
ら
、
一
言
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
日
本
国
民
は
、
あ
ま
り
積
極
的
に
発

言
を
せ
ず
、
と
く
に
、
他
者
が
述
べ
た
こ
と
に
反
論
し
な
い
き
ら
い
が
あ
る
と
の
物
言
い
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
日
本
が
依
然
と
し
て

「
世
間
」
の
下
に
お
り
、
と
く
に
、
原
理
の
二
番
目
の
長
幼
の
序
の
影
響
が
強
い
か
ら
、
と
い
う
説
明
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

私
は
そ
の
説
明
に
反
対
で
あ
る
。
模
擬
裁
判
の
裁
判
長
役
の
経
験
の
ほ
か
、
長
い
教
員
経
験
か
ら
感
ず
る
こ
と
は
、
的
確
な
質
問
や
主
張

が
な
さ
れ
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
は
引
っ
込
み
思
案
と
い
う
一
辺
倒
な
観
察
は
、
そ
ろ
そ
ろ
変

え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
他
者
と
対
話
し
、
自
分
の
意
見
を
吟
味
し
、
と
き
に
は
自
分
の
意
見
を
変
え
て
い
く
こ
と
は
、「
対
等
な
人
間
関
係
」

を
構
築
す
る
作
業
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
民
主
的
な
行
い
で
あ
る
。
対
話
は
「
苦
悩
に
満
ち
た
社
会
に
希
望
を
呼
び
寄
せ
る
一
つ
の

（
九
七
四
）
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道
（
78
）

」
で
あ
る
と
い
う
言
葉
を
お
借
り
し
て
、
裁
判
員
裁
判
の
礎
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
を
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

（
1
） 
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
（
一
七
八
九
年　

人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
）
第
一
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
（
高
木
八
尺
他
編
『
人
権

宣
言
集
』
昭
和
三
二
年
・
岩
波
文
庫
、
一
三
三
頁
）。

「
権
利
の
保
障
が
確
保
さ
れ
ず
、
権
力
の
分
立
が
規
定
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
社
会
は
、
憲
法
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。」

（
2
） 

清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ
〔
第
三
版
〕』（
昭
和
五
四
年
・
有
斐
閣
）
四
二
頁
。

（
3
） 

権
力
分
立
は
、「
国
民
主
権
を
有
効
に
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。」
と
捉
え
ら
れ
る
（
辻
村
み
よ
子
『
憲
法
〔
第
5

版
〕』
平
成
二
八
年
・
日
本
評
論
社
、
三
三
九
頁
）。

（
4
） 

明
治
の
近
代
化
が
、
民
主
的
方
向
で
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
記
述
に
、
歴
史
家
の
目
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
ハ
ー
バ
ー
ト
・

ノ
ー
マ
ン
「
日
本
に
お
け
る
近
代
国
家
の
成
立
」『
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ノ
ー
マ
ン
全
集
第
一
巻
増
補
』
平
成
元
年
・
岩
波
書
店
、
一
六
五
頁
）。

「
徳
川
社
会
の
歴
史
的
遺
産
は
、
民
主
的
・
人
民
革
命
的
過
程
に
よ
る
下
か
ら
の

0

0

0

0

社
会
的
変
革
を
許
さ
ず
、
か
え
っ
て
専
制
的
に
上
か
ら
の

0

0

0

0

変
革

を
お
こ
な
わ
し
め
た
。」

（
5
） 

加
藤
陽
子
『
そ
れ
で
も
、
日
本
人
は
「
戦
争
」
を
選
ん
だ
』（
平
成
二
一
年
・
朝
日
出
版
社
）
八
頁
は
、「
自
国
民
、
他
国
民
を
と
も
に
絶
望
の

淵
に
追
い
や
る
戦
争
の
惨さ

ん

禍か

が
繰
り
返
さ
れ
な
が
ら
も
、
戦
争
は
き
ま
じ
め
と
も
い
う
べ
き
相そ

う

貌ぼ
う

を
た
た
え
て
起
こ
り
続
け
ま
し
た
。」
と
表
現
し

て
い
る
。

（
6
） 

鏑
木
清
方
『
紫
陽
花
舎
随
筆
』（
平
成
三
〇
年
・
講
談
社
文
芸
文
庫
）
一
二
五
頁
。

（
7
） 

宮
沢
賢
治
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」『
宮
沢
賢
治
全
集
10
』（
平
成
七
年
・
ち
く
ま
文
庫
）
一
八
頁
。

（
8
） 

谷
川
徹
三
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
こ
れ
は
、「
農
民
達
の
苦
し
い
生
活
と
結
び
つ
い
た
社
会
感
情
の
表
白
」（『
宮
沢
賢
治
詩
集
』
平
成
一
九

年
・
岩
波
文
庫
、
三
五
四
頁
〔
解
説
〕）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
9
） 

多
く
の
実
務
家
の
論
稿
を
集
め
た
も
の
と
し
て
、
安
廣
文
夫
編
著
『
裁
判
員
裁
判
時
代
の
刑
事
裁
判
』（
平
成
二
七
年
・
成
文
堂
）
が
参
考
に

（
九
七
五
）
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な
る
。

（
10
） 

古
代
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
紀
元
前
三
九
九
年
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
す
る
裁
判
が
あ
る
。
裁
判
の
経
緯
な
ら
び
に
日
頃
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
あ
り

さ
ま
を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ー
ン
著
、
佐
々
木
理
訳
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
思
い
出
』（
昭
和
四
九
年
・
岩
波
文
庫
）
が
あ
る
。

（
11
） 
日
本
の
中
世
の
民
事
裁
判
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
阿
仏
尼
の
『
十
六
夜
日
記
』
が
あ
る
。
阿
仏
は
夫
為
家
の
死
去
後
、
夫
の
前
妻
の
子
為
氏

が
、
為
家
の
遺
言
に
背
い
て
播
磨
の
細
川
庄
を
譲
ら
ぬ
と
し
て
鎌
倉
幕
府
に
訴
え
る
た
め
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
年
）
十
月
の
十
六
夜
（
い
ざ
よ

い
）
に
京
都
を
立
っ
て
東
海
道
を
下
っ
た
の
で
あ
る
。
十
六
夜
日
記
は
一
四
日
間
の
和
歌
を
入
れ
た
旅
日
記
で
あ
っ
て
、
裁
判
の
内
容
が
綴
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
12
） 

近
代
刑
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
罪
刑
法
定
主
義
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
犯
罪
と
刑
罰
を
決
め
る
の
は
、
基
本
的
に
は
国
民
の
考
え
に
基
づ
く

と
の
思
想
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
罪
刑
法
定
主
義
が
民
主
主
義
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
13
） 

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
著
、
松
岡
和
子
訳
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』（
平
成
一
四
年
・
ち
く
ま
文
庫
）。

（
14
） 

イ
ェ
ー
リ
ン
ク
著
、
日
沖
憲
郎
訳
『
権
利
の
た
め
の
闘
争
』（
昭
和
六
年
・
岩
波
文
庫
）
一
七
│
一
八
頁
は
、
バ
ル
サ
ザ
ー
博
士
の
解
決
方
法

を
非
難
し
て
い
る
。

「
裁
判
官
が
一
旦
そ
れ
を
有
效
だ
と
認
め
た
以
上
、
あ
と
か
ら

0

0

0

0

判
決
の
實
現
に
際
し
卑
劣
な
欺
計
で
そ
の
證
書
を
再
び
無
效
に
し
て
は
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
」。

（
15
） 

裁
判
官
の
正
統
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
憲
審
査
ま
で
す
る
裁
判
官
は
法
創
造
作
用
を
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
民
意
か
ら
独
立
し
て
い
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
（
樋
口
陽
一
編
『
講
座
・
憲
法
学
6
権
力
の
分
立
⑵
』
平
成
七
年
・
日
本
評
論
社
、
二
八
〇
頁

＜

樋
口
発
言＞

）。

（
16
） 

佐
藤
幸
治
「
権
力
分
立
／
法
治
国
家
」
樋
口
陽
一
編
『
講
座
・
憲
法
学
5
権
力
の
分
立
⑴
』（
平
成
六
年
・
日
本
評
論
社
）
四
一
頁
に
、
こ
の

見
解
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
17
） 

司
法
権
に
対
す
る
民
主
的
統
制
に
つ
い
て
は
、「
司
法
権
の
独
立
が
国
民
の
意
思
か
ら
も
完
全
に
独
立
で
あ
り
、
国
民
に
よ
る
民
主
的
統
制
を

排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
（
佐
藤
功
『
日
本
国
憲
法＜

全
訂
第
五
版＞

』
平
成
八
年
・
学
陽

（
九
七
六
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
三
九

書
房
、
五
〇
五
頁
）。

（
18
） 

大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
年
）
に
制
定
さ
れ
た
陪
審
法
は
、
陪
審
員
の
資
格
要
件
と
し
て
、
帝
国
臣
民
た
る
三
〇
歳
以
上
の
男
子
で
、
一
定
の

国
税
を
納
付
し
て
い
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
今
日
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
民
主
的
要
素
に
欠
け
る
。
と
く
に
、
陪
審
の
評
決
が
、
裁
判
官
の
意

見
と
異
な
る
と
き
は
、
他
の
陪
審
員
を
使
っ
て
陪
審
の
や
り
直
し
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
点
（
以
下
に
掲
げ
た
条
文
）
に
お
い
て
、

有
名
無
実
の
も
の
だ
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（
青
木
英
五
郎
『
陪
審
裁
判
』
昭
和
五
六
年
・
朝
日
新
聞
社
、
五
四
頁
）。

 

陪
審
法
九
五
条　

裁
判
所
陪
審
ノ
答
申
ヲ
不
当
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
訴
訟
ノ
如
何
ナ
ル
程
度
ニ
在
ル
ヲ
問
ハ
ス
決
定
ヲ
以
テ
事
件
ヲ
更
ニ
他
ノ
陪
審

ノ
評
議
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（
19
） 

フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
著
、
柴
田
裕
之
訳
『
共
感
の
時
代
へ　

動
物
行
動
学
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
』（
平
成
二
二
年
・
紀
伊
國
屋
書

店
）
三
七
頁
。

（
20
） 

犯
罪
の
発
生
率
（
刑
法
犯
に
危
険
運
転
致
死
傷
、
過
失
運
転
致
死
傷
等
を
含
む
）
は
、
人
口
一
〇
万
人
当
た
り
、
一
一
六
四
・
八
で
あ
る
（『
平

成
二
九
年
版
犯
罪
白
書
』
二
頁
）。
い
わ
ば
一
年
間
に
全
国
民
の
八
六
人
に
一
人
が
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
と
み
る
と
（
さ
ら
に
相
当
数
の
暗
数
が
あ

る
は
ず
）、
け
し
て
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。

（
21
） 

後
藤
昌
次
郎
『
冤
罪
』（
昭
和
五
四
年
・
岩
波
新
書
）
二
一
五
頁
以
下
は
、
冤
罪
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
要
因
と
し
て
、
①
偏
見
捜
査
│
別
件
逮

捕
、
②
証
拠
の
捏
造
、
③
官
憲
の
証
拠
隠
滅
と
偽
証
、
④
裁
判
官
の
予
断
・
偏
見
を
掲
げ
て
い
る
。

（
22
） 

木
谷
明
「
刑
事
事
実
認
定
の
基
本
的
あ
り
方
」
木
谷
明
責
任
編
集
『
刑
事
裁
判
は
何
を
判
断
す
る
か
』（
平
成
二
九
年
・
岩
波
書
店
）
二
二
頁

は
、「
裁
判
官
・
裁
判
員
は
、
無
実
を
訴
え
る
被
告
人
の
立
場
に
自
ら
を
置
い
て
そ
の
恐
ろ
し
さ
を
想
像
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
、「
刑
事
裁

判
の
心
」
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

（
23
） 

テ
レ
ビ
番
組
に
お
い
て
、
取
調
べ
室
内
で
被
疑
者
が
黙
秘
し
た
際
、
取
調
官
が
乱
暴
に
机
を
た
た
く
光
景
を
見
て
、
わ
れ
わ
れ
は
当
然
の
よ
う

に
思
っ
て
い
な
い
か
。

（
24
） 

筆
者
の
知
人
の
た
め
、
根
拠
が
示
せ
な
い
。

（
25
） 

こ
の
点
が
事
実
認
定
さ
れ
れ
ば
、
公
務
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
人
に
義
務
の
な
い
こ
と
を
行
わ
せ
た
こ
と
に
な
り
、
公
務
員
職
権
濫
用

（
九
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
四
〇

罪
（
刑
一
九
三
条
）
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
26
） 

後
藤
昌
次
郎
・
前
掲
注（
21
）二
二
四
頁
で
は
、「
利
害
関
係
の
な
い
第
三
者
の
供
述
調
書
で
も
、
事
実
を
客
観
的
に
正
し
く
述
べ
て
い
る
と
は

か
ぎ
ら
な
い
」
な
ど
、
調
書
に
頼
る
裁
判
の
危
う
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 
強
制
起
訴
さ
れ
た
数
は
、
平
成
二
一
年
か
ら
二
八
年
の
間
に
一
四
人
で
あ
り
、
確
定
し
た
事
件
は
七
人
で
、
二
人
に
有
罪
が
出
て
い
る
（『
平

成
二
九
年
版
犯
罪
白
書
』
二
三
七
頁
）。

（
28
） 

デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
著
、
平
山
真
理
子
訳
「
日
本
の
『
蜘
蛛
の
巣
』
司
法
と
検
察
の
活
動
」
後
藤
昭
責
任
編
集
『
刑
事
司
法
を
担
う

人
々
』（
平
成
二
九
年
・
岩
波
書
店
）
二
九
頁
。

（
29
） 

警
察
は
、
地
域
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
に
、
全
国
の
す
べ
て
の
警
察
署
に
警
察
署
協
議
会
を
置
い
て
い
る
が
（『
平
成
三
〇
年
版
警

察
白
書
』
二
二
六
頁
）、
捜
査
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
期
待
し
え
な
い
。

（
30
） 

柳
瀬
昇
「
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
問
題
」（
日
本
法
学
八
四
巻
二
号
）
四
九
頁
。
な
お
、
反
対
説
は
、
民

主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
31
） 

私
の
主
張
は
、
被
告
人
に
は
意
思
的
要
素
が
欠
け
る
た
め
、
そ
も
そ
も
行
為
と
は
い
え
ず
、
単
な
る
行
動
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

裁
判
例
と
し
て
は
、
夢
遊
状
態
で
妻
を
絞
扼
し
て
死
亡
さ
せ
た
場
合
、
任
意
の
意
思
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
ら
ず
、
行
為
と
い
え
な
い
と
し
て
、

無
罪
と
さ
れ
た
例
が
あ
る
（
大
阪
地
判
昭
三
七
・
七
・
二
四
下
刑
四
・
七
＝
八
・
六
九
六
）。

（
32
） 

被
疑
者
が
事
実
を
争
っ
て
い
る
の
に
、
副
検
事
の
取
調
べ
で
終
わ
ら
せ
て
よ
い
の
か
、
上
司
の
決
裁
官
（
検
事
）
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
働
い
て

い
な
い
の
か
。
検
察
の
扱
い
に
疑
問
が
残
る
。

（
33
） 

逮
捕
状
に
は
、「
逮
捕
す
る
手
続
を
し
た
年
月
日
時
」
を
書
く
欄
が
あ
る
。

（
34
） 

こ
の
判
例
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
（
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕』
平
成
八
年
・
有
斐
閣
、
四
頁
）
を
強
く
意
識
し
た
判
例
と

評
価
で
き
る
。

（
35
） 

ち
な
み
に
、
清
野
憲
一
「『
被
告
人
質
問
先
行
』
に
関
す
る
一
考
察
」
判
時
二
二
五
三
号
三
頁
は
、
通
常
裁
判
に
被
告
人
質
問
先
行
を
用
い
る

こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
（
清
野
は
検
察
官
）。

（
九
七
八
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
四
一

（
36
） 

新
約
聖
書
（
新
共
同
訳
）
の
使
徒
言
行
録
九
章
サ
ウ
ロ
の
回
心
一
八
節　
「
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
目
か
ら
う
ろ
こ
の
よ
う
な
も
の
が
落
ち
、
サ

ウ
ロ
は
元
ど
お
り
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。」

（
37
） 
家
令
和
典
「
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
よ
り
刑
事
裁
判
は
ど
う
変
わ
っ
た
か
」
木
谷
明
責
任
編
集
『
裁
判
所
は
何
を
判
断
す
る
』（
平
成
二
九

年
・
岩
波
書
店
）
一
二
二
│
一
二
三
頁
は
、「
真
の
公
判
中
心
主
義
・
当
事
者
主
義
の
実
現
の
た
め
に
は
、
法
曹
三
者
の
協
力
と
力
量
の
向
上
が
求

め
ら
れ
て
い
る
」
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
38
） 

山
口
直
也
編
著
『
テ
ィ
ー
ン
コ
ー
ト
・
少
年
が
少
年
を
直
ら
せ
る
裁
判
』（
平
成
一
一
年
・
現
代
人
文
社
）
一
六
頁
。

（
39
） 

山
口
・
前
掲
注（
38
）四
六
頁
。

（
40
） 

平
成
二
四
年
一
二
月
に
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
は
『
裁
判
員
裁
判
実
施
状
況
の
検
証
報
告
書
』
を
発
表
し
て
い
る
が
、
国
民
の
多
く
が
検
証

さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
気
が
つ
か
な
い
状
況
で
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

（
41
） 

上
告
審
が
下
級
審
の
判
断
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
破
棄
判
断
の
率
で
比
較
し
て
み
る
と
、
通
常
裁

判
で
は
〇
・
〇
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
第
一
審
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
っ
た
場
合
は
九
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
り
、
明
ら
か
に
高
い
。
裁
判
員
裁
判
で
あ
っ
た
方
が
覆
さ
れ
や
す
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
（
最
高

裁
判
所
事
務
総
局
『
平
成
二
九
年
司
法
統
計
年
報
2
刑
事
編
』）。

（
42
） 

平
成
二
七
年
に
裁
判
員
候
補
者
と
し
て
選
ば
れ
た
人
に
関
し
て
、
調
査
票
と
質
問
票
の
二
段
階
に
お
い
て
、

合
わ
せ
て
約
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
辞
退
を
認
め
ら
れ
て
い
る
（『
裁
判
員
制
度
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
・
改
訂
版
』

平
成
二
八
年
・
最
高
裁
判
所
）。

（
43
） 

裁
判
員
裁
判
が
開
始
さ
れ
る
前
、
全
国
で
一
年
間
に
約
三
千
件
が
裁
判
員
裁
判
に
な
る
と
予
想
が
立
て
ら
れ

て
い
た
が
、
平
成
二
八
年
の
新
規
受
理
人
員
は
一
〇
七
七
人
で
あ
り
、
終
局
処
理
人
員
は
一
一
二
六
人
で
あ
る

（『
平
成
二
九
年
版
犯
罪
白
書
』
四
二
頁
）。

（
44
） 

船
山
泰
範
・
平
野
節
子
『
裁
判
員
の
た
め
の
刑
法
入
門
』（
平
成
二
〇
年
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
六
四
頁
。

（
45
） 

窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
の
認
知
件
数
は
二
桁
違
い
で
あ
る
が
、
振
り
込
め
詐
欺
（
警
察
で
は
特
殊
詐
欺
と
呼
ん
で

 （平成 29 年）

上告審

第一審
終局総人員 破棄判断 破棄率

通 常 裁 判 2106 1 0.04％

裁判員裁判 146 14  9.6％

『平成 29 年司法統計年報 2刑事編』による。

（
九
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
四
二

い
る
）
の
一
件
当
た
り
の
被
害
額
が
大
き
い
た
め
、
平
成
二
六
年
に
全
体
の
被
害
額
に
つ
い
て
、
詐
欺
に
よ
る
被
害
が
窃
盗
を
上
回
り
、
そ
の
後
も

同
程
度
で
推
移
し
て
い
る
（『
平
成
三
〇
年
度
版
警
察
白
書
』
三
二
頁
）。

（
46
） 
こ
こ
で
判
決
文
を
引
用
す
る
の
は
お
門か

ど

違
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
高
裁
大
法
廷
が
裁
判
員
制
度
の
合
憲
性
を
示
し
た
判
決(

最
大
判
平

二
三
・
一
一
・
一
六
判
時
二
一
三
六
・
三
）
の
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
俗
な
言
い
方
を
用
い
れ
ば
、「
長
い
目
で
見
て
ほ
し
い
」

と
い
う
心
情
の
表
れ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

「
そ
の
目
的
を
十
全
に
達
成
す
る
に
は
相
当
の
期
間
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
過
程
も
ま
た
、
国
民
に
根
ざ
し
た
司
法

を
実
現
す
る
上
で
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
努
力
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
我
が
国

の
実
情
に
最
も
適
し
た
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。」

（
47
） 

國
井
恒
志
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
評
議
の
現
状
と
課
題
」
木
谷
明
責
任
編
集
『
裁
判
所
は
何
を
判
断
す
る
』（
平
成
二
九
年
・
岩
波
書
店
）

一
七
四
│
一
七
五
頁
で
は
、「
評
議
の
時
間
の
多
く
が
公
判
審
理
の
復
習
に
費
や
さ
れ
て
い
る
」
結
果
と
し
て
、「
裁
判
官
の
主
観
的
な
解
釈
が
入
っ

た
も
の
と
な
る
可
能
性
は
否
定
」
で
き
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
48
） 

田
口
真
義
『
裁
判
員
の
あ
た
ま
の
中
│
一
四
人
の
は
じ
め
て
物
語
』（
平
成
二
五
年
・
現
代
人
文
社
）
は
、
裁
判
員
経
験
者
た
ち
の
貴
重
な
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
49
） 

団
藤
重
光
『
死
刑
廃
止
論
〔
第
六
版
〕』（
平
成
一
二
年
・
有
斐
閣
）
に
よ
る
。

（
50
） 

ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
二
〇
一
八
年
七
月
三
一
日
、
ネ
ッ
ト
公
開
を
予
定
し
て
い
た
団
体
に
対
し
、「
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
被
害
を
米
国
市
民
に
与
え
る
」
と
し
て
、
公
開
を
一
時
差
し
止
め
る
命
令
を
出
し
た
の
で
あ
る
（
平
成
三
〇
年
八
月
二
日
・
日
本
経
済
新
聞
朝

刊
）。

T
he W

ashington P
ost

・W
ednesday, A

ugust 1, 2018

は
、「
裁
判
官
が
阻
止
す
る
」
と
い
う
見
出
し
（Judge blocks posting of 

blueprints for 3-D
-printed guns hours before release

）
で
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
51
） 

暉
峻
淑
子
『
対
話
す
る
社
会
へ
』（
平
成
二
九
年
・
岩
波
新
書
）
ま
え
が
き
ⅴ
頁
。

（
52
） 

フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
・
ス
イ
ス
な
ど
国
民
投
票
制
度
を
有
す
る
国
は
一
般
に
憲
法
の
条
文
に
規
定
を
も
つ
が
、
成
文
憲
法
を
有
し
な
い
イ
ギ

（
九
八
〇
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
四
三

リ
ス
で
は
、
国
民
投
票
一
般
の
手
続
規
定
を
も
た
ず
、
国
民
投
票
を
実
施
す
る
度
に
特
別
法
を
制
定
し
て
い
る
（
澤
井
遼
太
他
「
国
民
投
票
を
考
え

る
│
イ
ギ
リ
ス
Ｅ
Ｕ
離
脱
国
民
投
票
を
事
例
に
し
て
│
」
早
稲
田
社
会
科
学
総
合
研
究
別
冊
『
二
〇
一
六
年
度
学
生
論
文
集
』
一
七
四
頁
・
一
八
四

頁
）。

（
53
） 
死
刑
廃
止
を
推
進
す
る
議
員
連
盟
は
、
一
九
九
四
年
に
結
成
さ
れ
た
。
二
〇
〇
三
年
に
、「
重
無
期
刑
の
創
設
及
び
死
刑
制
度
調
査
会
の
設
置

等
に
関
す
る
法
律
」
案
を
作
成
し
た
り
、
法
務
大
臣
に
死
刑
執
行
停
止
の
申
し
入
れ
を
行
う
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
る
。

（
54
） 

柳
瀬
昇
『
熟
慮
と
討
議
の
民
主
主
義
理
論
』（
平
成
二
七
年
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
七
一
頁
は
、
裁
判
員
裁
判
の
導
入
に
つ
い
て
、「
一
般
の
国

民
に
開
か
れ
た
公
共
的
討
議
の
場
を
新
た
に
創
設
す
る
も
の
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
55
） 

こ
の
事
案
に
つ
い
て
、
刑
法
理
論
上
は
、
期
待
可
能
性
の
見
地
か
ら
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
（
船
山
泰
範
「
期
待
可
能
性
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ

総
論
〔
第
7
版
〕
一
二
四
頁
）。

（
56
） 

阿
部
謹
也
『
日
本
人
の
歴
史
意
識
│
「
世
間
」
と
い
う
視
角
か
ら
│
』（
平
成
一
六
年
・
岩
波
新
書
）
七
頁
。

（
57
） 

阿
部
・
前
掲
注（
56
）七
頁
。

（
58
） 

阿
部
・
前
掲
注（
56
）二
〇
一
頁
。

（
59
） 

篠
原
一
『
市
民
の
政
治
学
│
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か
│
』（
平
成
一
六
年
・
岩
波
新
書
）。

（
60
） 

篠
原
・
前
掲
注（
59
）一
五
六
頁
。

（
61
） 

篠
原
・
前
掲
注（
59
）一
五
六
頁
。

（
62
） 

た
だ
し
、
見
田
宗
介
は
、
後
半
の
四
〇
年
を
支
配
し
た
「
冷
戦
」
の
終
結
は
、「『
西
側
』
の
世
界
の
自
由
と
魅
力
性
に
よ
る
勝
利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
」

と
、
敗
者
の
側
に
憎
し
み
が
残
ら
な
か
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
（
見
田
宗
介
『
現
代
社
会
は
ど
こ
に
向
か
う
か
│
高
原
の
見
晴
ら
し
を
切
り
開
く
こ

と
』
平
成
三
〇
年
・
岩
波
新
書
、
一
四
四
頁
）。

（
63
） 

篠
原
・
前
掲
注（
59
）は
じ
め
に
ⅱ
頁
。

（
64
） 

恒
藤
恭
『
法
の
本
質
』（
昭
和
四
三
年
・
岩
波
書
店
）
二
七
頁
は
、「
人
間
の
社
会
生
活
に
お
け
る
自
覚
の
要
素
の
主
要
な
る
も
の
と
し
て
」
社

会
規
範
が
挙
示
さ
れ
る
と
す
る
。

（
九
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
四
四

（
65
） 

人
間
に
と
っ
て
、
本
来
「
か
け
が
え
の
な
い
も
の
を
剝
奪
す
る
」
制
裁
だ
と
さ
れ
る
（
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
昭
和
五
〇
年
・
弘
文
堂
、

三
頁
）。

（
66
） 
加
賀
乙
彦
『
悪
魔
の
さ
さ
や
き
』（
平
成
一
八
年
・
集
英
社
新
書
）
に
い
う
悪
魔
の
さ
さ
や
き
は
、
人
間
の
弱
さ
の
一
面
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

（
67
） 

人
間
の
主
体
性
と
い
う
観
点
か
ら
刑
事
責
任
の
あ
り
方
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
朴
貞
根
『
人
格
責
任

新
理
論
』（
一
九
八
六
年
・
法
文
社
、

韓
国
語
の
も
の
）
が
あ
る
。

（
68
） 

要
は
、
極
刑
が
死
刑
な
の
か
無
期
刑
な
の
か
に
よ
る
と
の
立
場
か
ら
、
死
刑
を
止
め
て
、
極
刑
と
な
っ
た
無
期
刑
に
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
、
と
の
見
解
も
あ
る
（
佐
伯
仁
志
『
制
裁
論
』
平
成
二
一
年
・
有
斐
閣
、
五
四
頁
）。

（
69
） 

刑
罰
に
関
す
る
私
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
船
山
泰
範
「
希
望
が
な
け
れ
ば
刑
罰
と
は
い
え
な
い
」
政
経
研
究
四
九
巻
四

号
二
〇
五
頁
以
下
。

（
70
） 

ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
著
、
風
早
八
十
二
訳
『
犯
罪
と
刑
罰
』（
昭
和
三
年
・
岩
波
文
庫
）
九
八
頁
で
は
、
死
刑
が
不
合
格
に
な
る
理
由
と
し
て
、
社

会
に
有
害
な
の
は
、「
人
々
に
ざ
ん
こ
く
行
為
の
手
本
を
与
え
る
」
点
に
あ
る
と
す
る
。

（
71
） 

見
田
宗
介
は
、「
憎
し
み
は
人
間
を
破
綻
に
導
く
最
も
強
力
な
感
情
で
あ
る
。
…
…
憎
悪
の
罠
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
…
…
ど
こ

か
で
憎
悪
と
は
反
対
の
感
情
を
経
験
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
だ
け
で
あ
る
。」
と
す
る
（
見
田
・
前
掲
注（
62
）の
文
献
一
四
七
頁
）。
こ
の
思
想
は
、

死
刑
廃
止
論
の
根
拠
の
一
つ
に
な
る
と
思
う
。

（
72
） 

加
害
者
の
更
生
を
内
包
し
、
被
害
者
側
の
社
会
復
帰
な
ら
び
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築
を
考
え
る
修
復
的
司
法
（
リ
ス
ト
ラ
テ
ィ
ブ
・
ジ
ャ

ス
テ
ィ
ス
）
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

菊
池
寛
『
恩
讐
の
彼
方
に
』（
昭
和
二
七
年
・
岩
波
文
庫
）
は
、
修
復
的
司
法
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
物
語
は
、
第
一
に
、
加
害
者
は
公
の

刑
罰
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
選
択
に
よ
っ
て
社
会
奉
仕
（
隧
道
の
開
鑿
）
を
行
い
、
第
二
に
、
被
害
者
の
家
族
は
加
害
者
の
贖
罪
行
為
に
感

銘
を
受
け
て
（
住
民
の
助
言
も
あ
る
）、
復
讐
で
は
な
く
、
加
害
者
と
と
も
に
洞
窟
を
槌
で
穿
つ
こ
と
を
通
し
て
許
す
と
い
う
、
筋
立
て
で
あ
る
。

修
復
的
司
法
に
つ
い
て
は
、
高
橋
則
夫
『
修
復
的
司
法
の
探
究
』（
平
成
一
五
年
・
成
文
堂
）
が
基
本
的
思
想
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
。

（
九
八
二
）



裁
判
員
裁
判
は
民
主
化
の
進
展
に
役
立
っ
て
い
る
か
（
船
山
）

一
四
五

（
73
） 

再
入
率
（
受
刑
者
が
出
所
し
た
後
、
再
び
犯
罪
を
行
な
っ
て
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
る
率
）
を
み
る
と
、
満
期
釈
放
者
に
つ
い
て
は
五
年
以
内
に

四
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
仮
釈
放
者
に
つ
い
て
は
二
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
（『
平
成
二
九
年
版
犯
罪
白
書
』
二
一
六
頁
）、
相
当
の
差
が
あ
る
。
仮
釈

放
者
に
は
必
ず
保
護
観
察
の
つ
く
こ
と
が
、
大
き
な
差
の
理
由
と
い
え
る
。

（
74
） 
判
決
理
由
に
お
い
て
、「
再
犯
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
薬
物
乱
用
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
備
え
た
保
護
観
察
所
の
下
で
、
薬
物
離
脱
の
た
め
の
適
切

な
指
導
を
受
け
さ
せ
る
期
間
を
十
分
に
設
け
る
こ
と
が
有
用
」
と
言
い
渡
さ
れ
た
例
（
千
葉
地
判
平
二
八
・
六
・
二
）
が
あ
る
。

（
75
） 

葛
野
尋
之
『
刑
事
司
法
改
革
と
刑
事
弁
護
』（
平
成
二
八
年
・
現
代
人
文
社
）
三
一
頁
は
、
市
民
が
主
権
者
と
し
て
刑
事
裁
判
に
直
接
参
加
す

る
こ
と
は
、「
国
民
主
権
に
基
づ
く
民
主
主
義
原
理
に
よ
っ
て
こ
そ
基
礎
づ
け
ら
れ
る
」
と
す
る
。

（
76
） 

池
田
修
他
著
『
解
説
裁
判
員
法
〔
第
3
版
〕』（
平
成
二
八
年
・
弘
文
堂
）
一
│
三
頁
。

（
77
） 

篠
原
・
前
掲
注（
59
）一
五
八
頁
。

（
78
） 

暉
峻
・
前
掲
注（
51
）ま
え
が
き
ⅶ
頁
。

本
稿
は
、
平
成
三
〇
年
七
月
四
日
、
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
国
際
総
合
政
策
学
科
主
催
の
学
術
講
演
会
に
お
い
て
、
私
が
「
裁
判
員

裁
判
の
贈
り
物
」
の
題
目
で
講
演
し
た
も
の
を
元
に
、
論
文
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
の
企
画
を
し
て
頂
い
た
小
野
健
太
郎

教
授
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
九
八
三
）





期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
四
七

期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か

ウ
ド
ー
・
フ
ィ
ン
ク

長
谷
川　

福　

造　
　

訳

Ⅰ
．
問
題
の
序
説

す
で
に
何
年
も
前
か
ら
、
公
的
任
務
の
遂
行
に
関
す
る
伝
統
的
な
枠
組
み
が
今
日
も
な
お
時
流
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う

疑
問
を
巡
っ
て
激
し
い
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る

（
1
）

。
こ
の
議
論
は
、
と
り
わ
け
終
身
官
吏
（L

ebenszeitbeam
te

）
の
形
式
に
お
い
て
生
じ
て

い
る
。
終
身
官
吏
の
成
立
は
、
一
八
世
紀
の
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
に
遡
る
と
い
っ
て
も
き
っ
と
誤
り
で
は
な
く

（
2
）

、
終
身
官
吏
に
批
判
的
な
者

た
ち
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
先
天
的
に
全
く
決
定
的
な
機
能
不
全
を
抱
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
終
身
官
吏
は
、
特
殊
な
仕
組
み
と
し
て

時
代
遅
れ
な
官
治
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
さ
れ
る
し
、
今
日
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
協
調
的
な
行
政
行
為
と
い
う
国
民
の
立
場

翻　

訳

（
九
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
四
八

に
立
っ
た
方
式
に
よ
る
、
現
代
社
会
の
絶
え
間
な
い
需
要
の
変
化
へ
対
応
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
批
判
的
な
者
た
ち
か
ら
見
る
と
、
終

身
官
吏
は
、
国
家
と
社
会
の
協
調
で
は
な
く
対
立
と
い
う
人
為
的
な
二
元
分
立
に
あ
る
高
権
的
な
（hoheitlich

）
行
政
と
い
う
、
完
全
に

時
代
遅
れ
な
方
式
を
示
し
て
い
る

（
3
）

。

特
に
猜
疑
を
呼
び
起
こ
す
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
官
吏
が
こ
の
数
百
年
の
経
過
の
中
で
勝
ち
取
っ
て
き
た
特
権
で
あ
る
。
と
り
わ

け
、
官
吏
と
し
て
の
地
位
が
失
わ
れ
な
い
こ
と
は
、
た
く
さ
ん
の
人
々
が
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に
解
雇
通
告
と
い
う
ダ
モ
ク
レ
ス
の
剣

に
さ
い
な
ま
れ
、
数
多
く
の
失
業
者
を
抱
え
る
社
会
に
お
い
て
、
妬
み
を
呼
び
起
こ
す
。
そ
れ
に
ま
た
、
病
気
と
老
後
の
リ
ス
ク
に
対
す

る
国
家
に
よ
る
包
括
的
な
配
慮
、
職
務
上
の
住
所
移
転
に
お
け
る
多
額
の
調
整
手
当
、
及
び
長
期
の
一
時
退
職
と
い
う
安
定
し
た
基
盤
に

よ
っ
て
政
治
の
分
野
に
お
い
て
特
別
の
役
職
に
就
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
社
会
に
対
す
る
官
吏
の
職
務
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
得
な

い
か
た
ち
で
国
か
ら
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
抱
か
せ
る

（
4
）

。

あ
ら
ゆ
る
関
係
に
お
い
て
守
ら
れ
る
終
身
的
地
位
を
背
景
に
す
る
と
、
官
吏
が
怠
惰
に
陥
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

ま
た
、
官
吏
の
間
で
の
競
争
が
決
し
て
十
分
で
な
い
こ
と
か
ら
、
適
切
に
職
務
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
彼
ら
に
湧
か
な
い
と
さ
れ

る
。
官
吏
の
昇
進
は
、
対
外
的
に
価
値
の
あ
る
業
績
を
挙
げ
た
こ
と
に
対
す
る
報
奨
と
し
て
で
は
な
く
、
我
々
の
政
党
国
家
の
中
に
お
い

て
、
持
続
的
な
荒
稼
ぎ
に
よ
っ
て
作
動
さ
れ
続
け
る
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
と
し
て
決
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
選

挙
の
敗
北
後
に
能
力
は
無
い
が
政
治
的
に
信
頼
で
き
る
党
員
た
ち
を
昇
進
さ
せ
る
と
い
う
度
を
越
し
た
大
騒
ぎ
で
頂
点
に
達
す
る
と
さ
れ

る
。最

後
に
、
世
界
的
な
市
場
経
済
か
ら
要
求
さ
れ
る
の
は
、
国
家
は
高
権
的
な
行
政
に
あ
る
様
々
な
領
域
か
ら
身
を
引
い
て
、
行
政
を
全

て
私
的
活
動
に
委
ね
る
、
或
い
は
少
な
く
と
も
私
法
的
な
形
式
を
拡
大
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
ず

（
九
八
六
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
四
九

も
っ
て
あ
る
職
務
が
民
営
化
さ
れ
る
と
、
国
家
は
い
ず
れ
に
せ
よ
官
吏
を
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
所
定
の
公

権
的
な
活
動
と
い
う
公
法
的
な
形
式
に
お
い
て
履
行
さ
れ
る
べ
き
職
務
に
し
か
官
吏
を
任
用
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
今
日
で
は
、

例
え
ば
警
察
の
よ
う
に
職
務
の
形
式
に
お
い
て
国
家
が
携
わ
る
べ
き
事
項
で
さ
え
も
、
市
民
が
行
政
活
動
の
結
果
さ
え
承
知
す
れ
ば
よ
い

の
で
は
な
く
、
市
民
が
様
々
な
か
た
ち
で
行
政
手
続
に
参
画
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
協
調
的
ス
タ
イ
ル
が
、
国
家
に
促

さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
協
調
的
な
行
政
ス
タ
イ
ル
に
は
、
公
勤
務
職
員
（A

ngestelle im
 öff entlicher D

ienst

）
の
方
が
、
官
吏
（B

eam
te

）

よ
り
も
は
る
か
に
相
応
し
い
。
公
勤
務
職
員
は
、
私
法
上
の
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
っ
て
は
る
か
に
柔
軟
に
任
命
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
し
、
や
む
を
得
な
い
需
要
の
減
少
に
応
じ
て
解
雇
も
可
能
で
あ
る
。
公
勤
務
職
員
の
給
与
も
成
績
に
合
わ
せ
て
調
整
可
能
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
官
吏
に
対
し
て
よ
り
も
明
確
に
行
政
行
為
の
効
率
性
向
上
を
督
励
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
最
終
的
に
、
官
吏
と
比

べ
て
相
当
な
経
費
削
減
と
な
る
と
さ
れ
る
。

公
勤
務
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
批
判
を
背
景
に
す
る
と
、
期
限
付
き
の
官
吏
関
係
（befristete B

eam
tenverhältnis

）
に
有

利
に
な
る
よ
う
終
身
の
官
吏
任
用
を
廃
止
す
る
こ
と
を
巡
る
議
論
は
、
全
て
の
国
家
作
用
に
お
け
る
完
全
な
脱
官
吏
化
へ
の
ひ
と
つ
の
道

筋
に
す
ぎ
な
い
。
終
身
官
吏
の
身
分
を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
勤
務
の
旧
来
的
な
構
造
を
打
開
す
る
重
要
な
歩
み
が
も
た
ら
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
有
期
官
吏
（B

eam
te auf Z

eit

）
ま
た
は
試
用
官
吏
（B

eam
te auf P

robe

）
と
し
て
の
み
任
命
さ
れ
た
官
吏
は
、

限
定
さ
れ
た
任
用
期
間
の
満
了
し
た
時
点
で
、
業
績
が
悪
い
と
き
は
解
雇
が
迫
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
動
機
づ
け
に
な
る
。
そ
れ

に
加
え
て
、
望
ま
れ
る
副
次
的
効
果
と
し
て
、
大
勢
か
ら
宿
命
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
官
吏
と
雇
用
主
（D

ienstherr

）
の
一
体

性
も
除
去
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
期
限
付
き
の
官
吏
は
、
職
務
を
全
身
全
霊
を
捧
げ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
た
だ
仕
事
と
し
て
意
識

（
九
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
五
〇

す
る
こ
と
に
な
る

（
5
）

。

Ⅱ
．
現
行
法
に
お
け
る
法
的
状
況

現
在
効
力
の
あ
る
公
勤
務
法
は
、
根
本
的
な
批
判
の
観
点
を
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
な
お
全
面
的
に
は
考
慮
し
て
い
な
い
が
、
終
身
官
吏

の
廃
止
に
お
け
る
道
筋
を
少
な
く
と
も
端
緒
に
お
い
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
要
素
を
既
に
含
ん
で
い
る
。
単
純
化
す
る
た
め
に
、
現
行
の

公
務
員
に
関
す
る
法
の
具
現
化
に
お
い
て
は
、
連
邦
官
吏
法
（B

undesbeam
tengesetz

〔B
B
G

〕）
が
基
盤
と
さ
れ
て
い
る
。
州
お
よ
び
地

方
自
治
団
体
（K

om
m
une

）
の
官
吏
に
対
し
て
は
、
同
じ
く
連
邦
法
と
し
て
効
力
を
も
つ
官
吏
地
位
法
（B

eam
tenstatusgesetz

）
に
よ
る

の
と
同
様
の
方
式
に
お
い
て
、
興
味
深
い
規
律
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

連
邦
官
吏
法
（B

B
G

）
六
条
一
項
か
ら
四
項
は
、
官
吏
関
係
を
基
礎
づ
け
る
四
種
類
の
重
要
な
方
式
を
定
め
て
い
る
。
第
一
位
に
置
か

れ
て
い
る
の
は
、
終
身
官
吏
（B
eam

te auf L
ebenszeit

〔
第
一
項
〕）
で
あ
る
。
そ
の
他
、
有
期
官
吏
（B

eam
te auf Z

eit

〔
第
二
項
〕）、
試

用
官
吏
（B

eam
te auf P

robe

〔
第
三
項
〕）
及
び
撤
回
権
留
保
付
き
官
吏
（B

eam
te auf W

iderruf

〔
第
四
項
〕）
が
並
置
さ
れ
て
い
る
。
終
身

官
吏
に
任
命
さ
れ
る
の
は
、
高
権
的
任
務
や
国
家
の
防
衛
の
基
盤
に
関
わ
る
任
務
、
あ
る
い
は
私
法
的
な
雇
用
関
係
に
移
管
さ
せ
ら
れ
な

い
長
期
的
に
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
任
務
に
就
く
者
で
あ
る
。

連
邦
官
吏
法
六
条
一
項
一
文
は
明
確
に
、
終
身
の
官
吏
関
係
が
官
吏
関
係
の
標
準
方
式
で
あ
る
と
定
め
て
い
る

（
6
）

。
こ
の
表
出
は
ま
た
、

他
の
幾
つ
か
の
官
吏
関
係
に
関
す
る
諸
々
の
規
則
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
連
邦
官
吏
法
六
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
試
用
官
吏
へ
の
任

命
は
、
後
に
終
身
官
吏
と
し
て
任
用
さ
れ
る
予
定
が
あ
る
者
か
（
第
一
号
）、
ま
た
は
連
邦
官
吏
法
二
四
条
五
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
管

（
九
八
八
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
五
一

理
的
な
官
職
（leitendes A

m
t

）
に
移
さ
れ
る
予
定
が
あ
る
場
合
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
試
用
期
間
は
、
連
邦
官
吏
法
六
条
三
項
一

文
の
通
例
に
お
い
て
は
、
終
身
官
吏
へ
の
任
用
に
必
要
不
可
欠
な
通
過
段
階
で
あ
る
。
試
用
期
間
は
、
上
級
公
務
（der gehobenen 

D
ienst

）
に
あ
る
官
吏
に
お
い
て
連
邦
ラ
ウ
フ
バ
ー
ン
令
（B

undeslaufbahnverordnung

〔B
L
V

〕）
一
三
条
一
項
に
従
っ
て
通
常
三
年
間
継

続
し
、
中
級
公
務
（der m

ittleren D
ienst

）
及
び
高
級
公
務
（der höheren D

ienst

）
に
あ
る
官
吏
に
お
い
て
は
通
常
二
年
間
継
続
す
る

（
連
邦
ラ
ウ
フ
バ
ー
ン
令
一
二
条
一
文
、
一
四
条
一
文
参
照
）。
こ
の
期
間
中
に
能
力
を
実
証
し
た
場
合
、
そ
の
官
吏
は
終
身
官
吏
と
し
て
任
用

さ
れ
る
権
利
を
取
得
す
る

（
7
）

。

特
殊
な
事
例
を
形
成
す
る
の
が
、
連
邦
官
吏
法
二
四
条
五
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
管
理
職
（leitende F

unktion

）
の
委
嘱
で
あ
る
。

諸
々
の
管
理
職
は
、
最
上
級
の
連
邦
官
庁
に
お
け
る
俸
給
グ
ル
ー
プ
Ｂ
6
か
ら
Ｂ
9
ま
で
の
諸
官
職
、
並
び
に
そ
の
他
の
連
邦
官
庁
並
び

に
連
邦
直
轄
の
社
団
、
施
設
及
び
公
法
上
の
財
団
の
長
に
あ
る
俸
給
規
定
Ｂ
に
属
す
る
諸
官
職
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
連
邦
官

吏
法
二
四
条
は
、
昇
進
の
決
定
に
限
っ
て
の
み
該
当
し
、
官
吏
関
係
を
最
初
に
形
成
す
る
場
面
に
は
該
当
し
な
い
。
そ
の
点
で
、
志
願
者

は
連
邦
官
吏
法
二
四
条
二
項
一
文
一
号
に
従
っ
て
、
既
に
何
ら
か
の
終
身
官
吏
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
官

吏
は
、
連
邦
官
吏
法
二
四
条
四
項
一
文
に
従
っ
て
、
試
用
期
間
に
お
け
る
実
証
へ
向
け
て
差
し
当
た
り
た
だ
試
験
的
に
認
め
ら
れ
た
終
身

官
吏
に
任
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
管
理
職
に
お
け
る
試
験
的
な
任
用
は
、
終
身
と
し
て
の
任
用
を
基
礎
に
し
て
い
る

こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
た
だ
原
則
的
に
官
吏
関
係
を
最
初
に
形
成
す
る
際
に
試
用
期
間
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
昇

進
の
際
に
更
に
直
ち
に
終
身
の
任
用
が
生
じ
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
任
用
は
、
規
整
を
緩
和
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

有
期
官
吏
の
任
用
関
係
の
場
合
は
、
様
相
が
異
な
る
。
こ
れ
は
、
官
吏
が
限
定
さ
れ
た
期
間
だ
け
高
権
的
任
務
に
任
用
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
に
設
定
さ
れ
る
。
期
限
付
き
で
官
吏
を
任
用
す
る
こ
と
は
、
連
邦
及
び
州
の
官
吏
法
に
従
い
、
法
律
が
そ
の
例
外
と
し
て

（
九
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
五
二

規
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
の
み
許
容
さ
れ
る
。
期
限
付
き
の
官
吏
任
用
が
起
こ
り
う
る
伝
統
的
な
適
用
領
域
は
、
特
に
地
方
自
治
団

体
の
範
囲
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
持
つ
被
選
官
吏
（W

ahlbeam
te

）
で
あ
る

（
8
）

。
も
う
一
つ
の
適
用
領
域
は
、
大
学
で
あ
る
。
例
え
ば
、

講
師
（akadem

ischer R
at

）
や
ジ
ュ
ニ
ア
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
（Juniorprofessor

）
は
有
期
官
吏
と
し
て
採
用
さ
れ
、
大
学
教
授
は
、
終
身

か
或
い
は
期
限
付
き
で
任
用
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
9
）

。

旧
法
に
よ
る
と
、
管
理
職
に
あ
る
官
吏
も
ま
た
期
限
付
き
で
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
旧
官
吏
法
大
綱
法

（B
eam

tenrechtsrahm
engesetzes 

（B
R
R
G

））
一
二
ｂ
条
一
項
・
二
項
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
合
計
一
〇
年
の
期
間
を
超
え
て
は
な
ら
ず
任
期

二
期
の
制
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
も
、
官
職
の
昇
進
（B

eförderung

）
に
限
ら
れ
て
お
り
、
志
願
者
は
前
も
っ
て
既
に
終
身

官
吏
に
な
っ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
試
用
官
吏
と
異
な
り
、
任
期
が
満
了
し
た
後
も
、
終
身
官
吏
へ
の
任
用
請
求
権
は
存
在

し
な
か
っ
た
。
官
吏
法
大
綱
法
一
二
ｂ
条
三
項
に
よ
る
と
、
こ
の
官
吏
は
、
最
初
の
任
期
が
満
了
し
た
後
、
終
身
官
吏
と
し
て
任
用
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
二
期
目
の
任
期
満
了
後
は
、
終
身
官
吏
の
身
分
で
恒
久
的
な
職
務
を
当
該
官
吏
に
委
嘱
す
る
も

の
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
特
に
最
初
の
任
期
満
了
後
、
雇
用
主
（D

ienstherr

）
は
、
引
き
続
い
て
こ
の
官
吏
を
雇
用
す
る
か
、
あ
る
い

は
法
律
上
官
吏
と
し
て
の
地
位
を
終
え
る
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
裁
量
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
評
価
は
、
職
務
に
お
け
る
適
性
の
実
証

に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
他
の
事
項
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

（
10
）

。

期
限
付
き
の
官
吏
任
用
に
よ
く
似
た
規
律
を
、
か
つ
て
の
連
邦
俸
給
法
（B

undesbesoldungsgesetz 

（B
B
esG

））
四
六
条
一
項
一
文
が

定
め
て
い
た
が
、
そ
れ
は
高
権
的
分
野
の
官
職
に
つ
い
て
代
行
と
し
て
の
一
時
的
な
職
務
の
委
嘱
が
一
八
か
月
間
経
過
し
た
場
合
、
手
当

が
支
給
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
委
嘱
は
、
基
本
的
に
期
限
付
き
で
あ
り
、
そ
の
前
に
既
に
終
身
と
し
て
任
用
さ
れ
て
い
た
代

行
者
は
、
高
権
的
分
野
の
官
職
に
お
け
る
終
身
官
吏
へ
の
任
用
請
求
権
は
生
じ
な
か
っ
た
。

（
九
九
〇
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
五
三

最
後
に
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
さ
ら
に
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
政
治
的
官
吏
（politische B

eam
te

）
の
形
式
で
あ
る

（
11
）

。

連
邦
に
お
け
る
政
治
的
官
吏
の
範
囲
は
、
連
邦
官
吏
法
五
四
条
一
項
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
特
に
際
立
っ
た
管
理
職
に
あ
る
官

吏
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
常
に
連
邦
大
統
領
に
よ
っ
て
退
職
の
身
分
（R

uhestand

）
へ
と
異
動
さ
れ
得
る
。
連
邦
官
吏
法
二
四
条
に
基
づ
く

管
理
職
た
る
官
吏
（leitender B

eam
te

）
と
異
な
り
、
彼
ら
は
終
身
と
し
て
の
制
限
な
く
役
職
に
就
任
す
る
。
彼
ら
は
、
一
定
の
決
ま
っ

た
期
間
職
務
を
行
え
る
保
証
は
無
く
、
管
理
職
た
る
官
吏
が
当
初
の
職
務
に
引
き
続
き
就
く
の
に
対
し
て
、
彼
ら
は
、
次
の
職
務
に
任
命

さ
れ
る
ま
で
の
間
、
少
な
く
と
も
退
職
に
よ
っ
て
任
用
関
係
が
終
了
す
る
。

試
用
官
吏
関
係
に
も
有
期
官
吏
関
係
に
も
関
連
す
る
特
別
な
事
例
が
、
撤
回
権
留
保
付
き
官
吏
関
係
で
あ
る
。〔
連
邦
官
吏
法
〕
六
条

四
項
に
従
っ
て
、
準
備
実
習
勤
務
を
勤
め
上
げ
た
者
が
、
撤
回
権
を
留
保
さ
れ
て
任
用
さ
れ
る
（
第
一
文
）。
こ
の
類
型
の
典
型
的
な
適
用

領
域
は
、
か
つ
て
の
司
法
の
準
備
実
習
勤
務
（juristische V

orbereitungsdienst

）
で
あ
る
が
、
こ
の
勤
務
は
、
連
邦
ラ
ウ
フ
バ
ー
ン
令

二
一
条
一
項
一
号
が
連
邦
の
官
吏
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
よ
う
に
、
試
補
見
習
（R

eferendar （
12
））

か
ら
第
二
次
の
州
試
験
を
受
験
す
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
高
権
的
な
行
政
上
の
職
務
に
就
く
資
格
認
定
を
受
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
準
備
実
習
勤
務
に
お
け
る
撤

回
権
留
保
付
き
官
吏
関
係
は
、
資
格
認
定
の
試
用
期
間
に
な
る

（
13
）

。
た
だ
し
、
試
用
官
吏
関
係
と
異
な
っ
て
、
試
験
の
合
格
又
は
最
終
的
な

不
合
格
に
よ
っ
て
身
分
が
終
了
す
る
。

連
邦
官
吏
法
六
条
四
項
二
号
に
基
づ
い
て
、
撤
回
権
留
保
付
き
官
吏
を
、
付
随
的
に
又
は
一
時
的
に
の
み
高
権
的
な
任
務
に
従
事
す
る

よ
う
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
異
形
は
、
今
日
で
は
極
め
て
ま
れ
に
し
か
生
じ
な
い
。
か
つ
て
は
大
学
関
係
に
お
い
て
、

す
な
わ
ち
撤
回
権
留
保
が
付
い
た
官
吏
と
し
て
の
助
手
（A

ssistant

）
や
い
わ
ゆ
る
有
給
の
期
限
付
き
講
師
（D

ozent

）
な
ど
が
見
ら
れ
た

（
14
）

。

こ
の
よ
う
な
撤
回
権
留
保
付
き
官
吏
関
係
は
、
形
式
的
な
免
職
の
外
、
試
用
官
吏
関
係
に
遷
移
す
る
こ
と
で
終
了
す
る
。
こ
の
場
合
、
試

（
九
九
一
）



日
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法
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第
八
十
四
巻
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四
号
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二
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一
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）

一
五
四

用
官
吏
へ
の
転
籍
を
請
求
す
る
資
格
は
な
い

（
15
）

。
む
し
ろ
、
例
え
ば
連
邦
官
吏
法
三
七
条
一
項
は
連
邦
の
官
吏
に
つ
い
て
、
い
つ
で
も
撤
回

権
に
基
づ
い
て
罷
免
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
法
的
地
位
は
比
較
的
脆
弱
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
中
間
結
果
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
単
一
の
制
定
法
が
終
身
官
吏
を
通
例
と
し
て
定
め
て
い
る
一
方
で
、
官
吏
関
係
を

一
時
的
に
成
立
さ
せ
る
形
式
は
、
終
身
官
吏
の
身
分
に
つ
な
が
り
得
る
か
、
或
い
は
法
律
上
よ
り
詳
細
に
規
定
す
る
必
要
の
あ
る
例
外
事

例
に
該
当
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
今
日
で
は
、
官
吏
法
は
時
間
的
に
限
定
の
あ
る
勤
務

関
係
の
巨
大
な
集
積
を
含
ん
で
お
り
、
も
し
終
身
官
吏
の
原
則
を
消
滅
さ
せ
て
い
っ
た
場
合
、
期
限
付
き
勤
務
関
係
が
既
に
実
証
さ
れ
た

形
式
と
し
て
終
身
官
吏
の
地
位
に
代
わ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
公
勤
務
法
の
従
来
の
原
則
と
し
て
の
終
身
原
理
（L

ebenszeitprinzip

）

終
身
任
用
の
官
吏
と
何
ら
か
の
形
で
任
用
期
限
の
あ
る
官
吏
と
の
原
則
・
例
外
関
係
は
、
単
に
法
律
上
だ
け
で
な
く
、
憲
法
上
も
定
め

が
あ
る
。
公
勤
務
関
係
に
関
す
る
権
利
は
、
そ
の
基
本
構
造
と
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
基
本
法
。G

G

）
三
三
条
に
含
ま
れ

た
原
理
か
ら
導
か
れ
る
。
そ
の
中
で
基
本
法
三
三
条
五
項
は
、
職
業
官
吏
制
度
の
伝
統
的
諸
原
則
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
官
吏

法
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
も
注
意
を
向
け
て
い
る
。
官
吏
法
が
歴
史
的
に
成
長
し
て
き
た
の
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
絶
え
間
な
く
判

決
を
展
開
し
て
き
た
成
果
で
あ
る
し
、
特
に
、「
ラ
ウ
フ
バ
ー
ン
（L

aufbahn

）
に
分
類
さ
れ
る
全
て
の
職
務
の
終
身
委
任
の
原
則
」
が
そ

れ
で
あ
る

（
16
）

。
す
で
に
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
、
官
吏
の
罷
免
は
極
め
て
限
定
的
な
要
件
で
し
か
許
容
し
て
お
ら

ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
実
上
の
終
身
的
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
事
実
上
の
罷
免
不
能
は
、
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い

（
九
九
二
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
五
五

て
も
継
承
さ
れ
、
ま
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
二
九
条
一
項
一
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。「
公
務
員
の
任
用
は
、
法
律
に
特
別

の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
終
身
と
す
る
。」

終
身
原
理
の
目
的
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
前
提
条
件
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、「
官
吏
は
、
生
涯
の

職
務
と
し
て
公
勤
務
に
貢
献
し
、
経
済
的
に
独
立
し
て
、
基
本
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
公
務
と
し
て
の
任
務
の
履
行
に
、
政
治
的
作
用

の
駆
け
引
き
の
中
で
安
定
的
で
法
律
に
忠
実
な
行
政
を
保
持
し
て
、
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
定
的
な
法
的
地
位
を
意
識
す
る
こ
と

は
、
官
吏
の
志
向
を
法
と
法
律
が
指
し
示
す
職
務
執
行
へ
と
促
す
も
の
で
あ
る
し
、
全
国
民
の
た
め
の
党
派
的
で
な
い
職
務
を
行
う
能
力

を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
独
立
性
に
よ
っ
て
、
官
吏
は
、
事
実
に
即
し
て
い
な
い
干
渉
の
試
み
に

抵
抗
し
、
法
律
上
ま
た
は
職
務
上
の
命
令
の
適
法
性
に
対
し
て
懸
念
を
抱
い
た
場
合
に
、
自
己
の
上
司
や
政
治
的
指
導
者
に
忠
告
す
る
と

い
う
自
ら
の
義
務
を
果
た
せ
る
よ
う
に
な
る

（
17
）

。」

Ⅳ
．
終
身
原
理
と
成
績
原
理
（L

eistungsprinzip

）

終
身
原
理
の
例
外
は
、
公
勤
務
法
に
関
し
て
他
に
同
様
に
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
原
則
や
他
の
憲
法
上
の
原
理
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
場

面
に
限
っ
て
し
か
許
容
さ
れ
な
い

（
18
）

。
そ
の
た
め
、
期
限
付
き
の
官
吏
任
用
を
巡
っ
て
、
特
に
終
身
原
理
と
成
績
原
理
の
区
分
領
域
に
つ
い

て
議
論
が
あ
る
。
成
績
原
理
は
、
基
本
法
三
三
条
五
項
に
同
じ
く
根
拠
が
あ
る
が
、
基
本
法
三
三
条
二
項
に
よ
り
広
く
明
確
に
打
ち
出
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
条
文
に
従
っ
て
、
公
勤
務
へ
の
任
用
は
、
適
性
、
資
格
及
び
専
門
的
能
力
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
。
成
績
原
理
は
、

公
務
員
関
係
が
開
始
す
る
時
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
昇
進
や
職
務
の
単
な
る
一
時
的
な
委
託
に
お
い
て
も
作
用
す
る
。（

九
九
三
）



日
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一
五
六

成
績
原
理
は
一
面
で
、
職
務
管
理
者
（A

m
tsw

alter

）
が
、
普
遍
性
と
い
う
自
己
の
職
務
上
の
責
務
を
専
門
的
か
つ
効
率
的
に
果
た
す

こ
と
を
保
障
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
任
命
の
選
択
基
準
と
し
て
、
行
政
職
員
の
採
用
を
事
実
に
即
し
て
い
な
い
働
き
掛
け
か
ら
影
響
を

受
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
保
た
せ
る
。
例
え
ば
政
党
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
や
社
会
的
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
支
援
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

委
託
さ
れ
る
公
的
職
務
の
最
善
な
遂
行
を
保
障
す
る
こ
と
だ
け
が
、
公
職
へ
の
採
用
の
仲
立
ち
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
19
）

。

こ
の
よ
う
に
、
終
身
原
理
と
成
績
原
理
は
、
基
本
的
に
同
じ
目
的
に
仕
え
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
本
来
的
な
緊
張
関
係
が
こ

の
二
つ
の
原
理
の
間
に
存
在
す
る
。
雇
用
主
（D

ienstherr

）
が
あ
る
職
務
に
最
適
な
志
願
者
が
誰
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
に
予
測
的
な
判
断
を
迫
ら
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
志
願
者
に
関
す
る
充
実
し
た
情
報
が
必
要
と
な
る
。
雇
用
主
は
、
志
願
者
が
す
で
に

公
務
に
適
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
い
ち
早
く
信
頼
を
持
っ
て
取
得
で
き
る
。
あ
る
志
願
者

を
雇
用
主
が
す
ぐ
に
終
身
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
採
用
し
た
官
吏
が
後
に
な
っ
て
能
力
が
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
場
合

に
、
終
身
に
わ
た
っ
て
無
駄
な
俸
給
と
扶
養
の
給
付
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
実
証
に
基
づ
い
た
採
用

は
、
成
績
原
理
に
よ
る
終
身
採
用
に
関
す
る
条
件
と
し
て
、
単
に
正
当
化
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
守
る
べ
き
規
則
で
も
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
一
定
の
ラ
ウ
フ
バ
ー
ン
（L

aufbahn
）
に
関
す
る
条
件
が
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
点
で
、
撤

回
権
留
保
付
き
官
吏
関
係
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
撤
回
権
留
保
付
き
官
吏
は
、
試
用
官
吏
と
異
な
り
、
終
了
試
験
（A

bschlussprüfung

）

の
後
公
勤
務
か
ら
除
か
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
試
用
官
吏
が
既
に
備
え
て
い
る
採
用
適
格
を
、
撤
回
権
留
保
付
き
官
吏
は
こ
の
時
点
で

ま
だ
抽
象
的
に
し
か
具
備
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
採
用
適
格
を
自
ら
具
体
的
な
職
務
に
お
い
て
な
お
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
期
限
付
き
官
吏
の
採
用
は
、
個
別
事
例
ご
と
に
具
体
的
に
正
当
化
さ
れ
る

（
20
）

。
こ
の
よ
う
な
有
期
官
吏
や
パ
ー
ト
タ
イ

（
九
九
四
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
五
七

ム
官
吏
の
設
置
は
、
基
本
法
三
三
条
五
項
の
範
囲
内
で
は
な
い
。
だ
が
こ
れ
ら
は
、
終
身
官
吏
の
採
用
の
例
外
と
し
て
、
そ
の
時
々
の
公

務
の
特
別
な
需
要
が
充
足
さ
れ
な
い
場
面
で
正
当
化
さ
れ
る

（
21
）

。

Ⅴ
．
政
治
的
官
吏
と
自
治
体
の
公
選
官
吏
（kom

m
unale W

ahlbeam
te

）

政
治
的
官
吏
に
関
し
て
は
、
彼
ら
が
行
政
に
お
い
て
占
め
て
い
る
際
立
っ
た
地
位
に
よ
っ
て
、
制
約
が
正
当
化
さ
れ
る
。
た
し
か
に
一

部
の
文
献
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ト
ッ
プ
官
僚
と
特
別
な
信
頼
関
係
を
打
ち
立
て
得
る
点
で
政
治
的
な
統
率
に
関
す
る
正

当
な
利
益
が
あ
る
の
で
は
な
い

（
22
）

。
行
政
に
お
い
て
は
、
高
権
的
な
任
務
を
最
善
に
履
行
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
政
党
政
治
的

な
派
閥
あ
る
い
は
人
的
共
感
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
派
閥
は
重
要
で
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
特
に
内
閣
に
お
け
る
行
政
は
純
粋
な

法
執
行
だ
け
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
な
形
成
余
地
（politischer G

estaltungsspielräum
e

）
を
執
行
し
て
い
く

こ
と
が
標
準
と
し
て
備
わ
り
内
在
的
に
伴
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、
政
治
的
官
吏
が
政
権
交
代
に
伴
っ
て
交
替
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と

を
正
当
化
さ
せ
る

（
23
）

。
政
府
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
政
府
の
権
利
を
政
治
的
変
化
の
達
成
に
向
け
た
内
閣
の
実
際
の
行
政
活
動
に

お
い
て
組
み
替
え
る
よ
う
な
ト
ッ
プ
官
僚
を
任
命
す
る
権
限
を
必
要
と
す
る

（
24
）

。
自
治
体
の
公
選
官
吏
（kom

m
unale W

ahlbeam
te

）
に
お

い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る

（
25
）

。
彼
ら
の
政
治
的
見
解
を
行
政
活
動
に
移
し
替
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
運
命
も
政

治
的
な
統
率
と
い
う
運
命
に
結
び
付
け
ら
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
政
治
的
官
吏
あ
る
い
は
公
選
官
吏
の
グ
ル
ー
プ
を
む
や
み
に
拡
張
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
は
な
ら

な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
は
、
機
能
的
意
味
で
ど
の
程
度
ま
で
政
治
的
な
形
成
余
地
を
含
ん
で
い
る
か
、
綿
密
に
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な

（
九
九
五
）
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ら
な
い
。
基
本
的
に
、
官
吏
は
政
治
的
な
形
成
余
地
へ
の
参
加
を
呼
び
掛
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
中
立
の
立
場
か
ら
法
律
に
拘
束
さ
れ

て
い
る
。
連
邦
官
吏
法
六
〇
条
一
項
一
文
は
、
官
吏
は
政
党
で
は
な
く
全
国
民
に
奉
仕
す
る
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
法
治
主
義
原
理
、

民
主
主
義
原
理
及
び
権
力
分
立
原
理
の
発
現
で
あ
る
。
法
治
主
義
原
理

（
26
）

は
、
政
党
や
個
人
を
顧
慮
す
る
こ
と
の
な
い
法
の
執
行
を
要
求
す

る
。
民
主
主
義
原
理

（
27
）

は
、
民
主
的
に
選
出
さ
れ
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
官
吏
で
は
な
く
、
民
主
的
に
選
出
さ
れ
た
国
民
の
代
表
者
が
政

治
的
な
指
導
選
別
に
当
た
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
、
権
力
分
立
原
理

（
28
）

は
、
基
本
的
に
立
法
、
司
法
及
び
行
政
の
任
務
が
混
在
す
る

こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
が
そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
を
可
能
な
限
り
他
の
権
力
か
ら
干
渉
な
く
実
行
で
き
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

Ⅵ
．
期
限
付
き
官
吏
任
用
と
成
績
原
理

し
た
が
っ
て
、
期
限
付
き
で
そ
の
他
の
管
理
的
官
吏
（L

eitungsbeam
te

）
を
任
用
す
る
こ
と
は
、
政
府
の
政
治
的
な
形
成
自
由
か
ら
基

礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
任
用
は
、
成
績
原
理
に
よ
っ
て
し
か
正
当
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
規
律
の
支

持
者
は
、
成
績
原
理
を
こ
の
場
合
に
幾
つ
も
の
根
拠
か
ら
優
先
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
根
本
と
し
て
彼
ら
が
主
張
し

て
い
る
見
解
は
、
こ
の
規
律
の
適
用
範
囲
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
鑑
み
て
、
終
身
の
官
吏
任
用
の
原
則
が
量
的
関
係
に
お
い
て
脅
か

さ
れ
な
い
こ
と
が
担
保
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
期
限
付
き
で
管
理
的
官
職
（L

eitungsam
t

）
を
委
託
す
る
こ
と
は
終
身
原
理
に
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
見
解
で
あ
る

（
29
）

。

こ
れ
に
対
し
て
反
対
の
論
者
は
、
ま
さ
に
管
理
的
職
務
（L

eitungsfunktion
）
に
お
い
て
は
行
政
の
法
適
合
性
に
特
に
影
響
が
大
き
い

こ
と
か
ら
、
質
的
関
係
に
お
い
て
終
身
原
理
へ
の
侵
入
が
こ
の
場
合
特
に
際
立
っ
て
重
大
で
あ
る
、
と
批
判
し
て
い
る

（
30
）

。
そ
の
点
で
、
期

（
九
九
六
）



期
限
付
き
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官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
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と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
五
九

限
付
き
で
管
理
的
職
務
を
委
託
す
る
こ
と
は
、
実
際
上
の
関
係
に
お
い
て
も
ま
た
行
政
の
法
適
合
性
を
特
別
な
手
法
で
脅
か
す
こ
と
に
な

る
。
そ
の
間
に
廃
止
さ
れ
た
官
吏
法
大
綱
法
旧
一
二
ｂ
条
の
成
立
史
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
期
限
付
き
官
吏
関
係
の
継
続
に
関
す
る
決

定
が
、
終
身
官
吏
関
係
に
お
い
て
専
門
的
な
能
力
で
は
な
く
政
治
的
な
合
目
的
性
に
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
起
草

者
は
、
政
治
的
官
吏
の
グ
ル
ー
プ
が
拡
大
す
る
こ
と
の
代
替
と
し
て
、
期
限
付
き
官
吏
の
職
務
関
係
の
終
結
に
関
す
る
決
定
に
お
い
て
政

治
的
動
機
を
直
接
及
ぼ
す
規
律
を
定
め
る
も
の
と
し
た

（
31
）

。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
官
吏
法
大
綱
法
旧
一
二
ｂ
条
の
文
言
に
も
表
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
裁
量
の
行
使
に
関
す
る
い
か
な
る
基
準
も
示

さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
ま
た
他
で
も
な
く
官
吏
法
大
綱
法
旧
一
二
ａ
条
は
試
用
官
吏
に
つ
い
て
、
専
門
能
力
的
な
実
証
を
決
定
に
関
す

る
基
準
に
挙
げ
て
い
な
い
。

こ
の
規
律
を
支
持
す
る
者
は
、
運
命
論
者
と
楽
観
論
者
に
区
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
運
命
論
者
は
、
管
理
的
職
務
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
実
際
の
と
こ
ろ
党
員
手
帳
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る

（
32
）

。
だ
が
こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
法
秩
序
の

あ
る
べ
き
状
況
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
官
吏
の
情
実
人
事
を
謂
わ
ば
法
律
上
承
認
す
る
よ
う
な
新
た
な
道
具
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

違
憲
状
態
を
更
に
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
異
議
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
33
）

。

楽
観
論
者
は
、
期
限
付
き
官
吏
の
服
務
期
間
は
規
定
上
選
挙
の
任
期
と
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
期
限
付
き
の
地
位
へ
の
魅
力
は

政
治
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
官
吏
の
情
実
人
事
の
リ
ス
ク
を
少
な
く
見
て
い
る
。
楽
観
論
者
は
、

こ
の
よ
う
な
時
限
的
な
解
職
に
よ
っ
て
、
成
績
原
理
に
直
接
的
な
裁
量
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
官
吏

た
ち
が
当
初
の
終
身
官
吏
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
こ
と
か
ら
、
政
治
に
よ
る
影
響
と
い
う
依
存
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も

の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

（
34
）

。

（
九
九
七
）
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六
〇

こ
れ
が
本
当
に
そ
う
で
あ
る
か
は
、
慎
重
に
疑
っ
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
行
政
機
構
に
お
け
る
重
要
な
地
位
が
期
限
付

き
で
し
か
付
与
さ
れ
得
な
い
な
ら
ば
、
政
権
交
代
の
急
迫
を
前
に
し
て
そ
れ
ら
の
地
位
を
自
前
の
党
員
た
ち
で
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
最
上
級
の
職
務
は
、
時
間
的
な
制
限
が
あ
っ
て
も
政
治
的
に
見
て
魅
力
的
で
あ
り
続
け
る
。
行
政
活

動
の
統
制
に
関
す
る
重
要
性
は
、
な
お
も
全
く
縮
減
し
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る

（
35
）

。
そ
れ
に
加
え
て
、
以
下
の
よ
う
な
懸
念
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
情
は
、
政
治
的
な
多
数
派
が
交
代
す
る
際
の
官
吏
の
情
実
人
事
に
対
す

る
抑
止
閾
を
甚
だ
し
く
低
下
さ
せ
る
。
と
い
う
の
も
人
事
政
策
上
の
誤
っ
た
諸
決
定
が
い
と
も
簡
単
に
訂
正
可
能
で
あ
り
、
そ
の
上
そ
う

い
っ
た
判
断
が
期
限
付
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
行
政
に
対
す
る
独
自
の
影
響
の
確
保
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
国
民
に
装
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

憲
法
上
、
期
限
付
き
管
理
的
官
職
を
継
続
す
る
こ
と
に
関
す
る
判
断
を
め
ぐ
っ
て
、
官
吏
の
情
実
人
事
の
観
点
に
基
づ
い
た
実
際
の
影

響
に
関
す
る
考
慮
は
、
重
要
で
は
な
い
。
基
本
法
三
三
条
二
項
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、
期
限
付
き
官
吏
関
係
か
ら
終
身
官
吏
関
係
へ
の

転
換
に
つ
い
て
の
判
断
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
と
同
様
に
成
績
原
理
に
よ
っ
て
厳
格
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
官
吏
法
の
大
綱
に

関
す
る
法
律
旧
一
二
ｂ
条
三
項
の
枠
組
み
に
お
け
る
裁
量
は
、
基
本
法
三
三
条
二
項
と
一
致
す
る
限
り
で
し
か
行
使
で
き
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
官
吏
の
情
実
人
事
の
観
点
が
そ
の
影
響
を
持
つ
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅶ
．
官
職
（A

m
t

）
と
職
務
（F

unktion

）
の
乖
離
の
禁
止

こ
の
点
で
重
要
な
の
は
、
あ
る
一
つ
の
事
情
で
あ
る
。
期
限
付
き
管
理
的
官
職
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
官
職
と
職
務
の
永
続
的
な
乖
離

（
九
九
八
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
六
一

を
導
き
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
管
理
的
職
務
が
原
則
と
し
て
期
限
付
き
で
し
か
付
与
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
付
帯
す
る
職

務
が
他
の
よ
り
低
い
地
位
に
あ
る
職
務
管
理
者
（A

m
tsw

alter

）
に
一
定
期
間
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
場
合
例
え
ば
、

俸
給
等
級
（B

esoldungsgruppe

）
Ｂ
9
に
属
す
る
局
長
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
最
上
級
の
連
邦
官
庁
に
お
け
る
部
局
の
長

（L
eiter

）
と
し
て
の
職
務
が
、
俸
給
等
級
Ｂ
6
の
部
長
と
し
て
だ
け
終
身
官
吏
に
任
用
さ
れ
て
い
る
職
務
管
理
者
に
よ
っ
て
、
期
限
付
き

で
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
実
は
憲
法
上
許
容
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
官
職
と
職
務
の
結
び
つ
き
は
、
法
律
上
ま
さ
に
連
邦
俸
給
法

（B
undesbesoldungsgesetz

）
一
八
条
一
文
に
よ
っ
て
規
格
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、「
官
吏
及
び
軍
人
の
職
務
は
、
そ
れ
ら

に
付
帯
し
た
職
務
上
の
要
請
に
従
っ
て
適
正
に
評
価
さ
れ
、
各
官
職
を
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規

範
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
既
に
連
邦
裁
判
所
判
例
集
七
〇
巻
に
お
い
て

（
36
）

、
ほ
ぼ
文
言
通
り
に
同
一
の
従
前
の
規
範
を
確
か
め
た
よ
う

に
、
基
本
法
三
三
条
五
項
の
原
則
、
特
に
終
身
原
理
、
成
績
原
理
及
び
官
吏
と
し
て
相
応
し
い
扶
養
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
。
官
吏
が

原
則
と
し
て
終
身
で
あ
る
と
設
定
さ
れ
た
地
位
に
よ
っ
て
永
続
的
に
自
己
に
委
嘱
さ
れ
た
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
委
嘱
が

自
己
の
俸
給
法
上
の
等
級
に
お
い
て
も
ま
た
表
出
す
る
俸
給
等
級
に
反
し
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
裁
判
所
の
解
釈
に
応
じ
て
自
己
の
任
務

と
の
同
一
性
を
認
識
し
、
全
て
を
懸
け
て
執
行
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

職
務
と
官
職
が
永
続
的
に
切
り
離
さ
れ
る
と
、
官
職
保
有
者
（A

m
tsinhaber

）
が
よ
り
低
い
等
級
の
職
務
に
お
い
て
永
続
的
に
採
用
さ

れ
る
と
い
う
事
態
が
、
つ
い
に
は
そ
の
同
一
性
を
補
完
す
る
も
の
で
な
く
さ
せ
る
。
む
し
ろ
、
期
限
付
き
で
担
当
す
る
職
務
が
い
わ
ゆ
る

招
待
試
合
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
、
緊
張
感
を
持
っ
て
処
理
さ
れ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
、
終
身
の

官
吏
採
用
が
直
接
的
に
前
提
条
件
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
校
長
と
い
う
官

（
九
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
六
二

職
へ
の
昇
格
を
予
定
す
る
こ
と
な
し
に
校
長
と
し
て
の
職
務
の
委
嘱
を
八
年
間
だ
け
予
定
す
る
こ
と
を
定
め
た
ブ
レ
ー
メ
ン
の
学
校
管
理

法
（S

chulverw
altungsgesetz

）
の
規
律
を
、
憲
法
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。
手
当
の
供
与
と
引
き
換
え
に
職
務
を
一
時
的
に
代
行
す

る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
た
連
邦
俸
給
法
の
旧
四
六
条
は
、
こ
の
宣
言
に
抵
触
し
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
律
は
上
で
述
べ
た
憲

法
上
の
背
景
か
ら
み
て
狭
義
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
し
、
州
法
上
の
特
殊
性
の
拡
大
だ
け
を
考
慮
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
37
）

。

し
た
が
っ
て
、
裁
量
決
定
は
、
旧
官
吏
法
大
綱
法
（B

R
R
G

）
一
二
ｂ
条
三
項
一
文
に
従
っ
て
、
任
期
付
き
の
管
理
的
官
職
が
低
い
地

位
に
あ
る
官
吏
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
期
限
付
き
の
官
吏
任
用
の
裁
量
決
定
に
お
い
て
は
、

成
績
原
理
の
厳
格
な
拘
束
に
加
え
て
、
少
な
く
と
も
よ
り
長
い
任
期
の
付
い
た
職
務
期
間
満
了
後
に
、
終
身
の
官
職
保
有
者
に
任
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
終
身
原
理
を
充
足
さ
せ
る
と
い
う
考
慮
も
ま
た
必
要
で
あ
っ
た

（
38
）

。

Ⅷ
．
期
限
付
き
管
理
的
官
吏
（L

eitungsbeam
ten auf Z

eit

）
を
任
用
す
る
こ
と
は
原
則
的
に
許
さ
れ
な
い
の
か
？

た
し
か
に
、
管
理
的
官
吏
の
職
務
が
期
限
付
き
で
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
全
く
許
さ
れ
な
い
と
言
い
切
れ
る
か
は
疑
わ
し
い

（
39
）

。
連
邦
憲
法

裁
判
所
が
恒
常
的
な
判
決
に
お
い
て
再
三
再
四
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
法
三
三
条
五
項
は
、
構
造
原
理
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る

も
の
の
、
そ
れ
を
越
え
て
、
立
法
者
に
対
し
て
、
公
勤
務
に
関
す
る
法
の
組
み
立
て
と
将
来
的
改
定
の
た
め
の
広
範
な
余
地
を
与
え
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
憲
法
上
立
法
者
は
、
公
勤
務
法
の
た
め
の
こ
の
原
則
を
既
存
の
職
務
の
た
め
に
維
持
す
る
こ
と
だ
け
が
認
め
ら
れ
る

（
40
）

。

そ
れ
ゆ
え
に
、
立
法
者
は
、
法
律
上
の
通
例
で
あ
る
終
身
官
吏
と
い
う
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
成
績
原
理
に
よ
る
こ
と
の

外
官
職
の
委
嘱
を
操
縦
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

（
一
〇
〇
〇
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
六
三

し
か
し
、
成
績
原
理
が
統
治
権
に
関
わ
る
任
務
と
い
う
特
別
の
方
式
の
た
め
に
期
限
付
き
官
吏
任
用
を
容
易
に
導
き
出
す
こ
と
を
考
え

る
と
、
実
際
の
異
動
が
そ
の
評
価
の
矛
盾
を
明
白
に
証
明
し
た
場
合
に
限
っ
て
逸
脱
に
な
る
と
い
う
評
価
裁
量
が
、
考
慮
の
説
得
性
に
関

し
て
当
然
に
与
え
ら
れ
る
。
管
理
的
職
務
の
時
間
的
制
限
の
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
原
則
が
、
当
初
か
ら
無
意
味
で
あ
る
と
し
て

評
価
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
41
）

。
管
理
職
に
あ
る
官
吏
（B

eam
te in leitenden F

unktionen

）
が
、
行
政
が
直
面
す
る
様
々
な
新
た
な
課

題
や
複
雑
性
の
増
大
に
対
し
て
特
別
な
方
法
で
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
よ

う
。
そ
の
限
り
で
は
、
現
下
の
動
向
を
熟
知
し
て
お
り
高
度
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
つ
官
職
保
有
者
（A

m
tsinhaber

）
こ
そ
が
、
こ
の

よ
う
な
職
務
を
引
き
受
け
る
に
望
ま
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
志
願
者
の
適
性
に
関
す
る
誤
っ
た
判
断
は
こ
の
よ
う
な
職
務

の
重
要
性
か
ら
任
命
後
に
特
に
深
刻
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
官
職
に
関
す
る
時
間
的
に
期
限
を
付
け
た
異
動
が
、

容
易
な
修
正
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
上
述
の
原
則
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
管
理
的
職
務
に
お
い
て
期
限
付

き
官
吏
を
任
用
す
る
こ
と
は
憲
法
適
合
的
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
と
同
様
に
、
終
身
の
官
吏
任
用
と
い
う
原
則
と
同
様
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
他
の
選
択
肢
が
あ
る
。
公
勤
務
の
法
に
お

い
て
、
職
務
管
理
者
と
し
て
の
能
力
が
無
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
管
理
的
職
務
の
履
行
を
可
能
に
す
る
方

法
を
案
出
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う

（
42
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
連
邦
官
吏
法
二
八
条
三
項
一
文
に
基
づ
い

て
、
官
庁
の
構
造
や
役
割
の
解
消
又
は
本
質
的
な
変
更
、
あ
る
い
は
官
庁
の
統
合
に
伴
っ
て
、
他
の
官
職
に
お
い
て
同
級
あ
る
い
は
同
価

値
の
ラ
ウ
フ
バ
ー
ン
に
、
基
本
給
を
削
減
し
て
官
吏
の
配
置
替
え
を
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
彼
ら
に
は
、
単
に
俸
給
法

的
に
調
整
手
当
の
供
与
（
連
邦
俸
給
法
一
三
条
）
に
よ
っ
て
、
ま
た
身
分
法
的
に
退
官
し
た
（a.D

.

）
と
い
う
肩
書
を
付
記
し
て
元
の
官
職

名
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
（
連
邦
官
吏
法
八
六
条
二
項
二
文
）
と
い
う
権
利
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
有
地
位
の
維
持
を
可
能
に
さ
せ

（
一
〇
〇
一
）



日
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法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
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〇
一
九
年
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月
）

一
六
四

る
の
で
あ
る
。
こ
の
要
件
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
能
力
に
基
づ
い
た
適
切
な
配
置
替
え
も
考
え
ら
れ
る

（
43
）

。

だ
が
、
こ
の
選
択
肢
は
終
身
原
理
の
原
則
的
な
維
持
の
も
と
で
、
期
限
付
き
の
官
吏
任
用
を
そ
れ
自
体
と
し
て
憲
法
違
反
と
は
な
ら
な

い
。
期
限
付
き
官
吏
と
い
う
制
度
は
、
確
か
に
基
本
法
三
三
条
五
項
の
明
文
で
は
勤
務
法
の
従
来
の
原
則
と
し
て
保
護
さ
れ
て
は
い
な
い
。

も
っ
と
も
こ
の
制
度
は
、
か
ね
て
か
ら
限
定
的
な
期
間
に
お
い
て
終
身
の
官
吏
任
用
に
対
し
て
許
容
さ
れ
た
選
択
肢
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
試
用
官
吏
関
係
は
既
に
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
根
を
下
ろ
し
て
い
た
し
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
二
九
条
で
は
期
限
付
き
官
吏
た

る
地
位
の
法
律
に
よ
る
設
置
が
明
文
で
規
定
さ
れ
る
か
た
ち
で
継
続
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
期
限
付
き
官
吏
制
度
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
他
の

選
択
肢
が
あ
る
に
せ
よ
、
基
本
法
三
三
条
五
項
の
背
景
か
ら
も
ま
た
、
こ
れ
に
従
っ
た
枠
組
み
に
お
い
て
立
法
者
に
容
認
さ
れ
た
行
為
の

裁
量
を
許
容
す
る
の
で
あ
る

（
44
）

。

Ⅸ
．
期
限
付
き
の
大
学
教
員
（H

ochschullehrer

）
及
び
裁
判
官
の
採
用

全
般
的
に
説
示
し
て
き
た
憲
法
上
及
び
単
な
る
法
律
上
の
検
討
と
並
ん
で
、
期
限
付
き
官
吏
任
用
に
お
い
て
特
に
考
慮
に
入
れ
る
べ
き

追
加
の
視
点
が
、
公
勤
務
の
中
の
独
自
の
グ
ル
ー
プ
に
更
に
存
在
す
る
。
憲
法
上
の
地
位
か
ら
、
大
学
教
員
と
裁
判
官
に
特
別
の
意
義
が

存
在
し
て
い
る
。

裁
判
官
は
官
吏
で
は
な
く
、
公
勤
務
の
中
に
お
い
て
独
自
の
地
位
を
保
有
し
て
い
る
が

（
45
）

、
基
本
法
三
三
条
が
拡
張
な
く
適
用
さ
れ
る

（
46
）

。

大
学
教
員
は
、
職
員
（A

ngestelle

）
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
官
吏
と
し
て
任
用
さ
れ
る
。
こ
の
両
方
の
グ
ル
ー
プ
に
つ

い
て
は
、
区
別
さ
れ
た
憲
法
上
の
考
慮
に
基
づ
い
て
、
そ
の
他
の
官
吏
と
は
異
な
り
、
職
務
執
行
に
お
い
て
上
司
の
指
揮
命
令
か
ら
広
範

（
一
〇
〇
二
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
六
五

な
独
立
が
存
在
す
る
。
裁
判
官
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
は
法
治
国
家
原
理
と
同
様
に
ま
た
権
力
分
立
原
理
に
基
づ
い
た
基
本
法
九
七
条

に
保
障
さ
れ
た
独
立
性
か
ら
導
か
れ
る

（
47
）

。
裁
判
官
は
法
律
の
み
に
従
う
も
の
と
さ
れ
、
裁
判
官
の
判
断
も
ま
た
、
裁
判
官
に
提
出
さ
れ
た

法
律
上
の
問
題
に
対
す
る
法
及
び
法
律
の
適
用
と
し
て
現
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
よ
る
全
て
の
判
断
に

つ
い
て
の
適
法
性
の
原
則
を
厳
格
に
保
持
す
る
こ
と
と
並
ん
で
、
裁
判
官
に
執
行
機
関
の
中
立
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
任
務
を
課
し

て
い
る
権
力
分
立
原
理
も
言
明
さ
れ
る

（
48
）

。

大
学
教
員
は
、
た
と
え
官
吏
に
任
用
さ
れ
て
い
て
も
、
研
究
及
び
教
授
の
自
由
と
い
う
基
本
権
の
も
と
で
基
本
法
五
条
三
項
に
従
っ
て

職
に
任
ぜ
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
職
務
執
行
に
お
い
て
独
立
的
で
あ
る

（
49
）

。
高
等
教
育
大
綱
法
（H

R
G

）
四
条
一
項
は
、
こ
の
こ
と
を
改
め
て

明
確
に
掲
げ
立
て
て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。「
州
及
び
大
学
は
、
大
学
の
構
成
員
が
基
本
法
五
条
三
項
一
文
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
た
権
利
を
保
持
で
き
る
こ
と
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
研
究
及
び
教
授
の
領
域
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
任
務
、
す
な
わ

ち
特
に
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
計
画
策
定
及
び
実
施
と
そ
の
公
表
並
び
に
講
義
の
準
備
及
び
実
施
は
、
勤
務
関
係
の
上
司
か
ら
専
門
監
督

を
受
け
る
こ
と
は
な
い

（
50
）

。
さ
ら
に
加
え
て
、
大
学
組
織
内
に
お
け
る
大
学
に
よ
る
自
治
事
務
の
遂
行
も
、
基
本
法
五
条
三
項
に
お
け
る
国

の
影
響
力
行
使
へ
の
制
度
的
保
障
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る

（
51
）

。

裁
判
官
と
大
学
教
員
に
与
え
ら
れ
て
い
る
実
質
的
か
つ
一
身
上
の
独
立
性
は
、
そ
の
他
の
官
吏
や
こ
の
点
で
比
較
可
能
な
軍
人
と
全
く

本
質
的
に
区
別
さ
れ
る

（
52
）

。
そ
の
他
の
官
吏
や
軍
人
の
職
務
執
行
に
つ
い
て
は
、
指
図
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
的
な
特
徴
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
拘
束
性
に
よ
っ
て
、
行
政
の
適
法
性
や
合
目
的
性
も
、
政
治
運
営
に
お
い
て
全
て
の
官
庁
に
至
る
ま
で
浸
透
し
て
い
る

（
53
）

。

裁
判
官
と
大
学
教
員
の
人
的
及
び
物
的
な
職
務
執
行
に
お
け
る
相
違
か
ら
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
勤
務
関
係
の
時
間
的
限
定

も
別
の
態
様
に
お
い
て
姿
を
現
す
。
彼
ら
に
終
身
で
職
務
が
委
嘱
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
職
務
上
の
責
務
が
党
派
に
偏
る
こ
と

（
一
〇
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
六
六

な
く
有
効
に
遂
行
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
の
人
的
物
的
独
立
性
も
保
障
さ
れ
る
。
時
間
的
限
定
は
、
職
務
に
あ
る
者
が
自
ら
の
地

位
を
永
続
的
に
確
保
す
る
た
め
に
国
、
政
党
又
は
諸
団
体
に
譲
歩
し
、
こ
う
し
た
過
程
に
よ
っ
て
、
職
務
執
行
に
お
け
る
影
響
力
を
行
使

す
る
た
め
に
極
め
て
有
効
な
手
段
に
な
る
と
い
う
危
険
を
常
に
含
ん
で
い
る
。
そ
の
う
え
大
学
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
高
等
教
育
大
綱

法
（H

R
G

）
六
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
研
究
及
び
教
育
に
関
す
る
査
定
が
考
慮
に
値
す
る
し
、
こ
の
査
定
は
こ
れ
ま
で
学
問
上
の
様
々

な
設
備
の
よ
う
な
物
的
・
人
的
な
装
備
の
供
与
に
際
し
て
の
み
外
部
的
評
価
の
手
段
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
大
学
教
員
の
勤

務
関
係
に
お
け
る
規
則
的
な
期
限
の
も
と
で
、
こ
の
査
定
は
ま
た
彼
ら
の
地
位
に
影
響
を
持
ち
得
る
か
も
し
れ
な
い

（
54
）

。

そ
れ
ゆ
え
、
期
限
付
き
の
官
吏
任
用
の
制
度
は
、
裁
判
官
と
大
学
教
員
に
対
し
て
は
極
め
て
制
限
的
に
し
か
使
用
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

裁
判
官
は
、
ド
イ
ツ
裁
判
官
法
（D

R
iG

）
一
一
条
に
よ
り
、
そ
の
職
務
行
為
が
著
し
く
特
殊
な
特
徴
を
示
す
場
合
に
し
か
、
時
限
的
な
任

命
は
許
さ
れ
な
い
。
実
際
上
は
特
に
、
通
常
の
意
味
で
の
裁
判
官
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
最
上
の
国
家
機
関
と
し
て
の
職
務
も
果
た
し
立

法
者
を
も
監
督
す
る
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
及
び
各
州
の
憲
法
裁
判
所
の
構
成
員
に
、
こ
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
連

邦
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
は
民
主
主
義
的
正
当
性
を
根
拠
に
し
て
選
ば
れ
る
が

（
55
）

、
こ
れ
は
任
期
の
限
定
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
有
効
な
手
段

で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
国
家
権
力
に
必
要
不
可
欠
な
制
約
と
い
う
原
則
が
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
官
に
委
託
さ
れ
た
極
め
て
重
要
な
権

限
に
か
ん
が
み
て
、
裁
判
官
の
勤
務
関
係
の
時
間
的
限
界
を
同
様
に
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
、
再
任
が
禁
止
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
属
関
係
と
い
う
危
険
が
除
去
さ
れ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
裁
判
官
は
現
行
法
に
従
っ
て
、
管
理
的
職
務
に

お
い
て
も
期
限
付
き
で
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

（
56
）

。

州
の
大
学
法
も
ま
た
、
通
常
の
ケ
ー
ス
と
し
て
大
学
教
員
の
官
吏
任
用
を
規
定
し
て
い
る

（
57
）

。
こ
の
規
定
は
、
時
限
的
な
官
吏
と
し
て
の

教
授
職
の
創
設
を
、
特
別
の
理
由
が
存
在
す
る
と
き
だ
け
許
容
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
特
に
一
時
的
に
発
生
し
た
教
育
の
需
要
や
、
研
究

（
一
〇
〇
四
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
六
七

の
任
務
が
一
定
の
期
間
に
だ
け
生
じ
た
こ
と
を
補
う
た
め
に
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
大
学
病
院
の
主
任
医
師
は
、
医
学
部
の
特
殊
性
ゆ
え

に
、
期
限
付
き
官
吏
関
係
に
お
い
て
し
ば
し
ば
任
命
さ
れ
る

（
58
）

。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
期
限
付
き
任
用
は
大
学
が
果
た
す
べ
き
公
的
任
務
の
遂
行
に
お
い
て
の
み
許
容
さ
れ
る

（
59
）

。
こ
れ
に
対
し
、
期

限
付
き
教
授
職
を
人
事
政
策
の
手
段
と
し
て
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
期
限
付
き
教
授
職
の
公
募
に
よ
っ
て
意
図
的
に
若
手
研
究
者
を
大

学
に
拘
束
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
国
が
例
え
ば
コ
ス
ト
を
理
由
に
終
身
の
教
授
職
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
加
え
て
、
期
限
付
き
官
吏
任
用
と
い
う
方
法
に
、
能
力
の
実
証
と
い
う
要
素
が
取
り
込
ま
れ
る
が
、
試
用
官
吏
の
よ
う
な
終
身
官

吏
へ
後
に
任
用
さ
れ
る
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う

（
60
）

。

こ
の
点
で
、
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
大
学
法
（U

G

）
六
七
条
一
項
二
文
前
段
の
規
定
は
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
の

条
文
は
、
教
授
の
官
職
へ
の
最
初
の
任
用
に
際
し
て
、
勤
務
関
係
は
原
則
と
し
て
期
限
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
当
該
志
願
者
は
、
期
限
付
き
官
吏
関
係
の
形
式
で
そ
の
官
職
に
任
用
さ
れ
る
。
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
大
学
法

六
七
条
一
項
は
、
期
限
を
付
す
こ
と
の
理
由
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
別
の
期
限
付
き
官
吏
関
係
や
終
身
官
吏
関
係
に
お
け
る
任
期

満
了
後
に
官
吏
関
係
が
継
続
し
得
る
の
か
否
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
場
合
に
官
吏
関
係
の
継
続
が
決
定
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
も
述
べ
て

い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
点
で
憂
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
、
最
初
の
任
用
に
独
占
的
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
職
務
の
負
託
と

い
う
方
式
で
は
な
く
個
人
的
な
属
性
で
志
願
者
を
決
定
す
る
こ
と
を
許
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
す
ぐ
前
で
見
た
よ
う
に
、

期
限
付
き
官
吏
関
係
の
枠
内
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
試
用
官
吏
と
し
て
の
任
用
が

で
き
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

試
用
官
吏
関
係
の
設
定
は
、
裁
判
官
に
対
し
て
も
大
学
教
員
に
対
し
て
も
許
容
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

（
一
〇
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
六
八

に
関
し
て
明
瞭
な
相
違
が
現
れ
る
。
ド
イ
ツ
裁
判
官
法
一
二
条
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
勤
務
関
係
に
お
け
る
終
身
の
引
き
受
け
は
、
原
則

と
し
て
試
用
期
間
の
修
了
を
前
提
と
す
る
。
両
グ
ル
ー
プ
に
適
法
で
あ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
こ
の
こ
と
は
官
吏
に

関
す
る
成
績
原
理
の
発
現
と
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
裁
判
官
は
、
後
に
な
っ
て
か
ら
修
正
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
終
身

の
勤
務
関
係
の
設
定
に
関
す
る
決
定
を
、
裁
判
官
が
独
立
的
な
地
位
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
特
に
綿
密
に
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
61
）

。大
学
教
員
に
関
し
て
は
、
法
的
状
況
が
二
つ
の
理
由
か
ら
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
。
第
一
に
、
大
学
教
員
と
し
て
の
能
力
判
定
は
、

最
初
の
招
聘
に
先
立
っ
て
も
う
既
に
期
限
付
き
官
吏
関
係
に
お
い
て
点
検
さ
れ
て
い
る
。
高
等
教
育
大
綱
法
四
八
条
一
項
に
従
っ
て
ジ
ュ

ニ
ア
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
（Juniorprofessor

）
と
し
て
の
官
吏
任
用
に
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
期
間
に
大
学
教
員
と
し
て
の
能

力
判
定
の
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
由
で
あ
る

（
62
）

。
た
し
か
に
外
部
で
の
大
学
教
授
資
格
の
取
得
で
は
状
況
が
異
な
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
も
、
大
学
教
授
資
格
を
与
え
る
学
部
が
、
教
授
職
に
就
く
た
め
の
前
提
が
満
た
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

そ
れ
に
加
え
て
大
学
教
員
に
は
、
法
律
の
適
用
で
は
な
く
学
問
の
自
由
を
巡
っ
て
問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
政
府
の
行
政
機
関
に
よ

る
能
力
判
定
の
点
検
が
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
検
は
、
ま
ず
専
門
的
に
み
て
不
十
分
な
審
査
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
大
学
教
員
た

ち
の
研
究
と
教
育
の
内
容
へ
政
府
が
影
響
を
与
え
る
危
険
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う

（
63
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
大
学
内
部
の
者
で
あ
っ
て
も
外

部
の
判
定
人
と
し
て
専
門
領
域
の
同
僚
た
ち
が
対
象
者
の
能
力
判
定
に
関
し
て
決
定
を
下
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
ま
た
成

績
原
理
が
正
当
性
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
法
的
に
み
て
お
よ
そ
異
議
は
唱
え
ら
れ
得
な
い

（
64
）

。

し
か
し
、
こ
の
事
実
が
理
に
適
う
も
の
で
あ
る
か
疑
い
の
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
学
部
内
に
お
い
て
、
自
治
と
い
う
仲

間
意
識
を
必
要
と
す
る
学
部
組
織
に
お
け
る
内
部
的
平
穏
を
深
刻
に
お
び
や
か
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
様
に
、
先
行
す
る
能
力
判
定
の
長

（
一
〇
〇
六
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
六
九

い
行
程
に
鑑
み
て
、
そ
れ
が
適
切
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
平
均
年
齢
が
四
一
歳
で
あ
り
ま
た
社
会
的
理
由
か
ら
更
な
る
試

補
機
関
は
ほ
と
ん
ど
要
求
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
教
授
資
格
の
あ
る
志
願
者
に
は
少
な
く
と
も
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
以
前
の
教
授

資
格
の
な
い
志
願
者
に
正
当
化
さ
れ
る
。

こ
の
点
で
も
、
法
の
沈
黙
に
よ
っ
て
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
大
学
法
（U

G

）
六
一
条
一
項
一
文
に
含
ま
れ
た
州
公
務
員

法
の
一
般
的
参
照
が
適
用
さ
れ
、
雇
用
主
（D

ienstherr

）
が
継
続
を
決
定
す
る
と
の
帰
結
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
、
前
に
述
べ
た
バ
ー

デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
大
学
法
の
規
律
は
憂
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
学
問
の
自
由
の
特
殊
性
か
ら
許
容
さ
れ

な
い
。
大
学
法
は
、
専
門
領
域
の
同
僚
た
ち
に
対
す
る
客
観
的
で
正
当
な
評
価
を
定
め
て
、
ま
た
そ
の
点
で
は
大
学
の
職
務
執
行
に
お
い

て
影
響
を
受
け
な
い
勤
務
法
上
の
地
位
に
基
づ
い
た
規
律
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ⅹ
．
結
論

期
限
付
き
官
吏
へ
の
任
用
は
、
終
身
の
官
吏
任
用
と
い
う
規
律
か
ら
み
て
、
個
別
の
場
面
ご
と
に
根
拠
づ
け
を
必
要
と
す
る
例
外
的
場

合
で
あ
る
。
こ
の
規
律
は
、
現
行
の
憲
法
に
従
っ
て
、
疑
問
を
挟
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
期
限
付
き
官
吏
は
、
全
般
に

お
い
て
終
身
官
吏
の
代
替
で
は
な
い
し
、
な
お
の
こ
と
あ
ら
ゆ
る
国
家
的
任
務
の
非
官
僚
化
へ
の
柔
軟
な
入
口
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
を

達
成
す
る
に
は
、
憲
法
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
修
正
は
、
基
本
法
三
三
条
五
項
に
関
し
て
は
許
容
さ
れ
得
る
だ
ろ

う
。
公
務
に
関
す
る
法
は
、
公
勤
務
に
お
け
る
旧
来
的
な
原
則
を
満
た
す
必
要
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
大
学
教
員
や
裁
判
官
の
よ
う
な
特

定
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
改
憲
を
行
う
立
法
者
に
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る
。
研
究
お
よ
び
教
授
の
自
由
の
核
心
は
、
基
本
法
一
条
一

（
一
〇
〇
七
）



日
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法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
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〇
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九
年
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月
）

一
七
〇

項
を
通
じ
て
、
ま
た
同
様
に
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
憲
法
改
正
か
ら
も
保
護
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
裁

判
官
の
独
立
性
に
つ
い
て
の
基
本
法
二
〇
条
の
構
造
原
理
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う

（
65
）

。
そ
の
上
さ
ら
に
変
革
は
想
定
で
き
る

が
、
そ
の
よ
う
な
変
革
は
、
恒
常
的
で
新
た
な
単
一
法
的
な
事
実
状
況
に
よ
っ
て
、
終
身
の
官
吏
任
用
と
い
う
原
則
が
よ
り
広
く
空
洞
化

し
、
ま
た
期
限
付
き
官
吏
任
用
が
謂
わ
ば
人
目
に
付
か
な
い
か
た
ち
で
公
勤
務
法
の
原
則
へ
昇
華
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
目
下
の
遵
守
の

た
め
の
尽
力
よ
り
も
遥
か
に
広
範
な
政
治
的
・
社
会
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
必
要
と
し
て
い
る
。

＊
こ
の
講
演
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
マ
イ
ン
ツ
に
お
け
る
公
法
、
国
際
法
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
及
び
国
際
経
済
法
の
教
授
で

あ
る
著
者
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
九
日
、
東
京
に
あ
る
日
本
大
学
の
招
聘
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
） V

gl. dazu S
tudenroth, Z

B
R
 1997, S

.212 m
.w

.N
w
.; Isensee, Z

B
R
 1998, S

.295 ff .; Jachm
ann, Z

B
R
 2000, S

.181 ff .

（
2
） 

公
務
員
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
、V

gl. S
cheerbarth/H

öff ken/B
auschke/S

chm
idt, B

eam
tenrecht, 6.A

ufl ., 1992, S
.41 ff .

（
3
） V

gl. S
cheerbarth/H

öff ken/B
auschke/S

chm
idt, B

eam
tenrecht, 6. A

ufl ., 1992, S
.61 f.

（
4
） V

gl. dazu etw
a Isensee, Z

B
R
 1988, S

.141 ff . m
.w

.N
w
.

（
5
） V

gl. dazu Isensee Z
B
R
 1998, S

. 295 ff .; Jachm
ann, Z

B
R
 2000, S

.181 ff .

（
6
） V

gl. zu diesem
 G

rundsatz S
chnellenbach/B

odanow
itz, B

eam
tenrecht in der P

raxis, 9.A
ufl ., 2017, 

§ 3, R
dnr. 5; B

attis, 

B
B
G
, 5.A

ufl , 2017, 

§ 6, R
dnr.3; ferner L

echeler, Z
B
R
 1998, S

.331 
（338

）.

（
7
） B

V
erw

G
E
 92, 147 f.

（
8
） B

attis, B
B
G
, 5.A

ufl , 2017, 

§ 6, R
dnr.5.

（
9
） 

そ
れ
ゆ
え
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
大
学
法
五
一
条
一
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

（
一
〇
〇
八
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
七
一

⑴　

D
ie P

rofessorinnen und P
rofessoren w

erden in ein B
eam

tenverhältnis auf L
ebenszeit oder in begründeten F

ällen in ein 

B
eam

tenverhältnis auf Z
eit berufen.

（
教
授
は
、
終
身
の
官
吏
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
期
限
付
き
官
吏
関

係
に
お
い
て
任
用
さ
れ
る
。）

⑵　

D
ie A

m
tszeit der P

rofessorinnen und P
rofessoren im

 B
eam

tenverhältnis auf Z
eit beträgt höchstens sechs Jahre. E

ine 

über die in S
atz 1 genannten Z

eiten hinausgehende V
erlängerung oder erneute E

instellung ist unzulässig. D
ies gilt nicht, 

sofern im
 A

nschluss an ein D
ienstverhältnis auf Z

eit gem
äß A

bsatz 1 ein gleiches D
ienstverhältnis m

it einer neuen und 

anderen A
ufgabe übertragen w

erden soll.

（
期
限
付
き
官
吏
関
係
に
お
け
る
教
授
の
任
期
は
最
長
六
年
で
あ
る
。
第
一
文
で
定
め
ら
れ

た
期
間
を
超
え
た
延
長
又
は
新
た
な
採
用
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
第
一
項
に
基
づ
く
期
限
付
き
勤
務
関
係
に
引
き
続
い
て
、
同
一
の
勤
務

関
係
が
新
規
の
異
な
っ
た
任
務
の
も
と
で
委
嘱
さ
れ
る
限
り
、
適
用
さ
れ
な
い
。）

（
10
） S

tudenroth, Z
B
R
 1997, S

.212 
（217

）.

（
11
） V

gl. dazu F
ranz, D

Ö
D
 1999, S

.49 ff .

（
12
） V

gl. dazu K
ersten, D

Ö
D
 1999, S

.128 ff .

（
13
） T

hom
sen, B

eckO
K
 B

eam
tenR

 B
und, 9. E

d. 1.10.2017, B
B
G
, 

§ 6, R
dnr.13.

（
14
） D

enninger, H
R
G
, 1984, 

§ 46, R
dnr.2.

（
15
） V

G
 K

oblenz, D
öD

 1977, S
.233.

（
16
） B

V
erfG

E
 9, 268 

（286

）; 21, 329 

（345

）; 44, 249 

（262
）; 70, 251 

（266

）; 71, 255 

（268

）; 139, 19.

（
訳
者
注
）
ラ
ウ
フ
バ
ー
ン
と
は
、
同
一
の
学
歴
や
教
育
訓
練
な
い
し
そ
れ
と
同
一
の
価
値
の
能
力
を
前
提
条
件
と
し
た
同
じ
専
門
を
有
す
る
す

べ
て
の
身
分
法
上
の
官
職
を
包
含
し
、
複
数
の
グ
ル
ー
プ
に
区
分
さ
れ
る
官
吏
の
採
用
・
昇
進
の
制
度
で
あ
る
（
早
津
裕
貴
「
ド
イ
ツ
公
勤
務
者
の

法
的
地
位
に
関
す
る
研
究
（
2
）」
法
政
論
集
二
七
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
七
頁
）。

（
17
） B

V
erfG

E
 70, 251 

（266

）; 71, 255 

（268

）; 139, 19.

（
18
） S

iehe L
echeler, Z

B
R
 1998, S

.331 

（338

）.

（
一
〇
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
七
二

（
19
） L

echeler, Z
B
R
 1998, S

.331 

（340 ff .

）.
（
20
） L

echeler, Z
B
R
 1998, S

.331 

（338

）.
（
21
） L

echeler Z
B
R
 1998, S

.331 

（338

）.

（
22
） F

ranz, D
Ö
D
 1999, S

.40 

（50

） m
.w

.N
w
.

（
23
） B

V
erw

G
E
 19, 332 

（336

）.

（
24
） F

ranz, D
Ö
D
 1999, S

.49 

（50

）; S
chw

idden, R
iA

 1999, S
.13 

（15

）.

（
25
） V

gl. hierzu L
echeler, Z

B
R
 1998, S

.331 

（338

）.

（
26
） M

ertens, Z
B
R
 1999, S

.1 ff .

（
27
） S

chw
idden, R

iA
 1999, S

.13 

（14, 16

）.

（
28
） M

ertens, Z
B
R
 1999, S

.1 
（4
）.

（
29
） V

gl. dazu L
echeler, Z

B
R
 1998, S

.331 

（333

）, m
.w

.N
w
.

（
30
） L

echeler, Z
B
R
 1998, S

.331 

（340 f.
）.

（
31
） V

gl. S
tudenroth, Z

B
R
 1997, S

.212 

（219
）, m

.w
.N

w
.

（
32
） S

o B
öhm

, D
öV

 1996, S
.403 

（408

）.

（
33
） S

tudenroth, Z
B
R
 1997, S

.212 

（219

）.

（
34
） B

öhm
, D

öV
 1996, S

.403 

（408 f.

）.

（
35
） S

tudenroth, Z
B
R
 1997, S

.212 

（220

）.

（
36
） B

V
erfG

E
 70, 251 

（266

）.

（
37
） 

ま
た
公
式
の
理
由
付
け
と
し
て
、 B

T
-D

rs. 7/1906, S
.88 und 134.

（
38
） V

gl. dazu B
öhm

, D
öV

 1996, S
.403 

（406

）.

（
39
） S

o auch B
rosius-G

ersdorf, in: D
reier, G

G
, 3.A

ufl ., 2015, B
d.2, A

rt.33, R
dnr.181 m

.w
.N

w
. auch zur G

egenansicht.

（
一
〇
一
〇
）



期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
（
長
谷
川
）

一
七
三

（
40
） 

し
た
が
っ
て
、
公
務
員
立
法
が
自
由
主
義
的
で
民
主
主
義
的
な
国
家
と
し
て
の
必
要
条
件
と
そ
の
発
展
の
継
続
に
適
合
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
た
め
に
、
具
体
化
の
裁
量
余
地
が
立
法
者
に
あ
り
続
け
る
。V

gl. B
V
erfG

E
 7, 155 

（162

）; 114, 258 

（288

）; 117, 330 

（348

）.
（
41
） S

o auch K
öpp Ö

ff entliches D
ienstrecht, in: S

teiner, B
esonderes V

erw
altungsrecht, 6.A

ufl ., 1999, S
. 478 f.

（
42
） V

gl. S
um

m
er, Z

B
R
 1997, S

.119 

（120

）.

（
43
） S

tudenroth, Z
B
R
 1997, S

.212 

（221 ff .

）.

（
44
） V

gl. dazu m
it w

eiteren B
eispielen für B

eam
tenverhältnisse auf Z

eit L
echeler, Z

B
R
 1998, S

.331 

（338

）.

（
45
） V

gl. D
etterbeck, in: S

achs, G
G
, 2.A

ufl ., 1999, A
rt.98, R

dnr.5.

（
46
） L

eibholz/R
inck/H

esselberger in: L
eibholz/R

inck, G
G
, 75. L

ieferung 10.2017, A
rt.33, R

dnr.461 m
it V

erw
eis auf B

V
erfG

E
 

12, 87; 26, 154 ff .; 38, 8 ff .; 56, 162.

（
47
） V

gl. D
etterbeck, in: S

achs, G
G
, 2.A

ufl ., 1999, A
rt.97, R

dnr.1.

（
48
） V

gl. M
eyer, in: v. M

ünch/K
unig, G

G
, 3.A

ufl ., B
d.3, 1996, A

rt.97, R
dnr.1.

（
49
） B

V
erfG

E
 35, 79 

（127

）.

（
50
） O

pperm
ann, in: H

andbuch des W
issenschaftsrechts, 2.A

ufl ., 1996, B
d.1, S

.1116 ff .

（
51
） B

V
erfG

E
 68, 193 

（267

）; 75, 192 

（196

）.

（
52
） Z

u H
ochschullehrern eingehend E

pping, Z
B
R
 97, S

.382 

（392

）.

（
53
） V

gl. K
unig, in: S

chm
idt-A

ßm
ann, B

esonderes V
erw

altungsrecht, 11.A
ufl ., 1999, S

.693 f.

（
54
） V

gl. H
artm

er, W
issR

 1998, S
.152 

（166 f.

）.

（
55
） V
gl. S

turm
, in: S

achs, G
G
, 2.A

ufl ., 1999, A
rt. 94, R

dnr.2.

（
56
） V

gl. F
ürst/M

ühl/A
rndt, R

ichtergesetz, 1992, 

§ 11, R
dnr.1.

（
57
） B

V
erfG

E
 44, 249 

（262

）; S
cheven, in: H

andbuch des W
issenschaftsrechts, 2.A

ufl, 1996, B
d.1, S

.352; W
alter, in: 

H
ailbronner, H

R
G
, 

§ 46, R
dnr.4.

（
一
〇
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
七
四

（
58
） D

ellian, in: D
allinger/B

ode/D
ellian, H

R
G
, 1978, 

§ 46, R
dnr.3.

（
59
） 

例
え
ば
、
人
口
統
計
学
を
前
提
と
す
る
特
に
高
度
な
学
生
数
に
対
応
す
る
た
め
。V

gl. K
ehler, in: D

enninger, H
R
G
, 1984, 

§ 46, 

R
dnr.15.

（
60
） V

gl. K
ehler, in: D

enninger, H
R
G
, 1984, 

§ 46, R
dnr.13.

（
61
） V

gl. F
ürst/M

ühl/A
rndt, R

ichtergesetz, 1992, 

§ 12, R
dnr.2.

（
62
） V

gl. K
ehler, in: D

enninger, H
R
G
, 1984, 

§ 48, R
dnr.3.

（
63
） 

し
た
が
っ
て
、
政
府
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
抽
象
的
な
査
定
基
準
も
、
学
問
的
に
価
値
の
あ
る
職
務
執
行
と
し
て
研
究
者
を
評
価
す
る
点
で
研

究
者
を
害
す
る
こ
と
か
ら
、
疑
わ
し
い
。V

gl. H
artm

er, W
issR

 1998, S
.152 

（169

）; dazu auch B
önders, Z

B
R
 1999, S

.11 ff .; H
artm

er, 

Z
B
R
 1999, S

.217 ff .; zum
 R

echtsschutz S
chnellenbach, Z

B
R
 1999, S

.53 ff .

（
64
） R

eich, H
R
G
, 6.A

ufl ., 1999, 
§ 46, R
dnr.2.

（
65
） V

gl. D
etterbeck, in: S

achs, G
G
, 2.A

ufl , 1999, A
rt.97, R

dnr.6.

訳
者
後
記

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
九
日
、
日
本
大
学
法
学
部
に
お
い
て
行
わ
れ
た
ウ
ド
ー
・
フ
ィ
ン
ク
教
授
（P

rof. D
r. U

do F
ink

）
に

よ
る
講
演
「
期
限
付
き
の
官
吏
任
用
は
、
法
律
上
の
通
例
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
」（
原
題
：Ist die V

erbeam
tung auf Z

eit als 

gesetzlicher R
egelfall zulässig?

）
を
、
教
授
の
ご
了
承
を
頂
い
て
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
講
演
原
稿
に
加
筆
修
正
及
び
文

献
の
追
加
が
な
さ
れ
た
改
訂
版
に
基
づ
い
て
い
る
。
本
稿
の
原
文
は
、『C

om
parative L

aw
 V

ol. 35 

（2018

）』
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

翻
訳
の
許
可
を
快
く
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
フ
ィ
ン
ク
教
授
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
一
〇
一
二
）



「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」（
菊
池
）

一
七
五

「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
サ
ム
ナ
ー
・
メ
イ
ン

菊　

池　

肇　

哉　
　

訳

訳
者
解
題

当
論
考“R

om
an L

aw
 and L

egal E
ducation ”

「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」
は
一
八
五
六
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
関
係
者
の
多
彩

な
分
野
の
論
文
を
集
め
公
刊
さ
れ
たC

am
brid

ge E
ssays

『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
論
集
』、 （L

ondon, 1856

）
の
劈
頭
（pp. 1-29

）
を
飾
っ
た

も
の
で
あ
り
、
サ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ンH

enry Jam
es S
um
ner M

aine 

（15 A
ugust 1822 - 3 F

ebruary 1888

）
の
著
作
と
し
て
の

処
女
作
『
古
代
法
』（
一
八
六
一
）
に
五
年
遡
る
も
の
で
あ
る
。
初
出
は
上
記
論
集
で
あ
る
が
、 H

enry M
aine, V

illage-com
m

u
n

ities 

in
 th

e E
ast an

d
 W

est. S
ix lectu

res d
elivered

 at O
xford 

『
東
西
村
落
共
同
体
論
』、 （John M

urray: L
ondon, 1st ed, 1871

）
が
、

翻　

訳

（
一
〇
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
七
六

百
頁
以
上
、
大
幅
増
補
さ
れ
た
第
三
版
（
一
八
七
六
）
以
降
、
本
文
末
尾
と
補
遺
（A
ppendix

も
第
三
版
よ
り
増
え
複
数A

ppendices

に
な
る
）

の
間
の
「
論
文
・
公
演
集
」
に
あ
た
る
最
後
尾
に
、
メ
イ
ン
生
存
当
時
の
英
国
の
標
準
版
で
あ
るJohn M

urray

版
で
は
配
置
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
通
常
は
よ
り
入
手
し
や
す
い
こ
の
『
東
西
村
落
共
同
体
論
』
よ
り
の
引
用
が
多
い
。

訳
出
に
当
た
り
、
一
八
五
六
年
当
時
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
、
再
録
初
版
で
あ
る
『
東
西
村
落
共
同
体
論
』
第
三
版
（3rd ed, pp. 330-383

）

を
参
照
し
た
。
活
字
割
り
が
変
え
ら
れ
『
東
西
村
落
共
同
体
論
』
第
三
版
で
は
頁
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
他
、
基
本
同
一
で
あ
る
。

先
に
「
論
文
・
公
演
集
」（
便
宜
に
よ
る
「
仮
称
」
で
索
引Index

で
は
、
列
挙
さ
れ
る
の
み
で
、「
項
目
」
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
）
と
述

べ
た
が
、
メ
イ
ン
の
イ
ン
ド
渡
航
直
前
の
第
一
作
『
古
代
法
』（
一
八
六
二
）
は
代
表
作
と
し
て
好
評
を
博
し
当
時
着
々
と
版
を
重
ね
て
お

り
、
イ
ン
ド
帰
国
後
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
よ
り
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
移
籍
し
、
同
大
で
の
講
義
録
の
体
裁
で
イ
ン
ド
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て

出
版
し
た
第
二
作
が
『
東
西
村
落
共
同
体
論
』（
一
八
七
一
）
で
あ
る
。
処
女
作
は
余
録
抜
き
で
売
れ
る
の
で
、
イ
ン
ド
論
を
軸
と
し
た
東

洋
・
西
洋
の
比
較
原
始
共
同
体
論
と
い
う
専
門
的
す
ぎ
る
第
二
作
の
テ
コ
入
れ
と
し
て
、
初
版
よ
り
五
年
後
の
第
三
版
（
第
二
版
は
翌
年
）

よ
り
、
過
去
に
公
開
さ
れ
た
自
己
の
論
文
や
講
演
集
を
「
雑
録
集
」
の
よ
う
な
形
で
本
文
と
付
録
と
の
間
に
挿
入
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
論
文
・
公
演
集
」
の
序
列
は
、
お
そ
ら
く
メ
イ
ン
本
人
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
の
分
析
に
よ
り
「
末
尾
」
に
置
か

れ
た
当
論
考
の
特
殊
な
位
置
付
け
が
見
え
て
く
る
。（
1
）
最
初
に
置
か
れ
る
の
は
一
八
七
一
年
の
リ
ー
ド
講
義R

ede L
ecture

で
あ
る

“T
he E

ff ects of O
bservation in India to M

odern E
uropean T

hought ”
「
イ
ン
ド
儀
戒
・
慣
習
律
の
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
へ
の

（
一
〇
一
四
）



「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」（
菊
池
）

一
七
七

影
響
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
六
九
年
に
帰
国
し
た
メ
イ
ン
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の
お
披
露
目
公
演
で
あ
り
、
同
年
に
出
版
さ
れ

た
『
東
西
村
落
共
同
体
論
』
と
一
体
性
が
高
く
、
両
者
と
も
帰
国
二
年
間
を
経
、
満
を
持
し
て
の
メ
イ
ン
の
学
者
と
し
て
の
再
デ
ビ
ュ
ー

作
で
あ
る
。（
2
）
次
に
続
く
の
が
、
イ
ン
ド
滞
在
中
、
メ
イ
ン
が
副
学
長
を
勤
め
た
カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
で
評
議
会T

he S
anate

に
対
し

て
行
わ
れ
た
記
念
公
演
で
あ
り“ A

dress to U
niversity of C

alcutta I-III ”

「
カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
記
念
公
演
Ｉ
│

Ⅲ
」
と
し
て
、
各
、

一
八
六
四
年
、
一
八
六
五
年
、
一
八
六
六
年
の
三
月
に
対
応
す
る
。（
3
）
三
つ
目
は
、
体
裁
上
、“T

he T
heory of E

vidence ”

「
証
拠

法
の
理
論
」
と
改
題
さ
れ
て
い
る
が
、
原
題
は
、“M

r.F
itzjam

es S
tephen ’s Instoduction to the Indian E

vidence A
ct ”

「
フ
ィ
ッ

ツ
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
氏
の
イ
ン
ド
証
拠
法
序
説
」
で
メ
イ
ン
の
友
人
で
六
歳
年
下
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ト
リ
ニ
テ
ィ
・

ホ
ー
ル
の
後
輩
で
も
あ
り
、「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
使
徒
会
」
の
後
輩
で
も
あ
り
、
イ
ン
ド
統
治
の
後
継
者
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ィ
ッ

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ンJam

es F
itzjam

es S
tephen 

（3 M
arch 1829 ‒ 11 M

arch 1894

）
の
「
イ
ン
ド
証
拠
法
一
八
七
二
」
に

「
序
説Introduction

」
と
し
て
付
さ
れ
た
一
三
〇
頁
ほ
ど
の
「
証
拠
法
論
」
へ
の
翌
一
八
七
三
年T

he F
ortnightly R

eview
 

一
九
巻

に
掲
載
さ
れ
た
書
評
で
あ
る
。
批
評
論
文
な
が
ら
、
一
足
先
に
本
国
に
帰
任
し
た
先
輩
か
ら
の
エ
ー
ル
で
も
あ
る
。（
4
）
そ
し
て
、
四

つ
目
、
最
後
尾
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
当
メ
イ
ン
の
最
初
期
の
ロ
ー
マ
法
論
文
、「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」
で
あ
る
。
単
純
な
時
系
列

に
よ
ら
ず
『
東
西
村
落
共
同
体
』
本
文
と
の
関
係
性
の
強
さ
で
順
序
付
け
ら
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。

そ
の
中
で
、
当
論
文
は
唯
一
、
飛
び
地
の
ご
と
く
（
1
）
イ
ン
ド
に
関
係
が
な
く
、（
2
）
処
女
作
『
古
代
法
』
以
前
に
書
か
れ
て
い
る
。

逆
説
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
お
蔵
入
り
に
し
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
欽
定
ロ
ー
マ
法
教
授
時
代
の
講
義
ノ
ー
ト
等
、
最
初
期
の
ロ
ー
マ
法
関

係
の
叙
述
の
中
で
、
メ
イ
ン
は
、
当
論
文
だ
け
は
再
出
版
に
堪
え
う
る
も
の
と
し
て
一
八
七
六
年
、
五
四
歳
の
成
熟
期
で
さ
え
、
愛
着
を

（
一
〇
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
七
八

保
ち
続
け
た
と
も
言
え
よ
う
。

当
論
考
の
主
な
重
要
性
は
二
点
あ
る
。（
1
）
手
稿
以
外
に
入
手
で
き
る
メ
イ
ン
の
学
術
的
「
印
刷
作
品
」
と
し
て
は
、
最
初
の
も
の

で
あ
る
事
。（
2
）
メ
イ
ン
の
作
品
の
中
で
唯
一
ロ
ー
マ
法
を
正
面
か
ら
扱
っ
て
い
る
物
で
あ
る
事
、
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
メ
イ
ン
は
『
古
代
法
』
以
降
、
ロ
ー
マ
法
を
比
較
歴
史
法
の
「
傍
証
」
と
す
る
が
正
面
か
ら
扱
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
た
め

で
あ
る
。
当
論
文
を
書
い
た
一
八
五
六
年
に
は
、
メ
イ
ン
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
「
ロ
ー
マ
法
欽
定
教
授R

egius P
rofessor of C

ivil 

L
aw

」（
一
八
四
七
│

五
四
）
を
勤
め
る
傍
ら
、
五
二
年
よ
り
法
曹
学
院Inns of C

ourt

の
講
師reader

を
ロ
ン
ド
ン
で
勤
め
て
お
り
、

六
一
年
に
『
古
代
法
』
を
発
表
し
た
後
、
六
二
年
に
イ
ン
ド
に
渡
航
す
る
前
の
期
間
で
あ
っ
た
。
彼
は
当
論
文
を
「L

ate Q
ueen ’s 

P
rofessor of C

ivil L
aw

前
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ロ
ー
マ
法
欽
定
教
授
」
の
肩
書
で
、
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
法
学
者
と
し
て
書
い
て
い
る
。

一
般
に
メ
イ
ン
『
古
代
法
』（
一
八
六
一
）
は
こ
の
間
（
一
八
五
二
│

六
一
）
の
法
曹
学
院
で
の
彼
の
講
義
に
主
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
ゆ
え
に
、
メ
イ
ン
の
最
初
の
二
五
歳
か
ら
三
二
歳
ま
で
の
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ロ
ー
マ
法
欽
定
教
授
（
一
八
四
七
│

五
二
年
）
の

講
義
ノ
ー
ト
手
稿
が
出
て
こ
な
い
限
り
最
古
の
も
の
と
な
る
。
し
か
る
に
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
コ
ッ
ク
スR

aym
ond C

ocks, S
ir H

en
ry 

M
ain

e: A
 S

tu
d

y in
 V

ictorian
 Ju

rispru
d

en
ce, 

（C
U
P
, 1988

）
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の
ロ
ー
マ
法
教
授
活
動
の
叙
述
を
見
る
限

り
、
史
料
と
し
て
大
学
の
メ
イ
ン
の
講
義
の
講
義
要
項prospectus
を
参
照
し
て
お
り
、
か
か
る
手
稿
の
存
在
は
現
在
ま
で
確
認
さ
れ

て
い
な
い
。

（
一
〇
一
六
）



「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」（
菊
池
）

一
七
九

現
代
研
究
者
に
比
し
、
メ
イ
ン
は
自
己
の
学
術
的
印
刷
作
品
発
表
に
、
極
め
て
、
慎
重
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
事
は
、
先
述
し

た
イ
ン
ド
帰
国
後
、
二
年
を
経
て
そ
の
業
績
を
よ
う
や
く
印
刷
に
付
し
た
事
よ
り
も
見
て
取
れ
る
。
こ
の
一
区
切
り
の
仕
事
が
終
わ
っ
て

か
ら
二
年
間
の
推
敲
・
熟
慮
を
経
て
上
梓
と
い
う
の
は
、
メ
イ
ン
の
若
い
時
期
（
晩
年
の
『
国
際
法
論
』
は
一
年
だ
け
フ
ィ
ー
ウ
ェ
ル
国
際
法

教
授
位
を
勤
め
翌
年
に
出
版
）
の
自
己
ル
ー
ル
で
あ
る
の
で
は
無
い
か
と
い
う
の
が
筆
者
の
観
察
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
初
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
「
ロ
ー
マ
法
欽
定
教
授R

egius P
rofessor of C

ivil L
aw

」（
一
八
四
七
│

五
四
）
の
雇
用
期
間
を
終
え
、
二
年
後
一
八
五
六
年

に
処
女
論
文“R

om
an L

aw
 and L

egal E
ducation ”

「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」
を
、
よ
う
や
く
三
四
歳
の
折
に
出
版
し
た
の
は
、
恐

ら
く
、
熟
慮
の
上
、
極
限
ま
で
引
き
絞
り
弓
手
を
離
れ
た
一
矢
の
如
き
企
図
で
あ
る
。
メ
イ
ン
の
生
涯
・
作
品
を
見
渡
し
た
上
で
、
そ
う

考
慮
し
て
み
る
と
、
当
論
文
が
扱
う
題
材
が
極
め
て
広
範
で
、
メ
イ
ン
の
ロ
ー
マ
法
に
対
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
各
問
題
意
識
を
絞
り
出
し
、

全
て
煮
詰
め
た
如
き
「
雑
多
な
」
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

上
記
に
加
え
、
副
次
的
重
要
性
と
し
て
、（
3
）
本
邦
に
お
い
て
は
、
恐
ら
く
は
、
ロ
ー
マ
法
の
論
文
と
い
う
の
で
技
術
性
が
高
く
メ

イ
ン
研
究
者
や
英
米
法
研
究
者
か
ら
は
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
。
例
外
と
し
て
内
田
力
蔵
氏
が
「
メ
イ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
法
の

法
典
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
当
論
文
を
詳
細
に
扱
わ
れ
て
い
る
。（
※
『
内
田
力
蔵
著
作
集
2
：
法
改
革
論
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）、 

pp. 167-90

に
再
録
）（
4
）
欧
文
文
献
に
於
い
て
も
、
様
々
な
重
要
な
点
で
論
及
さ
れ
る
が
、
あ
ま
り
、
そ
れ
の
み
に
集
中
し
て
本
格
的
に

論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

筆
者
の
問
題
関
心
と
し
て
、
メ
イ
ン
と
彼
の
業
績
は
ロ
ー
マ
法
学
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
か
？
と
い

（
一
〇
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
八
〇

う
事
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
ド
イ
ツ
歴
史
法
学
派
と
メ
イ
ン
歴
史
法
学
の
関
係
性
や
、P

eter S
tein, L

egal 

E
volu

tion, 

（C
U
P
, 1980

）
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ど
う
評
価
し
「
進
化
論
を
い
か
に
法
学
と
関
係
さ
せ
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
？
」
な

ど
を
含
め
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

以
上
を
解
題
に
代
え
、
詳
細
と
内
容
に
つ
い
て
は
、
独
立
し
た
各
論
考
を
も
っ
て
論
じ
た
い
。

ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
サ
ム
ナ
ー
・
メ
イ
ン

「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」

近
年
、
ロ
ー
マ
市
民
法
へ
の
関
心
が
再
燃
し
て
き
て
い
る
そ
の
理
由
を
突
き
詰
め
て
問
う
こ
と
が
無
駄
で
な
け
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
が
ま

す
ま
す
人
気
を
あ
つ
め
て
い
る
の
は
、
結
局
の
所
、
知
識
の
道
具
と
し
て
ロ
ー
マ
法
の
重
要
性
が
広
範
に
認
識
さ
れ
て
い
る
事
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
英
国
の
実
務
家
が
そ
の
法
実
務
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
の
価
値
を
た
ま
さ
か
垣
間
見
る
事
に
、
帰
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
扱
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
法
学
問
題
が
よ
り
高
度
に
な
る
に
つ
れ
、
英
国
法
律
家
の
ロ
ー
マ
法
か
ら
の
借
用
は
よ
り
顕
著
と
な
る
の
が
常
な
の
は
必
定
で

あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
問
題
に
対
し
適
用
さ
れ
る
思
索
が
高
度
と
な
る
ほ
ど
、
そ
の
複
雑
性
を
解
決
し
た
ロ
ー
マ
法
体
系
に
対
す
る
、

か
か
る
人
物
に
よ
る
賞
賛
が
空
疎
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
、
ま
た
、
不
可
避
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ロ
ー
マ
法
学
研
究
が
擁
護
さ
る

べ
き
理
由
は
、
き
わ
め
て
明
敏
な
知
性
の
持
ち
主
の
み
に
理
解
可
能
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
深
遠
な
法
学
上
の
論
点
が
生
じ
て
は
じ
め

て
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
由
の
多
く
の
健
全
性
は
、
述
べ
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
、
途
端
に
氷
解
す
る
も
の

（
一
〇
一
八
）



「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」（
菊
池
）

一
八
一

で
あ
る
こ
と
は
お
分
か
り
頂
け
よ
う
し
、
当
論
文
で
は
、
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
き
読
者
の
御
注
意
を
喚
起
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

ロ
ー
マ
法
学
と
わ
れ
わ
れ
自
身
の
法
学
と
の
歴
史
的
関
連
は
、
ロ
ー
マ
市
民
法
に
対
す
る
増
大
す
る
関
心
に
、
き
わ
め
て
強
力
な
一
理

由
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
今
や
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、﹇
ロ
ー
マ
法
と
英
国
法
の
歴
史
的
関
連
と
い
う
﹈
そ

の
事
実
自
体
は
、
今
日
で
は
、
疑
問
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
そ
の
全
部
分
、
土
着
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
俗
信
は
、『
ブ
ラ
ク
ト
ン
』
や
『
フ
リ
ー
タ
』
と
、『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
と
を
ざ
っ
と
比
べ
る
だ
け
で
、
ど
ん
な
場
合
で
も
、
ら
く
ら
く

と
論
破
し
う
る
だ
ろ
う
し
、
土
着
説
支
持
の
歴
史
家
の
誠
実
さ
な
ど
、
彼
ら
の
先
入
観
が
過
ぎ
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
と
言
い
張
る
ぐ
ら
い

の
事
で
し
か
擁
護
し
え
ぬ
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ユ
帝
前
の
抄
典
の
断
片
の
大
編
纂
物
（
ⅰ
）

や
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』
手
稿
の
発
見
（
ⅱ
）

に
よ
り
、

今
で
は
、
英
国
へ
の
ロ
ー
マ
法
が
浸
透
時
に
あ
り
え
た
、
唯
一
の
形
態
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
理
解
は
深
ま
っ
て
お
り
、
早
期
に
お
け
る

ロ
ー
マ
法
の
部
分
的
浸
透
の
容
疑
は
ほ
ぼ
確
実
と
な
っ
て
い
る
。
必
然
的
に
、
か
か
る
ロ
ー
マ
法
の
早
期
の
浸
透
は
法
的
古
事
学
者
に

と
っ
て
は
き
わ
め
て
高
い
関
心
事
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
英
国
の
法
律
家
が
そ
れ
以
前
に
有
し
て
い
た
、
よ
り
荒
削
り
な
諸
概
念
に
対
す
る

影
響
と
い
っ
た
観
点
か
ら
も
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
あ
ま
り
に
も
過
度
の
重
要
性
を
そ
の
事
実
に
与
え
る
べ
き
で

は
な
い
。
英
国
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
的
輸
入
観
念
は
、
我
ら
が
受
容
す
る
や
い
な
や
、
我
ら
独
自
の
国
民
的
慣
習
及
び
精
神
性
の

特
殊
性
に
彩
ら
れ
る
の
が
永
ら
く
の
お
き
ま
り
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
に
よ
り
解
釈
さ
れ
た
外
国
法
学
は
、

ほ
ど
な
く
外
国
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
ロ
ー
マ
法
は
、
他
の
い
か
な
る
制
度
よ
り
も
す
み
や
か
に
、
特
有
の
そ
の
性
質
を
う
し
な
っ
て

し
ま
う
。
ロ
ー
マ
法
の
よ
う
な
、
な
か
ん
ず
く
他
制
度
に
傑
出
し
、
均
整
の
と
れ
た
根
本
的
原
理
と
緊
密
に
対
応
す
る
法
体
系
は
、
そ
の

各
部
分
を
少
し
改
変
し
た
り
、
一
、
二
の
支
配
原
理
を
放
逐
す
る
だ
け
で
、
効
果
的
に
、
全
く
別
の
も
の
へ
と
変
容
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ

（
一
〇
一
九
）
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一
八
二

ろ
う
事
、
た
や
す
く
理
解
出
来
よ
う
。
ゆ
え
に
、
ロ
ー
マ
法
の
各
テ
キ
ス
ト
が
、
我
ら
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
学
の
基
盤
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
点
に
お
い
て
作
用
し
て
い
る
の
は
、
事
実
、
そ
れ
も
確
実
な
事
実
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
事
か
ら
、
即
、
英

国
法
に
関
す
る
我
ら
の
知
識
が
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
的
に
向
上
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
く
わ
え
て
、

ロ
ー
マ
法
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
両
制
度
間
の
歴
史
的
相
関
性
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
、
法
の
哲
学
の
探
求
者
が
陥
る

中
で
最
も
深
刻
な
あ
や
ま
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
両
者
を
兼
学
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
学

と
ロ
ー
マ
法
学
が
「
過
去
の
あ
る
時
点
で
」
類
似
「
し
て
い
た
」
か
ら
で
は
な
く
、
両
者
は
「
未
来
に
お
い
て
」
類
似
「
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
に
、
そ
の
揺
籃
期
に
お
い
て
、
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
法
は
、
そ

の
成
熟
期
に
お
い
て
、
互
い
に
類
似
し
て
く
る
傾
向
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
英
国
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ゆ
っ
く
り
と
、
そ
れ
も
恐
ら

く
は
、
無
意
識
か
つ
否
応
な
く
、
だ
が
、
し
っ
か
り
確
実
に
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
た
ち
が
何
世
紀
も
の
経
験
と
う
む
こ
と
な
き
研
鑽
を
通

じ
て
到
達
し
た
の
と
ま
さ
に
同
じ
法
的
思
考
様
式
お
よ
び
法
原
理
の
思
想
に
、
自
ら
を
な
じ
ま
せ
て
き
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
法
が
ま
さ
に
目
の
前
で
体
験
し
て
い
る
浮
沈
や
変
化
が
、『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
ほ
ど

成
熟
し
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
一
団
の
準
則
の
体
系
を
学
習
す
る
最
も
強
力
な
理
由
を
与
え
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
理
由
を
詳
述
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
法
と
法
科
学science of jurisprudence

と
の
関
係
の
解
決
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
研
究
の

長
大
さ
、
困
難
さ
を
鑑
み
れ
ば
、
今
回
の
よ
う
な
一
論
文
の
紙
幅
で
な
さ
ん
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
馬
鹿
げ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
ま

た
違
っ
た
一
連
の
考
察
で
、
独
自
の
や
り
か
た
で
、
法
的
も
し
く
は
一
般
的
教
育
を
修
め
た
人
物
全
て
に
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
強
く
印
象

付
け
る
こ
と
に
、
同
様
に
力
あ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
察
が
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
ロ
ー
マ
法
の
無
知
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
の

（
一
〇
二
〇
）
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断
罪
さ
れ
る
無
知
の
法
外
な
広
域
性
で
あ
る
。
英
国
の
最
高
の
教
育
を
受
け
た
人
物
で
さ
え
、
人
類
の
学
識
の
一
般
的
な
総
体
の
中
で
、

ロ
ー
マ
法
と
い
う
要
素
が
い
か
に
大
き
な
重
要
性
を
占
め
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
英
国
に
限
ら
れ
ず
人
類
の
思
想
の
あ
ら
ゆ
る
生
産
物
中

に
ロ
ー
マ
法
が
い
か
に
ひ
ろ
く
侵
入
、
浸
透
、
変
質
さ
せ
て
き
た
の
か
を
完
全
に
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
疑
わ
し
い
と
言
え
よ

う
。
こ
の
こ
と
が
ど
の
程
度
真
実
で
あ
る
か
に
対
し
な
ん
ら
か
の
的
外
れ
な
考
え
を
与
え
よ
う
と
努
力
す
る
そ
の
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、

ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
学
と
は
ち
が
い
、
ロ
ー
マ
法
は
、
決
し
て
、
判
例
の
体
系a system

 of cases

で
は
な
い

こ
と
に
、
読
者
の
注
意
を
喚
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ー
マ
法
の
体
系
と
し
て
の
特
質
は
、
│
も
っ
と
も
こ
れ
は
実
用
的
便
宜
の
た
め
で

不
適
切
で
は
あ
る
の
だ
が
│
一
連
の
原
理
及
び
明
文
化
さ
れ
た
準
則
に
よ
り
な
り
た
つ
体
系
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
で
表
現
さ
れ
得
よ
う
。

英
国
に
お
い
て
は
、
法
廷
弁
護
士
の
仕
事
は
一
団
の
先
例
か
ら
、「
そ
れ
ら
」
を
包
摂
す
る
と
同
時
に
こ
れ
か
ら
司
法
判
断
を
受
け
る
べ

き
事
実
状
態
を
も
包
摂
す
る
、
一
定
式form
ula

を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
敵
対
側
法
廷
弁
護
士
の
職
務
は
、
同
じ
一
団
の
判
例
、
も

し
く
は
他
の
一
団
の
判
例
か
ら
、
同
様
に
明
白
な
適
用
性
を
も
つ
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
定
式
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

ロ
ー
マ
法
で
は
、
先
例
は
そ
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
絶
対
に
使
用
さ
れ
な
い
。『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
が
、
我
ら
が
英
国
の
法
律
家
が

「
判
例
」
と
呼
ぶ
も
の
を
大
量
に
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
一
見
、
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
、

法
準
則
の
淵
源
で
は
な
く
、
逆
に
、
法
準
則
が
適
用
さ
れ
る
事
例
な
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
法
準
則
に
光
を
当
て
る
た
め

に
権
威
者
に
よ
り
解
決
し
て
み
せ
ら
れ
た
事
例
で
あ
り
、
か
か
る
法
準
則
が
い
か
に
操
作
、
適
用
さ
る
べ
き
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
我

ら
自
身
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
比
較
し
て
、
か
く
も
早
い
時
期
に
、
そ
し
て
よ
り
完
璧
に
、
ロ
ー
マ
法
が
こ
の
よ
う
な
方
式
を
獲
得
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
一
体
い
か
な
る
わ
け
か
？
と
い
う
の
は
、
興
味
の
尽
き
ぬ
問
題
で
あ
り
、
学
生
が
真
っ
先
に
自
問
し
て
し
か
る
べ
き
問

い
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
英
国
人
的
偏
見
に
よ
り
、
学
生
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
法
学
は
、
控
え
目
に
言
っ

（
一
〇
二
一
）
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一
八
四

て
、
変
則
的anom

alous

と
考
え
る
こ
と
は
あ
り
得
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
法
の
仕
組
み
は
、
わ
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
じ

く
、
極
め
て
分
か
り
や
す
く
、
自
然
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
の
証
左
と
し
て
、
英
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
そ
の
最
初
期
の
理
論
家
に

は
、
明
確
に
、
こ
れ
と
似
か
よ
っ
た
特
質
を
有
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
特
筆
し
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
確

定
的
原
理
に
調
整
さ
れ
、
明
示
さ
れ
た
準
則
の
均
整
の
と
れ
た
体
系
と
し
て
の
形
で
、「
こ
の
世
の
ど
こ
か
にsom

ew
here

」
在
る
も
の

と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
体
系
的
知
識
は
、
充
分
な
量
の
原
寸
大
の
形
で
は
裁
判
官
ら
の
胸
中
に
の
み
留
め
お
か

れ
、
法
的
素
人
た
る
大
衆
と
法
専
門
職
の
大
部
分
は
、
そ
の
よ
う
な
準
則
を
、
司
法
判
断
を
受
け
た
各
判
例
の
事
実
と
複
雑
に
入
り
混

じ
っ
た
形
で
し
か
識
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
古
来
よ
り
の
伝
統
的
理
論
の
様
々
な
痕
跡
は
、
我
ら
が

判
決
や
法
廷
の
議
論
の
言
葉
遣
い
の
随
所
に
残
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
例
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
比
較
及
び
帰
納
に
よ
り
諸
先
例
よ

り
抽
出
さ
れ
た
法
的
命
題legal propositions

と
い
う
意
味
で
の
「
原
理principles

」
と
い
う
用
語
の
、
一
風
変
わ
っ
た
用
例
を
お
そ

ら
く
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

ゆ
え
に
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
の
本
来
の
仕
事
は
、
明
示
的
な
成
文
準
則
の
解
釈
と
適
用
に
限
ら
れ
て
い
た
。
む
ろ
ん
、
か
か
る
過
程
は
、

一
定
限
度
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
の
専
門
家professors
に
よ
り
用
ら
れ
ざ
る
得
ぬ
も
の
で
あ
り
、
我
々
自
身
の
法
体
系
に
お
い
て
は
、

殊
に
わ
れ
わ
れ
が
議
会
制
定
法
を
扱
お
う
と
す
る
場
合
に
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
占
め
た
広
大
な
領
域
は
、

英
国
の
実
務
と
は
、
全
く
比
較
に
な
ら
ぬ
が
、﹇
ロ
ー
マ
で
﹈
歴
史
上
事
実
そ
う
な
っ
た
よ
う
に
﹇
英
国
で
も
﹈、
全
体
と
し
て
並
外
れ
た

精
緻
さ
と
忍
耐
力
、
個
別
の
事
例
に
お
い
て
は
並
外
れ
た
天
才
性
に
特
徴
付
け
ら
れ
た
一
階
級
の
人
々
の
、
主
要
な
修
練
の
場
と
し
て
成

立
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
、
英
国
実
務
家
が
何
世
紀
も
か
け
追
求
し
て
き
た
諸
成
果
を
達
成
す
る
手
段
で
あ
る
。
わ

（
一
〇
二
二
）
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れ
わ
れ
英
国
人
は
、
恥
ず
か
し
げ
な
く
、
時
に
は
矜
持
の
ご
と
き
も
の
す
ら
も
っ
て
、
自
身
の
制
定
法
解
釈
に
お
け
る
失
敗ill success

に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
が
自
由
に
使
い
こ
な
せ
る
も
の
と
い
え
ば
、
ロ
ー
マ
法
学
の
提
供
す
る
道
具
立
て
と

は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
学
は
、
一
部
は
、
明
確
な
規
則
と
、
一
部
は
、
適
切
な
範
例
に
よ
り
、
成
文
法
の
理
解
と

運
営
を
追
求
し
て
い
く
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
ロ
ー
マ
法
学
者
に
考
案
さ
れ
た
解
釈
方
法
が
彼
ら
の
主
題
に
対
し
て
も
た
ら
し
た
効
果

を
、
幾
何
学
者
ら
が
空
間
の
関
係
性
を
論
ず
る
の
に
使
用
す
る
数
学
的
分
析
よ
り
導
か
れ
る
有
用
性
に
匹
敵
・
対
応
す
る
と
す
る
な
ら
、

こ
れ
以
上
、
正
当
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
双
方
の
助
け
を
得
て
は
じ
め
て
、
ほ
ぼ
克
服
不
能
に
思
わ
れ
た
各
難
題
は
大
し
た
こ

と
で
も
な
く
な
り
、
ほ
ぼ
到
達
不
能
に
み
え
た
進
歩
過
程progress

は
許
容
限
度
ま
で
縮
減
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
比
較
対
応parallel

は
さ
ら
に
す
す
め
る
こ
と
が
出
来
、
両
種
の
各
知
的
訓
練
の
も
た
ら
す
特
殊
な
精
神
習
慣special habit of m

ind

に
つ
い
て
も
そ
う
で

あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ロ
ー
マ
法
の
修
練
に
よ
り
習
得
す
る
こ
と
の
出
来
る
思
考
傾
向the bias of thought

、
理
由
付

け
の
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方the m

odes of reasoning

、
例
証
の
習
慣the habits of illustration

と
い
っ
た
も
の
ほ
ど
、
特
有
、
特
別
で
、

か
つ
他
に
際
立
っ
た
も
の
は
確
か
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
生
に
と
り
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
視
界
の
特
殊
性
を
解
す
る
に
は
、
英
国
法
学

習
熟
に
必
要
な
努
力
と
は
く
ら
ぶ
べ
く
も
な
い
ほ
ど
少
し
の
精
神
緊
張
と
学
習
期
間
し
か
必
要
と
せ
ぬ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、

そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
努
力
抜
き
に
は
獲
得
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
が
要
求
す
る
努
力
に
み
あ
う
だ
け
の
充
分
な
見

返
り
が
あ
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
思
考
お
よ
び
研
究
に
浸
透
し
て
お
り
、
ロ
ー
マ
法
の
知
識
の
一
定
限
度
の
探
求

は
あ
ら
ゆ
る
法
律
家
や
あ
ら
ゆ
る
し
か
る
べ
き
教
養
人
に
不
可
欠
で
あ
る
事
を
指
摘
す
る
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ

は
そ
の
問
い
に
答
え
う
る
。

（
一
〇
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
八
六

第
一
に
、
こ
の
二
世
紀
近
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
「
道
徳
哲
学M
oral P

hilosphy

」
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
議
論
は
、
ロ
ー

マ
市
民
法
に
固
有
の
用
語
及
び
理
由
付
け
方
法
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
て
き
て
い
る
事
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
改
革
よ

り
程
な
く
し
て
、
二
つ
の
偉
大
な
思
想
学
派
が
こ
の
種
の
各
題
材
を
分
つ
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
み
い
だ
す
。
当
初
、
二
者
の
内
、
最
も
影

響
力
が
あ
っ
た
の
が
わ
れ
わ
れ
に
「
カ
ズ
イ
ス
トC

asuists

」
と
し
て
知
ら
れ
る
セ
ク
ト
も
し
く
は
学
派
で
、
そ
の
全
て
は
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
宗
教
上
帰
依
し
て
お
り
、
彼
ら
の
ほ
ぼ
全
員
は
各
自
の
修
道
院
に
属
し
て
い
た
。
他
方
は
、『
戦
争
と
平
和
の
法
』
と

称
さ
れ
る
論
稿
の
偉
大
な
る
著
者
フ
ー
ゴ
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
を
共
通
の
知
的
祖
と
し
、
お
互
い
つ
な
が
り
を
も
つ
一
群
の
著
作
家
で
あ
る
。

後
者
の
ほ
ぼ
全
員
は
、
宗
教
改
革
の
熱
心
な
支
持
者
ら
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
正
式
か
つ
公
然
と
は
、
カ
ズ
イ
ス
ト
ら
と
論
争
状
態
で
あ
る

と
は
い
え
ぬ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
体
系
の
起
源
及
び
目
的
は
カ
ズ
イ
ス
ト
ら
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
両
者
の

か
か
わ
る
こ
の
思
想
部
門
へ
の
ロ
ー
マ
法
の
影
響
と
い
う
点
に
関
し
、
こ
の
よ
う
な
二
学
派
の
相
違
に
つ
い
て
読
者
の
注
意
を
喚
起
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
著
作
は
、
全
ペ
ー
ジ
純
粋
な
倫
理
問
題
に
触
れ
て
お
り
、
か
つ
、
同
書
は
、
直
接
、
間
接
を
問
わ
ず
、

数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
多
く
の
正
式
倫
理
学
書
の
生
み
の
親
で
あ
る
も
の
の
、
周
知
の
ご
と
く
、
道
徳
哲
学
を
銘
打
っ
た
正
式
の
論
稿
で
は
な

く
、
自
然
の
法
も
し
く
は
自
然
法
を
特
定
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
自
然
法
概
念
が
ロ
ー
マ
法
学
者
の
み
の
創
出
に
関
わ
る
か
と
い
う

問
題
は
さ
て
お
き
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
認
め
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
実
定
法
の
ど
の
部
分
を
自
然
法
の
一
部
で
あ
る
と
解
す
べ

き
か
に
か
ん
す
る
ロ
ー
マ
法
学
者
の
見
解
は
、
そ
れ
が
誤
謬
で
な
い
か
ぎ
り
、
最
も
深
い
敬
意
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
体
系
は
、
正
に
そ
の
根
底
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
と
関
わ
り
が
あ
る
。
こ
の
関
係
性
│
作
者

の
う
け
た
法
学
的
訓
練
は
そ
れ
﹇
ロ
ー
マ
法
学
識
﹈
無
し
で
も
以
下
の
よ
う
な
結
果
を
お
そ
ら
く
も
た
ら
し
た
こ
と
で
は
あ
ろ
う
│
は
、

時
に
そ
の
意
図
を
隠
蔽
せ
ざ
る
を
得
ぬ
、
全
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
の
技
術
的
用
語
法
、
理
由
付
け
、
定
義
、
例
証
の
方
法
論
と
い
っ
た
も
の
の

（
一
〇
二
四
）



「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」（
菊
池
）

一
八
七

放
埓
き
わ
ま
り
な
い
利
用
や
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
読
者
に
と
っ
て
ど
こ
か
ら
引
用
さ
れ
た
の
か
す
ら
も
見
当
も
つ
か
ぬ
、
多
様
な
引
用

元
文
献
に
依
拠
す
る
議
論
に
よ
る
強
制
力
や
説
得
力
と
い
っ
た
も
の
を
不
可
避
に
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
対
し
、
カ
ズ
イ
ス
ト
リ
ー
﹇
※

カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
道
徳
神
学
﹈
に
は
、
ほ
ぼ
ロ
ー
マ
法
か
ら
の
借
用
は
な
い
。
カ
ズ
イ
ス
ト
リ
ー
の
用
語
法
に
は
、
カ
ノ
ン
法
経
由
で
、

二
、
三
の
専
門
用
語
が
浸
透
し
て
は
い
る
も
の
の
、
カ
ズ
イ
ス
ト
リ
ー
の
著
作
者
の
議
論
形
式
は
各
自
の
学
派
の
ど
れ
か
の
属
す
る
一
連

の
神
学
上
の
討
論
よ
り
だ
い
た
い
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
る
倫
理
的
見
解
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
請
け
負
う
所
と
は
一
切
、
共

通
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
れ
が
、
高
名
で
あ
れ
悪
名
高
き
も
の
で
あ
れ
、
カ
ズ
イ
ス
ト
リ
ー
の
名
の
下
に
書
か
れ
た
あ
ら
ゆ
る
正
・
不

正right and w
rong

に
関
す
る
哲
学
は
、
大
罪m
ortal sin

と
小
罪venial sin

の
概
念
間
の
区
別
が
そ
の
起
源
（
1
）

で
あ
る
。
あ
る
特
定

の
行
為
を
大
罪
で
あ
る
と
決
定
す
る
こ
と
に
よ
る
酷
い
結
果
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
ご
く
当
た
り
前
の
懸
念
や
、
同
様
に
理
解
可
能
な
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
と
争
う
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
都
合
の
悪
い
理
論
を
放
棄
す
る
こ
と
で
援
助
し
よ
う
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

カ
ズ
イ
ス
ト
哲
学
の
著
者
た
ち
は
、
大
罪
的
な
行
為
を
で
き
う
る
か
ぎ
り
大
罪
違
反
の
範
疇
か
ら
と
り
の
ぞ
き
、
小
罪
、
つ
ま
り
、
決
定

的
な
懺
悔
の
苦
行
を
行
う
こ
と
で
赦
免
し
う
る
罪
で
あ
る
と
、
性
格
付
け
よ
う
と
す
る
入
念
な
基
準
体
系
の
構
築
へ
と
至
っ
た
。
こ
の
試

み
の
運
命
は
、
一
般
に
、
歴
史
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
聖
職
者
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
行
為
を
霊
的

に
監
督
す
る
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
の
カ
ズ
イ
ス
ト
リ
ー
に
よ
る
﹇
倫
理
問
題
に
お
け
る
各
種
﹈
区
分
に
よ
り
、
ま
さ
に
実
際
に
、

そ
れ
が
君
主
、
政
治
家
、
将
官
ら
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
道
徳
神
学
者
ら
が
、
宗
教
改
革
前
に
は
前
代
未
聞
で
あ
っ
た
レ
ベ
ル
の
、
影
響
を
あ

た
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
し
、
実
際
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
最
初
の
成
功
を
検
閲
し
困
難
に
し
た
か
の
大
弾
圧that great 

reaction

に
概
し
て
真
に
加
担
し
た
の
を
知
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
﹇
反
宗
教
改
革
側
の
カ
ズ
イ
ス
ト
リ
ー
の
﹈
企
て
の
出
発

点
は
、
確
実
な
証
明
で
な
く
逃
避
、
つ
ま
り
、
原
理
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
公
準postulate

を
回
避
し
よ
う
と
す
る
逃

（
一
〇
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

一
八
八

げ
、
つ
ま
り
、
正
・
不
正right or w

rong

の
本
質
を
確
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
﹇
大
罪
違
反
と
せ
ぬ
た
め
﹈
何
が
特
定
の
性
質
の
悪

（
※
倫
理
上
の
罪
）w

rong

で
無
い
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
カ
ズ
イ
ス
ト
リ
ー
は
、
人
間
行
為
の
倫
理
的
特
質
を
酷
く
曖

昧
に
し
て
し
ま
う
ま
で
そ
の
詭
弁
的
洗
練
を
突
き
詰
め
ざ
る
を
得
ず
、
我
々
自
身
の
人
間
存
在
の
倫
理
的
本
能
を
裏
切
っ
た
ゆ
え
、
つ
い

に
は
、
人
類
の
良
心
の
突
如
の
反
逆
を
招
き
、
自
身
の
体
系
の
み
な
ら
ず
そ
の
博
士
ら
も
ま
と
め
て
破
滅
に
お
い
や
っ
た
（
ⅲ
）

。
最
終
的
に
、

カ
ズ
イ
ス
ト
リ
ー
は
、
パ
ス
カ
ル
『
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ア
ル
の
手
紙
』
の
中
で
回
復
不
能
な
致
命
傷
を
こ
う
む
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の

記
念
碑
的
論
稿
の
出
現
以
来
、
わ
ず
か
で
も
影
響
や
名
声
の
あ
る
倫
理
学
者
な
ら
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
カ
ズ
イ
ス
ト
ら
に
倣
っ
て
、
そ
の
考

察
を
な
す
こ
と
な
ぞ
つ
い
ぞ
し
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
倫
理
的
科
学
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
後
継
者
た
ち
の
み
の
指

導
に
ま
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
い
ま
だ
、
並
外
れ
た
程
度
で
の
ロ
ー
マ
法
と
の
混
淆
の
痕
跡
を
提
示
し
て
お
り
、
時
に
、
そ

の
こ
と
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
的
理
論
の
欠
陥
で
あ
る
と
断
罪
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
方
で
、
最
高
の
推
奨
を
勝
ち
得
る
こ
と
も
あ
る
。

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
時
代
以
降
の
多
く
の
研
究
者
た
ち
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
各
原
理
に
変
更
を
く
わ
え
た
し
、
む
ろ
ん
、
カ
ン
ト
批
判
哲

学
（
ⅳ
）

の
登
場
以
降
、
多
く
の
論
者
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
原
理
の
多
く
を
放
棄
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
根
源
的
各
仮
説

よ
り
は
る
か
に
逸
脱
し
た
著
作
家
た
ち
で
さ
え
も
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
叙
述
・
定
義statem

ent

、
一
連
の
思
考
様
式train of thought

、

そ
の
例
証
法m

odes of illustration

の
方
法
論
の
多
く
を
承
継
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ロ
ー
マ
法
学
識
に
無
知
な
人
間
に
と
っ
て
は
、

ほ
ぼ
意
味
を
も
た
ぬ
う
え
に
、
論
点
の
解
せ
ぬno point

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
自
然
学
・
物
理
学
も
し
く
は
生
理
学
の
一
部
を
の

ぞ
き
、
倫
理
的
思
索
は
学
問
の
ほ
ぼ
全
域
に
関
連
、
影
響
し
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
倫
理
体
系
中
の
ロ
ー
マ
法
的
要
素
は
、

ち
ょ
っ
と
見
、
ま
っ
た
く
そ
の
存
在
を
認
識
で
き
ぬ
よ
う
な
各
分
野
に
お
い
て
す
ら
、
そ
の
存
在
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸

の
倫
理
、
政
治
哲
学
に
お
い
て
ほ
ぼ
普
遍
的
で
あ
る
、
か
か
る
驚
く
べ
き
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
、
英
国
の
わ
れ
わ
れ
が
あ
ま
り
に
も
軽
ん

（
一
〇
二
六
）
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ロ
ー
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育
」（
菊
池
）

一
八
九

じ
す
ぎ
て
い
た
と
信
ず
る
の
は
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
ば
し
ば
、
憤
慨
や
驚
嘆
を
こ
め
て
言
わ
れ
る
の
は
、
海
外
と
英
国
の
よ
り

精
密
な
科
学
の
碩
学
ら
は
お
互
い
に
完
璧
に
共
感
し
あ
っ
て
い
る
、
た
と
え
ば
、
ロ
ン
ド
ン
の
医
者
や
数
学
者
ら
は
ベ
ル
リ
ン
や
パ
リ
の

医
者
や
数
学
者
ら
の
著
作
に
完
全
に
精
通
し
て
い
る
の
に
対
し
、
大
陸
の
法
学
者
、
道
徳
哲
学
者
、
政
治
家
、
一
定
限
度
は
歴
史
家
、
は

て
に
は
形
而
上
学
者
ら
を
英
国
の
同
様
の
学
識
の
研
究
者
を
公
称
す
る
職
業
知
識
人
ら
と
を
隔
て
る
、
目
に
見
る
こ
と
も
触
る
こ
と
も
か

な
わ
ぬ
が
、
確
か
に
感
じ
う
る
障
壁
が
存
す
る
。
わ
が
英
国
が
島
国
で
あ
る
と
言
っ
た
曖
昧
な
指
摘
は
、
こ
の
異
常
な
事
態
理
解
の
な
ん

の
て
が
か
り
に
も
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
我
ら
の
各
国
家
制
度
の
例
外
性
は
一
部
そ
の
説
明
と
は
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
根
底
に
は

英
国
人
と
外
国
人
ら
と
の
間
に
横
た
わ
る
教
育intellectual training

の
何
ら
か
の
差
異
が
存
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
英
国
人
と
外
国

人
間
の
一
般
的
教
養
総
量
の
差
分
と
は
、
端
的
に
、
ロ
ー
マ
法
成
分
の
完
全
な
欠
落
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
各
見
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
倫
理
哲
学
と
法
学
の
密
接
な
関
連
性
な
ど
い
ち
い
ち
あ
げ
つ
ら
う
必
要
な
ど
お
そ
ら

く
無
か
ろ
う
か
ら
、
英
国
に
お
け
る
法
学
教
育
の
一
部
と
し
て
ロ
ー
マ
法
の
素
養
を
導
入
す
べ
き
と
い
う
論
は
何
ら
か
の
形
で
前
進
す
る

こ
と
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
理
由
づ
け
に
、
倫
理
的
主
題
に
関
す
る
（
現
在
の
）
英
国
の
思
想
の

あ
り
方
は
、
な
ん
ら
か
の
冷
や
水
を
浴
び
せ
か
け
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
う
た
が
い
な
く
、
ロ
ッ
ク
の
著
作
や
ベ
ン
サ
ム
に
よ
る
ロ
ッ
ク
理

論
の
は
か
り
し
れ
ぬ
発
展
は
、
英
国
の
知
的
状
況
に
深
甚
な
影
響
を
与
え
る
倫
理
体
系
を
付
与
し
て
お
り
、
同
時
に
そ
れ
ら
は
ロ
ー
マ
法

よ
り
ほ
と
ん
ど
か
、
ま
っ
た
く
何
も
借
用
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
や
り
方
で
反
論
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

何
ら
か
の
一
団
の
原
理
に
基
づ
き
英
国
で
倫
理
哲
学
を
教
え
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
も
し
く
は
、
可
能
で

あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
は
疑
わ
れ
る
も
の
の
、
確
か
に
、
倫
理
哲
学
が
そ
の
歴
史
と
切
り
離
さ
れ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
好
ま
し

く
も
な
け
れ
ば
出
来
る
も
の
で
も
な
い
。
く
わ
え
て
、
ロ
ー
マ
法
と
ベ
ン
サ
ム
哲
学
の
隔
絶
は
、
実
質
と
い
う
よ
り
形
式
に
存
す
る
。
ベ

（
一
〇
二
七
）
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〇

ン
サ
ム
の
最
新
か
つ
最
も
明
敏
な
解
説
者
﹇
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
ら
﹈
は
、
自
ら
の
ロ
ー
マ
法
学
の
用
語
法
と
方
法
論
へ
の
嗜
好
を
公
的
に
宣

言
し
た
（
2
）

。
そ
し
て
、
実
際
、
ベ
ン
サ
ム
が
法
的
概
念
に
適
用
し
た
入
念
な
分
析
の
ほ
と
ん
ど
が
ロ
ー
マ
法
学
者
ら
に
お
け
る
根
本
的
諸
前

提
の
う
ち
に
み
い
だ
さ
れ
る
各
命
題
の
確
立
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
、
大
し
た
推
測
に
も
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
き
わ
め
て
日
常

に
な
じ
ん
で
い
る
と
同
時
に
き
わ
め
て
技
術
的
で
も
あ
る
英
国
法
の
専
門
用
語
を
通
す
と
、
ぼ
や
け
た
り
見
失
っ
た
り
す
る
も
ろ
も
ろ
の

真
実
は
、
ロ
ー
マ
法
学
者
の
用
語
法
を
と
お
せ
ば
見
あ
や
ま
り
よ
う
も
な
く
光
り
輝
く
。
そ
し
て
常
識
が
支
配
的
特
質
で
あ
る
体
系
を
知

る
こ
と
に
よ
り
、
英
国
に
お
け
る
常
識
が
幻
想
よ
り
保
護
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
真
実
を
一
体
見
失
う
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
で

あ
る
な
ど
と
信
ず
る
こ
と
す
ら
む
ず
か
し
い
。
お
な
じ
く
、
英
国
法
が
お
お
っ
ぴ
ら
、
か
つ
公
然
と
倫
理
哲
学
に
ふ
れ
る
と
き
は
常
に
、

ロ
ー
マ
法
と
も
っ
と
も
深
く
関
わ
る
点
で
触
れ
て
い
る
こ
と
は
瞠
目
に
値
す
る
。
最
初
に
衡
平
法
裁
判
所
の
法
学
に
形form

と
体
系
を

あ
た
え
た
裁
判
官
達
の
精
神
へ
と
、
特
定
の
学
派
の
法
学
者
、
つ
ま
り
自
然
法
に
関
す
る
一
連
の
著
作
者
が
、
与
え
た
影
響
に
衝
撃
を
う

け
ず
に
、
早
い
時
期
の
衡
平
法
判
例
集
を
ひ
も
と
く
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
さ
て
、
こ
れ
ら
自
然
法
学
派
の
各
巻
に
は
、
倫
理
哲
学
が

ロ
ー
マ
法
固
有
の
用
語
法
と
理
由
付
け
の
仕
方
を
保
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
二
つ
の
思
想
領
域
が
分
離
で
き
、
お
互
い
に
分
け
て
考
察

可
能
で
あ
る
こ
と
が
い
ま
だ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
今
日
に
お
い
て
さ
え
、
主
張
や
判
決
に
お
い
て
倫
理
哲
学
の
一
命
題
が
顔
を
だ
す
場

合
に
は
、
概
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
最
初
の
後
継
者
ら
が
ま
と
わ
せ
た
装
い
で
登
場
す
る
。
か
か
る
特
異
性
は
、
お
そ
ら
く
、
部
分
的

に
で
は
あ
る
が
、
大
体
に
お
い
て
今
述
べ
た
ば
か
り
の
自
然
法
論
者
ら
の
梗
概
書
で
あ
る
ス
ト
ー
リ
『
国
際
私
法
』
へ
の
信
頼
が
わ
れ
わ

れ
﹇
英
国
人
の
﹈
の
間
で
国
際
私
法
の
権
威
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
違
っ
た
性
質
の
各
考
察
へ
と
足
を
ふ
み
い
れ
る
こ
と
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
は
法
的
諸
概
念
を
表

（
一
〇
二
八
）
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し
、
永
続
的
に
法
の
特
質
や
効
力
・
制
裁sanction

に
む
け
ら
れ
る
一
連
の
単
語
や
語
句
が
か
な
ら
ず
存
す
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
な

し
に
、
哲
学
、
国
家
経
済
学
、
神
学
、
は
て
に
は
厳
密
科
学
に
お
け
る
膨
大
な
種
類
の
各
命
題
は
、
け
っ
し
て
言
語
化
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
英
語
が
か
か
る
表
現
を
英
国
法
か
ら
借
用
し
て
い
る
場
合
が
い
か
に
少
な
い
か
は
注
目
に
値
す
る
。
実
際
、
我
ら
の
法
学
が

我
ら
の
言
葉
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
な
さ
以
上
に
、
英
国
法
が
常
に
英
国
の
他
の
思
想
領
域
と
有
し
て
い
る
奇
妙
な
関
係
性
に
関
し
て
、
興

味
深
く
、
例
証
的
な
も
の
は
な
い
。
訴
訟
法
お
よ
び
そ
の
従
属
分
野
は
、
そ
の
寄
与
は
大
き
い
と
は
言
え
ぬ
が
、
口
語
的
方
言
を
ゆ
た
か

な
も
の
と
す
る
の
に
貢
献
し
て
き
た
し
、
英
米
で
は
か
な
り
の
数
の
法
律
用
語
が
ス
ラ
ン
グ
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
根
本
的

法
概
念
を
示
す
古
典
的
英
語
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
ロ
ー
マ
法
よ
り
由
来
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
ロ
ー
マ
法
用
語
は
様
々
な
淵
源
よ
り
英
語
に
浸

潤
し
、﹇
意
味
変
化
を
﹈
規
制
す
る
体
系
や
理
論
を
ま
っ
た
く
も
た
ず
に
、
も
れ
な
く
そ
の
原
意
を
喪
失
し
、
二
義
的
、
転
義
的
、
一
貫

し
な
い
と
い
っ
た
日
常
語
の
あ
ら
ゆ
る
欠
陥
を
示
し
て
い
る
。
素
人
目
か
ら
見
て
す
ら
、
こ
れ
は
大
き
な
欠
陥
で
あ
る
。
他
民
族
と
は
異

な
り
、
わ
れ
わ
れ
英
国
人
は
、
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
用
語
の
最
も
重
要
な
各
専
門
用
語
を
法
律
家
の
明
敏
な
知
性
に
よ
り
、
吟
味
し
、
ふ
る

い
に
か
け
、
精
査
さ
れ
る
利
点
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
直
接
的
に
行
為
に
帰
結
す
べ
き
も
の
ご
と
に
か
か
わ
る
討
議
に
お
い
て

慣
習
的
に
使
用
さ
れ
る
場
合
、
法
律
用
語
の
も
た
ら
す
あ
の
目
を
張
る
べ
き
ほ
ぼ
神
秘
的
な
ま
で
の
精
確
性
を
わ
れ
わ
れ
は
、
自
身
よ
り

う
ば
い
さ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
哲
学
思
索
に
お
け
る
英
国
の
劣
等
性
が
ど
の
程
度
こ
の
言
語
的
弛
緩
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る

の
か
を
の
べ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
ま
た
、
計
算
の
上
で
生
み
出
さ
れ
た
悪
戯
と
い
っ
た
も
の
は
そ
れ
じ
た
い
些
細
な
こ
と
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
自
由
な
議
論
﹇
議
会
﹈
の
支
配
す
る
社
会
に
お
い
て
は
恐
る
べ
き
も
の
と
な
り
は
て
得
る
。
わ
れ
わ
れ
が
厳
密
な
精
神
に
対

す
る
こ
れ
ら
の
影
響
を
辿
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
ベ
ン
サ
ム
は
そ
れ
ら
の
言
葉
の
い
い
か
げ
ん
さ
か
ら
、
み
ず
か
ら
固
有
の
用
語
法
を
発

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
今
で
も
彼
の
思
想
の
影
響
に
対
す
る
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
氏
は
そ
れ
ら
の

（
一
〇
二
九
）
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回
避
の
た
め
に
積
極
的
に
怖
気
（
お
ぞ
け
）
立
つ
ほ
ど
彼
の
文
体
よ
り
暗
喩
を
放
逐
し
﹇
無
味
乾
燥
な
も
の
と
し
﹈
た
。
ヒ
ュ
ー
ウ
ェ
ル

博
士
は
、
ロ
ー
マ
の
法
学
者
達
の
厳
格
な
用
語
法
に
繰
り
返
し
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、﹇
か

か
る
言
語
的
﹈
欠
陥
は
、
単
に
法
哲
学
に
対
す
る
著
作
者
た
ち
に
の
み
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
職
業
的
法
律
家
に

ま
で
及
ぶ
。
全
て
の
話
し
思
考
す
る
人
々
と
お
な
じ
く
、
法
律
家
た
ち
は
ロ
ー
マ
法
よ
り
わ
れ
わ
れ
に
相
続
さ
れ
た
と
、
今
説
明
さ
れ
た

ば
か
り
の
各
表
現
を
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
を
「
世
俗
」
表
現
と
し
て
の
み
、
つ
ま
り
、
技
術
的
専
門
用
語

の
不
備
を
補
う
表
現
と
し
て
の
み
使
用
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
法
学
中
、
最
も
権
威
あ
る
重
要
な
用
語
で
あ
る
「
債
権
債
務obligation

」
す

ら
、
英
国
法
で
は
定
義
さ
れ
ず
、
わ
れ
ら
が
法
律
家
た
ち
よ
り
躊
躇
な
し
に
一
貫
せ
ず
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
非
職
業
的
な
世

界
と
は
、
ま
た
ち
が
っ
た
帰
結
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
英
国
の
高
位
裁
判
官B

ench

と
弁
護
士B

ar

を
そ
の
思
考
の
不
精
確
さ
ゆ
え
に

糾
弾
す
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
生
来
精
確
な
精
神
が
、
単
な
る
民
衆
的
語
彙
を
あ
つ
か
う
こ
と
は
、
冗
長
性
に
つ
な
が
る
。

単
語
や
語
句
は
間
断
な
く
精
査
、
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
あ
ら
ゆ
る
重
要
命
題
は
誤
解
を
避
け
る
た
め
様
々
な
形
で
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
の
法
廷
で
の
議
論
や
判
決
と
言
っ
た
も
の
は
べ
ら
ぼ
う
に
長
く
な
っ
て
い

る
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、
も
の
す
ご
い
量
の
判
例
法
が
集
積
し
、
他
の
い
か
な
る
民
衆
の
怨
嗟
よ
り
も
、
は
る
か
に
深
刻
に
、
英
国
の
法

律
学
に
対
し
革
命
の
脅
威
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
現
状
こ
の
よ
う
で
あ
り
、
か
つ
、
他
に
や
り
よ
う
も
な
い
な
ら
、
他
の
い
か
な
る
よ
り

す
ぐ
れ
た
法
的
知
性
を
も
さ
し
お
き
、
不
撓
不
屈
の
記
憶
力
と
い
っ
た
も
の
に
、
不
名
誉
な
優
先
位
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

民
衆
言
語
の
助
け
抜
き
で
、
あ
る
技
術
的
専
門
用
語
だ
け
で
法
律
家
の
あ
ら
ゆ
る
用
に
足
り
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
、
あ
り
え
た
こ

と
は
な
い
。
し
か
し
、
論
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
と
法
的
専
門
用
語
が
ほ
ぼ
同
義
の
場
合
に
は
、
言
及
し
た
よ
う
な
不
都
合
は
最
小
限
ま
で

（
一
〇
三
〇
）
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抑
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
英
国
法
は
か
か
る
場
合
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
か
？
わ
れ
ら
の
法
的
言
語
全
体
が
置
か
れ
て
い
る
特
異
な
状
況
に

留
意
し
て
は
じ
め
て
、
こ
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
法
的
言
語
の
技
術
的
部
分
は
、
そ
れ
が
付
加
物
と
し
て
あ
っ
た
当
時
の
法

体
系
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
た
し
か
に
昔
は
、
起
こ
っ
て
き
た
問
題
の
あ
ら
ゆ
る
論
点
を
処
理
す
る
の
に
堪
能
で

あ
っ
た
し
、
そ
れ
ら
問
題
の
解
決
に
際
し
て
そ
の
注
目
す
べ
き
精
確
性
を
一
切
、
喪
失
す
る
こ
と
も
弛
緩
せ
さ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
そ
う
い
っ
た
専
門
用
語
の
実
用
性
は
、
以
来
、
失
わ
れ
て
ひ
さ
し
い
。
こ
れ
ま
で
に
、
英
国
法
の
技
術
性
は
そ
の
厳
格
性
や
精
確

性
を
ま
っ
た
く
喪
失
し
て
し
ま
い
、
同
時
に
、
日
々
に
裁
判
官
や
法
曹
の
注
目
す
る
様
々
な
問
題
の
主
張
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
躊
躇
な
く
自
身
の
専
門
用
語
を
濫
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「P

ersonalty

人
的
財
産
・
動
産
」
と

い
う
用
語
は
、
好
き
勝
手
に
各
表
現
に
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
が
、
元
来
、
物
的
財
産
権
・
不
動
産
権real property

法
に
起
源
を
有

す
こ
の
語
は
、
遂
に
は
、
封
建
的
な
諸
概
念
を
言
及
可
能
と
ま
で
成
り
果
て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
他
の
法
制
度
で
は
考
え
ら

れ
ぬ
程
度
、
わ
れ
わ
れ
法
律
家
は
一
般
的
世
俗
用
語
法
よ
り
借
用
も
し
て
い
る
。
こ
れ
以
上
、
一
国
の
法
的
用
語
法
に
対
し
辛
辣
な
言
な

ど
あ
り
得
え
ま
い
。
し
か
し
、
か
か
る
侮
蔑
の
言
は
、
一
字
一
句
、
英
国
法
の
現
状
に
関
し
て
そ
の
ま
ま
の
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
い

ろ
ん
な
原
因
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
常
軌
を
逸
し
た
わ
れ
わ
れ
の
法
改
革
は
う
た
が
い
な
く
そ
の
一
因
で
は
あ
る
。
ま
た
、
法
律
家
は
、
通

常
会
話
よ
り
借
用
さ
れ
た
用
語
よ
り
専
門
用
語
が
尊
い
も
の
だ
と
感
じ
て
、
専
門
用
語
を
様
々
な
新
し
い
用
法
へ
と
こ
じ
つ
け
が
ち
で
あ

る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
大
本
の
大
原
因
は
、
英
国
に
お
い
て
は
、
組
織
だ
っ
た
法
律
教
育
制
度
が
な
か
っ
た
た
め
、

司
法
的
、
立
法
的
表
現
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
配
慮
な
さ
れ
て
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
英
語
が
様
々
な
言
語
的
起

源
よ
り
派
生
し
た
こ
と
よ
り
、
い
か
な
る
民
族
に
も
ま
し
て
、
法
科
学
の
こ
の
分
野
を
涵
養
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ

ま
で
著
し
く
そ
れ
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
民
族
は
世
界
中
で
も
他
に
な
い
。
こ
れ
ら
の
有
害
な
帰
結
は
事
こ
こ
に
至
っ
て
は
明
白
か

（
一
〇
三
一
）
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一
九
四

つ
目
に
余
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
面
で
そ
れ
ら
は
顔
を
出
し
て
い
る
。
無
駄
に
冗
長
な
わ
れ
わ
れ
の
判
例
集
を
み
れ
ば

瞭
然
で
あ
る
し
。
わ
れ
わ
れ
の
各
議
会
制
定
法
の
失
敗
に
も
そ
れ
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
さ
ら
に
高
度
な
問
題
に
取
り

組
む
に
際
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
不
器
用
さ
と
い
っ
た
ら
赤
面
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
完
璧
な
救
済
案
が

存
在
す
る
振
り
す
る
の
は
図
々
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
、
三
の
そ
の
場
し
の
ぎ
の
緩
和
策
な
ら
わ
れ
わ
れ
の
手
に
届
か
ぬ
わ

け
で
も
な
い
。
我
ら
が
法
的
専
門
用
語
の
技
術
的
要
素
の
崩
壊
に
関
し
て
は
お
そ
ら
く
は
も
う
お
手
上
げ
だ
ろ
う
が
、
一
般
言
語
よ
り
の

借
用
的
要
素
に
関
し
て
は
は
る
か
に
高
い
確
定
性
、
明
瞭
性
、
一
貫
性
を
付
与
し
う
る
事
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
法
的
用
語
法
は
法
学
教
育

の
独
立
の
一
部
門
と
し
て
確
立
さ
れ
う
る
し
、
そ
の
改
良
は
ロ
ー
マ
法
の
助
け
を
借
り
て
ほ
ぼ
際
限
な
く
実
行
さ
れ
得
よ
う
。
立
法
的
、

司
法
的
表
現
の
学
習
者
に
対
す
る
ロ
ー
マ
法
学
の
有
用
性
を
示
す
の
は
た
や
す
い
。
第
一
に
、
ロ
ー
マ
法
学
は
、
そ
の
全
部
分
に
行
き
渡

る
そ
の
厳
格
な
論
理
的
一
貫
性
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
法
学
提
要
式
論
考
の
歴
史
を
通
じ
、
い
か
に
し
て
間
断
な
く
新
し
い
技
術
用
語
の
芽

生
え
が
育
成
さ
れ
、
新
し
い
様
々
な
法
概
念
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
廃
れ
て
し
ま
っ
た
旧
来
の
法
技
術
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
い

く
の
か
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
学
習
者
に
は
法
の
範
型
と
し
て
機
能
す
る
。
次
に
、
ロ
ー
マ
法
は
わ
れ
わ
れ
の
法
律
言
語
の
内
、
こ
こ
で

民
衆
的
部
分
と
呼
ん
で
き
た
分
の
実
際
の
淵
源
で
も
あ
る
。
一
連
の
語
と
句
、「
債
権
債
務obligation

」、「
合
意convention

」、「
契
約

C
ontract

」、「
承
諾C
onsent

」、「
占
有P

ossession

」、「
時
効P

rescription

」
と
い
っ
た
も
の
は
そ
の
一
部
の
例
に
過
ぎ
ぬ
、
が
、

英
国
法
に
お
け
る
「
限
嗣
不
動
産
権E

state T
ail

」
と
か
「
残
余
権R

em
ainder

」
と
同
等
の
精
確
性
を
も
っ
て
ロ
ー
マ
法
で
は
現
在

で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
し
、
い
た
。
ま
た
、
こ
の
偉
大
な
体
系
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
素
人
も
法
律
家
に
負
け
ず
劣
ら
ず
利
益
を
得
る
と
主

張
し
て
も
厚
か
ま
し
す
ぎ
る
こ
と
も
な
い
。
英
国
の
全
て
の
哲
学
的
用
語
が
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
法
学
を
他
の
思
索
的
探
求

の
諸
分
野
と
つ
な
ぎ
つ
け
る
思
想
分
野
が
そ
の
進
展
の
た
め
の
新
し
い
便
宜
を
得
る
こ
と
は
極
め
て
確
実
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
ロ
ー
マ

（
一
〇
三
二
）
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法
学
の
素
養
よ
り
得
ら
れ
る
最
良
の
も
の
は
、
法
的
哲
学
の
諸
問
題
へ
の
適
用
に
厳
密
す
ぎ
ぬ
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
明
晰
か
つ
精
確
な

議
論
に
放
縦
か
つ
柔
軟
す
ぎ
ぬ
用
語
体
系
の
獲
得
で
あ
ろ
う
。

英
国
人
が
大
陸
哲
学
の
大
部
分
を
今
ひ
と
つ
は
っ
き
り
理
解
で
き
ぬ
の
は
、
ひ
と
え
に
、
多
く
の
民
衆
的
法
律
用
語
が
ロ
ー
マ
法
の
技

術
的
固
有
用
語
と
一
致
す
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
、
英
国
人
に
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
障
害
の
存
在
を
確
信
さ
せ
る
の
が
困
難
な
の
に
は

主
要
な
わ
け
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
言
葉
を
扱
っ
て
い
る
が
た
め
、
知
的
な
一
般
人
は
用
語
の
専
門
的
用
法
が
日
常

語
と
大
し
て
違
わ
ぬ
分
野
の
法
的
論
考
を
熟
読
し
て
も
（
ⅴ
）

せ
い
ぜ
い
の
所
、
半
可
通
の
知
識
し
か
得
ら
れ
る
こ
と
を
、
法
律
家
な
ら
皆

知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
一
般
英
国
人
は
、
説
明
さ
れ
て
も
滅
多
に
合
点
が
い
か
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
英
国
人
な
ら
だ
れ
し

も
著
名
な
海
外
の
学
者
を
考
察
す
る
に
際
し
、
そ
の
権
威
的
典
拠
に
ど
う
に
も
不
確
か
な
隔
絶
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
ぬ
、
英
国
と
大
陸
と

で
共
通
と
さ
れ
る
一
分
野
が
あ
る
。
英
国
の
最
も
精
確
な
精
神
の
多
く
が
ひ
そ
か
に
確
信
し
て
い
る
の
は
、
国
際
公
法
で
あ
れ
国
際
私
法

で
あ
れ
、
国
際
法
は
、
耳
障
り
の
良
い
お
題
目
の
学
問a science of declam

ation

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
作
者
に
よ
り
厳
密
に
解
さ

る
べ
き
と
意
図
し
て
書
か
れ
た
専
門
用
語
が
、
読
者
に
よ
り
ゆ
る
く
解
さ
れ
て
も
、
そ
の
印
象
は
ま
っ
た
く
不
自
然
で
な
い
。
国
際
法
と

く
に
そ
の
最
も
重
要
な
分
野
に
対
す
る
手
か
が
り
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
学
の
価
値
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

ロ
ー
マ
法
の
体
系
と
歴
史
、
双
方
へ
の
知
識
は
、
国
際
公
法
理
解
に
と
も
に
欠
か
さ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
が
国
際
体
系
に
対
し

て
持
つ
関
係
性
の
不
適
切
な
理
解
は
な
に
も
英
国
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
英
語
以
外
の
言
語
で
書
く
国
際
法
学
者
（
・
宣
伝
広
報

家
）publicists （ⅵ
）

の
多
く
は
、
国
際
公
法
の
創
始
者
ら
が
そ
う
と
し
た
見
解
に
対
し
自
己
の
学
説
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
さ
ぼ
っ
て
き
て
お

り
、
不
幸
に
も
現
在
の
国
際
公
法
文
献
に
蔓
延
す
る
大
部
分
の
恣
意
的
主
張
や
虚
偽
の
理
由
付
け
は
、
こ
の
欠
落
の
せ
い
で
あ
る
と
せ
ざ

（
一
〇
三
三
）
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一
九
六

る
を
え
な
い
。
国
際
法
が
史
的
に
探
求
さ
れ
ぬ
限
り
、
つ
ま
り
、
第
一
に
、
フ
ー
ゴ
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
思
想
に
与
え
た
ロ
ー
マ
法
学
者

の
各
理
論
の
影
響
、
第
二
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
あ
の
偉
大
な
著
作
の
国
際
法
学
の
影
響
を
理
解
し
な
い
限
り
、
た
ち
ま
ち
、
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
れ
に
よ
り
唯
一
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体E

uropean C
om
m
onw
ealth

」
を
永
久
の
無
秩
序
・
無
政
府
状
態
よ
り
救
う
こ
と
の
で

き
、
そ
の
墨
守
す
る
諸
原
理
を
遵
守
す
る
よ
う
自
ら
を
義
務
付
け
る
、
か
の
規
範
の
総
体
を
解
す
る
機
会
を
失
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際

法
の
長
所
短
所
と
も
に
理
解
で
き
な
く
な
る
の
み
な
ら
ず
、
安
全
に
改
変
可
能
な
各
機
構arrangem

ents

と
体
系
全
体
を
散
り
散
り
に

崩
壊
さ
せ
ざ
る
得
な
い
改
変
と
の
区
別
も
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
昨
今
の
国
際
法
の
論
考
の
著
作
者
ら
は
、
卓
越
し
て
見
え
る

ち
ょ
っ
と
し
た
見
解
を
国
際
法
の
真
の
諸
原
理
と
し
て
ま
つ
り
上
げ
て
し
ま
い
、
論
拠
薄
弱
な
憶
説
を
か
か
る
諸
原
理
に
代
用
し
た
が
た

め
に
、
あ
る
学
派
の
政
治
学
者
が
、
国
際
法
を
、
虚
偽
の
諸
前
提
に
依
拠
し
大
げ
さ
な
美
辞
麗
句
に
よ
り
強
弁
さ
れ
た
、
恣
意
的
準
則
の

場
当
た
り
的
寄
せ
集
め
で
あ
る
と
論
難
し
た
と
こ
ろ
で
お
ど
ろ
く
に
値
し
な
い
。
一
方
で
、
英
国
人
に
は
、
さ
て
こ
れ
ま
で
ほ
の
め
か
さ

れ
た
批
判
者
の
ほ
と
ん
ど
は
英
国
人
な
の
で
あ
る
が
、
世
界
の
他
民
族
に
比
べ
万
民
法
の
明
確
な
理
解
に
際
し
著
し
い
欠
陥
が
あ
る
。
英

国
人
は
国
際
法
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
論
点
で
、
自
ら
の
教
育
よ
り
奇
妙
と
感
じ
る
思
想
と
例
証
の
特
質
に
出
く
わ
す
。
多
く
の
専
門
用
語

は
通
俗
表
現
と
重
複
す
る
こ
と
で
英
国
人
を
が
っ
か
り
さ
せ
る
一
方
で
、
残
り
の
専
門
用
語
の
意
味
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
ラ

テ
ン
語
源
論
と
ロ
ー
マ
非
法
学
文
献
の
対
応
語
の
用
語
法
と
い
う
極
め
て
不
十
分
な
指
針
し
か
な
い
。
英
国
庶
民
院
が
、
現
代
法
学
が

ロ
ー
マ
法
よ
り
受
け
継
い
だ
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
た
用
語
の
一
つ
に
数
時
間
の
議
論
（
3
）

を
費
や
し
た
の
が
つ
い
一
年
あ
ま
り
前
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
国
際
紛
争
に
お
け
る
両
当
事
者
が
お
互
い
完
璧
に
理
解
し
あ
う
限
り
国
際
法
の
相
対
的
無
知
は
大
し
て
問
題
に
な
ら
な
い
と

か
、
あ
り
そ
う
な
論
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
は
万
民
法
を
極
め
て
緻
密
に
研
究
す
る
に
は
重
要
で
あ
る
が
外
交
で
は
不
要
で
あ
る
な
ど
と
強

弁
し
て
み
せ
て
も
こ
れ
ら
の
指
摘
に
対
す
る
処
方
箋
と
は
な
ら
な
い
。﹇
外
交
﹈
交
渉
に
お
け
る
英
国
の
成
功
が
明
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
の

（
一
〇
三
四
）
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ロ
ー
マ
法
軽
視
に
影
響
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
や
公
衆
、
も
し
く
は
他
国
か
ら
の
交
渉
者
ら
が
、
こ
の
理
由
ゆ
え
に
、

た
え
ま
な
く
誤
解
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
事
実
、
こ
れ
ら
の
不
十
分
な
相
互
理
解
が
、
そ
の
観
点
よ
り
計
画
、

起
草
さ
れ
た
法
的
視
点
の
み
に
負
う
も
の
で
あ
る
場
合
、
し
か
る
べ
き
論
点
を
喪
失
し
屁
理
屈
と
欺
瞞
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
外
交
交
信

に
わ
れ
わ
れ
が
尊
敬
と
感
興
を
拒
絶
す
る
事
、
稀
で
は
な
い
。
一
方
で
、
英
国
起
源
の
国
家
記
録
文
書S

tate P
apers

は
、
そ
の
強
い

意
義
と
直
接
性
よ
り
、
英
国
人
（
の
精
神
）
に
と
り
そ
の
す
べ
て
を
そ
の
眼
前
へ
と
さ
ら
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
公
法
上
の

問
題
を
扱
う
に
際
し
無
意
識
に
追
随
す
る
思
考
の
流
れ
に
一
致
せ
ぬ
た
め
、
ぱ
っ
と
せ
ぬ
印
象
し
か
、
し
ば
し
ば
与
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
実
際
に
ロ
ー
マ
法
の
技
術
性
は
目
に
見
え
る
形
で
は
な
い
も
の
の
、
特
別
訴
答
手
続
の
技
術
性
が
英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

各
論
点
と
も
つ
関
係
性
と
は
同
程
度
に
、
外
交
的
諸
問
題
と
不
可
分
に
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
さ
れ
ぬ
限
り
、
英

国
の
国
際
影
響
力
は
不
十
分
な
思
考
伝
達
の
明
確
な
不
利
に
よ
り
損
な
わ
れ
る
。
英
公
民
の
か
な
り
の
部
分
が
外
交
交
渉
文
書
を
完
全
に

解
読
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
が
望
ま
れ
る
が
、
か
か
る
無
能
の
わ
れ
ら
が
政
治
家
、
外
交
官
へ
の
感
染
防
止
こ
そ
遥
か
に
喫
緊
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
法
の
英
国
法
律
家
へ
の
有
益
性
い
か
ん
に
関
わ
ら
ず
、
国
際
問
題
の
檜
舞
台
で
、
他
国
代
理
人
た
ち
に
比
べ
、
舞
台
の
他
の
登
場

人
物
ら
が
知
的
交
流
の
手
段
と
し
て
い
る
種
類
の
知
識
を
備
え
て
い
な
い
と
英
国
が
思
わ
れ
る
な
ど
明
ら
か
な
愚
挙
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
ロ
ー
マ
法
研
究
推
奨
に
ほ
ぼ
興
味
を
も
た
ぬ
で
あ
ろ
う
英
国
の
法
実
務
家
で
さ
え
、
ロ
ー
マ

法
が
他
の
す
べ
て
も
し
く
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
外
国
法
に
対
し
て
持
つ
関
係
性
を
か
ん
が
み
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
学
の
実
益
を
感
じ
ぬ
わ
け
に

は
い
か
ぬ
だ
ろ
う
。
英
国
の
法
律
家
が
そ
の
技
術
的
用
語
法
に
習
熟
し
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
の
主
要
な
法
概
念
を
認
識
す
る
程
度
に
長
期

間
、
ロ
ー
マ
法
学
習
に
親
し
ん
だ
な
ら
ば
、
彼
は
わ
れ
わ
れ
の
法
廷
が
繰
り
返
し
取
り
組
ん
で
き
た
こ
れ
ら
の
外
国
法
の
諸
問
題
を
、
わ

（
一
〇
三
五
）
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一
九
八

れ
わ
れ
固
有
の
法
実
務
の
み
で
培
わ
れ
た
の
で
は
決
し
て
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
職
業
的
洞
察
力
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
扱
う
こ
と
が
出

来
る
と
自
信
を
持
っ
て
主
張
で
き
る
。
ロ
ー
マ
法
よ
り
全
用
語
法
を
借
用
し
て
い
る
か
、
そ
の
各
原
理
を
採
用
し
て
い
る
か
、
そ
の
法
準

則
の
大
部
分
を
内
部
化
す
る
様
々
な
新
し
い
法
体
系
が
間
断
な
く
累
積
し
て
い
く
の
は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
最
も
特
異
な
現
象
の
一
つ
で

あ
り
、
社
会
進
歩
の
い
か
な
る
華
や
か
な
現
出
よ
り
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
の
漸
進
的
市
民
法
の
統
一
へ
の
近

接
化
は
疑
い
な
く
第
一
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
ま
で
遡
る
。
周
知
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
各
封
建
的
慣
習
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
成
文
ロ
ー
マ

法
に
よ
り
統
治
さ
れ
る
一
連
の
国
々
や
地
域
を
か
っ
て
包
摂
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
各
地
域
政
体
の
制
度
が
そ
の
領
域
を
超
え
て
流
行
し

た
り
、
支
持
さ
れ
た
証
拠
は
ま
っ
た
く
な
い
。
事
実
、
前
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
大
陸
法
の
教
養
人
の
間
で
英
国
法
び
い
き
の
な
ん
ら
か

の
雰
囲
気
が
あ
っ
た
痕
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
は
我
ら
の
法
学
の
諸
準
則
の
な
に
か
の
極
め

て
精
確
な
理
解
か
ら
で
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
当
時
流
行
の
英
国
の
政
治
制
度
へ
の
一
般
的
情
熱
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
特

に
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
慣
習
法
が
遵
守
さ
れ
る
地
域
に
対
抗
し
て
、「
成
文
法
地
域
」
の
制
度
を
好
む
よ
う
な
目
に
見
え
る
い
か
な

る
兆
候
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
到
来
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
た
め
の
唯
一
不
可
分
の
一
般
法
典
が
必
要
と
な
っ

た
。
仏
民
法
典
の
真
の
起
草
者
ら
が
う
け
た
特
別
な
訓
練
に
つ
き
分
か
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
最
終
的
に
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
』

と
し
て
で
き
た
形
を
み
る
か
ぎ
り
、
た
い
し
た
不
精
確
性
も
お
か
さ
ず
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
実
務
よ
り
あ
ら
ゆ
る
封
建
的
不
純
物
を
排
除

し
た
ロ
ー
マ
法
諸
準
則
の
要
約
（
4
）

で
あ
る
と
叙
述
し
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
各
ロ
ー
マ
法
準
則
は
全
案
件
に
お
い
て
そ
れ
ら
に
与
え
ら

れ
た
拡
張
解
釈
と
そ
れ
ら
に
対
し
一
、
二
の
フ
ラ
ン
ス
の
著
名
法
学
者
、
な
か
ん
ず
く
ポ
テ
ィ
エ
に
よ
り
、
与
え
ら
れ
た
釈
義
と
と
も
に

採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
各
種
征
服
事
業
に
よ
り
、
こ
の
法
典
体
系
は
仏
帝
国
全
領
域
お
よ
び
直
接
支
配
を
受
け
た
諸
王
国

に
移
植
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
前
例
の
な
い
速
さ
と
粘
り
強
さ
で
根
付
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
各
法
典
に
対
す
る
最
大

（
一
〇
三
六
）
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一
九
九

の
賛
辞
は
、
そ
れ
ら
の
導
入
諸
国
の
人
民
と
一
般
公
衆
に
お
け
る
大
い
な
る
永
続
的
人
気
で
あ
る
。
こ
の
兆
候
に
ど
の
程
度
の
意
義
を
見

出
す
べ
き
か
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
将
来
の
経
験
か
ら
学
ぶ
よ
り
な
か
ろ
う
が
、
さ
て
、
こ
の
経
験
よ
り
確
か
な
の
は
、
大
衆
の
大
部
分

が
自
己
の
統
治
さ
れ
る
市
民
生
活
の
特
定
の
各
準
則
に
、
概
し
て
、
い
か
に
徹
頭
徹
尾
無
関
心
で
あ
る
か
、
最
も
情
熱
的
な
法
改
正
運
動

で
さ
え
い
か
に
極
め
て
皮
相
的
で
あ
る
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
一
八
一
五
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
国
の
瓦
解
に
よ
り
、
復
権
を
果
た
し
た
各

政
府
の
ほ
と
ん
ど
は
、
祖
国
の
古
来
の
慣
習
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
こ
の
侵
略
法
学
を
駆
逐
し
よ
う
と
極
め
て
強
く
望
ん
だ
。
し
か
し
、
そ

の
人
民
が
フ
ラ
ン
ス
法
を
最
も
貴
重
な
財
産
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
こ
と
に
彼
ら
は
気
づ
か
さ
れ
、
仏
法
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る
企
み
は

ご
く
少
数
の
場
合
を
の
ぞ
い
て
放
棄
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
国
家
に
お
い
て
一
時
休
止
の
の
ち
、
仏
諸
法
典
は
復
興
さ
れ
た
。
そ
し
て
仏
諸

法
典
は
一
度
で
も
そ
れ
を
享
受
し
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
国
で
再
承
認
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
他
の
無
数
の
政
治
的
共
同
体
で
も
、
時
折
も
っ

と
も
恐
る
べ
き
抵
抗
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
功
を
お
さ
め
た
。
そ
の
ま
ま
で
あ
れ
、
少
々
修
正
さ
れ
た
形
で
あ
れ
、
こ
の
ロ
ー

マ
化
さ
れ
た
法
学
の
拡
散
は
極
め
て
着
実
か
つ
無
抵
抗
で
あ
っ
た
の
で
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
市
民
法
は
そ
れ
に
併
呑
、
吸
収
さ
れ
た
。

な
お
、
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
諸
法
典
の
民
事
的
部
分
が
、
フ
ラ
ン
ス
と
似
た
特
殊
な
国
制
を
持
つ
社
会
に
の
み
適
合
す
る

と
み
と
め
ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
あ
ま
り
に
も
あ
り
ふ
れ
た
誤
謬
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
一
方
で
主
に
遺
言
上
の
権
限
の
拡
大
、

も
う
一
方
で
限
嗣
権
と
長
子
相
続
権
の
保
全
に
向
け
ら
れ
た
修
正
、
加
筆
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
事
諸
法
は
フ
ラ
ン
ス
と
は
似
て
も
似
つ

か
ぬ
よ
う
な
社
会
条
件
の
国
々
に
受
容
さ
れ
た
。
仏
法
と
そ
の
主
旨
の
六
分
の
五
を
同
じ
く
す
る
成
文
法
学
が
、
現
時
点
で
、
君
主
国
で

根
深
い
封
建
的
地
域
も
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
（
5
）

、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
文
明
の
中
心
地
に
極
め
て
近
い
商
業
国
家
オ
ラ
ン
ダ
、
原
始
的
で
ほ

ぼ
文
明
化
さ
れ
て
お
ら
ぬ
シ
チ
リ
ア
や
南
イ
タ
リ
ア
を
、
規
制
し
て
い
る
。

（
一
〇
三
七
）
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二
〇
〇

さ
て
、
半
世
紀
に
満
た
ぬ
間
に
ほ
ぼ
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ロ
ー
マ
市
民
法
に
基
づ
く
一
法
学
が
拡
散
し
た
こ
の
事
実
は
否
定
し
え
ぬ
極
め

て
非
凡
な
も
の
で
あ
る
が
、
徐
々
に
進
展
し
て
き
た
事
情
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
こ
の
事
は
そ
の
重
大
性
の
大
部
分
を
失
っ
て
し
ま
う
、
つ

ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
諸
法
典
は
英
国
法
と
直
接
的
に
競
合
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
も
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
考
え
る
人
々
が
疑
い
な
く
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
化
さ
れ
た
法
学
の
こ
れ
ら
の
各
征
服
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
我
ら
自
身
の
法
体
系
の
諸
原
理
の
同
じ

く
極
め
て
広
範
な
分
野
で
の
領
有
に
よ
り
、
相
殺
さ
れ
う
る
と
い
う
主
張
を
わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
予
想
出
来
る
。
そ
の
場
合
、
英
国
の
非

法
典
化
法
学
は
、
そ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
衡
平
法
の
相
克
や
他
の
特
徴
的
変
則
性
も
含
め
、
す
で
に
何
百
万
人
と
お
り
、
社
会
活
動
に
お

い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
最
も
進
歩
的
な
高
尚
性
を
も
っ
た
各
共
同
体
に
引
け
を
取
ら
ぬ
こ
と
で
も
は
や
隠
れ
な
き
人
口
集
団
（
※
ア
メ

リ
カ
の
人
々
）
を
着
実
に
そ
の
影
響
圏
へ
と
集
積
中
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
得
よ
う
。
当
論
考
の
目
的
は
英
国
法
を
貶
め
る
こ
と
で
も
な
け

れ
ば
、
ま
し
て
や
、
各
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
社
会
に
お
け
る
英
国
法
の
適
合
性
を
論
難
す
る
も
の
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
た

よ
う
な
対
比
は
、
今
の
所
、
期
待
さ
れ
た
よ
う
な
成
果
に
は
つ
な
が
ら
ぬ
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
合
衆
国
の
母
国
か
ら
の
分
離
よ

り
長
年
に
わ
た
り
、
連
邦
政
府
の
未
占
有
領
域
に
た
て
つ
づ
け
に
形
成
さ
れ
て
き
た
新
州
は
み
な
、
英
国
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
早
期

ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
諸
立
法
に
よ
り
ロ
ン
ド
ン
慣
習
法
に
幾
分
似
通
っ
た
も
の
へ
と
修
正
さ
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、
立
法
不
在

の
場
合
に
お
け
る
、
各
裁
判
所
の
判
決
の
基
準
と
み
な
し
て
来
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
単
一
モ
デ
ル
へ
の
忠
実
な
支
持
は

一
八
二
五
年
頃
に
終
わ
っ
た
。
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
支
配
に
任
さ
れ
て
よ
り
か
な
り
の
期
間
、
英
国
判
例
法
と
フ
ラ

ン
ス
の
法
典
法
と
ス
ペ
イ
ン
の
実
務
慣
習
の
奇
妙
な
複
合
体
で
あ
る
一
団
の
民
事
準
則
を
遵
守
し
て
い
た
。
こ
の
非
調
和
的
な
法
学
の
総

体
の
固
定
化
が
決
議
さ
れ
、
一
回
以
上
の
不
成
功
に
終
わ
っ
た
実
験
の
後
、
こ
の
事
業
は
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
氏
と
い
う
当
代
一
の
法
的
天

才
に
託
さ
れ
た
。
ほ
ぼ
独
力
で
（
6
）

、
彼
は
『
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
』
を
編
纂
し
た
が
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
ロ
ー
マ
法
の
復
刻
物
中
、
わ
れ
わ

（
一
〇
三
八
）
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二
〇
一

れ
に
と
り
も
っ
と
も
明
晰
、
包
括
的
、
哲
学
的
で
、
か
つ
、
も
っ
と
も
現
代
社
会
の
急
務
に
適
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
で
は
な
く
こ
の
『
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
』
を
最
新
の
ア
メ
リ
カ
各
州
は
自
ら
の
立
法
の
基
盤
と
み
な
し
て
い
る
。
事
実
、
こ
の

『
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
』
の
影
響
の
拡
大
は
ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
の
国
家
領
域
の
拡
大
と
厳
密
に
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
同
法

典
は
よ
り
古
く
よ
り
の
ア
メ
リ
カ
各
州
に
目
に
見
え
る
影
響
を
あ
た
え
て
き
て
い
る
。
同
法
典
の
成
功
と
人
気
抜
き
に
は
、
お
そ
ら
く
、

わ
れ
わ
れ
は
、
英
国
法
学
に
課
さ
れ
た
史
上
最
大
の
実
験
、
目
下
進
行
中
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
全
法
の
法
典
化
、
確
認
立
法
化

consolidation

を
目
の
当
た
り
と
す
る
栄
誉
に
浴
す
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ゆ
え
に
、
ロ
ー
マ
法
は
急
速
に
普
遍
法
学
の
「
共
通
言
語
（
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
）」
化
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
さ
え
、

英
国
人
の
感
情
の
現
状
が
そ
の
中
途
半
端
な
実
現
し
か
許
さ
ぬ
で
あ
ろ
う
も
の
の
、
ロ
ー
マ
法
学
習
は
英
国
の
法
律
家
を
し
て
、
ほ
ぼ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
の
各
法
制
度
と
ア
メ
リ
カ
の
大
部
分
に
浸
潤
す
る
ロ
ー
マ
法
の
技
術
性
と
、
ロ
ー
マ
法
が
そ
れ
ら
の
基
盤
と
し
て
据
え

る
法
的
な
諸
概
念
に
慣
れ
親
し
ま
せ
る
こ
と
を
正
当
に
期
待
し
う
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
提
案
が
事
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
こ
で
主
張

さ
れ
る
法
学
教
育
の
改
良
を
こ
れ
以
上
唱
道
す
る
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
極
め
て
機
敏
な
法
実
務
家
が
外
国
法
の
最
も
単
純
な
問
題
に
対

し
費
や
す
無
駄
な
労
力
は
、
ロ
ー
マ
法
教
育
が
教
育
機
関
で
な
さ
れ
る
場
合
の
知
識
の
有
益
性
の
尺
度
で
あ
る
。

多
く
の
英
国
人
に
と
り
、
曖
昧
で
あ
る
が
決
定
的
な
も
の
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
学
習
と
激
烈
な
論
争
の
あ
る
法
典
化
問
題
と
の
関
係
性

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
二
つ
の
主
題
が
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
事
実
よ
り
、
そ
れ
ら
が
お
互
い
に
と
り
い
か
な
る
真
の
意
味
合
い

を
有
す
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
見
解
よ
り
、
明
示
す
る
努
力
を
な
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
ず
そ
の
企
て
の
前
に
、
こ
の

（
一
〇
三
九
）
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二
〇
二

「
法
典
化C

odifi cation

」
の
語
は
現
代
起
源
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
意
味
変
容
に
よ
る
質
的
低
下degradation of 

m
eaning

を
こ
う
む
っ
て
き
て
お
り
、
か
か
る
意
味
変
容
は
、
法
的
及
び
通
俗
的
用
語
法
の
境
界
領
域
に
位
置
す
る
あ
ら
ゆ
る
英
語
語
彙

に
潜
在
す
る
と
思
わ
れ
、
あ
る
重
要
な
二
義
性
を
生
み
出
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
の
は
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
英
国
法
の
法
典
化
事
業

を
肯
定
す
る
側
も
否
定
す
る
側
も
、
明
ら
か
に
法
典
化
を
二
つ
の
異
な
る
意
味
で
述
べ
て
い
る
。
第
一
に
、
彼
ら
は
、
法
典
化
と
い
う
語

を
、
不
文
法
の
成
文
法
へ
の
転
換
の
同
意
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
と
こ
れ
よ
り
触
れ
る
他
の
意
味
と
の
間
の
差
異
は
、

ロ
ー
マ
法
学
の
幕
を
開
け
た
十
二
表
法
と
ロ
ー
マ
法
学
を
終
幕
し
た
ユ
帝
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
の
二
法
典
の
指
摘
よ
り
最
も
良
く
例
証
さ

れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
法
史
の
黎
明
期
に
お
い
て
は
、
各
共
同
体
の
慣
習
も
し
く
は
儀
式
の
知
識
は
、
普
遍
的
に
、
貴
族
階
級
、
一
カ
ー
ス

ト
、
も
し
く
は
神
官
団
と
い
っ
た
、
特
権
階
級
の
下
に
留
め
お
か
れ
て
き
た
。
法
が
彼
ら
の
胸
中
に
留
め
お
か
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
真
の

不
文
法
で
あ
る
。
法
寡
占
階
級
が
独
占
的
情
報
を
て
ば
な
す
よ
う
強
い
ら
れ
、
共
同
体
生
活
の
各
準
則
が
成
文
化
さ
れ
、
公
衆
の
眼
前
に

公
表
さ
れ
、
全
社
会
が
ア
ク
セ
ス
可
能
に
な
っ
た
時
、
そ
れ
は
成
文
法
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
十
二
表
法
、
ド
ラ
コ
ン
の
立
法
、
一
定
限

度
は
ソ
ロ
ン
の
立
法
、
最
初
期
の
ヒ
ン
ド
ゥ
立
法
な
ど
は
、
こ
の
言
葉
の
第
一
の
意
味
に
お
け
る
「
法
典
化
」
の
産
物
で
あ
っ
た
。
英
国

の
判
事
た
ち
や
フ
ラ
ン
ス
慣
習
法
地
域
の
各
高
等
法
院
が
、
自
身
が
一
般
大
衆
に
は
未
だ
全
貌
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
な
い
一
団
の
法
の
貯

蔵
庫
で
あ
る
と
、
長
い
間
主
張
し
て
き
た
し
、
自
身
を
そ
う
み
な
し
て
き
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
の
実
際
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
理
論
は
す
こ
し
ず
つ
崩
壊
し
て
い
き
、
つ
い
に
は
、
立
法
府
の
み
が
、
そ
れ
ま
で
以
前
の
実
定
立
法
や

権
威
的
転
籍
や
権
威
的
記
録
で
法
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
事
柄
を
、
法
で
あ
る
と
宣
言
す
る
特
権
を
有
す
る
と
、
明
確
に
、

も
っ
と
も
必
ず
し
も
常
に
す
す
ん
で
で
は
な
か
っ
た
が
、
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
み
る
の
で
あ
る
。
爾
来
、
裁

判
官
職
務
の
古
来
よ
り
の
理
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
は
宣
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
そ
の
法
の
い
か
な
る
部
分
に
特
定
の
準
則

（
一
〇
四
〇
）



「
ロ
ー
マ
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育
」（
菊
池
）

二
〇
三

が
見
出
さ
れ
る
べ
き
か
を
絶
対
的
確
定
性
を
も
っ
て
指
し
示
す
権
限
を
有
す
る
の
は
裁
判
官
の
み
で
あ
る
と
い
う
仮
定
に
と
っ
て
か
わ
ら

れ
た
。
少
な
く
と
も
革
命
の
二
世
紀
前
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
「D

roit C
outum

ier

慣
習
法
」
は
、
伝
統
上
未
だ
「
書
か
れ
た
法D

roit 

É
crit

」
こ
と
、
ロ
ー
マ
法
に
対
置
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
成
文
法
化
し
て
お
り
、
王
令
、「
封
建
法
書L

ivres de C
outum

es

」、
慣
習

法
学
者
の
書
籍
の
外
よ
り
慣
習
法
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
素
振
り
を
す
る
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
英
国
法
に
お
い
て
し
う
る

あ
ら
ゆ
る
主
張
は
、『
一
般
制
定
法
集S

tatutes at L
arge （ⅶ

）
』
の
い
ず
れ
か
の
章
、
も
し
く
は
、
八
百
巻
に
及
ぶ
わ
れ
わ
れ
の
判
例
集
の

い
ず
れ
か
の
頁
に
見
出
し
う
る
事
を
、
英
国
の
誰
も
、
と
り
わ
け
確
実
に
い
か
な
る
裁
判
官
も
、
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
英

国
法
は
成
文
法
で
あ
る
し
、
不
文
法
の
成
文
化
を
「
法
典
化C

odifi cation

」
と
よ
ぶ
な
ら
、
法
典
化
さ
れ
た
法
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、「
法
典
化C

odifi cation

」
と
い
う
用
語
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
一
大
実
験
と
の
語
の
関
係
性
よ
り
く
る
、
完
全
に
別
な
意
味

で
も
使
わ
れ
る
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
が
帝
位
に
つ
い
た
時
点
で
、
ロ
ー
マ
法
は
何
百
年
に
も
わ
た
り
書
き
と
め
ら
れ
て
き
た
。
ユ
帝
と

そ
の
諮
問
官
団
の
事
業
は
、
こ
の
書
き
と
め
ら
れ
た
法
に
秩
序
あ
る
配
列
を
与
え
る
事
、
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
法
を
曖
昧
さ
、
不
確
実
性
、

矛
盾
性
よ
り
救
出
し
、
無
関
係
な
叙
述
や
不
要
な
重
複
を
削
除
す
る
事
、
分
量
を
減
ら
す
事
、
そ
の
学
習
を
奨
励
す
る
事
、
適
用
の
便
宜

化
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
み
は
、
成
功
し
た
か
否
は
ま
た
別
と
し
て
、「
法
典
化C

odifi cation

」
に
別
の
意
味
を
付
与
し
た
。
こ
の
「
法
典

化
」
は
、
書
き
と
め
ら
れ
た
法
の
「
上
手
に
」
書
か
れ
た
法
へ
の
転
換
を
意
味
し
、
こ
の
意
味
で
は
、
英
国
法
学
は
「
法
典
化
」
さ
れ
て

い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
内
在
的
利
点
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
知
ら
ぬ
が
、
英
国
法
は
緩
慢
、
冗
長
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
に
当
た
る
も
の
は
法
学
図
書
館
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
第
二
の
意
味
に
お
け
る
「
法
典
化
」
こ
そ
、

確
か
に
、
最
も
高
等
か
つ
価
値
あ
る
人
間
営
為
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
英
国
が
こ
の
事
業
の
資
格
を
得
る
の
に
具
体
的
に
何
が
必
要
と
さ

れ
る
か
を
知
る
こ
と
は
つ
ね
に
困
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
許
せ
る
程
度
に
明
ら
か
な
の
は
、
い
や
し
く
も
法
が
起
草
さ
れ
る
な
ら
ば
、

（
一
〇
四
一
）
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二
〇
四

明
瞭
、
簡
潔
、
精
確
に
書
か
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
真
の
問
題
は
、「
法
典
化
」
自
体
が
良
い
か
ど
う
か
で
は
な
く
、

立
法
事
業
の
完
遂
を
妨
げ
る
各
困
難
を
克
服
す
る
力
が
英
国
に
あ
る
か
で
あ
る
。
既
存
法
の
精
確
な
知
識
を
持
ち
、
立
法
に
必
要
な
語
彙

を
完
全
に
使
い
こ
な
し
、
法
分
類
の
諸
原
理
に
造
詣
が
深
い
集
団
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
？
こ
れ
が
無
理
な
ら
ば
、
英
国
法
法
典
化

の
主
張
は
大
い
に
弱
体
化
さ
れ
る
。
完
全
に
理
解
さ
れ
巧
み
に
運
用
さ
れ
る
が
酷
く
表
現
さ
れ
た
法
の
ほ
う
が
、
ど
こ
に
目
あ
て
の
知
識

が
あ
る
か
分
か
ら
ぬ
酷
く
表
現
さ
れ
た
法
よ
り
ま
し
な
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
は
ほ
ぼ
な
い
。
そ
し
て
、
実
の
所
、
英
国
人
は
優
れ
た
制

定
法
を
作
れ
る
が
、
法
典
を
求
め
る
に
は
い
ま
だ
未
熟
で
あ
る
と
容
認
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ま
だ
で
き
て
お
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
法
を
知
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
英
国
人
が
法
典
化
に
伴
う
諸
問
題
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
う
そ
ぶ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
も
、
法
的
及
び
立
法
語
彙
の
修
養
を
た
す
け
る
ロ
ー
マ
法
学
習
が
法
律
家
に
そ
の
事
業
の
た
め
の
新
能
力
を
武
装
と
し
て
与
え
る

こ
と
は
確
実
で
あ
る
し
、
英
国
法
律
用
語
に
対
す
る
ベ
ン
サ
ム
の
実
験
の
さ
さ
や
か
な
成
功
を
か
ん
が
み
る
に
、
あ
る
種
の
法
学
の
「
速

記
術T

he S
hort-hand

」
と
も
言
え
る
ロ
ー
マ
法
学
の
素
晴
ら
し
い
専
門
用
語
体
系
の
助
け
に
よ
り
、
は
じ
め
て
英
国
法
の
法
典
化
は

実
行
可
能
と
な
る
と
主
張
し
て
も
だ
い
た
い
よ
か
ろ
う
。
法
典
化
反
対
論
者
の
強
弁
で
よ
く
あ
る
の
が
法
典
化
さ
れ
た
法
は
注
釈
を
生
み

出
す
内
在
的
性
向
が
あ
る
と
か
、
時
に
言
う
よ
う
に
、
法
典
は
常
に
注
解
と
評
釈
判
例
に
「
覆
わ
れ
る
」
運
命
に
あ
る
と
か
い
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
か
か
る
法
典
化
反
対
論
の
学
者
た
ち
は
、
よ
く
理
解
も
で
き
て
お
ら
ぬ
外
国
法
学
の
統
計
よ
り
論
じ
る
よ
り
、
自
身
の
経
験
に

目
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
意
見
が
つ
ま
ら
な
い
か
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
か
り
に
、
法
典
化
さ
れ
た
法
と
い
う
言
葉
で

単
に
書
か
れ
た
法
を
彼
ら
が
意
図
す
る
な
ら
、
自
身
の
論
点
を
証
明
す
る
の
に
彼
ら
は
出
発
点
よ
り
離
れ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
、
な
ぜ
な

ら
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
に
負
け
ず
劣
ら
ず
書
か
れ
た
法
で
あ
る
英
国
法
は
、
毎
年
、
一
万
五
千
ほ
ど
の
権
威
あ
る
判
決
と
、
五
十
冊
ほ

（
一
〇
四
二
）



「
ロ
ー
マ
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菊
池
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二
〇
五

ど
の
非
権
威
的
注
解
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
批
判
者
た
ち
に
よ
り
法
典
化
さ
れ
た
法
と
い

う
言
葉
で
、
人
間
技
術
の
極
限
ま
で
明
瞭
か
つ
調
和
的
に
表
現
さ
れ
た
法
が
意
味
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
か
れ
ら
の
主
張
は
、
よ
く
で
き
た

制
定
法
が
で
き
の
悪
い
制
定
法
よ
り
多
く
の
注
釈
を
生
み
出
す
、
つ
ま
り
、
土
地
移
転
許
可
料
及
び
限
嗣
設
定
排
除
馴
合
訴
訟
廃
止
法

the A
ct for the A

bolition of F
ines and R

ecoveries （ⅷ
）

が
テ
ル
ソ
ン
法the T

hellusson A
ct （ⅸ

）
よ
り
多
く
の
判
例
を
生
み
出
し
た
は
ず

だ
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
結
論
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
言
い
が
か
り
の
根
底
に
あ
る
事
実
は
、
い
か
に
高

度
な
技
術
が
法
典
に
適
用
さ
れ
よ
う
が
司
法
解
釈
に
よ
る
法
の
拡
張
を
完
全
防
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム

は
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た
し
、
い
く
つ
か
の
法
典
で
も
単
な
る
司
法
判
例
に
基
づ
く
訴
え
が
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
準
則
の
現
実
の
事
件
へ
の
適
用
が
そ
の
帰
属
す
る
法
体
系
を
拡
大
、
変
質
し
て
い
く
過
程
は
、
極
め

て
精
妙
で
気
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
法
解
釈
者
の
意
思
に
反
し
て
ま
で
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
法
典

に
お
い
て
、
法
典
の
供
給
す
る
諸
原
理
は
す
べ
て
の
あ
り
得
る
問
題
の
解
決
と
同
値
で
あ
る
と
い
う
、
直
接
間
接
の
暗
黙
の
前
提
は
、
ベ

ン
サ
ム
が
裁
判
官
生
成
法Judge-m
ade L

aw
と
よ
ん
だ
で
あ
ろ
う
も
の
を
作
り
出
す
権
限
を
必
然
的
に
伴
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
そ
れ
で
も
、
司
法
に
よ
る
法
鼎
立judicial legislation

を
最
小
に
す
る
手
段
は
あ
る
。
法
典
は
、
制
定
法
同
様
、
起
草
者
の
起
草

技
術
に
比
例
し
司
法
判
断
に
よ
る
解
釈
者
の
役
割
を
制
限
す
る
。
極
め
て
控
え
め
な
利
用
（
7
）

で
は
あ
る
も
の
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
解
釈
で
判
例

が
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
起
草
者
た
ち
よ
り
多
く
の
有
利
な
立
場
を
有
す
る
起
草
者
ら
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
『
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
』
は
、
期
待
通
り
、
ア
メ
リ
カ
の
同
州
の
法
律
家
た
ち
は
判
例
に
対
し
て
な
ん
の
敵
意
を
も
っ
て
お
ら
ぬ

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
法
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
変
更
を
受
け
て
い
な
い
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
司
法
判
断
先
例
過
依
存
へ
の
最
も
確

か
な
処
方
箋
と
英
国
法
の
一
法
典
の
不
完
全
性
へ
の
最
良
の
軽
減
策
は
、
ロ
ー
マ
法
学
の
中
で
極
度
に
発
展
さ
れ
た
特
有
の
機
微
で
あ
る
。

（
一
〇
四
三
）
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二
〇
六

明
示
的
成
文
準
則
の
解
釈
と
操
作
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
ロ
ー
マ
法
よ
り
の
教
訓
に
つ
き
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
み
て
き
た
。
ロ
ー
マ
法

学
の
学
習
そ
れ
自
体
が
こ
れ
ら
の
特
定
的
な
訓
練
教
育
で
あ
る
と
す
ら
首
肯
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
訴
訟
で
争
わ
れ
た
問
題
と
は
別
に
、
わ
れ
わ
れ
の
法
で
常
時
進
行
し
て
い
る
「
暗
黙
の
法
典
化the tacit 

C
odifi cation

」（
常
に
第
二
の
意
味
に
解
さ
る
）
に
つ
き
注
意
が
払
わ
れ
う
る
。
毎
度
、
一
連
の
判
例
の
帰
結
が
一
つ
の
方
式a form

ula

に
表
明
さ
れ
る
た
び
、
そ
れ
が
個
人
の
学
識
に
よ
る
権
威
で
あ
れ
長
期
の
慣
用
に
よ
る
権
威
で
あ
れ
、
そ
の
方
式
は
権
威
を
ま
と
う
こ
と

と
な
り
、
各
裁
判
所
は
元
来
そ
れ
が
依
拠
し
た
各
判
例
に
訴
え
る
ぐ
ら
い
で
は
、
そ
の
文
言
を
変
更
す
る
こ
と
に
消
極
的
に
な
っ
て
く
る

に
至
る
、
そ
ん
な
時
、
そ
の
よ
う
な
条
件
下
で
、「
そ
の
限
り
に
お
い
てpro tanto

」、
あ
る
種
の
「
法
典
化
」
が
存
す
る
。
幾
百
も
の
、

い
や
、
事
実
幾
千
も
の
裁
判
官
見
解
…
内
、
少
な
か
ら
ぬ
命
題
は
定
評
あ
る
法
学
作
品
、
た
と
え
ば
、『
売
主
及
び
買
主
に
つ
い
て
』
だ

と
か
『
権
限
に
つ
い
て
』
だ
と
か
の
著
名
書
籍
の
作
者
ら
に
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
…
は
、
法
典
テ
キ
ス
ト
と
名
称
上
で
の
み
し
か

区
別
が
つ
か
な
い
。
ま
た
、
法
曹
界
に
流
通
す
る
言
葉
遣
い
が
隠
蔽
し
て
い
る
も
の
の
、
鋭
い
観
察
者
な
ら
、
今
現
在
、
各
特
定
の
法
的

原
理
が
い
わ
ば
、
型
に
嵌
め
定
型
化
さ
れ
るstereotyped
過
程
が
並
外
れ
た
速
さ
で
進
展
中
な
の
を
見
抜
く
だ
ろ
う
。
実
は
、
こ
れ
は
、

膨
大
に
膨
れ
上
が
る
わ
れ
わ
れ
の
判
例
法
に
完
全
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
を
救
済
し
て
く
れ
る
主
要
作
用
の
一
つ
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
到
達
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
操
作
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
の
与
え
る
も
の
と
し
て
従
来
、
叙
述
さ
れ
て
き
て
い
る
各
補
助

手
段
の
働
く
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
決
し
て
絶
え
る
こ
と
の
な
い
、
あ
る
準
則
が
先
例
群
を
見
直
す
に
際
し
変
形
、
変
更
さ
れ

る
機
会
（
ⅹ
）

は
、
命
題
は
固
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
解
釈
原
理
の
濫
用
を
疑
い
な
く
防
止
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
議
会
制
定
法
に
は
そ
の
よ
う
な
変
更
の
危
険
性
は
切
迫
し
て
な
い
（
ⅺ
）

の
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
法
学
の
当
部
門
の
現

（
一
〇
四
四
）
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況
、
そ
の
広
域
性
と
今
ま
で
に
な
く
増
大
す
る
重
要
性
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
法
学
教
育
改
革
は
も
っ
と
も
差
し
迫
っ
た
課
題
と
な
っ
て
い

る
の
は
確
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
間
で
今
や
ほ
ぼ
諺
の
ご
と
く
膾
炙
す
る
の
は
、
英
国
法
律
家
は
、
自
己
の
精
通
す
る
判
例
法
分
野
で

は
無
双
で
あ
る
が
、
明
示
成
文
立
法
を
扱
う
に
は
無
能
で
あ
る
、
の
言
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
落
ち
度
は
立
法
府
に
あ
る
と
み

な
し
、
実
務
法
曹
は
、
こ
の
欠
陥
を
軽
々
と
恥
か
し
げ
な
く
口
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
立
法
が
明
晰
性
、
簡
潔
性
、
秩
序
だ
っ
た
配
列
に

お
い
て
時
に
最
高
の
水
準
に
み
た
ぬ
こ
と
は
問
う
ま
で
も
な
き
事
実
で
あ
り
、
か
か
る
自
白
の
主
旨
は
徹
頭
徹
尾
真
実
で
あ
る
の
だ
が
、

そ
れ
で
も
、
こ
の
言
い
訳
は
、
単
に
叱
責
の
矛
先
を
一
段
ず
ら
す
の
み
に
過
ぎ
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
の
制
定
法
は

法
律
家
に
よ
り
起
草
さ
れ
て
い
る
こ
と
疑
う
も
の
は
お
ら
ず
、
と
ど
の
つ
ま
り
、
秩
序
だ
っ
て
配
列
す
る
能
力
や
包
括
的
表
現
の
力
量
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
は
法
曹
職the B
ar

の
中
に
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
制
定
法
集S

tatute B
ook

は
立

法
府
の
誉
れ
と
は
と
て
も
な
ら
ぬ
も
の
の
、
同
時
に
、「
各
法
専
門
家
の
恥opprobrium

 jurisperitorum

」
で
は
あ
る
。
も
っ
と
も
、

そ
れ
ら
の
立
法
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
し
ば
し
ば
目
を
見
張
る
素
晴
ら
し
い
仕
事
を
し
て
み
せ
る
各
起
草
者
の
せ
い
で
は
な
い
。

英
国
法
律
職
一
般
に
特
殊
な
精
神
習
慣
に
起
因
す
る
と
す
る
の
が
ず
っ
と
正
当
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
こ
れ
は
、
法
体
系
の
一
貫
性
と

一
体
性
保
持
に
は
、
裁
判
官
同
士
に
お
け
る
共
通
理
解
と
各
裁
判
所
間
の
自
由
な
先
例
交
換
同
様
、
統
一
的
法
学
教
育
制
度
が
不
可
欠
で

あ
る
と
い
う
重
大
な
真
実
を
失
念
す
る
こ
と
に
よ
り
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
多
く
の
帰
結
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
こ
こ
で
思
い
切
っ
て
提
案
し
て
み
せ
た
命
題
を
立
証
す
る
前
に
、
制
定
法
の
こ
れ
ら
あ
ら
ゆ
る
欠
陥
を
議
会
に
お
け
る
手

続
き
に
帰
す
る
見
解
に
も
注
意
を
は
ら
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
く
、
各
起
草
者
の
選
任
に
十
分
な
注
意
が
は
ら
わ
れ
て
お
ら

ず
、
最
も
高
度
な
技
術
と
努
力
の
成
果
が
で
き
の
悪
い
者
の
手
に
よ
る
も
の
と
区
別
な
く
併
記
さ
れ
る
た
め
信
用
を
落
と
し
て
い
る
と
。

（
一
〇
四
五
）
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し
か
し
な
が
ら
こ
の
災
厄
の
最
大
の
淵
源
は
、
両
院
通
過
の
際
に
修
正
を
入
れ
る
慣
行
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
元
の
草
案
に
は
行
き
渡
っ

て
い
た
用
語
と
概
念
の
統
一
性
は
完
膚
な
き
ま
で
に
破
壊
さ
れ
、
法
案
は
第
一
起
草
者
が
視
野
に
お
い
て
い
た
特
定
の
各
技
術
的
目
的
を

解
せ
ぬ
者
の
筆
に
よ
る
条
項
に
よ
り
改
竄
さ
れ
る
。
こ
の
明
ら
か
な
欠
陥
是
正
の
た
め
様
々
な
方
策
が
提
案
さ
れ
た
。
あ
る
著
名
学
者
は
、

全
提
起
法
案
草
稿
を
議
会
提
出
前
に
審
査
し
、
後
の
手
続
き
の
一
時
点
で
、
全
法
案
が
そ
の
修
正
も
含
め
、
当
該
院
に
よ
り
認
容
さ
れ
た

各
修
正
が
当
該
立
法
の
全
般
的
文
脈
に
調
和
す
る
よ
う
、
照
会
さ
れ
る
べ
き
公
的
な
法
案
起
草
者
会
議
の
創
設
を
提
案
し
た
。
い
か
な
る

技
術
的
観
点
か
ら
も
、
か
か
る
機
関
の
有
用
性
は
問
わ
れ
る
ま
で
も
な
い
が
、
現
在
の
英
国
民
の
感
情
に
決
定
的
に
違
背
す
る
た
め
、
こ

の
案
が
採
用
さ
れ
る
見
込
み
は
ま
ず
な
い
。
一
見
し
た
だ
け
で
こ
れ
は
英
国
議
会
の
自
由
に
違
反
す
る
し
、
実
際
、
こ
の
よ
う
な
機
関
は

提
案
者
が
想
像
す
る
よ
り
遥
か
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
各
目
的
の
完
全
な
実
現
の
た
め
に
は
、
こ
の
委
員
会
に
、
フ
ラ

ン
ス
一
八
四
八
年
憲
法
下
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
（
ⅻ
）

に
信
任
さ
れ
た
以
上
の
あ
ら
ゆ
る
権
限
に
よ
り
武
装
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
が
、
事
実
上
、
常
に
フ
ラ
ン
ス
立
法
府
の
活
動
に
よ
り
制
限
を
か
け
ら
れ
て
い
た
一
方
で
、
一
律
に
憲
法
上
の

自
由
の
犠
牲
の
下
そ
の
権
威
と
権
限
を
増
大
し
て
き
た
こ
と
は
、
正
直
に
白
状
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
注
意
深
く
入
念

に
作
ら
れ
た
機
構
に
よ
り
こ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
危
険
性
が
回
避
さ
れ
得
る
可
能
性
を
排
除
し
よ
う
と
は
露
思
わ
ぬ
が
、
こ
の
よ
う
な
強
い

懸
念
か
ら
、
も
し
よ
り
簡
単
な
改
革
法
が
見
つ
か
る
な
ら
と
、
こ
の
最
良
と
思
わ
れ
る
改
革
案
が
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
し
よ

う
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

事
実
と
し
て
、
制
定
法
草
案
起
草
の
困
難
性
と
法
案
修
正
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
混
乱
は
、
必
要
以
上
に
際
限
な
く
大
き
く
な
っ
て

い
る
し
、
も
し
英
国
の
法
実
務
家
が
立
法
と
法
の
専
門
用
語
に
し
か
る
べ
き
注
意
を
払
う
法
教
育
制
度
下
に
お
か
れ
て
い
た
な
ら
、
そ
う

（
一
〇
四
六
）
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な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
以
上
に
、
際
限
な
く
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
。
物
事
の
性
格
上
厳
密
な
比
較
は
で
き
ぬ
も
の
の
、
こ
の
学
習
分
野
は

法
的
目
的
の
た
め
の
全
言
語
を
代
数
学
に
お
け
る
記
号
と
同
じ
状
態
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
用
語
使
用
法
の
統
一
と
用
語
解
釈
に
お
け
る

言
及
の
同
一
性
を
も
た
ら
す
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
と
叙
述
で
き
る
。
む
ろ
ん
、
実
際
の
所
、
こ
の
よ
う
な
各
成
果
は
近
似
値
と
し
て

し
か
達
成
で
き
ぬ
も
の
で
は
あ
る
が
、
比
較
的
非
効
率
な
も
の
で
あ
れ
一
般
的
教
育
機
関
は
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い
る
立
法
語
彙
の
範
囲

と
重
要
性
を
決
定
的
に
増
大
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
現
状
、
各
制
定
法
の
草
案
起
草
者
は
そ
の
同
僚
よ
り
完
全
に
隔
離
さ
れ
て
い
る
。
各
起
草

者
は
め
い
め
い
ば
ら
ば
ら
に
作
業
す
る
。
あ
る
場
合
に
は
極
度
に
完
成
さ
れ
た
技
術
と
知
識
を
持
っ
て
、
あ
る
場
合
に
は
そ
の
ど
ち
ら
か

を
持
っ
て
、
あ
る
場
合
に
は
そ
の
ど
ち
ら
も
な
し
に
。
起
草
者
ら
は
各
自
個
別
に
自
身
の
立
法
用
語
を
制
作
し
、
国
民
と
各
法
廷
が
そ
の

解
釈
を
す
べ
き
辞
典
を
制
作
し
た
り
す
ら
す
る
。
素
人
目
に
も
明
ら
か
な
立
法
に
際
す
る
考
え
う
る
限
り
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ス
タ
イ
ル
が

あ
る
の
は
、
制
定
法
集
の
最
近
の
各
巻
と
、
ご
く
最
近
通
過
し
た
最
重
法
の
い
く
つ
か
の
草
案
中
に
ま
さ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
極
度
に
技
術
的
な
用
語
の
使
用
と
、
過
度
に
通
俗
的
な
用
語
の
使
用
と
い
う
、
二
つ
の
異
な
る
モ
デ
ル
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
が
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
起
草
さ
れ
る
法
案
に
対
す
る
修
正
の
影
響
は
極
め
て
悲
惨
で
あ
る
。
仮
に
修
正
に
よ
り
引
き
起
こ

さ
れ
る
混
乱
が
非
法
律
家
の
眼
に
は
た
だ
ち
に
わ
か
ら
ぬ
と
し
て
も
、
司
法
判
断
に
よ
る
精
査
に
ふ
さ
れ
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
価
値
の
不

十
分
な
理
解
よ
り
、
議
会
に
よ
る
立
法
の
個
別
の
語
や
句
に
は
た
ち
ま
ち
混
乱
が
伴
う
。
修
正
に
よ
る
改
竄
は
、
単
な
る
名
人
の
傑
作
へ

の
ヘ
ボ
絵
師
の
筆
入
れ
に
よ
る
描
き
足
し
で
も
な
け
れ
ば
、
審
美
眼
に
障
る
汚
点
で
識
者
な
ら
そ
れ
を
見
抜
く
は
ず
だ
と
か
い
っ
た
た
ぐ

い
の
も
の
で
も
な
い
。
改
竄
は
、
そ
れ
自
体
よ
り
解
読
者
に
提
示
さ
れ
る
情
報
の
み
か
ら
暗
号
解
読
す
べ
き
文
書
や
碑
文
中
に
突
如
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
、
新
言
語
、
も
し
く
は
新
記
号
、
見
知
ら
ぬ
思
考
習
慣
と
い
っ
た
も
の
に
遥
か
に
近
い
。

（
一
〇
四
七
）
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二
一
〇

法
案
起
草
者
の
孤
立
化
が
、
英
国
の
各
裁
判
所
に
課
す
風
変
わ
り
な
解
釈
原
理
に
よ
り
、
法
案
の
修
正
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
被
害
は
よ

り
拡
大
さ
れ
る
。
英
国
法
は
、
全
体
と
し
て
制
定
法
解
釈
の
道
具
立
て
が
少
な
い
こ
と
で
、
他
の
法
体
系
、
特
に
ロ
ー
マ
法
と
は
区
別
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
議
会
制
定
法
の
ス
タ
イ
ル
や
配
列
の
多
様
性
が
増
し
て
い
く
に
従
い
、
既
存
準
則
の
使
い
勝
手
は
ど
ん
ど

ん
悪
く
な
っ
て
い
き
、
知
ら
ぬ
う
ち
に
各
制
定
法
を
使
用
す
る
の
が
億
劫
に
な
っ
て
い
き
、
つ
い
に
は
、
高
位
裁
判
官
、
法
曹
職
、
制
定

法
注
釈
者
の
間
で
、
特
定
の
制
定
法
の
み
考
慮
し
、
と
き
に
そ
う
表
現
す
る
よ
う
に
、「
当
該
制
定
法
の
四
隅
よ
り
飛
び
出
るtravel 

out of four corners of the A
ct

」
事
の
拒
絶
を
、
ほ
ぼ
黙
認
す
る
に
至
っ
た
。
英
国
法
を
美
醜
に
彩
る
あ
ら
ゆ
る
変
則
性
の
内
、
こ

の
変
則
性
は
外
国
法
学
者
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
、
英
国
の
法
律
家
は
そ
れ
が
不
自
然
だ
と
い
う
感
覚

さ
え
ま
っ
た
く
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
制
定
法
集
の
各
章
の
様
々
な
制
定
法
が
そ
の
主
題
以
外
、
支
離
滅
裂
に
配
列
さ
れ
て
い
る

限
り
は
、
そ
の
こ
と
は
真
実
、
不
可
避
と
思
わ
れ
る
。
不
幸
な
こ
と
に
、
こ
の
事
は
起
草
者
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
苦
難
と
責
務
を
増
し

て
い
る
。
こ
れ
ゆ
え
に
、
法
起
草
者
は
彼
の
導
入
し
よ
う
と
す
る
法
的
改
革
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
合
い
を
明
確
に
説
明
す
る
の
を
強
制
さ
れ

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
宣
示
し
よ
う
と
す
る
立
法
用
語
法
の
ま
さ
に
各
構
成
要
素
の
開
陳
ま
で
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、

だ
ら
だ
ら
と
し
た
長
口
上
を
彼
に
強
い
る
と
同
時
に
、
誤
解
の
危
険
性
に
対
す
る
彼
の
責
任
を
酷
く
増
し
、
迷
宮
の
如
き
細
部
の
複
雑
さ

へ
と
彼
を
陥
ら
せ
、
そ
の
せ
い
で
、
彼
の
草
案
は
修
正
や
変
更
に
よ
り
受
け
る
傷
を
こ
と
さ
ら
招
き
や
す
く
な
る
。
英
国
制
定
法
の
欠
陥

と
し
て
そ
の
内
容
の
膨
大
さ
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
部
に
は
、
各
準
則
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
準
則
の

各
適
用
事
例
を
扱
お
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
立
法
の
顕
著
な
傾
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
英
国
の
制
定
法
起
草
者
は
、

そ
れ
ら
を
制
限
す
る
か
拡
大
す
る
意
図
を
持
っ
て
、
あ
る
根
本
準
則
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
帰
結
を
予
期
し
よ
う
と
は
務
め
る
が
、
根
本
準

則
そ
の
も
の
を
新
規
に
改
変
し
た
り
創
出
し
た
り
す
る
リ
ス
ク
を
追
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
の
大
き
な
要
因
は
、

（
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既
に
示
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
技
術
的
な
立
法
用
表
現
の
共
通
蓄
積
の
欠
乏
と
、
英
国
法
の
こ
の
「
不
備lacuna

」
が
わ
れ
わ
れ
に
課
す

司
法
判
断
に
よ
る
法
解
釈judicial construction （xiii
）

の
方
法
に
存
す
る
。
実
際
、
英
国
の
全
制
定
法
は
、
法
学
の
永
久
の
宝
庫
（
xiv
）

に
期
待
さ

れ
る
よ
う
な
も
っ
と
良
い
体
系
な
ら
削
減
で
き
る
は
ず
の
膨
大
な
量
の
事
項
を
そ
の
背
中
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
し
、
こ
う
せ
ざ
る
を
得
ぬ

こ
と
自
体
、
立
法
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
欠
陥
に
負
け
ず
劣
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
制
定
法
の
頻
繁
な
失
敗
の
原
因
で
あ
る
。

法
的
、
立
法
的
表
現
の
新
し
い
蓄
積
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
語
彙
を
豊
か
に
す
る
と
か
、
全
法
学
の
様
々
な
根
本
的
概
念
を
つ
つ
む
曖
昧
さ

を
明
晰
化
す
る
と
か
、
ロ
ー
マ
法
の
与
え
る
例
証
的
比
較
に
よ
り
英
国
法
固
有
の
多
く
の
原
理
に
光
を
投
げ
か
け
る
と
か
、
最
後
に
は
、

ロ
ー
マ
法
の
進
化
の
歴
史
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
す
べ
て
の
法
準
則
の
体
系
が
た
ど
る
運
命
と
な
る
経
路
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
出
来

る
の
を
請
け
負
う
と
か
言
っ
た
（
実
用
的
な
）
見
込
み
の
た
め
に
ロ
ー
マ
法
に
十
分
に
引
き
付
け
ら
れ
る
多
く
の
人
々
が
い
る
。
本
論
考

の
多
く
の
所
見
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
対
す
る
通
俗
的
情
熱
に
影
響
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
人
々
に
く
ら
べ
、
ま
っ
た
く
実
用
的
価
値
が
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
っ
た
人
々
を
ひ
き
つ
け
て
こ
な
か
っ
た
。
願
わ
く
は
、
将
来
の
世
代
は
、「
実
用
的
」
と
い
っ
た
言
葉
で
現
在

を
判
断
し
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
語
は
、
い
み
じ
く
も
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
大
多
数
の
人
に
と
り
、
注
意
深

く
堅
実
な
あ
ら
ゆ
る
思
想
に
取
っ
て
代
わ
り
放
逐
す
る
代
用
語
と
化
し
て
お
り
、
あ
げ
く
の
は
て
に
、
無
用
の
反
対
語
と
し
て
有
用
を
指

示
す
る
よ
り
、
注
意
し
て
努
力
し
て
初
め
て
実
用
性
が
分
か
る
の
で
最
初
は
主
に
権
威
を
通
じ
て
信
じ
て
い
く
し
か
な
い
も
の
の
反
対
語

と
し
て
実
用
性
が
下
品
か
つ
即
時
に
目
に
見
え
る
も
の
を
終
始
指
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
て
、
ロ
ー
マ
法
の
各
構
成
要
素
の
習
得
よ

り
、
公
私
国
際
法
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
ぼ
全
て
の
国
、
ア
メ
リ
カ
の
大
部
分
の
市
民
法
へ
の
鍵
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
確
か
だ

し
、
さ
ら
に
は
、
他
の
修
練
で
は
得
る
こ
と
の
で
き
ぬ
各
成
文
準
則
の
解
釈
の
手
管
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
正
当
に
い
わ
れ
得
、
も
っ

（
一
〇
四
九
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二
一
二

と
も
隷
従
的
法
実
務
家
に
す
ら
ロ
ー
マ
法
学
習
の
有
用
性
は
完
全
に
無
縁
で
は
な
り
え
な
い
も
の
の
、
こ
の
通
俗
的
な
実
用
的
有
益
性
の

概
念
の
せ
い
で
、
ロ
ー
マ
法
学
習
の
供
す
る
援
助
は
大
部
分
は
直
ち
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
警
告
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ロ
ー
マ
法
の

評
判
が
か
な
り
上
が
っ
て
き
て
い
る
た
め
、
使
用
す
る
然
る
べ
き
準
備
無
し
に
、
人
々
が
、
ロ
ー
マ
法
資
料
を
利
用
す
る
よ
う
絶
え
ず
誘

惑
さ
れ
る
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
英
国
の
法
律
家
が
法
外
な
才
覚
を
有
し
て
い
る
場
合
以
外
、『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
を
紐
解
き
、

英
国
で
一
般
的
に
通
用
す
る
ラ
テ
ン
語
学
識
の
た
す
け
を
か
り
、
ま
っ
た
く
独
力
で
自
己
の
眼
前
の
論
点
に
ふ
さ
わ
し
い
最
良
の
事
例
や

準
則
を
選
出
す
る
の
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
は
厳
密
に
各
原
理
に
合
わ
せ
ら
れ
た
各
準
則
と
こ
れ
ら
の
準
則
を
例
証
す
る
各

事
例
の
体
系
で
あ
り
、
原
理
を
手
が
か
り
と
せ
ぬ
限
り
、
そ
の
実
務
家
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
存
在
も
せ
ぬ
両
者
の
類
似
性
を
夢
想
し

た
り
、
逆
に
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
に
あ
る
の
に
確
実
に
見
逃
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
結
局
、
何
人
も
『
法
学
提
要
』
に
習
熟
せ
ぬ
か
ぎ
り
、

『
学
説
彙
纂
』
を
読
む
べ
き
で
な
い
。
し
か
し
、
一
旦
、
ロ
ー
マ
法
の
根
本
原
理
を
完
全
に
解
す
れ
ば
、
残
り
は
お
ど
ろ
く
ほ
ど
容
易
に

習
得
で
き
る
。
そ
れ
こ
そ
、
そ
の
容
易
さ
は
、
英
国
法
の
計
り
知
れ
ぬ
難
し
さ
に
慣
れ
親
し
ん
だ
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ロ
ー
マ
法
学
習

は
児
戯
に
も
等
し
く
な
る
。

こ
の
問
題
の
通
俗
的
印
象
が
な
ん
で
あ
れ
、
英
国
に
は
ロ
ー
マ
法
修
養
に
お
け
る
特
異
な
種
々
の
容
易
性
が
存
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

世
界
の
い
か
な
る
他
の
国
々
に
も
劣
ら
ず
熱
意
を
も
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
へ
の
糸
口
と
、
ロ
ー
マ
法
が
そ
の
手
ほ
ど
き
と
な
る
べ
き
各
研
究

分
野
を
既
に
探
求
し
て
き
て
い
る
。
古
典
文
学
と
英
国
法
の
間
に
は
ロ
ー
マ
法
学
の
位
置
が
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ス
コ
ラ
学
と
大
学

で
入
念
に
創
り
上
げ
ら
れ
た
思
考
慣
行
と
、
実
務
法
曹
職
の
準
備
の
た
め
必
要
上
創
り
上
げ
ら
れ
た
思
考
慣
行
と
の
間
の
奇
妙
な
知
的
な

溝
を
、
ロ
ー
マ
法
は
効
果
的
に
橋
渡
し
す
る
。
も
っ
と
も
、
ど
う
い
い
つ
く
ろ
お
う
と
、
こ
の
亀
裂
は
、
法
曹
界
に
と
り
、
最
も
優
秀
な

（
一
〇
五
〇
）



「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」（
菊
池
）

二
一
三

様
々
な
才
覚
を
も
つ
者
は
そ
れ
を
確
か
に
克
服
で
き
る
が
そ
の
大
部
分
が
犠
牲
と
な
る
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ
ど
劣
っ
た
知
性
で
は
な
い

者
は
絶
対
解
せ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
全
能
力
が
犠
牲
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
お
な
じ
く
、
英
国
の
わ
れ
わ
れ
は
、
現
代
的
思
想
の

各
段
階
と
の
接
触
に
よ
り
外
来
的
思
索
を
除
去
し
た
純
粋
古
典
ロ
ー
マ
法
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
極
め
て
大
き
な
利
点
が
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
他
の
多
く
の
国
の
法
律
家
と
は
ち
が
い
、
ま
ず
、
近
代
最
初
の
ス
コ
ラ
学
の
博
士
た
ち
、
次
に
、
解
釈
者
た
ち
の
哲
学
理
論
、
そ
し

て
、
ロ
ー
マ
法
の
直
近
の
注
釈
者
た
ち
の
衒
学
趣
味
に
よ
り
、
真
の
ロ
ー
マ
法
学
に
接
ぎ
木
さ
れ
た
各
問
題
に
か
か
ず
ら
う
よ
う
、﹇
自

国
の
伝
統
的
な
﹈
慣
習
や
学
説
に
強
い
ら
れ
嫌
な
お
も
い
を
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
付
加
的
恩
恵
は
別
と
し
て
も
、
難
し

い
学
習
で
は
な
い
し
、
我
ら
の
道
の
余
計
な
も
の
は
か
た
づ
け
ら
れ
整
備
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
残
る
は
ロ
ー
マ
法
の
価
値
の
証
明
の
み

と
思
わ
れ
る
が
、
さ
て
、
こ
れ
が
難
題
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
ロ
ー
マ
法
の
比
類
な
き
卓
越
性
が
独
断
的
に
主
張
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
の

所
、
ま
さ
に
そ
の
事
よ
り
逆
に
、
ロ
ー
マ
法
は
し
ば
し
ば
軽
蔑
さ
れ
信
用
喪
失
し
た
り
も
し
て
い
る
。
し
か
し
、
解
明
と
い
わ
ぬ
ま
で
も

こ
こ
ま
で
（
細
分
ま
で
）
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
な
現
象
は
ロ
ー
マ
法
を
お
い
て
殆
ど
無
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
結
局
、
所
与
の
共
同
体

の
法
学
に
お
け
る
熟
練
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
研
究
分
野
同
様
、
そ
の
各
社
会
条
件
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
の
条
件
の
主
要
な
も
の
と
し
て
、

国
民
知
性
が
そ
の
分
野
に
献
身
さ
れ
る
比
率
と
、
そ
の
献
身
が
な
さ
れ
て
き
た
期
間
の
長
さ
が
あ
る
。
さ
て
、
直
接
・
間
接
に
こ
れ
ら
の

全
要
因
が
あ
わ
さ
り
、
十
二
表
法
か
ら
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
改
革
に
至
る
間
の
ロ
ー
マ
法
学
に
影
響
を
与
え
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
は
不
規
則
的
に
中
断
を
入
れ
つ
つ
で
は
な
く
、
着
実
に
強
く
な
っ
て
い
く
効
果
と
継
続
的
数
量
的
増
加
を
伴
い
お
こ
な

わ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
未
だ
若
き
民
族
が
、
そ
の
各
法
の
学
習
に
捧
げ
る
、
最
初
期
の
知
的
訓
練
に
つ
き
思
い
を
馳
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
最
初
の
思
考
過
程
は
一
般
化
で
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
、
日
常
生
活
の
様
々
な
懸
念
は
一
般
原
理
と
固
定
化
し
た
定
式
の
中
に
内

包
化
さ
れ
る
よ
う
圧
が
か
け
ら
れ
る
。
若
き
共
和
国
が
全
精
力
を
傾
け
る
そ
の
法
学
の
人
気
は
、
当
初
は
、
際
限
な
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、

（
一
〇
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二
一
四

ほ
ど
な
く
止
む
こ
と
と
な
っ
た
。
法
に
よ
る
精
神
の
独
占
は
か
く
し
て
崩
壊
し
た
。
偉
大
な
る
ロ
ー
マ
法
学
が
早
朝
よ
り
惹
き
つ
け
た
群

衆
は
数
を
減
ら
し
て
い
き
、
英
国
法
曹
学
院
の
生
徒
数
は
数
千
か
ら
数
百
へ
と
数
を
減
ら
し
た
。
芸
術
、
文
学
、
科
学
、
政
治
が
国
民
の

知
力
の
中
で
の
自
己
の
分
前
を
主
張
す
る
こ
と
と
な
り
、
法
学
の
実
践
は
、
実
際
け
っ
し
て
制
限
さ
れ
も
し
な
か
っ
た
し
さ
さ
い
な
も
の

に
も
落
ち
ぶ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
科
学
の
内
在
的
魅
力
に
負
け
ず
劣
ら
ず
金
銭
的
報
酬
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
、
法
曹
社
会
内
に
限
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
共
和
制
末
期
ま
で
は
、
ロ
ー
マ
法
は
将
軍
職
の
特
別
な
才
を
除
き
あ
ら
ゆ
る
才
能
の
活
躍
の
唯
一
の
場
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
英
国
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
時
代
同
様
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
よ
り
知
的
発
展
の
新
し
い
段
階
が
始
ま
っ
た
。
詩
と
散

文
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
当
時
の
ロ
ー
マ
の
精
華
を
わ
れ
わ
れ
は
み
な
知
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
装
飾
文
学
の
開
花
に
加
え
、
ア
ウ

グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
に
は
自
然
科
学
克
服
へ
の
新
し
い
態
度
を
拒
否
し
だ
す
直
前
で
あ
っ
た
様
々
な
兆
候
が
存
す
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
以
降
、
ロ
ー
マ
の
精
神
史
は
、
後
の
時
代
の
学
問
の
進
展
が
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
軌
跡
か
ら
ず
れ
て
い
っ
た
。

か
く
し
て
、
厳
密
な
意
味
で
の
短
い
ロ
ー
マ
文
学
の
歴
史
は
様
々
な
要
因
よ
り
そ
の
幕
を
突
如
下
ろ
す
こ
と
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
原
因

の
い
く
つ
か
は
た
ど
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
こ
で
の
分
析
は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
古
代
ロ
ー
マ
の
知
性
は
無
理
や
り
古
い
道

ゆ
き
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
哲
学
や
詩
作
を
幼
稚
な
民
族
の
玩
具
と
侮
蔑
し
た
時
代
に
劣
ら
ず
、
ロ
ー
マ
法
は
才
能
あ
る
者

ら
の
唯
一
の
適
切
な
活
躍
の
場
へ
と
戻
っ
た
。
帝
政
期
に
ロ
ー
マ
法
が
生
来
の
才
能
を
引
き
寄
せ
た
外
部
的
誘
引
の
特
質
は
、
才
能
あ
る

者
の
前
に
実
際
に
開
か
れ
た
職
業
の
選
択
肢
を
考
え
て
み
れ
ば
も
っ
と
も
よ
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
才
人
は
、
弁
論
術
の
教
師
に
な
る

か
、
前
線
指
揮
官
に
な
る
か
、
頌
徳
文
作
成
の
プ
ロ
と
な
る
か
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
、
彼
に
開
か
れ
て
い
た
活
動
的
人
生
の
道
は
法
実

務
の
み
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、「
そ
の
選
択
」
を
通
じ
至
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
富
、
名
声
、
皇
帝
諮
問
団
、
は
て
は
、
皇
帝
位
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
。

（
一
〇
五
二
）



「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」（
菊
池
）

二
一
五

か
か
る
ロ
ー
マ
の
文
学
作
品
生
産
の
幕
切
れ
は
、
時
に
、
ロ
ー
マ
人
の
知
性
低
下
、
そ
れ
ゆ
え
、
文
明
圏
の
知
的
活
力
の
衰
退
に
結
び

つ
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
仮
説
に
は
な
ん
の
根
拠
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
題
と
な
る
現
象
の
原
因
は
た
く

さ
ん
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
ど
れ
一
つ
と
し
て
、
介
入
す
る
障
害
を
別
と
し
、
芸
術
、
科
学
、
文
学
に
吸
収
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
各
種

の
才
能
の
劣
化
を
ほ
の
め
か
す
も
の
は
な
い
。
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
と
発
明
は
解
体
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
断
片
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
が
、
対
し
、
ロ
ー
マ
哲
学
に
従
事
し
た
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
そ
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
殿
堂
を
ま
る
ご
と
意
の
ま
ま
と
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
現
代
の
知
性
の
勝
利
は
国
民
ご
と
を
分
け
隔
て
る
障
壁
に
も
か
か
わ
ら
ず
達
成
で
き
た
が
、
対
し
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
程
な
く
等
質
化

し
、
属
州
の
精
華
た
る
才
能
あ
る
若
者
ら
の
み
な
集
い
合
っ
た
中
心
地
、
ロ
ー
マ
は
、
世
界
中
の
入
手
可
能
な
全
才
能
の
宝
庫
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
現
代
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
も
の
に
伍
す
る
な
ん
ら
か
の
発
展
は
「
当
初
よ
り

à priori

」
予
期
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
る
に
「
そ
の
歴
史
的
帰
結resu

lts

」
に
つ
き
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
か

ん
が
え
る
か
に
か
は
実
際
関
係
な
く
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
帝
時
代
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
能
力
の
器
量capacities

」
が
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世

時
代
の
も
の
よ
り
小
さ
か
っ
た
な
ど
と
首
肯
す
る
の
は
、
思
い
込
み
が
激
し
す
ぎ
道
理
に
あ
わ
ぬ
事
に
思
え
る
。
こ
の
事
が
事
実
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
人
間
能
力
の
器
量
が
全
て
使
い
果
た
さ
れ
た
そ
の
事
業
が
何
で
あ
っ
た
の
か
分
か
る
。
英
国
法
は
分
配
さ
れ
得
る

正
当
な
配
分
以
上
の
英
国
の
才
能
を
享
受
し
て
き
た
が
、
仮
に
も
し
、
そ
の
そ
う
そ
う
た
る
綺
羅
星
の
中
に
、
ク
ッ
ク
、
サ
マ
ー
ズ
（
xv
）

、

ハ
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ク
（
xvi
）

、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
ら
の
み
な
ら
ず
、
ロ
ッ
ク
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ベ
イ
コ
ン
の
全
才
能
（
xvii
）

、
い
や
、
ミ
ル
ト
ン
や
ド
ラ

イ
デ
ン
ま
で
を
か
ぞ
う
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
一
体
ど
の
よ
う
な
有
様
だ
っ
た
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
偉
人
の
正
確
な
対
応
者

を
ロ
ー
マ
法
学
の
達
人
ら
の
中
か
ら
い
ち
い
ち
み
つ
け
だ
そ
う
と
す
る
の
は
無
益
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
、

パ
ウ
ル
ス
の
最
も
深
い
知
性
に
ま
で
触
れ
た
者
は
、
ロ
ー
マ
法
学
者
の
著
作
中
に
、
英
国
の
偉
人
た
ち
の
リ
ス
ト
に
伍
す
る
あ
ら
ゆ
る
偉

（
一
〇
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
一
六

大
な
才
覚
を
、
自
身
が
発
見
す
る
と
た
や
す
く
主
張
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
は
、
同
一
の
表
現
の
説
得
力
と
優
雅
さ
、
同
一
の
倫

理
的
見
解
の
正
当
さ
、
同
一
の
偏
見
の
無
さ
、
同
一
の
健
全
な
男
性
的
感
性
、
同
一
の
論
理
に
対
す
る
鋭
敏
性
、
同
一
の
鋭
い
観
察
力
、

同
一
の
一
般
的
事
物
に
対
す
る
優
秀
な
分
析
、
同
一
の
特
定
的
事
柄
に
対
す
る
浩
瀚
な
一
括
的
把
握
を
み
い
だ
す
。
か
か
る
見
解
が
妄
想

に
過
ぎ
ぬ
と
批
判
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
（
ロ
ー
マ
と
英
国
の
）
著
作
者
た
ち
が
横
切
っ
て
み
せ
た
各
論
拠
に
、
一
つ
一
つ
、
み

な
あ
た
っ
て
み
る
こ
と
で
し
か
立
証
し
得
ぬ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
に
触
れ
た
推
測
に
よ
る
事
実
は
み
な
、
い
か
に
大
胆
不
敵
と

思
え
よ
う
と
も
、
彼
ら
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。
五
、
六
世
紀
も
の
あ
い
だ
全
世
界
の
全
知
性
が
未
曾
有
の
麻
痺
状
態
に
襲
わ
れ
て
い

た
と
（
い
う
馬
鹿
げ
た
事
を
）
わ
れ
わ
れ
自
ら
進
ん
で
信
ず
る
の
で
も
な
い
限
り
、
ロ
ー
マ
法
学
は
（
払
う
べ
き
注
意
す
ら
も
払
え
ぬ
）
も
っ

と
も
軽
率
な
ロ
ー
マ
法
賛
美
家
が
、
敢
え
て
、
史
上
、
宣
言
し
得
た
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
賛
に
匹
敵
し
う
る
よ
う
な
（
帝
国
の
全
才
能
を
引

き
つ
け
た
絶
後
の
繁
栄
）
状
態
で
あ
り
、
旧
来
の
（
陳
腐
な
）
賛
辞
の
言
で
は
、（
ロ
ー
マ
法
学
が
か
く
あ
る
と
い
う
）、
こ
こ
で
（
新
し
く
）
見

い
出
さ
れ
た
真
実
を
伝
え
る
の
に
は
足
り
ぬ
と
い
う
こ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

了

（
1
） 

ジ
ョ
ー
ウ
ィ
ッ
ト
氏M

r. Jow
ett

の
『
聖
パ
ウ
ロ
書
簡
集
』
第
二
巻
、
三
五
一
│
二
頁
に
完
全
か
つ
明
晰
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。

（
※
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、B

enjam
in Jow

ett, T
h

e E
pistles of S

t. P
au

l to th
e T

h
essalon

ian
s, G

alatian
s, R

om
an

s: W
ith

 

C
ritical N

otes an
d

 D
issertation

s, vol. 2, 

（L
ondon: Jhon M

urrey, 1855

）
で
、
当
論
文
の
一
年
前
に
初
版
が
二
巻
組
で
出
版
さ
れ
て
い

る
。）

（
2
） A

ustin, P
rovin

ce of Ju
rispru

d
en

ce D
eterm

in
ed, A

pp. pp. 46 et seq.

（
3
） 

S
olid

airem
en

t. 

一
八
八
五
年
七
月
二
七
日
庶
民
院
議
事
録
。（
訳
者
補
注
※
仏
法
で
はsolidairem

ent

は
「
連
帯
責
任
と
し
て
各
自
個
別

（
一
〇
五
四
）



「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」（
菊
池
）

二
一
七

に
」
責
任
を
負
う
場
合
に
つ
か
う
副
詞
で
あ
る
が
、
原
義
よ
り
明
ら
か
な
「
全
体
と
し
てin solido

」
と
「
各
自
個
別
に
」
は
矛
盾
し
た
真
逆
の
意

味
に
な
り
得
る
か
ら
議
会
で
の
討
論
が
紛
糾
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
法
学
辞
典
、
仏
英
辞
書
等
の
英
訳
で
は
、「
全
体
と
し
て
」
と
意
味
を

と
っ
た
「
個
別
に
」
の
両
方
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
大
陸
法
学
の
外
部
的
な
包
括
一
体
責
任
と
内
部
的
な
責
任
の
按
分
比
例
の
連
帯
責
任
法

理
を
解
し
て
な
い
と
混
乱
す
る
用
語
で
は
あ
る
。）

（
4
） 

こ
の
こ
と
は
、『
民
法
典C

ode C
ivil

』
起
草
者
が
単
に
「
成
文
法
地
域
」
の
ロ
ー
マ
法
を
採
用
し
、「
慣
習
法
地
域
」
の
慣
習
を
拒
絶
し
た
こ

と
を
意
味
し
な
い
。『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
よ
り
一
言
一
句
引
き
写
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
一
見
思
え
る
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
』
の
条
文
の
多
く
は
「
仏

地
域
慣
習
法droit coutum

ier

」
に
由
来
し
、
フ
ラ
ン
ス
慣
習
法
に
は
除
々
に
ロ
ー
マ
法
の
大
部
分
の
要
素
が
浸
潤
し
て
い
た
。『
フ
ラ
ン
ス
民
法

典
』
で
、
ロ
ー
マ
法
と
は
異
な
る
慣
習
法
に
準
拠
し
た
の
は
主
に
人
的
関
係
（
※
身
分
法
）
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
の
だ
が
、
御
想
像
通
り
、
身
分

法
に
お
い
て
は
「
成
文
法
地
域
」
に
お
い
て
さ
え
ロ
ー
マ
法
学
か
ら
の
か
な
り
の
逸
脱
が
あ
っ
た
。

（
5
） 

『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典
』
の
編
纂
は
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
治
下
で
は
じ
め
ら
れ
た
が
、
一
八
一
〇
年
に
な
る
ま
で
完
成
し
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス

各
法
典
よ
り
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
典
』
の
部
分
は
あ
る
種
の
さ
さ
い
な
表
現
の
特
殊
性
を
除
き
ほ
ぼ
す
べ
て
の
点
で
そ
れ
ら
に

準
拠
し
て
い
る
。

（
6
） 

周
知
の
よ
う
に
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
氏
は
刑
法
典
の
単
独
起
草
者
で
あ
る
。
民
法
典
編
纂
に
当
た
り
、
氏
はM

M
.D
arbigny

とM
orolislet

と

親
交
し
た
が
、
契
約
法
を
含
む
最
も
重
要
な
各
章
は
彼
の
み
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
7
） 

﹇『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
』
に
お
け
る
﹈
判
例
利
用
の
精
確
な
程
度
は
、
ト
ロ
ロ
ン
氏
の
注
解
を
紐
解
け
ば
簡
単
に
わ
か
る
。

（
ⅰ
） 

原
語
はthe great accum

ulation of ante-Justinian com
pendia

。
時
期
的
、
内
容
的
に
グ
ス
タ
フ
・
ヘ
ー
ネ
ルG

ustav H
aenel

に
よ
り

編
纂
さ
れ
たG
ustav H

anel ed, L
ex R

om
an

a V
isigoh

oru
m
, 

（L
eipzig, 1848

）
が
こ
れ
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。（
こ
の

ご
教
示
は
、
古
典
ロ
ー
マ
法
学
者
の
吉
原
達
也
教
授
よ
り
賜
っ
た
。
こ
こ
に
謝
辞
を
記
す
も
の
で
あ
る
。）
同
著
の
内
容
を
加
味
し
、「
大
編
纂
物
」

と
訳
し
た
。
ヘ
ー
ネ
ル
自
身
の
副
題
に
よ
れ
ば
、「
七
六
の
手
稿
に
依
拠
し
、
七
つ
の
古
代
の
ロ
ー
マ
法
の
抄
典epitom

e

を
収
録
し
た
が
、
内
二

つ
は
こ
れ
ま
で
未
編
集
で
あ
り
、
各
章
に
解
説
、
注
釈
、
付
録
、
前
文
を
付
し
た
。」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
他
の
研
究
の
集
積
の
上
に
レ
ー
ネ
ル

の
作
品
は
成
立
し
て
お
り
、「accum

ulation

集
積
」
の
言
に
適
合
す
る
。

（
一
〇
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
一
八

（
ⅱ
） 

ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
に
お
け
る
ニ
ー
ブ
ー
ル
に
よ
る
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』
テ
キ
ス
ト
の
発
見
は
一
八
一
六
年
、
当
論
文
の
四
〇
年
前
の
事
件
に
当

た
る
。

（
ⅲ
） 
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
の
ホ
ィ
ッ
グ
史
観
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
のprobabilism

, laxism

批
判
。

（
ⅳ
） 
原
語
はthe C

ritical P
hilosophy

。
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判K

ritik der reinen V
ernunft

』（
一
七
八
一
）
に
よ
り

提
示
さ
れ
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
示
さ
れ
た
批
判
主
義
の
立
場
を
さ
す
。

（
ⅴ
） perusal
は
接
頭
辞per

を
「
徹
底
的
に
」
と
解
し
「
熟
読
」
も
、「
ざ
っ
と
・
一
通
り
」
と
理
解
し
「
斜
め
読
み
・
ざ
っ
と
見
」
も
含
意
し
得
、

今
回
は
熟
読
で
訳
し
た
が
、
両
方
で
意
味
が
通
る
。「
素
人
が
し
っ
か
り
よ
ん
で
も
半
可
通
に
し
か
な
れ
ず
、
日
常
語
と
専
門
用
語
の
重
複
の
た
め

に
、
そ
の
状
態
も
自
分
で
認
識
で
き
な
い
」
と
解
し
た
。「
素
人
が
斜
め
読
み
し
て
も
半
可
通
に
し
か
な
れ
ず
、
日
常
語
と
専
門
用
語
の
重
複
の
た

め
に
、
そ
の
状
態
も
自
分
で
認
識
で
き
な
い
」
と
も
解
せ
る
。

（
ⅵ
） 

両
義
に
取
れ
るsarcasm

。

（
ⅶ
） 

一
七
六
二
年
よ
り
発
行
さ
れ
た
、
当
初
は
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
よ
り
前
年
の
一
七
六
一
年
ま
で
の
制
定
法
を
集
め
た
制
定
法
集
。
編
者
ダ
ン

ビ
ー
・
ピ
カ
リ
ン
グD

anby P
ickering
の
死
後
も
彼
名
義
で
一
八
〇
七
年
ま
で
出
さ
れ
続
け
た
。

（
ⅷ
） F

ines and R
ecoveries A

ct 1833 

（3 &
 4 W

ill. IV
 c.74

）
の
事
。「
土
地
移
転
方
式property conveyance

」
と
し
て
の
上
位
封
建
所
有

者
側
のfi ne of lands

土
地
移
転
許
可
料
（fi nal concord

）（
※
上
位
封
建
領
主
が
土
地
移
転
を
許
可
す
る
代
わ
り
に
罰
金
を
徴
収
す
る
）
を
廃
止

す
る
一
方
で
、
下
位
封
建
所
有
者
側
のcom

m
on recoveries

限
嗣
設
定
排
除
馴
合
訴
訟
（
わ
ざ
と
敗
訴
し
て
限
嗣
設
定
排
除
を
排
除
し
、
単
純
封

土
権fee sim

ple

に
す
る
訴
訟
）
を
廃
止
し
た
。

（
ⅸ
） 

資
産
家
ピ
ー
タ
ー
・
テ
ル
ソ
ンP

eter T
ellusson

の
遺
言
信
託
に
基
づ
い
た
事
件T

hellusson v W
oodford 

（1799

） 4 V
es 227

に
発
す

る
永
久
拘
束
禁
止
則
に
関
す
る
論
争
に
基
づ
く
立
法
の
た
め
こ
の
通
称
が
あ
る
。
正
式
名
称
は
、
一
八
〇
〇
年
永
久
蓄
積
禁
止
法T

he 

A
ccum

ulation A
ct 1800

。
最
終
的
に
一
九
二
五
年
不
動
産
法L

aw
 of P

roperty A
ct 1925

の
一
六
四
条
一
項
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
同
法
を

め
ぐ
る
混
乱
に
つ
い
て
は
、P

. P
olden, ‘P

anic or P
rudence - T

he T
hellusson A

ct 1800 and T
rusts for A

ccum
ulation ’, N

orth
ern

 

Irelan
d

 L
aw

 Q
u

arterly, 45 

（1998

）, 13 ff  ; 

木
村
仁
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
二
〇
〇
九
年
永
久
拘
束
及
び
永
久
蓄
積
に
関
す
る
法
律
」
の
意

（
一
〇
五
六
）



「
ロ
ー
マ
法
と
法
学
教
育
」（
菊
池
）

二
一
九

義
と
課
題
」、『
法
と
政
治
』、62

（1

） （2011

）, 99-156, at 125-7

に
テ
ル
ソ
ン
対
ウ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
事
件
と
テ
ル
ソ
ン
法
立
法
ま
で
の
沿
革
の
概

要
記
述
。

（
ⅹ
） 
英
米
法
固
有
の
遡
及
効
に
言
及
す
る
も
の
。

（
ⅺ
） 
英
国
で
は
議
会
主
権
の
帰
結
と
し
て
、
司
法
審
査judicial review

（
違
憲
立
法
審
査
制
）
を
採
用
し
て
お
ら
ず
、
司
法
判
断
に
よ
る
制
定
法

廃
止
の
可
能
性
が
な
い
の
と
、
議
会
制
定
法
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
例
外
と
し
て
制
限
的
文
理
解
釈
の
み
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
た
め
、
司
法
判
決
に
よ

る
議
会
制
定
法
改
変
の
可
能
性
は
少
な
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
圏
で
も
英
国
特
有
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。

（
ⅻ
） 

原
語
はthe C

ouncil of the S
tate

で
、C

onseil d'E
tat

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
訳
語
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
高
位
の
行
政
裁
判
、

諮
問
機
関
。
国
務
院
、
国
家
諮
問
会
、
参
事
院
と
も
訳
さ
れ
る
。
一
七
九
九
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
り
法
律
案
、
行
政
規
則
の
起
草
、
行
政
紛
争
等

の
解
決
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
山
本
浩
三
訳
「
第
二
共
和
国
憲
法
」、『
同
志
社
法
學
』、 11

（1

） （1959

）, 46-57

と
同
解
題
を
参
照
。 

（
xiii
） 

「
司
法
判
断
に
よ
る
法
解
釈
」
と
訳
し
た
が
、
こ
の
場
合
の
「
構
築construction

」
は
「
解
釈interpretation

」
と
同
義
で
、
裁
判
所
の
制

定
法
解
釈
に
よ
る
法
創
造
機
能
を
表
す
。
英
米
法
独
自
の
含
蓄
の
あ
る
訳
し
づ
ら
い
用
語
の
一
つ
で
あ
る
。
上
述
の
メ
イ
ン
の
「
暗
黙
の
法
典
化
」

は
裁
判
官
が
判
決
で
一
団
の
判
例
群
よ
り
抽
出
さ
れ
る
準
則
を
方
式
化
、
定
義
化
し
、
そ
れ
が
事
実
上
固
定
化
傾
向
を
持
つ
こ
と
で
、
ど
ち
ら
も

Judge-m
ade law

裁
判
官
生
成
法
の
一
種
だ
が
制
定
法
解
釈
に
関
す
る
点
が
異
な
る
。
日
本
で
の
判
例
の
解
釈
に
よ
る
制
定
法
の
実
質
的
改
変
も

こ
れ
に
あ
た
り
、
法
哲
学
的
に
も
比
較
法
学
的
に
も
興
味
深
い
。

（
xiv
） 

ロ
ー
マ
法
を
意
味
。

（
xv
） 

法
律
家
で
あ
り
政
治
家
で
あ
っ
た
サ
マ
ー
ズ
男
爵
ジ
ョ
ン
・
サ
マ
ー
ズJohn S

om
ers 

（1651-1716

）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
ホ
ー
ル
を
出
た
の
ち
、
ミ
ド
ル
・
テ
ン
プ
ル
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
学
び
、
一
六
七
六
年
に
法
廷
弁
護
士
登
録
。

一
六
九
二
年
法
務
総
裁
、
一
六
九
三
年
国
璽
尚
書
、
一
六
九
七
年
大
法
官
就
任
、
サ
マ
ー
ズ
男
爵
位
を
賜
る
。
一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
後
か
ら
、

自
己
の
死
の
直
前
ま
で
の
四
半
世
紀
を
、
紆
余
曲
折
を
経
つ
つ
も
ホ
イ
ッ
グ
の
領
袖
と
し
て
支
配
し
た
。
ク
ッ
ク
と
似
た
経
歴
で
あ
る
が
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
法
律
家
と
い
う
よ
り
、
ホ
ィ
ッ
グ
史
観
に
よ
る
革
命
史
描
写
で
、
政
治
家
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
色
合
い
が
強
い
。
こ
こ
で
、
入
っ
て
い
る

の
は
ク
ッ
ク
よ
り
の
連
想
で
あ
ろ
う
。

（
一
〇
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
二
〇

（
xvi
） 

ハ
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ク
卿L

ord H
ardw

icke

の
名
前
で
親
し
ま
れ
た
初
代
ハ
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ク
伯
爵
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ヨ
ー
クP

hilip Y
orke, 1st 

E
arl of H

ardw
icke 

（1690-1764

）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
八
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
法
律
家
。
一
七
五
三
年
婚
姻
法M

arriage A
ct 1753

の
立

法
や
、
信
託
法
の
改
革
で
著
名
。

（
xvii
） 
ベ
イ
コ
ン
は
法
律
家
で
も
あ
り
、
大
法
官
で
あ
っ
た
が
、
周
知
の
通
り
、
む
し
ろ
そ
の
才
能
は
専
門
法
学
以
外
の
分
野
に
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ

た
。
そ
の
才
能
が
全
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
な
ら
と
い
う
意
味
。

（
一
〇
五
八
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
二
一

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

判
例

Ⅲ　

検
討

Ⅳ　

結
び
に
か
え
て

Ⅰ　

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
信
教
の
自
由

に
関
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
限
定
し
て
も
、
セ
ク
ト
警
告
決

定
（
オ
シ
ョ
ー
決
定

（
1
）

）
や
ス
カ
ー
フ
判
決

（
2
）

・
決
定

（
3
）

等
の
極
め
て
重

要
な
判
決
・
決
定
を
下
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
判
決
・
決
定
に
つ

い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
す
で
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
4
）

と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
も
、
信
教
の
自
由
に
関
し
て
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
と
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
重
要
で
、
比
較
法

的
見
地
か
ら
し
て
も
極
め
て
興
味
深
い
判
断
を
示
し
て
い
る
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
。
信
教
の
自
由
に
関
す
る
連
邦
行
政
裁
判
所
の

最
近
の
重
要
判
例
と
し
て
、
公
立
学
校
の
生
徒
が
授
業
時
間
外
に

校
内
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
教
の
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
校
長
が
禁
止

学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由

│
公
立
学
校
に
お
け
る
祈
禱
の
禁
止
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例

│

岡　
　

田　
　

俊　
　

幸

研
究
ノ
ー
ト

（
一
〇
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
二
二

祈
禱
を
約
一
〇
分
間
行
っ
た
。
祈
禱
に
際
し
て
生
徒
は
、
自
分
の

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
上
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
典
礼
に
従
っ

て
求
め
ら
れ
る
動
作
を
行
い
、
決
め
ら
れ
た
章
句
を
朗
読
し
た
。

他
の
生
徒
や
教
員
は
、
原
告
ら
の
行
っ
た
祈
禱
を
見
て
い
た
。
祈

禱
を
見
て
い
た
教
員
が
校
長
に
知
ら
せ
た
。
翌
日
、
校
長
は
、
祈

禱
に
参
加
し
た
生
徒
に
対
し
て
、
校
内
に
お
い
て
祈
禱
を
行
う
こ

と
は
容
認
で
き
な
い
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
校
長
は
、
同
日
付
け

の
書
面
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
公
立
学
校
に
お
い
て
は
宗
教
上
の

表
明
は
許
さ
れ
ず
、
と
く
に
祈
禱
は
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
、

む
し
ろ
、
学
校
は
、
国
の
中
立
性
要
請
が
そ
の
施
設
の
中
で
実
現

さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
原
告
の
親
に

通
知
し
た
。
学
校
長
と
原
告
の
親
は
話
し
合
い
を
し
た
が
、
解
決

に
至
ら
ず
、
原
告
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
九
日
、
行
政
裁
判

所
に
訴
え
を
提
起
し
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
在
学
し
て
い
る
間
、
一

日
一
回
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
祈
禱
を
行
う
権
利
を
有
す
る
こ
と
の
確

認
を
求
め
る
と
と
も
に
、
仮
の
権
利
保
護
も
申
し
立
て
た
。

原
告
は
、
原
告
が
授
業
時
間
外
に
校
内
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
教

の
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
校
長
が
禁
止
す
る
こ
と
は
基
本
法
四
条
一

項
に
基
づ
く
原
告
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
た
の
で

あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
行
政
裁
判
所
、
上
級
行
政
裁
判
所

す
る
こ
と
が
生
徒
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
判
断
し
た
二
〇
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判

決
（
5
）

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

（
6
）

。
本
稿
は
、
上
記
の
連
邦
行
政
裁
判

所
判
決
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
に
先
行
す
る
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判

所
（
以
下
、「
行
政
裁
判
所
」
と
い
う
。）
の
決
定
・
判
決
及
び
ベ

ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
（
以
下
、「
上

級
行
政
裁
判
所
」
と
い
う
。）
の
判
決
を
含
め
て
、
こ
の
訴
訟
に

関
連
す
る
判
決
・
決
定
を
詳
し
く
紹
介
し
た
上
で
、
こ
の
訴
訟
に

含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ

と
を
目
的
と
す
る

（
7
）

。

さ
て
、
ま
ず
、
本
稿
が
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
訴
訟
の
事
件
関

係
を
紹
介
し
よ
う
。
原
告
は
、
一
九
九
三
年
八
月
一
七
日
生
ま
れ

の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
ミ
ッ
テ
地
区
に
あ
る

デ
ィ
ー
ス
タ
ー
ヴ
ェ
ー
ク
・
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
（D

iesterw
eg-

G
ym

nasium

）
の
生
徒
で
あ
る
。
原
告
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
義

に
照
ら
し
て
、
一
日
五
回
、
定
め
ら
れ
た
時
間
に
、
イ
ス
ラ
ム
教

の
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ
を

実
践
し
て
い
た
。
原
告
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
日
、
授
業
と

授
業
の
間
（
六
時
限
の
授
業
の
後
）
の
休
憩
時
間
に
、
七
人
の
生

徒
と
と
も
に
、
校
舎
の
廊
下
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
典
礼
に
従
っ
て

（
一
〇
六
〇
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
二
三

Ⅱ　

判
例

一　

二
〇
〇
八
年
三
月
一
〇
日
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
決
定

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
告
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
九

日
、
行
政
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
仮
命
令
の
発
布
も
申

し
立
て
、
本
案
判
決
ま
で
、
校
内
で
、
一
日
一
回
、
授
業
と
授
業

の
間
の
休
憩
時
間
又
は
自
由
時
間
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
祈
禱
を
行

う
こ
と
を
許
す
よ
う
に
求
め
て
い
た
。
行
政
裁
判
所
は
、

二
〇
〇
八
年
三
月
一
〇
日
の
決
定

（
8
）

に
お
い
て
、
原
告
が
、
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
の
校
内
で
、
授
業
時
間
外
に
、
一
日
一
回
、
イ
ス
ラ
ム
教

の
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
暫
定
的
に
許
容
す
る
こ
と
を
仮
命
令
に

よ
っ
て
被
告
に
義
務
付
け
た
（
主
文
）。
以
下
、
こ
の
決
定
の
内

容
を
紹
介
す
る
。

⒜　
「
基
本
法
四
条
は
、
│
留
保
な
く
│
一
項
に
お
い
て
信
仰

の
自
由
、
良
心
の
自
由
並
び
に
宗
教
上
及
び
世
界
観
上
の
告
白
の

自
由
を
保
障
し
、
二
項
に
お
い
て
、
宗
教
活
動
を
妨
げ
ら
れ
な
い

権
利
を
保
障
し
て
い
る
。
基
本
法
四
条
の
二
つ
の
項
は
、
包
括
的

に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
統
一
的
基
本
権
を
含
ん

で
い
る
…
…
。
こ
の
基
本
権
は
、
信
仰
す
る
又
は
信
仰
し
な
い
内

面
的
自
由
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
を
表
明
す
る
外
面
的
自
由
に
も
及

及
び
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
こ
の
主
張
に
対
し
て
異
な
る
内
容
の

判
断
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
行
政
裁
判
所
は
こ
の
主
張
を
容
認

す
る
判
決
を
下
し
た
の
に
対
し
て
、
上
級
行
政
裁
判
所
と
連
邦
行

政
裁
判
所
は
原
告
の
信
教
の
自
由
の
制
約
は
正
当
化
さ
れ
る
と
の

判
断
を
示
し
た
。
ま
た
、
上
級
行
政
裁
判
所
と
連
邦
行
政
裁
判
所

は
、
た
し
か
に
結
論
を
同
じ
く
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
異

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
の

み
な
ら
ず
、
行
政
裁
判
所
の
決
定
・
判
決
及
び
上
級
行
政
裁
判
所

の
判
決
も
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
以
下
、
ま
ず
、
行
政

裁
判
所
、
上
級
行
政
裁
判
所
及
び
連
邦
行
政
裁
判
所
が
原
告
の
主

張
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
の
か
、
各
裁
判
所
の
判

断
内
容
を
紹
介
す
る
作
業
を
行
う
（
Ⅱ
）。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
、

こ
の
訴
訟
に
含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
学
説
上
の

議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
若
干
の
検
討
を
行
う
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、

結
び
に
か
え
て
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
に
と
っ
て
参
考
と
な
る

点
を
簡
単
に
指
摘
す
る
（
Ⅳ
）。

（
一
〇
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
二
四

に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
例
外
的
に
、
定
め
ら
れ
た
祈
禱
時

間
の
逸
脱
を
許
し
て
い
る
こ
と
を
一
般
的
に
指
摘
し
て
は
な
ら
な

い
（R

n. 9

）。

⒞　

基
本
法
四
条
に
基
づ
く
信
仰
の
自
由
は
憲
法
そ
れ
自
体
に

基
づ
い
て
の
み
制
限
さ
れ
、
こ
の
制
限
は
、
第
三
者
の
対
立
す
る

基
本
権
及
び
憲
法
ラ
ン
ク
の
共
同
体
価
値
か
ら
の
み
導
か
れ
る
が
、

「
憲
法
ラ
ン
ク
を
付
与
さ
れ
た
国
家
の
教
育
任
務
（B

ildungs- 
und E

rziehungsauftrag

）」（
基
本
法
七
条
一
項
）
か
ら
も
、
ま

た
、
他
の
生
徒
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
（
基
本
法
四
条
一
項
）
及

び
そ
の
親
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
か
ら
も
、
さ
ら
に
、
親
の
教
育

権
（
基
本
法
六
条
二
項
）
か
ら
も
、
原
告
が
求
め
る
範
囲
に
お
け

る
祈
禱
を
原
告
に
禁
止
で
き
る
よ
う
な
制
限
は
導
か
れ
な
い

（R
n. 10

）。

⒟　

被
告
ベ
ル
リ
ン
州
は
、
原
告
の
実
践
し
た
祈
禱
は
、
宗
教

的
儀
式
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
又
は
自
己
の
信
仰
の
宣
伝
で

あ
っ
て
、
他
の
生
徒
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
、

許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
（R

n. 4

）
が
、「
被
告

は
、
教
育
任
務
及
び
学
校
運
営
に
具
体
的
で
、
か
つ
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
。

と
く
に
、
被
告
の
主
張
か
ら
、
た
と
え
個
々
の
生
徒
が
原
告
の
影

ん
で
い
る
。
こ
れ
に
は
、
と
く
に
祈
禱
も
含
ま
れ
る
…
…
。
被
告

の
見
解
と
は
異
な
り
、
祈
禱
を
行
う
権
利
は
、
た
ん
に
、
黙
示
的
、

個
人
的
で
か
つ
人
目
を
引
か
な
い
祈
禱
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
保

護
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
信
仰
の
自
由
と
こ
れ
と
対
立
す
る
他
の

憲
法
法
益
と
の
間
の
緊
張
関
係
は
、
個
別
の
事
件
に
お
い
て
、
実

践
的
整
合
性
の
意
味
に
お
け
る
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。」（R

n. 8

）

⒝　

被
告
ベ
ル
リ
ン
州
は
、
原
告
自
身
の
陳
述
に
よ
る
と
、
祈

禱
は
原
則
的
に
後
で
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

原
告
の
信
教
の
自
由
は
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
主
張
す
る

（R
n. 4

）
が
、
祈
禱
義
務
が
「
イ
ス
ラ
ム
の
五
つ
の
柱
」
に
含
ま

れ
る
こ
と
は
公
知
の
事
実
で
あ
り
、
原
告
は
、「
イ
ス
ラ
ム
の
五

つ
の
柱
」
に
含
ま
れ
る
祈
禱
義
務
と
自
己
の
信
仰
上
の
確
信
に
基

づ
く
祈
禱
時
間
の
遵
守
が
、
原
告
に
と
っ
て
高
い
価
値
を
有
す
る

こ
と
を
疎
明
し
た
。
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
原
告
の
説
得
力
の
あ

る
陳
述
に
よ
る
と
、
原
告
が
、
少
な
く
と
も
一
回
の
祈
禱
を
授
業

日
に
行
う
こ
と
を
拘
束
力
の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
種
の
信
仰
上
の
確
信
を
評
価
す
る
こ
と
、
又
は
、
本
人

が
拘
束
力
の
あ
る
と
考
え
て
い
る
信
仰
上
の
戒
律
を
疑
問
視
す
る

こ
と
は
、
国
家
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
被
告
は
、
原
告

（
一
〇
六
二
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
二
五

「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
に
命
じ
て
い
る
世
界
観
的
・
宗
教
的

中
立
性
は
、
世
界
観
的
・
宗
教
的
関
係
性
か
ら
厳
格
に
分
離
し
た
、

距
離
を
と
る
中
立
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
開
か
れ
た
包
括
的
中

立
性
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
基
本
法
四
条
一
項

及
び
二
項
は
、
積
極
的
意
味
に
お
い
て
、
信
仰
上
の
確
信
の
積
極

的
実
行
及
び
世
界
観
的
・
宗
教
的
領
域
に
お
け
る
自
律
的
人
格
の

実
現
の
た
め
の
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
も
命
じ
て
い
る
…
…
。」

こ
の
よ
う
な
形
態
の
中
立
性
が
ベ
ル
リ
ン
州
学
校
法
で
定
め
ら
れ

た
教
育
目
標
の
根
底
に
置
か
れ
て
い
る
（R

n. 13

）。

二　

二
〇
〇
九
年
九
月
二
九
日
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
判
決

㈠　

行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
九
日
の
判
決

（
9
）

に
お

い
て
、
原
告
が
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
通
っ
て
い
る
間
、
授
業
時
間

外
に
一
日
一
回
イ
ス
ラ
ム
教
の
祈
禱
を
行
う
権
利
を
有
す
る
こ
と

を
確
認
し
た
（
主
文
）。
以
下
、
こ
の
判
決
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

な
お
、
二
〇
〇
八
年
三
月
一
〇
日
の
行
政
裁
判
所
決
定
を
受
け
て
、

校
長
は
、
原
告
に
六
時
限
の
授
業
と
七
時
限
の
授
業
の
間
の
休
憩

時
間
に
空
室
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
（R

n. 5

）。
原
告
は
、

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
三
月
ま
で
は
六
時
限
の
授

業
の
終
了
後
の
休
憩
時
間
に
、
割
り
当
て
ら
れ
た
部
屋
に
お
い
て

響
を
受
け
る
と
し
て
も
、
他
の
生
徒
又
は
教
員
集
団
の
構
成
員
が

原
告
に
よ
る
祈
禱
の
実
施
に
逃
げ
道
も
な
く
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
し
か
る
べ
き
組
織
的
事
前

措
置
と
原
告
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
、
他
者
が
容
易
に
立
ち
入
る

こ
と
が
で
き
な
い
学
校
の
敷
地
の
領
域
に
お
い
て
原
告
が
祈
禱
を

妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
無
理
の

な
い
諸
条
件
を
創
出
し
、
祈
禱
が
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
又
は

広
告
の
様
相
を
呈
す
る
と
い
う
被
告
の
認
識
し
た
危
険
に
対
処
す

る
こ
と
が
被
告
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
明
ら
か
で
は
な

い
。」（R

n. 11

）

⒠　
「
学
校
運
営
の
支
障
は
、
学
校
が
他
の
生
徒
の
消
極
的
信

仰
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
の
関
連

に
お
い
て
も
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
く
に
、
国
に
課
せ

ら
れ
て
い
る
、
学
校
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性
の
義
務
は
、

生
徒
の
宗
教
的
表
明
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
、
特
定
宗
派
に
属
し
な
い
学
校
に
お
け
る
平
和
的
共

生
に
は
、
生
徒
が
、
他
者
の
宗
教
的
確
信
に
寛
容
な
態
度
を
と
り
、

そ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
も
含
ま
れ
る
…
…
。
現
実
に

は
も
は
や
存
在
し
な
い
『
閉
鎖
的
世
界
』
と
い
う
印
象
を
子
ど
も

に
与
え
る
こ
と
は
、
今
日
の
学
校
の
任
務
で
は
な
い
」。（R

n. 12

）

（
一
〇
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
二
六

判
断
し
た
行
動
を
示
す
個
人
の
権
利
が
含
ま
れ
る
」。
イ
ス
ラ
ム

教
の
信
者
で
あ
る
原
告
が
基
本
法
四
条
一
項
に
基
づ
く
基
本
権
を

引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
コ
ー
ラ

ン
か
ら
得
ら
れ
た
確
信
の
保
護
は
、
そ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い

て
一
般
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
信
仰
の
堅
い

人
に
よ
っ
て
の
み
支
持
さ
れ
て
い
る
の
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な

い
（R

n. 23

）。

「
基
本
法
四
条
の
保
護
範
囲
に
、
と
く
に
祈
禱
が
含
ま
れ
る

…
…
。
何
故
な
ら
、『
宗
教
活
動
』
は
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
と
あ
ら

ゆ
る
告
白
に
と
っ
て
中
心
的
意
義
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
…
…
。

学
校
に
お
け
る
祈
禱
は
、
こ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
な
い
…
…
。」

（R
n. 24

）

原
告
は
、
定
め
ら
れ
た
時
間
に
イ
ス
ラ
ム
教
の
儀
式
的
祈
禱
を

行
う
こ
と
は
自
ら
に
拘
束
力
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
信
仰

の
教
義
に
従
う
こ
と
が
、
原
告
に
と
っ
て
そ
の
宗
教
的
告
白
の
発

現
形
態
で
あ
る
。
原
告
は
、
こ
の
こ
と
を
口
頭
弁
論
に
お
い
て
説

得
的
に
示
し
た
。
被
告
と
裁
判
所
は
、
信
者
の
宗
教
的
判
断
を
評

価
す
る
こ
と
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
評
価
は
、
信
仰

の
自
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
（R

n. 25

）。

「
た
し
か
に
、
人
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
、
そ
の
人
の
主
観
的
決

祈
禱
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
夏
期
は
日
没
時
間
が
遅
く
な
り
、

正
午
と
午
後
の
祈
禱
の
時
間
も
遅
く
な
る
た
め
、
原
告
は
、

二
〇
〇
九
年
四
月
以
降
、
学
校
か
ら
帰
宅
し
た
後
に
家
で
祈
禱
を

行
っ
て
い
た
（R

n. 7

）。

㈡　

行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
基
本
法
四
条
の
保
護
範
囲
を
解

明
し
、
原
告
の
行
為
が
基
本
法
四
条
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
と

判
断
し
た
。

「
原
告
は
、
宗
教
活
動
を
妨
げ
ら
れ
な
い
権
利
（
基
本
法
四
条

二
項
）
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
権
利
は
、
個

人
及
び
宗
教
的
又
は
世
界
観
的
団
体
に
帰
属
す
る
信
仰
及
び
告
白

の
自
由
の
一
部
で
あ
る
。
基
本
法
四
条
は
、
一
項
に
お
い
て
、
信

仰
の
自
由
、
良
心
の
自
由
並
び
に
宗
教
上
及
び
世
界
観
上
の
告
白

の
自
由
を
、
二
項
に
お
い
て
、
宗
教
活
動
を
妨
げ
ら
れ
な
い
権
利

を
保
障
し
て
い
る
。
基
本
法
四
条
の
二
つ
の
項
は
、
包
括
的
に
理

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
統
一
的
な
基
本
権
を
含
ん
で

い
る
。
こ
の
基
本
権
は
、
信
仰
す
る
又
は
信
仰
し
な
い
内
面
的
自

由
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
を
表
明
す
る
外
面
的
自
由
に
も
及
ぶ
。
こ

れ
に
は
、
自
己
の
全
行
動
を
そ
の
信
仰
の
教
義
に
準
拠
さ
せ
、
そ

の
内
的
な
信
仰
上
の
確
信
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
あ
ら
ゆ
る
生
活

状
況
に
お
い
て
、
自
己
の
宗
教
的
確
信
を
基
準
と
し
て
正
し
い
と

（
一
〇
六
四
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
二
七

に
、
つ
ま
り
休
憩
時
間
に
延
期
す
る
用
意
が
あ
る
点
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
（R

n. 27

）。

㈢　

つ
ぎ
に
、
行
政
裁
判
所
は
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約

が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
行
政

裁
判
所
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
引
用
し
つ
つ
、
次
の
よ

う
な
一
般
論
を
述
べ
る
。

「
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
信

仰
の
自
由
は
、
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
制
限
は

憲
法
そ
れ
自
体
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に

含
ま
れ
る
の
は
、
第
三
者
の
基
本
権
と
憲
法
ラ
ン
ク
の
共
同
体
価

値
で
あ
る
…
…
。
信
仰
の
自
由
と
他
の
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
利
益

と
の
衝
突
は
、
実
践
的
整
合
性
の
原
則
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
践
的
整
合
性
の
原
則
は
、
対
立
す
る
法
的

地
位
の
一
つ
を
優
先
し
た
り
、
最
大
限
保
持
し
た
り
す
る
の
で
は

な
く
、
す
べ
て
の
法
的
地
位
を
可
能
な
限
り
損
傷
し
な
い
よ
う
に

調
整
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
」。（R

n. 28

）

そ
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
、
生
徒
の
信
仰
の
自
由
の
制
限
を
正

当
化
す
る
法
益
と
し
て
、
①
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性

の
要
請
、
②
他
の
生
徒
及
び
親
の
消
極
的
信
教
の
自
由
並
び
に
親

の
教
育
権
、
③
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
教
育
任
務
、
④
学
校

定
の
み
で
、
と
く
に
保
護
さ
れ
た
信
仰
の
自
由
の
発
現
形
態
と
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
個
人
に
よ
っ
て
そ
の
信
仰
の
自

由
の
発
現
形
態
と
し
て
要
求
さ
れ
る
行
動
の
評
価
に
際
し
て
、

各
々
の
宗
教
団
体
の
自
己
理
解
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
」（R

n. 26
）。
行
政
裁
判
所
は
、
イ
ス
ラ
ム
学
者
の
鑑
定
書
に

基
づ
い
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
一
致
し
た
見
解
に
よ
る
と
、

原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
朝
、
正
午
、
午
後
、

夕
方
及
び
夜
に
儀
式
的
祈
禱
を
行
う
こ
と
が
宗
教
的
に
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
と
の
確
信
を
得
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
祈

禱
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
比
較
的
少
数
に
す
ぎ

な
い
が
、
上
記
の
こ
と
は
、
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
祈
禱
義
務
が

「
イ
ス
ラ
ム
の
五
つ
の
柱
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た
。

鑑
定
書
に
よ
る
と
、
儀
式
的
祈
禱
の
延
期
ま
た
は
併
合
は
、
信
者

に
と
っ
て
、
緊
急
状
態
及
び
特
別
の
外
的
必
要
性
の
あ
る
状
況
に

お
い
て
例
外
的
に
許
さ
れ
る
。
被
告
は
、
原
告
に
対
し
て
、
正
午

の
祈
禱
と
午
後
の
祈
禱
を
併
せ
て
行
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
告
に
葛
藤
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
鑑
定

書
を
解
釈
す
る
が
、
こ
れ
は
理
解
で
き
な
い
。
原
告
に
葛
藤
が
生

じ
な
い
と
す
る
専
門
家
の
言
明
は
、
原
告
が
祈
禱
を
授
業
時
間
外

（
一
〇
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
二
八

派
の
特
権
化
及
び
信
仰
を
異
に
す
る
人
の
排
除
を
禁
じ
て
い
る
。

国
家
は
、
平
等
原
則
に
基
づ
い
て
様
々
な
宗
教
団
体
及
び
世
界
観

団
体
を
取
り
扱
う
よ
う
に
留
意
し
、
自
己
を
特
定
の
宗
教
団
体
と

同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
基
本
法
の
自
由
な
国
家
は
、
世
界
観

的
・
宗
教
的
確
信
の
多
様
性
に
対
す
る
開
放
性
を
特
徴
と
し
、
人

間
の
尊
厳
並
び
に
自
己
決
定
及
び
自
己
責
任
に
よ
る
人
格
の
自
由

な
発
展
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
て
い
る
人
間
像
を
そ
の
根
拠
と
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
宗
教
的
・
世

界
観
的
中
立
性
と
は
、
国
家
と
教
会
の
厳
格
な
分
離
と
い
う
意
味

に
お
い
て
距
離
を
お
く
態
度
で
は
な
く
、
信
仰
の
自
由
を
す
べ
て

の
宗
派
の
た
め
に
等
し
く
促
進
す
る
、
開
か
れ
た
か
つ
包
括
的
態

度
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
…
…
。
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
は
、

積
極
的
意
味
に
お
い
て
、
信
仰
上
の
確
信
の
積
極
的
実
行
及
び
世

界
観
的
・
宗
教
的
領
域
に
お
け
る
自
律
的
人
格
の
実
現
の
た
め
の

空
間
を
確
保
す
る
こ
と
も
命
じ
て
い
る
。
国
家
は
、
個
々
の
国
家

市
民
に
非
中
立
的
な
、
宗
派
に
拘
束
さ
れ
る
選
択
を
す
る
可
能
性

を
与
え
る
た
め
に
、
中
立
的
に
振
る
舞
う
。
国
家
は
、
国
家
市
民

の
と
る
宗
教
的
及
び
世
界
観
的
立
場
の
多
様
性
を
肯
定
し
、
こ
の

多
様
性
を
様
々
な
生
活
領
域
に
お
け
る
厄
介
と
し
て
平
準
化
し
よ

う
と
試
み
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
立
性
を
保
持
す
る
。
国

平
和
の
維
持
を
挙
げ
（R

n. 29

）、
こ
れ
ら
の
憲
法
上
の
法
益
が
、

学
校
で
授
業
時
間
外
に
祈
禱
を
行
う
原
告
の
権
利
の
制
約
を
正
当

化
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

⒜　

ま
ず
、
行
政
裁
判
所
は
、「
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的

中
立
性
の
要
請
」
が
原
告
の
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
を
憲
法

上
正
当
化
し
な
い
と
説
示
す
る
。

「
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性
の
原
則
は
、
国
家
に
対
し
て
、

何
よ
り
も
ま
ず
、
自
ら
の
活
動
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
学
校
行
事

と
し
て
学
校
祈
禱
を
開
催
す
る
に
際
し
て
、
抑
制
を
求
め
る
。
学

校
の
側
か
ら
、
又
は
、
教
員
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
又
は
世
界
観
的

関
係
性
が
学
校
及
び
授
業
に
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、

中
立
的
に
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
任
務
を
阻
害
す
る

可
能
性
が
あ
る
…
…
。
し
か
し
、
こ
の
中
立
性
義
務
は
、
被
告
の

見
解
と
異
な
り
、
生
徒
の
宗
教
的
表
明
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
な
い
。」（R

n. 30

）

基
本
法
は
、
国
家
に
対
し
て
、
基
本
法
四
条
一
項
、
三
条
三
項

一
文
、
三
三
条
三
項
、
並
び
に
、
基
本
法
一
四
〇
条
と
結
び
付
い

た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
三
六
条
一
項
・
四
項
及
び
一
三
七
条
一
項

に
お
い
て
、
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性
の
義
務
を
課
し
て
い
る
。

「
基
本
法
は
、
国
教
会
の
法
形
式
の
導
入
を
禁
止
し
、
特
定
の
宗

（
一
〇
六
六
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
二
九

し
て
い
る
子
ど
も
を
共
同
で
教
育
す
る
と
き
に
不
可
避
で
あ
る
緊

張
状
況
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
尊
厳
の
発
現
形
態
で
あ
る
寛
容
要

請
を
考
慮
し
つ
つ
、
調
整
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 
32

）。被
告
は
、
基
本
法
一
四
一
条
に
よ
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
公
立
学
校

に
お
い
て
は
宗
教
の
授
業
は
正
規
の
授
業
科
目
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
基
本
法
一
四
一
条
は
、
国
家
と
教
会
と
の
厳
格

な
分
離
の
発
現
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
ベ
ル
リ
ン
の
学
校
は
、

世
界
観
的
及
び
宗
教
的
中
立
性
を
有
す
る
場
所
で
あ
る
、
と
主
張

す
る
。
ま
た
、
被
告
は
、
原
告
の
要
求
を
認
め
る
こ
と
は
国
家
の

中
立
性
要
請
に
反
す
る
と
主
張
す
る
。
宗
教
的
活
動
を
学
校
に
お

い
て
積
極
的
に
可
能
に
し
、
又
は
促
進
す
る
こ
と
を
被
告
は
義
務

付
け
ら
れ
な
い
が
、
祈
禱
の
受
忍
の
義
務
付
け
は
事
実
上
給
付
義

務
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
祈
禱
を
行
う
た
め
の
空
間
を
原
告
に
利

用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
の
儀
式

は
、
た
と
え
原
告
自
身
が
意
図
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、「
示
威

的
か
つ
宣
伝
的
性
格
」
を
有
し
て
お
り
、
学
校
当
局
は
、
そ
の
配

慮
義
務
の
枠
内
に
お
い
て
、
異
な
る
宗
教
を
有
す
る
生
徒
や
無
宗

教
の
生
徒
を
示
威
的
又
は
宣
伝
的
形
態
の
宗
教
活
動
か
ら
保
護
す

る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
、
祈
禱
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
、
原
告

家
市
民
が
、
そ
の
信
仰
を
決
定
し
、
公
の
場
で
告
白
し
、
そ
の
宗

教
を
私
的
に
も
公
的
に
も
妨
げ
ら
れ
る
に
実
践
す
る
権
利
を
有
す

る
場
合
、
国
家
は
、
こ
の
領
域
に
対
し
て
中
立
的
態
度
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（R

n. 31

）。

国
家
は
、
特
定
の
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
又
は
世
界
観
的

方
向
の
た
め
に
意
図
的
に
影
響
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、

国
家
か
ら
発
せ
ら
れ
る
又
は
国
家
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

措
置
に
よ
っ
て
明
示
的
又
は
論
理
必
然
的
に
自
ら
を
特
定
の
信
仰

又
は
特
定
の
世
界
観
と
同
一
視
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
に
お
け

る
宗
教
的
平
和
を
自
ら
危
険
に
さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
宗
教

的
・
世
界
観
的
中
立
性
は
、
国
家
に
、
宗
教
団
体
の
信
仰
及
び
教

義
を
そ
れ
自
体
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
こ
の
こ
と

は
、
と
く
に
、
そ
の
性
質
上
、
宗
教
上
及
び
世
界
観
上
の
考
え
が

以
前
か
ら
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
国
家
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
て

い
る
義
務
教
育
の
領
域
に
当
て
は
ま
る
。
公
立
学
校
を
形
成
す
る

に
際
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
性
が
完
全
に
禁
止
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
学
校
は
、
他
の
世
界
観
的
及
び
宗
教
的
内
容

及
び
価
値
に
も
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
開
放
性

に
よ
っ
て
基
本
法
の
自
由
な
国
家
は
、
そ
の
宗
教
的
及
び
世
界
観

的
中
立
性
を
維
持
す
る
。
様
々
な
方
向
の
世
界
観
及
び
信
仰
を
有

（
一
〇
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
三
〇

理
由
か
ら
、
そ
の
中
立
義
務
が
損
な
わ
れ
る
と
主
張
す
る
が
、
こ

の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。「
た
し
か
に
、
基
本
法
四
条
一
項
は
、

個
人
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
信
仰
上
の
確
信
を
国
家
の

支
援
に
よ
っ
て
表
現
す
る
請
求
権
を
有
し
て
い
な
い
…
…
。
し
か

し
、
本
件
は
こ
の
よ
う
な
場
合
で
は
な
い
。
こ
の
関
連
に
お
い
て

は
っ
き
り
と
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
原
告
は
祈
禱
部

屋
を
求
め
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
も
（
仮
の
権
利
保
護
の
手
続
に
お

い
て
）
こ
の
よ
う
な
部
屋
を
用
意
す
る
こ
と
を
学
校
に
義
務
付
け

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
学
校
当
局
が
、
原
告
に
特
定
の
部
屋
の

利
用
を
指
示
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
判
断
す
る
限
り
に
お
い
て
、

学
校
当
局
は
、
こ
れ
を
用
い
て
、
学
校
生
活
に
関
与
す
る
他
の

人
々
を
祈
禱
実
践
と
の
対
面
か
ら
守
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
消

極
的
信
仰
告
白
の
自
由
の
点
で
保
護
す
る
目
的
を
追
求
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
『
組
織
的
基
準
』
が
必
要
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

こ
れ
は
、
原
告
の
宗
教
活
動
の
一
方
的
促
進
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

様
々
な
法
益
の
調
整
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
ま
さ
に

国
家
の
中
立
性
の
発
現
で
あ
る
。」（R

n. 35

）

⒝　

つ
ぎ
に
、
行
政
裁
判
所
は
、
他
の
生
徒
の
消
極
的
信
仰
告

白
の
自
由
（
四
条
一
項
）
も
、
ま
た
、
親
の
教
育
権
（
六
条
二

項
）
と
結
び
付
い
た
生
徒
の
親
の
消
極
的
信
仰
告
白
の
自
由
も
、

を
誘
導
す
る
基
準
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
（R

n. 
12

）。し
か
し
、
被
告
の
主
張
す
る
「
国
家
と
宗
教
の
厳
格
な
分
離
と

い
う
意
味
に
お
け
る
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性
の
理

解
」
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
ブ
レ
ー
メ
ン
条
項
」
と

呼
ば
れ
る
基
本
法
一
四
一
条
に
よ
り
、「
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て

（
も
）
基
本
法
七
条
三
項
一
文
は
適
用
さ
れ
ず
、
宗
教
の
授
業
は

公
立
学
校
に
お
い
て
正
規
の
授
業
科
目
で
は
な
い
」
が
、
基
本
法

一
四
一
条
か
ら
、
被
告
が
、
そ
の
学
校
高
権
の
枠
内
に
お
い
て
、

学
校
を
世
界
観
的
及
び
宗
教
的
中
立
性
を
有
す
る
場
所
に
す
る
こ

と
も
許
さ
れ
る
こ
と
が
導
出
さ
れ
る
。
学
校
法
一
三
条
に
基
づ
い

て
、
宗
教
の
授
業
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
公
立
学
校
に
お
い
て
も
、
宗

教
団
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
（R

n. 33

）。
こ
の
こ
と
か
ら
、

学
校
が
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
も
「
宗
教
の
な
い
空
間
」
で
は
な
い

こ
と
が
導
か
れ
る
。
宗
教
的
及
び
世
界
観
的
シ
ン
ボ
ル
及
び
衣
服

の
禁
止
は
、
法
律
上
、
教
員
及
び
教
育
任
務
を
有
す
る
他
の
職
員

に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
（R

n. 34

）。

ま
た
、
被
告
は
、
祈
禱
の
受
忍
義
務
は
、
必
然
的
に
、
祈
禱
の

た
め
に
空
間
を
利
用
さ
せ
る
給
付
義
務
を
帰
結
し
、
被
告
は
原
告

の
宗
教
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
、
と
の

（
一
〇
六
八
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
三
一

さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
か
ら
す
で
に
疑
問
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
原
告
は
、
祈
禱
を
授
業
の
休
憩

時
間
に
、
つ
ま
り
、
教
室
の
外
で
か
つ
授
業
時
間
外
に
遂
行
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
生
徒
は
、
参
加
を
強
制
さ
れ
て
お
ら
ず
、

原
告
の
宗
教
活
動
を
見
る
こ
と
も
強
制
さ
れ
て
い
な
い
。
個
々
の

生
徒
の
消
極
的
信
教
の
自
由
が
個
々
の
生
徒
に
対
し
て
、
多
数
派

の
挙
行
す
る
学
校
祈
禱
を
阻
止
す
る
権
利
を
与
え
て
い
な
い
と
す

る
と
、
正
反
対
の
事
例
に
お
い
て
│
一
人
の
生
徒
だ
け
が
祈
禱
す

る
場
合
に
│
異
な
る
こ
と
が
何
故
当
て
は
ま
る
の
か
、
そ
の
理
由

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
一
定
の
宗
教
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
行

動
様
式
が
同
級
生
に
苛
立
ち
を
も
た
ら
す
限
り
、
こ
の
障
害
は
、

原
則
と
し
て
、
関
係
す
る
行
動
を
学
校
に
お
い
て
禁
止
す
る
き
っ

か
け
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
障
害
は
、
授
業
に

お
い
て
異
な
っ
た
行
動
に
向
き
合
い
、
こ
れ
に
対
す
る
理
解
を
呼

び
起
こ
す
き
っ
か
け
を
与
え
る
…
…
。
宗
派
に
属
し
な
い
学
校
に

お
け
る
平
和
的
な
共
存
に
は
、
生
徒
が
、
他
者
の
宗
教
的
確
信
に

寛
容
な
態
度
を
と
り
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
を
学
習
す
る
こ
と

も
含
ま
れ
る
…
…
。」（R

n. 38

）

イ
ス
ラ
ム
教
の
祈
禱
が
「
示
威
的
か
つ
宣
伝
的
性
格
」
を
有
し

て
い
る
と
の
被
告
の
評
価
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
未
解
決
の
ま
ま

原
告
の
権
利
と
対
立
し
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 36

）。

「
基
本
法
四
条
は
、
消
極
的
信
教
の
自
由
と
し
て
の
形
態
に
お

い
て
、
共
に
し
な
い
信
仰
の
宗
教
儀
式
上
の
行
為
を
し
な
い
権
利

を
保
障
し
て
い
る
…
…
。
た
だ
し
、
様
々
な
信
仰
上
の
確
信
に
活

動
の
余
地
を
与
え
る
社
会
に
お
い
て
、
個
人
は
、
他
者
の
信
仰
表

明
、
宗
教
儀
式
上
の
行
為
及
び
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
に
触
れ
さ
せ
ら

れ
な
い
権
利
を
有
し
て
い
な
い
。
こ
れ
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
個
人
が
回
避
可
能
性
な
く
あ
る
特
定
の
信
仰
の
影

響
、
あ
る
特
定
の
信
仰
が
現
れ
て
い
る
行
為
、
及
び
、
あ
る
特
定

の
信
仰
が
示
さ
れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
状
況
を
国
家

が
創
出
し
た
場
合
で
あ
る
…
…
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
学
校
の

側
か
ら
教
室
に
取
り
付
け
ら
れ
た
十
字
架
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
消

極
的
信
教
の
自
由
の
侵
害
を
肯
定
し
た
…
…
が
、
学
校
行
事
と
し

て
の
自
発
的
な
超
宗
派
的
学
校
祈
禱
に
関
し
て
は
、
た
と
え
こ
れ

が
祈
禱
を
す
る
生
徒
と
対
比
し
て
生
徒
を
そ
の
行
動
の
点
に
お
い

て
目
立
た
せ
て
し
ま
う
と
し
て
も
、
生
徒
が
期
待
可
能
な
仕
方
で

逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
消
極
的
信
教
の
自
由
の

侵
害
を
否
定
し
た
…
…
。」（R

n. 37

）

「
本
件
に
お
い
て
は
、
学
校
生
活
に
関
与
し
て
い
る
他
の
人
々

が
、
原
告
の
祈
禱
に
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
回
避
可
能
性
な
し
に

（
一
〇
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
三
二

は
明
ら
か
で
は
な
い
（R

n. 41

）。

⒟　

基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
教
育
任
務
の
枠
内
に
お
い
て

維
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
校
平
和
の
妨
害
も
十
分
に

示
さ
れ
て
い
な
い
。
被
告
は
、
学
校
に
お
い
て
宗
教
と
関
係
の
あ

る
紛
争
が
生
じ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
異
な
る
宗
教
団
体
の
生

徒
間
に
よ
る
罵
り
合
い
、
ラ
マ
ダ
ン
の
遵
守
の
相
互
監
視
、
ス

カ
ー
フ
を
着
用
し
な
い
女
子
に
対
す
る
侮
辱
、
名
誉
殺
人
の
正
当

化
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
考
え
の
表
明
）
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
紛
争
は
、
本
件
で
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
法
律
問

題
と
何
の
関
連
性
も
有
し
て
い
な
い
。
原
告
が
何
ら
か
の
仕
方
で

こ
の
種
の
対
立
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
、
原
告
の
行
動

が
こ
の
種
の
紛
争
を
引
き
起
こ
し
、
又
は
深
刻
化
さ
せ
て
い
る
こ

と
も
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
明
ら
か
で
も
な
い
（R

n. 
43

）。
被
告
は
、
学
校
運
営
を
損
な
う
可
能
性
の
あ
る
具
体
的
な

組
織
的
困
難
が
原
告
の
行
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を

示
し
て
い
な
い
。
被
告
は
、
将
来
に
お
い
て
多
数
の
生
徒
が
学
校

で
祈
禱
を
し
た
い
と
希
望
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
学
校
運
営
の
妨

害
を
危
惧
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
具
体
的
に
予
測
さ

れ
る
根
拠
は
存
在
し
な
い
（R

n. 44

）。

⒠　

関
係
す
る
法
益
を
衡
量
し
た
結
果
、
本
件
に
お
い
て
は
、

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
祈
禱
の
中
心
を
占
め
る
の
は
、
信
仰
の

宣
伝
で
は
な
く
、
神
に
祈
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
外
面
的
に

認
識
可
能
な
信
仰
表
明
は
「
示
威
的
で
あ
る
」
と
特
徴
付
け
ら
れ

る
と
い
う
だ
け
で
も
、
こ
の
評
価
は
疑
問
で
あ
る
。「
学
校
当
局

が
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
生
徒
が
原
告
の
祈
禱
実
践
に
よ
っ
て
圧
力
が

か
け
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
場
合
に
お
い
て
、

少
な
く
と
も
、
教
育
上
の
努
力
で
は
足
り
な
い
と
判
断
し
た
と
き

は
、
当
局
が
見
出
し
た
示
威
的
又
は
宣
伝
的
形
式
の
祈
禱
の
危
険

に
対
処
す
る
た
め
に
、
組
織
的
予
防
措
置
を
講
じ
る
こ
と
は
、
当

局
に
許
さ
れ
て
い
る
。」（R

n. 39

）

⒞　
「
祈
禱
に
よ
る
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
教
育
任
務
の

具
体
的
支
障
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
基
本
法
七
条
一
項
は
国
に

教
育
任
務
を
与
え
て
い
る
…
…
。
国
家
は
、
学
校
制
度
を
組
織
し
、

自
ら
学
校
を
設
置
す
る
の
み
な
ら
ず
、
教
育
目
標
及
び
教
育
課
程

を
確
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。」（R

n. 40

）
し
か
し
、
原
告
は
、

祈
禱
を
行
う
た
め
に
授
業
の
な
い
時
間
や
休
憩
時
間
だ
け
を
使
っ

て
い
る
の
で
、
本
件
は
、
生
徒
が
宗
教
上
の
理
由
か
ら
授
業
の
受

講
義
務
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
求
め
る
事
例
と
は
異
な
る
。

授
業
の
な
い
時
間
に
お
い
て
、
原
告
が
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
妨
げ

る
よ
う
な
比
較
的
具
体
的
な
教
育
目
標
が
追
求
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
一
〇
七
〇
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
三
三

は
、
信
仰
す
る
又
は
信
仰
し
な
い
内
面
的
自
由
の
み
な
ら
ず
、
信

仰
を
表
明
し
流
布
さ
せ
る
外
面
的
自
由
に
も
及
ぶ
。
こ
れ
に
は
、

自
己
の
全
行
動
を
そ
の
信
仰
の
教
義
に
準
拠
さ
せ
、
そ
の
内
的
な

信
仰
上
の
確
信
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
個
人
の
権
利
も
含
ま
れ
る

…
…
。
と
く
に
、
信
仰
の
自
由
は
、
信
仰
が
命
じ
て
い
る
、
又
は
、

信
仰
が
表
現
さ
れ
て
い
る
宗
教
儀
式
上
の
行
為
に
参
加
す
る
こ
と

を
保
障
し
て
い
る
…
…
。
そ
れ
故
に
、
祈
禱
の
遂
行
も
、
基
本
法

四
条
に
よ
っ
て
原
則
的
に
保
護
さ
れ
る
宗
教
活
動
に
含
ま
れ
る
」

（R
n. 27

）。

原
告
は
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
校
長
が
行
政
裁
判
所
の
仮
命

令
に
対
応
し
て
自
発
的
に
原
告
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
部
屋

を
、
冬
季
に
お
い
て
も
、
比
較
的
わ
ず
か
な
日
数
し
か
利
用
し
な

か
っ
た
理
由
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
当
部
は
、
原
告
が
、「
原
告
が
祈
禱
暦
か
ら
読
み
取
っ
た
、

定
め
ら
れ
て
い
る
時
間
幅
の
中
で
」
イ
ス
ラ
ム
教
の
儀
式
的
祈
禱

を
行
う
こ
と
が
自
ら
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と

の
前
提
か
ら
出
発
す
る
（R

n. 28

）。

イ
ス
ラ
ム
教
の
戒
律
に
よ
る
と
正
午
の
祈
禱
を
午
後
の
祈
禱
に

よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
又
は
、
正

午
の
祈
禱
を
午
後
の
祈
禱
と
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

信
仰
の
堅
い
生
徒
が
、
自
分
の
祈
禱
の
た
め
に
授
業
の
な
い
時
間

だ
け
を
使
う
用
意
が
あ
る
場
合
に
、
原
則
と
し
て
就
学
時
間
外
に

お
い
て
の
み
祈
禱
を
す
る
こ
と
を
、
そ
の
生
徒
に
期
待
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
（R

n. 45

）。

三　

二
〇
一
〇
年
五
月
二
七
日
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル

ク
上
級
行
政
裁
判
所
判
決

㈠　

行
政
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
被
告
ベ
ル
リ
ン
州
は
、
上

級
行
政
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
一
〇

年
五
月
二
七
日
の
判
決

（
10
）

に
お
い
て
、
原
告
敗
訴
の
判
決
を
下
し

た
。
以
下
、
こ
の
判
決
の
内
容
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。

㈡　

上
級
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
原
告
の
主
張
す
る
請
求
は
、

「
信
仰
及
び
信
教
の
自
由
の
基
本
権
の
保
護
範
囲
」
に
含
ま
れ
る

（R
n. 26

）
と
判
断
し
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に

説
示
す
る
。

「
基
本
法
四
条
は
、
一
項
に
お
い
て
、
信
仰
の
自
由
、
良
心
の

自
由
並
び
に
宗
教
上
及
び
世
界
観
上
の
告
白
の
自
由
を
、
二
項
に

お
い
て
、
宗
教
活
動
を
妨
げ
ら
れ
な
い
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。

基
本
法
四
条
の
二
つ
の
項
は
、
包
括
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
一
つ
の
統
一
的
な
基
本
権
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
基
本
権

（
一
〇
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
三
四

見
解
と
は
異
な
り
、
信
教
の
自
由
の
保
護
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
な

い
（R
n. 29

）。

㈢　

し
か
し
、
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
原
告
の
信
教
の
自
由
の

制
約
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断
す
る
。

⒜　
「
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
信
仰
の
自
由
は
、
た
し
か
に
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
制
限
は
憲
法
そ
れ
自
体
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
第
三
者
の
基
本
権
と
憲
法
ラ
ン

ク
の
共
同
体
価
値
で
あ
る
…
…
。
留
保
な
く
保
障
さ
れ
た
基
本
権

の
様
々
な
担
い
手
の
間
の
衝
突
、
及
び
、
こ
の
基
本
権
と
他
の
憲

法
上
保
護
さ
れ
る
利
益
と
の
衝
突
は
、
実
践
的
整
合
性
の
原
則
に

よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
践
的
整
合
性
の
原

則
は
、
対
立
す
る
法
的
地
位
の
一
つ
を
優
先
し
た
り
、
最
大
限
保

持
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
法
的
地
位
を
可
能
な
限

り
損
傷
し
な
い
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
」（R

n. 30

）。

⒝　

学
校
で
イ
ス
ラ
ム
教
の
儀
式
的
祈
禱
を
行
う
と
い
う
原
告

の
宗
教
活
動
の
自
由
は
、「
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
よ
っ

て
同
じ
よ
う
に
保
護
さ
れ
て
い
る
、
無
宗
教
の
又
は
異
な
る
宗
教

を
信
仰
す
る
女
子
生
徒
及
び
男
子
生
徒
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
」

と
衝
突
す
る
。
ま
た
、
十
四
歳
未
満
の
生
徒
の
親
の
教
育
権
に
影

か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
要
件
は
何
か
、
と

い
う
問
題
は
、
基
本
権
の
保
護
範
囲
を
規
定
す
る
に
際
し
て
重
要

で
は
な
い
。「
た
し
か
に
、
人
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
、
そ
の
人
の

主
観
的
決
定
の
み
で
、
と
く
に
保
護
さ
れ
た
信
仰
の
自
由
の
発
現

形
態
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
個
人
に
よ
っ
て
そ
の

信
仰
の
自
由
の
発
現
形
態
と
し
て
要
求
さ
れ
る
行
動
の
評
価
に
際

し
て
、
各
々
の
宗
教
団
体
の
自
己
理
解
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
」。
し
か
し
な
が
ら
、
原
告
が
義
務
的
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
祈
禱
時
間
の
遵
守
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
典
に
従
う
と
「
強
制

的
な
も
の
」
で
あ
る
か
否
か
は
、
決
定
的
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、

被
告
の
提
出
し
た
イ
ス
ラ
ム
学
者
の
鑑
定
書
に
よ
っ
て
も
、
祈
禱

時
間
の
遵
守
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
義
と
少
な
く
と
も
「
矛
盾
し
な

い
」
こ
と
を
議
論
の
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
、
原
告
が
祈
禱
時
間
を
遵
守
す
る
こ
と
を
、
内
容
及

び
外
観
に
基
づ
い
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
根
拠
の
あ
る
信
仰
準
則
と

し
て
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
の
保
護
範
囲
に
含
め
る
こ
と

は
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
、
と
す
る
原
告
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
原
告
の
要
求
は
、
正
午
の
祈
禱
を
就

学
時
間
の
終
了
後
に
行
う
こ
と
が
原
告
の
信
仰
す
る
宗
教
の
準
則

に
よ
っ
て
原
告
に
許
容
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
告
の

（
一
〇
七
二
）
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も
当
て
は
ま
る
。
こ
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
、
宗
教

的
及
び
世
界
観
的
思
想
が
以
前
か
ら
重
要
で
あ
っ
た
。
幅
広
い
多

様
性
を
有
す
る
意
見
や
見
解
に
対
す
る
開
放
性
が
、
自
由
主
義

的
・
民
主
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
共
同
体
に
お
け
る
公
立
学
校
の

形
成
的
要
素
で
あ
る
。
学
校
は
「
宗
教
の
な
い
空
間
」
で
は
な
い

と
い
う
点
に
お
い
て
、
行
政
裁
判
所
に
同
意
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
国
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性
義
務
は
、
特
定
の
宗
派
の

特
権
化
及
び
信
仰
を
異
に
す
る
人
の
排
除
を
禁
止
し
て
い
る
。
国

家
は
、
特
定
の
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
又
は
世
界
観
的
方
向

の
た
め
に
意
図
的
に
影
響
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
国

家
か
ら
発
せ
ら
れ
る
又
は
国
家
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
措

置
に
よ
っ
て
明
示
的
又
は
論
理
必
然
的
に
自
ら
を
あ
る
特
定
の
信

仰
又
は
あ
る
特
定
の
世
界
観
と
同
一
視
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会

に
お
け
る
宗
教
的
平
和
を
自
ら
危
険
に
さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

宗
教
的
・
世
界
観
的
中
立
性
の
原
則
は
、
国
家
に
、
宗
教
団
体
の

信
仰
及
び
教
義
を
そ
れ
自
体
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

こ
の
義
務
が
厳
格
に
遵
守
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
義
務
は
、
要
求
で

き
な
い
ほ
ど
の
信
仰
及
び
良
心
の
葛
藤
が
生
じ
な
い
こ
と
を
確
保

す
る
（R

n. 31

）。

⒞　

関
係
す
る
基
本
権
及
び
憲
法
法
益
を
損
傷
し
な
い
よ
う
に

響
を
与
え
て
い
る
。
基
本
法
六
条
二
項
一
文
は
、
親
に
、
そ
の
子

の
育
成
及
び
教
育
を
自
然
的
権
利
と
し
て
保
障
し
、
基
本
法
四
条

一
項
と
併
せ
て
、
宗
教
及
び
世
界
観
に
関
し
て
子
ど
も
を
教
育
す

る
権
利
も
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
、
信
仰
及
び
世
界
観
の
問
題
に

お
い
て
、
親
が
正
し
い
と
判
断
し
た
確
信
を
そ
の
子
ど
も
に
伝
え

る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
親
が
行
う
べ
き
事
項
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
応
す
る
の
が
、
親
に
は
誤
り
又
は
有
害
と
思
え
る
信
仰
上

の
確
信
を
子
ど
も
に
触
れ
さ
せ
な
い
よ
う
す
る
権
利
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
原
告
の
求
め
る
信
教
の
自
由
の
実
現
は
、
基
本
法
七
条
一

項
か
ら
導
出
さ
れ
る
国
の
教
育
任
務
と
衝
突
す
る
。
こ
の
任
務
は

学
校
平
和
を
保
障
す
る
こ
と
を
含
む
。
最
後
に
、
学
校
に
お
け
る

原
告
の
宗
教
活
動
は
、
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性
の
要

請
に
抵
触
す
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
要
請
は
、
国
家
と
教
会
の
厳

格
な
分
離
と
い
う
意
味
に
お
い
て
距
離
を
お
く
態
度
で
は
な
く
、

信
仰
の
自
由
を
す
べ
て
の
宗
派
の
た
め
に
等
し
く
促
進
す
る
、
開

か
れ
た
か
つ
包
括
的
態
度
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
基
本
法
四
条
一

項
及
び
二
項
は
、
積
極
的
意
味
に
お
い
て
、
信
仰
上
の
確
信
の
積

極
的
実
行
及
び
世
界
観
的
・
宗
教
的
領
域
に
お
け
る
自
律
的
人
格

の
実
現
の
た
め
の
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
も
命
じ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
と
く
に
、
国
家
が
配
慮
し
て
い
る
義
務
教
育
の
領
域
に

（
一
〇
七
三
）
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は
、
未
成
年
の
生
徒
が
精
神
的
・
道
徳
的
発
展
過
程
に
あ
り
、
そ

の
人
格
の
発
展
は
ま
だ
完
了
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
方
に
お
い
て
、
宗
教
上
の
影

響
を
受
け
易
い
こ
と
、
と
く
に
同
年
齢
の
人
か
ら
は
そ
う
で
あ
る

こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
未
だ
成
長
の
途
上
に
あ

る
若
い
人
の
場
合
、
必
要
な
尊
重
と
寛
容
を
も
っ
て
宗
教
的
儀
式

の
実
践
に
接
す
る
能
力
と
用
意
は
、
経
験
則
上
、
し
ば
し
ば
十
分

に
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 34

）。

被
告
は
、
Ｄ
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
紛
争
の
潜
在
的
可
能
性

が
理
論
的
に
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
に
学
校
平
和
の

危
険
を
招
来
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
一
連
の
例
を
挙
げ
て
立
証
し

た
。
例
え
ば
、
生
徒
が
、
コ
ー
ラ
ン
の
一
定
の
解
釈
か
ら
生
じ
る

行
為
準
則
（
例
え
ば
、
ス
カ
ー
フ
の
着
用
、
断
食
、
祈
禱
の
遂
行
、

豚
肉
の
飲
食
禁
止
、
反
道
徳
的
な
行
動
や
服
装
を
し
な
い
こ
と
、

不
純
な
女
子
生
徒
の
付
き
合
わ
な
い
こ
と
）
に
従
わ
な
い
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
紛
争
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
紛
争
の
一
部
は
非
常

に
激
し
い
も
の
で
あ
り
、
受
け
入
れ
難
い
方
法
で
決
着
が
付
い
て

い
る
。
例
え
ば
、
い
じ
め
、
と
く
に
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
傾
向
を
有

す
る
侮
辱
、
脅
迫
、
女
性
蔑
視
に
よ
る
差
別
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
断
食
の
最
中
に
自
己
規
制
を
し
て
い
る
生
徒
が
、
例
え

調
整
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
学
校
は
、
様
々
な
宗
教
上
の
見
解
が

不
可
避
的
に
出
会
い
、
こ
の
併
存
が
と
く
に
敏
感
に
影
響
を
及
ぼ

す
場
所
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｄ
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
の
生
徒
の
出
身
国
は
二
九
ヵ
国
に
及
び
、
生
徒
が
信
仰
す

る
宗
教
も
世
界
の
主
要
な
宗
教
の
す
べ
て
を
含
ん
で
お
り
、
イ
ス

ラ
ム
教
に
お
い
て
は
三
つ
の
宗
派
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は

五
つ
の
宗
派
を
含
ん
で
い
る
（R

n. 32

）。

「
こ
の
種
の
『
多
元
的
な
』、
さ
ら
に
は
無
神
論
者
も
含
む
生
徒

集
団
に
お
い
て
、
そ
の
時
々
の
宗
教
活
動
を
求
め
る
す
べ
て
の
要

求
に
応
え
、
さ
ら
に
、
宗
教
の
異
な
る
人
や
無
宗
教
の
人
の
消
極

的
信
教
の
自
由
を
同
じ
程
度
で
相
応
に
配
慮
す
る
こ
と
は
、
不
可

能
で
あ
る
。
個
人
は
、
様
々
な
信
仰
上
の
確
信
に
活
動
の
余
地
を

与
え
る
社
会
に
お
い
て
、
他
者
の
信
仰
表
明
、
宗
教
儀
式
上
の
行

為
及
び
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
に
触
れ
さ
せ
ら
れ
な
い
権
利
を
有
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
が
…
…
、
学
校
に
お
い
て
は
多
数
の
生
徒
が
強

制
的
に
相
対
的
に
狭
い
空
間
に
滞
在
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、
回
避
可

能
性
は
必
然
的
に
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」（R

n. 33

）

同
時
に
、
当
該
学
校
に
お
け
る
際
立
っ
た
宗
教
的
雑
多
性
は
、

比
較
的
大
き
な
潜
在
的
紛
争
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
際
に

（
一
〇
七
四
）
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式
の
遂
行
を
許
容
し
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
存
在
感
を
増
す
場
合
に
、

い
ず
れ
に
せ
よ
存
在
す
る
紛
争
状
況
が
激
化
す
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
（R

n. 35

）。

た
し
か
に
、
第
三
者
の
妨
害
行
為
は
宗
教
活
動
の
制
限
を
容
易

に
は
正
当
化
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項

は
、
防
御
権
の
古
典
的
作
用
に
限
定
さ
れ
ず
、
国
家
に
対
し
て
、

個
人
及
び
宗
教
団
体
を
異
な
る
方
向
の
信
仰
又
は
競
合
す
る
宗
教

集
団
の
信
者
の
攻
撃
又
は
妨
害
か
ら
保
護
す
る
義
務
を
課
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
常
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な

基
本
権
保
護
義
務
か
ら
特
定
の
行
為
基
準
は
導
出
さ
れ
な
い
。
む

し
ろ
、
権
限
を
有
す
る
国
家
機
関
、
と
く
に
立
法
者
が
、
保
護
義

務
を
ど
の
よ
う
に
遂
行
す
る
か
に
つ
い
て
自
己
の
責
任
で
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
護
コ
ン
セ
プ
ト
を
立
て
、
規
範
的
に
置

換
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
、
立
法
者
が
行
う
べ
き
事
項
で
あ

る
。
そ
の
際
に
、
立
法
者
は
評
価
・
形
成
の
余
地
を
有
す
る
。
保

護
義
務
違
反
が
認
定
で
き
る
の
は
、
保
護
措
置
が
そ
も
そ
も
講
じ

ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
講
じ
ら
れ
た
規
制
及
び
措
置
が
、
必
要
な

保
護
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
明
ら
か
に
適
合
的
で
な
い
か
、
若

し
く
は
完
全
に
不
十
分
で
あ
る
場
合
、
又
は
、
規
制
及
び
措
置
が

保
護
目
標
を
著
し
く
下
回
る
場
合
で
あ
る
（R

n. 36

）。

ば
、
ラ
マ
ダ
ン
の
最
中
に
学
校
の
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
で
棒
状
の

ミ
ュ
ー
ス
リ
を
購
入
し
た
生
徒
を
「
劣
等
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
」
で

あ
る
と
非
難
し
た
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
あ
る

宗
教
団
体
に
所
属
し
、
そ
の
故
に
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
な
い
生
徒

や
、
宗
教
団
体
に
所
属
し
な
い
と
表
明
し
て
い
る
生
徒
が
罵
倒
さ

れ
た
り
、
野
卑
な
言
葉
で
挑
発
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
加
え
て
、

あ
る
生
徒
は
、
他
の
生
徒
か
ら
、
許
さ
れ
な
い
と
決
め
つ
け
ら
れ

た
仕
方
で
化
粧
し
た
少
女
と
の
付
き
合
い
を
断
つ
よ
う
に
求
め
ら

れ
た
。
ま
た
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
考
え
が
蔓
延
し
、
そ
の
結
果
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
生
徒
の
一
部
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

せ
ず
、
又
は
学
校
を
去
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
又
は
イ

ス
ラ
エ
ル
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
し
ば
し
ば
汚
損
さ
れ
、
又
は
他
の
方

法
で
侮
辱
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
移
民
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

を
持
つ
生
徒
が
、
ド
イ
ツ
人
生
徒
か
ら
、
軟
弱
で
、
抑
圧
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、「
豚
肉
を
食
う

家
畜
」、「
く
そ
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
と
い
っ
た
罵
言
に
よ
っ
て
貶
め

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
学
校
が
、
関
係
す
る
生
徒
を
対
話
の
た
め

に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
も
、
紛
争
を
引
き
起
こ
す
生
徒

は
、
通
常
の
場
合
、
コ
ー
ラ
ン
が
自
己
の
行
動
を
正
当
化
し
て
い

る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
学
校
の
敷
地
で
宗
教
上
の
儀

（
一
〇
七
五
）
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な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
専
門
家
に
よ
る
と
、
儀
式
的
祈

禱
は
、
集
団
で
行
わ
れ
る
様
式
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
祈
禱

者
の
一
人
が
イ
マ
ー
ム
に
指
名
さ
れ
る
。
共
同
の
祈
禱
は
高
い
価

値
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
原
告
が
他
の
七
人
の
生
徒
と
一
緒
に
祈
禱

を
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
。
若
者
の
集
団
力
学
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
基
礎
と
し
て
考
え
る
と
、
祈
禱
の
集
団
的
遂
行
の

局
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
、
生
徒
が
影
響
を

受
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
あ
る
生
徒
集
団
に
属
す
る
場
合
に
祈
禱

の
集
団
的
行
使
に
も
参
加
す
る
と
い
う
結
果
と
な
る
。
さ
ら
に
、

イ
ス
ラ
ム
教
の
儀
式
的
祈
禱
を
行
う
こ
と
が
、
信
仰
の
堅
い
わ
け

で
は
な
い
イ
ス
ラ
ム
教
の
生
徒
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る

「
宣
伝
の
性
格
」
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
（R

n. 39

）。

⒟　
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
か
ら
し
て
、
Ｄ
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

の
学
校
当
局
が
、
行
政
裁
判
所
の
仮
命
令
に
対
応
し
て
、
儀
式
的

な
正
午
の
祈
禱
の
遂
行
の
た
め
に
遮
断
さ
れ
た
部
屋
を
原
告
に
利

用
さ
せ
る
こ
と
を
、
行
政
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
補
助
的
措
置
を

講
じ
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
定
し

た
こ
と
は
説
得
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
原
告

の
宗
教
儀
式
的
行
為
は
そ
の
同
級
生
の
視
野
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に

な
り
、
そ
の
結
果
、
原
告
自
身
も
祈
禱
を
行
っ
て
い
る
最
中
に
侵

学
校
法
は
、
紛
争
の
潜
在
的
可
能
性
に
「
教
育
的
手
段
で
」
対

処
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
い
て
お
り
、
考
え
方
の
異
な

る
人
と
の
寛
容
な
付
き
合
い
を
教
育
に
よ
っ
て
訓
練
す
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
学
校
の
任
務
で
あ
る
（R

n. 37

）。
こ
の
こ
と
は
、
増
大

す
る
宗
教
的
多
様
性
を
学
校
に
お
い
て
受
け
入
れ
、
相
互
の
寛
容

を
習
得
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供

す
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
な
動
機
に
よ
る
干
渉
、
侮
辱
及
び
排
除

と
い
っ
た
被
告
の
挙
げ
た
事
例
は
、
教
育
的
手
段
だ
け
で
は
、
予

測
さ
れ
る
重
大
な
紛
争
に
十
分
に
対
処
し
、
授
業
及
び
教
育
任
務

の
遂
行
に
不
可
欠
な
学
校
平
和
を
維
持
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い

こ
と
を
印
象
深
く
示
し
て
い
る
（R

n. 38
）。

さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
儀
式
的
祈
禱
の
遂
行
は
他
の
女
子
生

徒
及
び
男
子
生
徒
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム

教
の
儀
式
的
義
務
祈
禱
は
、
ア
ラ
ー
へ
の
祈
り
と
区
別
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
後
者
は
「
黙
禱
」
と
し
て
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
の
に
対
し
て
、
儀
式
的
祈
禱
は
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
第

三
者
に
と
っ
て
容
易
に
知
覚
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
祈
禱
者

は
、
標
識
を
付
け
た
り
、
祈
禱
用
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
広
げ
た
り
す
る

な
ど
し
て
、
祈
禱
の
場
所
を
世
俗
か
ら
切
り
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
さ
ら
に
、
特
定
の
姿
勢
を
と
り
、
聖
典
を
朗
読
し
な
け
れ
ば

（
一
〇
七
六
）
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二
三
九

個
人
又
は
宗
教
団
体
の
た
め
に
、
人
格
を
世
界
観
的
・
宗
教
的
領

域
に
お
い
て
発
展
さ
せ
る
活
動
空
間
を
確
保
す
る
義
務
を
国
に
課

し
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
法
四
条
一
項
は
、
個
人
又
は
宗
教
団

体
に
対
し
て
、
そ
の
信
仰
上
の
確
信
を
国
の
支
援
に
よ
っ
て
表
現

す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
権
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
」（R

n. 
40

）。⒠　
「
さ
ら
に
、
被
告
に
は
、
異
な
る
傾
向
の
宗
教
又
は
信
仰

を
有
す
る
女
子
生
徒
及
び
男
子
生
徒
に
も
、
そ
の
宗
教
を
実
践
す

る
た
め
の
し
か
る
べ
き
支
援
を
与
え
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
付
け
加
わ
る
。
国
は
、
様
々
な
宗
教
団
体
及
び
世
界

観
団
体
を
平
等
原
則
に
依
拠
し
て
取
り
扱
う
よ
う
に
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
国
自
ら
は
宗
教
問
題
に
お
い
て
中
立
性
を
保
つ
場

合
に
の
み
、
様
々
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
対
立
し
て
い
る
宗
教
的
及

び
世
界
観
的
確
信
の
平
和
的
共
存
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る

…
…
。
Ｄ
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
原
告
だ
け
が

学
校
の
敷
地
に
お
い
て
儀
式
的
な
宗
教
行
為
を
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
の
論
証
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
反
論
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
原
告
に
与
え
た
対
応
措
置
は
類
似
の

利
害
状
況
に
お
い
て
は
他
の
生
徒
に
も
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
被
告
に
賛
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

害
か
ら
保
護
さ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
と
同
時
に
、
た
と
え
説
明
し
た

集
団
力
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
阻
止
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
他
の
同

級
生
に
対
す
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
得
る
影
響
力
行
使
の
可

能
性
も
阻
止
さ
れ
、
又
は
少
な
く
と
も
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
儀
式
的
祈
禱
を
行
う
た
め
の
部

屋
の
準
備
の
よ
う
な
学
校
平
和
の
維
持
に
役
立
つ
学
校
組
織
上
の

措
置
と
こ
の
祈
禱
を
可
能
に
す
る
こ
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
切
り
離

せ
な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
告
が
行
お

う
と
し
て
い
る
宗
教
的
活
動
は
、
不
可
避
的
に
、
学
校
当
局
の
学

校
組
織
上
の
補
助
的
措
置
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ

と
は
、
原
告
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
信
教
の
自
由
の
制
約
を
防
御

す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
不
可
避
的
に
こ
れ
と
同
時
に
、
被
告
に

設
備
上
・
組
織
上
の
給
付
を
求
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を

帰
結
す
る
が
、
設
備
上
・
組
織
上
の
給
付
は
、
教
育
的
手
段
の
使

用
と
い
う
構
想
を
基
礎
と
し
て
い
る
学
校
法
の
法
律
上
の
規
定
に

定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
信
教
の
自
由
に
有
利
に
働
く
憲
法
上
の
保

護
義
務
を
直
接
的
に
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

し
か
に
、
基
本
法
四
条
一
項
は
、
…
…
国
家
が
個
人
又
は
宗
教
団

体
の
信
仰
上
の
確
信
、
行
為
及
び
表
現
に
干
渉
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
基
本
法
四
条
一
項
は
、

（
一
〇
七
七
）
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二
四
〇

自
由
も
、
原
告
の
信
教
の
自
由
と
同
じ
よ
う
に
、
憲
法
ラ
ン
ク
を

有
す
る
」。
本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
学
校
平
和
の
妨

害
の
「
抽
象
的
な
」
危
険
で
は
な
く
、
被
告
が
例
を
挙
げ
て
述
べ

て
い
る
出
来
事
に
か
ん
が
み
る
と
、「
十
分
に
具
体
的
な
」
危
険

で
あ
る
（R

n. 42

）。

「
原
告
の
負
担
と
な
る
基
本
権
制
約
の
強
度
は
限
定
的
で
あ
る
。

被
告
は
、
原
告
に
対
し
て
、
│
異
な
る
傾
向
の
宗
教
又
は
信
仰
を

有
す
る
他
の
生
徒
も
そ
う
で
あ
る
が
│
学
校
の
敷
地
に
お
い
て
授

業
の
な
い
時
間
に
『
黙
』
禱
を
行
う
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
学
校

の
敷
地
で
イ
ス
ラ
ム
教
の
儀
式
的
な
正
午
の
祈
禱
を
行
う
こ
と
の

禁
止
は
、
原
告
に
と
っ
て
、
解
消
で
き
な
い
信
仰
の
葛
藤
を
招
来

す
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
提
出
さ
れ
た
専
門
家
の
鑑
定

は
、
二
つ
と
も
、
核
心
に
お
い
て
、
正
午
の
祈
禱
は
、
信
者
が
自

ら
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
適
時
に
行

う
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
時
間

が
経
過
し
た
後
に
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
、
午
後
の
祈
禱

と
同
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
一
学
年
の
大
部
分
に
お
い
て
は
、
儀

式
的
な
イ
ス
ラ
ム
教
の
正
午
の
祈
禱
を
日
々
の
就
学
時
間
の
後
に

学
校
外
で
行
う
│
原
告
に
よ
っ
て
も
使
わ
れ
て
い
る
│
可
能
性
が

祈
禱
室
の
設
置
を
求
め
る
申
立
て
が
あ
る
こ
と
（
被
告
に
よ
る
と
、

Ｄ
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
だ
け
で
五
件
。）
は
、
こ
の
こ
と
が
た
ん
に
理

論
上
の
考
察
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
多
数
の
宗
派
が
存
在
す
る
状
況
に
お
い
て
は
、

学
校
の
限
ら
れ
た
人
的
及
び
物
的
資
源
に
か
ん
が
み
る
と
、
原
告

に
与
え
た
対
応
措
置
を
類
似
の
利
害
状
況
に
お
い
て
他
の
生
徒
に

も
与
え
る
こ
と
が
組
織
的
可
能
性
の
限
界
を
超
え
て
い
る
こ
と
は
、

被
告
が
説
得
的
に
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
過
去

に
一
度
設
置
さ
れ
た
「
共
同
」
祈
禱
室
は
、
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し

て
い
る
生
徒
と
そ
う
で
は
な
い
生
徒
と
の
間
で
口
論
が
発
生
し
た

り
、
男
子
生
徒
が
女
子
生
徒
と
一
緒
に
祈
禱
す
る
こ
と
を
拒
否
し

た
り
し
た
た
め
に
、
閉
鎖
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
き
め
細
か
な
空
間
的
仕
切
り
を
す
る
た
め
の
広
範
囲
な
対
策

措
置
を
講
じ
、
そ
れ
が
支
障
な
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
監
視
員
に

よ
っ
て
保
障
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
（R

n. 41

）。

⒡　
「
学
校
平
和
の
た
め
に
行
わ
れ
る
原
告
の
信
教
の
自
由
の

制
約
は
、
原
告
を
過
度
に
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
学
校
平
和
を

維
持
す
る
場
合
に
の
み
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
国
の
授
業
及
び

教
育
任
務
も
、
ま
た
、
国
の
世
界
観
的
中
立
義
務
や
宗
教
を
異
に

す
る
又
は
無
宗
教
の
女
子
生
徒
及
び
男
子
生
徒
の
消
極
的
信
仰
の

（
一
〇
七
八
）
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二
四
一

う
こ
と
が
「
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
信
仰
の
自
由
の
保
護
範
囲
」

（R
n. 17

）
に
含
ま
れ
る
と
説
示
す
る
。

「
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
は
、
包
括
的
に
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
基
本
権
で
あ
る
信
仰
の
自
由
を
含
ん
で
い

る
…
…
。
こ
の
基
本
権
は
、
信
仰
す
る
又
は
信
仰
し
な
い
内
面
的

自
由
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
を
表
明
し
流
布
さ
せ
る
外
面
的
自
由
に

も
関
係
し
て
い
る
…
…
。
信
仰
の
自
由
に
含
ま
れ
る
宗
教
活
動
の

権
利
は
、
広
く
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
例
え
ば
、
祈
禱
の

よ
う
に
、
あ
る
信
仰
が
命
じ
て
い
る
、
又
は
、
信
仰
が
表
現
さ
れ

て
い
る
宗
教
儀
式
上
の
行
為
に
も
及
ぶ
…
…
。
た
し
か
に
、
人
の

あ
ら
ゆ
る
行
動
を
、
そ
の
人
の
主
観
的
な
決
定
に
基
づ
い
て
、
特

別
に
保
護
さ
れ
て
い
る
信
仰
の
自
由
の
発
現
形
態
で
あ
る
と
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
。」
む
し
ろ
、
個
人
が
、
あ
る
行
動
を
自
己
の

信
仰
の
自
由
の
発
現
形
態
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
き
は
、
評
価
に

際
し
て
、
各
々
の
宗
教
団
体
の
自
己
理
解
を
考
慮
し
な
い
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
当
該
行
動
を
、
各
々
の
宗
教
団

体
の
信
仰
準
則
で
あ
る
意
味
内
容
と
外
形
に
照
ら
し
て
、
基
本
法

四
条
一
項
及
び
二
項
の
保
護
範
囲
に
含
め
る
こ
と
が
十
分
に
説
得

的
か
ど
う
か
で
あ
る
（R

n. 18

）。

こ
れ
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
と
、
原
告
に
よ
る
祈
禱
の
遂
行
は

原
告
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
後
に
残
さ
れ
て
い
る
制
限
に
比
し
て
、
儀
式
的
祈
禱
の
許
可
と

結
び
付
い
た
組
織
上
の
効
果
は
、
と
り
わ
け
、
他
の
生
徒
と
の
関

係
で
被
告
の
平
等
取
扱
義
務
が
原
則
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

考
慮
す
る
と
、
は
る
か
に
重
大
で
あ
る
。」（R

n. 43

）

「
こ
の
こ
と
か
ら
、
信
教
の
自
由
の
憲
法
内
在
的
制
限
は
主
張

さ
れ
た
要
求
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
被
告
に
は
、
列
挙
し
た
諸

理
由
か
ら
、
原
告
が
学
校
の
敷
地
で
イ
ス
ラ
ム
教
の
儀
式
的
な
正

午
の
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
正
当
な
根
拠
が
あ
る
こ
と
が

帰
結
さ
れ
る
。」（R

n. 44

）

四　

二
〇
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決

㈠　

上
級
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
、
原
告
は
上
告
し
た
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
の
判
決

（
11
）

に
お

い
て
、
上
告
を
斥
け
た
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
上
級
行
政
裁
判

所
の
判
決
を
結
論
に
お
い
て
支
持
し
た
が
、
そ
の
理
由
付
け
は
重

要
な
部
分
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
連
邦
行
政
裁
判
所

の
判
決
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。

㈡　

ま
ず
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
一
日
一
回
、
授
業
と
授
業

の
間
の
休
憩
時
間
に
、
校
舎
の
廊
下
で
イ
ス
ラ
ム
教
の
祈
禱
を
行

（
一
〇
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
四
二

仰
の
自
由
は
、
実
際
に
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
限
り
、

市
民
に
保
障
さ
れ
る
。
集
団
的
に
行
使
さ
れ
る
集
会
の
自
由
と
は

異
な
り
、
個
人
の
権
利
で
あ
る
信
仰
の
自
由
の
行
使
は
、
通
常
の

場
合
、
類
型
的
に
迷
惑
を
伴
う
よ
う
な
特
別
に
空
間
を
占
拠
す
る

必
要
を
含
ま
な
い
。
信
仰
の
自
由
は
、
個
人
の
権
利
と
し
て
、
原

則
か
ら
す
る
と
、
あ
る
人
が
そ
の
時
々
に
い
る
場
所
で
あ
れ
ば
、

ど
こ
で
も
市
民
に
帰
属
す
る
」（R

n. 23

）。

こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
学
校
に
お
い
て
自
己
の
宗
教
が

命
じ
て
い
る
祈
禱
を
行
お
う
と
す
る
生
徒
に
も
当
て
は
ま
る
。
基

本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
は
、
信
仰
上
の
確
信
を
積
極
的
に
実
行

し
、
世
界
観
的
・
宗
教
的
領
域
に
お
け
る
自
律
的
な
人
格
を
実
現

す
る
た
め
の
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
国
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
る
学
校
領
域
に
と
く
に
当
て
は
ま
る
。

生
徒
は
、
そ
の
人
格
権
を
学
校
に
持
ち
込
む
と
同
時
に
、
学
校
と

授
業
進
行
に
拘
束
さ
れ
る
。
生
徒
は
、
授
業
時
間
と
授
業
時
間
の

間
の
休
憩
時
間
中
で
あ
っ
て
も
、
簡
単
に
は
学
校
を
出
ら
れ
な
い
。

生
徒
に
も
学
校
か
ら
出
る
よ
う
に
指
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
生
徒
は
、
休
憩
時
間
中
も
規
則
に
従
っ
て
学
校
に
と
ど
ま

り
、
│
後
に
さ
ら
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
約
は
留
保
さ
れ

る
が
│
学
校
に
お
い
て
自
己
の
個
人
的
好
み
や
必
要
に
応
じ
て
行

基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
（R

n. 19

）。

基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
の
保
護
範
囲
は
、
原
告
が
祈
禱
を

行
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
「
場
所
の
自
由
な
選
択
」
も
含
ん
で
い

る
（R

n. 20
）。
儀
式
的
祈
禱
を
行
う
た
め
に
、
原
告
は
、
空
間

を
、
具
体
的
に
は
校
舎
の
廊
下
の
一
部
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
廊
下
の
利
用
は
、
原
告
の
決
定
権
に
服
し
て
い
な
い
。
む

し
ろ
、
廊
下
の
利
用
は
学
校
当
局
の
決
定
権
に
服
し
て
お
り
、
廊

下
は
、
通
行
場
所
、
つ
ま
り
、
教
室
、
科
目
別
教
室
、
教
員
室
、

ト
イ
レ
、
出
口
に
通
じ
る
通
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
（R

n. 
21

）。基
本
法
八
条
一
項
に
基
づ
く
集
会
の
自
由
に
お
い
て
は
、
集
会

の
場
所
と
時
間
に
関
す
る
決
定
は
自
由
で
あ
る
が
、
こ
の
決
定
は

集
会
場
所
の
法
的
使
用
権
限
を
前
提
と
し
て
お
り
、
場
所
を
自
由

に
選
択
す
る
権
利
は
、
他
人
の
財
産
を
自
由
に
使
用
す
る
権
利
を

含
ま
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
設
置
管
理
者
の
意
思
に
従
っ
て
限
定

さ
れ
た
目
的
規
定
の
枠
内
に
お
い
て
の
み
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る

土
地
に
も
当
て
は
ま
る
（R

n. 22

）。

し
か
し
、
信
仰
の
自
由
の
行
使
は
、
集
会
の
自
由
と
は
異
な
る
。

「
た
し
か
に
、
信
仰
の
自
由
も
、
個
人
に
対
し
て
、
い
つ
も
は
通

行
が
許
さ
れ
な
い
空
間
に
立
ち
入
る
請
求
権
を
付
与
し
な
い
。
信

（
一
〇
八
〇
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
四
三

つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判

所
は
、「
学
校
平
和
」
は
憲
法
ラ
ン
ク
を
有
す
る
共
同
体
価
値
の

一
部
で
あ
っ
て
、
原
告
の
信
仰
の
自
由
は
学
校
平
和
を
保
護
す
る

た
め
に
制
約
さ
れ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 27

）。

⒜　

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
他
の
生
徒
及
び
教
員
の
消

極
的
信
仰
の
自
由
に
よ
っ
て
、
自
己
の
信
仰
を
表
明
す
る
原
告
の

権
利
は
制
約
さ
れ
な
い
と
説
示
す
る
。

「
基
本
法
四
条
一
項
に
お
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る
信
仰
の
自
由

は
、
宗
教
上
及
び
世
界
観
上
の
確
信
を
形
成
し
持
つ
自
由
、
並
び

に
、
こ
の
確
信
を
告
白
し
流
布
さ
せ
る
自
由
に
加
え
て
、
消
極
的

信
仰
の
自
由
、
つ
ま
り
、
宗
教
上
若
し
く
は
世
界
観
上
の
確
信
を

持
た
な
い
自
由
、
又
は
こ
の
よ
う
な
確
信
を
否
定
す
る
自
由
も
含

ん
で
い
る
…
…
。」
共
に
し
な
い
信
仰
の
宗
教
儀
式
上
の
行
為
に

参
加
し
な
い
自
由
も
保
障
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
信
仰
や

宗
教
が
現
れ
る
儀
式
や
シ
ン
ボ
ル
に
も
及
ぶ
（R

n. 28

）。

し
か
し
な
が
ら
、
生
徒
が
校
舎
の
廊
下
で
祈
禱
を
行
っ
て
い
る

原
告
に
出
会
っ
た
と
し
て
も
、
生
徒
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
は
制

約
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 29

）。

「
消
極
的
信
仰
の
自
由
は
、
国
家
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る

防
御
権
で
あ
る
。
国
は
、
個
人
が
回
避
可
能
性
な
く
あ
る
特
定
の

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
学
校
へ
の
こ
の
よ
う
な

拘
束
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
生
徒
が
祈
禱
の
時
間
及
び
場
所
を
選

択
す
る
こ
と
を
、
学
校
当
局
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
空
間
を
も
っ

ぱ
ら
他
の
目
的
の
た
め
に
使
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
と
の
指
摘

に
よ
っ
て
始
め
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
仰
の
自
由

の
保
護
範
囲
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
事
実
上
利
用

に
供
さ
れ
て
い
る
空
間
へ
の
立
ち
入
り
を
含
ん
で
い
る
（R

n. 
24

）。㈢　

つ
ぎ
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
信
仰
の
自
由
に
対
す
る

制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

（
12
）

を
引

用
し
つ
つ
、「
基
本
法
四
条
一
項
及
び
四
条
二
項
に
お
い
て
定
め

ら
れ
て
い
る
信
仰
の
自
由
は
、
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
故
、
制
限
は
、
憲
法
そ
れ
自
体
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
第
三
者
の
基
本
権
及
び
憲
法

ラ
ン
ク
の
共
同
体
価
値
で
あ
る
。」（R

n. 26

）
と
の
解
釈
を
確
認

す
る
。
そ
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
①
他
の
生
徒
及
び
教
員

の
消
極
的
信
仰
の
自
由
、
②
親
の
教
育
権
、
③
国
の
宗
教
的
中
立

性
の
要
請
、
及
び
④
学
校
平
和
の
保
護
に
よ
っ
て
自
己
の
信
仰
を

表
明
す
る
原
告
の
権
利
を
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に

（
一
〇
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
四
四

に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
保
障
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
徒
の
信
仰
表
明
は
、
国
が
命
じ
た
も
の

で
は
な
い
。
そ
の
責
任
を
国
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国

の
責
任
は
、
様
々
な
宗
派
や
信
仰
上
の
立
場
を
有
す
る
生
徒
を
一

つ
の
学
校
に
お
い
て
共
存
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
生
徒
の
消
極
的

信
仰
の
自
由
に
対
す
る
国
の
保
護
義
務
は
、
学
校
平
和
を
維
持
す

る
、
つ
ま
り
、
国
の
教
育
任
務
の
実
現
及
び
秩
序
正
し
い
授
業
進

行
の
妨
げ
と
な
る
紛
争
を
│
た
と
え
宗
教
的
な
紛
争
で
あ
っ
た
と

し
て
も
│
許
さ
な
い
と
い
う
国
の
任
務
と
か
な
り
の
程
度
ま
で
重

な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
国
の
保
護
義
務
は
、
生
徒
が
、
又
は

教
員
も
、
自
分
と
は
異
な
る
、
共
に
し
て
い
な
い
信
仰
の
表
明
に

全
く
出
会
わ
な
い
よ
う
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と

こ
ろ
に
ま
で
は
及
ば
な
い
。」
生
徒
及
び
教
員
は
、
祈
禱
を
行
っ

て
い
る
原
告
に
不
可
避
的
に
対
面
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、

祈
禱
す
る
原
告
に
出
会
う
場
合
に
別
の
道
を
行
く
こ
と
も
で
き
る
。

上
級
行
政
裁
判
所
は
、
学
校
に
お
い
て
は
回
避
可
能
性
は
限
定
的

で
あ
る
と
認
定
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
、

回
避
可
能
性
が
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、

原
告
と
の
出
会
い
は
、
む
し
ろ
逃
げ
ら
れ
る
遭
遇
に
限
定
さ
れ
、

他
の
生
徒
及
び
教
員
は
、
自
己
の
信
仰
と
異
な
る
、
認
め
て
い
な

信
仰
の
影
響
、
あ
る
特
定
の
信
仰
が
現
わ
れ
て
い
る
行
為
、
及
び
、

あ
る
特
定
の
信
仰
が
示
さ
れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
状

況
を
創
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
基
本
法
四
条

一
項
及
び
二
項
は
、
ま
さ
に
、
社
会
の
自
己
組
織
化
に
委
ね
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
国
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
る
領
域
に
お

い
て
、
自
由
を
確
保
す
る
効
果
を
発
揮
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、

学
校
に
当
て
は
ま
る
…
…
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
消

極
的
信
仰
の
自
由
は
、
国
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
国
に
禁

止
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
、
国
が
教
室
に
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
を
設

置
し
、
又
は
、
教
員
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
宗
教
的
確

信
を
授
業
に
持
ち
込
む
よ
う
な
外
形
に
教
員
を
さ
せ
て
生
徒
に
向

き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
を
そ
の
意
思
に
反
し
て
強
制
的
に

他
者
の
信
仰
表
明
、
宗
教
儀
式
上
の
行
為
及
び
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル

に
対
面
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
生
徒
が
、
学
校

に
お
い
て
、
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
の
着
用
又
は
宗
教
儀
式
上
の
行
為

に
よ
っ
て
自
己
の
信
仰
の
自
由
を
行
使
す
る
場
合
、
せ
い
ぜ
い
の

と
こ
ろ
、
他
の
生
徒
に
対
す
る
国
の
保
護
義
務
が
関
係
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
学
校
と
い
う
国
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
る
領
域
に
お

い
て
、
国
は
、
個
人
が
、
国
の
責
任
に
よ
っ
て
、
そ
の
消
極
的
信

教
の
自
由
を
侵
害
し
得
る
よ
う
な
私
的
な
第
三
者
の
宗
教
的
表
明

（
一
〇
八
二
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
四
五

を
上
回
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
教
育
権
は
、
そ
の
子
ど
も

を
第
三
者
の
宗
教
的
行
為
と
の
あ
ら
ゆ
る
出
会
い
か
ら
保
護
す
る

権
限
を
親
に
与
え
て
い
な
い
。
教
育
権
も
、
同
じ
よ
う
に
、
国
家

に
向
け
ら
れ
た
基
本
権
で
あ
り
、
子
ど
も
が
、
国
の
責
任
に
よ
っ

て
、
逃
げ
道
も
な
く
こ
の
よ
う
な
行
為
に
さ
ら
さ
れ
た
場
合
に
限

り
、
関
係
し
得
る
の
で
あ
る
。」
本
件
は
、
こ
の
よ
う
な
事
案
で

は
な
い
（R

n. 33

）。

⒞　

さ
ら
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
原
告
の
信
仰
の
自
由
は

「
国
の
宗
教
的
中
立
性
の
憲
法
上
の
要
請
」
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

ず
、
学
校
当
局
は
、
こ
の
要
請
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
校

内
に
お
け
る
祈
禱
の
遂
行
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 
34

）
と
の
判
断
を
示
し
た
。

「
基
本
法
は
、
す
べ
て
の
国
家
市
民
の
安
住
地
（H

eim
statt

）

で
あ
る
国
家
に
対
し
て
、
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性
の
義
務
を

設
け
て
い
る
。
基
本
法
は
、
国
教
会
の
法
形
式
の
導
入
を
禁
止
し
、

特
定
の
宗
派
の
特
権
化
及
び
信
仰
を
異
に
す
る
人
の
排
除
を
禁
じ

て
い
る
。
国
家
は
、
平
等
原
則
に
基
づ
い
て
様
々
な
宗
教
団
体
及

び
世
界
観
団
体
を
取
り
扱
う
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
家
は
、
自
己
を
あ
る
特
定
の
宗
教
団
体
と
同
一
視
し
て
は
な
ら

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
宗
教
的
・
世

い
信
仰
の
影
響
に
、
彼
ら
に
期
待
で
き
な
い
仕
方
で
さ
ら
さ
れ
て

い
な
い
。
個
人
は
、
様
々
な
信
仰
上
の
確
信
に
活
動
の
余
地
を
与

え
る
社
会
に
お
い
て
、
他
人
の
信
仰
表
明
、
宗
教
儀
式
上
の
行
為

及
び
宗
教
上
の
シ
ン
ボ
ル
に
完
全
に
触
れ
さ
せ
ら
れ
な
い
権
利
を

有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
学
校
の
生
活
領
域
に
も

当
て
は
ま
る
（R

n. 30
）。

⒝　

つ
ぎ
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
原
告
の
信
仰
の
自
由
は

他
の
生
徒
の
親
の
教
育
権
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
な
い
（R

n. 
31

）
と
説
示
し
た
。

「
基
本
法
六
条
二
項
一
文
は
、
親
に
対
し
て
、
自
然
の
権
利
と

し
て
、
子
ど
も
の
育
成
及
び
教
育
の
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。
こ

の
基
本
権
は
、
基
本
法
四
条
一
項
と
併
せ
て
、
世
界
観
的
及
び
宗

教
的
観
点
か
ら
子
ど
も
を
教
育
す
る
権
利
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ

故
、
信
仰
及
び
世
界
観
の
問
題
に
お
い
て
、
親
が
正
し
い
と
考
え

た
確
信
を
子
ど
も
に
伝
え
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
親
の
行

う
べ
き
事
項
で
あ
る
…
…
。
親
に
と
っ
て
間
違
い
で
あ
る
又
は
有

害
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
信
仰
上
の
確
信
か
ら
子
ど
も
を
遠
ざ
け
る

権
利
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
…
…
。」（R

n. 32

）

「
し
か
し
、
子
ど
も
が
第
三
者
の
宗
教
的
行
為
に
出
会
う
こ
と

に
関
し
て
は
、
親
の
教
育
権
は
、
子
ど
も
の
消
極
的
信
仰
の
自
由

（
一
〇
八
三
）
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二
四
六

て
は
、
人
間
の
尊
厳
の
発
現
形
態
で
あ
る
寛
容
要
請
を
考
慮
し
つ

つ
、
調
整
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

国
家
の
中
立
性
義
務
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
関
係
性
か
ら
免
れ
て

い
る
学
校
を
求
め
て
い
な
い
。
学
校
は
、
む
し
ろ
、
世
界
観
的
及

び
宗
教
的
連
関
性
を
、
社
会
的
現
実
を
考
慮
し
つ
つ
、
何
ら
か
の

方
向
に
お
い
て
一
面
的
に
評
価
す
る
こ
と
な
く
、
伝
え
る
こ
と
を

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
」（R

n. 36

）。

こ
れ
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
と
、
原
告
が
校
舎
の
廊
下
に
お
い

て
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
学
校
当
局
が
許
容
し
た
と
し
て
も
、
国
家

の
中
立
性
要
請
の
違
反
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
原
告
が
校

舎
の
廊
下
に
お
い
て
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
学
校
当
局
が
許
容
す
る

こ
と
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
一
面
的
な
優
遇
も
、
こ
の
信
仰
に
沿
っ

た
影
響
力
行
使
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
信
仰
と
の
明
示
的
又
は
論

理
必
然
的
同
一
化
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。「
宗
教
儀
式
上

の
行
為
と
し
て
の
祈
禱
は
、
学
校
官
庁
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
信
者
の
独
自
の
決
断
に
基
づ
く
。
国
家
が
学
校
に

お
い
て
原
告
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
祈
禱
の
遂
行
を
受
忍
し
た
と

し
て
も
、
国
家
は
、
祈
禱
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム

教
に
対
す
る
原
告
の
告
白
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
な
い
。
国
家

は
、
国
家
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
も
の
と
し
て
祈
禱
に
責
任
を
負

界
観
的
中
立
性
と
は
、
国
家
と
教
会
の
厳
格
な
分
離
と
い
う
意
味

に
お
い
て
距
離
を
と
る
態
度
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、

信
仰
の
自
由
を
す
べ
て
の
宗
派
の
た
め
に
等
し
く
促
進
す
る
、
開

か
れ
た
か
つ
包
括
的
な
態
度
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
国
家
は
、
た

ん
に
、
あ
る
特
定
の
政
治
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
又
は
世
界
観
的

方
向
の
た
め
に
意
図
的
に
影
響
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、

国
家
か
ら
発
せ
ら
れ
る
又
は
国
家
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

措
置
に
よ
っ
て
明
示
的
又
は
論
理
必
然
的
に
自
ら
を
あ
る
特
定
の

信
仰
又
は
あ
る
特
定
の
世
界
観
と
同
一
視
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社

会
に
お
け
る
宗
教
的
平
和
を
自
ら
危
険
に
さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い

だ
け
で
あ
る
」（R

n. 35

）。

こ
の
こ
と
は
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
に
関
す
る
従
来
の
理
解

に
よ
る
と
、
と
く
に
、
そ
の
性
質
上
、
宗
教
的
及
び
世
界
観
的
思

想
が
以
前
か
ら
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
学
校
と
い
う
国
家
に

よ
っ
て
配
慮
さ
れ
る
領
域
に
当
て
は
ま
る
。「
こ
れ
に
よ
る
と
、

学
校
は
、
様
々
な
世
界
観
的
及
び
宗
教
的
内
容
及
び
価
値
に
も
開

か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
開
放
性
に
よ
っ
て
基
本
法

の
自
由
な
国
家
は
、
そ
の
宗
教
的
及
び
世
界
観
的
中
立
性
を
維
持

す
る
。
様
々
な
方
向
の
世
界
観
及
び
信
仰
を
有
し
て
い
る
子
ど
も

を
共
同
で
教
育
す
る
に
際
し
て
避
け
ら
れ
な
い
緊
張
状
況
に
つ
い

（
一
〇
八
四
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
四
七

徒
と
親
の
対
立
す
る
基
本
権
地
位
又
は
憲
法
ラ
ン
ク
を
有
す
る
他

の
価
値
が
、
宗
教
儀
式
上
の
行
為
及
び
宗
教
的
関
係
の
あ
る
標
章

の
使
用
を
大
幅
に
学
校
か
ら
追
放
す
る
規
制
を
正
当
化
す
る
か
ど

う
か
は
、
事
実
の
展
開
の
評
価
に
か
か
っ
て
い
る
。
立
法
者
の
み

が
、
こ
の
判
断
に
つ
い
て
、
評
価
特
権
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
官
庁
及
び
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
要
求
で
き
な
い
。
立
法
者
は
、

学
校
に
お
け
る
宗
教
儀
式
上
の
行
為
の
遂
行
又
は
宗
教
的
シ
ン
ボ

ル
の
使
用
か
ら
す
で
に
抽
象
的
危
険
が
生
じ
る
か
ど
う
か
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
そ
の
防
御
の
た
め
に
、
そ
れ
に
特
化
し
た
法
的
根

拠
を
創
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
を
決
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（R

n. 39

）。

議
会
立
法
者
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
法
的
根
拠
は
、
ベ
ル
リ
ン

州
法
に
お
い
て
存
在
し
な
い
。
生
徒
に
対
し
て
も
拘
束
力
の
あ
る

行
為
準
則
を
制
定
す
る
一
般
的
授
権
は
、
宗
教
上
の
儀
式
の
実
施

の
よ
う
な
生
徒
の
信
仰
表
明
を
す
で
に
「
危
険
又
は
紛
争
の
単
な

る
可
能
性
」
を
理
由
と
し
て
制
限
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
に
必
要

で
あ
る
十
分
に
明
確
な
法
的
根
拠
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
故
、
学

校
当
局
は
、
現
在
に
お
い
て
は
、
個
別
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
具
体

的
危
険
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
学
校
に
お
け
る
祈
禱
の
遂
行
及

び
類
似
の
宗
教
儀
式
上
の
行
為
を
、
こ
れ
ら
が
学
校
平
和
を
危
険

う
必
要
も
な
い
。」（R

n. 37

）

「
も
っ
と
も
、
宗
教
的
多
元
性
の
増
大
と
結
び
付
い
た
社
会
的

変
遷
は
、
宗
教
的
関
係
性
が
学
校
に
お
い
て
許
さ
れ
る
べ
き
程
度

を
異
な
っ
て
規
定
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
方

に
お
い
て
、
統
合
に
向
け
た
諸
努
力
の
中
で
一
定
の
寄
与
を
す
る

た
め
に
、
増
大
す
る
宗
教
的
多
様
性
を
学
校
に
お
い
て
受
け
入
れ
、

相
互
の
寛
容
を
習
得
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
の

理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
に
お
い
て
、
増
大
す
る
宗

教
的
多
様
性
は
、
学
校
に
お
け
る
紛
争
の
潜
在
可
能
性
が
よ
り
高

ま
る
こ
と
に
結
び
付
く
。
そ
れ
故
、
学
校
領
域
に
お
け
る
国
家
の

中
立
性
義
務
に
、
よ
り
厳
格
な
、
従
来
以
上
に
距
離
を
お
く
意
味

を
付
与
し
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
生
徒
、
親
又
は
他
の
教
員
と
の

紛
争
を
始
め
か
ら
回
避
す
る
た
め
に
、
生
徒
に
よ
っ
て
学
校
に
持

ち
込
ま
れ
る
宗
教
的
関
係
性
を
学
校
か
ら
原
則
的
に
遠
ざ
け
て
お

く
こ
と
に
も
適
切
な
理
由
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」（R

n. 38
）。

し
か
し
、
変
遷
し
た
事
実
に
ど
の
よ
う
に
応
答
す
べ
き
か
、
と

く
に
、
学
校
に
お
け
る
宗
教
的
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
、
生
徒

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
行
動
準
則
を
定
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、

行
政
部
に
は
決
定
す
る
権
限
は
な
く
、
こ
の
た
め
に
は
、
民
主
的

に
正
当
化
さ
れ
た
議
会
立
法
者
に
よ
る
規
制
が
必
要
で
あ
る
。
生

（
一
〇
八
五
）
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二
四
八

い
て
は
、
生
徒
の
信
仰
す
る
宗
教
及
び
宗
派
は
多
数
で
あ
り
、

「
生
徒
集
団
の
こ
の
雑
多
な
構
成
」
の
た
め
、
一
部
の
生
徒
間
で
、

極
め
て
激
し
い
紛
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
紛
争

は
、
生
徒
が
他
の
生
徒
に
対
し
て
、
コ
ー
ラ
ン
の
一
定
の
解
釈
か

ら
導
か
れ
る
行
動
準
則
に
従
っ
て
い
な
い
、
例
え
ば
、
ス
カ
ー
フ

を
着
用
す
る
、
断
食
規
定
に
従
う
、
祈
禱
を
行
う
、
豚
肉
を
食
べ

な
い
、「
道
徳
的
で
は
な
い
行
動
」
や
「
道
徳
的
で
は
な
い
服
装
」

を
、
さ
ら
に
は
「
不
純
な
」
生
徒
と
の
個
人
的
接
触
を
避
け
る
、

と
い
っ
た
戒
律
に
従
っ
て
い
な
い
と
非
難
す
る
こ
と
か
ら
発
生
し

て
い
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
例
え
ば
、
い
じ
め
、
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
の
傾
向
を
有
す
る
侮
辱
、
脅
迫
、
女
性
蔑
視
に
よ
る
差

別
な
ど
生
じ
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
に
基
づ

い
て
、
校
内
で
宗
教
的
儀
式
を
行
う
こ
と
を
許
し
、
こ
れ
が
は
っ

き
り
と
存
在
感
を
増
す
と
、
そ
れ
が
な
く
て
も
す
で
に
存
在
し
て

い
る
紛
争
状
況
が
深
刻
化
す
る
と
の
結
論
を
引
き
出
し
た
（R

n. 
44

）。当
部
は
、
行
政
裁
判
所
法
一
三
七
条
二
項
に
基
づ
い
て
、
こ
の

事
実
認
定
と
こ
れ
に
基
づ
く
証
拠
評
価
に
拘
束
さ
れ
る
（R

n. 
45

）。⒠　

そ
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
原
告
の
信
教
の
自
由
の

に
さ
ら
す
抽
象
的
性
質
が
あ
る
と
の
理
由
で
予
防
的
に
禁
止
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 40

）。

⒟　

最
後
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
原
告
の
信
教
の
自
由
に

対
す
る
制
約
を
「
学
校
平
和
を
維
持
す
る
要
請
」（R

n. 40

）
を

理
由
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、

こ
れ
を
肯
定
す
る
。

「
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く
国
の
教
育
任
務
の
遂
行
は
、
学

校
平
和
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
」。
平
和
と
は
、

国
の
教
育
任
務
を
実
現
す
る
た
め
に
、
授
業
が
秩
序
正
し
く
進
行

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
紛
争
の
な
い
状
態
、
又
は
、
紛
争
が
克

服
さ
れ
た
状
態
を
意
味
す
る
。「
学
校
平
和
は
、
宗
教
的
動
機
を

有
す
る
行
動
に
よ
っ
て
も
損
な
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
…
…
。
宗

教
的
学
校
平
和
は
、
卓
越
し
た
意
義
を
有
す
る
保
護
目
的
で
あ
る

…
…
。
公
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
的
・
世
界
観
的
紛
争
の
回
避
は
、

重
要
な
共
同
体
利
益
で
あ
る
…
…
。」（R

n. 42

）

「
上
級
行
政
裁
判
所
の
事
実
認
定
に
よ
る
と
、
原
告
が
学
校
の

廊
下
で
祈
禱
を
行
う
こ
と
は
、
そ
う
し
な
く
て
も
す
で
に
存
在
す

る
、
学
校
平
和
に
対
す
る
具
体
的
危
険
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
に

な
る
。」（R

n. 43

）

上
級
行
政
裁
判
所
の
認
定
に
よ
る
と
、
Ｄ
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
お

（
一
〇
八
六
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
四
九

る
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
ラ
ン
ト
法
を
解
釈
し
て
、
学
校
法
は
、

上
記
の
よ
う
な
紛
争
の
潜
在
的
可
能
性
を
教
育
的
手
段
に
よ
っ
て

対
処
す
る
と
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
異
な
っ
た
考

え
を
持
つ
人
と
の
共
存
を
教
育
に
よ
っ
て
訓
練
す
る
こ
と
が
学
校

の
任
務
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
（R

n. 53

）。
し
か
し
、
宗
教

的
動
機
に
よ
っ
て
生
じ
た
具
体
的
な
紛
争
を
教
育
的
手
段
で
対
処

す
る
学
校
の
可
能
性
に
は
限
界
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
、

宗
教
的
に
形
成
さ
れ
た
行
動
と
宗
教
か
ら
離
れ
た
行
動
が
対
立
に

至
る
場
合
や
、
個
別
の
出
来
事
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
そ
の
た
め

の
費
用
か
ら
し
て
も
は
や
無
意
味
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
当
て
は

ま
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
学
校
の
教

育
任
務
の
た
め
に
秩
序
正
し
い
授
業
進
行
を
確
保
す
る
と
い
う
学

校
の
上
位
の
目
的
が
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
す
べ
て
の
生
徒

は
、
学
校
の
本
来
的
目
的
に
抱
束
さ
れ
る
。
個
人
は
、
こ
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
、
自
ら
が
学
校
平
和
を
妨
害
し
た
と
非
難
さ

れ
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

許
さ
れ
る
行
動
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 55

）。
上

級
行
政
裁
判
所
は
、
当
該
学
校
の
具
体
的
な
事
実
関
係
に
か
ん
が

み
る
と
、
教
育
的
手
段
の
み
で
は
、
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
許
容
し

た
場
合
に
予
測
さ
れ
る
大
部
分
の
紛
争
に
十
分
に
対
処
す
る
こ
と

制
限
は
、「
対
立
す
る
憲
法
法
益
の
慎
重
な
調
整
の
要
請
」
に
合

致
す
る
も
の
で
、
比
例
原
則
も
遵
守
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た

（R
n. 50

）。

ⅰ　

学
校
の
平
和
に
対
し
て
そ
う
で
な
く
て
も
存
在
す
る
具
体

的
危
険
が
激
化
す
る
こ
と
が
適
切
に
予
測
さ
れ
て
お
り
、
学
校
に

お
い
て
儀
式
的
な
イ
ス
ラ
ム
教
の
正
午
の
祈
禱
を
行
う
可
能
性
の

制
限
は
、
具
体
的
危
険
の
激
化
に
対
処
す
る
と
い
う
追
求
し
て
い

る
正
当
な
目
的
を
達
成
す
る
の
に
適
合
的
で
あ
る
（R
n. 51

）。

ⅱ　

信
仰
の
自
由
の
制
限
は
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
で
あ
る
。
学
校
平
和
に
対
す
る
予
見
可
能
な
危
険
は
、
原
告

の
信
仰
の
自
由
を
制
限
し
な
い
か
、
よ
り
少
な
く
制
限
す
る
他
の

同
等
に
効
果
的
な
手
段
に
よ
っ
て
は
対
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（R
n. 52

）。

た
し
か
に
、
学
校
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
宗
教
的
動
機
に
よ
っ

て
生
じ
た
具
体
的
な
紛
争
を
「
教
育
的
手
段
」
で
対
処
す
る
こ
と

を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
社
会
に
お
け
る
多
様
性
は
、
と
く
に
は
っ

き
り
と
学
校
に
お
い
て
反
映
さ
れ
る
。
学
校
は
、
様
々
な
宗
教
的

考
え
が
不
可
避
的
に
出
会
う
場
所
で
あ
り
、
そ
の
共
存
は
学
校
に

敏
感
に
影
響
を
与
え
る
。
異
な
っ
た
考
え
を
持
つ
人
と
の
共
存
は
、

学
校
に
お
い
て
、
教
育
を
通
じ
て
も
っ
と
も
持
続
的
に
訓
練
さ
れ

（
一
〇
八
七
）



日
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法
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第
八
十
四
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第
四
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（
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〇
一
九
年
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二
五
〇

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
の
事
実
評
価
を
し
て
い
る
（R

n. 58

）。

ⅲ　

信
仰
の
自
由
の
制
限
は
、
相
当
で
あ
る
。
こ
の
制
限
は
、

そ
れ
を
正
当
化
す
る
正
当
な
目
的
と
釣
り
合
い
が
と
れ
て
い
な
い

と
は
言
え
な
い
（R

n. 59

）。

も
と
よ
り
原
告
の
信
教
の
自
由
の
制
限
も
軽
微
な
も
の
で
は
な

い
。
原
告
は
、
も
は
や
就
学
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
学
校
課
程
を

修
了
す
る
た
め
に
は
、
学
校
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
時
間
は
校
内

に
と
ど
ま
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
正
午
の
祈
禱
が

定
め
ら
れ
た
時
間
を
経
過
し
た
後
に
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
基
本
権
の
制
限
の
厳
し
さ
が
緩

和
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
原
告
は
、
定
め
ら
れ
た
時
間
幅
の
遵

守
が
自
ら
に
対
し
て
拘
束
力
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
こ
と

は
、
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
て
基
本
権
の
保
護
範
囲
に
含
め
る
が

で
き
る
（R

n. 60

）。

し
か
し
、
基
本
権
の
制
限
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
て
い
る
目
的
の

重
要
性
は
、
原
告
の
信
仰
の
自
由
の
侵
害
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校
平
和
の
維
持
は
特
別
の
重
大
性
を
有

す
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
が
と
く
に
当
て
は
ま
る
。

何
故
な
ら
、
宗
教
上
の
紛
争
に
起
因
し
て
、
す
で
に
存
在
し
て
い

る
、
学
校
平
和
が
妨
げ
ら
れ
る
十
分
な
蓋
然
性
が
、
祈
禱
の
遂
行

は
で
き
な
い
と
評
価
し
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
と
く
に
、
本

件
学
校
が
、
紛
争
に
関
与
し
て
い
る
生
徒
を
対
話
の
た
め
に
集
め

る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
対
話
は
成
果
を
上
げ

て
い
な
い
と
指
摘
し
た
（R

n. 55

）。

ま
た
、
よ
り
緩
や
か
な
手
段
と
し
て
、
祈
禱
を
希
望
す
る
生
徒

に
、
他
の
生
徒
に
見
ら
れ
な
い
で
祈
禱
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
部

屋
を
割
り
当
て
る
こ
と
も
考
慮
に
値
す
る
。
こ
れ
は
、
学
校
が
、

祈
禱
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
前
に
、
既
存
の
部
屋
を
、
祈
禱
を
行

う
た
め
に
利
用
で
き
る
部
屋
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
（R

n. 52

）。
し
か
し
な
が
ら
、
上
級
行

政
裁
判
所
は
、
祈
禱
を
行
う
た
め
の
特
別
の
部
屋
を
設
置
す
る
こ

と
は
、
学
校
の
組
織
的
可
能
性
の
限
界
を
超
え
て
い
る
と
認
定
し

た
。
当
部
（
連
邦
行
政
裁
判
所
）
は
、
こ
の
認
定
に
拘
束
さ
れ
る
。

上
級
行
政
裁
判
所
は
、
学
校
は
、
過
去
に
一
度
、
共
同
の
祈
禱
室

を
設
置
し
た
が
、
開
設
し
た
祈
禱
室
は
、
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
て

い
る
生
徒
と
そ
う
で
は
な
い
生
徒
と
の
間
で
口
論
が
発
生
し
た
り
、

男
子
生
徒
が
女
子
生
徒
と
一
緒
に
祈
禱
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
り

し
た
た
め
に
、
閉
鎖
さ
れ
、
そ
の
後
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
き

め
細
か
な
空
間
的
仕
切
り
の
た
め
の
広
範
囲
な
対
策
措
置
を
講
じ
、

そ
れ
が
支
障
な
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
監
視
員
に
よ
っ
て
保
障
せ

（
一
〇
八
八
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
五
一

か
く
と
し
て
、
各
裁
判
所
の
判
決
・
決
定
を
紹
介
す
る
作
業
を
終

え
た
後
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
上
記
の
判
決
・
決
定
に
含
ま

れ
る
憲
法
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
作
業
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
に
お
い
て
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決

を
中
心
と
し
て
、
上
記
の
判
決
・
決
定
に
含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問

題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
公
立
学
校
の
生
徒
で
あ
る
原
告
が
学
校
に
お
い
て
イ
ス

ラ
ム
教
の
祈
禱
を
行
う
こ
と
が
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
基

づ
く
基
本
権
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
行
政
裁

判
所
、
上
級
行
政
裁
判
所
及
び
連
邦
行
政
裁
判
所
が
一
致
し
て
認

め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
学
説
に
お
い
て
も
と
く
に
異
論
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
信
仰
の
自
由
の
保
護
範
囲
に
関
し
て
筆

者
が
と
く
に
注
目
に
値
す
る
と
考
え
て
い
る
二
点
を
簡
単
に
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
注
目
に
値
す
る
点
は
、
原
告
は
、
原
告
自
身
の
陳
述
に

よ
っ
て
も
祈
禱
を
原
則
的
に
後
で
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
、
祈
禱
の
禁
止
に
よ
っ
て
原
告
の
信
仰
の
自
由
は
影
響

を
受
け
て
い
な
い
と
の
被
告
の
主
張
に
対
す
る
行
政
裁
判
所
及
び

上
級
行
政
裁
判
所
の
応
答
で
あ
る
。
被
告
が
主
張
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
原
告
は
、
原
告
が
信
仰
す
る
宗
教
の
教
義
に
よ
る
と
、
就

に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
、
そ
れ
故
、
学
校
平
和
に
対
す
る
と
く
に
強

度
の
危
険
状
況
を
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
お
い
て
は
、
原
告
の
宗
教
活
動
の
重
要
性
は
、

同
じ
く
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
学
校
平
和
よ
り
も
低
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
（R

n. 61
）。

Ⅲ　

検
討

一　

信
教
の
自
由
の
保
護
範
囲

以
上
の
作
業
に
よ
り
、
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
、
ベ
ル
リ
ン
・

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
及
び
連
邦
行
政
裁
判
所
の

下
し
た
判
決
・
決
定
の
内
容
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
も
っ
と
も
、
事
案
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
を
全
体
と
し
て
正
確
に

理
解
す
る
た
め
に
は
、
法
解
釈
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
事
案
の
具

体
的
検
討
の
部
分
も
含
め
て
、
各
裁
判
所
の
判
決
・
決
定
を
で
き

る
限
り
詳
し
く
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
方
に
基
づ
い
て

各
裁
判
所
の
判
決
・
決
定
を
紹
介
す
る
作
業
を
行
っ
た
た
め
、
本

稿
の
記
述
が
や
や
冗
長
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
否
定
で
き

な
い
。
こ
の
点
は
、
上
記
の
考
え
方
か
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
と
も

（
一
〇
八
九
）
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二
五
二

い
（
14
）

」
と
指
摘
し
た
上
で
、
行
政
裁
判
所
が
自
ら
求
め
た
イ
ス
ラ
ム

学
者
の
鑑
定
書
に
基
づ
い
て
、
儀
式
的
祈
禱
の
延
期
又
は
併
合
は
、

信
者
に
と
っ
て
は
、
緊
急
状
態
及
び
特
別
の
外
的
必
要
性
の
あ
る

状
況
に
お
い
て
例
外
的
に
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
被
告
は
、
原

告
は
、
正
午
の
祈
禱
と
午
後
の
祈
禱
を
帰
宅
し
て
か
ら
併
せ
て
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
葛
藤
の
発
生
を
回
避
で
き
る
と
鑑
定
書
を
解
釈

す
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
、
専
門
家
は
、
原
告
は
、
祈
禱
を
授

業
時
間
外
に
、
つ
ま
り
休
憩
時
間
に
延
期
で
き
る
と
述
べ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
と
説
示
し
た
。
ま
た
、
被
告
は
、
控
訴
理
由
の
中
で
、

原
告
は
、
祈
禱
の
た
め
に
利
用
で
き
る
時
間
の
枠
が
狭
ま
る
冬
季

に
お
い
て
も
、
祈
禱
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
部
屋
を
極
め
て
散
発

的
に
使
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
原
告
が
祈
禱
時
間
を
自
ら
に

対
し
て
拘
束
力
の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
と

主
張
す
る
と
と
も
に
、
別
の
イ
ス
ラ
ム
学
者
の
鑑
定
書
を
提
出
し
、

こ
の
鑑
定
書
に
基
づ
い
て
、
原
告
は
儀
式
的
祈
禱
を
必
ず
就
学
時

間
中
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
議
論
の

前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
被
告
は
、
イ
ス
ラ

ム
教
の
自
己
理
解
に
よ
る
と
、
分
別
の
あ
る
（m

ündig

）
イ
ス

ラ
ム
教
徒
に
は
、
冬
の
数
ヶ
月
の
間
は
、
日
常
生
活
に
即
し
た
独

自
の
解
決
を
探
求
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。

学
時
間
の
終
了
後
に
正
午
の
祈
禱
を
午
後
の
祈
禱
と
併
せ
て
行
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
教
義
に
照
ら
し
て
も
学
校

で
祈
禱
を
行
う
必
要
は
な
く
、
そ
れ
故
、
原
告
の
信
仰
の
自
由
は

学
校
に
お
け
る
祈
禱
の
禁
止
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
ま
ず
、
行

政
裁
判
所
決
定
は
、
原
告
自
身
が
、
少
な
く
と
も
一
回
の
祈
禱
を

就
学
時
間
中
に
行
う
こ
と
を
拘
束
力
の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る

が
、
信
仰
上
の
確
信
を
評
価
す
る
こ
と
、
又
は
、
本
人
が
拘
束
力

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
信
仰
上
の
戒
律
を
疑
問
視
す
る
こ
と
は
、

国
家
に
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
被
告
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
、

例
外
的
に
、
定
め
ら
れ
た
祈
禱
時
間
か
ら
外
れ
る
こ
と
を
許
し
て

い
る
と
の
一
般
的
な
指
摘
だ
け
で
は
原
告
の
主
張
を
覆
す
こ
と
は

で
き
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。
つ
ぎ
に
、
行
政
裁
判
所
判
決
は
、

二
〇
〇
三
年
九
月
二
四
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決

（
13
）（

以

下
、
こ
の
判
決
を
「
〇
三
年
判
決
」
と
い
う
。）
の
参
照
を
求
め

つ
つ
、「
た
し
か
に
、
人
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
、
そ
の
人
の
主
観

的
決
定
の
み
で
、
と
く
に
保
護
さ
れ
た
信
仰
の
自
由
の
発
現
形
態

と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
個
人
に
よ
っ
て
そ
の
信
仰

の
自
由
の
発
現
形
態
と
し
て
要
求
さ
れ
る
行
動
の
評
価
に
際
し
て
、

各
々
の
宗
教
団
体
の
自
己
理
解
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

（
一
〇
九
〇
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
五
三

の
廊
下
）
が
必
要
で
あ
る
が
、
校
舎
の
廊
下
の
利
用
は
学
校
当
局

の
決
定
権
に
服
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二

項
に
基
づ
く
基
本
権
の
保
護
範
囲
に
原
告
が
「
校
舎
の
廊
下
で
」

祈
禱
を
行
う
こ
と
も
含
ん
で
い
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
集
会
の
自
由
（
基
本
法
八
条
一

項
）
は
集
会
の
場
所
と
時
間
に
関
す
る
決
定
の
自
由
を
含
ん
で
い

る
が
、
こ
の
決
定
の
自
由
は
集
会
場
所
の
法
的
使
用
権
限
を
前
提

と
し
て
お
り
、
場
所
を
自
由
に
選
択
す
る
権
利
は
他
人
の
財
産
を

使
用
す
る
権
利
を
含
ま
な
い
と
指
摘
し
た

（
19
）

上
で
、
し
か
し
信
仰
の

自
由
は
集
会
の
自
由
と
は
異
な
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
連

邦
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。
信
仰
の
自
由

は
、
個
人
に
対
し
て
、
い
つ
も
は
通
行
が
許
さ
れ
な
い
空
間
に
立

ち
入
る
権
利
を
創
出
す
る
も
の
で
は
な
く
、
信
仰
の
自
由
は
、
実

際
に
通
行
が
許
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
限
り
、
市
民
に
保
障
さ
れ

る
が
、
集
団
的
に
行
使
さ
れ
る
集
会
の
自
由
と
は
異
な
り
、
個
人

の
権
利
と
し
て
の
信
仰
の
自
由
の
行
使
は
、
通
常
の
場
合
、
類
型

的
に
迷
惑
を
伴
う
よ
う
な
特
別
に
空
間
を
占
拠
す
る
必
要
を
伴
わ

な
い
の
で
、
個
人
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
人
が
い
る
場
所
で
あ

れ
ば
、
ど
こ
で
も
信
仰
の
自
由
を
行
使
で
き
る

（
20
）

。
そ
し
て
、
こ
の

こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
学
校
に
お
い
て
自
己
の
宗
教
が
命
じ
て

こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
、
上
級
行
政
裁
判
所
は
、「
原
告
が

祈
禱
暦
か
ら
読
み
取
っ
た
、
定
め
ら
れ
て
い
る
時
間
幅
の
中
で
」

イ
ス
ラ
ム
教
の
儀
式
的
祈
禱
を
行
う
こ
と
が
自
ら
に
拘
束
力
が
あ

る
と
原
告
自
身
が
考
え
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し

（
15
）

、
か

つ
、
被
告
の
提
出
し
た
イ
ス
ラ
ム
学
者
の
鑑
定
書
に
よ
っ
て
も
、

祈
禱
時
間
の
遵
守
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
義
と
少
な
く
と
も
「
矛
盾

し
な
い
」
こ
と
を
考
慮
し
て
、
祈
禱
時
間
の
遵
守
を
基
本
法
四
条

一
項
及
び
二
項
の
保
護
範
囲
に
含
め
る
こ
と
は
十
分
に
説
得
的
で

あ
る
、
と
す
る
原
告
の
主
張
を
認
め
た

（
16
）

。
連
邦
行
政
裁
判
所
も
、

上
級
行
政
裁
判
所
の
判
断
を
受
け
入
れ
た

（
17
）

。
行
政
裁
判
所
、
上
級

行
政
裁
判
所
及
び
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
原
告
が
「
就
学
時
間
中

に
」
に
祈
禱
を
行
う
こ
と
は
信
仰
の
自
由
（
基
本
法
四
条
一
項
及

び
二
項
）
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
す
る
点
で
一
致
し
た
が
、

こ
の
判
断
の
背
後
に
は
「
宗
教
」
該
当
性
の
判
断
方
法
と
い
う
重

要
か
つ
困
難
な
論
点
が
控
え
て
い
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、

別
途
論
文
を
作
成
し
て
、
詳
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
18
）

。

第
二
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
、
原
告
が
「
学
校
に
お
い
て
」

祈
禱
を
行
う
こ
と
が
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
の
保
護
範
囲
に

含
ま
れ
る
こ
と
を
詳
し
く
説
示
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

宗
教
的
儀
式
を
行
う
た
め
に
は
空
間
（
本
件
に
お
い
て
は
、
校
舎

（
一
〇
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
五
四

二　

消
極
的
信
仰
の
自
由

㈠　

つ
ぎ
に
、
原
告
の
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
憲
法
上

正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
行
政
裁
判
所
、

上
級
行
政
裁
判
所
及
び
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

の
判
例
を
踏
襲
し
て
、
信
仰
の
自
由
（
基
本
法
四
条
一
項
及
び
四

条
二
項
）
は
、
法
律
の
留
保
な
く
保
障
さ
れ
る
基
本
権
で
あ
り
、

憲
法
自
体
か
ら
、
つ
ま
り
、
第
三
者
の
基
本
権
及
び
憲
法
ラ
ン
ク

の
共
同
体
価
値
か
ら
導
か
れ
る
制
約
に
の
み
服
す
る
、
と
の
解
釈

を
示
し
た
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
は

し
な
い
。
本
件
に
お
い
て
原
告
の
信
仰
の
自
由
を
制
約
す
る
根
拠

と
し
て
、
他
の
生
徒
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
、
国
家
の
宗
教
的
中

立
性
の
要
請
、
及
び
学
校
平
和
の
維
持
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、

他
の
生
徒
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
を
根
拠
と
し
て
、
原
告
の
信
仰

の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
検
討
し
よ
う
。

㈡　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
一
九
七
九
年
一
〇
月

一
六
日
決
定
（
学
校
祈
禱
事
件

（
24
）

）
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
が
宗
派
混

合
学
校
に
お
い
て
宗
教
の
授
業
以
外
の
時
間
に
自
由
意
思
に
よ
る

超
宗
派
的
祈
禱
の
遂
行
を
許
容
す
る
か
ど
う
か
は
、
基
本
法
七
条

一
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
学
校
高
権
の
枠
内
に
お
い
て
、

い
る
祈
禱
を
行
お
う
と
す
る
生
徒
に
も
当
て
は
ま
る
。
基
本
法
四

条
一
項
及
び
二
項
は
、
信
仰
上
の
確
信
の
積
極
的
実
行
と
世
界
観

的
・
宗
教
的
領
域
に
お
け
る
自
律
的
な
人
格
の
実
現
の
た
め
の
空

間
を
確
保
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
生
徒
は
、
学
校
と
授
業
進

行
に
拘
束
さ
れ
、
授
業
時
間
と
授
業
時
間
の
間
の
休
憩
時
間
中
で

あ
っ
て
も
、
学
校
を
容
易
に
離
れ
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ

の
よ
う
な
学
校
へ
の
拘
束
性
を
根
拠
と
し
て
、
生
徒
が
祈
禱
の
時

間
及
び
場
所
を
選
択
す
る
こ
と
を
、
学
校
当
局
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
空
間
を
も
っ
ぱ
ら
他
の
目
的
の
た
め
に
使
う
こ
と
を
予
定
し

て
い
る
と
の
指
摘
に
よ
っ
て
始
め
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
信
仰
の
自
由
の
保
護
範
囲
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て

は
、
事
実
上
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
空
間
へ
の
立
ち
入
り
を
含
ん

で
い
る
、
と

（
21
）

。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
生
徒
の

「
学
校
へ
の
拘
束
性
」
を
理
由
と
し
て
、
学
校
に
お
い
て
事
実
上

利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
空
間
に
も
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に

基
づ
く
基
本
権
の
保
護
範
囲
が
及
ぶ
と
解
し
た
。
こ
の
解
釈
は
注

目
に
値
す
る

（
22
）

。
信
仰
の
自
由
の
保
護
範
囲
を
上
記
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
校
長
が
、
原
告
が
「
学
校
に
お
い
て
」
祈
禱
を
行
う
こ
と

を
禁
止
す
る
こ
と
は
原
告
の
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
制
約
に
当
た

る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
23
）

。

（
一
〇
九
二
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
五
五

地
を
与
え
る
社
会
に
お
い
て
、
個
人
は
、
他
人
の
信
仰
表
明
、
宗

教
儀
式
上
の
行
為
及
び
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
に
触
れ
さ
せ
ら
れ
な
い

権
利
を
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
個
人
が
回
避
可
能
性
な
く
あ

る
特
定
の
信
仰
の
影
響
、
あ
る
特
定
の
信
仰
が
現
れ
て
い
る
行
為
、

及
び
、
あ
る
特
定
の
信
仰
が
示
さ
れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
に
さ
ら
さ

れ
る
状
況
を
国
家
が
創
出
し
た
場
合
は
、
こ
れ
と
区
別
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
基
本
法
四
条
一
項
は
、
ま
さ

に
、
社
会
の
自
己
組
織
化
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

国
家
に
よ
っ
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
生
活
領
域
に
お
い
て
、
自
由
を

確
保
す
る
効
果
を
発
揮
す
る
。」（S

. 15 f.

）
ま
た
、
子
ど
も
の

育
成
及
び
教
育
を
親
の
自
然
的
権
利
と
し
て
保
障
し
て
い
る
基
本

法
六
条
二
項
一
文
と
結
び
付
い
て
、
基
本
法
四
条
一
項
は
、
宗
教

的
及
び
世
界
観
的
観
点
に
お
い
て
子
ど
も
を
教
育
す
る
権
利
も
含

ん
で
い
る
。
信
仰
及
び
世
界
観
の
問
題
に
お
け
る
、
正
し
い
と
考

え
る
確
信
を
伝
え
る
こ
と
は
、
親
が
行
う
べ
き
事
項
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
応
し
て
、
こ
の
権
利
は
、
親
が
誤
り
又
は
有
害
と
考
え
る

信
仰
上
の
確
信
か
ら
子
ど
も
を
遠
ざ
け
て
お
く
権
利
も
含
む
（S

. 
17

）。
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
国
民
学
校
の
す
べ
て
の
教
室
に
十
字
架

を
設
置
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
学
校
規
則
一
三

条
一
項
は
、
こ
の
基
本
権
を
制
約
し
て
い
る
。
教
室
に
十
字
架
が

ラ
ン
ト
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
判
決
要
旨
一
）
と
指

摘
し
た
上
で
、
学
校
祈
禱
に
反
対
す
る
生
徒
又
は
そ
の
親
の
有
す

る
、
消
極
的
信
仰
告
白
の
自
由
の
基
本
権
は
、
生
徒
又
は
親
が
自

由
に
か
つ
強
制
も
な
く
祈
禱
へ
の
参
加
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
に
は
、
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
（
判
決
要
旨
二
）
と
判
示
し

た
。ま

た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
宗
派
学
校
で
は
な
い

公
立
の
義
務
教
育
学
校
の
教
室
に
十
字
架
又
は
キ
リ
ス
ト
磔
像
を

設
置
す
る
こ
と
は
基
本
法
四
条
一
項
に
反
す
る
と
判
断
し
た

一
九
九
五
年
五
月
一
六
日
の
決
定

（
25
）

（
以
下
、「
九
五
年
決
定
」
と

い
う
。）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。
信
仰
の
自

由
は
、「
信
仰
が
命
じ
て
い
る
、
又
は
信
仰
が
表
現
さ
れ
て
い
る

宗
教
儀
式
上
の
行
為
に
参
加
す
る
こ
と
」
を
保
障
し
て
い
る
が
、

そ
の
裏
返
し
と
し
て
、「
共
に
し
て
い
な
い
信
仰
の
宗
教
儀
式
上

の
行
為
に
参
加
し
な
い
自
由
」
も
含
ん
で
い
る
。「
こ
の
自
由
は
、

同
じ
よ
う
に
、
信
仰
又
は
宗
教
を
示
し
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
に
も
向

け
ら
れ
て
い
る
。
基
本
法
四
条
一
項
は
、
い
か
な
る
宗
教
的
シ
ン

ボ
ル
を
承
認
し
、
崇
拝
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
い
か
な
る
宗
教
的

シ
ン
ボ
ル
を
拒
否
す
る
の
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
を
個
人
に

委
ね
て
い
る
。
た
し
か
に
、
様
々
な
信
仰
上
の
確
信
に
活
動
の
余

（
一
〇
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
五
六

リ
ス
ト
教
の
親
及
び
生
徒
の
積
極
的
信
仰
の
自
由
が
考
え
ら
れ
る

が
、
両
者
と
も
信
仰
の
自
由
の
制
約
を
正
当
化
し
な
い
（S

. 21 
ff .

）、
と
。

さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、
〇
三
年
判
決
に
お

い
て
、
教
員
が
学
校
及
び
授
業
に
お
い
て
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
生
徒
の
消
極

的
信
仰
の
自
由
と
衝
突
し
て
い
る
と
説
示
し
た

（
26
）

。

㈢　

行
政
裁
判
所
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
九
五
年
決
定
を
下
敷

き
に
し
て

（
27
）

、
原
告
は
、「
授
業
と
授
業
の
間
の
休
憩
時
間
に
、
つ

ま
り
、
教
室
の
外
で
、
か
つ
授
業
外
に
」
祈
禱
を
行
っ
て
い
る
の

で
、
本
件
に
お
い
て
、
他
の
生
徒
等
の
学
校
関
係
者
が
、
原
告
に

祈
禱
に
、
九
五
年
決
定
の
意
味
に
お
い
て
「
回
避
可
能
性
な
く
」

さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
は
疑
問
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
行

政
裁
判
所
は
、
他
の
生
徒
は
、
祈
禱
に
参
加
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、

祈
禱
を
見
る
こ
と
も
強
制
さ
れ
て
い
な
い
と
診
断
す
る

（
28
）

。
上
級
行

政
裁
判
所
は
、
理
由
を
述
べ
る
こ
と
も
な
く
、
学
校
で
イ
ス
ラ
ム

教
の
儀
式
的
祈
禱
を
行
う
と
い
う
原
告
の
宗
教
活
動
は
、「
基
本

法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
保
護
さ
れ
て
い
る
、

無
宗
教
の
又
は
異
な
る
宗
教
を
信
仰
す
る
女
子
生
徒
及
び
男
子
生

徒
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
」
と
衝
突
す
る
と
断
定
し
て
い
る

（
29
）

。
連

設
置
さ
れ
る
と
、
一
般
的
就
学
義
務
と
併
せ
て
、
生
徒
は
、
授
業

中
、
国
家
に
よ
っ
て
、
か
つ
回
避
可
能
性
も
な
く
、
シ
ン
ボ
ル
に

対
面
さ
せ
ら
れ
、「
十
字
架
の
下
で
」
学
習
す
る
こ
と
を
強
制
さ

れ
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
教
室
に
お
け
る
十
字
架

の
設
置
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
し
ば
し
ば
生
じ
る
と
こ
ろ
の
、

極
め
て
多
様
な
宗
派
の
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
と
の
対
面
と
は
異
な
る
。

ま
ず
、
後
者
は
、
国
家
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
な
く
、
社
会
に
お

い
て
様
々
な
信
仰
上
の
確
信
及
び
宗
教
団
体
が
広
ま
っ
て
い
る
こ

と
の
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
は
、
同
じ
程
度
の
不
可
避
性
を

有
し
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
個
人
は
、
街
頭
の
風
景
の
中
で
、

公
共
の
交
通
手
段
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
、
建
造
物
に
入
る
と
き

に
、
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
又
は
表
示
に
遭
遇
す
る
か
ど
う
か
を
決
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、「
逃
げ
ら
れ
る
遭
遇
」

で
あ
り
、
比
較
的
長
時
間
の
対
面
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
必
要

な
場
合
に
は
制
裁
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
強
制
に
基
づ
く
も
の
で

は
な
い
（S

. 17 f.

）。
そ
し
て
、
十
字
架
が
生
徒
に
対
し
て
影
響

力
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
（S

. 20 f.

）。
信
仰
の
自
由

は
、
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
権
で
あ
り
、
そ
の
制
約
は

憲
法
自
体
か
ら
導
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
の
自
由
を

制
約
す
る
憲
法
上
の
根
拠
と
し
て
、
①
基
本
法
七
条
一
項
と
②
キ

（
一
〇
九
四
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
五
七

国
は
、
個
人
が
、
国
の
責
任
に
よ
っ
て
、
個
人
の
消
極
的
信
仰
の

自
由
の
侵
害
に
至
る
よ
う
な
私
的
な
第
三
者
の
宗
教
的
表
明
に
さ

ら
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
保
障
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
生
徒
の
信
仰
表
明
は
、
国
が
命
じ
た
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
を
国
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
の

責
任
は
、
様
々
な
宗
派
や
信
仰
上
の
立
場
を
有
す
る
生
徒
が
学
校

に
お
い
て
共
存
す
る
こ
と
に
つ
き
る
。
少
な
く
と
も
国
の
保
護
義

務
は
、
生
徒
又
は
教
員
が
、
自
分
と
は
異
な
る
、
支
持
し
て
い
な

い
信
仰
の
表
明
に
全
く
出
会
わ
な
い
よ
う
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
は
及
ば
な
い

（
30
）

、
と
。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
行

政
裁
判
所
は
、
生
徒
及
び
教
員
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
は
、
そ
も

そ
も
祈
禱
を
行
う
生
徒
の
信
仰
の
自
由
の
制
約
を
憲
法
上
正
当
化

す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
。

㈣　

そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
二
〇
一
五
年

一
月
二
七
日
の
決
定
（
以
下
、
こ
の
判
決
を
「
一
五
年
決
定
」
と

い
う
。）
に
お
い
て
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
は
、
公
立
の

宗
派
混
合
学
校
の
教
員
に
も
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
義
務
的
で
あ

る
と
理
解
し
て
い
る
服
装
規
律
に
従
う
自
由
を
保
障
し
て
お
り
、

イ
ス
ラ
ム
教
の
ス
カ
ー
フ
の
着
用
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
（
判
決
要

旨
一
）
と
指
摘
し
た
上
で
、
外
見
に
よ
る
宗
教
的
表
明
が
学
校
平

邦
行
政
裁
判
所
は
、
九
五
年
決
定
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
公
立
学

校
の
教
室
に
お
け
る
十
字
架
の
設
置
の
ケ
ー
ス
（
九
五
年
決
定
）

及
び
公
立
学
校
の
教
師
に
よ
る
ス
カ
ー
フ
の
着
用
の
ケ
ー
ス

（
〇
三
年
判
決
の
事
案
）
と
、
本
件
の
ケ
ー
ス
と
の
違
い
を
、
防

御
権
の
ケ
ー
ス
と
基
本
権
保
護
義
務
の
ケ
ー
ス
の
違
い
で
あ
る
と

分
析
し
て
い
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
す
る
。

消
極
的
信
仰
の
自
由
は
、
国
家
に
対
す
る
防
御
権
で
あ
る
。
国
は
、

個
人
が
回
避
可
能
性
な
く
あ
る
特
定
の
信
仰
の
影
響
、
あ
る
特
定

の
信
仰
が
現
れ
て
い
る
行
為
、
及
び
、
あ
る
特
定
の
信
仰
が
示
さ

れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
状
況
を
創
出
し
て
は
な
ら
な

い
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
消
極
的
信
仰
の
自
由
は
国
家
に
対

す
る
防
御
権
で
あ
り
、
国
が
教
室
に
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
を
設
置
し
、

又
は
、
教
員
が
、
そ
の
宗
教
的
確
信
を
授
業
に
持
ち
込
む
よ
う
な

外
形
で
生
徒
に
対
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
を
強
制
的
に
他

人
の
信
仰
表
明
、
宗
教
儀
式
上
の
行
為
及
び
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
に

直
面
さ
せ
る
こ
と
を
国
家
に
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

生
徒
が
、
学
校
に
お
い
て
、
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
の
着
用
又
は
宗
教

儀
式
上
の
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
信
教
の
自
由
を
行
使
す
る
場
合
、

せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
他
の
生
徒
に
対
す
る
国
の
保
護
義
務
が
関
係

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
学
校
と
い
う
国
が
配
慮
す
る
領
域
に
お
い
て
、

（
一
〇
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
五
八

カ
ー
フ
を
着
用
し
た
教
員
に
対
面
し
て
い
る
」
場
合
も
、
生
徒
は

「
逃
げ
ら
れ
な
い
状
況
」
に
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
ス
カ
ー
フ
の

着
用
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
教
師
の
信
仰
の
自
由
は
生
徒
の
消
極

的
信
仰
の
自
由
と
衝
突
す
る
と
説
示
し
た
。
も
っ
と
も
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
、
宗
教
的
表
現
手
段
の
効
果
の
点
に
関
し
て
は
、
問

題
と
な
っ
て
い
る
標
識
が
学
校
官
庁
の
指
示
に
よ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
の
個
別
の
自
由
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
個
々
の
教
育
者
自
身
の
決
断
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
の
か
に
よ
っ
て
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
家
が
、
ス

カ
ー
フ
の
着
用
と
結
び
付
い
た
、
個
々
の
教
師
又
は
教
育
従
事
者

の
宗
教
的
言
明
を
受
け
入
れ
る
場
合
、
国
家
は
、
こ
の
言
明
を
こ

れ
に
よ
っ
て
自
己
の
見
解
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の

言
明
を
、
国
家
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
も
の
と
し
て
国
家
に
帰
属

さ
せ
る
必
要
も
な
い
と
指
摘
し
、
公
立
学
校
の
教
室
に
お
け
る
十

字
架
の
設
置
の
ケ
ー
ス
（
九
五
年
決
定
）
と
の
違
い
を
強
調
し
て

い
る

（
31
）

。
三　

国
家
の
宗
教
的
中
立
性

㈠　

さ
ら
に
、
原
告
の
信
仰
の
自
由
を
国
家
の
宗
教
的
中
立
性

の
要
請
に
よ
っ
て
制
限
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
よ
う
。
行
政

和
又
は
公
立
の
宗
派
混
合
学
校
に
お
け
る
中
立
性
に
対
す
る
危
険

を
生
じ
さ
せ
る
性
質
を
単
に
抽
象
的
に
有
し
て
い
る
と
い
う
理
由

に
よ
っ
て
こ
れ
を
法
律
上
禁
止
す
る
こ
と
は
、
こ
の
行
動
が
、
義

務
的
と
理
解
さ
れ
て
い
る
宗
教
上
の
戒
律
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
比
例
原
則
に
反
し
、
教
員
の
信

仰
の
自
由
、
生
徒
及
び
親
の
信
仰
の
自
由
及
び
告
白
の
自
由
、
親

の
基
本
権
、
国
家
の
教
育
任
務
と
い
っ
た
憲
法
上
の
保
障
さ
れ
た

諸
々
の
地
位
の
適
切
な
調
整
は
、
禁
止
規
定
を
、
少
な
く
と
も
、

保
護
法
益
に
対
す
る
十
分
に
具
体
的
な
危
険
が
存
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
限
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
求
め
る
（
判
決
要
旨

二
）
と
判
示
し
た
が
、
生
徒
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
に
つ
い
て
は
、

「
様
々
な
信
仰
上
の
確
信
に
活
動
の
余
地
を
与
え
る
社
会
に
お
い

て
、
個
人
は
、
他
者
の
信
仰
表
明
、
宗
教
儀
式
上
の
行
為
及
び
宗

教
的
シ
ン
ボ
ル
に
触
れ
さ
せ
ら
れ
な
い
権
利
を
有
し
て
い
な
い
」

が
、「
個
人
が
回
避
可
能
性
な
く
あ
る
特
定
の
信
仰
の
影
響
、
あ

る
特
定
の
信
仰
が
現
れ
て
い
る
行
為
、
及
び
、
あ
る
特
定
の
信
仰

が
示
さ
れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
状
況
を
国
家
が
創
出

し
た
場
合
」
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
と
の
九
五
年
決
定
の
説
示
を

引
用
し
た
上
で
、
生
徒
が
、「
一
般
的
就
学
義
務
の
た
め
に
授
業

中
に
回
避
可
能
性
も
な
く
、
国
が
任
用
し
た
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
ス

（
一
〇
九
六
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
五
九

必
然
的
に
、
空
間
を
利
用
さ
せ
る
給
付
義
務
を
帰
結
す
る
も
の
で

は
な
い
の
で
、
国
家
の
中
立
性
義
務
の
違
反
は
な
い
と
説
示
し
た
。

行
政
裁
判
所
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
原
告
は
祈
祷
部
屋
を
要
求
し

て
い
な
い
し
、
学
校
当
局
が
、
原
告
に
特
定
の
部
屋
の
利
用
を
求

め
る
こ
と
が
必
要
だ
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
学
校
当
局
は
、
学

校
生
活
に
関
与
し
て
い
る
他
者
を
宗
教
活
動
に
直
面
す
る
こ
と
か

ら
保
護
す
る
と
い
う
目
的
を
追
求
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
「
組

織
的
基
準
」
が
必
要
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
準

は
、
様
々
な
法
益
の
調
整
で
あ
っ
て
、
国
の
中
立
性
の
発
現
で
あ

る
（
36
）

。
連
邦
行
政
裁
判
所
も
、
〇
三
年
判
決
等
で
示
さ
れ
た
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
解
釈
を
踏
襲
し
、
こ
れ
に
照
ら
す
と
、
学
校
当
局
が
、

原
告
が
校
舎
の
廊
下
で
祈
祷
を
行
う
こ
と
も
許
し
て
も
、
国
家
の

中
立
性
要
請
の
違
反
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
。

連
邦
行
政
裁
判
所
に
よ
る
と
、
原
告
が
校
舎
の
廊
下
で
祈
祷
を
行

う
こ
と
も
許
容
し
て
も
、
こ
の
点
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
一
面
的
な

優
遇
も
、
ま
た
、
こ
の
信
仰
に
沿
っ
た
影
響
力
行
使
も
存
在
し
な

い
。
さ
ら
に
、
本
件
の
祈
禱
は
、
学
校
官
庁
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
信
者
の
独
自
の
決
断
に
基
づ
く
も
の
で
、
国

家
が
学
校
に
お
い
て
原
告
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
祈
禱
の
遂
行
を

受
忍
し
た
と
し
て
も
、
祈
禱
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
イ
ス
ラ

裁
判
所
及
び
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
国
家
の
宗
教
的
・
世
界
観
的

中
立
性
の
要
請
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、「
国
家
と
教
会
の
厳
格
な

分
離
と
い
う
意
味
に
お
い
て
距
離
を
お
く
態
度
」
で
は
な
く
、

「
信
仰
の
自
由
を
す
べ
て
の
宗
派
の
た
め
に
等
し
く
促
進
す
る
、

開
か
れ
た
か
つ
包
括
的
な
態
度
」
で
あ
る
と
解
す
る
連
邦
憲
法
裁

判
所
の
諸
判
例
（
と
く
に
〇
三
年
判
決
）
の
考
え
方
を
踏
襲
し
て

い
る

（
32
）

。
国
家
の
宗
教
的
・
世
界
観
的
中
立
性
の
要
請
の
解
釈
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
一
冊
の
研
究
書
が
必
要
な
ほ
ど
大
き
な
テ
ー
マ

で
あ
り
、
本
稿
は
こ
の
テ
ー
マ
を
深
く
掘
り
下
げ
て
検
討
す
る
こ

と
は
で
き
な
い

（
33
）

。

㈡　

被
告
は
、
原
告
の
要
求
を
認
め
る
こ
と
は
国
家
の
中
立
性

要
請
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
、

ま
ず
、
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性
は
、「
国
家
」
に
対
し
て
、

そ
の
活
動
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
学
校
行
事
と
し
て
学
校
祈
禱
を

行
う
際
に
抑
制
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
中
立
性
義
務
は
、

「
生
徒
」
の
宗
教
的
表
明
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
こ
と
を
命
じ
る

も
の
で
は
な
い
と
説
示
し
た

（
34
）

。
ま
た
、
行
政
裁
判
所
は
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
〇
三
年
判
決
等
を
引
用
し
つ
つ
、
国
家
と
宗
教
と
の

厳
格
な
分
離
と
い
う
意
味
に
国
家
の
世
界
観
的
・
宗
教
的
中
立
性

を
理
解
す
る
こ
と
に
反
対
し

（
35
）

、
さ
ら
に
、
祈
祷
の
受
忍
義
務
は
、

（
一
〇
九
七
）
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二
六
〇

校
の
廊
下
で
祈
禱
を
行
う
こ
と
は
、
そ
う
し
な
く
て
も
す
で
に
存

在
す
る
、
学
校
平
和
に
対
す
る
具
体
的

0

0

0

危
険
を
さ
ら
に
高
め
る
こ

と
に
な
る

（
40
）

」（
傍
点
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
。）
と
指
摘
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る

（
41
）

。
信
仰
の
自
由
の
制
約
を
正
当
化
す
る

た
め
に
は
学
校
平
和
に
対
す
る
「
具
体
的
危
険
」
が
必
要
で
あ
る

と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
五
年
決
定
の
示
し
た
解
釈
論
に
対
し

て
は
批
判
も
あ
り

（
42
）

、
こ
の
解
釈
論
に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
た
検
討

が
必
要
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
が
採

用
し
た
（
と
考
え
ら
れ
る
）
解
釈
論
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
五
年

決
定
の
示
し
た
解
釈
論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る

に
と
ど
め
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
に
固

有
の
問
題
点
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

第
一
の
問
題
点
は
、
学
校
平
和
に
対
す
る
具
体
的
危
険
の
認
定

の
仕
方
で
あ
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
上
級
行
政
裁
判
所
の
事

実
認
定
に
従
っ
て
、
当
該
学
校
で
生
じ
た
、
い
じ
め
、
侮
辱
、
脅

迫
、
女
性
蔑
視
に
よ
る
差
別
と
い
っ
た
出
来
事
を
挙
げ
て
、
原
告

が
通
学
し
て
い
る
学
校
を
支
配
し
て
い
る
状
況
の
具
体
的
危
険
を

肯
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
危
険
の
存
在
を
肯
定

で
き
る
の
は
、
通
常
の
場
合
、
空
間
的
及
び
時
間
的
に
特
定
さ
れ

た
個
別
事
件
に
お
い
て
、
事
態
又
は
行
為
が
放
任
さ
れ
た
場
合
に

ム
教
と
の
「
同
一
化
」
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

（
37
）

。
国
家
の
宗

教
的
・
世
界
観
的
中
立
性
の
要
請
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

解
釈
を
前
提
と
す
る
限
り
、
行
政
裁
判
所
及
び
連
邦
行
政
裁
判
所

が
、
学
校
当
局
が
、
生
徒
が
学
校
に
お
い
て
祈
祷
を
行
う
こ
と
を

認
め
る
こ
と
は
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
の
要
請
に
反
し
な
い
と
判

断
し
た
こ
と
は
支
持
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

四　

学
校
平
和

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
原
告
の
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
を

憲
法
上
正
当
化
す
る
根
拠
を
「
学
校
平
和
の
維
持
」（
判
決
要
旨
）

に
求
め
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
五
年
決
定
に
お
い
て
、
国

家
の
教
育
任
務
│
こ
れ
は
、
世
界
観
的
・
中
立
的
中
立
性
の
義
務

を
遵
守
し
つ
つ
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
│
は
、
信
仰
の
教

義
に
由
来
す
る
外
部
的
行
為
の
禁
止
を
、「
国
家
の
教
育
任
務
を

遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
学
校
平
和
、
又
は
国
家
の
中
立
性
に
対

す
る
十
分
に
具
体
的
な
危
険
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

に
」
は
じ
め
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
解
釈
論
を
示
し

た
（
38
）

。
連
邦
行
政
裁
判
所
も
、
祈
禱
を
禁
止
す
る
た
め
の
要
件
は
学

校
平
和
の
「
具
体
的
危
険
」
の
存
在
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る

（
39
）

。
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
、「
原
告
が
学

（
一
〇
九
八
）
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（
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田
）

二
六
一

の
要
件
を
充
足
す
る
た
め
に
は
、
目
的
を
同
等
に
達
成
す
る
が
、

基
本
権
を
よ
り
少
な
く
し
か
制
限
し
な
い
他
の
手
段
が
存
在
し
な

い
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
他
の
よ
り
緩
や

か
な
手
段
と
し
て
、
①
教
育
的
手
段
と
②
祈
禱
部
屋
の
用
意
を
挙

げ
て
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
手
段
も
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

（
46
）

。
と
く
に
、
個
別
の
事
件
に
お
い
て
実
際
に
学
校

平
和
を
乱
し
て
い
る
生
徒
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
よ
っ
て
予
測
さ

れ
る
紛
争
に
対
処
す
る
と
い
う
容
易
に
思
い
つ
く
方
策
を
必
要
性

審
査
に
含
め
て
い
な
い
こ
と
は
理
解
に
苦
し
む
。
学
説
に
お
い
て

は
、
退
学
処
分
を
含
む
懲
戒
処
分
が
成
果
を
示
さ
な
か
っ
た
場
合

に
は
じ
め
て
、
紛
争
に
関
与
し
て
い
な
い
生
徒
の
信
仰
の
自
由
の

制
約
は
必
要
性
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

と
主
張
さ
れ
て
い
る

（
47
）

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
件
に
お
い
て

原
告
が
学
校
に
お
い
て
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
校
長
が
禁
止
し
た
こ

と
は
必
要
性
の
要
件
を
充
足
し
て
お
ら
ず
、
比
例
原
則
に
適
合
し

な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
48
）

。

第
三
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
よ
る
と
、
授
業
が
支
障

な
く
進
行
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
祈
禱
を
禁
止
さ
れ
た
生

徒
は
、
学
校
平
和
を
乱
し
た
責
任
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
自
体
は
許
さ
れ
る
行
為
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

損
害
が
発
生
す
る
十
分
な
蓋
然
性
を
有
す
る
事
態
又
は
行
為
が
存

在
す
る
場
合
で
あ
り

（
43
）

、
学
校
の
状
況
の
具
体
的
危
険
を
一
般
的
に

認
定
す
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
行
政
裁

判
所
は
、
原
告
の
信
仰
表
明
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
考
察
を
加
え

る
こ
と
な
く
、
儀
式
的
祈
禱
が
危
険
状
況
を
激
化
さ
せ
る
客
観
的

性
質
を
有
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る

（
44
）

。
し
か
し
、
本
件
に
お
い

て
祈
禱
の
遂
行
に
よ
っ
て
学
校
平
和
が
具
体
的
に
危
険
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い

（
45
）

。

第
二
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
学
校
平
和
を
妨
害
し
て
い
な

い
原
告
の
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
比
例
原
則
に
反
し
な
い

こ
と
を
説
得
的
に
論
証
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑

問
が
あ
る
。
学
校
平
和
を
妨
害
し
て
い
な
い
生
徒
に
対
す
る
措
置

は
、「
一
般
的
危
険
防
御
法
」
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
ま
た
、
留

保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
信
教
の
自
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い

る
行
為
の
禁
止
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
最
終

手
段
と
し
て
の
み
考
慮
に
値
す
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
連
邦
行

政
裁
判
所
は
、
学
校
平
和
に
対
す
る
具
体
的
危
険
の
激
化
に
対
処

す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
原
告
の
信
仰
の
自
由
を
制

約
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
が
、
連
邦
行
政
裁

判
所
の
行
っ
た
必
要
性
審
査
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
必
要
性

（
一
〇
九
九
）
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六
二

た
。
つ
ぎ
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
生
徒
の
信
仰
の
自
由
の
制

約
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
生
徒

及
び
教
員
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
、
親
の
教
育
権
、
さ
ら
に
国
家

の
宗
教
的
中
立
性
の
要
請
は
祈
禱
を
行
う
生
徒
の
信
仰
の
自
由
に

対
す
る
制
約
を
憲
法
上
正
当
化
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
説
示

し
た
。
し
か
し
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
公
立
学
校
の
生
徒
が
学

校
に
お
い
て
授
業
時
間
外
に
祈
禱
を
行
う
こ
と
が
学
校
平
和
を
損

な
う
具
体
的
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
に
限
り
、
学
校
が
こ
れ
を

禁
止
す
る
こ
と
は
例
外
的
に
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
違
反

し
な
い
と
の
解
釈
論
を
示
し
た
上
で
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の

よ
う
な
危
険
の
存
在
を
肯
定
し
た
。

㈡　

連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
学
校
平

和
に
対
す
る
具
体
的
危
険
の
存
在
を
根
拠
と
し
て
、
原
告
の
信
仰

の
自
由
（
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
）
の
制
約
が
憲
法
上
正
当

化
さ
れ
る
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
公
立

学
校
に
お
い
て
生
徒
が
授
業
時
間
外
に
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
一
般

的
に
禁
止
す
る
こ
と
が
生
徒
の
信
仰
の
自
由
（
基
本
法
四
条
一
項

及
び
二
項
）
を
侵
害
し
な
い
と
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
公
立
学
校
に
お
い
て
生
徒
が
授
業
時
間
外

に
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
学
校
平
和
の
維
持
の

こ
と
に
な
る
が
、
自
ら
学
校
平
和
を
乱
し
て
い
な
い
生
徒
が
不
利

益
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
学
校
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に

す
べ
て
の
生
徒
に
対
し
て
秩
序
正
し
い
授
業
進
行
を
確
保
す
る
こ

と
が
優
越
的
な
目
的
で
あ
り
、
す
べ
て
の
生
徒
は
こ
の
よ
う
な
学

校
の
本
来
的
目
的
に
抱
束
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る

（
49
）

が
、
あ
る
学
説

は
、
そ
の
理
由
を
「
緊
急
事
態
法
」
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

ハ
イ
ニ
ッ
ヒ
（H

ans M
ichael H

einig

）
は
、
連
邦
行
政
裁
判

所
は
「
当
該
学
校
の
例
外
状
況
」
を
宣
言
し
た
と
捉
え
る
。
ハ
イ

ニ
ッ
ヒ
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
授
業
が
支
障
な
く
進
行
す
る
こ

と
を
確
保
で
き
る
た
め
に
は
、
個
人
は
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
た
信
仰
の
自
由
の
削
減
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言

い
換
え
る
と
、
最
終
手
段
と
し
て
の
み
、
信
仰
の
自
由
は
、
こ
の

よ
う
な
衝
突
の
場
合
に
後
退
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法

学
的
に
は
、
こ
れ
は
、
理
解
で
き
る
結
論
で
あ
る
、
と

（
50
）

。

五　

小
括

㈠　

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
公
立
学
校
の
生
徒
が
学
校

に
お
い
て
授
業
時
間
外
に
祈
禱
を
行
う
こ
と
は
信
仰
の
自
由
（
基

本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
）
の
保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
判
断
し

（
一
一
〇
〇
）
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田
）

二
六
三

こ
と
は
原
則
と
し
て
生
徒
の
信
仰
の
自
由
（
基
本
法
四
条
一
項
及

び
二
項
）
を
侵
害
す
る
も
の
で
違
憲
で
あ
る
、
と
の
判
断
を
示
し

た
点
に
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
と
言
え
よ
う

（
52
）

。

㈢　

本
稿
が
紹
介
し
て
い
る
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
は
、
先
行

す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
諸
判
例
を
下
敷
き
と
し
て
書
か
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
に
含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問

題
点
に
つ
い
て
深
く
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
、
連
邦
憲
法
裁

判
所
の
諸
判
例
に
つ
い
て
も
立
ち
入
っ
た
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

諸
判
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
連
邦
憲
法

裁
判
所
の
諸
判
例
の
検
討
は
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
。

Ⅳ　

結
び
に
か
え
て

最
後
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
の
中
で
日
本
国
憲
法
の
解
釈

に
と
っ
て
も
参
考
と
な
る
部
分
を
簡
単
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
祈
禱
を
行
う
生
徒
以
外
の
他
の
生
徒
の
消
極
的
信
仰
の

自
由
は
、
原
則
と
し
て
、
祈
禱
を
行
う
生
徒
の
（
積
極
的
）
信
仰

の
自
由
の
制
約
を
憲
法
上
正
当
化
す
る
根
拠
と
な
ら
な
い
と
の
解

た
め
に
必
要
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
例
外
的
に
生
徒
の
信
仰
の
自

由
（
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
）
を
侵
害
し
な
い
（
つ
ま
り
、

公
立
学
校
に
お
い
て
生
徒
が
授
業
時
間
外
に
祈
禱
を
行
う
こ
と
を

一
般
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
生
徒
の
信
仰
の
自
由
（
基
本
法
四
条

一
項
及
び
二
項
）
を
侵
害
す
る
）
と
の
見
解
を
示
し
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
の
上
記
の
見
解
は
、
基
本
法
四

条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
生
徒
の
信
仰
の
自
由
は
、「
原
則
と

し
て
」、
就
学
の
た
め
に
学
校
に
い
る
間
に
授
業
時
間
外
に
お
い

て
祈
禱
を
行
う
権
利
を
生
徒
に
与
え
る
が
、
こ
の
権
利
は
「
学
校

平
和
の
維
持
」
に
そ
の
限
界
が
あ
る
、
と
す
る
判
決
要
旨
に
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
本
件
に
お
い
て
具
体

的
危
険
を
認
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う

に
、
学
説
か
ら
の
批
判
も
あ
る
が
、
学
校
平
和
に
対
す
る
具
体
的

危
険
が
認
定
で
き
る
の
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
見
解
に
従
っ
た

と
し
て
も
、
当
該
学
校
が
極
め
て
特
殊
な
状
況
│
極
め
て
多
様
な

宗
教
及
び
宗
派
を
信
仰
す
る
生
徒
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
生
徒
の

間
で
激
し
い
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
状
況

（
51
）

│
に
置
か
れ
て

い
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
判
決
の
意
義
は
、
公
立
学
校
の
生
徒

が
校
内
に
お
い
て
授
業
時
間
外
に
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る

（
一
一
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
六
四

フ
着
用
を
理
由
と
す
る
採
用
拒
否
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
・

注（
1
）一
二
三
頁
以
下
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
渡
辺
康
行
「
文
化
的

多
様
性
の
時
代
に
お
け
る
『
公
教
育
の
中
立
性
』
の
意
味
│
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
の
ス
カ
ー
フ
事
件
を
中
心
と
し
て
│
」
樋
口
陽
一
・

森
英
樹
・
高
見
勝
利
・
辻
村
み
よ
子
編
『
国
家
と
自
由
│
憲
法
学

の
可
能
性
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
）
七
九
頁
以
下
、
同

「
立
法
の
復
権
か
立
法
へ
の
逃
避
か
」
公
共
政
策
研
究
四
号

（
二
〇
〇
四
年
）
一
五
頁
以
下
、
塩
津
徹
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家

と
宗
教
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
一
三
七
頁
以
下
（
初
出
、
同

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
│
イ
ス
ラ
ム
教
の
事
例
│
」
宗
教

法
二
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
同
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
と
宗
教

の
変
動
」
宗
教
法
二
八
号
（
二
〇
〇
九
年
））、
小
林
宏
晨
「
頭
用

ス
カ
ー
フ
着
用
の
女
教
師
と
信
仰
の
自
由
│
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

判
例
（
二
〇
〇
三
年
）
の
研
究
│
」
法
学
紀
要
（
日
本
大
学
法
学

部
法
学
研
究
所
）
四
六
巻
（
二
〇
〇
五
年
）
五
一
頁
以
下
も
参
照
。

（
3
） B

V
erfG

E
 138, 298.

（
4
） 

注（
1
）及
び（
2
）に
掲
げ
た
文
献
に
加
え
て
、
斎
藤
一
久

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
文
化
教
育
の
一
断
面
│
イ
ス
ラ
ム
教
を
め
ぐ

る
問
題
を
中
心
と
し
て
│
」
早
稲
田
法
学
会
雑
誌
五
二
巻

（
二
〇
〇
二
年
）
一
四
七
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
文
化

社
会
と
憲
法
」
全
国
憲
法
研
究
会
編
『
憲
法
問
題
二
三
』（
三
省
堂
、

二
〇
一
二
年
）
三
六
頁
以
下
、
飯
島
祐
介
「
ス
カ
ー
フ
論
争
と
ド

イ
ツ
の
規
範
的
自
己
理
解
の
現
在
」
社
会
学
評
論
五
九
巻
三
号

（
二
〇
〇
八
年
）
五
五
一
頁
以
下
、
内
藤
正
典
「
ド
イ
ツ
の
政
教
分

釈
論
で
あ
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
に
よ
る
と
、
消
極
的
信
仰
の
自

由
は
、
国
家
に
対
す
る
防
御
権
で
あ
り
、
例
え
ば
、
国
が
教
室
に

宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
を
設
置
す
る
と
い
っ
た
国
の
行
為
を
排
除
す
る

た
め
の
権
利
で
あ
る
。
国
は
、
あ
る
人
が
他
者
の
信
仰
の
自
由
の

行
使
に
回
避
可
能
性
な
く
直
面
さ
せ
ら
れ
る
状
況
を
自
ら
創
出
し

て
い
な
い
限
り
、
あ
る
人
の
（
積
極
的
）
信
仰
の
自
由
の
行
使
に

よ
っ
て
他
者
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
が
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
た

と
し
て
も
、
他
者
の
消
極
的
信
仰
の
自
由
は
、
国
に
対
し
て
、
あ

る
人
の
（
積
極
的
）
信
仰
の
自
由
を
制
約
す
る
根
拠
を
与
え
る
も

の
で
は
な
い
。
日
本
国
憲
法
二
〇
条
の
解
釈
論
と
し
て
も
、
原
則

と
し
て
、
あ
る
人
の
消
極
的
信
教
の
自
由
は
他
者
の
（
積
極
的
）

信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
根
拠
と
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か

（
53
）

。

（
1
） B

V
erfG

E
 105, 279. 

こ
の
決
定
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、

西
原
博
史
「
政
府
の
情
報
提
供
活
動
に
お
け
る＜

警
告＞

と
信
教

の
自
由
の
保
障
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
栗
城
壽
夫
・
戸

波
江
二
・
島
崎
健
太
郎
編
集
代
表
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』

（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
2
） B

V
erfG

E
 108, 282. 

こ
の
判
決
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、

渡
辺
康
行
「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
教
師
の
志
願
者
に
対
す
る
ス
カ
ー

（
一
一
〇
二
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
六
五

験
対
策
用
事
例
問
題
も
作
成
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、T

obias 
B

ü
sch

er/
S

tefan
 G

lasm
ach

er, S
chule und R

eligion, JuS
 

2015, S
. 513 

（516

）; D
an

iela S
ch

roed
er, G

rundrechte, 4. 
A
ufl . 2016, S

. 105 ff .

が
そ
れ
で
あ
る
。

（
7
） 

本
稿
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
に
含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問

題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
も
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
部
分
は
問
題
点
の
指
摘
に
と

ど
ま
る
か
、
又
は
判
例
解
説
の
性
格
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の

で
あ
り
、
本
格
的
な
考
察
に
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
て
、
学
術
論

文
の
水
準
に
は
達
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
、
本
稿
が
紹

介
し
よ
う
と
し
て
い
る
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
は
極
め
て
重
要

な
も
の
で
、
こ
の
判
決
に
含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問
題
点
の
本
格
的

な
考
察
は
後
回
し
に
し
て
、
と
り
あ
え
ず
、
ま
ず
は
こ
の
判
決
を

今
後
の
考
察
の
た
め
の
資
料
と
し
て
で
き
る
限
り
客
観
的
か
つ
内

在
的
に
紹
介
し
、
問
題
点
の
指
摘
と
若
干
の
解
説
を
し
て
お
く
こ

と
に
も
十
分
な
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、

本
格
的
な
考
察
を
含
む
「
論
説
」
の
作
成
は
将
来
の
課
題
と
し
、

判
例
の
紹
介
に
重
点
を
置
い
た
「
研
究
ノ
ー
ト
」
を
作
成
す
る
こ

と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
8
） V

G
 B

erlin, B
eschluss vom

 10. M
ärz 2008 ‒ 3 A

 
983.07 ‒, juris. 

以
下
、
こ
の
決
定
の
引
用
は
、
本
文
中
に
欄
外

番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
9
） N

V
w
Z
-R

R
 2010, S

. 189 ff.; V
G
 B

erlin, U
rteil vom

 
29. S

eptem
ber 2009 ‒ 3 A

 984.07 ‒, juris. 

以
下
、
こ
の
判
決

離　

ル
デ
ィ
ン
裁
判
は
何
を
も
た
ら
し
た
か
」
内
藤
正
典
・
阪
口

正
二
郎
編
『
神
の
法
ｖ
ｓ
．
人
の
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七

年
）
一
三
〇
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
で
の
ス
カ
ー
フ
問
題
の
位
相
」

内
藤
他
・
前
掲
注（
4
）一
八
一
頁
、
手
塚
和
男
「
ド
イ
ツ
に
お
け

る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ス
カ
ー
フ
禁
止
」
初
宿
正
典
・
米
沢
広
一
・
松

井
茂
記
・
市
川
正
人
・
土
井
真
一
編
『
国
民
主
権
と
法
の
支
配　

佐
藤
幸
治
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
〔
上
巻
〕』（
成
文
堂
、

二
〇
〇
八
年
）
二
四
九
頁
以
下
、
同
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ス
カ
ー
フ

禁
止
問
題
：
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
裁
判
所
判
決
二
〇
〇
七
年
一
二
月

一
〇
日
」
三
重
大
学
教
育
学
部
紀
要
六
〇
巻
社
会
科
学

（
二
〇
〇
九
年
）
一
一
七
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
本
稿
に

関
連
す
る
最
近
の
業
績
と
し
て
、
山
岸
喜
久
治
「
基
本
権
と
し
て

の
信
教
の
自
由
と
法
律
問
題
│
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
『
三
段
階
審
査
』

法
の
発
想
か
ら
│
」
人
文
社
会
科
学
論
叢
（
宮
城
学
院
女
子
大
学
）

二
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
5
） B

V
erw

G
E
 141, 223.

（
6
） 

C
h

ristia
n

 von
 C

oellen, in: C
hristoph G

röpl/K
ay 

W
indthorst/C

hristian von C
oellen, G

rundgesetz 
S
tudienkom

m
entar, 2. A

ufl . 2005, A
rt. 4 R

n. 5

は
、
試
験
対

策
の
観
点
か
ら
重
要
な
最
新
判
例
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
一
月

二
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定
（B

V
erfG

E
 138, 

298

）
と
並
ん
で
、
本
稿
が
紹
介
し
よ
う
と
し
て
い
る
二
〇
一
一
年

一
一
月
三
〇
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、

実
際
、
本
稿
が
紹
介
し
よ
う
と
し
て
い
る
訴
訟
を
素
材
と
し
た
試

（
一
一
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
六
六

（
22
） 
S

tefan
 M

u
ckel, V

erbot des rituellen G
ebets in der 

S
chule, JA

 2012, S
. 235 

（235 f.

）
も
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
い

る
。
ま
た
、M

arku
s W

in
kler, D

er verfassungsunm
ittelbare 

A
uskunftsanspruch der M

edien im
 K

ontext, V
erw

A
rch. 

2016, S
. 536 

は
、
本
稿
が
検
討
し
て
い
る
事
案
を
「
自
由
権
行

使
の
事
実
上
の
基
礎
へ
の
ア
ク
セ
ス
」（
自
由
の
基
体
）
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
事
案
類
型
と
捉
え
た
（S

. 537

）
上
で
、
次
の
よ
う

に
説
い
て
い
る
。
学
校
へ
の
「
拘
束
性
」
は
、
生
徒
に
は
就
学
義

務
が
あ
る
た
め
、
生
徒
は
登
校
し
て
学
校
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
点
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
国
は
、
信
教
の
自
由
（
及

び
他
の
基
本
権
）
の
基
体
、
つ
ま
り
、
基
本
権
主
体
に
よ
る
自
分

の
時
間
の
自
由
な
使
用
を
削
減
し
て
い
る
。
祈
禱
を
行
う
時
間
が

確
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
自
由
に
使
え
る
時
間
が
「
自
由
権

の
基
体
」
で
あ
る
こ
と
は
極
め
て
具
体
的
で
あ
り
、
国
に
よ
る
時

間
の
剝
奪
が
実
効
的
な
基
本
権
行
使
│
定
期
的
な
義
務
的
祈
禱
│

を
危
う
く
す
る
場
合
、
国
家
は
、
そ
の
空
転
を
阻
止
す
る
た
め
に
、

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
│
基
本
権
主
体
に
祈
禱
の
た
め

の
部
屋
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
│
と
い
う
独
自
の
見
解
を

主
張
し
て
い
る
（S

. 554

）。

（
23
） 

W
ern

er N
eu

m
an

n, jurisP
R
-B

V
erw

G
 3/2012 A

nm
. 6, 

S
. 6

は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
が
祈
禱
の
「
時
間
」
の
自
由
な

選
択
も
信
仰
の
自
由
の
保
護
範
囲
に
含
め
て
い
る
点
に
注
目
し
て

い
る
。
本
件
に
お
い
て
原
告
は
授
業
時
間
外
に
祈
禱
を
行
う
こ
と

を
求
め
て
い
る
が
、
か
り
に
生
徒
が
、
祈
禱
を
行
う
べ
き
時
間
は

の
引
用
は
、
本
文
中
に
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
10
） N

V
w
Z
 2010, S

. 1310 ff. ; O
berverw

altungsgericht 
B
erlin-B

randenburg, U
rteil vom

 27. M
ai 2010 ‒O

V
G
 3 B

 
29.09 ‒, juris. 

以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文
中
に
欄
外
番

号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
11
） B

V
erw

G
E
 141, 223. 

以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文

中
に
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
12
） B

V
erfG

E
 108, 282 

﹇297

﹈.

（
13
） B

V
erfG

E
 108, 282 

﹇298 f.

﹈.

（
14
） V

G
 B

erlin, U
rteil vom

 29. S
eptem

ber 2009 ‒ 3 A
 

984.07 ‒, juris, R
n. 26.

（
15
） O

berverw
altungsgericht B

erlin-B
randenburg, U

rteil 
vom

 27. M
ai 2010 ‒O

V
G
 3 B

 29.09 ‒, juris, R
n 28.

（
16
） O

berverw
altungsgericht B

erlin-B
randenburg, U

rteil 
vom

 27. M
ai 2010 ‒O

V
G
 3 B

 29.09 ‒, juris, R
n 29.

（
17
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇227/R
n. 19

﹈.

（
18
） 

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
棟
久
敬
「
信
教
の
自
由
の
保
護
範

囲
と
国
家
の
宗
教
的
・
世
界
観
的
中
立
性
（
一
）（
二
）」
一
橋
法

学
一
四
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
六
五
頁
以
下
、
一
四
巻
二
号

（
二
〇
一
五
年
）
六
七
七
頁
以
下
に
よ
っ
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い

る
。

（
19
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇228/R
n. 22

﹈.

（
20
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇228/R
n. 23

﹈.

（
21
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇228/R
n. 24

﹈.

（
一
一
〇
四
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
六
七

「
ド
イ
ツ
公
法
判
例
研
究
：
い
わ
ゆ
る
十
字
架
判
決
の
研
究
（
バ
イ

エ
ル
ン
州
学
校
規
則
の
十
字
架
設
置
条
項
を
違
憲
と
し
た
事
例
）」

久
留
米
大
学
法
学
二
七
号
（
一
九
九
六
年
）
一
二
三
頁
以
下
、
竹

内
俊
子
「
い
わ
ゆ
る
『
十
字
架
判
決
（K

ruzifi x-U
rteil

）』
を
め

ぐ
っ
て
」
ド
イ
ツ
・
日
本
問
題
研
究
班
編
『
ド
イ
ツ
・
日
本
問
題

研
究
Ⅳ
』（
関
西
大
学
経
済
政
治
研
究
所
研
究
双
書
第
九
六
冊
、

一
九
九
六
年
）
九
五
頁
以
下
、
手
塚
和
男
「
キ
リ
ス
ト
十
字
架
像

を
教
室
に
取
り
付
け
る
と
い
う
学
校
規
則
を
め
ぐ
る
判
決
（
一
）

（
二
）：
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
部
決
定
一
九
九
五
年
五
月
一
六
日1 

B
vR

 1087/91

」
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
四
七
巻
人
文
・

社
会
科
学
（
一
九
九
六
年
）
一
二
七
頁
以
下
、
四
八
巻

（
一
九
九
七
年
）
一
二
一
頁
以
下
、
石
村
修
「
多
文
化
主
義
と
宗
教

的
少
数
者
│
ス
イ
ス
と
ド
イ
ツ
の
判
例
を
中
心
に
し
て
│
」
比
較

憲
法
史
研
究
会
編
（
杉
原
泰
雄
・
清
水
睦
編
集
代
表
）『
憲
法
の
歴

史
と
比
較
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
一
九
〇
頁
以
下
（
初

出
、
同
「
公
立
学
校
に
お
け
る
宗
教
的
少
数
者
│
ス
イ
ス
と
ド
イ

ツ
の
判
例
を
中
心
に
し
て
│
」
法
律
時
報
六
九
巻
七
号

（
一
九
九
七
年
））、
畑
尻
剛
「
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲

法
裁
判
所
（
上
）（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
六
号
（
一
九
九
七

年
）
七
四
頁
以
下
、
一
一
〇
七
号
（
一
九
九
七
年
）
七
九
頁
以
下
、

横
田
守
弘
「
国
家
の
教
育
任
務
と
『
個
人
』
│
十
字
架
判
決
に
対

す
る
一
つ
の
批
判
を
素
材
に
し
て
│
」
米
沢
広
一
・
松
井
茂
記
・

土
井
真
一
刊
行
代
表
『
佐
藤
幸
治
先
生
還
暦
記
念　

現
代
立
憲
主

義
と
司
法
権
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
四
七
七
頁
以
下
、
柿

ま
さ
に
授
業
中
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
授
業
（
の
一
部
）
を
受
け

た
く
な
い
（
例
え
ば
、
授
業
の
途
中
で
教
室
を
離
れ
た
い
と
希
望

し
た
）
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
か
。
ノ
イ
マ
ン

（W
erner N

eum
ann

）
は
、
祈
禱
時
間
の
選
択
も
信
仰
の
自
由
の

保
護
範
囲
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
基
本
法
七
条

一
項
に
基
づ
く
国
家
の
教
育
任
務
（
そ
の
遂
行
の
た
め
に
は
、
支

障
の
な
い
授
業
進
行
が
必
要
で
あ
る
。）
か
ら
生
じ
る
制
約
の
問
題

が
提
起
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
24
） B

V
erfG

E
 52, 223. 

こ
の
判
決
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
清

水
望
「
信
仰
告
白
の
自
由
と
国
家
の
宗
教
的
中
立
性
│
学
校
祈
禱

事
件
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・

根
森
健
編
集
代
表
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、

二
〇
〇
三
年
）
一
三
二
頁
以
下
が
あ
る
。
学
校
祈
禱
に
関
す
る
ド

イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
は
、
西
原
博
史
『
良
心
の
自
由
増

補
版
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
二
二
一
頁
以
下
（
初
出
、
同

「
公
立
学
校
と
良
心
の
自
由
（
二
）（
三
）」
早
稲
田
社
会
科
学
研
究

四
一
号
（
一
九
九
〇
年
）、
四
二
号
（
一
九
九
一
年
））
に
お
い
て

詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
25
） B

V
erfG

E
 93, 1. 

以
下
、
こ
の
決
定
の
引
用
は
、
本
文
中
に

該
当
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
こ
の
決
定
の
紹
介
・
解

説
と
し
て
、
石
村
修
「
公
立
学
校
に
お
け
る
磔
形
像
（
十
字
架
）」

ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
石
村
修

編
集
代
表
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、

二
〇
〇
六
年
）
一
一
五
頁
以
下
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
小
原
清
信

（
一
一
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
六
八

2011, S
. 24 

（25

）
は
、
消
極
的
信
教
の
自
由
は
、
国
家
が
基
本

権
主
体
に
不
可
避
的
に
共
に
し
な
い
宗
教
の
表
明
に
直
面
さ
せ
る

場
合
で
は
な
い
限
り
、
共
に
し
な
い
宗
教
の
表
明
に
全
面
的
に
触

れ
さ
せ
ら
れ
な
い
権
利
を
発
生
さ
せ
な
い
と
こ
ろ
、
公
立
学
校
に

お
い
て
回
避
可
能
性
は
限
定
的
で
あ
る
が
、
残
さ
れ
て
お
り
、
本

件
は
、
国
家
が
基
本
権
主
体
に
不
可
避
的
に
共
に
し
な
い
宗
教
の

表
明
に
直
面
さ
せ
て
い
る
事
案
で
は
な
い
と
上
級
裁
判
所
判
決
を

批
判
し
て
い
る
。

（
30
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇230 f./R
n. 30

﹈.

（
31
） B

V
erfG

E
 138, 298 

﹇336 f./R
n. 104

﹈.

（
32
） 

上
級
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
裁
判
所
が
引
用
し
た
も
の
と
同

じ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
諸
判
例
を
引
用
し
つ
つ
も
、
国
の
世
界
観

的
・
宗
教
的
中
立
性
義
務
は
、
特
定
の
宗
派
の
特
権
化
と
信
仰
を

異
に
す
る
人
の
排
除
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
の
義

務
が
厳
格
に
遵
守
さ
れ
た
場
合
、
信
仰
及
び
良
心
の
過
度
の
葛
藤

が
生
じ
な
い
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る

（O
berverw

altungsgericht B
erlin-B

randenburg, U
rteil vom

 
27. M

ai 2010 ‒O
V
G
 3 B

 29.09 ‒, juris, R
n. 31

）。
国
家
の
宗

教
的
中
立
性
に
関
す
る
上
級
行
政
裁
判
所
の
考
え
方
を
読
み
取
る

の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
、Jan

 P
h

lipp S
ch

aefer, D
ie 

religiöse N
eutralität des S

taates im
 öffentlichen R

aum
, 

V
erw

A
rch. 2012, 136 

（159 ff .

）
は
、
上
級
行
政
裁
判
所
は
、

行
政
裁
判
所
の
考
え
方
と
は
異
な
り
、「
分
離
に
よ
る
解
決
」
の
考

え
方
を
採
っ
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。

本
智
正
「
十
字
架
判
決
が
問
題
提
起
し
た
も
の
│
国
家
の
宗
教
的

中
立
性
と
信
教
の
自
由
│
」
憲
法
論
叢
（
関
西
法
政
治
学
研
究
会
）

六
号
（
一
九
九
九
年
）
二
七
頁
以
下
、
塩
津
・
前
掲
注（
2
）五
九

頁
以
下
（
初
出
、
同
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
『
十
字
架
判

決
』
を
め
ぐ
っ
て　

宗
教
的
少
数
者
の
自
由
の
視
点
か
ら
」『
宗
教

法
』
一
八
号
（
一
九
九
九
年
））、
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
（
赤

坂
正
浩
訳
）「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
い
わ
ゆ
る
十
字
架
像
決
定
│
批

判
と
帰
結
│
」
法
学
紀
要
（
日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所
）

三
九
巻
（
一
九
九
八
年
）
三
六
七
頁
以
下
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
イ
ー
ゼ

ン
ゼ
ー
（
石
村
修
訳
）「
基
本
権
解
釈
に
よ
る
聖
像
破
壊
│
連
邦
憲

法
裁
判
所
・
磔
刑
像
決
定
│
」
同
（
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編

訳
（
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
嶋
崎
健
太
郎
編
集
代
表
））『
保
護

義
務
と
し
て
の
基
本
権
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
八
七
頁
以

下
も
参
照
。

（
26
） B

V
erfG

E
 108, 282 

（301

）.

（
27
） V

G
 B

erlin, U
rteil vom

 29. S
eptem

ber 2009 ‒ 3 A
 

984.07 ‒, juris, R
n. 37.

（
28
）  V

G
 B

erlin, U
rteil vom

 29. S
eptem

ber 2009 ‒ 3 A
 

984.07 ‒, juris, R
n. 38.

（
29
） O

berverw
altungsgericht B

erlin-B
randenburg, U

rteil 
vom

 27. M
ai 2010 ‒O

V
G
 3 B

 29.09 ‒, juris, R
n 31. 

上
級
行

政
裁
判
所
判
決
の
評
釈
で
あ
るR

alph
 Z

im
m

erm
an

n, K
ein 

A
nspruch eines S

chülers auf V
errichtung eines 

islam
ischen G

ebets w
ährend der U

nterrichtspausen, N
J 

（
一
一
〇
六
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
六
九

年
）
一
八
三
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
い
わ
ゆ
る
ブ
レ
ー
メ
ン
条
項

の
適
用
範
囲
│
統
一
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
新
展
開
」
法

学
論
叢
一
四
四
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
九
年
））
を
参
照
。

（
36
） V

G
 B

erlin, U
rteil vom

 29. S
eptem

ber 2009 ‒ 3 A
 

984.07 ‒, juris, R
n. 35.

（
37
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇233 f./R
n. 37

﹈.

（
38
） B

V
erfG

E
 138, 296 

﹇338/R
n. 108

﹈.

（
39
） 

T
r

is
ta

n
 B

a
r

c
z

a
k
, D

ie E
n
tw

ick
lu

n
g
 d

es 
S
chulverw

altungs- und S
chulverfassungsrechts seit dem

 
Jahr 2010, N

V
w
Z
 2014, S

. 1556 

（1560

）.

（
40
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇236/R
n. 43

﹈.

（
41
） 

行
政
裁
判
所
は
、「
祈
禱
に
よ
る
基
本
法
七
条
一
項
に
基
づ
く

教
育
任
務
の
具
体
的

0

0

0

支
障
」（V

G
 B

erlin, U
rteil vom

 29. 
S
eptem

ber 2009 ‒ 3 A
 984.07 ‒, juris, R

n. 40

）、
さ
ら
に
、

原
告
の
行
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
具
体
的
な

0

0

0

0

組
織
的
困

難
」（V

G
 B

erlin, U
rteil vom

 29. S
eptem

ber 2009 ‒ 3 A
 

984.07 ‒, juris, R
n. 44

）
を
語
っ
て
お
り
（
傍
点
は
、
本
稿
筆
者

に
よ
る
。）、
信
仰
の
自
由
の
制
約
を
憲
法
上
正
当
化
す
る
た
め
に

は
、
学
校
平
和
に
対
す
る
具
体
的
危
険
を
必
要
と
す
る
と
解
し
て

い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
42
） B

V
erfG

E
 138, 296, S

ondervotum
 R

n. 16. B
en

jam
in

 
R

u
steberg, K

opftuchverbote als M
ittel zur A

bw
ehr nicht 

existenter G
efahren, JZ

 2015, S
, 637 

（640 f.

）
も
参
照
。

（
43
） 
行
政
裁
判
所
は
、
被
告
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
諸
々
の
宗
教

（
33
） 

ド
イ
ツ
の
代
表
的
な
研
究
書
と
し
て
、S

tefan
 H

u
ster, D

ie 
ethische N

eutralität des S
taates, 2002

が
あ
る
。

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
清
水
望
『
国
家

と
宗
教
│
ド
イ
ツ
国
家
教
会
法
の
再
構
成
と
そ
の
展
開
│
』（
早
稲

田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
）
と
い
う
重
厚
な
研
究
書
（
と
く

に
第
三
編
と
第
四
編
）
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
。
最
近
の
研
究

論
文
と
し
て
、
棟
久
敬
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
教
育
の
中
立
性
：

国
家
の
教
育
委
託
と
公
教
育
の
中
立
性
」
一
橋
法
学
一
〇
巻
一
号

（
二
〇
一
一
年
）
三
六
一
頁
以
下
、
同
「
基
本
権
援
助
と
国
家
の
宗

教
的
中
立
性
」
一
橋
法
学
一
三
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
〇
七

頁
以
下
、
山
本
和
弘
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
の
宗
教
的
中
立
性

の
構
造
│
憲
法
上
の
規
範
的
根
拠
と
解
釈
学
上
の
効
力
│
」
早
稲

田
法
学
会
誌
六
八
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
九
七
頁
以
下
が
あ

る
。

（
34
） V

G
 B

erlin, U
rteil vom

 29. S
eptem

ber 2009 ‒ 3 A
 

984.07 ‒, juris, R
n. 30.

（
35
） V

G
 B

erlin, U
rteil vom

 29. S
eptem

ber 2009 ‒ 3 A
 

984.07 ‒, juris, R
n. 33. 

な
お
、
行
政
裁
判
所
判
決
は
、
国
家
の

宗
教
的
中
立
性
の
解
釈
に
関
連
し
て
、
基
本
法
一
四
一
条
の
解
釈

を
示
し
た
点
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
（C

ath
rin

 C
orrell, 

D
ãr al-Islãm

－
die S

chule als »H
aus als des Islam

«?－
zu 

V
G
 B

erlin, U
rt. v. 29. 9. 2009, V

G
 3 A

 984/07 ‒, D
V
B
l. 

2010, S
. 133 

（135 f.

））。
基
本
法
一
四
一
条
に
つ
い
て
は
、
初

宿
正
典
『
日
独
比
較
憲
法
学
研
究
の
論
点
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五

（
一
一
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
七
〇

（
47
） 
R

u
bin 

（F
n. 45

）, S
. 721 f.

（
48
） 

し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
学
校
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
原

告
が
学
校
に
お
い
て
祈
禱
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
は
比
例

原
則
に
反
し
な
い
と
主
張
す
る
学
説
も
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
レ
ン

ツ
（W

alter F
renz

）
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
本
件
に

お
い
て
は
調
整
が
困
難
な
様
々
な
憲
法
上
の
法
益
が
衝
突
し
て
お

り
、
国
家
機
関
は
、
評
価
・
形
成
に
関
す
る
広
い
裁
量
権
を
有
す

る
。
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
不
適
合
で
あ
る
と
は
言
え

な
い
予
防
措
置
、
又
は
ま
っ
た
く
不
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い

予
防
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
原
告
の
祈
禱

が
他
の
生
徒
に
影
響
を
与
え
、
さ
ら
に
は
挑
発
す
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
学
校
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
正
午
の
祈
禱
を
行
う
こ
と
を

原
告
に
許
さ
な
い
こ
と
も
是
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に

は
、
学
校
平
和
に
対
す
る
具
体
的
危
険
も
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

比
例
原
則
も
遵
守
さ
れ
て
い
る
。
学
校
平
和
の
危
険
を
回
避
す
る

よ
り
緩
や
か
な
手
段
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
必
要
性
の

要
件
も
充
た
し
て
い
る
（W

alter F
renz, G

laubensfreiheit 
und S

chulpfl icht, JU
R
A
 2013, S

. 999 

（999 f.

））。

（
49
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇240/R
n. 55

﹈.

（
50
） 

H
a

n
s M

ich
a

el H
ein

ig, R
eligionsfreihet auf dem

 
P
rüfstand: W

ie viel R
eligion vertägt die S

chule ?, in: 
ders., D

ie V
erfassung der R

eligion, 2014, S
. 323 

（336

）
こ

れ
に
関
連
し
て
、C

h
ristoph

 E
n

d
ers, A

nm
erkung zum

 
U
rteil des B

undesverw
altungsgerichts v. 30. 11. 2011, JZ

 

的
紛
争
は
本
件
で
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
法
律
問
題
と
は
関

係
し
て
い
な
い
と
説
示
す
る
と
と
も
に
、
原
告
が
こ
の
種
に
紛
争

に
関
与
し
て
い
る
こ
と
、
又
は
、
原
告
の
行
動
が
紛
争
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
説
示
し
て
い
る
（V

G
 

B
erlin, U

rteil vom
 29. S

eptem
ber 2009 ‒ 3 A

 984.07 ‒, 
juris, R

n. 43
）
が
、
こ
の
説
示
か
ら
す
る
と
、
行
政
裁
判
所
は
本

文
で
述
べ
た
考
え
方
を
前
提
と
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、

行
政
裁
判
所
判
決
の
評
釈
で
あ
るR

alph
 Z

im
m

erm
an

n, 
R
echt eines S

chülers auf V
errichtung eines islam

ischen 
G
ebets w

ährend der U
nterrichtspausen, N

J 2010, S
. 244 

（245 f.

）
は
、
同
判
決
に
賛
成
し
つ
つ
、
国
の
介
入
の
基
点
と
な

り
得
る
の
は
、
秩
序
の
あ
る
授
業
の
実
施
を
不
可
能
に
し
、
又
は
、

学
校
生
活
に
関
与
し
て
い
る
他
の
人
々
の
法
的
地
位
に
影
響
を
及

ぼ
す
よ
う
な
、
学
校
平
和
を
妨
害
す
る
、
単
な
る
宗
教
活
動
を
越

え
た
「
個
々
の
生
徒
の
行
動
」
だ
け
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
の
指
摘
も
本
文
で
述
べ
た
考
え
方
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

（
44
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇236/R
n. 43

﹈.

（
45
） 

H
an

n
ah

 R
u

bin
, D

as islam
ische G

ebet in der S
chule, 

JU
R
A
 2012, S

. 718 

（721

）.

（
46
） 

D
irk E

h
lers, JK

 7/12 G
G
 A

rt 4 Ⅰ
, Ⅱ

/41

は
、
正
午

の
祈
禱
を
行
う
た
め
に
教
室
な
ど
の
学
校
の
部
屋
を
通
常
の
休
憩

時
間
中
に
原
告
に
使
わ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
理
由
は
明
ら

か
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

（
一
一
〇
八
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
七
一

て
い
る
「
条
例
の
検
討
に
関
わ
っ
て
い
る
市
の
担
当
者
」
の
説
明

に
よ
る
と
、「
い
わ
ゆ
る
『
成
人
向
け
』『
ア
ダ
ル
ト
も
の
』
と
呼

ば
れ
る
雑
誌
だ
け
で
な
く
、
最
近
で
は
一
般
の
週
刊
誌
と
し
て
販

売
さ
れ
る
雑
誌
を
含
む
様
々
な
出
版
物
等
に
、
裸
の
女
性
の
写
真

な
ど
性
的
な
画
像
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
市
民
が
食
料
品
や
生
活
用
品

を
購
入
す
る
た
め
に
日
常
的
に
利
用
す
る
店
舗
で
販
売
さ
れ
て
い
」

る
「
状
況
に
対
し
て
、
市
民
か
ら
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
、
安
心
し
て
子
供
と
買
い
物
に
行
け
な
い
と
い

う
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
特
に
女
性
を
中
心
と
し
て
、

見
た
く
も
な
い
も
の
が
目
に
入
っ
て
不
快
で
あ
る
と
か
、
思
わ
ぬ

と
こ
ろ
で
性
的
な
も
の
に
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う

意
見
が
最
近
多
く
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
」
っ
て
い
る
こ
と
が
新

し
い
条
例
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
り
、「
青
少
年
の
健
全
な
育
成
と

と
も
に
、
羞
恥
心
や
不
快
感
を
覚
え
る
よ
う
な
卑
わ
い
な
書
籍
等

が
、
そ
れ
ら
を
お
よ
そ
買
う
つ
も
り
の
な
い
人
た
ち
の
目
に
、
む

や
み
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
」
条
例
の
「
ね

ら
い
」
で
あ
る
。

出
題
趣
旨
に
よ
る
と
、「
本
条
例
の
検
討
に
際
し
て
は
、
問
題
文

の
最
後
の
甲
の
発
言
に
あ
る
と
お
り
、
図
書
類
を
購
入
す
る
立
場

と
販
売
等
を
す
る
店
舗
の
立
場
か
ら
憲
法
上
の
権
利
を
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
二
一
条
の
表

現
の
自
由
に
含
ま
れ
る
『
知
る
自
由
』
を
、
後
者
に
つ
い
て
は
、

憲
法
第
二
二
条
の
職
業
選
択
の
自
由
に
含
ま
れ
る
『
営
業
の
自
由
』

2012, S
. 363 

（365

）
に
よ
る
分
析
も
参
照
。

（
51
） B

V
erw

G
E
 141, 223 

﹇236/R
n. 44

﹈.
（
52
） 

F
ied

h
elm

 H
u

fen, G
rundrechte: R

eligionsfreiheit in 
der S

chule, JuS
 2012, S

. 663 

（665

） 

は
、
連
邦
行
政
裁
判
所

判
決
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
同
論
文
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う

に
説
か
れ
て
い
る
。「
具
体
的
な
学
校
の
現
存
す
る
事
実
関
係
に
お

い
て
は
」、
結
論
と
し
て
儀
式
的
学
校
祈
禱
を
禁
止
で
き
た
。
連
邦

行
政
裁
判
所
は
、
学
校
や
行
政
裁
判
所
裁
判
官
に
、
宗
教
活
動
に

関
す
る
ま
す
ま
す
硬
直
化
し
、
原
理
主
義
的
に
な
っ
て
い
る
見
解

と
、
こ
れ
と
結
び
付
い
た
、
自
由
主
義
的
な
考
え
方
に
対
す
る
非

寛
容
に
対
し
て
一
定
の
制
約
を
示
す
可
能
性
を
与
え
た
。
た
だ
し
、

基
本
権
解
釈
論
の
観
点
か
ら
は
、「
学
校
平
和
」
は
抽
象
的
か
つ
濫

用
さ
れ
易
い
概
念
で
あ
る
か
ら
、
学
校
に
お
け
る
個
人
の
信
教
の

自
由
の
行
使
に
よ
っ
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
憲
法
法
益
と
は
何
か

を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
。

（
53
） 

二
〇
一
八
年
司
法
試
験
公
法
系
科
目
第
一
問
（
以
下
、「
一
八

年
公
法
系
第
一
問
」
と
い
う
。）
は
、
出
題
趣
旨
に
よ
る
と
、「
青

少
年
の
健
全
育
成
」
と
い
う
「
目
的
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般
市
民

が
む
や
み
に
羞
恥
心
等
を
覚
え
る
よ
う
な
卑
わ
い
な
画
像
等
に
触

れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
性
風
俗
に
か
か
る
善
良
な
市
民
の

価
値
観
を
尊
重
す
る
と
い
う
観
点
も
併
せ
、
健
全
で
文
化
的
な
環

境
を
保
持
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
」
図
書
類
の
販
売
等
に
関

し
て
「
種
々
の
規
制
を
行
う
架
空
の
条
例
案
に
つ
い
て
、
そ
の
合

憲
性
の
検
討
を
求
め
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
問
題
文
に
記
載
さ
れ

（
一
一
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
七
二

ど
う
か
を
除
く
。）
を
踏
ま
え
た
審
査
基
準
の
設
定
が
考
え
ら
れ
」、

「
審
査
基
準
へ
の
当
て
は
め
に
お
い
て
は
、
購
入
が
全
面
的
に
制
約

さ
れ
る
青
少
年
と
は
異
な
り
、
個
々
の
規
制
の
合
理
性
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
」
り
、「
そ
の
際
、
本
条
例
の
目
的
が
、
青
少
年
の
健

全
育
成
の
み
な
ら
ず
、
一
般
市
民
が
む
や
み
に
卑
わ
い
な
画
像
等

に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
青

少
年
の
場
合
と
同
様
、
憲
法
上
の
権
利
の
制
約
の
目
的
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
条
例
の
目
的
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
卑
わ
い
な
画

像
等
を
見
た
く
な
い
人
を
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
見

た
く
な
い
も
の
に
触
れ
さ
せ
な
い
こ
と
一
般
が
法
的
保
護
に
値
す

る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
議
論
や
、
目
的
が
漠
然
と
し
た
も
の
で

抽
象
的
に
す
ぎ
る
と
い
っ
た
指
摘
を
し
て
、
そ
の
目
的
と
し
て
の

価
値
が
大
き
く
な
い
と
評
価
す
る
方
向
で
議
論
を
す
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
。
他
方
、
性
的
な
羞
恥
心
や
卑
わ
い
な
も
の
を
見
た

く
な
い
人
の
不
快
感
は
、
現
に
一
般
に
共
有
さ
れ
て
い
る
感
情
で

あ
る
以
上
、
十
分
に
法
的
保
護
に
値
す
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

制
約
目
的
と
し
て
の
価
値
を
見
出
す
議
論
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
」。

「
憲
法
第
二
二
条
に
関
し
て
は
、
営
業
の
自
由
が
憲
法
上
の
権
利

で
あ
る
こ
と
、
本
件
規
制
が
営
業
の
自
由
の
制
約
に
該
当
す
る
こ

と
に
言
及
し
た
上
で
、
営
業
の
自
由
の
制
約
と
し
て
ど
の
よ
う
な

審
査
基
準
が
妥
当
で
あ
る
か
を
議
論
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
」、

「
青
少
年
の
健
全
育
成
と
い
う
目
的
と
一
般
市
民
が
む
や
み
に
卑
わ

い
な
画
像
等
に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
を
ど
の
よ
う

の
観
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」。

憲
法
第
二
一
条
に
関
し
て
は
、「
知
る
自
由
が
、
憲
法
第
二
一
条

第
一
項
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
言
及
し
た
上
で
」、
問
題
文
の

最
後
の
甲
の
発
言
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、「
規
制
図
書
類
の
購

入
等
が
で
き
な
い
青
少
年
と
一
八
歳
以
上
の
人
」
に
分
け
て
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、「
購
入
や
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を

制
限
さ
れ
る
青
少
年
に
つ
い
て
、
そ
の
自
由
の
制
約
に
な
る
か
ど

う
か
」、
制
約
に
な
る
と
し
た
場
合
、「
明
確
性
の
原
則
を
論
ず
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
」、「
さ
ら
に
、
明
確
性
の
原
則
に
反
し
な
い
と

し
て
も
、
か
か
る
制
約
の
合
憲
性
判
断
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
審

査
基
準
に
よ
っ
て
審
査
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
を
論
じ
」
た

上
で
、「
本
件
規
制
図
書
類
の
範
囲
が
過
度
に
広
汎
で
は
な
い
か
と

い
う
点
を
含
め
規
制
の
必
要
性
、
合
理
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
」。「
ま
た
、
審
査
基
準
の
設
定
又
は
当
て
は
め
に
お
い
て
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
本
条
例
の
目
的
に
つ
い
て
の
検
討
、
す
な
わ
ち
、

青
少
年
の
健
全
育
成
の
目
的
や
、
一
般
市
民
が
む
や
み
に
卑
わ
い

な
画
像
等
に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
が
、
憲
法
上
の

権
利
を
制
約
す
る
目
的
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
を
意
識
し
た
議
論
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
」
る
。
つ
ぎ
に
、

「
一
八
歳
以
上
の
者
と
の
関
係
で
は
、
知
る
自
由
の
制
約
に
な
る
か

ど
う
か
を
ま
ず
検
討
す
る
必
要
が
あ
」
り
、「
知
る
自
由
の
制
約
と

と
ら
え
る
と
、
青
少
年
に
お
け
る
検
討
と
同
様
に
、
明
確
性
に
関

す
る
検
討
が
必
要
と
な
り
、
審
査
基
準
の
設
定
に
つ
い
て
も
、
青

少
年
の
場
合
と
同
様
の
点
（
青
少
年
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
か

（
一
一
一
〇
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
七
三

つ
い
て
自
ら
の
考
え
を
こ
こ
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
、
こ
の
論
点
に
関
す
る
筆
者
の
考
え

は
こ
こ
で
開
陳
で
き
る
ほ
ど
十
分
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

「
平
成
三
〇
年
司
法
試
験
の
採
点
実
感
（
公
法
系
科
目
第
一
問
）」

（
以
下
、「
採
点
実
感
」
と
い
う
。）
は
、「
不
快
な
も
の
を
見
た
く

な
い
と
か
、
あ
る
い
は
お
よ
そ
あ
る
も
の
を
見
た
く
な
い
と
い
う

感
情
の
保
護
そ
れ
自
体
を
当
然
の
よ
う
に
制
約
目
的
と
し
て
肯
定

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
更
に
そ
れ
を
憲
法
第
一
三
条
や
第
二
一
条

に
基
づ
く
権
利
で
あ
る
と
す
る
答
案
が
目
に
つ
い
た
」
が
、「
こ
の

種
の
利
益
保
護
を
制
約
目
的
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
検

討
な
い
し
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
識
を
持
っ
て
も
ら

い
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
司
法
試
験
受
験
生
に
苦
言
を
呈

し
て
い
る
が
、
自
ら
の
見
解
を
述
べ
る
準
備
が
で
き
て
い
な
い
筆

者
は
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
答
案
の
出
来
が
良
く
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
司
法
試
験
受
験
生
を
責
め
る
気
に
は
な
れ
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
に
は
、
一
八
年
公
法
系
第
一
問

に
含
ま
れ
る
上
記
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
準
備
も
な

く
、
ま
た
、
本
稿
は
そ
の
場
で
も
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討

し
た
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
は
上
記
の
問
題
点
を
検
討
す
る
に
際

し
て
参
考
と
な
る
点
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
し
た
上
で
、
一
八
年
公
法
系
第
一
問
に

つ
い
て
若
干
の
感
想
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
学
校
当
局

（
国
家
）
は
、
生
徒
の
（
積
極
的
）
信
仰
の
自
由
を
他
の
生
徒
の
消

に
と
ら
え
、
制
約
さ
れ
る
権
利
の
性
質
、
制
約
の
程
度
等
と
の
関

係
で
、
ど
の
よ
う
な
審
査
基
準
を
設
定
す
る
か
の
議
論
を
す
る
必

要
が
あ
る
」。
そ
し
て
、
事
案
の
検
討
に
お
い
て
は
、「
営
業
の
自

由
と
の
関
係
で
も
、
一
般
市
民
が
む
や
み
に
卑
わ
い
な
画
像
等
に

触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
目
的
に
つ
い
て
、
目
的
と
し
て
の

妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」。
そ
の
際
に
は
、「
知

る
自
由
と
の
関
係
で
議
論
し
た
の
と
同
様
と
し
て
扱
っ
て
も
差
し

支
え
な
い
」
が
、「
そ
の
目
的
の
妥
当
性
判
断
に
当
た
っ
て
、
制
約

さ
れ
る
権
利
と
の
関
係
で
、
異
な
る
考
慮
が
な
さ
れ
得
る
と
の
立

場
か
ら
は
、
知
る
自
由
の
場
合
と
異
な
る
議
論
を
す
る
こ
と
も
あ

り
得
る
」。

出
題
趣
旨
を
読
む
限
り
、「
一
般
市
民
が
む
や
み
に
卑
わ
い
な
画

像
等
に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
」
こ
と
が
、「
図
書
類
を
購
入
す
る

側
」
で
あ
る
「
青
少
年
と
一
八
歳
以
上
の
人
」
の
知
る
権
利
を
制

約
す
る
根
拠
と
な
り
得
る
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
、「
販
売
等
を

す
る
店
舗
」
の
営
業
の
自
由
を
制
約
す
る
根
拠
と
な
り
得
る
の
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
論
点
で
あ
る
と
見
て
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
論
点
の
難
易

度
は
極
め
て
高
く
、
司
法
試
験
の
現
場
に
お
い
て
極
度
の
緊
張
状

態
の
中
で
、
し
か
も
極
め
て
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
こ
の
論
点
に

一
定
の
答
え
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
司
法
試
験
受
験
生

は
ま
さ
に
お
気
の
毒
で
あ
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
司
法

試
験
受
験
生
に
比
べ
る
と
比
較
的
時
間
に
余
裕
が
あ
り
、
し
か
も

法
科
大
学
院
に
勤
務
す
る
教
員
で
あ
る
筆
者
は
、
上
記
の
論
点
に

（
一
一
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
七
四

重
な
る
。
少
な
く
と
も
、
国
の
保
護
義
務
は
、
国
が
生
徒
及
び
教

員
を
共
に
し
な
い
宗
教
と
の
あ
ら
ゆ
る
出
会
い
か
ら
保
護
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
及
ば
な
い
。
様
々
な
信
仰

上
の
確
信
に
活
動
の
余
地
を
与
え
る
社
会
に
お
い
て
、
個
人
は
、

他
人
の
信
仰
表
明
、
宗
教
儀
式
上
の
行
為
及
び
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル

に
触
れ
さ
せ
ら
れ
な
い
権
利
を
有
し
て
い
な
い
（
な
お
、
連
邦
行

政
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
生
徒
及
び
教
員
は
、
原
告
の

祈
禱
に
逃
げ
道
も
な
く
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

自
分
が
認
め
て
い
な
い
他
の
宗
教
の
影
響
に
、
生
徒
及
び
教
員
に

期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
仕
方
で
さ
ら
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
、
と
指
摘
し
て
お
り
、
あ
る
人
が
、
他
人
の
信
仰
表
明
、
宗

教
儀
式
上
の
行
為
な
ど
に
「
逃
げ
道
な
く
」
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い

る
場
合
は
、
別
の
議
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。）。

こ
の
よ
う
な
連
邦
行
政
裁
判
所
の
考
え
方
を
下
敷
き
と
し
て
、

一
八
年
公
法
系
第
一
問
及
び
採
点
実
感
を
読
み
直
す
と
、
次
の
二

点
を
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
採
点
実
感
は
、「
不
快
な
も
の
を
見
た

く
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
お
よ
そ
あ
る
も
の
を
見
た
く
な
い
と
い

う
感
情
の
保
護
…
…
を
憲
法
第
一
三
条
や
第
二
一
条
に
基
づ
く
権

利
で
あ
る
と
す
る
答
案
が
目
に
つ
い
た
」
と
指
摘
す
る
が
、
筆
者

も
、
憲
法
一
三
条
及
び
二
一
条
の
保
障
す
る
基
本
権
は
国
家
に
対

す
る
防
御
権
で
あ
り
、
他
者
の
基
本
権
行
使
を
制
約
す
る
根
拠
と

し
て
使
う
に
は
「
検
討
な
い
し
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
と
の

意
識
」
を
持
つ
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ぎ
に
、
か
り
に
、

様
々
な
信
仰
上
の
確
信
に
活
動
の
余
地
を
与
え
る
社
会
に
お
い
て
、

極
的
信
仰
の
自
由
を
根
拠
と
し
て
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
判
断
し
た
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
、
消
極
的
信
仰

の
自
由
が
国
家
に
対
す
る
防
御
権
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き

た
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
に
よ
る
と
、
国
家
は
、
個
人
が
、
回
避

可
能
性
な
く
信
仰
の
影
響
、
信
仰
上
の
行
為
及
び
宗
教
的
シ
ン
ボ

ル
に
さ
ら
さ
れ
る
状
況
を
創
出
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
面

に
お
い
て
も
、
消
極
的
信
仰
の
自
由
は
国
家
に
対
す
る
防
御
権
で

あ
り
、
国
家
は
、
例
え
ば
、
教
室
に
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
を
設
置
し

た
り
、
そ
の
外
形
に
よ
っ
て
宗
教
的
確
信
を
授
業
に
持
ち
込
も
う

と
す
る
教
師
に
生
徒
を
対
面
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

徒
を
そ
の
意
思
に
反
し
て
強
制
的
に
他
者
の
信
仰
表
明
、
宗
教
儀

式
上
の
行
為
、
又
は
宗
教
上
の
シ
ン
ボ
ル
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
を

禁
止
さ
れ
る
。
繰
り
返
し
に
な
っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面

で
も
消
極
的
信
仰
の
自
由
は
国
家
に
対
す
る
防
御
権
で
あ
る
。

従
っ
て
、
生
徒
が
学
校
に
お
い
て
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
の
着
用
又
は

宗
教
儀
式
上
の
行
為
に
よ
っ
て
自
己
の
信
仰
の
自
由
を
行
使
す
る

ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
他
の
生
徒
に
対
す

る
国
の
保
護
義
務
が
関
係
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
生
徒
の
信
仰
表
明

に
つ
い
て
国
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
場
合
、

国
の
責
任
は
、
様
々
な
宗
派
の
生
徒
が
学
校
に
お
い
て
共
存
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
点
に
あ
り
、
消
極
的
信
仰
の
自
由
に

対
す
る
国
の
保
護
義
務
は
、
学
校
平
和
を
維
持
す
る
任
務
、
つ
ま

り
、
国
の
教
育
任
務
の
実
現
及
び
秩
序
正
し
い
授
業
進
行
と
対
立

す
る
紛
争
（
宗
教
的
紛
争
を
含
む
。）
を
認
め
な
い
と
い
う
任
務
と

（
一
一
一
二
）



学
校
に
お
け
る
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
七
五

個
人
は
、
他
人
の
信
仰
表
明
、
宗
教
儀
式
上
の
行
為
及
び
宗
教
的

シ
ン
ボ
ル
に
触
れ
さ
せ
ら
れ
な
い
権
利
を
有
し
て
い
な
い
と
の
連

邦
行
政
裁
判
所
の
考
え
方
が
表
現
の
自
由
に
も
当
て
は
ま
る
と
す

る
と
、
様
々
な
意
見
、
思
想
、
表
現
に
活
動
の
余
地
を
与
え
る
社

会
（
日
本
国
憲
法
が
想
定
す
る
社
会
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
。）
に
お
い
て
、
個
人
は
、
他
者
の
意
見
、
思
想
、
表

現
等
に
触
れ
さ
せ
ら
れ
な
い
権
利
を
有
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
踏
ま
え
る
と
、「
不
快
な
も
の
を
見
た
く
な

い
と
か
、
あ
る
い
は
お
よ
そ
あ
る
も
の
を
見
た
く
な
い
と
い
う
感

情
の
保
護
そ
れ
自
体
を
…
…
制
約
目
的
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
つ

い
て
、
検
討
な
い
し
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
」
と
の
採
点
実

感
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
採
点
実
感

の
指
摘
が
正
し
い
と
し
て
も
、
答
案
の
出
来
が
良
く
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
司
法
試
験
受
験
生
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
が
、
一
八
年
公
法
系
第
一
問
に
関
す
る
筆
者
の
感
想
で
あ

る
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
近
い
将
来
に
お
い
て
、
一
八
年
公
法
系

第
一
問
に
含
ま
れ
る
上
記
の
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
す

る
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
最
後
に
申
し
上
げ

て
お
き
た
い
。

（
一
一
一
三
）





婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察
（
大
杉
）

二
七
七

1
．
は
じ
め
に

2
．「
日
常
家
事
」
概
念
の
歴
史
的
経
緯

　

⑴　

旧
法
に
お
け
る
日
常
家
事
債
務
の
「
概
念
」
と
「
範
囲
」

　

⑵　

現
行
法
に
お
け
る
「
日
常
家
事
」
の
概
念
と
範
囲

3
．
婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
「
日
常
家
事
」

　

⑴　

学
説
に
み
る
「
日
常
家
事
」

　

⑵　

判
例
に
み
る
「
日
常
家
事
」

4
．
小
括1

．
は
じ
め
に

婚
姻
関
係
に
あ
る
夫
婦
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
民
法
第

七
六
〇
条
に
お
い
て
「
夫
婦
は
、
そ
の
資
産
、
収
入
そ
の
他
一
切

の
事
情
を
考
慮
し
て
、
婚
姻
か
ら
生
ず
る
費
用
を
分
担
す
る
」
と

規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
民
法
第
七
六
一
条
に
お
い
て
は
「
夫
婦
の
一

方
が
日
常
の
家
事
に
関
し
て
第
三
者
と
法
律
行
為
を
し
た
と
き
は
、

他
の
一
方
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
に
つ
い
て
、
連
帯
し

て
そ
の
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
第
三
者
に
対
し
そ
の
責
任
を
負

わ
な
い
旨
を
予
告
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
規
定
さ

れ
る
。
婚
姻
費
用
は
家
計
の
負
担
に
関
す
る
夫
婦
の
内
部
負
担
に

関
す
る
規
定
で
あ
る
一
方
、
日
常
家
事
債
務
の
連
帯
責
任
に
つ
い

て
は
第
三
者
保
護
の
規
定
も
あ
り
、
対
外
的
な
夫
婦
の
債
務
負
担

関
係
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
条
が

婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察

大　
　

杉　
　

麻　
　

美

研
究
ノ
ー
ト

（
一
一
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
七
八

働
能
力
に
よ
る
自
活
可
能
性
、
⑵
夫
婦
で
あ
る
と
い
う
身
分
、
⑶

別
居
責
任
の
有
無
、
⑷
婚
姻
共
同
体
の
破
綻
の
程
度
及
び
回
復
の

可
能
性
」
を
あ
げ
る
学
説
（
4
）
、
扶
養
の
緊
急
性
を
考
慮
さ
れ
「
離
婚

成
立
ま
で
の
有
責
配
偶
者
に
対
す
る
生
活
扶
助
義
務
を
他
方
配
偶

者
に
負
わ
せ
る
こ
と
が
衡
平
に
反
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
学
説
（
5
）
な
ど
が
あ
る
。

他
方
、
判
例
に
お
い
て
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
可
否
な
ど
を

め
ぐ
り
、
別
居
中
の
夫
婦
間
の
婚
姻
費
用
分
担
義
務
に
つ
い
て
は

判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
6
）
。
夫
婦
関
係
が
不
安
定
な

状
態
に
あ
る
場
合
の
日
常
家
事
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
お
い
て
は
、

そ
も
そ
も
「
日
常
家
事
」
に
該
当
し
な
い
と
す
る
も
の
、「
別
居

し
て
い
る
が
破
綻
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
婚
姻
関
係

を
具
体
的
に
考
慮
す
る
事
例
な
ど
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

離
婚
原
因
に
お
け
る
破
綻
に
お
い
て
も
同
様
の
考
え
方
が
と
ら

れ
て
お
り
、
夫
婦
関
係
を
個
別
に
考
慮
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
夫
婦
関
係
を
個
別
に
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
破

綻
を
法
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
離
婚
原
因
の
分
野
で
は
、

破
綻
を
推
定
す
る
た
め
の
客
観
的
指
標
で
あ
る
「
別
居
」
の
概
念

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
日
常
家
事
債
務
に
つ
い
て
は
、

離
婚
原
因
に
お
け
る
破
綻
の
同
様
の
考
え
方
を
す
る
こ
と
は
か

も
っ
ぱ
ら
問
題
と
な
る
の
は
、
夫
婦
関
係
が
不
和
の
場
合
で
あ
ろ

う
。
夫
婦
関
係
が
安
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
財
産
関
係
に
つ
き

夫
婦
間
で
話
し
合
い
が
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
夫
婦
関
係
が
不
和

の
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
婚
姻
費
用
の
分
担
が
な
く
、
ま
た
、
一

方
配
偶
者
が
他
方
配
偶
者
の
承
諾
な
し
に
財
産
を
処
分
す
る
こ
と

に
よ
り
、
他
方
配
偶
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
状
態
を
発
生
さ
せ
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
点
、
婚
姻
費
用
に
つ
い
て
は
、
別
居
中
の
夫
婦
間
に
お
け

る
婚
姻
費
用
の
分
担
義
務
が
裁
判
で
も
争
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

学
説
に
お
い
て
も
①
請
求
者
の
有
責
性
の
状
況
や
度
合
を
考
慮
す

る
学
説
（
1
）
、
②
共
同
生
活
回
復
可
能
性
を
基
準
と
し
て
、
回
復
可
能

で
あ
れ
ば
生
活
保
持
義
務
で
あ
る
が
、
破
綻
の
程
度
が
進
む
に
つ

れ
婚
姻
費
用
分
担
義
務
の
性
質
も
変
容
し
額
も
減
少
す
る
と
す
る

学
説
（
2
）
、
③
生
活
保
持
義
務
は
、「
一
体
的
な
共
同
生
活
関
係
」
が

当
事
者
間
に
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、

「
別
居
に
よ
り
共
同
生
活
関
係
が
な
く
な
り
、
そ
の
回
復
が
困
難

で
あ
る
場
合
に
は
、
保
持
義
務
の
程
度
の
扶
養
を
課
す
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
す
る
学
説
（
3
）
、
夫
婦
関
係
が
破
綻
し
別
居
状
態
に
あ
る

場
合
に
は
、「
夫
婦
間
の
個
人
的
扶
養
（
七
五
二
条
の
夫
婦
の
扶

助
義
務
）
の
問
題
に
な
る
」
と
し
て
、
考
慮
要
素
と
し
て
「
⑴
労

（
一
一
一
六
）



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
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家
事
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一
考
察
（
大
杉
）

二
七
九

こ
の
点
、
特
に
対
第
三
者
と
の
関
係
で
の
夫
婦
の
債
務
分
担
を
規

定
す
る
民
法
七
六
一
条
に
お
い
て
は
、
夫
婦
の
詳
細
な
内
部
状
況

を
対
外
的
に
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
点
も
含
め

て
の
議
論
が
必
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
婚

姻
破
綻
時
と
い
う
視
点
か
ら
み
た
日
常
家
事
債
務
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
た
い
（
7
）
。

⑴　

旧
法
に
お
け
る
日
常
家
事
債
務
の
「
概
念
」
と
「
範
囲
」

日
常
家
事
債
務
に
つ
き
、
民
法
草
案
獲
得
編
第
二
部
理
由
書
に

よ
れ
ば
、
第
一
八
六
二
条
に
お
い
て
「
共
通
財
産
ノ
管
理
ハ
夫
ニ

属
ス
、
日
用
家
事
ニ
関
シ
婦
ノ
爲
ス
管
理
ハ
夫
ノ
与
ヘ
タ
ル
総
括

ノ
代
理
ニ
依
テ
爲
ス
モ
ノ
ト
看
做
ス
」
と
規
定
す
る
。
本
条
は
、

「
財
産
ノ
管
理
ハ
夫
ニ
属
ス
ル
ヲ
通
常
ト
ス
然
レ
ト
モ
日
常
家
事

ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
婦
之
ヲ
処
理
ス
ル
ヲ
以
テ
便
ナ
リ
ト
ス
是
亦
夫

ヲ
代
理
シ
テ
之
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ト
看
做
ス
ニ
過
キ
ス
」
と
さ
れ
（
8
）
、
婚

姻
生
活
に
お
い
て
は
妻
が
家
事
を
処
理
す
る
方
が
通
常
で
あ
る
か

ら
、
夫
の
代
理
人
と
し
て
の
地
位
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
、

通
常
の
家
事
運
営
に
お
け
る
家
事
取
引
を
想
定
し
て
い
た
。

明
治
民
法
（
明
治
二
九
年
民
法
） 

第
八
一
四
条
に
お
い
て
は
、

「
日
常
ノ
家
事
ニ
付
テ
ハ
妻
ハ
夫
ノ
代
理
人
ト
看
做
ス
、
夫
ハ
前

え
っ
て
配
偶
者
の
不
利
益
を
発
生
さ
せ
る
結
果
と
な
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
る
。
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
日
常
生
活

を
維
持
す
る
た
め
に
他
方
配
偶
者
の
承
諾
な
し
に
日
常
家
事
が
行

わ
れ
る
事
例
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
夫
婦
関
係
が
破
綻

し
て
い
る
か
ら
日
常
家
事
に
該
当
し
な
い
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て

困
窮
に
陥
る
配
偶
者
を
発
生
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日

常
家
事
の
考
え
方
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

2
．「
日
常
家
事
」
概
念
の
歴
史
的
経
緯

夫
婦
関
係
の
破
綻
に
つ
い
て
は
主
に
、
離
婚
原
因
と
し
て
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
こ
ろ
、
夫
婦
関
係
が
離
婚
に
至
る
過
程
で

段
階
的
に
崩
壊
し
て
い
く
現
状
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る

か
に
つ
い
て
、
婚
姻
費
用
分
担
の
議
論
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
具

体
的
な
事
情
を
考
慮
し
つ
つ
、
当
事
者
の
有
責
性
な
ど
も
踏
ま
え

た
う
え
で
、
考
慮
す
る
等
の
議
論
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
婚
姻
関
係
破
綻
の
理
論
は
本
来
的
に
は
当
事
者
の
有
責

性
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
有
責
性
を
問
わ
ず
、
婚

姻
関
係
破
綻
時
の
法
的
効
果
を
考
慮
す
る
視
点
も
必
要
と
な
る
。

（
一
一
一
七
）
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月
）

二
八
〇

こ
の
点
、
民
法
草
案
獲
得
編
第
二
部
理
由
書
に
お
い
て
も
第

一
八
六
二
条
に
お
い
て
、
財
産
の
管
理
は
夫
に
属
す
る
が
、
日
常

家
事
に
関
し
て
は
妻
が
処
理
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
か
ら
夫
の

代
理
人
と
み
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
夫
の

「
代
理
」
の
範
囲
を
越
え
、
法
律
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
第

一
八
六
三
条
に
お
い
て
、「
婦
過
度
ノ
負
債
ヲ
爲
シ
日
常
家
事
ヲ

管
理
ス
ル
権
ヲ
濫
用
ス
ル
ト
キ
ハ
」
と
し
て
、
夫
が
そ
の
代
理
を

「
解
く
」
こ
と
が
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
11
）
。

さ
ら
に
妻
に
よ
る
夫
の
財
産
処
分
に
つ
い
て
も
制
限
さ
れ
る
規

定
が
み
ら
れ
、
例
え
ば
民
法
草
案
人
事
編
第
一
〇
四
条
で
は
「
婦

ハ
夫
ノ
允
許
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
贈
与
ヲ
爲
シ
又
ハ
受
諾
シ
不
動

産
ヲ
移
付
シ
書
入
シ
又
ハ
質
入
シ
借
財
ヲ
爲
シ
元
本
ヲ
譲
渡
シ
質

入
シ
又
ハ
領
収
シ
保
証
ヲ
約
シ
及
ヒ
使
役
ノ
賃
貸
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ

得
ス
並
ニ
右
諸
般
ノ
行
爲
ニ
関
シ
テ
和
解
ヲ
爲
シ
仲
裁
ヲ
受
ケ
及

ヒ
訴
訟
ヲ
起
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
さ
れ
、
妻
は
夫
の
許
可
を

得
な
け
れ
ば
、
主
要
な
財
産
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
12
）
。

い
ず
れ
の
規
定
に
お
い
て
も
妻
の
財
産
上
の
無
能
力
が
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
婦
其
夫
ノ
允
許
ヲ
得
ル
ヲ
要
ス
ル
行
為

ヲ
列
記
シ
其
他
ノ
行
爲
ニ
付
テ
ハ
婦
充
分
ノ
能
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ

ナ
リ
論
理
上
ヨ
リ
見
レ
ハ
婦
ヲ
以
テ
或
ハ
能
力
者
ト
爲
シ
或
ハ
無

項
ノ
代
理
権
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
否
認
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
之
ヲ
以

テ
善
意
ノ
第
三
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
（
9
）
」
と
規
定
さ
れ
、
夫

が
妻
の
代
理
権
全
部
ま
た
は
一
部
を
否
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
さ
れ
た
。

明
治
民
法
第
七
九
九
条
は
「
夫
又
ハ
女
戸
主
ハ
用
方
ニ
従
ヒ
其

配
偶
者
ノ
財
産
ノ
使
用
及
ヒ
収
益
ヲ
爲
ス
權
利
ヲ
有
ス
」
と
規
定

す
る
と
と
も
に
、
第
八
〇
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
夫
ハ
妻
ノ
財

産
ヲ
管
理
ス
」
と
規
定
し
、
第
八
〇
二
条
に
お
い
て
「
夫
カ
妻
ノ

爲
ニ
借
財
ヲ
為
シ
、
妻
ノ
財
産
ヲ
譲
渡
シ
、
之
ヲ
担
保
ニ
供
シ
又

ハ
第
六
〇
二
条
ノ
期
間
ヲ
超
エ
テ
其
賃
貸
ヲ
爲
ス
ニ
ハ
妻
ノ
承
諾

ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
管
理
ノ
目
的
ヲ
以
テ
果
実
ヲ
処
分
ス
ル
ハ

此
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
し
、
夫
が
妻
に
無
断
で
財
産
を
処
分
す
る
こ

と
を
禁
じ
、
一
部
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
は
日
常
家
事
の
適
用
を

排
除
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
妻
は
あ
く
ま
で
も
夫
の
代
理
と
し
て
家
事
行
為
を

行
う
の
み
で
あ
り
、
明
治
民
法
下
の
日
常
家
事
に
つ
い
て
は
、
夫

が
本
来
取
り
仕
切
る
べ
き
家
事
行
為
を
妻
が
行
っ
た
場
合
を
規
定

す
る
の
で
あ
り
、
妻
が
日
常
家
事
の
範
囲
を
超
え
て
契
約
を
し
た

場
合
に
は
、
夫
の
代
理
に
基
づ
い
て
契
約
を
し
た
場
合
で
は
な
い

と
さ
れ
て
い
る
（
10
）
。

（
一
一
一
八
）
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一

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、「
家
団
」
の
事
務
全

体
が
滞
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

穂
積
博
士
は
「
此
制
度
の
實
行
的
価
値
を
疑
う
。
斯
う
云
う
制

度
が
夫
婦
間
に
法
律
的
に
働
く
の
は
、
夫
婦
間
が
圓
滿
で
な
い
場

合
殊
に
離
婚
に
も
至
る
べ
き
場
合
で
あ
る
の
に
、
民
法
は
寧
ろ
夫

婦
仲
の
圓
滿
を
前
提
と
し
て
制
度
を
立
て
て
居
る
の
で
、
實
際
上

時
に
甚
だ
不
公
正
な
、
殊
に
妻
に
不
利
益
な
結
果
を
呈
す
る
」
と

し
て
「
家
」
制
度
下
で
妻
が
「
日
常
家
事
」
の
執
行
責
任
を
負
う

こ
と
へ
の
疑
問
を
述
べ
て
お
ら
れ
、
こ
れ
は
む
し
ろ
別
産
制
が
妥

当
で
は
な
い
か
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。

他
方
本
条
は
「
妻
の
日
常
家
事
代
理
権
は
、
多
く
の
場
合
、
夫

婦
共
同
生
活
の
必
要
の
た
め
に
妻
が
夫
名
義
の
財
産
の
処
分
を
し

た
の
を
認
め
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
の
見
方
も
あ
り
妻
を
救
済
す

る
た
め
の
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
（
16
）
。
明
治
民
法
第
八
〇
四
条
は
「
日
常
の
家
事
」
に
関
し
妻
が
取

引
を
行
っ
た
場
合
、
妻
を
夫
の
代
理
人
と
み
な
し
、
夫
に
そ
の
責

任
を
負
わ
せ
る
規
定
で
あ
る
と
こ
ろ
、
妻
は
行
為
能
力
が
第
一
四

条
一
項
に
列
挙
さ
れ
た
事
項
に
限
ら
れ
、「
日
用
品
の
購
入
等
は

第
一
四
条
の
規
定
に
は
該
当
せ
ず
、
妻
が
単
独
で
為
し
う
る
行

為
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
日
常
の
家
事
に
関
す
る
行
為
と
し
て
、

能
力
者
ト
爲
ス
ハ
甚
タ
理
由
ナ
キ
モ
ノ
ノ
如
シ
ト
雖
モ
尤
モ
重
要

ナ
ル
行
為
ヲ
禁
ス
ル
ノ
主
意
ニ
シ
テ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
ル
モ
ノ

ナ
リ
」
と
説
明
さ
れ
、
ま
た
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に

関
す
る
法
律
行
為
を
妻
に
認
め
る
と
「
婦
ノ
困
窮
ヲ
来
タ
シ
家
政

ヲ
危
フ
ス
ル
ノ
恐
ア
レ
ハ
ナ
リ
」
と
し
て
、
夫
の
許
可
を
要
す
る

必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
13
）
。
日
常
家
事
は
、
婚
姻
生
活
を

維
持
す
る
た
め
に
最
低
限
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
認
め
ら

れ
て
お
り
、
家
計
維
持
の
た
め
の
資
産
処
分
や
借
財
に
つ
い
て
は

認
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
末
弘
博
士
は
、
旧
民
法
・
明
治
民
法
で
は
「
夫
婦
を

中
心
と
す
る
家
団
の
家
事
に
関
す
る
代
表
者
│
妻
│
の
行
為
を
規

定
す
る
」
際
に
、
妻
が
家
団
の
代
表
で
あ
る
と
は
明
言
し
て
い
な

い
が
、「
實
を
言
ふ
と
『
日
常
ノ
家
事
』
は
夫
の
事
務
で
は
な
い
、

家
團
の
事
務
で
あ
る
。
妻
が
之
を
執
行
す
る
責
任
も
家
團
に
対
す

る
責
任
で
あ
っ
て
夫
に
對
す
る
個
人
的
義
務
で
は
な
い
」
と
し
（
14
）
、

妻
の
家
事
行
為
は
、
夫
の
代
理
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
つ

つ
も
、
そ
の
効
果
は
家
団
に
帰
属
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
。
婚
姻
関
係
が
不
安
定
な
状
態
に
な
り
、
夫
の
協
力
を
得
る
こ

と
が
難
し
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
、
妻
が
「
家
団
の
事
務
」
を
執

行
す
る
責
任
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
難
し
い
場
面
も
発
生
す
る

（
一
一
一
九
）
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二
八
二

に
よ
り
行
う
こ
と
の
可
能
な
法
律
行
為
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
夫
が

す
べ
き
法
律
行
為
を
代
理
と
し
て
行
う
に
す
ぎ
な
い
。
妻
が
無
能

力
者
で
あ
る
の
に
妻
が
第
三
者
と
の
間
で
行
う
取
引
に
つ
き
そ
の

責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
の
は
酷
な
結
果
と
な
り
、
そ
う
と
す
れ

ば
、
妻
の
責
任
を
夫
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
夫
婦
関
係
の
変
化
に
応
じ
て
日
常
家
事
の
概
念
が
か

わ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

当
時
の
日
常
家
事
の
範
囲
に
関
す
る
議
論
で
は
第
一
に
、「
日

常
ノ
家
事
ト
云
フ
ハ
衣
食
住
ニ
関
シ
何
レ
ノ
家
ニ
於
テ
モ
通
常
必

要
ト
ス
ル
法
律
行
爲
ヲ
謂
フ
例
ヘ
ハ
米
櫃
、
薪
、
炭
、
油
ノ
買
入
、

衣
服
ノ
調
製
、
家
賃
ノ
支
拂
等
ノ
如
キ
即
チ
是
ナ
リ
」
と
す
る
も

の
（
22
）
、
第
二
に
、「
米
屋
の
外
魚
屋
・
肉
屋
・
八
百
屋
・
薪
炭
商
等

と
の
取
引
は
大
體
然
り
と
云
へ
る
が
、
例
え
ば
呉
服
屋
の
如
き
は
、

不
斷
着
を
買
っ
た
の
は
『
日
常
ノ
家
事
』
に
な
る
が
、
上
等
余
所

行
の
衣
服
を
注
文
し
た
の
は
然
ら
ず
」
と
す
る
も
の
（
23
）
、
第
三
に
、

「
如
何
な
る
行
為
が
日
常
の
家
事
に
属
す
る
か
は
、
夫
婦
の
社
会

的
地
位
若
し
く
は
資
産
、
能
力
な
ど
」
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
場
合
に
応
じ
て
日
常
家
事
に
当
た
る
か

否
か
は
決
定
さ
れ
る
も
の
」
と
し
「
何
を
以
っ
て
日
常
の
家
事
と

な
る
か
は
時
、
場
所
、
夫
婦
の
身
分
そ
の
他
の
特
別
事
情
を
し
て

妻
は
夫
の
代
理
人
と
み
な
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
（
17
）
。
こ
の
よ
う
な
日

常
家
事
の
考
え
方
に
婚
姻
関
係
破
綻
時
を
想
定
し
た
議
論
は
想
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
協
議
離
婚
制
度
に
お
い
て

も
「
事
実
に
お
い
て
『
協
議
』
の
名
の
も
と
に
強
者
た
る
夫
、
夫

の
親
な
い
し
『
家
』
が
、
弱
者
た
る
妻
（
嫁
）
を
追
出
す
こ
と
を

合
法
化
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
、
裁
判
離
婚
制
度
を
事
実
上
広

い
範
囲
に
お
い
て
無
に
帰
せ
し
め
た
」
と
の
指
摘
も
あ
り
（
18
）
、
民
法

に
お
い
て
は
「
家
」
思
想
を
強
化
す
べ
く
、
と
く
に
身
分
法
の

種
々
の
面
に
わ
た
り
「
家
」
思
想
を
反
映
さ
れ
る
規
定
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
（
19
）
。

旧
法
に
お
け
る
日
常
家
事
は
、
実
際
の
家
事
管
理
に
際
し
、
取

引
の
相
手
方
を
保
護
す
る
た
め
、
お
よ
び
、
妻
の
劣
勢
を
保
護
す

る
た
め
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
財
産
ノ
所
有
権
ハ
各
自

ニ
属
セ
シ
メ
、
管
理
収
益
及
ヒ
費
用
ノ
負
担
ハ
之
ヲ
一
方
ニ
属
セ

シ
メ
、
以
テ
夫
妻
各
自
ノ
利
益
ト
共
同
生
活
関
係
ト
ヲ
調
和
セ
シ

メ
ン
ト
欲
ス
ル
趣
旨
ノ
制
度
」
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
（
20
）
、
日
常
家
事
に
関
す
る
規
定
も
「
妻
の
責
任
を
夫

に
轉
嫁
せ
し
め
そ
の
劣
位
を
救
ふ
も
の
と
し
て
」
利
用
さ
れ
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
（
21
）
。

妻
は
あ
く
ま
で
も
制
限
無
能
力
者
で
あ
り
、
自
ら
の
意
思
決
定

（
一
一
二
〇
）



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察
（
大
杉
）

二
八
三

る
と
家
團
の
爲
に
な
さ
る
る
と
を
問
は
ず
、
す
べ
て
夫
の
責
任
を

生
ず
べ
き
が
ゆ
え
に
此
點
に
つ
い
て
な
ん
ら
特
別
の
規
定
を
設
く

る
の
必
要
な
し
と
考
へ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
す
る
学
説
が
あ

る
（
27
）
。
明
治
民
法
第
七
四
七
条
は
、「
戸
主
ハ
其
家
族
ニ
対
シ
テ
扶

養
ノ
義
務
ヲ
負
フ
」
と
し
、
戸
主
に
家
族
の
困
窮
等
に
対
す
る
義

務
を
課
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
民
法
第
七
四
八
条
第
二
項
は

「
戸
主
又
ハ
家
族
ノ
孰
レ
ニ
属
ス
ル
カ
分
明
ナ
ラ
サ
ル
財
産
ハ
戸

主
ノ
財
産
ト
推
定
ス
」
と
し
、
家
族
の
財
産
を
戸
主
に
集
中
さ
せ

る
な
ど
、
戸
主
に
広
範
な
義
務
と
権
限
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
妻
は
家
の
構
成
員
と
し
て
家
の
維
持
の

た
め
に
財
産
行
為
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
妻
の
な
し
た
日
常
家

事
行
為
が
家
の
維
持
の
た
め
に
不
要
と
な
れ
ば
、
権
利
の
濫
用
等

の
法
律
構
成
に
よ
り
妻
個
人
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
は
夫
婦
関
係
が
日
常
家
事
に
及
ぼ
す
影
響
は
「
家
」
の
裏

に
影
を
潜
め
、
も
っ
ぱ
ら
「
家
」
の
構
成
員
と
し
て
の
妻
の
適
格

性
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⑵　

現
行
法
に
お
け
る
「
日
常
家
事
」
の
概
念
と
範
囲

終
戦
直
後
、「
新
憲
法
に
基
き
民
法
親
族
編
及
び
相
続
編
中
改

正
を
要
す
べ
き
事
項
試
案
（
第
一
案
）」
で
は
、
婚
姻
の
章
に
お

決
す
べ
き
事
實
問
題
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
（
24
）
、
第
四
に
、「
客
觀

的
に
見
て
、
一
般
家
庭
に
於
い
て
妻
が
日
常
執
り
行
ふ
を
常
と
す

る
如
き
事
項
、
及
び
主
觀
的
に
見
て
当
該
家
庭
に
於
い
て
は
妻
が

日
常
執
り
行
ふ
を
常
と
す
る
事
項
は
悉
く
日
常
の
家
事
と
い
つ
て

よ
い
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
（
25
）
、
第
三
の
学
説
に
つ
い
て

は
、「
そ
の
他
の
特
別
事
情
」
に
つ
き
「
婚
姻
関
係
の
破
綻
」
を

含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
き
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
点
、
夫
と
別
居
し
、
独
立
し
た
生
計
を
営
む
妻
の
代
理
權
に
つ

き
、
大
判
昭
和
一
一
年
一
二
月
二
六
日
に
お
い
て
「
妻
が
初
よ
り

夫
の
代
理
人
に
非
ざ
る
こ
と
を
示
し
又
は
相
手
方
が
之
を
知
り
た

る
法
律
行
為
に
付
て
は
日
常
の
家
事
に
属
す
る
場
合
た
り
と
も
民

法
第
八
〇
四
条
第
一
項
を
適
用
す
べ
き
も
の
に
非
ず
」
と
判
示
し

て
い
る
（
26
）
。
別
居
時
の
場
合
は
、
①
妻
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
示

す
こ
と
、
②
相
手
方
が
別
居
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
要
件

と
し
て
、
民
法
八
〇
四
条
一
項
の
適
用
を
排
除
す
る
。

妻
の
救
済
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
夫
婦
の
代
理
権
は
広
く

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
夫
婦
関
係
が

変
化
し
別
居
し
て
い
る
状
態
は
、
第
三
者
に
客
観
的
に
明
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
点
、「
夫
の
行
為
は
そ
れ
が
自
己
個
人
の
爲
め
に
爲
さ
る

（
一
一
二
一
）
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二
八
四

持
つ
、
そ
の
た
め
に
一
人
で
苦
心
す
る
」
と
い
う
損
害
を
被
る
こ

と
を
避
け
る
た
め
に
存
在
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
た
（
28
）
。
ま
た
妻
は

経
済
的
弱
者
で
あ
る
た
め
、
司
法
法
制
審
議
会
第
二
回
総
会
第
三

日
目
に
お
い
て
は
夫
婦
財
産
に
つ
い
て
、「
婚
姻
中
に
で
き
た
財

産
を
共
有
財
産
と
推
定
せ
よ
と
い
う
主
張
、
こ
れ
は
婦
人
委
員
の

間
か
ら
は
相
当
強
く
い
わ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、「
婚
姻

中
に
と
に
か
く
入
っ
た
財
産
は
す
べ
て
共
有
と
推
定
す
べ
し
」
と

述
べ
ら
れ
た
（
29
）
。

夫
婦
の
財
産
関
係
に
関
す
る
議
論
の
中
で
婚
姻
関
係
の
破
綻
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
四
一
年
二
月
七
日
の
婦
人
少
年

問
題
審
議
会
の
、
家
族
法
上
の
妻
の
地
位
に
関
す
る
意
見
書
で

あ
っ
た
。
本
意
見
書
に
お
い
て
は
、「
一
般
に
妻
は
、
そ
の
名
義

に
よ
る
収
入
を
得
る
こ
と
が
少
な
く
、
婚
姻
中
に
形
成
さ
れ
た
財

産
は
夫
名
義
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
婚
姻
の
破
綻
や
相

続
に
際
し
て
、
妻
は
不
利
益
を
受
け
る
場
合
が
多
い
。」
と
指
摘

さ
れ
夫
婦
の
財
産
に
関
し
て
の
妻
の
帰
属
分
に
つ
き
、
婚
姻
破
綻

に
よ
り
弱
い
立
場
と
な
る
妻
を
保
護
す
る
た
め
の
方
策
が
必
要
と

の
視
点
か
ら
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
夫
婦
関
係
の
変
化
が
日

常
家
事
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
（
30
）
。

い
て
、
第
七
九
九
条
乃
至
第
八
〇
三
条
削
除
と
さ
れ
て
い
た
が
、

第
八
〇
四
条
に
つ
い
て
は
特
に
議
論
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
Ｂ
班
案
（
婚
姻
）
で
は
、「（
甲
）
三　

夫
婦
の
一
方
が
日
常

の
家
事
に
関
し
第
三
者
と
法
律
行
為
を
な
し
た
る
と
き
は
他
の
一

方
は
之
に
依
り
て
生
じ
た
る
債
務
に
付
連
帯
し
て
其
の
責
に
任
ず

る
も
の
と
す
る
こ
と
。（
乙
）
日
常
の
家
事
に
関
し
て
は
夫
婦
は

連
帯
責
任
に
任
ず
る
旨
の
規
定
の
み
を
置
く
こ
と
」
と
さ
れ
た
。

ま
た
民
法
改
正
要
綱
案
（
昭
和
二
一
年
七
月
二
七
日
）（
起
草
委

員
第
一
次
案
）、
民
法
改
正
要
綱
案
（
昭
和
二
一
年
七
月
二
九
日
）

（
起
草
委
員
第
二
次
案
）、
民
法
改
正
要
綱
案
（
昭
和
二
一
年
七
月

三
〇
日
）（
代
に
小
委
員
会
決
議
）、
民
法
改
正
要
綱
案
（
昭
和

二
一
年
八
月
一
九
日
）（
臨
時
法
政
調
査
会
総
会
原
案
）、
民
法
改

正
要
綱
（
昭
和
二
一
年
九
月
一
一
日
）（
司
法
法
制
審
議
会
第
三

回
総
会
決
議
）
で
は
、「
第
十　

夫
婦
法
定
財
産
制
に
関
す
る
規

定
を
左
の
如
く
修
正
す
る
こ
と
。
二　

夫
婦
の
一
方
が
日
常
の
家

事
に
関
し
第
三
者
と
法
律
行
為
を
な
し
た
る
と
き
は
他
の
一
方
は

之
に
依
り
て
生
じ
た
る
債
務
に
付
連
帯
し
て
其
の
責
め
に
任
ず
る

こ
と
。」
と
提
案
さ
れ
た
。

村
岡
委
員
に
よ
れ
ば
本
条
は
、
主
に
経
済
的
弱
者
で
あ
る
妻
が
、

例
え
ば
「
夫
が
責
任
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
借
金
を
妻
が

（
一
一
二
二
）
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二
八
五

獨
立
對
等
の
思
想
と
相
容
れ
な
い
」
と
す
る
学
説
（
33
）
、
旧
法
で
規
定

さ
れ
た
「
家
」
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、
夫
婦
は
共
同
体
と

し
て
の
実
質
を
有
す
る
者
と
し
て
「
日
常
の
家
事
は
、
夫
婦
共
同

態
の
た
め
に
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
夫
の
た
め
で
も
、
妻
の

た
め
で
も
な
く
、
夫
が
こ
れ
を
し
て
も
、
妻
が
こ
れ
を
し
て
も
、

所
詮
は
夫
婦
共
同
の
責
任
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
学
説
（
34
）
、

対
第
三
者
と
の
取
引
関
係
を
重
視
し
、
第
三
者
保
護
の
観
点
か
ら

「
民
法
は
『
特
に
第
三
者
に
対
し
て
責
め
に
任
じ
な
い
旨
を
豫
告

し
た
場
合
』
の
他
は
、
契
約
当
事
者
が
夫
で
あ
る
か
妻
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
「
夫
婦
の
一
方
が
日
常
の
家
事
に
関
し
て
第
三
者
と
法

律
行
為
を
し
た
と
き
は
、
他
の
一
方
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た

債
務
に
つ
い
て
、
連
帯
し
て
其
の
責
め
に
任
ず
る
旨
を
規
定
し

た
」
と
す
る
学
説
（
35
）
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
説
が
重
要
視
し
て
い
る
の
は
、
①
夫
婦
は
共
同
体
で
あ
る
、

②
妻
の
保
護
が
重
要
で
あ
る
、
③
対
第
三
者
保
護
で
あ
る
と
こ
ろ
、

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
夫
婦
が
日
常
家
事
債
務
に
つ
き

連
帯
責
任
を
負
う
の
は
、
法
律
上
婚
姻
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
婚
姻
の
実
態
が
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
。
婚
姻
の

実
態
が
な
い
場
合
に
は
婚
姻
関
係
維
持
の
必
要
性
も
な
く
、
そ
の

よ
う
な
場
合
に
日
常
家
事
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
一
方
配
偶

新
法
に
お
け
る
日
常
家
事
の
規
定
は
、
夫
婦
別
産
制
を
基
礎
と

す
る
。
夫
婦
別
産
制
は
、「
封
建
的
家
父
長
的
『
家
』
の
制
度
の

原
理
を
排
除
し
、
個
人
主
義
的
原
理
を
採
用
す
る
と
い
う
使
命
」

を
持
ち
、「
妻
の
人
格
に
独
立
性
を
与
え
、
夫
婦
の
対
等
性
を
実

現
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
が
、
規
定
の
形
式
制
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
新
し
い
法
意
識
の
形
成
と
妻
の
自
覚
の
形
成
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
積
極
的
意
味
を
有
し
た
と
い
う
べ

き
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
31
）
。

夫
婦
別
産
制
の
理
念
に
基
づ
け
ば
、
夫
婦
に
は
独
立
し
た
財
産

管
理
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
夫
あ
る
い
は
妻

が
単
独
で
契
約
し
た
場
合
に
は
、
契
約
当
事
者
が
そ
の
効
果
を
享

受
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
民
法
第
七
六
一
条
は
、
日
常
家
事

債
務
に
つ
い
て
は
夫
婦
の
連
帯
責
任
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。

学
説
で
は
、
夫
婦
の
実
態
、
あ
る
い
は
妻
の
保
護
の
立
場
か
ら
、

民
法
七
六
一
条
が
「
実
質
上
は
家
団
の
存
在
を
前
提
と
し
て
規
定

さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
学
説
（
32
）
、
夫
婦
の
財
産
の
独
立
性
が
保
障
さ

れ
て
い
る
も
の
と
し
て
「
婚
姻
費
用
を
夫
の
み
に
負
わ
せ
て
、
妻

を
無
責
任
の
地
位
に
立
た
せ
た
り
、
ま
た
は
、
夫
に
支
拂
能
力
な

き
場
合
に
初
め
て
妻
に
第
二
次
責
任
を
負
わ
せ
た
り
す
る
の
は
、

い
ず
れ
も
妻
の
隷
屬
的
地
位
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
っ
て
夫
妻
の

（
一
一
二
三
）
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味
し
た
上
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
学
説
（
39
）
、
第
四
に
日
常
家
事

の
範
囲
は
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
学
説
が
あ

る
（
40
）
。
こ
の
う
ち
第
二
の
立
場
は
、
夫
婦
が
婚
姻
関
係
を
維
持
し
日

常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
日
常
家
事
行
為
は
す
べ
て
日
常
家

事
に
属
す
る
と
し
、
家
政
を
誰
が
分
担
す
る
か
に
よ
っ
て
日
常
家

事
性
が
異
な
る
と
す
る
考
え
方
で
は
な
く
、
日
常
家
事
の
範
囲
は

夫
婦
の
生
活
状
況
・
社
会
状
況
に
応
じ
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、「
日
常
の
家
事
の
範
囲
は
、
右
に
述
べ
る
よ
う
に
、
各

夫
婦
共
同
生
活
の
事
情
に
よ
り
、
ま
た
そ
の
行
為
を
な
す
目
的
に

よ
っ
て
異
な
り
、
外
部
か
ら
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
部
的
事
情
に
従
っ
て
そ
の
範
囲

を
限
定
す
る
こ
と
は
、
第
三
者
を
害
す
る
お
そ
れ
が
多
い
の
み
な

ら
ず
、
│
第
三
者
に
過
当
な
警
戒
を
強
い
る
こ
と
に
な
っ
て
│
ひ

い
て
は
夫
婦
共
同
生
活
の
運
営
を
妨
げ
る
。
従
っ
て
、
表
見
代
理

の
趣
旨
を
類
推
適
用
し
て
、
日
常
家
事
の
範
囲
内
と
信
ず
る
に
つ

い
て
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
者
は
保
護
さ
れ
る
と

解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
（
41
）
。

い
ず
れ
の
学
説
に
よ
っ
て
も
、
婚
姻
生
活
を
維
持
す
る
に
当
た

り
必
要
な
家
事
が
日
常
家
事
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は

な
い
と
こ
ろ
、
具
体
の
夫
婦
生
活
に
は
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ

者
の
「
扶
養
」
の
た
め
に
日
常
家
事
の
負
担
が
認
め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
学
説
で
は
日
常
家
事
の
範
囲
に
つ
き
、
第
一
に
、「
不
断

着
を
買
っ
た
り
、
家
賃
を
支
払
っ
た
り
す
る
場
合
に
、
法
律
的
に

は
、
衣
料
店
・
米
穀
店
・
家
主
と
売
買
契
約
・
賃
貸
借
契
約
と

い
っ
た
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
の
事
務
は
一
般
的

に
は
妻
が
担
当
す
る
こ
と
が
少
な
い
」
と
し
て
、
妻
が
主
に
担
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
家
政
に
つ
い
て
は
日
常
家
事
の
範
囲
に
該
当

す
る
と
し
て
、
日
常
家
事
の
態
様
を
具
体
的
に
考
慮
し
た
上
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
日
常
家
事
債
務
に
該
当
す
る
か
を
判
断
す
る

学
説
（
36
）
、
第
二
に
、
夫
婦
個
々
の
生
活
状
況
や
社
会
的
状
況
等
を
考

慮
し
、「
夫
婦
の
資
産
収
入
、
職
業
、
趣
味
、
身
分
等
よ
り
考
え

て
世
帯
を
営
む
に
必
要
な
行
為
（
37
）
」、「
大
体
日
常
の
家
庭
生
活
に
必

要
か
つ
相
当
な
事
柄
で
あ
っ
て
、
夫
婦
が
互
い
に
独
断
で
振
舞
っ

て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
に
日
常
家
事
債
務
性
が

あ
る
と
す
る
学
説
（
38
）
、
第
三
に
、
日
常
家
事
を
主
観
的
日
常
家
事
と

客
観
的
日
常
家
事
に
分
け
、
日
常
家
事
と
は
「
一
般
家
庭
に
お
い

て
日
常
執
り
行
わ
れ
る
事
項
（
客
観
的
日
常
家
事
）
と
当
該
家
庭

に
お
い
て
日
常
執
り
行
わ
れ
る
事
項
（
主
観
的
日
常
家
事
）
と
を

併
せ
意
味
す
る
」
と
し
て
、
日
常
家
事
と
は
夫
婦
の
実
情
を
も
加

（
一
一
二
四
）
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家
事
債
務
の
該
当
性
を
決
定
し
、
第
三
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
「
客
観
的
関
連
性
」
を
基
準
と
し
て
判
断
せ
ざ
る
を
得
ず
、

仮
に
、
一
方
配
偶
者
の
行
為
が
日
常
家
事
債
務
に
該
当
し
な
い
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
方
配
偶
者
が
日
常
家
事
債
務
に
該
当
し
な

い
と
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
と
な
る
（
42
）
。

3
．
婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事

⑴　

学
説
に
み
る
「
日
常
家
事
」

婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
の
日
常
家
事
に
つ
い
て
、
第

三
者
保
護
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
夫
婦
関
係
の
破
綻
を

考
慮
す
る
こ
と
は
制
限
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

別
居
中
の
夫
婦
に
つ
い
て
は
、
離
婚
成
立
前
で
あ
っ
て
も
、
同
条

の
連
帯
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
夫
婦
が
婚
姻
関
係
の
破
綻
に
よ
り

別
居
中
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
相
手
方
が
悪
意
で
あ
る
場
合
や
、

過
失
に
よ
り
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
同
条
の
適
用
を
認
め
る

べ
き
で
な
い
と
い
っ
た
見
解
が
あ
る
。
法
律
関
係
を
明
確
に
す
る

た
め
、
こ
れ
ら
の
立
法
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
よ
い
」
と
し
て

夫
婦
の
別
居
時
に
関
す
る
立
法
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
学
説
や
（
43
）
、

て
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
日
常
家
事
に
該

当
す
る
か
／
し
な
い
か
と
判
断
す
る
た
め
の
判
断
基
準
が
判
然
と

し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
の
わ
が
国
の
夫
婦
形
態
に
お

い
て
は
、
主
に
妻
が
家
政
を
担
当
し
、
夫
が
労
働
に
従
事
す
る
と

い
う
夫
婦
の
役
割
分
担
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
常
家
事
債
務
に

お
い
て
も
、
妻
を
ど
の
よ
う
に
保
護
す
る
か
と
い
う
観
点
も
あ
り
、

他
方
、
第
三
者
の
保
護
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
日
常
家
事
債

務
は
客
観
的
基
準
を
以
っ
て
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
側
面

も
あ
っ
た
。

日
常
家
事
債
務
は
そ
も
そ
も
婚
姻
費
用
か
ら
支
出
さ
れ
る
性
質

を
有
し
、
そ
の
目
的
は
婚
姻
生
活
維
持
の
た
め
に
限
定
さ
れ
る
。

民
法
七
六
一
条
の
「
日
常
家
事
」
の
範
囲
は
限
定
的
に
解
釈
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
学
説
は
、
①
婚
姻
の
目
的
に
沿
っ
て
分
類
を

試
み
る
学
説
、
②
妻
が
主
に
家
政
を
担
う
と
い
う
実
態
を
考
慮
す

る
と
い
う
ふ
う
に
分
類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
判
断
基
準
に

つ
い
て
も
、
①
夫
婦
の
生
活
実
態
を
考
慮
す
る
学
説
、
②
夫
婦
の

社
会
的
状
況
を
も
考
慮
す
る
学
説
、
③
第
三
者
保
護
を
基
準
と
す

る
学
説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
立
場
で
あ
っ
て
も
、
夫
婦
生
活
の

維
持
と
「
関
連
性
」
を
ど
の
程
度
有
す
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
夫
婦
個
々
の
事
情
を
考
慮
し
、
日
常

（
一
一
二
五
）
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の
名
義
の
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
ね
ば
な
ら

な
い
場
合
が
多
い
と
思
う
。」
と
し
た
う
え
で
、「
従
来
の
判
例
は
、

行
為
を
抽
象
的
に
考
え
、
そ
の
目
的
が
夫
婦
共
同
生
活
の
維
持
の

た
め
に
必
要
か
ど
う
か
を
考
え
な
い
の
は
不
当
で
あ
る
。
ま
た
、

夫
の
不
在
中
に
妻
が
生
計
に
窮
し
て
夫
名
義
の
借
財
を
し
又
は
夫

名
義
の
財
産
を
処
分
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
こ
れ
を
有
効
と
す
る

た
め
に
、
夫
が
暗
黙
に
代
理
権
を
与
え
た
も
の
と
み
よ
う
と
す
る

の
も
、
無
用
の
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（
45
）
。

こ
れ
に
対
し
谷
口
説
は
、「
不
和
で
別
居
中
や
あ
る
い
は
同
居

中
で
も
極
め
て
不
和
の
場
合
に
は
、
総
括
代
理
権
授
与
の
認
定
は

困
難
で
あ
り
、
表
見
代
理
成
立
の
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
日

常
家
事
代
理
権
は
、
不
和
で
別
居
す
る
夫
婦
の
間
に
も
認
め
ね
ば

な
る
ま
い
か
ら
、
こ
の
種
代
理
権
を
基
本
代
理
権
と
し
て
一
般
的

代
理
行
為
に
つ
き
表
見
代
理
を
認
め
る
こ
と
は
、
甚
だ
不
当
な
結

果
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
」
と
指
摘
し
、
代
理
権
授
与
の
認
定
を

否
定
す
る
（
46
）
。
た
だ
し
谷
口
説
に
お
い
て
も
「
極
め
て
不
和
の
場
合

に
は
」
と
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
回
復
不
可

能
な
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

子
が
あ
る
夫
婦
に
つ
い
て
は
、「
少
な
く
と
も
未
成
熟
の
子
の

養
育
に
つ
い
て
は
夫
婦
が
共
同
で
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
り
、
そ

「
別
居
に
よ
っ
て
共
同
生
活
が
消
滅
し
た
場
合
は
、
離
婚
の
前
段

階
に
移
行
し
た
も
の
と
み
る
の
が
常
識
で
あ
り
、
共
同
の
家
事
は

崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
家
事
の
範
囲
は
著

し
く
縮
小
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。」
と
し
つ
つ
も
、「
そ
う
い
っ

た
い
わ
ゆ
る
家
庭
の
内
部
事
情
は
、
外
部
の
第
三
者
に
は
う
か
が

い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
第
三
者
と

し
て
日
常
家
事
に
属
す
る
と
信
ず
べ
き
正
当
の
事
由
が
あ
れ
ば
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
表
見
代
理
の
適
用
を
な
す
べ
き
こ
と
と
な
る
」

と
し
て
、
日
常
家
事
が
拡
大
す
る
範
囲
で
表
見
代
理
の
適
用
を
認

め
る
学
説
も
あ
る
（
44
）
。
日
常
家
事
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
関
係
が
破
綻

し
て
い
る
こ
と
と
、
日
常
家
事
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
必
ず
し

も
一
致
せ
ず
、
婚
姻
関
係
は
破
綻
し
て
い
る
も
の
の
生
活
維
持
の

た
め
に
、
客
観
的
に
は
日
常
家
事
と
同
視
し
得
る
取
引
が
な
さ
れ

る
場
合
も
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
日
常
家
事
の
特
殊
な
事
情
が
、
婚

姻
関
係
破
綻
と
日
常
家
事
債
務
の
関
係
に
関
す
る
議
論
を
困
難
に

し
て
い
る
側
面
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
我
妻
説
は
、「
婚
姻
費
用
を
負
担
す
べ
き
夫
が
子
女
の

養
育
を
妻
に
任
せ
て
他
処
に
居
住
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
妻
の

権
限
内
と
な
る
日
常
家
事
の
範
囲
は
却
っ
て
拡
大
さ
れ
、
夫
の
財

政
的
援
助
な
し
に
生
活
す
る
た
め
に
、
必
要
な
借
財
を
し
又
は
夫

（
一
一
二
六
）
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の
前
段
階
と
し
て
の
別
居
な
の
か
は
、
外
部
の
第
三
者
に
は
容
易

に
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
夫
婦
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
で

あ
る
。
ま
た
婚
姻
関
係
が
破
綻
に
帰
し
て
長
期
間
別
居
し
て
い
て

も
妻
が
夫
名
義
の
家
屋
に
居
住
し
て
そ
れ
を
管
理
し
、
夫
名
義
で

日
常
品
を
購
入
し
、
夫
名
義
で
公
共
料
金
や
子
女
の
教
育
費
等
を

支
払
っ
て
い
る
と
い
う
客
観
的
事
情
が
あ
れ
ば
、
か
か
る
場
合
の

妻
に
は
日
常
家
事
代
理
権
が
な
い
と
は
断
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ

る
」
と
し
た
う
え
で
、「
別
居
」
と
い
う
事
実
状
態
が
あ
る
と
し

て
も
、
別
居
の
経
緯
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
し
、
夫
婦
関
係
が
破

綻
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
日
常
生
活
が
婚
姻
住
居
で
営
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
日
常
家
事
に
該
当
す
る
と
考
え
る
と
す
る
学
説

が
あ
る
（
48
）
。

こ
の
点
、
学
説
・
判
例
に
お
い
て
日
常
家
事
に
対
す
る
混
乱
が

あ
る
と
指
摘
し
つ
つ
「
そ
の
争
点
は
、
夫
の
不
在
の
場
合
や
困
窮

の
際
に
は
い
わ
ゆ
る
『
鍵
の
権
限
』
が
拡
張
す
る
、
と
解
す
べ
き

か
ど
う
か
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
指
摘
す
る
学
説
が
あ

る
。
こ
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
日
常
家
事
の
範
囲
は
「
個
人
の
尊
厳

と
両
性
の
本
質
的
平
等
と
を
旨
と
す
べ
き
現
行
法
と
『
鍵
の
権

限
』
の
思
想
は
、
あ
い
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
婚

姻
共
同
生
活
が
平
等
な
人
格
と
し
て
の
夫
婦
の
協
力
に
よ
っ
て
営

の
限
度
で
民
法
七
六
一
条
の
適
用
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（
限
度
を
な
い
こ
と
に
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
学
用
品
な

ど
の
使
途
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
適
用
を
肯
定

す
べ
き
で
あ
る
）。
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
や
は
り
、
類
推
適

用
は
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。」
と
述
べ

る
学
説
も
あ
る
。
子
の
保
護
を
重
視
し
、「『
夫
婦
関
係
の
破
綻
』

の
認
定
を
弾
力
的
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
解
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
思
う
。」
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
（
47
）
。

夫
婦
関
係
の
変
化
が
日
常
家
事
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
学

説
の
違
い
は
、
も
っ
ぱ
ら
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
期
間
中
の

日
常
家
事
の
存
否
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。「
婚
姻
関
係
が
変
化

し
て
い
る
」
こ
と
を
「
破
綻
」
と
と
ら
え
て
日
常
家
事
は
存
在
し

な
い
と
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
た
と
え
夫
婦
関
係
が
破
綻
し
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
子
が
あ
る
場
合
や
、
そ
の
他
日
常
家
事
の

存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
一
方
配
偶
者
に
と
っ
て
酷
な
状
態
を
発

生
さ
せ
る
場
合
に
は
、
日
常
家
事
は
存
在
す
る
と
す
る
の
か
、
夫

婦
関
係
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が
重
要
と
な
る
。

夫
婦
関
係
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
別
居
状

態
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
近
時
よ
く
あ
る
長
期
単
身
赴
任

に
よ
る
別
居
な
の
か
、
共
同
生
活
の
実
体
は
既
に
な
く
な
り
離
婚

（
一
一
二
七
）
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と
し
て
）、
財
産
を
持
っ
て
い
る
者
が
不
在
者
と
な
り
そ
の
家
族

が
生
活
に
困
っ
て
い
る
場
合
、
家
族
は
不
在
者
に
対
す
る
扶
養
料

債
権
者
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
学
説
も
あ
る
と
こ
ろ
、
い
ず

れ
も
婚
姻
関
係
が
変
化
し
て
い
る
夫
婦
に
つ
き
現
行
法
を
活
用
す

る
こ
と
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
51
）
。

夫
婦
関
係
の
変
化
に
対
応
し
、
日
常
家
事
債
務
の
法
的
効
果
を

ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
関
係
が
安
定
し
て

い
る
場
合
を
前
提
に
日
常
家
事
の
成
立
を
認
め
、
破
綻
し
て
い
る

場
合
に
は
、
⑴
破
綻
の
度
合
い
を
考
慮
し
日
常
家
事
の
存
否
を
判

断
す
る
か
、
あ
る
い
は
⑵
不
在
者
の
財
産
管
理
制
度
を
活
用
す
る

と
の
考
え
方
が
あ
る
。

こ
の
点
、
多
治
川
教
授
は
「
破
綻
」
概
念
の
段
階
的
変
化
を
考

慮
し
、「
婚
姻
共
同
生
活
関
係
が
完
全
に
崩
壊
し
た
状
況
で
あ
っ

て
も
、
日
常
家
事
債
務
に
関
す
る
夫
婦
相
互
の
法
定
代
理
権
が
単

純
に
消
滅
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
こ
の
代
理
権
が
存

続
す
る
余
地
を
留
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て

「
仮
に
、
婚
姻
共
同
生
活
関
係
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
場
合
に
、
婚

姻
関
係
が
い
ま
だ
完
全
に
崩
壊
し
て
い
な
い
状
態
を
『
崩
壊
過

程
』、
婚
姻
関
係
が
既
に
完
全
に
崩
壊
し
て
い
る
状
態
を
『
崩
壊

後
』
と
呼
ん
で
概
念
的
に
区
別
す
る
と
し
て
も
、
実
際
に
は
、
こ

ま
れ
る
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
旧
法
下
の
日
常
家
事
の
観
念
よ
り

は
る
か
に
広
い
も
の
を
認
め
て
よ
く
、
夫
の
不
在
、
困
窮
な
ど
の

際
に
は
、
そ
れ
に
対
応
し
て
日
常
家
事
の
範
囲
も
拡
張
す
る
、
と

解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。」
と
さ
れ
、「
夫
婦
は
互
に
協
力
扶

助
す
べ
義
務
を
負
い
、
こ
の
義
務
の
も
と
に
婚
姻
共
同
生
活
を
営

み
、
夫
婦
の
一
方
の
取
引
も
実
質
的
に
共
同
の
利
益
に
帰
す
る
以

上
、
他
方
も
ま
た
そ
の
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
が
、
夫
婦
間
の
み

な
ら
ず
取
引
の
相
手
方
と
の
間
で
も
衡
平
に
適
す
る
か
ら
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。」
と
し
て
七
六
一
条
を
類
推
適
用
し
て
無
権

代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
他
方
配
偶
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
を
主
張

す
る
（
49
）
。
ま
た
、「
処
分
に
つ
い
て
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
管
理
人

が
い
な
い
限
り
、
家
族
の
生
活
費
に
あ
て
る
等
の
た
め
に
不
在
者

の
財
産
を
処
分
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
二
八
条
に
基
づ

い
て
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
行
う
と
い
う
の
が
、
民
法
の

趣
旨
で
あ
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
、
不
在
者
の
財
産
管
理
制
度
を
活

用
す
る
こ
と
を
提
唱
さ
れ
る
（
50
）
。
こ
の
点
、「
む
し
ろ
、
家
族
構
成

員
が
困
っ
た
と
き
に
は
す
ぐ
に
適
正
な
管
理
が
で
き
る
よ
う
、
不

在
者
・
失
踪
者
の
債
権
者
の
た
め
に
財
産
管
理
制
度
の
更
な
る
整

備
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
別
居
・
同
居
で
の
扶
養
義
務

の
存
否
内
容
を
区
別
し
な
い
日
本
に
お
い
て
は
（
そ
の
是
非
は
別

（
一
一
二
八
）
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有
責
主
義
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
日
常
家
事
該
当
性
を
考
慮

す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
実
質
的
な
婚
姻
関
係
が
存
在
し
な
い
の

で
あ
れ
ば
夫
婦
間
で
の
日
常
家
事
は
存
在
せ
ず
、
子
に
対
す
る

「
扶
養
義
務
」
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
有
責
性
の
判
断
も
不

要
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
り
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
一
方
配
偶

者
に
対
す
る
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
日
常
家
事
の
存
在

を
認
め
な
い
こ
と
は
「
一
方
配
偶
者
に
と
っ
て
酷
な
状
況
」
で
あ

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
常
家
事
債
務
の
連

帯
責
任
と
は
い
え
、
夫
婦
間
の
内
部
負
担
割
合
を
定
め
る
こ
と
が

可
能
な
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
婚
姻
関
係
維
持

／
破
綻
に
対
す
る
双
方
当
事
者
の
寄
与
割
合
を
考
慮
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
そ
こ
に
は
有
責
性
の
概
念
も
入
り
込
ま
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
厳
密
に
言
え
ば
、
日
常
家
事
債
務

に
お
け
る
「
破
綻
」
概
念
と
、
離
婚
原
因
に
お
け
る
「
破
綻
」
概

念
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
日
常
家
事
債
務
に
お
け
る
「
破

綻
」
は
、
婚
姻
の
効
果
を
失
わ
せ
る
ほ
ど
の
「
婚
姻
関
係
の
破

綻
」
が
当
事
者
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
指
標
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
両
者
は
程
度
に
よ
り
判
別
さ
れ
る
連
続
し
た
状
況
で
あ
る
。
例

え
ば
、
夫
婦
の
一
方
配
偶
者
が
家
出
を
し
た
り
、
両
者
が
既
に
別

居
し
て
い
た
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
評
価
が
想
定
さ
れ
得

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
際
の
紛
争
で
は
、
一
方
配
偶
者
に
よ

り
な
さ
れ
た
行
為
の
効
力
が
他
方
配
偶
者
に
帰
属
す
る
か
ど
う
か

が
争
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
裁
判
官
は
、
当
該
行
為
の
効
力

が
本
人
に
帰
属
す
る
と
い
え
る
程
度
に
婚
姻
共
同
生
活
関
係
が
維

持
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
（
当
該
行
為
の
効
力
が
本
人
に
帰
属
し

な
い
と
い
え
る
程
度
に
婚
姻
共
同
生
活
関
係
が
崩
壊
し
て
い
た
か

ど
う
か
）
を
認
定
す
れ
ば
足
り
、
一
般
論
と
し
て
当
該
夫
婦
の
婚

姻
関
係
が
完
全
に
崩
壊
し
て
い
た
か
否
か
を
認
定
す
る
必
要
は
な

い
し
、
ま
た
、
実
際
に
認
定
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。

婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
た
め
日
常
家
事
に
関
す
る
夫
婦
の
連

帯
責
任
は
成
立
し
な
い
、
と
い
う
判
例
の
認
定
・
判
断
も
、
こ
の

意
味
で
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
（
52
）
。

日
常
家
事
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
学
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

夫
婦
関
係
の
変
化
を
日
常
家
事
に
も
た
ら
す
影
響
を
具
体
的
に
考

慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
加
え
て
、
婚
姻
関
係
を
破

綻
さ
せ
た
配
偶
者
の
有
責
性
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
有
責
性
と
は
い
わ
ゆ
る
離
婚
に
お
け
る

（
一
一
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
九
二

賃
貸
人
に
対
し
主
張
し
得
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
つ

つ
、「
こ
の
法
理
は
夫
婦
関
係
が
正
常
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
妥

当
す
る
も
の
で
夫
婦
間
に
大
き
な
溝
が
出
来
、
当
該
家
屋
に
お
け

る
同
居
生
活
が
不
能
と
な
り
夫
が
当
該
家
屋
か
ら
立
退
い
て
妻
と

世
帯
を
別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
妻

の
有
す
る
居
住
の
権
利
は
夫
の
賃
借
権
に
従
属
す
る
関
係
を
脱
却

し
そ
れ
自
体
独
立
の
権
利
と
し
て
保
護
せ
ら
る
べ
き
地
位
を
取
得

す
る
に
至
つ
た
」
と
し
て
、
夫
が
賃
貸
人
と
の
合
意
で
賃
貸
借
契

約
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
（
54
）
。

本
件
は
、
本
件
家
屋
を
昭
和
三
六
年
八
月
に
賃
借
し
た
夫
婦
が
、

そ
の
後
夫
の
不
倫
関
係
を
原
因
と
し
て
昭
和
三
七
年
五
月
頃
か
ら

夫
婦
関
係
に
溝
が
生
じ
、
合
意
解
除
の
な
さ
れ
た
昭
和
三
七
年
八

月
一
一
日
当
時
に
は
夫
婦
関
係
は
復
元
の
見
込
の
な
い
ほ
ど
破
綻

し
、
本
件
家
屋
に
お
け
る
同
居
生
活
は
不
能
と
な
っ
て
い
た
。
夫

婦
は
共
同
で
寿
司
屋
営
業
を
営
ん
で
い
た
た
め
、
妻
は
本
件
家
屋

に
お
い
て
寿
司
屋
営
業
を
営
み
生
活
費
を
捻
出
す
る
以
外
に
現
在

こ
れ
と
い
つ
た
生
計
の
道
な
く
、
従
つ
て
今
後
も
引
続
き
本
件
家

屋
に
居
住
す
る
必
要
が
あ
る
事
例
で
あ
っ
た
。

東
京
高
判
昭
和
四
四
年
一
〇
月
一
六
日
（
判
例
③
）
は
、
夫
が

賃
借
し
た
建
物
に
つ
き
、
夫
婦
関
係
が
破
綻
し
離
婚
調
停
中
で

⑵　

判
例
に
み
る
「
日
常
家
事
」

他
方
判
例
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
に
検
討
す
る
。

徳
島
簡
判
昭
和
三
五
年
五
月
（
日
不
明
、
判
例
①
）
は
、
別
居

中
妻
が
負
担
し
た
医
療
に
つ
き
な
さ
れ
た
不
当
利
得
返
還
請
求
に

つ
き
、「
医
師
の
治
療
は
被
告
が
希
望
し
承
諾
し
た
原
告
の
実
家

に
お
け
る
医
薬
費
で
あ
り
、
Ｎ
病
院
の
入
院
費
の
内
容
は
食
費
と

完
全
看
護
料
で
あ
っ
て
そ
れ
ら
は
必
要
に
し
て
最
小
限
の
程
度
の

も
の
で
、
婚
姻
中
の
生
活
に
お
い
て
生
起
し
た
以
上
避
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
直
接
の
婚
姻
か
ら
生
ず
る
費
用
そ
の
も
の
で
あ
る
」

と
し
て
、「
別
居
中
の
も
の
で
あ
り
且
つ
相
当
長
期
間
の
も
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
」
と
し
つ
つ
も
日
常
家
事
に
該
当
す
る
と
認
め

た
（
53
）
。
原
告
と
被
告
は
昭
和
二
九
年
に
婚
姻
し
た
と
こ
ろ
、
原
告
が

昭
和
三
〇
年
二
月
頃
に
肺
結
核
と
心
臓
性
喘
息
に
か
か
り
昭
和

三
一
年
一
月
か
ら
は
実
家
で
療
養
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、

昭
和
三
一
年
七
月
に
は
離
婚
の
合
意
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
裁

判
当
時
は
離
婚
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

横
浜
地
判
昭
和
三
八
年
一
〇
月
一
八
日
（
判
例
②
）
は
、
夫
が

賃
貸
人
と
の
賃
貸
借
契
約
を
合
意
解
除
し
た
事
例
に
つ
き
、「
妻

は
夫
と
共
に
当
該
家
屋
に
居
住
す
る
権
利
を
有
し
、
こ
の
権
利
を

（
一
一
三
〇
）



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察
（
大
杉
）

二
九
三

実
際
に
は
妻
が
切
り
盛
り
し
、
夫
は
外
泊
が
益
々
頻
繁
と
な
り
昭

和
四
二
年
正
月
頃
か
ら
は
全
く
帰
宅
せ
ず
、
他
女
と
同
棲
し
、
妻

と
は
全
く
没
交
渉
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
〇
年

五
月
一
二
日
に
は
夫
が
賃
貸
人
と
の
間
で
賃
貸
借
契
約
を
合
意
解

除
し
て
い
る
。

東
京
高
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
四
日
（
判
例
④
）
は
、
夫
が
締

結
し
た
火
災
保
険
契
約
の
保
険
金
が
妻
に
支
払
わ
れ
た
事
例
に
つ

き
、
夫
婦
の
「
婚
姻
生
活
は
破
綻
し
、
離
婚
を
前
提
と
し
て
別
居

し
た
も
の
と
解
し
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
夫
婦
の

共
同
生
活
関
係
は
消
滅
し
た
」
こ
と
か
ら
、
妻
の
保
険
金
受
領
は

日
常
家
事
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
。
本
件
は
、
夫
婦
が
昭
和

四
五
年
六
月
か
ら
居
住
し
て
い
た
ア
パ
ー
ト
が
全
焼
し
た
た
め
転

居
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
妻
が
夫
に
無
断
で
転
居
先
か
ら
家
出
を
し

そ
の
後
同
居
し
て
い
な
い
た
め
、
別
居
中
に
妻
が
受
領
し
た
保
険

金
が
日
常
家
事
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
（
56
）
。

大
阪
高
判
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
九
日
（
判
例
⑤
）
は
、
妻
が

夫
の
実
印
を
勝
手
に
使
用
し
土
地
の
売
買
契
約
を
締
結
し
た
事
案

に
つ
き
、
夫
婦
は
「
長
期
間
別
居
し
、
生
計
を
異
に
し
て
い
た
も

の
で
あ
っ
て
、
当
時
、
夫
婦
の
共
同
生
活
は
破
綻
に
帰
し
て
い
た

も
の
と
推
認
さ
れ
る
」
こ
と
か
ら
、
日
常
家
事
に
当
ら
な
い
と
判

あ
っ
て
も
妻
に
賃
借
権
が
認
め
ら
れ
る
か
が
争
わ
れ
た
事
例
に
つ

き
「
特
段
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、
妻
は
夫
の
建
物
居
住
権
し
た

が
っ
て
そ
の
占
有
権
に
依
拠
し
て
建
物
に
居
住
し
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
、
妻
に
独
立
の
占
有
は
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

と
し
つ
つ
も
、
本
件
の
よ
う
に
「
夫
が
女
道
楽
で
外
泊
が
多
く
、

家
業
に
も
失
敗
し
た
た
め
、
同
人
と
の
間
が
漸
次
円
滑
を
欠
く
に

い
た
り
、
…
外
泊
の
度
が
は
げ
し
く
、
…
全
く
帰
宅
せ
ず
、
夫
婦

関
係
は
破
綻
し
て
…
離
婚
の
調
停
事
件
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
建
物
賃
借
人
た
る
夫
が
多
く
外
泊
し
て

建
物
に
常
住
せ
ず
、
夫
婦
関
係
が
正
常
を
欠
く
に
い
た
り
、
た
め

に
被
控
訴
人
が
自
ら
建
物
内
の
営
業
主
体
と
な
っ
て
独
自
に
そ
の

経
営
に
従
事
し
、
控
訴
人
も
そ
の
情
を
知
っ
て
被
控
訴
人
の
営
業

開
始
に
同
意
を
与
え
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
控
訴
人
は
夫
の
賃
借

権
に
関
係
な
く
被
控
訴
人
に
建
物
の
独
自
の
使
用
を
許
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
被
控
訴
人
は
建
物
に
つ
き
独
立
の
占
有
権
を
取
得
し

た
も
の
と
認
め
る
を
相
当
と
す
る
。」
と
判
示
し
た
（
55
）
。

妻
は
夫
と
昭
和
二
六
年
一
〇
月
に
婚
姻
し
た
が
、
夫
の
女
道
楽

に
よ
り
夫
の
商
売
が
昭
和
三
二
年
三
月
頃
倒
産
し
、
そ
の
頃
か
ら

夫
の
外
泊
が
頻
繁
に
な
り
、
い
っ
た
ん
は
別
居
し
た
も
の
の
、
昭

和
三
三
年
七
月
よ
り
同
居
を
再
開
し
、
麻
雀
営
業
を
開
始
し
た
が
、

（
一
一
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
九
四

に
な
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
あ
る
時
期
は
別
居
し
て
い
た

と
し
て
も
、
完
全
に
別
居
し
た
と
は
認
め
ら
れ
」
な
い
こ
と
か
ら

す
れ
ば
本
件
契
約
が
別
居
中
の
契
約
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
契

約
当
初
か
ら
妻
は
ふ
と
ん
の
購
入
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
、
夫
婦

は
実
家
や
兄
弟
の
援
助
で
生
活
を
し
て
お
り
、
ふ
と
ん
の
購
入
金

額
は
夫
婦
に
と
っ
て
多
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
常
家
事
の
範
囲

を
逸
脱
し
て
い
る
と
判
示
し
た
（
59
）
。

東
京
地
判
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
日
（
判
例
⑧
）
は
、
子
ど
も

の
英
語
教
材
を
妻
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
で
購
入
し
た
こ
と
が
日
常

家
事
債
務
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
の
英
語

教
材
の
購
入
は
日
常
家
事
に
該
当
す
る
と
し
た
う
え
で
、「
本
件

契
約
締
結
当
時
、
夫
婦
は
同
居
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
婚
姻
関

係
が
破
綻
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
、
本
件
契
約
の
締

結
は
日
常
家
事
代
理
権
の
範
囲
に
属
す
る
と
認
め
た
（
60
）
。

判
例
①
は
、
婚
姻
関
係
は
す
で
に
破
綻
し
て
い
る
が
、
医
療
費

が
日
常
家
事
に
該
当
す
る
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
婚
姻
関
係
の

状
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
配
偶
者
が
酷
な
状
況
に
陥
る
こ
と
を

避
け
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
判
例
②

③
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
婚
姻
破
綻
の
際
に
夫
が
賃
貸
人
と
の
間

で
賃
貸
借
契
約
を
合
意
解
除
し
た
事
例
に
つ
き
妻
の
居
住
権
が
争

示
し
た
（
57
）
。
夫
婦
は
昭
和
一
三
年
頃
か
ら
別
居
し
て
お
り
、
昭
和

二
五
年
当
時
妻
は
飲
食
店
営
業
を
し
て
自
活
し
て
い
た
こ
と
、
夫

は
実
印
を
妻
の
も
と
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
い
た
が
こ
れ
を
も
っ

て
夫
が
妻
に
代
理
権
を
与
え
た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
は
相
当
で

な
い
と
判
断
す
る
と
と
も
に
、
民
法
一
一
〇
条
の
基
本
代
理
権
の

存
在
も
否
定
し
て
い
る
。

東
京
高
判
昭
和
五
六
年
四
月
二
八
日
（
判
例
⑥
）
は
、
夫
が
自

ら
の
借
金
返
済
の
た
め
、
妻
所
有
の
土
地
を
無
断
で
売
却
し
た
事

案
に
つ
き
、
夫
婦
が
約
六
年
間
別
居
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
夫

婦
の
実
質
は
な
く
、
婚
姻
関
係
は
破
綻
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
か

か
る
場
合
、
夫
婦
の
一
方
は
、
他
方
の
日
常
の
家
事
に
関
す
る
法

律
行
為
に
つ
き
民
法
七
六
一
条
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
（
58
）
。

大
阪
簡
判
昭
和
六
一
年
八
月
二
六
日
（
判
例
⑦
）
は
、
夫
が
ふ

と
ん
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
で
購
入
し
た
こ
と
が
日
常
家
事
に
該
当

す
る
か
争
わ
れ
た
事
例
に
つ
き
、
夫
婦
は
昭
和
五
四
年
一
月
に
婚

姻
し
同
年
八
月
に
長
女
を
も
う
け
て
い
る
と
こ
ろ
、「
長
女
が
出

生
し
た
こ
ろ
は
、
ま
じ
め
に
働
い
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
後
仕
事

を
転
々
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
交
通
事
故
に
あ
っ
て
入
院
し
た
こ

と
か
ら
、
仕
事
は
せ
ず
、
酒
を
飲
む
と
妻
に
暴
力
を
ふ
る
う
よ
う

（
一
一
三
二
）



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察
（
大
杉
）

二
九
五

い
る
と
判
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
判
例
⑧
に
つ
い
て
は
子
ど
も
の

英
語
教
材
の
購
入
で
あ
り
、
本
事
例
に
つ
い
て
は
「
婚
姻
関
係
が

破
綻
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
日
常
家
事
債
務
の
成
立

を
認
め
て
い
る
。
判
例
⑦
⑧
に
つ
い
て
は
、
金
額
の
多
寡
・
他
方

配
偶
者
の
承
諾
等
が
考
慮
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
判

例
⑧
は
婚
姻
関
係
の
破
綻
を
判
断
要
素
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、

仮
に
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
た
場
合
に
は
、
日
常
家
事
債
務
性

は
否
定
さ
れ
る
も
の
の
、
子
の
扶
養
の
論
理
に
よ
り
親
に
債
務
負

担
が
認
め
ら
れ
る
事
例
で
あ
ろ
う
か
（
61
）
。

4
．
小
括

婚
姻
費
用
の
分
担
や
日
常
家
事
債
務
の
連
帯
責
任
に
つ
い
て
は
、

そ
の
分
担
可
能
性
や
分
担
割
合
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
夫
婦
の

婚
姻
関
係
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
、
学
説
や

判
例
に
お
い
て
は
、
婚
姻
関
係
の
変
化
を
重
視
す
る
か
、
第
三
者

の
保
護
を
重
視
す
る
か
で
そ
の
結
論
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

民
法
七
六
一
条
が
第
三
者
保
護
の
た
め
の
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
客
観
的
に
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
状
態
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
夫
婦
が
別
居
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

わ
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
事
案
に
つ
い
て
も
合
意
解
除

に
つ
い
て
の
日
常
家
事
該
当
性
は
判
断
さ
れ
ず
、
婚
姻
住
居
内
で

妻
が
営
業
を
し
生
計
を
立
て
て
い
る
場
合
に
つ
き
妻
の
居
住
権
を

認
め
た
事
例
で
あ
っ
た
。
判
例
④
⑤
⑥
⑦
は
い
ず
れ
も
婚
姻
関
係

が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
か
ら
日
常
家
事
の
該
当
性
を
否
定
し
た
事

案
で
あ
る
と
こ
ろ
、
ふ
と
ん
購
入
に
関
し
て
争
わ
れ
た
事
例
（
判

例
⑦
）
を
除
け
ば
、
他
は
保
険
金
の
受
領
（
判
例
④
）、
実
印
を

盗
用
し
た
う
え
で
の
土
地
の
売
買
契
約
（
判
例
⑤
）、
妻
に
よ
る

土
地
の
無
断
売
却
（
判
例
⑥
）
に
関
し
て
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
っ

た
。
判
例
④
か
ら
判
例
⑥
は
、
い
ず
れ
も
一
方
配
偶
者
の
特
有
財

産
を
他
方
配
偶
者
が
処
分
し
た
事
例
で
あ
る
た
め
、
特
有
財
産
を

処
分
し
な
け
れ
ば
日
常
家
事
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た

か
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
、「
離
婚
を
前
提
と

し
て
別
居
（
判
例
④
）」「
生
計
を
異
に
し
て
い
た
（
判
例
⑤
）」

「
夫
婦
の
実
質
は
な
い
（
判
例
⑥
）」
と
い
ず
れ
も
婚
姻
関
係
の
破

綻
を
前
提
と
し
、
他
方
配
偶
者
の
特
有
財
産
を
勝
手
に
処
分
す
る

こ
と
は
日
常
家
事
に
は
あ
た
ら
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
他
方
、

判
例
⑦
に
つ
い
て
は
「
ふ
と
ん
」
と
い
う
、
日
常
家
事
の
想
定
範

囲
内
の
取
引
で
あ
る
と
こ
ろ
、「
ふ
と
ん
の
購
入
金
額
は
夫
婦
に

と
っ
て
多
額
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
日
常
家
事
の
範
囲
を
逸
脱
し
て

（
一
一
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
九
六

う
か
（
62
）
。
共
働
き
が
増
え
、「
妻
名
義
の
取
引
に
常
に
夫
の
連
帯
責

任
を
つ
け
て
相
手
を
保
護
す
る
と
い
う
時
代
は
次
第
に
終
わ
り
つ

つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
（
63
）
、
夫
婦
が

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
財
産
を
保
有
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
日
常
家

事
債
務
は
、
実
質
的
に
夫
婦
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
支

出
に
つ
い
て
の
み
連
帯
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
連
帯
責
任
を
負

う
の
は
、
連
帯
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
で
配
偶
者
の
一
方
が
酷
な

状
況
に
陥
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
別
居
制
度
の
検
討
も
含
む
夫
婦
関
係
の
「
破
綻
」
概
念
が

婚
姻
法
制
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
つ
き
更
な
る
考
察

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
引
き
続
き
検
討
し
て
い
き
た
い
（
64
）
。

注（
1
） 

中
川
善
之
助
『
新
訂
親
族
法
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
六
五

年
）
二
三
〇
頁
、
坂
本
圭
右
『
夫
婦
の
財
産
的
独
立
と
平
等
』（
成

文
堂
、
平
成
二
年
）
一
九
六
頁
、
後
藤
佳
旦
「
婚
姻
破
綻
別
居
中

の
婚
姻
費
用
の
分
担
義
務
に
つ
い
て
」
中
川
淳
先
生
古
希
祝
賀
論

集
刊
行
会
『
中
川
淳
先
生
古
希
祝
賀
論
集　

新
世
紀
へ
向
か
う
家

族
法
』（
平
成
一
〇
年
、
日
本
加
除
出
版
株
式
会
社
）
一
八
三
頁
、

梶
村
太
市
「
婚
姻
費
用
の
分
担
│
そ
の
性
質
及
び
分
担
額
の
決
定
」

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
実
質
的
に

夫
婦
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
に
は
他
方
配
偶
者
に
日
常
家
事

債
務
の
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
不
相
当
で
あ
る
場
合
も
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
逆
に
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い

る
か
ら
日
常
家
事
債
務
の
連
帯
責
任
は
発
生
し
な
い
と
す
れ
ば
、

こ
れ
に
よ
り
酷
な
状
態
に
陥
る
配
偶
者
が
発
生
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
婚
姻
の
効
果
を
勘
案
す
る
に
あ
た
っ
て
の
考
慮
要
素
で

あ
る
「
破
綻
」
は
、
婚
姻
の
解
消
に
向
け
て
考
慮
さ
れ
る
「
破

綻
」
と
は
異
な
る
視
点
も
必
要
と
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
例
え
ば
、

家
庭
内
別
居
の
場
合
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
当
事
者
が
夫
婦
関
係
が
破
綻

し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
あ
る
が
、
当
事
者

の
詳
細
な
生
活
関
係
（
電
気
・
ガ
ス
の
使
用
具
合
、
生
活
費
の
負

担
状
況
、
支
出
額
の
相
当
性
、
交
流
の
状
況
等
）
を
勘
案
し
た
う

え
で
日
常
家
事
債
務
の
負
担
を
決
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
婚
姻
関
係
が
破
綻
に
至
る
過
程
で
、
夫

婦
が
ど
の
程
度
破
綻
に
寄
与
し
た
か
を
割
合
的
に
認
定
し
、
夫
婦

間
で
の
内
部
分
担
決
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
際
に
は
、
夫
婦
双
方
の
有
責
性
が
考
慮
さ
れ
、
そ
の
度
合
い
に

応
じ
て
内
部
分
担
が
決
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

（
一
一
三
四
）



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察
（
大
杉
）

二
九
七

（
7
） 

日
常
家
事
債
務
の
連
帯
責
任
に
つ
い
て
多
数
の
論
稿
が
あ
る
。

例
え
ば
、
三
島
宗
彦
「
日
常
家
事
債
務
の
連
帯
責
任
」
中
川
善
之

助
教
授
還
暦
記
念
家
族
法
大
系
刊
行
委
員
会
『
家
族
法
大
系
Ⅱ

（
婚
姻
）』（
有
斐
閣
、
昭
和
三
八
年
﹇
初
版
第
四
刷
﹈）
二
三
五
頁
、

坂
本
圭
右
前
掲
注（
1
）二
〇
三
頁
、
高
森
八
四
郎
・
哉
子
「
夫
婦

の
日
常
家
事
行
為
と
表
見
代
理
」
名
城
法
学
第
三
八
巻
別
冊

（
一
九
八
九
年
）
二
〇
頁
、
鍛
冶
良
堅
「
日
常
家
事
債
務
に
関
す
る

理
論
構
成
」『
民
法
論
集
』（
啓
文
社
、
昭
和
五
一
年
）
一
七
九
頁

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
拙
稿
「
民
法
761
条
に
お
け
る

『
日
常
家
事
債
務
』
の
範
囲
〜
賃
料
支
払
債
務
を
素
材
と
し
て
」
明

海
大
学
不
動
産
論
集
第
一
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
七
頁
以
下
で

は
賃
料
債
務
を
手
が
か
り
に
日
常
家
事
債
務
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
8
） 

磯
辺
四
郎
・
井
上
正
一
起
稿
『
民
法
草
案
獲
得
編
第
二
部
理

由
書
』（
明
治
三
一
年
）
一
六
頁
。

（
9
） 

法
典
調
査
会
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代

立
法
資
料
叢
書
13　

法
典
調
査
會
民
法
第
決
議
案
』（
商
事
法
務
研

究
会
、
昭
和
六
三
年
）
一
六
頁
。

（
10
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
「
第
148
回
法
典
調
査

会
議
事
速
記
録
（
明
治
28
年
12
月
13
日
）」
法
務
省
大
臣
官
房
司
法

法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
6　

法
典
調
査
会

民
法
議
事
速
記
録
6
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
昭
和
五
九
年
）

三
五
五
頁
。

（
11
） 
石
井
良
助
「
法
律
編
下　

解
題
」
明
治
文
化
資
料
叢
書
刊
行

会
編
『
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
3
巻　

法
律
編
下
』（
風
間
書
房
、

岡
垣
學
・
野
田
愛
子
編
『
講
座
・
実
務
家
事
審
判
法
2
』

（
一
九
八
八
年
、
日
本
評
論
社
）
五
三
頁
、
深
谷
松
男
「
生
活
保
持

義
務
と
生
活
扶
助
義
務
」
川
井
健
ほ
か
編
『
講
座
現
代
家
族
法
：

島
津
一
郎
教
授
古
希
記
念　

第
4
巻
（
親
権
・
後
見
・
扶
養
）』

（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
）
一
九
八
頁
。

（
2
） 

青
山
道
夫
＝
有
地
亨
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
21
）　

親
族

（
1
）』（
有
斐
閣
、
平
成
二
三
年
﹇
復
刻
版
第
二
刷
﹈）﹇
伊
藤
昌
司
﹈

四
三
五
頁
、
有
地
亨
「
婚
姻
関
係
の
破
綻
と
婚
姻
費
用
の
分
担
」

沼
邉
愛
一
他
編
『
家
事
審
判
事
件
の
研
究
（
1
）』（
一
粒
社
、
昭

和
六
三
年
）
五
二
頁
以
下
は
別
居
年
数
あ
る
い
は
家
裁
へ
の
係
属

状
況
に
応
じ
て
夫
婦
協
力
の
度
合
は
弱
ま
る
と
す
る
。

（
3
） 

二
宮
周
平
『
家
族
法　
第
3
版
』（
二
〇
〇
九
年
、
新
世
社
）

六
六
頁
。

（
4
） 

犬
伏
由
子
「
夫
婦
間
の
生
活
保
障
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
」

山
形
大
学
紀
要
（
社
会
科
学
）
一
五
巻
一
号
二
二
頁
。

（
5
） 

常
岡
史
子
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
三
五
巻
六
号
（
二
〇
〇
七

年
）
一
一
五
七
頁
。

（
6
） 

拙
稿
「
判
批
」
民
商
一
五
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）

一
九
一
頁
以
下
。
東
京
家
審
平
成
二
七
年
六
月
一
七
日
（
判
タ

一
四
二
四
号
三
四
六
頁
）
は
、
別
居
中
の
夫
婦
間
に
お
け
る
婚
姻

費
用
算
定
に
つ
き
、
夫
が
自
宅
を
出
て
以
降
妻
が
実
家
に
転
居
す

る
た
め
で
の
期
間
の
住
宅
ロ
ー
ン
負
担
に
つ
き
、
住
居
費
を
二
重

に
負
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
住
居
関
係
費
を
控
除
し
て

い
る
。

（
一
一
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

二
九
八

一
五
二
頁
。

（
22
） 

梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
』（
有
斐
閣
、
大
正
二
年
）
一
九
一
頁
、

谷
口
知
平
『
日
本
親
族
法
』（
信
山
社
、
平
成
元
年
﹇
復
刻
版
第
二

刷
﹈）
二
八
九
頁
。

（
23
） 

穂
積
重
遠
『
親
族
法
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
八
年
）
三
四
六
頁
、

永
田
菊
四
郎
『
親
族
法
要
綱
』（
厳
翠
堂
書
店
、
昭
和
九
年
）

一
五
四
頁
。

（
24
） 

近
藤
英
吉
『
親
族
法
講
義
要
綱
』（
弘
文
堂
、
昭
和
一
三
年
）

一
〇
七
頁
、
堀
内
節
『
親
族
法
要
義
』（
精
興
社
、
昭
和
一
五
年
）

二
六
二
頁
。

（
25
） 

中
川
善
之
助
『
日
本
親
族
法
│
昭
和
17
年
│
』（
日
本
評
論
社
、

昭
和
一
七
年
）
二
四
七
頁
。

（
26
） 

大
判
昭
和
一
一
年
一
二
月
二
六
日
法
律
新
聞
四
一
〇
〇
号

一
九
一
六
頁
。

（
27
） 

末
弘
前
掲
注（
14
）一
九
七
頁
。

（
28
） 

我
妻
栄
編
『
戦
後
に
お
け
る
民
法
改
正
の
経
過
』（
日
本
評
論

社
、
一
九
八
九
年
﹇
第
一
版
第
三
刷
﹈）
二
六
〇
頁
。

（
29
） 

我
妻
栄
編
前
掲
注（
28
）六
二
頁
。

（
30
） 

田
辺
繁
子
「
家
族
法
上
の
妻
の
地
位
」
戸
籍
時
報
九
七
号

（
一
九
六
六
年
）
三
頁
以
下
、
沼
辺
愛
一
「
家
族
法
上
の
妻
の
地
位

に
関
す
る
婦
人
青
少
年
問
題
審
議
会
の
意
見
書
に
つ
い
て
」
ジ
ュ

リ
三
四
四
号
（
一
九
六
六
年
）
四
一
頁
以
下
。

（
31
） 
中
川
淳
『
家
族
法
の
諸
問
題
』（
有
信
堂
、
一
九
七
二
年
）

二
〇
頁
。

昭
和
三
五
年
）
一
六
八
頁
。

（
12
） 

石
井
良
助
「
民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
解
題
」
明
治
文
化
資

料
叢
書
刊
行
会
編
『
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
3
巻　

法
律
編
上
』

（
風
間
書
房
、
昭
和
三
四
年
）
九
七
頁
。

（
13
） 

石
井
前
掲
注（
12
）九
七
頁
。

（
14
） 

末
弘
厳
太
郎
「
家
團
論
」
穂
積
重
遠
・
中
川
善
之
助
責
任
編

輯
『
家
族
制
度
全
集
法
律
編
第
四
巻　

家
』（
河
出
書
房
、
昭
和

一
三
年
）
一
八
六
頁
。

（
15
） 

穂
積
重
遠
『
親
族
法
大
意
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
八
年
）

三
三
九
頁
。

（
16
） 

我
妻
栄
『
親
族
法
』（
有
斐
閣
、
昭
和
六
一
年
﹇
初
版
第
三
八

刷
﹈）
一
〇
九
頁
。

（
17
） 

近
藤
佳
代
子
「
明
治
民
法
に
お
け
る
妻
の
日
常
家
事
代
理
権
」

阪
大
法
学
四
二
巻
二
・
三
号
（
一
九
九
二
年
）
七
八
九
頁
。

（
18
） 

川
島
武
宜
「
離
婚
と
社
会
統
制
」
中
川
善
之
助
他
編
『
家
族

問
題
と
家
族
法　

Ⅲ
離
婚
』
所
収
（
酒
井
書
店
、
一
九
五
八
年
）

九
五
頁
。

（
19
） 

拙
稿
「
江
戸
か
ら
終
戦
時
ま
で
に
お
け
る
日
本
離
婚
法
の
特

質
〜
特
に
フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較
を
て
が
か
り
に
」
明
海
大
学

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
シ
リ
ー
ズ
第
二
八
号
（
二
〇
一
六

年
）
八
一
頁
。

（
20
） 

穂
積
重
遠
『
親
族
法
大
意
』（
岩
波
書
店
、
大
正
六
年
）
八
〇

頁
。

（
21
） 

中
川
善
之
助
『
略
説
身
分
法
学
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
年
）

（
一
一
三
六
）



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察
（
大
杉
）

二
九
九

務
と
表
見
代
理
責
任
」
民
事
法
情
報
一
七
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）

一
一
六
頁
は
「
日
常
の
家
事
の
た
め
に
夫
が
妻
名
義
の
借
金
を
す

る
こ
と
も
通
常
の
家
事
に
属
す
る
と
さ
れ
る
が
、
金
額
に
つ
い
て

は
低
廉
な
も
の
に
留
ま
る
。
日
常
生
活
か
ら
見
て
極
端
に
高
額
な

借
金
や
、
夫
婦
の
固
有
の
職
業
的
事
務
や
手
形
裏
書
行
為
な
ど
は

日
常
の
家
事
の
範
囲
に
は
属
し
な
い
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
基
本

的
に
は
財
産
処
分
行
為
は
日
常
の
家
事
の
範
囲
に
は
属
し
な
い
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
要
す
る
に
夫
婦
の
社
会
的
な
地
位

や
職
業
、
資
産
、
収
入
、
慣
行
な
ど
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
概

念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
す
る
。

（
42
） 

多
治
川
卓
朗
「
日
常
家
事
債
務
（
民
法
761
条
）
と
相
手
方
の

信
頼
保
護
（
二
・
完
）
│
『
婚
姻
関
係
破
綻
』
の
特
殊
性
に
つ
い

て
」
熊
本
法
学
第
一
〇
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
九
六
頁
で
は
「
相

手
方
か
ら
見
れ
ば
、
通
常
で
あ
れ
ば
日
常
家
事
の
範
囲
内
の
行
為

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
信
頼
は
当
然
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
上
に
相
手
方
に
正
当
理
由
（
自
ら
の
善
意
無
過
失
）
を
主
張
・

立
証
さ
せ
る
必
要
は
な
い
）。
む
し
ろ
、
こ
の
場
合
に
は
、
本
人
に

婚
姻
関
係
の
破
綻
に
関
す
る
相
手
方
の
悪
意
・
善
意
有
過
失
を
主

張
・
立
証
さ
せ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
相
手
方
が
悪
意
・
善
意

有
過
失
で
あ
っ
た
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
が
な
い
と
い
う
理
由

に
よ
り
、
民
110
条
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
た
同
判
例
の
判
断
枠
組

み
は
、
以
上
の
よ
う
に
分
析
で
き
、
相
手
方
の
信
頼
と
い
う
観
点

か
ら
見
れ
ば
、
婚
姻
関
係
の
破
綻
は
ま
さ
に
特
殊
な
事
情
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
32
） 

末
弘
前
掲
注（
14
）一
九
五
頁
。

（
33
） 

外
岡
茂
十
郎
『
親
族
法
』（
評
論
社
、
昭
和
二
五
年
）
一
六
四

頁
。

（
34
） 
中
川
善
之
助
『
新
版　

民
法
大
要
』（
勁
草
書
房
、
昭
和
五
二

年
﹇
新
版
﹈）
五
五
頁
。

（
35
） 

末
弘
厳
太
郎
『
民
法
講
話　

上
巻
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
二

年
﹇
第
一
二
刷
﹈）
二
六
三
頁
。

（
36
） 

末
弘
前
掲
注（
35
）二
六
三
頁
は
「
大
體
日
常
の
家
庭
生
活
に

必
要
か
つ
相
當
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
、
夫
婦
が
互
い
に
獨
斷
で

ふ
る
ま
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
指
す
と
解
せ

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
各
個
の
家
庭
事
情
に
よ
っ
て
そ
の
範

圍
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
妻
が
子
供
の
た

め
に
必
要
な
衣
服
を
買
入
れ
た
場
合
に
は
、
夫
も
必
ず
こ
れ
に
對

し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

（
37
） 

谷
口
知
平
『
親
族
法
』（
評
論
社
、
昭
和
二
八
年
）
七
八
頁
。

（
38
） 

末
弘
厳
太
郎
前
掲
注（
35
）二
六
三
頁
。

（
39
） 

柚
木
馨
『
親
族
法
』（
有
斐
閣
、
昭
和
二
八
年
﹇
第
四
版
﹈）

一
二
七
頁
、
奥
村
長
生
「
判
批
」
法
曹
時
報
二
二
巻
八
号

一
六
五
五
頁
、
高
森
哉
子
「
借
財
と
日
常
家
事
行
為
」
関
大
法
学

四
〇
巻
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
八
頁
、
齊
木
敏
文
「
日
常
家
事

代
理
権
と
表
見
代
理
」
判
タ
六
五
〇
号
（
一
九
八
八
年
）
六
二
頁
。

（
40
） 

人
見
康
子
「
日
常
家
事
行
為
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
法
学
研
究

第
四
五
巻
第
七
号
（
一
九
七
二
年
）
五
四
頁
以
下
。

（
41
） 

我
妻
栄
前
掲
注（
16
）一
〇
六
頁
。
山
川
一
陽
「
日
常
家
事
債

（
一
一
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
〇
〇

つ
他
の
一
方
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
顕
名
す
る
こ
と
な
く
な
し
た

行
為
に
つ
い
て
、
他
方
に
責
任
を
負
わ
せ
、
自
ら
も
責
任
を
負
う

と
す
る
こ
と
に
今
日
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
す
る
。

（
52
） 

多
治
川
卓
朗
「
日
常
家
事
債
務
（
民
法
761
条
）
と
相
手
方
の

信
頼
保
護
（
二
・
完
）
│
『
婚
姻
関
係
破
綻
』
の
特
殊
性
に
つ
い

て
」
熊
本
法
学
第
一
〇
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
四
頁
。
ま
た
伊

藤
昌
司
「
民
法
761
条
日
常
家
事
債
務
の
連
帯
責
任
」
青
山
道
夫
・

有
地
亨
前
掲
注（
2
）四
五
四
頁
以
下
は
「
婚
姻
関
係
の
破
綻
に
よ

る
別
居
の
場
合
に
は
本
条
の
適
用
が
排
斥
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と

に
も
、
多
少
の
留
保
な
し
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
日
常
の
家
事
の

範
囲
を
限
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
夫
婦
が
別

居
中
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
相
手
方
が
悪
意
で
あ
る
場
合
や
、
善
意

で
も
同
居
中
な
い
し
一
時
的
別
居
に
す
ぎ
な
い
と
信
じ
た
こ
と
に

相
手
方
の
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
本
条
が
適
用
さ
れ
な
い
と
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

（
53
） 

徳
島
簡
判
昭
和
三
五
年
五
月
（
日
不
明
）
家
月
一
二
巻
一
〇

号
一
四
四
頁
。

（
54
） 

横
浜
地
判
昭
和
三
八
年
一
〇
月
一
八
日
下
民
集
一
四
巻
一
〇

号
二
〇
六
七
頁
。

（
55
） 

東
京
高
判
昭
和
四
四
年
一
〇
月
一
六
日
判
時
五
七
五
号
三
七

頁
。

（
56
） 

東
京
高
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
四
日
金
法
七
二
九
号
三
七
頁
。

（
57
） 
大
阪
高
判
昭
和
四
九
年
一
〇
月
二
九
日
判
時
七
七
六
号
五
二

頁
。

（
43
） 

山
下
純
司
「
2
│
2　

離
婚
の
効
果
」
大
村
敦
志
・
河
上
正

二
・
窪
田
充
見
・
水
野
紀
子
編
『
比
較
家
族
法
研
究
│
離
婚
・
親

子
・
親
権
を
中
心
に
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
年
）
一
一
一
頁
。

（
44
） 
三
島
前
掲
注（
1
）二
四
四
頁
。

（
45
） 

我
妻
栄
『
親
族
法
』（
有
斐
閣
、
昭
和
三
九
年
﹇
初
版
第
五

刷
﹈）
一
〇
六
頁
。

（
46
） 

谷
口
知
平
「
判
批
」
民
商
四
九
巻
二
号
（
昭
和
三
八
年
）

一
一
〇
頁
。

（
47
） 

齊
木
前
掲
注（
39
）七
三
頁
。

（
48
） 

高
森
前
掲
注（
39
）七
五
頁
。

（
49
） 

鍛
冶
前
掲
注（
7
）一
九
四
頁
。

（
50
） 

鍛
冶
前
掲
注（
7
）一
九
九
頁
。

（
51
） 

佐
藤
啓
子
「
家
族
債
務
の
処
理
と
夫
婦
の
連
帯
責
任
（
4
）

完
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
三
八
号
（
一
九
九
一
年
）
三
六
七

頁
。
な
お
三
六
六
頁
で
は
「
戦
後
の
混
乱
期
な
ら
と
も
か
く
少
な

く
と
も
離
隔
者
の
間
で
も
連
絡
を
取
り
合
う
こ
と
の
容
易
な
現
代

社
会
に
お
い
て
は
、
生
活
費
調
達
の
た
め
の
処
分
・
借
財
に
つ
い

て
も
、
他
方
配
偶
者
と
の
連
絡
な
く
（
代
理
権
が
授
与
さ
れ
ず
に
）

処
分
行
為
が
な
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
事
態
は
、
お
よ
そ
家
事
行
為

と
か
け
離
れ
た
目
的
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
ま

た
松
久
和
彦
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
常
家
事
債
務
の
連
帯
責

任
」
立
命
館
法
学
三
六
九
・
三
七
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
六
七
五
頁

で
は
「
専
業
主
婦
か
ら
共
稼
ぎ
夫
婦
が
増
加
す
る
中
、
夫
婦
の
一

方
が
他
の
一
方
に
対
す
る
代
理
の
意
思
を
有
す
る
こ
と
な
く
、
か

（
一
一
三
八
）



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察
（
大
杉
）

三
〇
一

い
る
」
と
評
す
る
学
説
も
あ
る
。

（
63
） 

岩
城
謙
二
「
夫
婦
の
財
産
関
係
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
三
六
号

（
二
〇
〇
二
年
）
七
七
頁
。
夫
婦
財
産
関
係
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、

深
谷
松
男
「
夫
婦
の
協
力
と
夫
婦
財
産
関
係
」
金
沢
法
学
一
二
巻

一
・
二
合
併
号
（
昭
和
四
一
年
）
二
一
七
頁
に
お
い
て
「
家
族
法

特
有
の
法
政
策
的
見
地
か
ら
立
法
を
は
か
り
、
ま
た
解
釈
の
枠
の

中
で
可
能
な
か
ぎ
り
保
護
目
的
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
64
） 

﹇
謝
辞
﹈　

本
稿
を
執
筆
す
る
過
程
で
「
夫
婦
財
産
を
め
ぐ
る

法
│
現
行
制
度
の
可
能
性
と
限
界
」
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
開
催
さ
れ
た
（
日
本
家
族＜

社
会
と
法＞

学
会
第
三
五
回
学
術

大
会
：
二
〇
一
八
年
一
一
月
金
沢
大
学
）。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、

夫
婦
財
産
の
法
的
枠
組
み
に
つ
き
多
様
な
視
点
か
ら
の
報
告
が
な

さ
れ
た
。
当
日
は
出
席
を
し
勉
強
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
を
心

よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
58
） 

東
京
高
判
昭
和
五
六
年
四
月
二
八
日
判
タ
四
四
六
号
九
七
頁
。

（
59
） 

大
阪
簡
判
昭
和
六
一
年
八
月
二
六
日
判
タ
六
二
六
号
一
七
三

頁
。

（
60
） 
東
京
地
判
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
日
判
タ
一
〇
三
〇
号

二
五
七
頁
。

（
61
） 

阿
部
徹
「
民
法
第
761
条
と
表
見
代
理
」
熊
本
法
学
二
号

（
一
九
六
四
年
）
一
二
三
頁
は
「
日
常
生
活
に
不
可
欠
と
さ
れ
る
食

料
・
光
熱
・
衣
類
の
購
入
に
つ
い
て
み
て
す
ら
、
そ
れ
が
つ
ね
に

日
常
の
家
事
と
い
え
る
わ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
買
入

れ
た
分
量
や
時
期
な
ど
の
点
か
ら
み
て
、
日
常
の
家
事
と
は
い
え

な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
た
う
え
で
、「
さ
し
て
多

額
で
も
な
い
金
銭
の
貸
借
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
事
情
を
考
慮
す

る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
れ
が
日
常
の
家
事
を
こ
え
る
か
ど
う
か
を

判
断
し
え
な
い
」
と
し
て
考
慮
事
情
に
、
事
実
上
の
離
婚
、
配
偶

者
の
長
期
不
在
を
あ
げ
て
い
る
。

（
62
） 

家
永
登
「
裁
判
例
に
見
る
『
家
庭
内
別
居
』
の
諸
相
（
1
）」

専
修
法
学
論
集
第
一
二
六
号
（
二
〇
一
六
年
）
八
頁
は
別
居
に
関

す
る
法
制
度
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
わ
が
判

例
は
、
婚
姻
中
で
あ
っ
て
も
、
夫
婦
関
係
の
状
態
の
変
化
に
応
じ

て
婚
姻
の
効
力
を
縮
減
な
い
し
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
換

言
す
れ
ば
、
円
満
を
欠
く
不
和
夫
婦
の
状
態
に
応
じ
て
婚
姻
の
効

力
規
定
の
適
用
を
制
限
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

円
満
な
夫
婦
関
係
を
前
提
と
し
た
民
法
の
婚
姻
の
効
力
規
定
を
適

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
当
な
結
果
の
回
避
を
は
か
っ
て

（
一
一
三
九
）





宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
〇
三

解
題

1
．
本
稿
は
、
本
学
の
前
身
、
日
本
法
律
学
校
の
創
立
者
総
代
で

あ
っ
た
宮
崎
道
三
郎
博
士

（
1
）

の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
上
下

（
日
本
大
学
図
書
館
所
蔵

（
2
）

）
の
う
ち
、
上
巻
を
構
成
す
る
緒
言

及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
．
宮
崎
博
士
は
、「
日
本
法
制
史
研
究
の
最
初
の
専
門
家
で
あ

る
と
同
時
に
、
西
洋
に
於
け
る
近
代
的
法
制
史
研
究
法
を
輸
入

し
て
、
之
を
日
本
法
制
史
研
究
に
適
用
、
実
践
し
た
点
に
於
て

も
最
初
の
人
で
あ
る

（
3
）

」
と
評
さ
れ
る
が
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら

帝
国
大
学
法
科
大
学
に
お
い
て
日
本
法
制
史
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
羅
馬
法
及
び
比
較
法
制
史
と
い
う
か
た
ち
で
西
洋
法
制
に

関
す
る
講
義
も
同
時
に
行
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た

（
4
）

。
本
講
述

『
比
較
法
制
史
』
は
そ
の
当
時
の
学
生
に
よ
る
筆
記
記
録
で
あ

り
、
草
創
期
の
ロ
ー
マ
法
講
義
の
実
相
を
示
し
て
く
れ
る
貴
重

な
資
料
で
あ
る
。
上
巻
の
羅
馬
法
制
史
と
下
巻
の
独
乙
法
制
史

の
二
分
冊
か
ら
な
っ
て
い
る

（
5
）

。

3
．
本
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
は
講
義
が
行
わ
れ
た
年
代
を
特

宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び

第
一
部　

羅
馬
法
制
史

吉　

原　

達　

也　
　

編

資　

料

（
一
一
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
〇
四

を
参
照
さ
れ
た
い
。

5
．
本
講
述
『
比
較
法
制
史
』
を
翻
刻
す
る
に
当
た
り
、
次
の
よ

う
な
方
針
を
採
っ
た
。

・
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
片
仮
名
遣
い
を
平
仮
名
遣
い
に
し

た
ほ
か
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
濁
点
、
句
読
点
を
補
っ
た
。

送
り
仮
名
は
一
部
を
の
ぞ
い
て
、
原
則
と
し
て
原
文
の
ま
ま
と

し
た
。「
及
」「
及
び
」
な
ど
。
合
略
仮
名
は
片
仮
名
で
表
記
し

た
。
編
者
の
補
っ
た
部
分
は
﹇　

﹈
で
く
く
っ
て
、
本
文
と
区

別
し
た
。

・
本
文
は
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ラ
テ
ン
語
が
混
在
し
て
お
り
、

綴
り
の
誤
り
を
訂
正
し
た
ほ
か
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
す
こ

と
と
し
た
。「
羅
馬
」「
ロ
ー
マ
」「R

om
e

」
な
ど
。
た
だ
し
、

ラ
テ
ン
語
に
つ
い
て
は
、
固
有
名
詞
以
外
は
、
原
則
と
し
て
各

単
語
を
小
文
字
表
記
と
し
て
全
体
を
統
一
し
た
。
例
え
ば
、

Justinian, com
itia curiata

な
ど
。

・
原
典
と
の
対
応
を
容
易
に
す
る
た
め
、
丁
数
を
﹇
一
丁
表
﹈

﹇
一
丁
裏
﹈
の
よ
う
に
、
各
丁
の
冒
頭
部
分
に
挿
入
し
て
記
述

し
た
。

（
1
） 
宮
崎
道
三
郎
博
士
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
中
田
薫
「
宮
崎
道

定
で
き
る
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
な
い

（
6
）

。
宮
崎
博
士
の
比
較

法
制
史
講
義
録
は
、
日
本
大
学
所
蔵
本
以
外
に
も
現
在
い
く
つ

か
残
さ
れ
て
い
る

（
7
）

。
本
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
う
ち
、
摂

南
大
学
所
蔵
本
を
随
時
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
同
本
は
表

紙
に
「
乃
卅
四
年
九
月
至
卅
五
年
五
月
」
と
手
書
さ
れ
て
お
り
、

明
治
三
四
年
乃
至
三
五
年
の
年
度
の
筆
記
録
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る

（
8
）

。
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
三
月
法
制
史
比
較
法
制

史
講
座
が
、
法
制
史
講
座
と
比
較
法
制
史
講
座
と
し
て
そ
れ
ぞ

れ
独
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
宮
崎
博
士
は
法
制
史
講
座
の
担
任

と
な
っ
た

（
9
）

。
摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
宮
崎
博
士
が
担
当
し
て
き

た
比
較
法
制
史
講
義
の
最
終
年
の
講
義
録
に
あ
た
り
、
本
講
述

は
、
宮
崎
博
士
が
法
制
史
比
較
法
制
史
講
座
担
任
と
な
っ
た
明

治
二
七
年
九
月
以
後
明
治
三
四
年
以
前
の
い
ず
れ
か
の
年
次
講

義
を
も
と
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

4
．
明
治
初
年
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
の
ロ
ー
マ
法
講
義
の
変

遷
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い

て
」
日
本
法
学
八
四
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
頁
以
下
、
宮

崎
博
士
が
ロ
ー
マ
法
講
義
を
担
っ
た
経
緯
、
本
講
述
の
も
つ
意

味
に
つ
い
て
、「
宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』

に
つ
い
て
」
同
八
四
巻
三
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
二
三
頁
以
下

（
一
一
四
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
〇
五

同
様
の
題
名
が
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
紙
が
剥
が
さ
れ
て
い
て

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
内
容
は
「
独
乙
法
制
史
」
で
あ

る
。

（
3
） 

石
井
良
助
・
前
掲
「
日
本
法
制
史
研
究
の
発
達
」
二
八
〇
頁
。

（
4
） 

岩
野
英
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
法
史
学
の
歩
み
（
一
八
七
三

│
一
九
四
五
）：
法
制
史
関
連
科
目
担
任
者
の
変
遷
」『
同
志
社
法

学
』
第
三
九
巻
一
・
二
号
（
一
九
八
七
年
）
二
二
五
│
三
一
二
頁
。

矢
田
一
男
「
明
治
時
代
の
ロ
ー
マ
法
教
育
（
一
）（
二
・
完
）」『
法

学
新
報
』
第
四
四
巻
三
、
四
号
（
一
九
三
四
年
）。『
東
京
帝
国
大

学
五
十
年
史　

上
冊
』
一
九
三
二
年
。『
東
京
大
学
百
年
史
・
部
局

史
一
』
一
九
八
六
年
、
六
八
頁
。
宮
崎
博
士
が
ロ
ー
マ
法
の
講
義

を
担
当
し
た
経
緯
を
略
記
し
て
お
く
と
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国

し
た
翌
年
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
は
「
法
制
沿
革
及
び
羅

馬
法
」
を
担
当
し
た
が
、
こ
の
年
は
穂
積
博
士
及
び
外
国
人
教
師

ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
（H

einrich W
eipert, 1856-1905

）
に
よ
る

「
羅
馬
法
」
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
最
後
の
年
に
あ
た
る
。
一
八
九
〇

（
明
治
二
三
）
年
も
「
法
制
沿
革
及
び
羅
馬
法
」
を
担
当
す
る
が
、

穂
積
博
士
は
講
義
を
担
当
せ
ず
、
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
も
職
を
解
か
れ

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
か
ら
宮
崎
博
士
に
よ
る
羅
馬
法
講
義
の
み

が
行
わ
れ
た
。
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
、
一
八
九
二
（
明
治

二
五
）
年
は
「
法
制
沿
革
、
羅
馬
法
並
び
に
独
乙
法
律
史
」
の
講

義
を
担
当
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
の
講
座
制
へ
の
移
行
に

伴
い
、
九
月
九
日
付
で
、
羅
馬
法
講
座
担
任
、
法
制
史
比
較
法
制

史
講
座
兼
担
と
な
り
、
翌
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
九
月
に
戸

三
郎
先
生
小
傳
」
中
田
薫
編
『
宮
崎
先
生
法
制
史
論
集
』
岩
波
書

店
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
所
収
。
石
井
良
肋
「
日
本
法
制
史

研
究
の
発
達
」『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観　

法
学
部　

経
済
学
部
』

一
九
四
二
年
、
二
七
七
│
二
九
三
頁
、
と
く
に
二
八
〇
│
二
八
二

頁
。「
日
本
法
制
史
学
八
十
八
年
│
東
京
大
学
に
お
け
る
│
」『
国

家
学
会
雑
誌
』
第
八
一
巻
第
一
・
二
号
（
一
九
六
八
年
）、
一
〇
九

│
一
三
七
頁
所
収
、
宮
崎
博
士
に
つ
い
て
は
と
く
に
、
一
一
一
│

一
一
四
頁
を
参
照
。
同
『
大
化
改
新
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
』
創
文

社
・
一
九
七
二
年
、
三
二
七
│
三
五
九
頁
に
収
録
、
と
く
に

三
三
〇
│
三
三
三
頁
を
参
照
。
宮
崎
博
士
の
ド
イ
ツ
留
学
時
代
の

事
績
に
つ
い
て
は
、
柏
村
哲
博
「
設
立
者
総
代
宮
崎
道
三
郎
の
生

涯
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
創
刊
号
二
（
一
九
九
五
年
）、
一
│

一
八
頁
、
と
く
に
四
│
九
頁
。
宮
崎
誠
・
柏
村
哲
博
「
宮
崎
道
三

郎
の
ド
イ
ツ
留
学
に
つ
い
て
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第
五
号

（
一
九
九
八
年
）、
一
五
一
│
一
七
二
頁
、
宮
崎
誠
『
宮
崎
道
三
郎

の
ド
イ
ツ
留
学
に
つ
い
て
（
補
遺
）』『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第
六

号
（
一
九
九
九
年
）、
一
三
一
│
一
四
六
頁
。
こ
の
う
ち
、「
補
遺
」

は
、
現
地
調
査
に
基
づ
く
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学

に
お
け
る
宮
崎
博
士
の
学
籍
簿
や
住
所
記
録
な
ど
の
貴
重
な
報
告

記
録
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
） 

同
書
は
、
和
紙
に
謄
写
刷
さ
れ
た
二
分
冊
か
ら
な
る
和
綴
本

の
体
裁
で
あ
り
、
第
一
分
冊
表
紙
に
墨
で
「
比
較
法
制
史　

宮
崎

博
士　

上
」
と
記
さ
れ
た
紙
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
内
容
は
「
羅

馬
法
制
史
」
で
あ
る
。
第
二
分
冊
も
同
じ
和
綴
本
の
体
裁
で
あ
り
、

（
一
一
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
〇
六

者
不
明
の
ま
ま
で
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
、
筆
者
は
二
〇
〇
七
年
六
月
十
一
日
に
発
見
し
、
係
員
に
そ

の
旨
を
伝
え
た
。」

（
8
） 

摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
筆
記
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
イ
ン
ク

に
よ
る
筆
記
ノ
ー
ト
を
製
本
し
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
「
教
授

法
学
博
士　

宮
崎
道
三
郎
口
授　

比
較
法
制
史　

完　

於
東
京
法

科
大
学　

乃
卅
四
年
九
月
至
卅
五
年
五
月
」
と
手
書
さ
れ
て
お
り
、

明
治
三
四
年
乃
至
三
五
年
の
年
度
の
筆
記
録
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

（
9
） 

岩
野
・
前
掲
二
四
三
頁
注
六
三
、『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年

史
』
下
冊
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
、
一
九
五
│
一
九
六
頁
。

『
東
京
大
学
百
年
史　

部
局
史
一
』
一
〇
四
頁
以
下
。

水
寛
人
博
士
教
授
任
用
・
羅
馬
法
講
座
担
任
に
伴
い
、
九
月
八
日

付
で
法
制
史
比
較
法
制
史
講
座
担
任
と
な
っ
て
い
る
。

（
5
） 
宮
崎
博
士
『
比
較
法
制
史
』
下
、
第
二
部　

独
乙
法
制
史
は

以
下
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
目
次
三
丁
、
本
文
八
四
丁
、

緒
言
／
第
一
条　

独
乙
法
制
史
の
来
歴　

第
二
条　

参
考
書
／
本

論
／
第
一
章　

G
erm

anische Z
eit

の
法
制
沿
革
／
第
二
章　

F
ränkische Z

eit
／
第
三
章　

中
古
紀
／
第
四
章　

近
世
。

（
6
） 

長
尾
龍
一
「
宮
崎
道
三
郎
の
法
史
学
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』

第
十
号
（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）、
一
〜
三
一
頁
、『
法
学
に
遊
ぶ　

新
版
』
慈
学
社
、
二
〇
〇
九
年　

附
録
一　

二
五
五
頁
以
下
所
収
。

長
尾
教
授
に
よ
る
と
、
筆
記
者
の
字
の
癖
か
ら
、
早
稲
田
大
学
図

書
館
所
蔵
講
義
録
『
日
本
法
制
史
』（
明
治
三
四
年
）
と
同
一
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
以
前
の
講
義
を
記
録

し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。「
宮
崎
自
身
の
執
筆
に
し
て

は
間
違
い
が
多
過
ぎ
、
聴
講
生
の
ノ
ー
ト
に
し
て
は
出
来
が
良
過

ぎ
る
の
で
、
恐
ら
く
あ
る
程
度
宮
崎
の
指
導
を
受
け
て
学
生
が
作

成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」
二
六
六
頁
を
参
照
。

（
7
） 

宮
崎
博
士
の
比
較
法
制
史
講
義
録
と
し
て
は
、
摂
南
大
学
所

蔵
本
（
図
書
館
本
館　

完29111224

）、
東
京
大
学
所
蔵
本
（
総
合

図
書
館　

上
│
下L

11:330005601737

）、
九
州
大
学
所
蔵
本
（
附

属
図
書
館
法　

K
j 30/M

/2015132001055386

）
な
ど
が
知
ら
れ

る
。
こ
の
う
ち
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
本
は
、
日
本
大
学
所

蔵
本
と
同
一
の
謄
写
印
刷
本
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

長
尾
・
前
掲
書
二
八
四
頁
注
四
七
を
参
照
。「
同
講
義
録
が
、
講
義

（
一
一
四
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
〇
七

第
三
節　

内
部
の
軋
轢
及
其
影
響
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
四

第
一
款　

clientes

及plebeji

（plebs, plebii

） 
…
…
三
三
四

第
二
款　

羅
馬
の
諸
王
の
改
革
則
ち
羅
馬
王
はplebeji

に

﹇
付
て
﹈
改
革
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
六

第
二
章　

共
和
政
時
代
に
於
け
る
法
制
の
沿
革
 …
…
…
…
…
三
三
九

第
一
節　

Italy

諸
国
征
服
前
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
三
三
九

第
一
款　

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
制
定
前
の
概
況
 …
三
三
九

第
二
款　

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈ …
…
…
…
…
…
…
…
三
四
一

第
三
款　

十
二
銅
律
后
に
於
け
る
法
制
の
沿
革
 …
…
…
三
四
七

第
二
節　

Italy

半
島
を
征
服
し
た
る
后P

unic

戦
争
前
の
有
様

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
八

第
一
款　

Italy

諸
国
征
服
の
概
略
 …
…
…﹇
二
丁
表
﹈…
三
四
八

第
二
款　

m
unicipia, praefecturae, civitates federatae, 

coloniae

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
九

第
三
款　

recuperatio, legis actio per condictionem

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
〇

第
四
款　

私
法
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
五
四

第
三
節　

P
unic W

ars

后
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
三

第
一
款　

P
unic W

ars

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
三

第
二
款　

praetor peregrinus

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
三

第
三
款　

jus gentium

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
四

第
四
款　

訴
訟
法
上
の
改
良
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
六
六

第
五
款　

jus praetorium
 

（praetor

の
法
律
） …
…
…
三
六
八

第
六
款　

法
律
学
の
沿
革
 …
…
…
…
…
…﹇
二
丁
裏
﹈…
三
七
一

比
較
法
制
史　

宮
崎
博
士　

上

比
較
法
制
史
目
次 

﹇
一
丁
表
﹈

緒
言
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
八

第
一
章　

比
較
法
制
史
の
範
囲
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
〇
八

第
二
章　

法
制
史
編
纂
の
来
歴
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一
二

第
三
章　

法
制
史
編
纂
の
方
法
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一
四

第
一
部　

羅
馬
法
制
史
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一
七

第
一
章　

羅
馬
法
制
史
に
対
す
る
緒
言
 …
…
…
…
…
…
…
…
三
一
七

第
一
条　

羅
馬
法
制
史
編
纂
の
沿
革
 …
…
…
…
…
…
…
…
三
一
七

第
二
条　

羅
馬
法
律
の
参
考
書
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二

本
論
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二

第
一
章　

王
政
時
代
の
法
制
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二

第
一
節　

羅
馬
の
建
国
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
二

第
二
節　

羅
馬
国
初
に
於
け
る
法
制
の
概
略
 …
…
…
…
…
三
二
六

第
一
款　

jus et fas 

（lex 
人

hum
ana et lex 

神

divina
） …
三
二
六

第
二
款　

公
法
（
刑
法
と
訴
訟
法
を
除
く
）…
…
…
…
…
三
二
七

第
一
項　

tribus, curia, gens

 …
…
…﹇
一
丁
裏
﹈…
三
二
七

第
二
項　

rex

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
八

第
三
項　

senatores

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

第
四
項　

com
itia curiata

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

第
三
款　

私
法
（private law

 or jus privatum

） 
…
三
三
〇

第
四
款　

刑
法
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
三

第
五
款　

訴
訟
法
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
四

（
一
一
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
〇
八

比
較
法
制
史
﹇
一
丁
表
﹈

　

緒
言

第
一
章　

比
較
法
制
史
の
範
囲

比
較
法
制
史
の
名
称
た
る
其
意
味
甚
だ
広
か
れ
ド
モ
時
間
に
制

限
あ
る
コ
ト
な
れ
ば
其
範
囲
を
定
め
以
て
講
述
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

先
づ
其
意
味
を
広
く
解
釈
せ
ば
世
界
中
の
法
制
を
比
較
す
る
に
あ

り
、
此
事
た
る
甚
だ
困
難
な
る
コ
ト
な
り
。
然
れ
ド
モ
或
る
大
家

中
各
国
の
法
律
の
沿
革
を
研
究
し
且
つ
著
述
せ
ん
と
企
画
せ
し
も

の
少
し
と
せ
ず
。
例
へ
ばW

arnkoenig

﹇, L
éopold A

uguste, 
1794‒1866

﹈
氏
の
如
き
は
法
学
通
論
中
に
各
国
の
法
律
沿
革
を

簡
単
に
論
述
せ
り
。
此
他
此
類
の
学
者
頗
る
多
し
。
今
日
に
あ
り

て
は
諸
国
の
交
通
頻
繁
と
な
り
互
に
密
着
し
諸
国
の
法
律
を
比
較

す
る
こ
と
余
程
容
易
な
る
に
至
れ
り
と
雖
ド
モ
風
俗
思
想
等
の
異

な
る
為
め
矢
張
各
国
の
法
律
を
相
比
較
す
る
の
困
難
を
免
れ
ぬ
。

元
来
比
較
法
制
史
は
近
来
に
至
り
甚
だ
盛
大
に
赴
き
英
仏
独
学

者
中
に
は
各
国
の
法
律
を
比
較
し
て
法
律
は
世
の
中
に
如
何
な
る

方
法
を
以
て
進
歩
せ
し
か
を
研
究
す
る
も
の
あ
り
。
此
研
究
た
る

全
く
法
律
学
に
属
す
る
﹇
一
丁
裏
﹈
処
な
り
。
而
し
て
今
述
べ
し

如
く
比
較
法
制
史
は
新
起
学
問
な
る
を
以
て
未
だ
完
全
な
ら
ず
し

第
七
款　

地
方
制
度
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
三

第
一
項　

Italy

国
内
の
地
方
制
度
 …
…
…
…
…
…
…
三
七
三

第
二
項　

Italy

国
外
の
地
方
制
度
 …
…
…
…
…
…
…
三
七
四

第
三
章　

帝
政
時
代
の
法
制
の
沿
革
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
五

第
一
節　

帝
政
開
始
の
略
史
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
五

第
二
節　

O
ctavian

時
代
に
於
け
る
制
度
の
改
良
 …
…
…
三
七
七

第
三
節　

O
ctavian

帝
の
政
治
機
関
 …
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

第
一
項　

在
来
の
政
治
機
関
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

第
二
項　

P
rinceps

の
役
員
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
八

第
四
節　

senatus consulta
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
九

第
五
節　

constitutiones principum

 
…
…
…
…
…
…
…
三
七
九

第
六
節　

H
adrian

帝
前
に
於
け
る
法
律
学
の
有
様
 
…
…
三
八
〇

第
七
節　

edicta praetorium

 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
二

第
八
節　

H
adrian

帝
后
の
法
律
学
の
有
様
 
…
…
…
…
…
三
八
二

第
九
節　

D
iocletian &

 C
onstantine

時
代
に
於
け
る
羅
馬
国

政
の
変
遷
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
四

第
十
節　

D
iocletian &

 C
onstantine

后
に
於
け
る
羅
馬
の
法

律
学
の
有
様
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
五

第
十
一
節　

Justinian

帝
前
に
於
け
る
法
令
の
集
録
書

　

 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…﹇
三
丁
表
﹈…
三
八
五

第
十
二
節　

Justinian

法
典
編
纂
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
六

第
二
部　

独
乙
法
制
史
（
下
巻
）

﹇
略
﹈

比
較
法
制
史
目
次
終

（
一
一
四
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
〇
九

比
較
法
制
史
中
陳
述
す
る
は
主
と
し
て
欧
洲
の
法
律
な
り
。
然

れ
ド
モ
其
範
囲
広
漠
に
し
て
僅
少
の
時
間
内
に
は
到
底
完
結
す
る

能
は
ず
。
故
に
今
述
ぶ
る
処
は
西
洋
に
於
け
る
法
律
の
位
置
に
て

歴
史
上
大
影
響
を
及
ぼ
せ
し
欧
洲
諸
国
の
沿
因
に
付
て
陳
述
す
る

な
り
。
而
し
て
西
洋
諸
国
と
雖
ド
モ
国
数
多
く
従
て
範
囲
広
し
。

故
に
其
内
法
制
上
大
影
響
を
及
せ
し
羅
馬
及
び
日
耳
曼
の
法
制
に

就
て
陳
述
す
べ
し
。

抑
も
羅
馬
の
法
律
は
欧
洲
諸
国
に
大
影
響
を
及
せ
し
コ
ト
は
言

を
俟
た
ず
し
て
今
日
も
尚
欧
洲
各
国
に
影
響
を
及
せ
り
。
就
中
日

本
と
の
親
密
な
る
諸
国
及
び
日
本
に
於
て
は
羅
馬
法
の
影
響
を
受

く
る
コ
ト
甚
し
英
の
如
き
は
少
し
く
差
異
あ
り
て
或
学
者
は
羅
馬

法
の
影
響
を
受
く
る
コ
ト
大
な
り
と
云
ひ
或
は
僅
少
な
り
と
論
ず
。

然
れ
ど
も
英
国
は
古
代
よ
り
羅
馬
法
を
講
究
せ
し
コ
ト
明
な
り
。

勿
論
其
度
合
に
至
り
て
は
仏
独
と
比
す
可
き
に
あ
ら
ず
。
併
し
近

世
に
至
り
て
は
英
吉
利
法
を
学
理
的
に
論
ず
る
諸
学
者
其
分
類
上

羅
馬
法
の
影
響
を
受
く
る
コ
ト
大
に
し
て
今
日
は
英
国
中
に
も
羅

馬
法
を
研
究
す
る
も
の
も
甚
だ
多
し
。
日
本
に
あ
り
て
は
近
来
欧

洲
法
制
に
基
き
法
律
を
制
定
す
。
そ
の
欧
洲
諸
国
は
羅
馬
法
の
影

響
を
受
く
る
や
大
な
り
と
す
。
従
て
間
接
に
羅
馬
法
日
本
に
影
響

す
る
処
あ
る
可
し
。

て
諸
学
者
の
論
著
を
見
れ
ば
前
後
撞
着
す
る
処
頗
る
多
し
。
先
づ

夫
等
の
比
較
法
制
史
を
研
究
す
る
に
当
り
尤
も
困
難
を
感
ず
る
は

学
語
に
あ
り
。
勿
論
国
異
な
る
に
従
ひ
語
を
異
に
し
て
悉
く
各
国

の
語
に
通
ず
る
能
は
ず
。
故
に
之
れ
大
に
苦

く
る
し

む
処
な
り
。
因
て

種
々
の
大
家
の
著
書
に
従
ひ
一
般
に
思
想
を
観
察
す
る
に
止
る
。

今
日
に
て
は
広
く
各
国
の
法
律
を
研
究
し
其
の
基
礎
に
依
り
其
法

律
を
比
較
す
る
も
の
あ
り
。
則
ち
﹇
ポ
ス
ト
﹈P

ost

﹇, A
lbert 

H
erm

ann, 1839-1895

﹈
氏
の
如
き
に
し
て
氏
は
独
乙
の
比
較
法

制
史
の
原
祖
と
も
称
せ
ら
る
ヽ
人
に
し
て
遠
く
亜
弗
利
加
の
法
律

迄
て
調
査
せ
し
コ
ト
あ
り
。
又
コ
ー
レ
ル
﹇K

ohler, Josef, 
1849-1919

﹈
氏
の
如
き
苦
心
し
研
究
せ
り
。
氏
に
至
り
て
は

別
々
調
べ
た
る
の
傾
あ
り
。
故
に
比
較
法
制
史
の
意
味
を
広
く
言

へ
は
古
代
に
於
け
る
印
度
、
希
臘
、
羅
馬
等
の
法
律
沿
革
を
論
じ

一
方
に
は
支
那
日
本
等
に
至
る
迄
の
法
制
史
を
比
し
得
可
き
も
到

底
確
固
た
る
結
果
を
得
る
能
は
ず
。
今
や
日
本
の
法
制
史
を
陳
べ

ん
と
せ
ば
、
自
然
支
那
の
法
制
を
陳
ぶ
る
に
至
る
。
元
来
日
本
は

至
大
の
勢
に
し
て
進
歩
せ
し
も
久
し
く
支
那
の
法
制
を
採
用
せ
し

を
以
て
日
本
の
法
制
を
陳
べ
ん
と
せ
ば
支
那
の
法
制
を
陳
ぶ
る
に

至
る
。
因
て
支
那
の
﹇
二
丁
表
﹈
法
律
を
述
べ
ば
又
以
て
日
本
の

法
制
の
一
般
を
覗
ふ
に
足
れ
り
。

（
一
一
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
一
〇

ず
。
故
に
一
方
に
羅
馬
法
の
一
部
分
の
完
全
せ
る
を
嘆
美
し
、
一

方
に
は
羅
馬
法
に
如
此
法
律
の
完
全
な
る
を
慶
び
全
く
之
を
神
酔

し
研
究
す
る
に
汲
々
た
り
。
当
時
代
よ
り
以
后
羅
馬
法
は
一
部
に

止
ら
ず
欧
洲
諸
国
に
伝
播
し
羅
馬
法
の
行
は
る
ヽ
処
は
欧
洲
諸
国

を
蹂
躙
す
る
に
至
れ
り
。
故
に
羅
馬
法
の
流
行
と
共
に
欧
洲
の
法

律
は
羅
馬
法
に
化
せ
ら
れ
漸
次
調
和
せ
り
。
斯
く
し
て
欧
洲
は
羅

馬
法
の
影
響
を
受
け
諸
国
の
法
律
調
和
す
る
に
至
る
の
傾
向
あ
り
。

近
き
例
は
日
本
と
欧
洲
と
は
風
俗
異
な
り
、
従
て
法
律
異
な
り
た

れ
ド
モ
今
日
独
仏
の
羅
馬
法
に
基
く
も
の
日
本
に
輸
入
す
る
に
従

ひ
、
間
接
に
日
本
も
羅
馬
法
と
調
和
し
漸
々
差
違
を
滅
す
。

日
耳
曼
法
に
於
て
は
古
代
人
種
は
全
体
と
し
て
一
国
家
を
有
せ

し
に
あ
ら
ず
。
多
く
の
小
団
体
あ
り
て
各
独
立
せ
り
。
因
て
自
然

日
耳
曼
中
に
は
其
人
種
地
方
と
異
な
る
に
従
ひ
法
律
を
異
に
す
。

故
に
羅
馬
法
は
漸
々
欧
洲
と
調
和
す
る
も
日
耳
曼
法
は
之
と
反
対

せ
り
。
此
に
注
意
す
可
き
は
今
日
普
通
に
日
耳
曼
を
独
乙
と
云
へ

ド
モ
此
処
に
て
は
全
く
異
に
し
て
独
乙
は
日
耳
曼
の
一
部
と
知
る

可
し
。
尚
ほ
日
耳
曼
法
制
の
欧
洲
諸
国
の
法
制
に
遠
因
す
る
を
詳

記
せ
ばB

runner

﹇, H
einrich, 1840-1915

﹈
氏
のD

eutsche 
R
echtsgeschichte

の
一
巻
一
章
を
見
ば
、
日
耳
曼
法
の
欧
洲
に

影
響
す
る
コ
ト
明
白
な
り
。
則
ち
独
乙
法
制
史
と
日
耳
曼
法
制
史

日
耳
曼
法
制
も
亦
欧
洲
諸
国
に
大
影
響
を
及
せ
り
。
比
事
た
る

西
洋
諸
国
の
大
家
も
自
白
す
る
処
に
し
てW

alter

﹇, F
erdinand, 

1794-1879
﹈
氏
の
著
書D

eutsche R
echtsgeschichte

の
一
巻

一
章
に
述
べ
り
。

比
較
法
制
史
を
述
ぶ
る
に
は
二
種
あ
り
。
則
ち
羅
馬
及
び
日
耳

曼
法
な
り
。
而
し
て
羅
馬
法
の
伝
播
す
る
や
其
の
体
裁
既
に
具
り

記
録
亦
全
き
を
以
て
羅
馬
法
は
能
く
相
調
和
す
る
に
至
れ
り
。
之

に
反
し
て
日
耳
曼
法
は
幾
多
の
流
派
に
分
れ
新
鮮
の
発
達
を
以
て

無
数
の
体
裁
と
組
織
を
生
じ
、
人
を
し
て
そ
の
帰
す
る
処
を
知
る

能
は
ざ
ら
し
む
と
。
之
を
熟
考
す
れ
ば
羅
馬
及
び
日
耳
曼
法
の
当

世
に
及
せ
し
影
響
を
知
る
。
羅
馬
法
はJustinian

帝
の
時
有
名

な
る
法
典
生
ず
。
そ
の
法
典
は
四
分
せ
ら
る
。
其
一
部
中

D
igesta

の
如
き
はJustinian

帝
よ
り
先
に
生
じ
羅
馬
に
於
て

有
名
な
る
諸
学
者
の
論
説
を
総
括
せ
り
。
此
時
代
に
於
て
は
詳
き

処
も
あ
り
。
実
に
此
法
典
に
は
羅
馬
法
伝
は
れ
り
。
加
之
羅
馬
法

は
時
代
も
古
き
を
以
て
法
典
に
掲
ぐ
る
も
の
に
し
て
当
世
に
適
せ

ざ
る
も
の
あ
る
可
し
。
然
れ
ド
モ
羅
馬
人
種
は
法
律
に
長
じ
、
中

に
は
当
世
の
模
範
と
な
る
可
き
も
の
も
多
し
。
而
し
て
十
二
乃
至

十
三
世
紀
頃
よ
り
欧
洲
に
於
て
再
び
羅
馬
法
を
研
究
す
る
も
の
多

く
出
で
た
り
。
当
時
は
欧
洲
に
於
て
法
典
及
び
法
理
学
は
完
全
せ

（
一
一
四
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
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比
較
法
制
史
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馬
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制
史
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原
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三
一
一

明
白
な
り
。
尚B

runner

氏
は
女
子
法
に
付
て
何
故
此
等
の
女

子
法
を
有
す
る
か
を
説
明
せ
り
。
則
ち
古
代A

nglo-S
axon

人

種
あ
り
てB

ritannia

を
征
服
す
。
時
に
此
人
種
は
其
固
有
法
を

当
地
に
輸
入
し
之
を
し
て
発
達
せ
し
む
。
然
る
にW

est F
rench

に
属
す
るN

orm
andy

人
種
は
英
国
を
征
服
す
る
に
当
て

fränkisches R
echt

を
英
国
に
輸
入
せ
り
。
故
に
英
法
の
古
き

原
因
は
大
部fränkisch-norm

anisches R
echt

な
り
。
而
し
て

其
一
部
分
はanglosächsisches R

echt

に
化
せ
し
な
り
。
因
て

独
法
と
英
法
と
は
親
子
の
関
係
あ
り
。
又langobardische

﹇r

﹈

人
種
はItaly

に
移
住
し
独
乙
法
制
史
の
範
囲
外
に
脱
出
せ
し
コ

ト
あ
り
。
然
れ
ド
モ
其
後
再
びfränkisches R

eich

に
服
従
す

る
﹇
四
丁
裏
﹈
に
及
び
てlangobardisch

﹇er

﹈
人
種
も
同
国
に

遺
続
す
る
他
人
種
と
共
に
其
法
制
の
沿
革
を
同
ふ
す
る
コ
ト
と
な

れ
り
。
然
る
に

fränkisches R
echt

は
瓦
解
し
て
独
り

langobardisches R
echt

は
羅
馬
法
と
相
接
し
て
別
に
特
種
の
発

達
を
な
せ
り
。
加
之w

estfränkisches R
echt

も
亦
独
立
し
て

fränkisches R
echt

と
な
れ
り
。
而
て
独
乙
法
制
の
本
流
よ
り
支

分
す
る
に
至
る
。
之
よ
り
最
後
にniederländisch

﹇es R
echt

﹈

も
独
乙
一
地
方
の
法
律
た
る
位
置
を
離
れ
終
に
姉
妹
法
た
る
の
位

置
を
占
め
之
と
遠
か
り
た
る
に
至
り
た
る
と
云
へ
り
。B

runner

と
は
異
な
れ
り
。
如
何
と
な
れ
ば
独
乙
法
制
史
と
日
耳
曼
人
種
全

体
の
法
制
史
を
論
ぜ
ざ
れ
ば
な
り
。
尤
も
一
時
は
独
乙
人
種
の
法

制
と
他
の
日
耳
曼
人
種
と
の
法
制
と
其
趣
向
を
同
ふ
せ
し
コ
ト
あ

り
し
と
雖
ド
モ
日
耳
曼
人
種
中
初
め
て
独
立
に
法
令
を
録
載
す
る

の
比こ

ろ

に
及
び
て
日
耳
曼
人
種
の
法
制
は
其
独
立
法
制
と
密
着
の
関

係
を
有
す
る
に
も
係
ら
ず
、
已
に
特
種
の
発
達
を
な
し
遂
に
独
立

の
法
制
と
並
び
論
ず
可
か
ら
ざ
る
に
至
る
。
而
し
て
他
の
日
耳
曼

人
種
の
法
制
詳
く
言
へ
ば
、

D
as islandische R

echt
D
as norvegische R

echt 
S
chw

esterrecht
D
as schw

edische R
echt

D
as gothische-vandalische R

echt

等
は
皆
独
乙
法
と
其
初
め
同
様
に
日
耳
曼
法
に
基
き
成
立
し
た
る

が
故
に
之
を
独
乙
﹇
四
丁
表
﹈
法
の
姉
妹
法
と
云
ふ
。
此
他
独
乙

法
の
女
子
法
な
る
も
の
あ
り
、
則
ち

D
as anglosächsische Recht

D
as englische Recht 

T
ochterrecht

D
as französische Recht

D
as langobardische-italienische Recht

之
を
以
て
日
耳
曼
法
の
沿
革
を
調
ぶ
る
は
其
範
囲
実
に
広
き
コ
ト

（
一
一
四
九
）
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八
十
四
巻
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〇
一
九
年
三
月
）

三
一
二

る
処
あ
り
。
殊
に
羅
馬
法
制
史
を
述
べ
続
て
独
乙
法
制
を
講
ず
る

に
至
り
て
は
大
に
発
明
す
る
処
あ
る
可
し
。
則
ち
其
間
の
関
係
を

諒
知
す
る
易
し
。
以
来
羅
馬
法
の
盛
な
り
し
に
従
ひ
独
乙
法
も
蹂

躙
せ
ら
れ
た
り
。
故
に
羅
馬
法
の
独
乙
法
に
及
ぼ
せ
し
影
響
も
明

白
た
り
。
従
て
羅
馬
法
の
欧
洲
に
及
せ
し
影
響
を
知
る
に
足
る
可

し
。第

二
章　

法
制
史
編
纂
の
来
歴

欧
洲
に
於
て
法
制
史
の
生
ぜ
し
沿
革
を
述
べ
ん
。
今
日
も
欧
洲

に
て
は
法
制
史
に
力
を
﹇
五
丁
裏
﹈
尽
し
之
に
関
す
る
書
あ
る
も

欧
洲
に
於
て
此
編
纂
の
生
ぜ
し
コ
ト
は
十
六
世
紀
頃
後
な
り
。
而

し
て
如
何
に
し
て
其
頃
よ
り
法
制
史
起
り
し
か
ば
十
三
世
紀
頃
よ

りR
om

an law

は
欧
洲
に
再
起
し
其
影
響
と
し
て
欧
洲
に
法
制

史
を
編
纂
す
る
に
至
れ
り
と
す
云
ふ
べ
き
な
り
。
抑
も

Justinian

帝
の
法
典
を
作
る
や
其
中
にP

andectae

（oder 
D
igesta

）
な
る
部
あ
り
て
今
日
独
乙
に
もD

igesta

に
力
を
尽

せ
り
。
十
二
世
紀
よ
り
欧
洲
人
のR

om
an law

を
学
ぶ
に
尤
も

大
切
な
も
の
と
せ
り
。
之
等
に
よ
る
もR

om
an law

を
学
ぶ
に

P
andectae

を
必
要
と
す
。

而
し
てP

andectae

はJustinian

帝
の
法
典
中
の
大
切
な
る

氏
の
言
ふ
処
は
又
以
て
欧
洲
法
律
の
原
因
を
見
る
に
足
れ
り
。

以
上
の
如
き
関
係
に
て
羅
馬
法
の
欧
洲
に
及
せ
し
影
響
大
な
る

も
独
乙
法
の
欧
洲
に
関
係
す
る
処
亦
至
大
な
り
。
故
に
比
較
法
制

史
に
は
羅
馬
法
と
日
耳
曼
法
と
の
二
種
の
法
律
の
沿
革
を
述
べ
ば

欧
洲
法
律
の
沿
革
を
述
べ
し
と
云
ふ
も
過
言
に
あ
ら
ず
。
併
し
羅

馬
に
於
て
羅
馬
法
は
非
常
な
る
沿
革
を
有
し
之
を
詳
述
す
る
コ
ト

到
底
望
む
可
か
ら
ざ
る
コ
ト
な
り
と
す
。
故
に
之
を
陳
述
せ
ん
よ

り
却
て
簡
単
に
言
ひ
得
る
方
法
あ
り
。
又
日
耳
曼
全
体
の
法
律
に

付
て
は
地
方
人
種
等
の
事
を
陳
ぶ
る
に
実
に
錯
雑
を
免
れ
ず
。
故

に
法
制
史
中
に
て
日
耳
曼
及
びR

om
an law

の
沿
革
を
述
ぶ
る

コ
ト
能
は
ざ
﹇
五
丁
表
﹈
れ
ば
日
耳
曼
中
一
の
制
限
を
加
ん
と
す
。

然
ら
ば
日
耳
曼
人
種
中
何
れ
の
法
を
述
べ
し
か
則
ち
仏
法
若
く
は

独
法
述
ぶ
る
も
同
じ
く
日
耳
曼
法
制
を
陳
述
す
る
コ
ト
な
り
。
故

に
今
や
独
乙
法
制
の
沿
革
を
陳
述
せ
ん
。

独
乙
法
制
は
日
耳
曼
法
制
と
異
な
り
と
雖
ド
モ
独
乙
法
制
は
日

耳
曼
法
制
の
一
部
な
れ
ば
独
乙
法
制
を
陳
述
せ
ば
日
耳
曼
法
制
の

一
般
を
覗
ふ
に
足
れ
り
。
況
や
独
乙
法
制
の
古
き
を
講
ぜ
ば
只
に

独
乙
人
種
の
み
な
ら
ず
日
耳
曼
人
種
一
般
に
通
す
可
し
。
又
独
乙

と
仏
国
と
分
裂
せ
ざ
る
前
に
於
け
る
仏
国
法
制
を
講
ず
る
に
等
し
。

又
英
国
法
制
と
差
異
す
る
処
あ
る
も
古
き
に
至
れ
ば
大
に
関
係
す

（
一
一
五
〇
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
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史
』
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馬
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史
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原
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三
一
三

書
を
云
ふ
な
り
。
然
る
にInstitutiones

を
見
れ
ば
種
々

R
om

an law

の
規
定
あ
り
。
其
特
種
の
規
定
を
論
ず
る
と
同
時
に

之
に
関
す
る
規
定
を
論
じ
加
へ
り
。
故
に
欧
洲
にR

om
an law

を
研
究
す
る
に
当
り
箇
々
の
規
定
を
見
る
に
はInstituiones

を

見
る
に
若し

く
な
し
。
之
よ
りInstitutiones

を
手
本
と
し
法
制
の

内
史
を
編
纂
す
る
コ
ト
起
れ
り
。
然
ら
ば
此
の
法
制
の
内
史
外
史

と
は
何
を
論
ず
る
か
。
固
よ
り
人
に
よ
り
外
史
内
史
の
範
囲
異
な

れ
り
。
併
﹇
五
丁
裏
﹈
し
先
づ
法
制
の
外
史
に
は
法
律
の
成
立
す

る
体
裁
及
び
名
称
等
の
沿
革
を
論
ず
る
な
り
。
凡
て
法
律
は
時
代

に
よ
り
現
は
る
ヽ
形
異
な
れ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
或
時
代
に
は
法
制

は
不
文
法
と
な
り
或
時
は
成
文
法
と
な
る
。
加
之
成
文
法
中
に
て

も
時
代
に
よ
り
種
々
法
典
生
ず
。
此
く
名
称
等
を
論
ず
る
な
り
。

此
く
法
制
の
外
史
に
て
は
細
論
に
入
ら
ず
、
内
史
に
て
は
法
令
等

の
内
容
を
論
ず
る
な
り
。
時
代
々
々
に
付
て
論
ず
。
内
外
史
の
法

制
史
は
重お

も

にR
om

an law

の
影
響
を
受
け
起
る
。
故
に
其
起

お
こ
り

古

か
ら
ず
。
尤
も
法
制
内
外
史
に
付
て
は
諸
説
あ
り
。
就
中
外
史
に

付
て
議
論
あ
り
。
或
は
外
史
中
に
法
令
制
定
の
機
関
の
コ
ト
及
び

法
学
者
の
沿
革
を
論
ず
る
あ
り
。
此
の
外
史
と
内
史
と
の
区
別
は

久
し
く
欧
洲
に
行
は
る
。
併
し
独
乙
に
於
てP

uchta

氏
は
歴
史

法
学
派
中
屈
指
の
人
に
し
て
法
学
通
論
を
著
し
其
中
に
外
内

も
の
に
し
てJustinian

の
法
典
は
勿
論
□
□
□
□
と
な
す
故
に

P
andectae

は
当
時
の
現
行
法
の
み
な
ら
ず
法
律
の
沿
革
を
書
せ

る
も
の
に
し
てP

andectae

中
にD

e origine juris et om
nium

 
m
agistratuum

 et successione prudentium

﹇
法
並
び
に
総
て

の
政
務
官
職
の
起
源
及
び
法
学
者
の
継
承
に
つ
い
て
﹈
な
る
題
目

を
掲
げ
特
に
一
章
を
設
く
。de origine juris

と
は
法
律
の

origin

な
り
。
英
のsource of law

な
り
。
此
章
に
法
令
官
吏

及
び
法
学
者
の
歴
史
を
述
べ
し
な
り
。
第
十
六
世
紀
後
之
を
基
と

し
て
法
令
の
外
史
を
生
ず
る
に
至
る
。
元
よ
り
十
六
世
紀
前
﹇
六

丁
表
﹈
に
ロ
ー
マ
の
法
制
を
研
究
す
る
に
はD

e origine

章
を

読
め
り
。
此
后
は
他
章
を
作
り
又
新
に
附
加
へ
等
し
て
之
を
学
べ

り
。P

andectae

を
基
と
し
て
作
り
た
る
法
制
史
多
し
。
又

Justinian code

中
に
はInstitutiones

あ
り
。
之
は
尤
も
簡
単

な
る
も
の
な
り
。
今
日Justinian

帝
の
法
典
を
総
括
し
て

C
orpus Juris C

ivilis

と
云
ふ
。
此
初
め
に
記
せ
し
は
彼
の

Institutiones

な
り
。
之
は
法
典
の
功
力
を
有
せ
し
む
る
も
其
主

た
る
処
は
教
課
書
と
し
て
用
ふ
る
に
あ
り
。
故
に
初
心
者
に
解
し

易
く
す
る
為
め
簡
単
に
書
け
り
（
英
等
に
もInstitution of 

R
om

an law

な
る
も
の
あ
り
。
独
乙
に
もInstitutionen

﹇
あ
り
﹈、

Justinian

帝
の
法
典
に
基
く
な
り
）。
結
局
法
律
階
梯
を
教
ゆ
る

（
一
一
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
一
四

法
は
理
屈
に
従
ふ
コ
ト
能
は
ず
。
併
し
今
日
法
制
の
編
纂
に
付
て

述
ぶ
れ
ば
編
纂
に
二
方
法
あ
り
。

1　

S
ynchronistische M

ethode

な
り

2　

C
hronologische M

ethode

此
等
の
編
纂
の
著
述
に
付
て
はD

anz

﹇, H
einrich A

em
ilius 

A
ugust, 1806-1881

﹈
の
著
書
あ
り
。
氏
は
此
の
二
方
法
に
付
て

論
ぜ
り
（D

anz

の
著
書
はR

öm
ische R

echtsgeschichte

）。

以
上
二
方
法
の
区
別
はS

ynchronistische M
ethode

に
て

は
時
代
分
け
を
な
﹇
七
丁
裏
﹈
し
其
時
代
々
々
中
に
法
制
の
沿
革

を
述
ぶ
。C

hronologische M
ethode

は
事
柄
を
分
ち
其
分
類

中
に
法
制
の
沿
革
を
説
く
方
法
な
り
。
従
来
あ
る
法
制
史
を
見
る

に
人
に
よ
り
種
々
異
な
り
。S

ynchronistische M

﹇ethode

﹈

を
用
ふ
る
あ
り
。
或
人
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ

る
あ
り
。
然
る
に
学
者
中
に
二
方
法
の
利
害
に
付
て
論
ず
る
処
各

異
な
り
。
今
日
に
て
は
何
れ
が
善
き
か
を
判
し
兼
ぬ
。
併
し
二
方

法
共
に
長
処
あ
る
代
り
に
短
処
あ
り
。
吾
輩
之
等
に
付
て
考
ふ
る

に
此
両
方
法
共
短
処
な
き
も
の
に
非
ら
ざ
る
感
あ
り
。
故
に

W
alter

氏
も
法
通
﹇
＝
法
学
通
論
﹈
に
於
て
二
方
法
の
利
害
を

論
ず
。
其
の
説
に
付
て
は
大
に
思
ひ
当
る
コ
ト
あ
り
。
其
説
は
第

一
法
制
の
変
動
は
至
大
な
る
も
其
部
分
に
よ
り
て
は
決
し
て
皆
同

﹇
史
﹈
な
る
名
称
適
せ
ず
と
講
ず
。
以
后
人
々
は
其
名
称
の
付
て

疑
を
抱
く
に
至
れ
り
。
然
る
に
近
来B

runner

は
独
乙
の
法
制

を
著
し
外
内
史
に
付
て
論
ず
。
其
接
に
は
共
に
法
律
を
論
ず
る
な

れ
ば
内
外
の
別
な
し
。
故
に
其
名
称
当
ら
す
。
夫
よ
り
も

A
llgem

eine R
echtsgeschichte &

 B
esondere R

echtsgeshichte

な
る
名
称
を
用
ふ
る
可
な
り
と
。

A
llgem

eine R
echtsgeschichte

に
論
ず
る
処
は
殆
ん
ど
外
史

と
同
一
に
し
て
法
律
の
全
体
を
論
ず
る
な
り
。
則
ち
通
論
に
し
て
、

B
esondere R

echtsgeshichte
は
各
論
に
し
て
民
法
刑
法
等
を

論
ず
る
な
り
。
故
に
内
外
と
云
ふ
よ
り
能
く
当
れ
り
。
今
日
法
制

史
起
り
し
は
此
の
如
し
。

今
日
独
乙
の
如
き
は
法
制
の
歴
史
に
注
目
す
る
コ
ト
と
な
り
、

法
制
史
学
に
有
名
な
る
人
多
き
に
至
れ
り
。

第
三
章　

法
制
史
編
纂
の
方
法

一
般
の
歴
史
に
て
も
法
制
史
の
歴
史
に
て
も
規
則
の
み
に
よ
る

可
か
ら
ず
。
而
し
て
法
制
史
に
の
み
に
限
ら
ず
。
一
般
の
歴
史
編

纂
に
付
て
論
ぜ
し
も
の
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
、D

roysen

﹇, 
Johann G

ustav B
ernhard, 1808-1884

﹈
氏
等
の
如
し
。
別
に

新
説
に
な
ら
ざ
る
な
り
。
法
制
史
に
て
も
同
じ
く
歴
史
編
纂
の
方

（
一
一
五
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
一
五

ず
。第

四
に
は
時
代
を
分
け
て
法
制
史
の
沿
革
を
論
ぜ
ん
に
は
歴
史

上
の
事
実
に
て
一
定
のm

odel

に
入
る
。
故
に
議
論
が
開﹇
明
﹈

な
ら
ず
と
云
ふ
。
故
にW

alter

はS
ynchronistische M

ethode

を
排
し
、C

hronologische M
ethode

を
歴
史
編
纂
の
体
裁
勝
る

と
云
ふ
。
其
他
に
体
裁
に
付
て
種
々
説
を
立
つ
。
例
はK

arlow
a

﹇, O
tto, 1836-1904

﹈
氏
はR

öm
ische R

echtsgeschichte

﹇
八

丁
裏
﹈
第
一
巻
の
緒
言
に
云
ふ
処
あ
り
（
尚K

arlow
a

氏
は

R
om

an L
aw

に
明
に
し
て
現
存
せ
り
。
近
頃
ロ
ー
マ
史
を
著

あ
ら
は

し

一
巻
と
二
巻
の
一
部
成
る
。
此
書
成
は
大
部
と
な
ら
ん
と
。
併
し

氏
の
ロ
ー
マ
史
は
全
体
に
渡
り
て
書
す
。
故
に
公
法
私
法
の
一
般

を
知
る
に
足
る
。
且
つ
氏
は
着
実
に
し
て
研
究
曲
解
の
コ
ト
少
し
。

之
れ
は
甚
だ
解
し
易
し
。
或
事
に
付
て
ロ
ー
マ
史
を
知
ら
ん
に
は

之
を
見
る
便
な
ら
ん
。）。
則
ち
二
規
定
間
に
は
急
に
甲
乙
を
付
す

能
ず
。
蓋
しS

ynchronistische M
ethode

は
法
律
全
体
の
沿

革
則
ち
或
時
代
に
於
て
の
百
般
の
法
律
中
に
存
在
す
る
大
勢
を
画え

が

く
に
は
便
な
れ
。
氏
一
部
の
法
律
が
沿
革
し
来
た
れ
る
様
を
画
く

に
便
な
ら
ず
。
若
しC

horonologische M
ethode

に
拘
泥
す
れ

ば
法
律
全
体
の
沿
革
を
写
す
コ
ト
能
は
ざ
る
可
し
（
時
代
の
沿
革

関
係
を
見
る
に
不
便
）
とK

arlow
a

氏
に
は
体
裁
に
拘
泥
せ
ず
。

時
代
に
起
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
之
を
一
時
代
中
に
収
め
て
論
ず

る
難
し
。
其
の
部
分
に
よ
り
て
は
変
動
の
影
響
を
受
け
て
変
更
す

る
に
は
自
ら
遅
速
あ
り
。
故
に
時
代
を
明
に
定
め
之
を
明
に
論
ず

る
難
し
。
第
二
国
法
及
び
之
と
関
係
あ
る
公
権
の
歴
史
に
付
て
は

或
は
時
代
を
分
ち
て
其
変
動
を
来
す
コ
ト
出
来
る
も
他
の
法
制
の

部
に
至
り
て
は
其
変
動
は
緩
慢
に
し
て
且
つ
表
面
に
表
は
れ
ざ
る

コ
ト
な
れ
ば
時
代
を
分
ち
変
動
を
説
く
難
し
。
例
の
行
政
法
憲
法

に
関
す
る
規
定
廃
置
の
事
柄
は
明
に
知
り
易
き
も
民
法
等
の
も
の

に
至
り
て
は
変
遷
は
知
﹇
八
丁
表
﹈
り
難
し
（
日
本
に
於
て
異
な

る
）。
之
れ
不
文
法
等
の
如
き
も
の
あ
れ
ば
何
時
廃
せ
ん
も
何
時

置
か
れ
し
か
を
知
る
難
し
。
故
に
時
代
に
よ
り
変
遷
を
知
ら
ん
と

す
る
難
き
所
以
な
り
。
第
三
に
は
時
代
を
分
ち
法
制
の
沿
革
を
論

ぜ
ん
に
は
時
代
の
代
る
毎
に
前
時
代
に
連
絡
し
て
論
述
す
。
故
に

議
論
の
重
複
す
る
コ
ト
あ
り
。
筆
取
り
て
実
際
書
を
見
れ
ば
解
し

易
し
。
例
﹇
へ
﹈
ば
、

故
に
、S

ynchronistische M
ethode

に
付
て
は
不
都
合
を
感

（
一
一
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
一
六

最
初
に
分
つ
も
其
標
準
は
法
制
上
の
大
変
動
を
標
準
と
し
其
時
代

﹇
区
﹈
分
を
多
く
す
る
は
可
な
ら
ん
。
余
り
時
代
を
細
く
す
れ
ば

時
代
代
る
毎
に
反
復
す
る
弊
あ
れ
ば
な
り
。
而
し
て
時
代
々
々
に

法
律
の
種
差
を
分
つ
に
は
同
じ
様
に
法
律
の
分
類
を
立
て
ぬ
様
に

す
。法

制
の
分
科
す
る
に
続
々
法
律
の
分
科
の
盛
な
る
に
従
ひ
法
律

の
分
類
を
細
に
分
つ
コ
ト
と
す
。
之
を
実
際
書
す
れ
ば
解
し
易
し
。

未
開
時
代
に
は
宗
教
法
律
等
に
混
れ
て
﹇
九
丁
表
﹈
分
れ
ず
。
故

に
法
律
の
歴
史
を
書
く
に
も
終
に
至
る
程
分
類
は
密
と
な
る
。
し

か
し
之
れ
免
る
能
は
ざ
る
処
な
り
。
兎
に
角S

ynchronistische 
M

ethode

に
拘
泥
す
る
コ
ト
不
可
な
り
。
其
他
の
歴
史
の
書
方
に

付
て
は
法
律
家Jhering

﹇, R
udorf von, 1818-1892

﹈
氏
の

G
eist des röm

ischen R
echts

中
のH

istorische M
ethode

中

に
は
有
益
な
る
議
論
あ
り
。
氏
は
近
来
の
独
乙
に
は
有
名
な
る
人

な
り
。
法
律
家
と
し
て
は
大
に
才
あ
り
。
此
中G

eist des 
röm

ischen R
echts

は
尤
も
有
名
な
る
も
の
な
り
。
之
れ
は
完
結

せ
ず
。
或
人
は
氏
の
著
書
が
何
物
に
て
も
完
結
せ
ず
と
。
之
れ
著

書
中
に
面
白
き
思
想
を
発
揮
す
。
又
一
書
出
せ
ば
四
方
よ
り
攻
撃

す
る
も
の
多
く
湧
き
出
づ
。
故
にJhering

も
之
に
対
し
て
反
動

甚
し
。
之
等
に
付
て
面
白
き
思
想
出
づ
。
故
に
他
書
を
書
き
初
む
。

之
を
折
中
し
て
用
へ
り
。W

alter

氏
も

C
hronologische 

M
ethode

の
み
を
用
ひ
ず
。
例
へ
ば
氏
の
著
書R

öm
ische 

R
echtsgeschichte

に
は
一
部
にS

ychronistische M
ethode

を
用
ひ
、
一
部
に
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ
。
例

﹇
へ
﹈
ば
公
法
に
関
す
る
部
に
は
主
と
し
てS

ynchronistische 
M

ethode

を
用
ひ
私
法
に
関
す
る
部
に
はC

hronologische 
M

ethode

を
用
ふ
。
此
﹇
九
丁
裏
﹈
コ
ト
は
独
り
氏
の
み
な
ら
ず
。

他
の
学
者
も
同
様
の
方
法
を
用
ふ
る
少
し
と
せ
ず
。
或
学
者
も
此

方
法
を
善
と
主
張
す
。
之
れ
可
な
ら
ん
。
其
他
人
に
よ
り
て
は
著

述
│

講
義
の
方
法
と
を
異
に
す
る
あ
り
。
則
ちS

chröder

﹇, 
R
ichard, 1838-1917

﹈
氏
のD

eutsche R
echtsgeschichte

の

如
し
。

右
の
如
き
有
様
に
て
何
れ
が
善
な
る
か
を
喧
し
く
論
ぜ
り
。
併

し
今
日
何
れ
か
善
な
る
か
を
云
ふ
能
は
ず
。
今
やW

alter
氏
の

説
を
述
べ
ん
を
以
て

C
hronologische M

ethode
は

S
ynchronistische M

ethode

に

勝

る

か

如

き

も
、

S
ynchronistische M

ethode

を
少
し
く
訂
正
し
て
用
へ
る
は

C
hronologische M

ethode

に
勝
ら
ん
か
と
思
は
る
。
彼
の

R
egelsberger

﹇, F
erdinand, 1831-1911

﹈
氏
は
斯
く
云
へ
り
。

S
ynchronistische M

ethode

に
よ
る
よ
り
も
、
第
一
に
時
代
を

（
一
一
五
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
一
七

り
。
抑
も
ロ
ー
マ
法
学
の
欧
洲
に
最
高
と
な
り
し
は
第
十
二
世
紀

に
し
て
ロ
ー
マ
法
学
の
中
心
はItaly

のB
ologna

な
り
。
而
し

て
其
処
に
ロ
ー
マ
法
学
の
盛
な
り
し
所
以
に
付
て
種
々
の
議
論
あ

り
。
兎
に
角
当
時B

ologna

の
法
学
者
と
し
てIrnerius 
M

artins

氏
等
あ
り
。
氏
等
は
盛
に
ロ
ー
マ
法
律
を
研
究
し
欧
洲

に
一
大
影
響
を
及
しB

ologna

に
遊
学
す
る
も
の
多
く
出
づ
。
此

頃
にItaly

の
法
学
者
をglossators

と
云
ふ
。
併
し
続
て
十
三

世
紀
の
半
頃
よ
り
稍
やItaly

の
学
風
一
変
し
此
にpost-

glossators

﹇
十
丁
裏
﹈
を
生
ず
る
に
至
れ
り
。
此
の
註
釈
派
も

欧
洲
に
至
大
の
影
響
を
及
す
。
之
等
の
影
響
と
シ
テ
益
ロ
ー
マ
法

学
欧
洲
に
広
り
国
に
よ
り
多
少
の
差
異
あ
る
も
ロ
ー
マ
法
は
其

国
々
の
法
律
を
圧
倒
す
る
の
有
様
と
な
り
し
。
然
る
に
当
時
の
註

釈
派
と
後
の
註
釈
派
と
を
問
は
す
其
の
学
風
の
傾
く
処
は
註
釈
に

あ
り
て
此
二
派
は
少
く
差
異
あ
り
。
前
註
釈
は
ロ
ー
マ
法
律
の
実

地
の
用
に
注
目
せ
ず
後
者
は
注
目
す
る
の
差
異
あ
る
の
み
。

併
し
二
派
は
大
同
小
異
に
し
て
何
れ
も
歴
史
の
注
目
に
乏
し
。

之
れ
等
は
何
れ
もJustinian

法
典
に
神
酔
し
其
法
典
は
ロ
ー
マ

の
み
な
ら
ず
之
れ
は
法
律
の
眞
理
に
適
せ
り
と
せ
り
。
其
他
の
法

律
に
至
り
て
は
却
て
度
外
視
し
てJustinian

法
典
は
幾
多
の
変

遷
を
な
せ
し
か
を
研
究
せ
ず
。
而
し
て
前
派
よ
り
後
の
註
釈
派
は

故
に
完
結
せ
ざ
る
コ
ト
往
々
あ
る
な
り
。G

eist des röm
ischen 

R
echts

は
世
人
を
益
す
る
大
に
し
て
ロ
ー
マ
法
制
の
研
究
す
る

に
は
必
ず
見
ざ
る
可
か
ら
ず
。
又
一
般
の
歴
史
を
編
纂
す
る
方
法

を
論
ぜ
し
も
の
あ
り
。
則
ちB

ernheim

﹇, E
rnst, 1850-1942

﹈

氏
のL

ehrbuch der historisiche M
ethode

な
り
。
此
の
中

に
従
来
同
題
目
に
関
す
る
事
件
及
び
難
し
。
雑
誌
等
の
こ
と
を
集

め
り
。
又
支
那
書
な
れ
ド
モ
西
洋
書
に
比
す
可
も
の
あ
り
。
則
ち

唐
劉
知
幾
﹇661-721

﹈
氏
の
史
通
な
り
。
之
は
支
那
中
の
歴
史

及
び
法
律
編
纂
の
方
法
に
付
て
論
ぜ
り
。
之
は
甚
だ
勝
る
処
あ
り
。

此
の
著
は
評
釈
を
下
せ
し
も
の
あ
り
て
史
通
々
釈
と
云
ふ
。
又
最

新
注
釈
に
て
は
史
通
削
繁
あ
り
。

比
較
法
制
史　
第
一
部　
羅
馬
法
制
史
﹇
十
丁
表
﹈

第
一
章　

羅
馬
法
制
史
に
対
す
る
緒
言

第
一
条　

羅
馬
法
制
史
編
纂
の
沿
革

欧
洲
に
於
て
法
制
史
と
称
す
べ
き
歴
史
の
生
ぜ
し
は
羅
馬
法
の

影
響
な
り
。
併
し
法
制
史
は
ロ
ー
マ
法
学
と
同
時
に
起
り
し
に
あ

ら
ず
し
て
人
々
稍
く
ロ
ー
マ
法
制
ニ
付
て
其
沿
革
は
如
何
と
の
疑

を
起
し
之
に
付
てrefl ection

を
な
す
に
至
り
て
な
り
し
も
の
な

（
一
一
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
一
八

け
り
。
併
し
学
問
の
進
歩
は
漸
を
以
て
進
む
も
の
な
り
。
故
に
此

の
如
き
著
書
あ
る
に
も
拘
ら
ず
不
完
全
な
る
処
多
し
。
氏
の
著
書

はP
andecten

のde origine juris

の
章
を
本
と
し
其
の
順
序

に
従
ひ
ロ
ー
マ
法
制
史
を
作
る
も
の
な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
法
制
史

はD
igest

の
影
響
を
受
け
起
こ
り
し
コ
ト
明
な
り
。
又
同
時
代

に
独
に

V
. F

orsten

（†
1530

）
氏
は

de historia juris 
C
ivilis R

om
ani L

ibri III

を
著
せ
り
。
此
書
は
一
五
六
五

﹇
年
﹈
に
至
り
世
に
公
に
せ
ら
れ
た
り
。
之
等
は
抑
も
ロ
ー
マ
法

制
史
の
端
緒
に
し
て
就
中F

orsten, R
ivallius

は
尤
も
著
名
な

る
も
の
な
り
。
而
し
てS

tintzing

﹇, R
oderich von, 1825-

1883

﹈﹇
十
一
丁
裏
﹈
氏
の

G
eschichte der deutschen 

R
echtsw

issenschaft

あ
り
。
此
中
に
参
考
た
る
可
き
コ
ト
多
し
。

此
書
は
半
ば
成
功
し
て
氏
は
死
せ
り
。
故
に
氏
の
著
は
第
一
第
二

巻
の
み
な
り
。
之
は
甚
だ
名
高
く
し
てB

ekker

氏
は
非
常
に
此

書
を
賞
讃
せ
り
。
之
を
見
れ
ば
独
法
の
沿
革
并
に
他
国
法
の
沿
革

を
も
并
び
論
ぜ
り
。
殊
に
ロ
ー
マ
法
の
欧
洲
に
影
響
を
及
ぼ
せ
し

コ
ト
を
書
せ
り
。

右
の
如
くF

orstin, R
ivallius

﹇
の
﹈
著
書
は
法
制
史
の
外

史
に
属
す
る
も
の
な
り
。
然
る
に
十
六
世
紀
よ
り
下
り
十
六
世
紀

以
降
に
は
ロ
ー
マ
法
制
史
も
編
纂
せ
ら
れ
ぬ
。
内
史
も
論
ず
る
も

実
地
の
用
に
注
目
す
る
の
外
観
あ
り
し
も
歴
史
的
注
目
に
至
り
て

は
当
た
れ
り
。
前
派
は
主
と
し
て
ロ
ー
マ
法
の
根
本
に
よ
り
研
究

す
。
後
派
は
前
派
に
於
け
る
註
釈
を
改
正
せ
し
を
以
て
前
派
の
註

釈
を
本
と
し
之
を
研
究
す
。
故
に
後
派
に
至
り
て
は
ロ
ー
マ
法
原

文
を
見
ず
。
甚
き
は
註
釈
の
註
釈
を
書
す
る
に
至
る
。
故
に
歴
史

的
研
究
は
衰
え
し
と
見
て
可
な
り
。
法
律
は
時
代
に
よ
り
種
類
に

よ
り
其
発
達
を
異
に
す
。
古
今
不
変
な
る
も
の
な
し
。
東
西
一
な

る
も
の
な
し
。
故
に
ロ
ー
マ
法
律
を
研
究
す
れ
ば
意
外
に
結
果
の

不
可
な
る
も
の
あ
り
。
故
に
時
を
経
る
に
従
ひ
人
は
漸
々
疑
ひ
を

﹇
十
一
丁
表
﹈
起
し
ロ
ー
マ
法
律
の
沿
革
に
注
目
す
る
に
至
る
。

加
之
十
六
世
紀
頃
は
法
律
以
外
に
古
代
の
事
物
を
研
究
す
る
に
至

る
。
同
時
にlaw

yer

は
古
代
の
言
語
学
に
通
す
る
に
至
り
法
律

も
歴
史
的
観
察
を
生
ず
る
に
至
る
。
因
て
此
頃
よ
り
ロ
ー
マ
史
を

編
纂
す
る
に
至
れ
り
。
中
著
り
し
き
は
仏
国
のA

.R
ivallius

（†
1536

後
）
氏
な
り
。
氏
は

C
ivilis juris historiae libri 

quinque

を
著
し
一
五
一
五
﹇
年
﹈
頃
に
世
に
公
に
せ
り
。
氏
は

非
常
に
法
理
の
歴
史
に
熱
中
し12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
残
り

し
分
を
集
め
法
律
の
旧
面
目
を
復
せ
ん
と
し
且
つ
之
に
註
釈
を
加

へ
り
。
夫
れ
今
日
も
尚
ほ12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
原
文
の
旧

面
目
を
覗
は
ん
と
せ
り
。
右
の
如
く
当
時
代
に
法
制
史
の
端
緒
開

（
一
一
五
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
一
九

の
如
くH
eineccius

は
内
史
はJustinian

法
典
の
影
響
を
受
け

し
コ
ト
明
な
り
。
而
し
て
之
を
見
れ
ば
学
問
の
進
歩
の
方
法
も
明

白
な
り
。

十
八
世
紀
に
於
て
内
外
二
史
を
合
載
せ
し
も
の
あ
り
。
尤
も
古

く
編
纂
せ
し
は

Italy

﹇
の
﹈G

ravina

（†
1718

）
氏
の

O
rignum

 juris civilis libri tres

﹇
市
民
法
起
源
論
三
巻
﹈
な

り
。
今
日
に
て
は
此
等
よ
り
漸
々
影
響
を
受
け
し
も
の
な
れ
ば
内

外
二
史
を
合
載
す
る
の
有
様
と
な
れ
り
。
元
よ
り
古
代
の
法
制
を

研
究
し
又
著
書
を
な
す
に
付
て
法
律
の
静
止
の
有
様
を
写
す
コ
ト

稍
易
き
も
古
よ
り
後
に
変
遷
し
活
動
す
る
有
様
は
写
し
難
し
。
之

等
に
付
き
法
律
の
学
者
は
注
目
し
﹇
主
﹈
と
し
て
活
動
の
有
様
を

写
し
法
制
史
を
著
す
に
﹇
一
二
丁
裏
﹈
至
り
し
はG

. H
ugo

﹇1764-
1844

﹈
氏
な
り
。
氏
はL

ehrbuch der R
echtsgeschichte bis 

auf unsere Z
eiten

（
後
の
題
号L

ehrbuch der G
eschichte 

des röm
ischen R

echts bis auf Justinian

）
を
一
七
九
〇

﹇
年
﹈
に

B
erlin

﹇
に
て
﹈
出
版
す
。（
記
憶
す
可
き
は

H
istorical school

の
一
期
限
を
開
け
る
人
な
り
）。

H
ugo

は
一
七
六
四
﹇
年
﹈
に
生
れ
一
七
八
三
﹇
年
﹈
頃
よ
り

独
国
のG

öttingen

大
学
の
教
授
と
な
り
し
。
此
大
学
は
当
時
は

法
律
学
の
盛
な
る
処
な
り
し
。H

ugo

氏
は
此
に
教
授
と
な
り
し

の
あ
り
。
又
内
外
史
を
并
せ
論
ず
る
も
の
出
て
た
り
。
而
し
て

ロ
ー
マ
の
法
制
内
史
に
就
て
の
著
書
はH

eineccius

﹇, Johann 
G
ottlieb, 1681-

﹈（†
1741

）
氏
の
も
の
あ
り
。
氏
は
ロ
ー
マ

法
律
者
中
に
て
著
名
な
る
も
の
に
シ
テ
其
著
書
中
今
日
存
す
る
も

の
多
し
。K

arlow
a

氏
も
云
へ
り
。H

eineccius

は
法
律
上
一
基

軸
を
な
せ
り
。
勿
論
之
に
付
て
研
究
せ
し
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
。

併
し
一
部
に
付
て
論
ず
。H

eineccius

氏
は
法
制
の
内
史
を
研
究

す
る
為
め
に
ロ
ー
マ
地
方
の
有
様
を
論
ず
る
も
の
の
目
的
に
著
せ

し
な
り
。
此
順
序
は
主
と
し
てJustinian

の
法
典
に
依
る
。
固

よ
りP

andecte

よ
り
材
料
を
得
る
も
之
等
の
材
料
はJustinian

法
典
に
加
へ
し
に
止
る
。
固
よ
りH

eineccius
﹇
一
二
丁
表
﹈
の

著
書
は
世
人
の
愛
す
る
処
と
な
り
。
其
歴
史
編
纂
に
付
て
は
大
陸

に
影
響
を
及
す
大
な
り
。
併
し
其
著
書
は
ロ
ー
マ
の
古
代
の
法
制

に
付
て
論
ぜ
し
も
の
に
て
法
律
の
活
動
す
る
有
様
に
至
り
て
は
深

か
ら
ず
。
故
に
氏
の
著
書
は
尚R

echtsalterthüm
er

の
臭
気
を

含
め
り
と
（K

arlow
a

説
）。R

echtsalterthüm
er

は
独
乙
に

R
echtsgeschichte

と
区
別
す
。
則
ちR

echtsalterthüm
er

は

法
律
の
変
化
に
付
て
重
に
注
目
す
。
則
ち
法
律
は
時
代
を
放
ふ
を

活
動
す
る
有
様
を
述
べ
た
る
な
り
。R

echtsgeschichte

は
ロ
ー

マ
法
律
は
古
代
に
存
在
せ
ば
静
止
の
有
様
を
述
べ
た
る
な
り
。
右

（
一
一
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二
〇

G
ibbon

﹇, E
dw

ard, 1737-1796

﹈
の
ロ
ー
マ
法
制
史
﹇『
ロ
ー

マ
帝
国
衰
亡
史
』
第
四
四
章
﹈
な
り
。
兎
に
角
右
の
著
書
に
て
独

法
の
祖
先
と
仰
が
る
に
至
る
。
固
よ
りH

ugo

の
説
は
当
時
の
学

者
間
に
新
し
く
而
し
てH

ugo

氏
後
のS

avigny

﹇, F
riedrich 

C
arl von, 1779-1861

﹈
氏
と
大
同
小
異
な
り
。
併
し
独
法
の
原

祖
と
す
る
は
通
常S

avigny

な
り
。
之
れH

ugo

は
拙
文
に
し
て

S
avigny

は
明
文
家
な
り
し
を
以
て
な
り
。
歴
史
法
学
派
に
属
す

る
有
名
な
る
人
は
十
九
世
紀
頃
に
あ
り
。
就
中
著
名
な
る
は

S
avigny

及
びE

ichhorn

﹇, K
arl F

riedrich, 1781-1854

﹈
氏

な
り
。S

avigny

は
ロ
ー
マ
法
制
史
を
研
究
しE

ichhorn

は
独

法
制
史
を
研
究
せ
り
。
此
他P

uchta

﹇, G
eorg F

riedrich, 
1798-1846

﹈, K
eller

﹇, F
riedrig L

udw
ig, 1799-1860

﹈, 
B
ethm

ann-H
ollw

eg

﹇, M
oritz A

ugust von, 1795-1877

﹈, 
Z
um

pt

﹇, A
ugust W

ilhelm
, 1815-1877

﹈氏
等
あ
り
。S

avigny

は
一
七
七
九
﹇
年
﹈
にF

rankfurt am
 M

ain

に
生
れ
一
八
一
〇

﹇
年
﹈
にB

erlin

大
学
の
教
授
と
な
り
後
にP

reussen

の
国
務

大
臣
と
な
﹇
十
三
丁
裏
﹈
り
。
併
し
大
臣
と
し
て
は
著
名
な
ら
ず
。

S
avigny

はH
ugo

と
同
説
な
れ
ド
モ
学
識
殊
に
文
章
も
巧
な
り
。

著
書
の
如
き
も
多
し
。
尚S

avigny

は
文
章
に
巧
に
し
て
独
法
学

者
中
名
高
く
又
之
を
読
む
に
解
し
易
し
故
に
善
考
を
世
の
中
に
巧

頃
歴
史
家
に
有
名
な
るS

pittler

﹇, L
udw

ig T
im

otheus, 
1752-1810

﹈
氏
あ
り
。
此
人
は
当
時
歴
史
家
中
尤
も
雄
弁
な
る

も
の
に
し
て
且
新
思
想
を
有
す
。
此
二
人
は
親
く
交
りS

pittler

氏
にH

ugo
は
﹇
数
字
判
読
で
き
ず
﹈
説
を
聞
きlaw

上
に
も
発

明
す
る
処
多
し
。
然
る
に
当
時
仏
にM

ontesquieu

﹇, C
harles-

L
ouis de, 1689-1755

﹈
氏
の
著
書
をH

ugo

は
読
め
り
。
而
し

てM
ontesquieu

は
此
著
書
に
新
思
考
を
有
し
法
律
も
自
他
の
事

物
と
関
係
あ
り
、
則
ち
土
地
風
俗
と
関
係
し
変
化
す
る
も
の
な
り

と
。
然
る
に
当
時N

aturalist
学
行
は
る
。
此
派
の
説
く
処
は

law

に
も
万
古
不
易
の
も
の
あ
り
と
此
際M
ontesquieu

は
此
の

如
き
新
説
を
出
す
を
以
て
之
を
見
てS
pittler, H

ugo

氏
は
大
に

感
ず
る
処
あ
り
。law

も
歴
史
的
に
研
究
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
も

の
と
す
。
然
る
に
独
法
律
を
見
れ
ば
種
々
の
原
素
よ
り
な
り
自

﹇
十
三
丁
表
﹈
国
固
有
の
も
の
あ
り
羅
馬
の
法
律
あ
り
外
国
の
も

の
あ
り
此
く
秩
序
な
く
し
て
一
処
に
混
合
し
存
在
せ
り
。
此
有
様

な
る
を
以
て
独
法
律
の
精
神
を
明
に
せ
ん
と
せ
ば
、
独
法
に
基
き

源
に
溯
り
歴
史
的
に
研
究
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
此
事
も
亦H

ugo

に
大
刺
激
を
与
へH

ugo

を
し
て
歴
史
的
に
法
律
の
必
要
を
研
究

せ
し
む
る
に
至
る
。H

ugo

は
自
ら
筆
を
取
り
ロ
ー
マ
の
法
制
史

を
著
せ
り
。
又H

ugo

は
ロ
ー
マ
法
制
史
を
著
す
に
影
響
せ
し
は

（
一
一
五
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
二
一

後S
avigny

の
著
書
多
く
し
て
、
例
﹇
へ
﹈
ば
法
律
編
纂
に
付
て

議
論
を
戦
は
せ
しV

om
 B

eruf unserer Z
eit für G

esetz-
gebung und R

echts w
issenschaft

（
一
八
一
四
﹇
年
﹈
に
著
せ

り
）
又S

avigny

の
著
書
中
尤
も
有
名
な
る
はG

eschichte des 
röm

ischen R
echts im

 M
ittelalter

（
六
巻
あ
り
）
な
り
。
此

書
は
ロ
ー
マ
法
律
が
欧
洲
に
再
び
伝
播
せ
し
次
第
を
研
究
す
る
為

め
、
中
世
時
代
の
ロ
ー
マ
法
の
沿
革
を
書
せ
し
も
の
な
り
。
又

S
ystem

 des heutigen röm
ischen R

echts

（
八
巻
あ
り
）
あ
り
。

之
を
見
れ
ばS

avigny

の
胆
の
大
な
る
を
知
る
に
足
る
。
抑
も
此

の
大
な
る
八
巻
と
は
只
に
総
論
を
陳
べ
し
の
み
な
り
。
其
の
後
ち

﹇D
as

﹈ O
bligationenrecht

を
著
し
又
法
制
史
に
付
て
雑
誌
を

起
し
た
り
。
則
ちZ

eitschrift für geschichtliche R
echts-

w
issenschaft

な
り
。
右
の
如
き
次
第
に
てS

avigny

の
出
後
独

法
律
の
研
究
の
有
様
一
変
せ
り
。
之
よ
り
法
律
の
歴
史
的
研
究
に

力
を
尽
す
に
至
れ
り
。
今
日
も
此
の
不
必
要
を
論
ず
る
も
の
な
し
。

勿
論S

avigny

﹇
十
四
丁
裏
﹈
に
対
し
細
き
点
に
付
て
は
攻
撃
す

る
も
の
あ
り
。
又
或
学
者
は
法
律
の
一
基
軸
と
な
さ
ん
と
し
非
常

にS
avigny

を
攻
撃
す
る
も
の
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ばJhering

氏

の
如
き
な
り
。
則
ちS

avigny

の
考
に
て
は
法
律
は
風
俗
言
語
の

如
く
各
の
間
に
生
存
す
る
な
り
と
又S

avigny

は
歴
史
的
に
力
を

に
示
せ
し
を
以
てH

ugo

の
上
に
出
づ
。
且
つ
法
学
に
長
ぜ
し
コ

ト
はS

avigny

の
著
書
に
付
て
明
な
り
。
氏
の
著
書
出
る
や
否
や

独
法
律
社
会
を
動
せ
し
は
占
有
に
関
す
る
書
（D

as R
echt des 

B
esitzes

）
に
し
て
、S

avigny

は
二
四
歳
の
時
に
著
は
し
五
月

間
を
費
せ
し
も
の
な
り
。
此
書
出
る
や
否
や
世
の
喝
采
を
博
せ
り
。

其
賞
美
さ
れ
し
。
例
﹇
へ
﹈
ば
当
時
独
国
に
法
学
の
第
一
等
の
位

地
を
占
め
しT

hibaut

﹇, A
nton F

riedrich, 1772-1840

﹈
氏
あ

り
。
氏
はH

eidelberg

大
学
の
教
授
な
り
し
。S

avigny

の
著
書

を
見
て
驚
き
、
此
人
は
独
法
学
者
の
第
一
等
の
位
地
を
占
め
ん
と
。

併
しT

hibaut

はP
hilosophical school

に
し
てS

avigny

は

H
istorical school

な
り
。
故
に
全
く
其
説
反
対
し
相
互
に
法
律

編
纂
に
付
て
議
論
を
戦
は
せ
ん
コ
ト
も
あ
り
。
此
反
対
学
者
の
賞

美
せ
し
を
以
て
もS

avigny

の
卓
越
な
る
コ
ト
知
る
可
き
な
り
。

而
し
てS

avigny

は
右
の
書
に
よ
り
影
響
を
世
の
中
に
及
ぼ
せ
し

は
歴
史
的
研
究
に
意
を
用
ひ
し
に
あ
り
。
且
つ
其
文
章
の
巧
な
る

に
よ
り
固
よ
り
専
有
に
関
し
﹇
十
四
丁
表
﹈
て
は
法
律
学
者
中
最

大
問
題
な
り
と
す
る
一
な
り
。
専
有
に
付
て
は
古
来
種
々
説
を
称

ふ
る
あ
り
。
此
難
問
に
付
て
説
を
今
日
迄
依
然
継
続
せ
し
め
し
は

S
avigny

の
書
な
り
。
尤
も
此
専
有
に
付
て
名
高
き
著
書
あ
れ
ド

モ
之
れ
に
も
拘
は
ら
ずS

avigny

の
説
は
依
然
存
せ
り
。
之
よ
り

（
一
一
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二
二

羅
馬
の
建
国
の
事
柄
も
歴
史
材
料
少
し
。
而
し
て
之
を
今
日
尚
ほ

学
者
の
論
ず
る
処
な
り
。
併
し
具
論
点
各
異
な
り
何
れ
か
真
な
る

か
判
然
せ
ず
。
併
し
ロ
ー
マ
の
大
古
の
有
様
を
知
ら
ざ
れ
ば
後
の

法
律
の
基
く
処
を
知
る
能
は
ず
。
故
に
欧
洲
各
国
も
之
を
捨
て
ず

力
を
用
へ
り
。
此
の
有
様
な
る
を
以
て
諸
大
家
の
論
を
採
用
す
る

に
其
取
捨
に
付
て
大
に
苦
し
む
な
り
。P

uchta

氏
の

Institutionen

に
は
ロ
ー
マ
の
大
古
を
論
ぜ
り
。
此
説
及
び

E
sm

arch

氏
のR

öm
ische R

echtsgeschichte

に
も
説
く
処
あ

り
。
尚
ほP

uchta

氏
の
著
書
に
付
て
述
べ
し
。P

uchta

氏
は

S
avigny

の
弟
子
に
し
て
ロ
ー
マ
の
法
律
に
て
名
高
し
。

system
atisch

﹇
体
系
的
﹈
等
に
付
て
はS

avigny

に
勝
る
。
而

し
てInstitutionen

は
尤
も
名
高
き
も
の
に
し
てE

sm
arch

は

P
uchta

よ
り
劣
る
も
氏
の
ロ
ー
マ
法
制
史
は
名
高
し
。
此
説
は

P
uchta

氏
﹇
十
五
丁
裏
﹈
に
依
る
処
多
し
。
此こ

こ

に
此
の
二
氏
に

依
り
て
説
明
せ
し
。
併
し
元
よ
り
二
氏
の
説
に
対
し
て
反
対
の
説

を
抱
き
し
も
の
あ
り
。
乃
ちR

udorff 

﹇, A
dolf F

riedrich, 
1803-1873

﹈
氏
はP

uchta

の
著
書
に
対
し
て
攻
撃
す
る
処
あ
り
。

ロ
ー
マ
人
曰
く
ロ
ー
マ
国
は
其
初
め
二
人
種
の
合
併
よ
り
な
り
。

則
ちR

om
ans, T

ities

な
り
。
而
し
てR

om
ans

はL
atin

人
種

な
り
。T

ities

はS
abini

人
種
な
り
と
云
ふ
。
此
事
た
る
ロ
ー

尽
す
もJhering

は
歴
史
的
に
ロ
ー
マ
法
律
は
独
乙
に
入
り
し
に

あ
ら
ず
と
。
兎
に
角
歴
史
の
研
究
を
進
め
し
はS

avigny

の
力
な

り
。第

二
条　

羅
馬
法
律
の
参
考
書

其
書
は
甚
だ
多
き
を
以
て
其
中
一
二
の
著
名
な
る
も
の
を
挙
げ

し
。

B
runs

﹇, C
arl G

eorg, 1816-1880

﹈
氏
のR

öm
ische R

e-
chtsgeschichte

な
る
あ
り
て
能
く
巧
に
画
け
り
。
此
は
甚
だ
価

値
あ
り
。
氏
はphilosophy

に
得
意
に
し
て
甚
だ
解
き
難
き
処

あ
り
。
之
を
脱
す
る
も
可
な
り
。
又P

adelletti﹇, G
uido, 1843-

1878

﹈
氏
のR

öm
ische R

echtsgeschichte
及
びE

sm
arch

﹇, 
K
arl, 1824-1887

﹈
氏
のR

öm
ische R

echtsgeschichte

あ
り
。

併
しB

runs

の
も
の
は
尤
も
解
き
易
き
な
り
。
又
ロ
ー
マ
の
原

本
に
てG

aius

及
びJustinian

のInstitutionen
あ
り
。
殊
に

G
aius

氏
の
如
き
は
歴
史
の
参
考
に
適
せ
る
も
の
な
り
と
す
。

﹇
十
五
丁
表
﹈

　

本
論

第
一
章　

王
政
時
代
の
法
制
の
有
様

第
一
節　

羅
馬
の
建
国

建
国
の
際
歴
史
の
材
料
少
し
。
之
れ
何
れ
の
国
も
同
し
く
し
て

（
一
一
六
〇
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
二
三

北
及
び
東
北
に
於
てS

abini

人
種
の
住
居
及
びA

rian

人
種
の

部
落
に
接
し
東
及
東
南
はH

ernici

及
びV

olsci

等
の
部
落
と

接
す
。
其
地
形
は
平
坦
な
り
し
。
故
にL

atin

と
云
ふ
言
は
平
坦

を
意
味
せ
り
。
元
よ
りL

atin

人
種
は
此
地
を
占
領
す
る
に
当

﹇
り
﹈
て
や
他
人
種
（S

iculi

）
既
に
占
有
せ
し
な
り
。
此
の

S
iculi

を
放
出
し
之
を
占
領
せ
し
な
り
。
故
にL

atin

人
種
は
其

周
囲
に
敵
多
し
。
加
之L

atin

人
種
の
占
め
し
土
地
乃
ち

L
atium

は
平
坦
な
る
よ
り
外
敵
と
の
掛
引
に
於
て
甚
だ
困
難
な

り
し
な
り
。
之
れ
外
敵
の
襲
来
し
易
け
れ
ば
な
り
。
又L

atin

の

住
居
の
有
様
は
外
敵
を
防
ぐ
の
有
様
と
な
り
。
則
ちL

atin

人
種

は
相
団
結
し
て
集
落
を
周
ら
す
に
障
壁
を
作
る
。
故
に
数
多
の
集

落
あ
り
。
則
ちurbs

多
し
。
之
に
付
て
はM

om
m
sen

﹇, T
heodor, 

1817-1903

﹈
氏
のR

öm
ische G

eschichte

に
詳
述
せ
り
。
此

の
集
落
は
﹇
十
六
丁
裏
﹈
各
村
属
及
び
家
族
よ
り
な
り
。
又
集
落

に
は
首
長
其
他
集
会
あ
り
。
此
集
落
は
同L

atin

人
種
の
コ
ト
な

れ
ば
自
ら
同
盟
を
結
び
平
時
は
互
に
婚
姻
し
有
無
相
通
じ
又
同
一

の
神
を
拝
せ
り
。
併
し
一
旦
事
あ
れ
ば
諸
集
落
の
も
の
は
共
に
全

体
に
通
ず
る
総
督
を
択
び
戦
争
に
赴
け
り
。
此
頃L

atin

人
種
の

経
済
の
有
様
は
其
の
財
用
の
如
き
牧
畜
と
掠
奪
と
に
よ
り
便
せ
り
。

或
人
の
説
にR

om
e

人
は
稍
や
後
に
て
も
槍
を
以
て
所
有
権
の
号

マ
人
のL

ivius

（59 B
.C

.

に
生
れ
）、C

icero

（106 B
.C

.

に

生
る
）
著
書
に
載
す
る
処
あ
り
。
之
等
の
説
に
よ
り
后
世
の
学
者

も
ロ
ー
マ
人
種
は
二
人
種
よ
り
な
れ
り
と
称
へ
り
。
然
る
に

L
atin

﹇
人
種
﹈
及
びS

abini

﹇
人
種
﹈
は
西
部A

rian

人
種
に

属
す
。
故
に
両
人
種
共
其
元
は
同
胞
な
り
と
云
ふ
べ
き
な
り
。
併

し
之
等
は
漸
々
住
居
を
異
に
し
て
遂
に
人
情
風
俗
を
異
に
す
る
に

至
れ
る
な
り
。
後
に
至
り
て
此
両
人
種
は
合
し
て
ロ
ー
マ
の
建
国

と
な
る
。
ロ
ー
マ
建
国
の
法
制
の
源
は
両
人
種
の
法
制
よ
り
発
せ

り
。右

の
有
様
な
る
を
以
て
ロ
ー
マ
の
法
律
を
見
し
と
せ
は
両
人
種

に
溯
ら
さ
る
可
か
ら
ず
。
元
よ
りL
atin
﹇
人
種
﹈
及S

abini

﹇
人
種
﹈
は
同
胞
の
民
な
る
を
以
て
漸
々
欧
洲
に
入
る
に
従
ひ
、

或
は
早
く
侵
入
し
或
は
後
れ
て
侵
入
す
。
併
し
漸
々
進
み
重
に

Italy

﹇
十
六
丁
表
﹈
半
島
に
入
る
。
此
に
入
る
に
当
﹇
り
﹈
て

や
漸
々
南
方
に
降
る
。
此Italy

に
入
り
し
、L

atin

﹇
人
種
﹈
は

S
abini

﹇
人
種
﹈
よ
り
先
き
な
り
。L

atin

人
種
はItaly

半
島
に

於
て
海
岸
の
平
坦
な
る
地
に
あ
る
に
当
てS

abini

﹇
人
種
﹈
は

山
間
に
住
居
す
。L

atin

人
種
、
新
占
有
の
地
はT

iberis

乃
ち

T
iber

河
流
に
接
せ
し
地
な
り
。
元
よ
り
其
土
地
は
狭
隘
な
り
。

西
部
はT

hyrrenian S
ea

に
接
し
西
北
はT

iberis

に
接
す
。

（
一
一
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二
四

よ
り
北
部
に
土
地
を
占
む
。
西
はE

truria

に
接
し
北
はU

m
bri

に
接
し
東
はP

icenum

に
接
し
南
はL

atin

及
びA

egui

に
接
す
。

此
地
形
た
るL

atinum

に
反
し
山
岳
多
し
。
故
に
外
敵
に
対
す

る
関
係L

atin

と
有
様
を
異
に
す
。
此
の
天
然
の
城
壁
を
頼
み
と

し
人
工
を
以
て
城
壁
を
作
る
に
及
は
ず
。
此
に
於
てS

abini

﹇
人
﹈

の
住
居
の
有
様
もL

atin

﹇
人
﹈
と
異
に
し
箇
々
散
居
せ
り
。
因

てS
abini

﹇
人
﹈
の
部
落
に
はurbs

少
し
。
其
生
計
の
如
き
は

明
な
ら
さ
る
も
古
は
牧
畜
を
以
て
生
計
を
営
め
り
。
之
よ
り
し
て

S
abini

﹇
人
﹈
はL

atin

﹇
人
﹈
の
如
く
団
結
を
重
せ
ず
。
従
て

S
abini

﹇
人
﹈
は
政
治
的
団
体
よ
り
も
一
家
を
重
す
。
因
て

S
abini

﹇
人
﹈
は
政
治
的
団
体
成
ら
さ
る
も
一
家
の
組
織
早
く
よ

り
成
れ
り
。
然
る
にS

abini

﹇
人
﹈
は
外
敵
の
襲
来
を
恐
る
コ

トL
atin

﹇
人
﹈
よ
り
少
き
よ
り
し
てL

atin

﹇
人
﹈
の
如
く
実

用
に
傾
か
ず
幽
﹇
十
七
丁
裏
﹈
美
に
注
目
す
。
殊
にS

abini

﹇
人
﹈

は
山
岳
に
あ
り
、
自
ら
神
聖
な
る
考
起
り
易
し
。
故
に
宗
教
上
の

考
深
し
。
従
て
政
治
機
関
に
関
す
る
考
も
宗
教
的
の
臭
気
を
帯
ぶ

コ
ト
多
し
。L

atin

﹇
人
﹈
は
首
領
を
見
る
に
風
俗
界
の
首
領
と

しS
abini

﹇
人
﹈
は
宗
教
界
の
首
領
と
す
。
勿
論
王
あ
り
し
時

代
は
王
はL

atin

﹇
人
﹈
とS

abini

人
よ
り
交
る
々
々
之
れ
を
出

せ
り
。
然
る
に
政
治
上
の
制
度
はL

atin

﹇
人
﹈
よ
り
の
王
の
手

と
せ
り
。
此
の
如
き
はL

atin

人
種
よ
り
伝
れ
る
な
ら
ん
と
。
之

の
事
た
るG

aius

のInstitutions

に
載
す
。
此
説
明
中
に
甚
だ

奇
異
な
る
コ
ト
を
記
せ
り
。
則
ち
ロ
ー
マ
の
訴
訟
手
続
に
て
物
品

取
戻
す
ト
キ
は
原
被
告
に
法
廷
に
て
演
劇
の
如
き
コ
ト
を
な
す
。

則
ち
原
告
は
奴
隷
な
れ
ば
棒
を
以
て
す
。
被
告
も
棒
を
用
ゆ
。
之

れ
槍
な
り
。
此
槍
は
所
有
権
の
記
号
な
り
。
此
故
は
槍
を
得
た
る

程
慥
な
る
記
な
し
と
せ
り
。
之
等
よ
り
推
見
せ
ば
ロ
ー
マ
人
は
外

敵
と
戦
ひ
分
捕
を
以
て
活
計
を
立
て
り
。
又
ロ
ー
マ
に
て
は
金
銭

をpecus

と
云
ふ
（pecunia

は
之
よ
り
生
ず
）。
此
字
は
牧
畜
を

意
味
す
る
な
り
。
因
てL

atin

も
古
代
は
牧
畜
せ
し
な
ら
ん
と
云

ふ
人
あ
り
。

L
atin

人
の
古
へ
屡
々
行
き
掠
め
し
首
府
はC

aere

な
り
と
云

ふ
人
あ
り
。
此
市
﹇
十
七
丁
表
﹈
府
は
甚
だ
開
け
し
な
り
と
。

L
atin

人
はL

atin

﹇
の
﹈
地
を
占
む
る
に
当
り
此
に
あ
る
人
種

を
捕
へ
又
掠
奪
を
行
ひ
又
他
部
落
よ
り
掠
奪
せ
る
コ
ト
も
あ
り
。

故
に
ラ
テ
ン
人
は
襲
来
を
恐
る
。
因
て
ラ
テ
ン
人
は
団
結
の
必
要

な
る
コ
ト
一
箇
人
に
浸
む
。
故
にL

atin

人
は
団
体
を
重
ず
る
コ

ト
及
び
政
治
上
の
組
織
も
比
較
的
早
く
発
達
す
。
加
之L

atin

人

は
襲
来
を
恐
る
を
以
て
其
実
用
に
傾
き
幽
美
に
注
目
せ
ず
。

S
abini

人
種
はL

atin

人
よ
り
後
れ
て
ロ
ー
マ
に
入
りL

atin

人

（
一
一
六
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
二
五

S
abini

﹇
人
﹈、T

iberis

河
辺
に
住
居
せ
し
も
の
は

m
os 

Q
uirinalis

な
る
丘
を
占
め
り
。
因
て
一
時
は
此
両
方
面
丘
岡
は

相
隣
接
す
。
故
に
初
は
相
敵
視
せ
し
も
遂
に
は
相
合
し
て
一
国
を

組
織
す
る
に
至
り
ロ
ー
マ
の
建
国
と
な
る
。
此
を
記
す
る
に
足
る

は
古
代
ロ
ー
マ
人
を
称
し
てpopulus R

L
atin

om
anus Q

S
abini

uiritium

と

云
へ
り
（S

abini

﹇
人
﹈
はC

ures

に
あ
る
よ
り
此
く
云
ひ
し
な

り
）。
而
し
て
此
建
国
の
年
代
は
種
々
紛
々
た
れ
ド
モ
先
づ700 

or 800 B
.C

頃
な
ら
ん
。

此
有
様
異
な
る
両
人
種
合
せ
し
も
の
な
る
を
以
て
ロ
ー
マ
の
国

書
及
び
法
律
も
有
様
を
異
に
し
た
る
処
あ
り
。
則
ち
ロ
ー
マ
法
制

史
上
有
様
の
異
な
る
も
の
行
は
る
ゝ
コ
ト
あ
り
。
又
ロ
ー
マ
法
上

公
私
法
相
並
び
て
早
く
発
達
せ
し
コ
ト
は
両
人
種
合
せ
し
を
以
て

な
ら
ん
と
云
ふ
説
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
今
日
称
す
る
公
私
法
の
如

き
は
ロ
ー
マ
法
の
語
よ
り
沿
革
せ
し
な
り
。
ロ
ー
マ
の
極
古
代
は

名
称
な
き
も
原
則
発
達
せ
し
な
り
。
ロ
ー
マ
に
て
初
め
に
両
人
種

﹇
十
八
丁
裏
﹈
せ
し
コ
ト
な
れ
ド
モ
其
後
久
し
か
ら
ず
し
て

L
uceres

人
種
加
は
り
、
ロ
ー
マ
は
初
に
於
て
二
大
部
のtribus

に
分
ち
一
をR

am
nes

、
一
をT

ities

と
せ
り
。L

uceres

加
は

り
てL

uceres tribus

生
ぜ
り
、
此
のL

uceres tribus

の
加

は
り
し
コ
ト
は
、R

om
an

﹇
の
﹈H

ostilius

王
あ
り
てL

atin

に
成
る
も
の
多
く
宗
教
上
の
コ
ト
はS

abini

の
王
の
手
よ
り
成

る
も
の
多
し
。law

の
如
き
も
私
法
と
公
法
と
の
上
にS

abini

﹇
人
﹈
とL

atin

﹇
人
﹈
と
其
有
様
を
異
に
し
、
公
法
はL

atin

﹇
人
﹈
に
早
く
発
達
す
。
之
れ
政
治
的
団
体
を
重
ず
る
に
あ
り
。

私
法
はS

abini
人
に
早
く
発
達
す
。
之
れ
一
家
を
団
体
よ
り
重

ぜ
し
を
以
て
な
り
。
且
つ
法
律
上
用
ゆ
る
儀
式
も
両
人
種
有
様
を

異
に
しS

abini

﹇
人
﹈
は
宗
教
の
臭
味
を
帯
ぶ
も
の
多
し
。
従

て
神
聖
な
る
傾
あ
り
。L

atin
﹇
人
﹈
は
其
臭
味
少
く
し
て
儀
式

は
野
陋
な
る
も
の
多
し
。
例
﹇
へ
﹈
ば
後
に
至
り
て
も
婚
姻
の
如

き
は
有
様
の
異
な
る
も
の
行
は
る
。
一
方
は
厳
格
に
し
て
神
官
列

す
。
一
方
に
は
同
時
に
売
買
結
婚
あ
り
。
此
の
基
は
両
人
種
に
あ

り
。
因
て
有
様
異
な
る
な
ら
ん
と
云
ふ
人
あ
り
。L

atin

人
も
元

よ
り
神
を
敬
す
る
コ
ト
な
か
り
し
に
あ
ら
ず
。S

abini
﹇
人
﹈
に

比
す
れ
ば
少
き
な
り
。
其
初
は
両
人
種
住
居
を
異
に
す
。
全
く
統

一
せ
し
に
あ
ら
ず
。﹇
十
八
丁
表
﹈
併
し
後
に
合
併
せ
り
。
此
の

原
因
は
明
な
ら
ず
ト
モ
、S

abini

﹇
人
﹈
は
何
時
迄
も
北
部
の
み

に
あ
ら
ず
一
部
は
漸
々
南
方
に
下
り
、Italy

半
島
のC

ures

を

占
領
し
住
居
せ
し
コ
ト
あ
り
。
然
れ
ド
モ
尚
一
部
は
進
てItaly

河
辺
に
至
る
あ
り
。
此
頃L

atin

人
中
に
はT

iberis

河
辺
に
於

てm
ons P

alatinus

な
る
丘
嶺
を
占
む
る
も
の
あ
り
。
然
る
に

（
一
一
六
三
）
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八
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三
二
六

は
ざ
る
も
の
と
せ
り
。
若
し
之
を
売
買
せ
ばfas

に
触
る
ゝ
な
り
。

又fas

に
は
種
々
の
儀
式
を
規
定
す
。
元
よ
りfas

とjus

と
は

全
く
別
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
或
者
は
両
方
相
俟
て
作
為
す
る
あ

り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
結
婚
、
離
婚
、
養
子
等
の
如
し
。

fas

に
は
自
か
ら
制
裁
あ
り
。
若
し
之
に
反
す
る
処
業
あ
る
ト

キ
は
種
々
罪
の
軽
重
に
従
ひ
罰
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
神
の
祭
に
与

る
コ
ト
を
禁
せ
ら
る
。
又
は
重
罪
の
も
の
は
其
人
を
保
護
せ
ざ
る

か
如
し
。
而
し
て
ロ
ー
マ
に
て
はfas

の
コ
ト
を
司
る
官
あ
り
。

之
をpontifi ces

と
云
ふ
。
其
長
をpontifex m

axim
us

と
云
へ

り
。
而
し
古
伝
に
よ
れ
ばpontifi ces

を
初
め
て
置
き
し
は
ロ
ー

マ
王N

um
a P

om
pilius

な
り
し
と
。
此
王
はS

abini

人
種
よ
り

出
で
り
。fas

の
由
来
に
付
てE

sm
arch

氏
の
如
き
はfas

の
思

想
は

S
abini

﹇
人
種
﹈
よ
り
起
り
し
な
ら
ん
。
其
故
は

pontifi ces

をS
abini

﹇
人
種
﹈﹇
十
九
丁
裏
﹈
よ
り
選
出
の
王
が

置
き
加
之
此
の
人
種
は
敬
神
の
思
想
盛
な
り
し
を
以
て
な
り
。
而

し
てfas

とpontifi ces

と
は
密
着
の
関
係
あ
り
。
此
事
は
ロ
ー

マ
学
術
を
就
中
法
学
に
影
響
す
。
抑
も
ロ
ー
マ
の
学
問
の
起
り
し

はfas

の
影
響
な
り
と
す
。

﹇
人
﹈
よ
り
出
て
武
を
好
む
、
此
王
は
、L

uceres

な
る
一

tribus
を
作
り
し
な
り
。
之
れL

atin

﹇
人
﹈
の
一
部
な
り
。
之

をm
ons C

aelius

に
移
住
せ
し
む
。
併
し
人
種
よ
り
云
ばL

atin

﹇
人
種
﹈
とS

abini

﹇
人
種
﹈
と
の
二
あ
り
し
の
み
な
り
。

第
二
節　

羅
馬
国
初
に
於
け
る
法
制
の
概
略

第
一
款　

jus et fas
（lex 

人

hum
ana  et lex 

神

divina

）

時
に
て
も
古
は
神
を
拝
し
又
崇
神
天
皇
の
時
は
皇
宮
と
宮
殿
と

同
一
な
り
と
せ
し
な
り
。

R
om

e

に
て
も
同
じ
くL

atin
とS

abini

と
は
小
異
あ
り
し
も

敬
神
盛
な
り
。
而
し
て
人
の
法
律
（jus
）
の
外
に
神
の
法
律

（fas

）
あ
る
コ
ト
を
信
ぜ
り
。
元
よ
りfas
の
コ
ト
に
付
て
は
明

な
ら
ず
。
併
し
神
を
重
す
る
コ
ト
盛
な
れ
ばfas
の
関
係
す
る
こ

と
広
し
。
近
頃fas

を
研
究
す
る
コ
ト
盛
に
し
てJhering

の

G
eist des röm

ischen R
echt

に
書
す
る
処
あ
り
。fas
と
は
例

﹇
へ
﹈
ば
如
何
な
る
日
又
如
何
な
る
時
に
於
て
祭
祀
を
行
へ
ば
宜

し
き
か
を
規
定
す
。
又
訴
訟
も
日
及
び
時
を
定
め
て
な
す
コ
ト
と

な
れ
り
。
又fas

に
於
て
祭
を
な
す
も
場
処
を
択
ぶ
コ
ト
を
規
定

す
。
尚
私
法
上
関
係
な
るres

に
付
て
如
何
な
る
も
の
はres 

神
社

sacra

又
如
何
な
る
も
の
はres 

墳
墓

religiosae

な
る
か
を
規
定
す
。

之
等
は
ロ
ー
マ
に
て
は
別
段
に
取
扱
ひ
一
箇
人
は
之
を
取
扱
ふ
能

（
一
一
六
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
二
七

治
と
は
密
着
の
関
係
あ
り
し
コ
ト
は
之
に
よ
り
て
明
な
り
。
此
の

curia

を
又
細
分
しgens

と
称
せ
り
。
故
に37 tribus

、30 
curia

と300 gens

あ
り
てcuria

は10 gens

と
各
細
分
せ
ら
る
。

併
しgens

はfam
ilia

﹇
フ
ァ
ミ
リ
ア
﹈
則
ち
家
族
の
集
合
体
な

ら
ん
。
故
にgens

は
例
外
あ
る
も
正
則
と
し
て
云
へ
ば
同
系
統

よ
り
な
り
し
如
く
見
ゆ
。
因
て
同gens

に
属
す
る
人
々
は
何
れ

も
其
姓
を
同
﹇
じ
﹈
ふ
す
。
則
ちnom

en gentilium

﹇
氏
族
名
﹈

を
同
﹇
じ
﹈
ふ
す
。
例
﹇
へ
﹈
ばV

alerius, F
abius, M

arcius

の
如
し
。
而
し
て
此gens

に
於
て
は
特
に
祭
る
神
あ
り
。
此
神

をsacra gentilicia

と
称
す
。
其
他
同
一
のgens

に
属
す
る

人
々
は
何
れ
も
其
墳
墓
地
を
同
﹇
じ
﹈
ふ
す
。
又
同gens

に
属

す
る
も
の
は
互
に
補
助
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
義
務
あ
り
。
則
ち
貧

賤
の
も
の
あ
れ
は
同gens

中
の
も
の
は
﹇
二
十
丁
裏
﹈
之
を
救

ひ
或
も
の
は
罰
金
を
出
す
。
場
合
に
は
同gens

中
の
他
の
も
の

は
之
を
出
す
。gens

上
に
於
て
制
度
の
尤
も
大
関
係
を
有
せ
し

﹇
は
﹈
遺
産
相
続
な
り
。
若
し
家
長
死
せ
ばsui heredes

（
家
長

の
配
下
に
あ
り
家
長
死
せ
ば
独
立
の
も
の
と
な
る
）
は
先
づ
相
続

す
。
若
し
之
れ
な
き
時
はagnatus or adgnatus

は
相
続
す
。

則
ち
ロ
ー
マ
に
てagnatio

﹇
ア
グ
ナ
テ
ィ
オ
﹈
と
称
す
る
関
係

を
有
す
る
人
々
に
て
先
づ
近
縁
の
も
の
よ
り
相
続
す
る
コ
ト
と
な

第
二
款　

公
法
（
刑
法
と
訴
訟
法
を
除
く
）

第
一
項　

tribus, curia, gens
前
段
に
ロ
ー
マ
人
種
は
二
人
種
よ
り
な
る
を
以
て
ロ
ー
マ
人
を

populus R
om

anus Q
uiritium

﹇
ロ
ー
マ
国
民
ク
ィ
リ
テ
ス
﹈

と
称
す
る
と
云
ふ
コ
ト
を
述
ぶ
。
則
ち
ロ
ー
マ
人
中
にS

abini

﹇
人
﹈、L

atin

人
は
含
ま
る
。
之
の
両
人
種
は
建
国
の
後
二
大
団

体
と
し
て
存
し
住
処
の
如
き
も
各
之
を
異
に
す
。
此
二
大
団
体
を

各tribus

と
称
せ
り
（tribus
は
他
国
に
も
あ
り
。
後
に
は
土
地

の
或
る
区
域
を
云
ふ
）。
併
し
後
にL

uceres

人
種
加
は
れ
り
。

此
時
にL

uceres

も
別
の
組
織
を
作
れ
り
。
故
に3 tribus

あ
り

し
。
然
る
にtribus

を
小
分
しcuria

則
ちtribus

を
各
分
か
ち

て10 curia

と
す
。
故
に
ロ
ー
マ
全
体
に
て
は37 tribus

と30 
curia

あ
り
し
（curia

を
又curia

に
於
て
神
を
祭
る
場
処
を
も

云
ふ
）。curia

に
は
又
各
名
称
あ
り
、
或
は
﹇
二
十
丁
表
﹈

T
itia

或
はC

alabra

と
云
ふ
が
如
し
。
而
し
てcuria
は
政
治

上
非
常
に
重
要
に
し
てcuria

の
組
織
す
るcom

itia centuriata

な
る
集
会
あ
り
。
此
に
国
家
の
大
事
を
議
す
。
此
に
て
は
各

curia

は
席
を
異
に
し
て
各
一
箇
の
発
言
権
を
有
す
。
又
たcuria

は
祭
祀
に
も
重
要
に
し
て
各curia

祭
る
処
の
神
あ
り
。
之
を
監

督
す
る
為
め
に
はcuria

官
あ
り
し
。R

om
e

に
て
は
祭
祀
と
政

（
一
一
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
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号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
二
八

於
て
も
系
統
を
重
ん
じ
同
系
統
の
も
の
は
同
処
に
住
し
同
神
を
祭

り
氏
神
と
し
住
居
の
土
地
に
あ
る
神
と
す
。
又
出
戦
の
時
は
氏
神

は
同
系
統
の
も
の
を
率
ひ
進
む
が
如
し
。
今
日
に
て
も
支
那
は
親

族
の
関
係
を
重
﹇
ん
﹈
ず
。

第
二
項　

rex
rex

を
王
と
訳
す
る
も
日
本
支
那
の
王
と
は
異
な
り
ロ
ー
マ
の

王
は
日
清
の
王
と
有
様
を
異
に
す
。
元
よ
りrex

の
権
強
く
政
治

界
又
宗
教
上
の
首
長
と
せ
ら
れ
最
上
の
位
置
を
占
む
。
併
し
ロ
ー

マ
のrex

は
生
ま
れ
な
が
ら
にrex

に
あ
ら
ず
し
て
撰
挙
に
よ
り

てrex

と
な
る
な
り
。
故
に
学
者
の
間
に
説
あ
り
。
或
人
はrex

の
権
利
同
く
人
民
よ
り
委
任
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
と
し
或
者
は

rex

は
人
民
よ
り
撰
挙
す
る
もrex

は
従
来
存
在
す
。
故
にrex

の
権
利
は
人
民
の
委
任
よ
り
な
り
し
も
の
に
あ
ら
ず
と
。
而
し
て

rex

の
年
期
は
終
身
に
し
て
一
旦rex

と
な
れ
ば
人
民
之
を
廃
す

る
克
は
ず
。
又
撰
挙
手
続
き
に
て
は
ロ
ー
マ
にsenatores

中
に

﹇
二
十
一
丁
裏
﹈
てinterreges

﹇
中
間
王
﹈
な
る
も
の
あ
り
。

王
死
せ
ば
臨
時
に
王
に
代
り
て
権
を
司
る
も
の
な
り
。

interreges

中
に
て
王
た
る
候
補
者
を
互
撰
し
種
々
の
儀
式
を
経

てcom
itia curiata

﹇
ク
リ
ア
民
会
﹈
に
謀
り
王
を
定
む
る
コ
ト

と
な
れ
り
。
王
の
撰
挙
の
式
の
如
き
は
宗
教
上
の
臭
味
を
帯
ぶ
コ

れ
り
。
而
し
て
其
他
に
ロ
ー
マ
の
古
に
て
はcognatio

﹇
コ
グ
ナ

テ
ィ
オ
﹈
な
る
も
の
あ
り
。
併
し
之
は
法
律
上
認
め
ら
れ
ず
し
て

agnatio
の
み
を
認
め
し
な
り
。
若
しagnatio

の
関
係
あ
る
も

の
な
け
れ
は
同gens

中
に
て
相
続
す
る
コ
ト
と
な
り
し
。
之
に

よ
り
て
同gens
に
属
す
る
人
々
は
元
と
同
祖
の
人
な
り
し
コ
ト

争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
然
る
にgens

に
属
す
る
人
々
は
其

の
縁
は
甚
だ
遠
く
系
統
の
事
柄
は
判
然
せ
ず
。
勿
論
遺
産
相
続
の

方
法
も
判
然
せ
ず
。
則
ち
同gens

中
の
一
人
が
相
続
せ
し
が
又

同gens

全
体
か
相
続
せ
し
か
判
然
せ
ず
。
ロ
ー
マ
に
て
家
族
に

養
子
す
る
コ
ト
あ
り
。
之
と
同
し
くgens

と
雖
ド
モ
他
人
を
其

gens

中
に
編
入
せ
し
コ
ト
あ
り
。
此
場
合
に
て
は
養
子
は
家
族

と
同
様
に
せ
ら
る
ゝ
如
く
編
入
せ
ら
れ
た
る
人
も
同gens

と
同

じ
く
す
。
故
に
同gens

中
に
て
も
異
祖
の
も
の
あ
り
し
如
く
見

ゆ
。
而
し
てgens

は
各gens

の
長
た
る
も
の
あ
り
。﹇
二
十
一

丁
表
﹈
之
をpater

と
称
し
其gens

を
支
配
す
。
之
等
の
事
柄

は
（
全
く
同
じ
か
ら
ざ
る
も
の
に
し
て
）G

erm
an

の
古
に
於
て

類
似
す
る
処
あ
り
。G

erm
an

に
て
も
昔
は
同
系
統
の
も
の
は
同

地
に
住
し
又
同
系
統
の
も
の
は
出
戦
の
時
は
一
群
を
な
し
て
進
み

又
集
合
の
時
は
同
系
統
の
も
の
は
一
群
し
て
席
を
同
﹇
じ
﹈
ふ
す
。

之
等
は
日
本
支
那
に
て
も
類
似
す
る
処
多
か
ら
ん
。
則
ち
日
本
に

（
一
一
六
六
）
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三
二
九

毎
に
輪
番
と
な
れ
り
。
而
し
てsenatores

を
撰
定
す
る
は
王
に

し
て
人
望
あ
り
且
つ
年
長
者
を
撰
ぶ
な
り
。
故
に
之
は
王
の
機
関

と
云
ふ
も
可
な
り
。

第
四
項　

com
itia curiata

ロ
ー
マ
に
て
後
に
は
政
治
上
に
重
大
な
る
関
係
あ
る
も
の
多
か

り
し
も
古
はcom

itia curiata

﹇
ク
リ
ア
民
会
﹈
な
り
。
之
は

種
々
のcuria

に
属
す
る
人
々
は
此
の
会
員
と
な
り
し
な
り
。
之

よ
り
当
時
は
ロ
ー
マ
に
て
も
武
を
重
せ
し
を
以
て
自
由
の
人
民
と

雖
ド
モ
兵
士
た
ら
ざ
る
も
の
は
此
会
員
に
あ
ら
ず
。
又
奴
隷
の
如

き
貧
民
に
てcuriata

の
会
員
に
あ
ら
ず
。
而
し
て
此
会
は

com
itium

に
開
か
る
ゝ
な
り
。
此
の
開
け
る
ト
キ
は
其
会
員
た

るcuria

の
人
民
列
席
す
。
併
し
各curia

は
一
団
体
を
な
す
を

以
て30 curia

は
各
席
を
異
に
す
。
而
し
て
当
時com

itia

に
事

を
決
す
る
手
続
は
採
決
法
は
猥
り
と
な
る
も
、
先
づ
各curia

に

於
て
多
数
決
を
取
り
意
見
を
定
め
後
全
体
の
意
見
の
多
数
決
に
て

定
む
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
各curia

は
一
箇
の
発
言
権
を
有
す
。

当
時
事
を
計
る
﹇
二
十
二
丁
裏
﹈
に
は
後
世
の
如
く
討
論
を
用
ひ

ず
し
て
直
に
可
否
の
決
の
み
を
取
る
。
故
に
（
王
よ
り
出
ず

﹇
る
﹈）
原
案
に
対
し
て
只
可
と
か
否
と
か
の
み
を
述
ぶ
る
な
り
。

議
論
を
交
へ
ず
、
故
に
当
時
の
集
会
に
は
裁
決
あ
り
て
討
論
な
し
。

ト
多
し
。rex

は
ロ
ー
マ
国
の
極
小
な
る
時
な
る
を
以
て
裁
判
の

如
き
も
刑
事
民
事
両
方
共
に
司
る
な
り
。
又
神
及
軍
事
を
監
督
す

る
コ
ト
若
は
官
吏
を
任
免
す
る
コ
ト
もrex

之
を
司
れ
り
。
併
し

当
時rex
は
政
治
界
に
最
上
の
位
地
を
占
め
し
も
神
と
同
一
視
せ

ず
。
被
治
者
の
上
に
立
つ
別
物
と
は
考
へ
ら
れ
ざ
り
し
な
り
。

第
三
項　

senatores

ロ
ー
マ
に
於
て
は
古
く
よ
りsenatores

﹇
元
老
院
議
員
﹈
な

る
も
の
あ
り
。
而
し
て
此
の
職
主
と
し
て
王
の
諮
詢
を
俟
て
後
ち

事
を
司
る
な
り
。
故
に
之
は
王
の
顧
問
者
の
如
し
。
之
が
進
み
て

王
の
好
意
を
束
縛
せ
し
コ
ト
な
し
。
併
し
之
は
古
き
制
度
に
し
て

ロ
ー
マ
に
て
は
甚
だ
重
せ
し
を
以
て
国
家
の
大
事
は
王
も
先
づ

senatores

に
批
准
し
て
之
を
決
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而
し
て

若
し
王
はsenatores

に
諮
詢
せ
ず
し
て
専
断
を
行
へ
ば
人
民
大

に
神
に
罰
せ
ら
る
ゝ
考
を
抱
く
有
様
な
り
。
之
を
召
集
す
る
は
王

の
考
次
第
な
り
。
之
は
時
代
に
よ
り
其
数
異
な
り
てR

am
nes 

T
ities

の
あ
り
し
時
は
二
〇
〇
人
に
し
てL

uceri

加
﹇
二
十
二

丁
表
﹈
は
り
﹇
て
﹈
後senatores

も
三
〇
〇
人
と
な
る
。
此
の

任
期
は
終
身
な
り
。senatores

時
と
し
てintereges

と
な
る
。

則
ち
若
し
王
死
し
て
欠
く
る
ト
キ
は
臨
時
に
王
職
を
営
ま
し
む
る

為
めsenatores

の
中
よ
り
一
〇
人
のinterreges

を
撰
び
五
日

（
一
一
六
七
）
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三
三
〇

第
三
款　

私
法
（private law

 or jus privatum

）

ロ
ー
マ
の
私
法
を
述
ぶ
る
に
先
だ
ち
て
説
く
の
必
要
な
る
コ
ト

は
ロ
ー
マ
のfam

ilia

﹇
フ
ァ
ミ
リ
ア
﹈
の
コ
ト
な
り
。fam

ilia

な
る
字
は
種
々
の
意
味
を
有
す
。
併
し
此
に
て
は
親
族
上
の
コ
ト

な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
に
て
はgens

あ
り
。
其
下
にfam

ilia

あ
り

し
な
り
。
然
る
に
広
狭
の
二
意
味
あ
り
て
後
世
の
学
者
は
狭
き
意

味
を
表
さ
ん
為
め
にfam

ilia proprio jure

と
云
ひ
広
き
意
味

の
も
の
をfam

ilia com
m
uni jure

又
はfam

ilia agnatorum

（
或
はf. adgnatorum

）
と
云
ふ
。
而
し
て
後
世
の
学
者
の
著
書

に
は
多
く
此
語
を
用
ひ
た
り
。
之
れL

.195 §
2 D

igestum
 de 

V

﹇erborum

﹈ S

﹇ignifi catione

﹈ 50,16

﹇=D
.50,16,195,2

﹈
に

用
ひ
し
処
よ
り
起
れ
り
。
参
考
に
必
用
な
る
部
分
はL

. 
S
alkow

ski

氏
の
ロ
ー
マ
法
の
箇
条
な
り
。
而
し
て
狭
き
意
味
の

fam
ilia

は
場
合
に
よ
り
家
長
一
人
よ
り
成
立
す
る
コ
ト
あ
り
。

併
し
通
常
家
長
并
に
其
下
に
属
す
る
族
人
よ
り
成
立
す
。
而
し
て

其
一
家
中
に
て
は
家
長
は
家
長
権
（patria potestas

）﹇
二
十
三

丁
裏
﹈
な
る
至
大
権
を
有
す
。

家
長
権
の
大
な
る
家
長
の
存
在
す
る
間
は
家
族
は
之
に
服
従
す

る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而
し
て
家
族
は
何
等
の
権
を
も
独
立
し
て
有

す
る
克
は
ず
。
其
家
長
の
権
力
の
盛
な
る
有
様
は
家
長
は
子
女
を

此
事
た
る
凡
てG

erm
an

の
古
の
集
会
と
殆
ど
同
じ
。
則
ち

G
erm

an
の
集
会
は
会
員
は
凡
て
兵
士
に
し
て
着
席
す
る
に
も
同

地
方
の
も
の
は
同
席
に
着
す
る
コ
ト
と
な
る
。
又
討
論
を
用
ひ
ず

裁
決
せ
し
な
り
。
之
れ
ロ
ー
マ
人
もG

erm
an

人
も
元
は
同
じ

A
rian

人
種
な
り
し
を
以
て
な
ら
ん
。
殊
にG

erm
an

の
如
き
は

集
会
に
臨
む
に
武
装
し
て
出
席
し
若
し
開
戦
の
コ
ト
あ
れ
ば
直
に

之
に
臨
む
な
り
。
此
の
集
会
に
て
取
扱
ひ
し
職
は
学
者
間
に
諸
説

あ
り
て
其
範
囲
狭
く
し
て
批
准
会
の
如
し
と
云
ふ
人
あ
る
も
、
併

し
左
の
コ
ト
を
取
扱
ひ
し
な
ら
ん
。
則
ち

│
直
接
に
国
家
に
関

す
る
事
柄
に
付
て
は
左
の
コ
ト
を
決
す
。
則
ちsenatores

先
づ

王
の
候
補
を
定
め
、
其
の
候
補
者
を
王
に
定
む
る
はcom

itia

な

り
。
又
外
国
と
の
宣
戦
媾
和
の
こ
と
其
他
法
律
を
定
む
る
コ
ト
な

り
。
併
し
当
時
は
直
接
に
は
公
に
あ
ら
ず
し
て
私
の
如
き
も
の
に

て
も
尚
之
に
て
取
扱
ひ
し
コ
ト
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
遺
言
養
子
の

コ
ト
（
種
類
に
よ
り
て
は
取
扱
は
さ
る
も
の
あ
り
）
養
子
の
コ
ト

に
は
二
種
あ
り
てadoptio

﹇
他
権
者
養
子
縁
組
﹈
に
て
は
之
の

手
続
を
経
ず
。arrogatio

﹇
自
権
者
養
子
縁
組
﹈
に
て
は
之
を

取
扱
ふ
。adoptio

は
未
だ
独
立
せ
ざ
る
も
の
を
養
子
と
す
る
場

合
に
し
てarrogatio

は
既
に
独
立
し
て
家
長
の
如
き
位
地
を
占

む
る
も
の
を
養
子
と
す
る
な
り
。

（
一
一
六
八
）
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三
三
一

め
な
る
コ
ト
は
古
書
に
あ
り
。
又
支
那
語
に
付
て
見
る
も
此
所
以

直
に
知
り
得
る
。
則
ち
相
続
人
を
嗣
子
及
び
継
嗣
と
云
ふ
。
嗣
子

﹇
と
﹈
云
ふ
は
祖
先
の
祭
を
絶
﹇
た
﹈
ざ
る
が
為
め
必
要
な
り
し

コ
ト
明
な
り
。
元
来
示
は
神
に
関
係
あ
る
字
に
し
て
祖

（
示
・
爼
）

及
宗

（
家
・
示
）

字
を
見
る
も
祖
先
を
祭
る
を
重
ん
ぜ
し
コ
ト
明
な
り
（
又
嗣
は
祠
、

口
は
告
ぐ
る
な
り
。
冊
は
系
図
を
云
ふ
）。

ロ
ー
マ
に
於
て
は
夫
が
妻
に
対
す
る
権
の
如
き
も
強
大
に
し
て

夫
権
をm

anus m
ariti

﹇
夫
権
﹈
或
は
単
にm

anus

﹇
手
権
﹈
ト

モ
云
ふ
。
而
し
て
夫
権
の
盛
な
り
し
有
様
はpatria potestas

と
同
じ
く
し
て
婦
が
夫
に
嫁
せ
ば
、
妻
は
夫
の
女
子
の
地
位
に
立

ち
、
夫
は
之
を
売
却
し
又
殺
す
コ
ト
を
得
た
り
。
而
し
て
夫
権
を

得
し
に
は
自
ら
法
律
上
正
当
の
結
婚
法
に
依
ら
さ
る
可
か
ら
ず
。

其
結
婚
法
に
は
第
一
にconfarreatio

﹇
フ
ァ
ー
ル
共
同
式
婚
姻
﹈

あ
り
。
之
れ
は
当
時
の
結
婚
方
法
中
尤
も
神
聖
に
し
て
儀
式
は
正

し
く
則
ち
結
婚
せ
ん
と
す
る
も
の
は
一
礼
拝
場
に
至
り
神
を
祭
る

な
り
。
此
時
両
方
の
家
長
は
勿
論
神
官
及
び
十
人
の
他
人
の
立
会

を
要
す
。
此
の
十
人
の
市
民
を
要
す
る
は1 tribus

に10 curia
あ
り
。
此
各curia

﹇
二
十
四
丁
裏
﹈
よ
り
出
せ
し
な
り
と
云
ふ

な
り
。
第
二
に
はcoem

ptio

﹇
共
買
﹈
な
る
結
婚
法
あ
り

（em
tio

）。
之
れ
は
極
め
て
卑
し
き
方
法
な
り
。
則
ち
売
買
結
婚

売
却
す
る
コ
ト
も
又
殺
す
コ
ト
も
得
た
る
な
り
。
而
し
て
家
族
の

得
た
る
も
の
に
し
て
も
当
然
家
長
の
有
に
帰
す
。
因
て
法
律
上
家

長
の
権
盛
な
り
し
。
併
し
権
利
と
使
用
と
は
別
に
し
て
子
女
を
売

却
し
又
殺
せ
し
コ
ト
実
際
少
し
広
き
意
味
のfam

ilia

は
若
し
同

一
の
家
長
が
生
存
す
る
な
ら
ば
其
の
配
下
に
あ
る
べ
き
筈
な
る

人
々
よ
り
成
立
す
。
換
言
す
れ
ば
此
の
一
の
狭
意
味
のfam
ilia

に
家
長
死
せ
し
と
仮
定
せ
ば
直
接
に
其
家
長
の
配
下
に
あ
る
人
々

は
其
死
亡
と
共
に
各
独
立
と
な
り
別
々
の
多
く
のfam

ilia

と
な

る
な
り
。
此
の
総fam

ilia

を
包
括
す
る
は
広
き
意
味
のfam

ilia

な
り
。
而
し
て
広
意
のfam

ilia

に
属
す
る
処
の
人
々
相
互
の
関

係
をagnatio or adgnatio

と
云
ふ
。
而
し
てagnatio

の
関
係

を
有
す
る
人
をagnatus

（adgnatus

）
と
云
ふ
（plural

﹇
複
数

形
﹈
に
て
はagnati

と
云
ふ
）。

fam
ilia

﹇
に
﹈
属
す
る
も
の
は
皆
系
統
の
関
係
あ
る
か
と
云
へ

ば
然
ら
ず
。
時
と
し
て
は
他
人
を
養
子
と
す
る
コ
ト
あ
る
を
以
て

同
系
統
な
り
と
云
ふ
克
は
ず
。
而
し
て
当
時
養
子
﹇
二
十
四
丁

表
﹈
の
あ
り
し
コ
ト
は
支
那
日
本
の
古
の
養
子
と
同
じ
く
ロ
ー
マ

に
て
も
先
祖
の
祭
を
重
ず
る
を
以
て
其
祭
を
絶
た
ざ
る
為
め
養
子

す
る
コ
ト
必
要
な
り
し
（G

aius

のInstitutiones

中
に
此
事
を

書
せ
り
）。
而
し
て
支
那
時
の
養
子
は
祖
先
の
祭
を
絶
た
ざ
る
為

（
一
一
六
九
）
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三
三
二

あ
り
。
此
他
に
尚
結
婚
法
あ
り
し
。
之
れ
は
二
方
法
よ
り
少
し
く

新
し
き
な
ら
ん
。
則
ちusus

方
法
な
り
。
之
は
ロ
ー
マ
に
於
け

る
物
権
取
得
の
方
法
乃
ちusucapio

と
相
類
似
す
。usucapio

は
時
効
の
制
度
の
尤
も
古
き
も
の
な
り
。
ロ
ー
マ
に
て
も
或
物
を

間
断
な
く
占
有
す
れ
ば
遂
に
其
占
有
権
を
得
る
を
云
ふ
な
り
。
之

れ
と
同
し
く
前
二
者
の
手
続
を
経
ざ
る
も
男
子
は
女
子
に
付
て
夫

権
を
得
た
る
コ
ト
あ
り
。
此
時
は
実
際
上
夫
婦
た
ら
ん
と
し
て
共

に
一
年
間
同
棲
す
る
ト
キ
は
男
子
は
其
女
子
に
対
し
夫
権
を
得
た

り
。
之
はS

ohm

の
ロ
ー
マ
法
中
に
書
せ
り
。
女
子
の
如
き
も
以

上
三
種
の
方
法
の
一
を
経
て
他
家
に
嫁
す
る
ト
キ
は
郷
方
の
家
長

の
権
内
を
脱
し
嫁
し
た
る
家
のagnatus

と
な
る
な
り
。
女
子
の

子
はagnatus

を
有
せ
ず
。
其
意
味
は
嫁
せ
し
前
はagnatus

を

有
す
る
。
若
し
他
家
に
嫁
せ
ば
郷
家
のagnatus

な
し
。
而
し
て

其
子
は
嫁
せ
し
家
のagnatus

と
な
る
な
り
。
此
の
異
種
の
方
法

は
同
時
に
行
は
る
ゝ
は
如
何
と
の
説
あ
り
。
或
人
は

confarreatio

はS
abini

﹇
人
種
﹈
よ
り
伝
は
り
、coem

ptio

は

L
atin

﹇
人
種
﹈
よ
り
伝
は
り
し
と
。
又confarreatio

は
上
等

社
会
に
行
は
れ
し
も
の
に
し
てcoem

ptio

は
下
等
社
会
に
行
は

れ
し
も
の
な
り
と
の
説
﹇
二
十
五
丁
裏
﹈
も
あ
り
。
併
し
此
二
方

法
は
時
を
異
に
しconfarreatio

は
早
く
よ
り
あ
り
て
其
後の

ち
に

に
し
て
夫
た
ら
ん
と
す
る
男
子
は
女
子
の
家
長
に
付
て
丁
寧
な
る

儀
式
を
な
し
女
子
を
買
得
し
て
妻
と
す
る
な
り
。
其
儀
式
の
如
き

は
後
に
起
り
し
。m

ancipatio

﹇
握
取
行
為
﹈
と
略
ぼ
類
せ
し
も

の
な
ら
ん
と
云
ふ
。m

ancipatio

は
売
買
と
訳
す
る
よ
り
他
な
し
。

併
し
ロ
ー
マ
に
て
はem

（p

）tio venditio

（
時
の
売
買
に
尤
も
近

し
）
あ
り
。
此
の
売
買
は
合
意
の
み
に
て
成
立
す
。
而
し
て
合
意

あ
れ
は
債
権
債
務
の
関
係
生
ず
。m

ancipatio

は
之
れ
と
大
に
異

な
り
て
践
式
の
即
時
履
行
の
売
買
に
て
厳
な
る
儀
式
を
な
し
直
に

価
を
払
ひ
同
時
に
品
物
を
渡
す
コ
ト
と
な
り
則
ち
直
ち
に
物
権
移

る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而
し
てm

ancipatio
を
な
す
時
は
買
手
と

売
手
の
も
の
ゝ
他
に
五
人
の
ロ
ー
マ
市
人
を
要
す
。
尚
此
他
に

libripens

﹇
秤
持
ち
﹈
と
称
す
る
衡
を
以
て
金
を
度は

か

る
人
も
列
席

す
。
此
立
会
を
な
し
買
手
は
金
を
衡
に
て
度
り
売
手
に
渡
し
同
時

に
或
る
一
定
の
儀
式
を
な
す
。
此
時
にH

unc ego hom
inem

 
jure Q

uiritium
 m

eum
 esse aio isque m

ihi em
ptus esto 

hoc aere aeneaque libra

な
る
語
を
唱
ふ
。m

ancipatio
は

ロ
ー
マ
王

S
ervius T

ullius

の
時
に
初
れ
り
と
の
説
あ

﹇
二
十
五
丁
表
﹈
り
。
而
し
てcoem

ptio

を
髣
髴
た
る
儀
式
な
り

し
な
り
。
ロ
ー
マ
に
て
は
儀
式
は
古
く
な
る
程
厳
格
と
な
り
後
に

至
れ
は
至
る
程
儀
式
左
程
厳
な
ら
ず
。
以
上
の
二
方
法
は
古
よ
り

（
一
一
七
〇
）
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三
三
三

如
し
。

第
四
款　

刑
法

刑
法
に
付
て
も
判
然
せ
ざ
る
コ
ト
多
し
。
然
し
当
時
と
雖
ド
モ

perduellio

﹇
反
逆
罪
﹈
及
びparricidium

﹇
殺
人
罪
﹈
の
如
き

も
の
を
犯
し
た
る
も
の
は
公
に
進
ん
で
之
に
刑
罰
を
加
へ
し
が
如

し
。
元
来perduellio

と
は
言
語
の
意
味
は
甚
し
き
仇
と
い
ふ
に

あ
り
て
当
時
は
ロ
ー
マ
に
て
は
法
律
上
此
語
を
凡
て
国
家
に
敵
対

す
る
所
業
に
付
て
用
ふ
。
因
て
外
患
内
乱
に
関
す
る
罪
を
云
ふ
。

又parricidium

は
自
由
の
人
民
を
殺
害
す
る
罪
に
し
て
此
事
た

る
直
接
に
箇
人
に
対
す
る
罪
な
る
も
尚
公
に
之
を
罰
す
。
此
他
の

犯
罪
に
て
は
公
に
進
ん
で
罰
す
る
こ
と
な
し
。
多
く
は
一
箇
人
を

し
て
随
意
に
救
生
を
求
め
し
む
。
例
ば
他
人
の
品
物
を
窃
取
し
た

り
。
又
他
人
に
疵
を
被
ら
す
ト
キ
は
被
害
者
と
加
害
者
と
私
談
し

て
和
し
得
る
。
併
し
被
害
者
は
訴
へ
得
る
コ
ト
も
出
来
る
な
り
。

元
よ
り
被
害
者
は
訴
へ
出
れ
ば
公
に
之
を
裁
判
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

此
の
如
き
場
合
に
は
一
定
の
標
準
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
則
ち
自
ら

一
定
の
標
準
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
他
人
に
瘡
を
負
は
し
め
、
不
具

者
た
ら
し
め
た
る
も
の
は
加
害
者
に
同
様
な
る
害
を
加
ふ
。
或
又

他
人
の
物
を
窃
取
﹇
二
十
六
丁
裏
﹈
し
た
る
ト
キ
は
加
害
者
を
捕

へ
其
物
を
被
害
者
に
返
し
或
は
奴
隷
と
せ
し
む
る
如
き
コ
ト
あ
り
。

coem
ptio

は
生
ぜ
し
も
の
な
ら
ん
。

相
続
の
コ
ト
に
付
て
略
述

家
長
死
亡
せ
ば
其
のsui heredes

は
遺
産
を
相
続
す
。sui 

heredes

と
は
元
と
家
長
の
配
下
に
あ
り
し
も
の
に
シ
テ
家
長
死

し
て
後
独
立
と
な
り
た
る
も
の
な
り
。
併
しsui heredes

な
き

場
合
あ
り
。
其
時
に
はagnatio

中
の
親
族
の
近
縁
の
も
の
よ
り

相
続
す
。
併
し
時
と
し
て
はagnati

な
き
コ
ト
あ
り
。
其
時
は

gens

に
於
て
家
財
則
ち
遺
産
を
相
続
す
（
家
財
＝res fam

ilias

）。

尤
も
以
上
の
場
合
は
無
遺
言
の
時
な
り
。
当
時
に
も
遺
言
を
な
し

て
遺
財
を
譲
り
し
コ
ト
あ
り
。
然
れ
ド
モ
遺
言
（testam

entum

）

を
出
す
に
は
丁
寧
な
る
式
を
踏
む
。
其
式
をcom

itia

則
ち

com
itia calata

に
て
行
ふ
。
之
れ
はcom

itia curiata

と
同
一

な
る
と
の
説
あ
り
。
而
し
て
物
権
に
関
す
る
規
定
債
権
に
関
す
る

規
定
は
判
然
せ
ず
、
且
又
債
権
の
コ
ト
に
付
て
は
当
時
非
常
に
同

族
を
重
じ
同
系
統
の
間
は
堅
固
な
り
。
故
に
有
無
の
相
通
ず
る
コ

ト
は
親
族
間
に
行
は
れ
し
な
ら
ん
。
因
て
債
権
物
権
に
関
す
る
規

定
は
重
に
内
々
の
コ
ト
に
し
て
表
に
顕
は
れ
し
コ
ト
少
し
。
又
交

通
繁
栄
な
ら
ざ
る
を
以
て
此
﹇
二
十
六
丁
表
﹈
等
の
規
定
も
従
て

幼
稚
な
り
し
。
又
奴
隷
、
土
地
、
耕
作
運
搬
に
必
要
な
る
獣
類
を

重
ん
ず
。
故
に
之
等
を
売
買
す
る
に
も
其
儀
式
自
ら
厳
な
り
し
が

（
一
一
七
一
）
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三
三
四

き
極
め
て
不
便
且
つ
儀
式
は
厳
な
り
し
か
如
し
。
例
へ
ば
地
所
に

付
て
訴
訟
あ
れ
ば
矢
張
其
地
所
の
あ
る
処
に
至
り
裁
判
を
開
く
。

但
し
当
時
ロ
ー
マ
は
甚
だ
小
な
る
を
以
て
煩
雑
な
ら
ず
。
之
よ
り

し
て
開
廷
と
な
れ
ば
相
方
の
も
の
は
地
所
に
付
て
現
在
争
ふ
が
如

き
有
様
を
演
ず
る
な
り
。
此
事
は
後
に
も
行
は
る
。
而
し
て
各
其

権
利
を
主
張
し
其
陳
述
す
る
所
欺
言
な
ら
ざ
る
を
誓
ふ
。
然
る
ト

キ
は
王
は
争
を
止
め
し
む
。
当
時
の
ロ
ー
マ
の
訴
訟
手
続
は
両
人

争
へ
ば
他
人
が
之
に
仲
裁
に
入
る
と
同
様
の
方
法
な
り
。
扨
て
王

は
争
を
止
め
し
め
、
欺
に
あ
ら
ざ
る
を
誓
ひ
た
る
も
の
を
罰
す
る

為
め
相
方
の
も
の
よ
り
畜
類
を
出
し
て
之
を
賭
け
、
而
し
て
何
れ

か
勝
て
ば
勝
利
者
は
其
畜
類
を
得
る
も
敗
北
者
は
其
畜
類
を
失
ふ
。

元
よ
り
此
場
合
に
地
処
を
取
り
戻
す
は
勿
論
、
尚
賭
た
る
畜
類
を

得
る
な
り
。
併
し
後
に
は
賭
け
る
も
の
は
金
銭
と
な
り
敗
北
者
の

金
は
国
庫
に
収
る
コ
ト
と
な
れ
り
。

第
三
節　

内
部
の
軋
轢
及
其
影
響
﹇
二
十
七
丁
表
﹈

第
一
款　

clientes

及plebeji

（plebs, plebeii

）

ロ
ー
マ
に
於
てtribus, curia, gens

あ
り
、
其gens

に
属
す

る
人
の
外
に
別
に
﹇
二
十
七
丁
裏
﹈clientes

な
る
一
種
の
階
級

の
人
々
あ
り
。
或
人
の
説
に
は
之
はplebeji

と
異
名
同
実
な
り

と
。
兎
に
角clientes

に
付
て
諸
説
あ
り
。
而
し
て
此
両
者
は
別

要
す
る
に
当
時
は
大
抵
の
犯
罪
は
一
箇
人
を
し
て
随
意
に
殺
生
を

求
め
し
む
る
コ
ト
甚
だ
多
し
。
独
逸
の
古
に
於
て
も
同
じ
く
し
て

公
に
罰
を
科
す
る
コ
ト
少
し
。

第
五
款　

訴
訟
法

前
述
の
如
く
ロ
ー
マ
国
は
甚
だ
小

ち
い
さ

し
、
故
に
訴
訟
の
事
柄
も

少
し
。
王
は
之
を
裁
判
す
る
に
繁
雑
な
る
コ
ト
な
し
。
因
て
王
自

ら
裁
判
を
司
る
刑
法
に
於
てperduellio, parricidium

に
於
て

王
自
ら
裁
判
す
。
併
し
時
と
し
て
は
王
は
他
人
を
し
て
審
判
な
ら

し
む
る
コ
ト
あ
り
。
則
ちperduellio

に
於
て
は
王
は
臨
時
に

decem
viri perdellionis

﹇
反
逆
罪
担
当
十
人
官
﹈
な
る
も
の
を

置
き
之
を
審
判
せ
し
む
る
か
如
し
。
又parricidium

の
場
合
に

て
はquaestores parricidii

﹇
殺
人
担
当
捜
査
官
﹈
な
る
常
置

員
あ
り
て
之
を
し
て
探
索
其
他
の
下
調
べ
を
な
さ
し
む
。
後
王
は

之
を
判
決
す
。
但
し
当
時
の
コ
ト
に
付
て
注
目
す
べ
き
は
当
時
の

fam
ilia

及
び
家
長
の
権
に
し
て
家
長
の
権
は
甚
だ
強
く
し
て
法

律
上
其
家
族
を
殺
し
得
る
程
な
れ
ば
、
若
し
犯
罪
人
は
其
家
族
の

中
の
も
の
な
れ
ば
大
抵
家
長
之
を
裁
判
す
。
因
て
公
に
な
り
し
コ

ト
少
か
ら
ん
。
又
民
事
訴
訟
の
場
合
に
は
原
被
相
方
の
間
に
密
に

仲
裁
人
を
設
け
仲
裁
を
な
さ
し
む
。
併
し
﹇
二
十
七
丁
表
﹈
公
と

な
れ
ば
矢
張rex

之
を
裁
判
す
。
尤
も
此
場
合
に
は
其
手
続
の
如

（
一
一
七
二
）
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三
三
五

と
云
う
。plebeji

の
如
き
は
一
時
は
卑
賎
な
り
し
も
漸
々
報
を

得
ロ
ー
マ
法
制
に
影
響
を
及
﹇
ぼ
﹈
す
。
此
の
由
来
は
今
日
尚
不

明
に
し
て
其
初
は
ロ
ー
マ
人
に
征
服
さ
れ
し
人
民
よ
り
起
り
し
な

ら
ん
。
而
し
て
此
は
稍
や
優
待
せ
ら
れ
し
な
り
。
則
ちK

arlow
a

は
ロ
ー
マ
人
は
近
傍
の
部
族
を
征
せ
し
時
其
土
地
を
以
て
ロ
ー
マ

半
島
に
編
入
す
る
と
共
に
其
地
に
住
せ
し
人
民
を
或
は
ロ
ー
マ
市

の
近
傍
に
移
し
住
せ
し
め
或
は
其
住
民
を
し
て
従
来
の
如
く
其
土

地
に
住
せ
し
む
。
之
等
の
人
民
に
は
各
若
干
の
土
地
を
与
へ
し
如

く
見
ゆ
。
而
し
てclientes

とplebeji

と
の
大
異
はclientes

は
全gens

に
属
しplebeji

は
一
己
人
及
びgens

に
も
属
せ
ず
。

併
し
其
地
位
た
る
や
一
般
の
市
民
よ
り
卑
き
も
の
と
見
做
さ
る
。

故
に
住
居
も
之
を
異
に
し
又
祭
祀
の
如
き
もplebeji

は
市
民
と

共
に
せ
ず
又
市
人
はcom

itia curiata

に
会
員
と
な
り
又
発
言

し
得
る
もplebeji

は
然
ら
ず
。
其
他plebeji

はsenatores

を

も
出
す
コ
ト
を
得
ず
。
要
す
る
に
﹇
二
十
八
丁
裏
﹈
公
権
上
大
に

差
異
な
り
。
元
よ
り
私
権
上
は
通
常
の
市
民
と
有
無
相
通
す
。
但

し
結
婚
の
如
き
は
階
級
異
な
る
故
に
市
民
と
結
婚
し
得
ず
。
従
来

plebeji

に
対
し
通
常
の
市
民
をpatricii

と
云
ふ
。

物
な
る
コ
ト
確
な
ら
ん
。
而
し
てclientes

の
起
源
に
付
て
も
諸

説
あ
り
。
今K

arlow
a

の
説
に
よ
れ
ば
之
は
ロ
ー
マ
人
に
征
服

さ
れ
しItaly

の
土
人
よ
り
起
り
し
な
ら
ん
。
抑
も
ロ
ー
マ
人
は

其
初
めItaly
の
土
人
を
征
す
る
や
其
征
服
の
土
人
を
諸gens

に

分
配
し
其
住
民
た
ら
し
め
し
も
の
な
ら
ん
。
而
し
て
其clientes

と
市
人
と
の
関
係
は
相
互
の
約
束
に
よ
り
定
め
し
も
の
な
り
。
住

人
は
市
人
に
対
し
て
忠
実
な
ら
ん
コ
ト
を
約
す
る
と
同
時
に
市
人

も
住
人
に
対
し
之
を
保
護
せ
し
コ
ト
を
約
せ
し
な
り
。
若
し
住
人

は
其
誓
に
背
く
か
又
市
人
が
背
け
はfas

に
触
れ
て
相
当
の
罰
を

受
く
。
故
に
市
人
は
住
人
に
相
当
の
保
護
を
与
ふ
る
や
勿
論

clientes

も
市
人
に
忠
実
な
る
な
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
戦
争
の
時
は

市
人
に
随
ひ
戦
争
に
赴
き
又
市
人
は
困
難
に
陥
る
ト
キ
は
自
ら
財

産
を
出
し
て
大
急
を
救
ふ
。
但
しclientes

の
所
属
は
明
な
ら
ず
。

則
ちclientes

は
果
し
て
或gens

に
属
す
る
か
又
たgens
中
の

一
家
の
長
に
属
す
る
か
は
不
明
な
れ
ド
モ
多
分
或gens
に
属
す

る
な
ら
ん
。
而
し
てgens

の
諸
説
家
長
に
対
し
てclientes
は

従
ふ
可
き
な
り
。﹇
二
十
八
丁
表
﹈
而
し
て
市
人
と
住
民
と
も
関

係
は
一
時
に
あ
ら
ず
し
て
永
久
な
り
と
。
此
説
中
当
ら
ざ
る
処
あ

る
か
知
る
能
は
ざ
る
な
り
。
而
し
て
一
層
広
き
ロ
ー
マ
歴
史
に
於

て
大
関
係
あ
る
も
の
はplebeji

な
り
。
之
を
総
称
し
てP

lebs

（
一
一
七
三
）
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三
三
六

勢
力
を
増
す
に
付
てpatricii

は
之
を
嫌
ふ
コ
ト
甚
し
か
り
し
も

ロ
ー
マ
王
中
に
て
もplebeji

の
前
途
を
看
破
しplebeji

の
地
位

に
付
て
大
改
革
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
あ
り
。
其
著
し
き
は
ロ
ー

マ
の
五
代
王T

arquinius P
riscus

氏
に
し
て
改
革
を
行
は
ん
と

せ
り
。
其
改
良
はR

am
nes, T

ities, L
uceres

の
三
人
種
の
外

にplebeji

の
有
力
者
を
取
り1 tribus

を
作
ら
ん
と
す
。
其
の

新tribus

をcuria

に
もgens

に
も
分
ち
てpatricii

と
同
様

に
せ
ん
と
。
此
の
改
革
た
る
過
激
に
失
す
。
則
ち
表
面
上

patricii

と
同
様
に
せ
ん
と
す
る
を
以
て
ロ
ー
マ
人
の
性
質
上
此

の
企
図
に
反
対
す
る
コ
ト
明
白
な
り
。
因
て
其
本
来
の
改
革
を
行

ふ
能
は
ず
。
之
を
折
衷
し
てplebeji

の
有
力
者
を
元
のtribus

中
に
配
合
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
其
結
果
た
るpatricii

の
数
増

せ
し
の
み
に
し
て
其
他
に
影
響
な
し
。
因
て
此
﹇
二
十
九
丁
裏
﹈

の
計
画
行
は
る
。
其
次
の
改
革
はS

ervius T
ullius

王
の
改
革

に
し
て
之
はP

riscus

王
の
改
革
よ
り
巧
に
し
て
其
結
果
も
重
大

な
る
も
の
な
り
。
此
の
改
革
の
仕
方
は
第
一
表
面
上
ロ
ー
マ
の
兵

制
に
改
革
し
同
時
に
集
会
に
於
て
新
制
度
を
設
け
り
。
其
結
果
と

し
てplebeji

の
地
位
を
高
め
り
。
此
く
兵
制
の
改
革
に
伴
ふ
て

私
法
上
に
も
新
制
度
を
設
く
。
又
裁
判
の
コ
ト
に
関
し
て
も
多
少

新
制
度
を
設
く
。
併
し
第
一
に
目
に
触
る
ゝ
も
の
は
兵
制
上
の
改

第
二
款　

羅
馬
の
諸
王
の
改
革
則
ち
羅
馬
王
はplebeji

に

﹇
付
て
﹈
改
革
す

ロ
ー
マ
に
は
人
民
の
階
級
中patricii

とplebeji

は
尤
も
大

切
な
り
。
此
両
者
は
階
級
の
異
な
る
に
従
ひ
気
風
も
大
に
異
に
し

て
運
命
を
異
に
す
。patricii

は
其
階
級
の
高
き
も
の
に
し
て
門

閥
家
な
り
。
然
る
に
門
閥
家
の
僻
と
し
て
地
位
の
高
き
も
の
は
旧

格
を
守
る
醜
度
盛
な
り
。
因
てpatricii

は
門
口
を
閉
ぢ
て
他
の

階
級
のpatricii

中
に
入
る
コ
ト
を
許
さ
ず
。plebeji

は
元
来
地

位
卑
し
き
を
以
て
旧
格
を
守
る
必
要
な
し
。
故
に
強
て
他
人
を
其

階
級
に
編
入
す
る
を
拒
ま
ず
。
其
結
果
と
し
てplebeji

は
益
々

人
々
を
増
す
。
因
てplebeji

は
初
は
勢
力
微
々
た
り
し
も
人
口

増
す
に
従
ひ
勢
盛
ん
と
な
り
従
て
地
位
を
高
め
ん
と
す
る
は
有
る

可
き
コ
ト
な
り
。
故
に
終
にplebeji

もpatricii
と
肩
を
比
べ

ん
と
す
る
に
至
る
。
併
しpatricii

はplebeji

の
勢
力
を
得
る

﹇
二
十
九
丁
表
﹈
を
見
て
不
平
絶
へ
ず
遂
に
葛
藤
を
生
じ
一
時
は

非
常
の
内
乱
に
陥
ら
ん
と
す
。
然
れ
ド
モ
其
の
成
り
行
き
は

plebeji

は
勢
を
得
てpatricii

と
同
地
位
を
占
む
る
に
至
る
。
此

事
柄
は
ロ
ー
マ
法
制
上
大
影
響
を
な
す
。
則
ちpatricii

の
盛
な

る
と
き
は
法
律
も
又
旧
を
尊
び
不
都
合
な
る
コ
ト
あ
る
も
改
め
ず

plebeji

勢
を
得
て
よ
り
簡
易
を
尊
ぶ
に
至
る
。
已
にplebeji

は

（
一
一
七
四
）
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三
三
七

り
。
第
二
第
三
級
等
又
歩
兵
隊
あ
り
し
な
り
。
而
し
て
騎
兵
隊
は

財
産
の
多
き
も
の
よ
り
取
る
な
り
。
従
て
騎
兵
隊
は
第
一
級
の
み

よ
り
取
る
。
此
の
兵
隊
の
外
に
尚
五centuria

あ
り
し
。
之
れ

は
貧
民
よ
り
成
立
す
る
一
隊
、
其
他
大
工
左
官
よ
り
成
﹇
立
す

る
﹈
二
隊
、
又
楽
人
よ
り
成
立
す
る
二
隊
あ
り
。
都
合
一
九
三

centuria

あ
り
し
な
り
。
之
れ
兵
制
の
大
略
な
り
。S

ervius 
T
ullius

… 

﹇ﾏﾏ

﹈
はcenturia

よ
り
成
立
の
集
会
を
改
め
其
集

会
は
則
ちcom

itia centuriata

に
し
て
、
之
に
はcenturia

に

属
す
る
兵
士
は
会
員
な
り
。
故
にcom

itia centuriata

は

patricii

の
み
会
員
な
り
し
もcom

itia centuriata

はpatricii

﹇
三
十
丁
裏
﹈
及
びplebeji

も
会
員
た
り
し
。
併
し
ロ
ー
マ
に
て

は
容
易
に
旧
慣
を
改
め
ず
、
故
にcom

itia curiata

は
存
在
す
。

則
ち
両
集
会
相
并
び
て
存
在
す
。
而
し
てcom

itia centuriata

は
王
之
を
召
集
し
其
決
す
る
事
は
開
戦
媾
和
な
り
し
な
ら
ん
。
又

裁
決
の
如
き
はcom

itia curiata

と
同
じ
く
発
言
を
有
し
決
議

を
な
す
に
は
多
数
決
に
て
之
を
定
む
。
而
し
て
発
言
の
順
序
を
先

づ
騎
兵
は
発
言
す
。
此
の
改
革
は
実
際
に
於
て
其
初
は
尚

patricii

は
其
集
会
に
於
て
勝
を
制
せ
し
な
ら
ん
。
則
ち
一
九
三

centuria
あ
る
も
其
中
を
第
一
級
の
人
民
に
属
す
る
も
の
は
大
抵

富
有
な
り
。
其
富
有
者
はpatricii

多
し
且
つ
第
一
級
に
九
八

革
に
し
てS

ervius T
ullius

前
の
ロ
ー
マ
兵
制
は
人
の
系
統
に

基
き
し
も
の
に
し
て
或
階
級
の
人
々
に
限
り
兵
士
と
な
り
得
る
。

而
し
て
開
戦
媾
和
もcom

itia curiata

の
み
な
り
。
因
て

plebeji

の
如
きpatricii

の
階
級
に
属
せ
ざ
る
も
の
は
兵
士
た
る

コ
ト
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
開
戦
媾
和
に
付
て
一
言
を
も
吐
露
す

る
能
は
ず
。
併
し
開
戦
媾
和
に
関
係
あ
る
コ
トplebeji

と

patricii

と
は
同
一
の
も
の
な
り
。
加
之plebeji

はT
ullius

の

時
代
に
戦
功
を
表
し
勢
力
あ
り
。
故
に
之
を
し
て
兵
士
た
ら
し
め

ざ
る
コ
ト
は
不
公
平
な
り
。
又plebeji

を
兵
士
と
し
て
戦
場
に

出
せ
り
。
用
を
な
さ
ず
。
故
に
財
産
に
よ
り
て
兵
士
を
取
る
コ
ト

と
な
せ
り
。
因
てplebeji

は
必
ず
兵
士
と
な
る
コ
ト
を
得
ざ
る

に
あ
ら
ざ
る
な
り
。plebeji

に
て
も
財
産
を
有
せ
ば
兵
士

﹇
三
十
丁
表
﹈
と
な
り
得
る
。patricii

に
て
も
財
産
な
け
れ
ば
兵

士
と
な
り
得
ず
。
故
にplebeji

の
利
の
為
め
に
計
り
て
建
て
た

る
が
如
く
見
へ
ず
。
因
てpatricii

も
之
に
反
対
せ
ざ
り
し
な
り
。

S
ervius T

ullius

は
土
地
、slave

﹇
奴
隷
﹈
及
び
運
搬
す
る

に
大
切
な
る
畜
類
を
財
産
と
し
第
五
級
に
分
ち
、
第
一
級
は
十
万

as

の
資
産
、
第
二
級
は
七
万
五
千as

あ
る
も
の
此
く
の
如
き
割

合
に
よ
り
て
階
級
を
な
し
、
第
一
級
は
騎
兵
隊
は
一
八
并
に
歩
兵

八
〇
と
な
し
合
せ
て
九
八
隊
（
九
八centuria

（
隊
））
と
な
せ

（
一
一
七
五
）
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三
三
八

と
し
て
之
を
定
め
し
な
り
。
然
る
に
右
の
地
処
、
奴
隷
、
牛
馬
は

財
産
に
見
積
る
も
の
な
れ
ば
人
民
特
に
重
ん
ず
。
故
に
之
を
売
買

す
る
式
も
厳
に
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
因
て
此
王
時m

ancipatio

の
式
行
は
る
ゝ
に
至
れ
り
と
の
説
あ
り
。
此
式
の
時
売
買
す
る
人

は
勿
論
其
他
にlibripens

（
金
銭
を
衡
に
掛
け
る
人
を
云
ふ
）

立
会
は
一
定
の
式
を
行
ひ
買
手
、
金
を
売
手
に
渡
し
売
買
成
る
。

此
の
売
買
の
如
き
は
﹇
三
十
一
丁
裏
﹈
相
方
の
履
行
は
同
時
に
成

立
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
而
し
て
予
め
相
方
の
合
意
あ
り
し
の
み
に

て
は
何
の
功
も
な
し
。
而
し
て
此
の
売
買
は
其
式
を
行
ふ
と
同
時

に
代
金
及
び
品
物
は
一
方
よ
り
他
方
に
移
る
。
此
時
代
、
売
買
は

物
権
的
元
素
と
人
権
的
元
素
と
は
相
混
ぜ
し
な
り
。
而
し
て
殆
ん

ど
債
権
債
務
の
関
係
生
ず
る
の
暇
な
し
。
則
ち
後
に
至
り
て

em
tio venditio

﹇
売
買
﹈
な
る
種
類
の
式
あ
る
に
至
り
て
は
契

約
と
履
行
と
は
分
離
せ
り
。
然
れ
ド
モm

ancipatio

﹇
握
取
行

為
﹈
の
時
代
に
は
相
方
の
も
の
は
売
買
に
付
て
合
意
す
る
や
否
や

履
行
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
（m

ancipatio

はR
om

e

の
契
約

上
大
関
係
を
な
す
。S

ohm

氏
は
契
約
はm

ancipatio

よ
り
漸
々

変
ぜ
し
な
り
と
）。
而
し
て
財
産
はm

ancipatio

の
式
を
な
し
売

買
す
る
も
の
な
る
を
以
てres m

ancipi

﹇
手
中
物
﹈
と
云
ふ
其

他
の
売
買
は
此
式
な
き
を
以
てres nec m

ancipi

﹇
非
手
中
物
﹈

centuria

あ
り
。
故
に
集
会
に
於
て
裁
判
す
る
ト
キ
は
自
然

patricii
の
意
見
用
ひ
ら
れ
し
な
ら
ん
。
又plebeji

も
発
言
を
有

す
る
を
以
てplebeji

に
取
り
て
は
大
切
な
る
大
改
節
に
し
て
且

つ
漸
々
財
産
を
得
る
に
至
れ
ば
其
意
見
も
重
を
な
す
に
至
り
し
な

ら
ん
。
果
し
て
此
の
集
会
は
後
に
大
勢
力
を
有
す
る
に
到
り
之
れ

ロ
ー
マ
人
の
多
数
の
意
見
を
代
表
す
れ
ば
な
り
。
因
て
此
の
集
会

の
生
ぜ
し
以
来
知
ら
ず
。com

itia curiata

の
事
も
此
集
会
に
て

決
す
る
コ
ト
と
な
りcom

itia curiata

﹇
三
十
一
丁
表
﹈
は
有
名

無
害
な
る
も
の
と
な
れ
り
。
右
の
兵
制
并
に
制
度
と
相
牽
制
し
て

当
時
人
民
の
財
産
を
調
べ
る
コ
ト
必
要
と
な
る
。
因
てcensus

な
る
帳
簿
生
じ
当
時
の
兵
制
の
基
た
る
財
産
を
調
べ
之
に
記
せ
り
。

此
く
調
査
起
る
に
従
へ
は
ロ
ー
マ
人
は
当
時
ロ
ー
マ
の
土
地
を

三
〇
に
分
ち
其
区
画
毎
に
人
民
の
財
産
を
調
ぶ
る
コ
ト
と
な
れ
り
。

其
区
の
コ
ト
をtribus

と
云
ふ
。

S
ervius T

ullius

時
代
に
重
大
な
る
コ
ト
は
此
王
前
に
は
元

よ
り
鋳
造
貨
幣
な
し
故
に
棒
金
を
用
ひ
し
な
り
。
然
る
に
此
王
時

代
に
銅
貨
を
検
査
し
棒
金
に
証
印
を
附
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而

し
て
尚
買
の
時
等
に
は
此
の
証
印
あ
る
棒
金
を
切
り
て
衡
に
掛
け

用
へ
り
。
当
時
財
産
調
産
査
の
時
財
産
と
見
積
る
も
の
則
ち
土
地
、

奴
隷
、
牛
馬
の
値
を
定
む
る
に
証
明
印
あ
る
棒
金
の1 as

を
標
準

（
一
一
七
六
）
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三
三
九

T
ullius

等
あ
り
て
時
勢
を
看
破
し
てplebeji

の
地
位
を
高
め
り
。

併
し
此
等
の
王
はplebeji

を
保
護
す
る
為
め
にpatricii

に
嫌

は
る
に
至
る
。
然
る
にS

uperbus

の
王
の
時
は
ロ
ー
マ
人
一
般

に
王
を
悪
む
に
至
り
遂
に
王
を
廃
す
。
其
後consules

を
置
く
。

之
は
二
人
あ
り
て
王
の
司
る
﹇
三
十
二
丁
裏
﹈
処
と
同
一
の
コ
ト

を
司
る
。
併
しconsules

は
王
と
異
な
り
其
在
職
年
限
は
短
く

し
て
一
箇
年
な
り
。
加
之consules

を
撰
ぶ
はcom

itia 
centuriata

に
て
な
す
王
を
撰
ぶ
か
如
くcom

itia curiata

に
て

撰
ぶ
に
あ
ら
ず
。
其
方
法
も
異
な
れ
り
。
則
ち
王
の
時
は

plebeji

は
加
ら
ずconsules

を
撰
ぶ
ト
キ
はplebeji

も
撰
ぶ
な

り
。
加
之
宗
教
界
の
職
務
は
分
離
す
る
コ
ト
と
な
りconsules

之
を
司
ら
ず
（
王
之
を
司
と
り
し
な
り
）。rex S

acrifi culus

な

る
も
の
あ
り
、
宗
教
界
の
職
務
を
司
る
。
尚rex

は
一
人
な
り
し

もconsules

は
二
人
あ
り
て
大
に
事
務
の
処
分
上
に
不
都
合
の

如
く
見
ゆ
。
而
し
て
平
常
は
二
人
な
る
も
大
決
断
を
要
す
る
場
合

に
はconsules

を
設
け
し
以
后
臨
時
にdictator

を
設
く
る
コ

ト
と
な
れ
り
。
之
は
其
権
力
た
る
や
無
上
の
も
の
な
り
。
併
し

dictator

の
如
き
は
止
む
を
得
ず
し
て
設
く
る
も
の
な
れ
ば
永
く

其
職
に
あ
ら
し
む
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
故
に
年
期
は
六
箇
月
と

す
。consules

を
置
き
し
結
果
はcom

itia centuriata

に
於
て

と
云
ふ
同
時
にnexum

な
る
も
の
あ
り
。
之
はm

ancipatio

の

如
き
も
の
に
し
て
金
を
貸
す
時
行
ふ
式
な
り
。
又
裁
判
の
コ
ト
に

付
て
は
此
時
代
に
於
て
已
に
財
産
調
査
の
必
要
よ
りres 

m
ancipatio

あ
り
。
之
に
付
て
訴
訟
起
れ
ば
裁
判
せ
ざ
る
可
か
ら

ず
。
而
し
て
別
に
裁
判
の
法
方
を
定
む
。
則
ちres m

ancipi

に

付
て
は
階
級
に
影
﹇
三
十
二
丁
表
﹈
響
を
及
す
。
故
に
裁
判
官
を

設
け
其
官
員
数
は
一
〇
人
あ
り
し
。
之
をdecem

viri stlitibus 
judicandibus

と
云
ふ
。
併
しres nec m

ancipi

に
関
す
る
訴
訟

に
て
は
仲
裁
人
に
よ
り
て
調
和
す
る
コ
ト
あ
り
。
又
王
自
ら
裁
判

せ
し
コ
ト
も
あ
り
し
な
り
。

第
二
章　

共
和
政
時
代
に
於
け
る
法
制
の
沿
革

第
一
節　

Italy

諸
国
征
服
前
の
有
様

第
一
款　

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
制
定
前
の
概
況

ロ
ー
マ
に
於
て
種
々
重
要
な
る
改
革
あ
り
し
。
而
し
て
ざ

﹇
十
二
銅
律
﹈
制
定
前
の
改
革
に
於
て
尤
も
大
な
る
改
革
はrex

を
廃
せ
し
コ
ト
な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
に
て
は
初
はrex

あ
り
し
。

併
し
ロ
ー
マ
の
最
終
の
王T

arquinius S
uperbus

の
時
終
に

ロ
ー
マ
人
が
王
を
廃
し
其
代
り
にconsul

を
置
く
。
抑
も
ロ
ー

マ
王
中
に
は
例
﹇
へ
﹈
ばT

arquinius P
riscus, S

ervius 

（
一
一
七
七
）
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三
四
〇

plebeji

は
分
離
し
て
国
を
組
織
せ
ん
と
企
図
せ
し
な
り
。
其
結

果
と
し
て
又
当
時
﹇
三
十
三
丁
裏
﹈plebeji

の
為
め
に
大
切
な

る
一
官
役
を
設
く
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
則
ちtribuni plebis

な

り
。
之
は
最
初
は
二
人
な
り
し
。
故
に12 tables

以
前
の
改
革

の
必
要
な
る
はconsules

とtribuni plebis

な
り
。
而
し
て

tribuni plebis

は
其
職
掌
た
るplebeji

を
保
護
す
る
に
あ
り
。

然
れ
ド
モ
十
分
に
保
護
せ
ん
と
せ
ば
、
其
地
位
自
ら
高
か
ら
ざ
る

可
か
ら
ず
。
故
に
其
地
位
を
高
く
し
て
神
聖
犯
す
べ
か
ら
ず
と
せ

り
。
則
ちconsules

の
命
令
な
る
も
、
若
しplebs

の
為
め
に
不

利
益
な
れ
ばtribuni plebis

は
故
障
を
申
立
て
た
る
な
り
。
其

初
はtribuni plebis

はcom
itia centuriata

に
て
撰
び
、
任
期

一
年
な
り
と
す
。
蓋
し
此
はplebeji

中
よ
り
取
り
し
な
り
。
然

る
にtribuni plebis

を
設
け
し
以
后
の
結
果
はplebeji

の
為
め

に
大
利
益
あ
る
も
の
に
し
て
、
例
﹇
へ
﹈
ばP

ublius V
alerius 

﹇P
ublicola

﹈
氏
の
如
き
はtribuni plebis

な
り
し
がplebeji

を
保
護
しtribuni plebis

をcom
itia tributa

に
於
て
撰
挙
す

る
コ
ト
を
な
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
其
他com

itia tributa

の

決
議
も
或
道
を
経
ば
法
律
と
な
り
得
る
コ
ト
と
せ
り
。
抑
も

com
itia tributa

はplebeji

の
集
会
に
し
てpatricii

﹇
三
十
四

丁
表
﹈
の
み
に
て
成
るcom

itia curiata

あ
る
が
如
し
。
此
の

撰
挙
す
る
も
の
な
る
故
にconsules

の
処
置
た
るpatricii

及

plebeji
の
利
益
に
な
り
し
如
く
見
ゆ
れ
ど
も
、
併
し
実
際
は
却

てrex
よ
り
も
尚plebeji

の
為
め
に
不
利
益
な
り
し
。
之
れ

﹇
三
十
三
丁
表
﹈
撰
挙
の
時
に
勝
を
制
す
る
はpatricii

な
り
。

故
にplebeji
は
思
ふ
侭
に
人
を
撰
ぶ
能
は
ず
。
加
之consules

は
其
年
期
の
短
き
よ
り
し
て
自
然plebeji

の
人
望
を
失
ふ
コ
ト

を
も
注
目
せ
ず
、
因
てconsules

を
置
く
コ
ト
に
な
り
し
は

plebeji

の
為
に
不
利
益
な
り
し
。
然
る
に
当
時
戦
争
続
き

plebeji

も
貧
究
と
な
れ
り
。
因
て
止
む
を
得
ず
他
人
に
負
債
す

る
コ
ト
と
な
れ
り
。
而
し
て
金
銭
貸
借
の
方
法
且
つ
貸
主
に
対
し

て
尤
も
安
全
な
る
はnexum

な
る
方
法
な
り
。
之
は
其
式
た
る

や
売
買
の
場
合
のm

ancipatio

と
類
似
し
厳
な
る
も
の
に
し
て

其
効
果
は
実
に
厳
し
き
も
の
な
り
。
此
の
取
扱
は
此
く
厳
な
る
を

以
て
之
を
経
て
貸
借
を
な
せ
し
場
合
に
は
裁
判
処
に
て
定
め
し
と

同
一
の
効
果
を
有
し
、
若
し
返
済
せ
ざ
れ
ば
貸
主
は
借
主
を
訴
へ

ず
し
て
売
買
の
奴
隷
の
甚
し
き
は
生
命
を
恣
に
な
し
得
る
。
歴
史

に
も
借
金
の
数
丈
け
身
体
を
寸
断
す
る
も
宜
し
と
、
之
実
に
負
債

主
に
不
利
な
る
も
の
な
り
。
負
債
す
る
当
時
に
て
は
此
の
手
続
き

に
て
金
を
借
る
も
后
に
は
大
困
難
を
生
ず
。
此
事
に
於
て
も

patricii

とplebeji

と
は
非
常
の
葛
藤
を
生
ず
。
一
時
は

（
一
一
七
八
）
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は
ず
。
其
結
果
た
る
や
更
に
親
族
の
関
係
な
し
、
故
に
商
買
上
且

つ
平
生
の
交
際
も
円
滑
な
ら
ず
。
加
之
当
時
の
法
文
た
る
や
明
文

と
な
り
し
も
の
な
し
。
故
に
法
律
適
用
の
際
、
当
事
者
の
意
見
次

第
に
如
何
も
な
し
得
る
。
兎
に
角
ロ
ー
マ
社
会
は
堅
固
な
ら
ず
。

因
て
当
時
尤
も
必
要
と
す
る
は
法
律
を
明
文
と
す
る
と
同
時
に
法

律
に
可な

る

成べ
く

改
良
を
加
へ
之
を
堅
固
に
す
る
コ
ト
と
な
り
。
此
に
於

て462 B
.C

.

頃tribuni

の
一
人
な
るT

﹇erentilius

﹈ A
rsa

氏

は
法
律
改
良
並
に
法
律
を
明
文
に
記
載
す
る
コ
ト
に
付
て
大
に
其

必
要
を
主
張
せ
り
。
併
し
其
説
た
る
初
め
は
大
に
反
対
を
受
け
り
。

併
し
漸
々
勢
力
を
得451 B

.C
.

に
於
て12 tables

中
の10 

tables

丈
け
出
来
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
翌
年
に
追
加
と
し
て

12 tables

成
れ
り
。
之
れ
所
謂12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
な
り
。

此
の
表
に
付
て
は
種
々
の
説
あ
り
て
明
な
ら
ざ
れ
ド
モ
従
前
の
学

者
の
唱
へ
し
如
くG

reece

の
法
律
に
よ
る
に
あ
ら
ず
し
て
ロ
ー

マ
の
従
来
の
慣
習
に
基
き
作
り
し
も
の
な
ら
ん
と
云
ふ
に
あ
り
。

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
ロ
ー
マ
に
於
て
貴
重
す
る
に
係
ら

ず
早
く
失
ひ
し
を
以
て
詳
細
の
コ
ト
﹇
三
十
五
丁
表
﹈
は
知
る
能

は
ず
。
併
し
諸
々
に
採
用
す
る
を
以
て
学
者
は
之
を
集
め
り
。
例

﹇
へ
﹈
ばB

runs

氏
のF

ontes juris R
om

ani antiqui

の
如
し
。

此
中
に12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
残
文
を
掲
ぐ
。
且
つ
第
一
よ

如
き
集
会
は
古
く
よ
り
あ
り
し
もplebeji

の
階
級
の
内
の
み
に

あ
り
て
公
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
且
つ
議
決
あ
る
も
法
律
と
な
る
コ

ト
能
は
ず
。
然
る
にV

alerius

の
時com

itia tributa

に
於
て

国
家
に
関
す
る
コ
ト
あ
る
ト
キ
は
其
議
決
をconsules

に
提
出

し
てconsules
よ
り
之
をsenatores

に
示
し
之
を
宜
し
と
す
れ

ば
之
をcom

itia centuriata

に
提
出
す
。
若
しc

﹇om
itia

﹈ 
centuriata

に
て
可
決
せ
ばcom

itia tributa

に
於
て
決
せ
し
コ

ト
もlex

と
な
る
コ
ト
を
得
し
な
り
。
故
に12 tables

前
よ
り
に

c

﹇im
itia

﹈ tributa

は
必
要
な
る
も
の
な
り
。
但
しcom

itia 
tributa

は
勢
を
得
る
に
至
れ
ばplebeji
は
益
々
勢
力
を
得
る
。

然
し
ロ
ー
マ
の
改
務
機
関
復
雑
と
な
り
た
り
。
則
ち
一
方
に

c

﹇om
inita

﹈ curiata

あ
り
又

c

﹇om
itia

﹈ tributa

あ
り
又

c

﹇om
itia

﹈ centuriata

あ
り
て
相
並
び
存
在
せ
り
。

第
二
款　

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈﹇
三
十
四
丁
表
﹈

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
生
ぜ
し
所
以
は
一
方
に
当
時
ロ
ー

マ
国
の
統
一
十
分
に
行
は
れ
ず
、
則
ち
集
会
の
如
き
も
三
種
あ
る

如
く
。
又
官
吏
上
に
て
も
或
役
人
はpatricii

よ
り
任
じ

patricii

の
為
め
に
利
を
計
り
、
或
官
吏
はplebeji

﹇
三
十
四
丁

裏
﹈
よ
り
任
じplebeji

の
為
め
に
利
を
計
る
が
如
し
。
其
他
婚

姻
上
に
於
て
もpatricii

とplebeji

と
に
親
族
と
な
る
コ
ト
能

（
一
一
七
九
）
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三
四
二

com
itia

の
手
を
経
て
作
り
し
も
の
少
く
而
し
て
裁
判
の
際
に
発

生
せ
し
も
の
多
し
。
且
つ
当
時
の
情
況
上
其
手
続
を
精
密
に
せ
ざ

れ
ば
裁
判
上
不
都
合
を
生
ず
。
加
之
此
中
（12 tables

﹇
十
二
銅

律
﹈）
の
規
則
は
当
時
従
来
人
民
自
ら
腕
力
に
訴
へ
救
生
を
求
め

し
コ
ト
を
反
射
せ
し
な
り
。
例
ば
召
喚
に
関
す
る
事
柄
も
規
定
し

あ
り
。
召
喚
は
原
告
自
ら
之
を
な
す
べ
き
コ
ト
に
し
て
干
渉
主
義

行
は
れ
ず
、
被
告
其
召
喚
に
応
ぜ
ざ
れ
ば
原
告
は
立
会
を
設
け
被

告
を
捕
へ
法
廷
に
引
致
す
。
又
被
告
は
老
衰
若
く
は
歩
行
に
堪
へ

ざ
る
ト
キ
は
原
告
自
ら
車
を
備
へ
法
廷
に
出
す
。
又
時
日
及
場
処

の
如
き
も
当
事
者
間
に
於
て
之
を
定
め
し
な
り
。
而
し
て
開
廷
と

な
れ
ば
相
方
の
も
の
は
法
廷
に
各
権
利
を
主
張
し
其
主
張
の
信
を

証
す
る
為
め
にsacram

entum

（
賭
金
）
を
出
す
な
り
。
其
他

一
二
の
手
続
を
経
て
裁
判
官
た
る
も
の
か
別
に
審
判
官
則
ち

judex, arbitor

を
命
じ
て
之
に
審
判
せ
し
む
。
又
執
行
手
続
き

に
関
し
て
も12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
規
定
あ
り
。
之
に
よ

れ
ば
裁
判
後
尚
被
告
は
三
十
日
の
猶
予
を
許
さ
る
。
若
し
其
期
限

内
に
弁
済
し
能
は
ざ
れ
ば
原
告
は
被
告
を
法
廷
に
引
致
す
。
其
際

﹇
三
十
六
丁
表
﹈
に
尚
弁
済
す
る
能
は
ず
且
つ
他
人
が
被
告
を
助

け
ざ
る
ト
キ
は
、
原
告
は
鎖
を
以
て
被
告
を
縛
し
得
る
。
其
間

六
十
日
に
し
て
其
間
に
相
方
の
私
談
整
へ
ざ
れ
ば
市
場
の
開
け
る

り
第
十
二
迄
を
順
序
に
排
列
せ
り
。
此
中
に
掲
ぐ
る
処
は
残
文
の

完
全
な
ら
ざ
る
も12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
本
来
を
表
は
せ
り
。

英
書
に
も12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
を
表
は
せ
る
も
の
あ
り
て
註

釈
を
加
ふ
。12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
文
面
は
極
め
て
簡
単
な

り
。
併
し
後
世
の
学
者
に
て12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
良
く
出

来
実
に
賞
す
べ
き
も
の
な
る
コ
ト
を
云
ふ
も
の
あ
り
。
又
ロ
ー
マ

の
未
開
の
時
な
れ
ば
自
ら
野
蛮
時
代
の
有
様
を
有
し
ロ
ー
マ
の
後

世
の
法
律
と
異
な
れ
ド
モ
明
文
法
と
し
て
は
古
き
も
の
な
る
を
以

て
貴
重
な
る
材
料
に
し
て
法
律
の
初
め
て
発
生
ぜ
し
時
は
如
何
な

り
し
や
を
見
る
に
参
考
た
る
べ
し
。
況
ん
や
ロ
ー
マ
法
は
後
世
に

て
は
実
際
異
な
れ
ド
モ12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
解
釈
を
加
へ

作
り
し
も
の
な
り
。
今
此
に12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
の
規
定

を
分
類
す
れ
ば
訴
訟
法
に
関
す
る
規
定
は
比
較
的
に
精
密
に
シ
テ

且
つ
此
規
則
は
最
初
に
掲
げ
し
も
の
な
り
。
故
に
後
世
の
学
者
は

曰
く
第
一
第
二
第
三
等
の
銅
律
は
凡
て
訴
訟
手
続
き
に
関
す
と
云

ふ
。
而
し
て
何
故
当
時12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
に
訴
訟
手
続
に

関
す
る
コ
ト
を
主
と
し
て
之
を
最
初
に
記
せ
し
か
ば
当
時
訴
訟
手

続
の
事
柄
を
常
に
見
し
故
な
り
。
蓋
し
何
れ
の
国
に
限
﹇
三
十
五

丁
裏
﹈
ら
ず
未
開
の
時
はlaw

は
殊
更
に
立
法
の
手
続
を
経
て
作

る
も
の
少
く
し
て
裁
判
間
に
漸
次
発
生
せ
り
。
ロ
ー
マ
に
て
も

（
一
一
八
〇
）
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三
四
三

所
有
せ
ば
収
得
し
得
る
と
同
じ
くusus

な
る
方
法
あ
り
。
男
女

一
処
に
或
年
限
間
同
居
す
れ
ば
夫
権
を
得
る
。
而
し
て
引
続
き
男

女
同
住
す
る
コ
ト
必
要
な
り
。
若
し
一
年
間
に
三
夜
続
て
夫
の
家

に
住
せ
ざ
れ
ば
夫
は
其
妻
に
付
てm

anus

を
失
ふ
な
り
。
故
に

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
はusus

を
明
瞭
に
せ
し
な
り
。
併
し

後
に
は
之
を
利
用
し
て
妻
が
夫
権
を
脱
す
る
も
の
多
く
な
れ
り
。

usucapio

とusus

と
比
せ
ば
当
時
妻
を
見
る
コ
ト
重
か
ら
ず
。

然
れ
ド
モ
全
く
物
件
視
せ
し
に
も
あ
ら
ず
。

相
続
に
関
す
る
規
定
も
あ
り
し
。
其
規
定
は
家
長
が
遺
言
な
く

し
て
死
せ
は
其
のsui heredes

が
相
続
す
。
若
し
此
の
な
き
場

合
に
はagnatii

に
関
す
る
親
族
則
ちagnati

の
最
近
の
者
相
続

す
。
之
も
な
き
時
はgentiles

之
を
相
続
す
。
右
は
無
遺
言
の
場

合
な
れ
ド
モ12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
遺
言
相
続
を
も
認
め
し

な
り
。
財
産
法
に
関
す
る
規
定
あ
り
。
第
一
物
権
に
関
す
る
規
定

此
の
物
権
の
目
的
た
る
物
に
付
て
はres m

ancipii, res nec 
m
ancipii

を
認
め
且
所
有
権
収
得
の
方
法
に
付
てm

ancipatio

の
外
にusucapio

﹇
三
十
七
丁
表
﹈
あ
り
。
之
は
今
日
の
時
効
に

し
て
動
産
の
場
合
一
年
不
動
産
二
年
と
な
せ
り
。
第
二
、
債
権
法

に
関
す
る
規
定
あ
り
。
当
時12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
掲
げ

た
る
契
約
の
方
法
はper aes et libram

な
り
。
其
儀
式
た
る

時
三
度
被
告
を
法
官
の
面
前
に
引
致
し
其
負
債
の
高
を
述
べ
、
若

し
第
三
回
目
の
日
に
於
て
弁
済
せ
ざ
れ
ば
之
を
殺
し
又
奴
隷
と
な

し
得
る
。
故
に
実
に
酷
薄
な
り
。
又12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中

に
親
族
に
関
し
て
も
規
定
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
家
長
が
三
度
其
子

を
売
却
す
る
ト
キ
は
其
子
は
家
長
の
配
下
を
脱
す
。
則
ち
家
長
権

は
甚
だ
強
し
。
其
強
制
し
か
り
し
丈
け
其
権
を
濫
用
し
て
は
不
可

な
り
。
故
に12 tables
﹇
十
二
銅
律
﹈
の
規
定
を
設
け
其
濫
用
を

防
げ
し
な
ら
ん
。
又
ロ
ー
マ
に
て12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
困

難
を
経
て
生
ぜ
し
も
の
な
れ
ド
モ
後
世
に
至
れ
ば12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
に
付
て
不
都
合
の
コ
ト
あ
り
。
又
時
勢
の
変
遷
に

付
て
不
都
合
を
免
れ
ず
。
尚
ロ
ー
マ
人
は
之
を
表
面
上
変
更
す
る

コ
ト
を
好
ま
ず
。
故
に12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
作
り
し
時

人
々
は
専
ら
其
の
解
釈
に
力
を
用
ひ
其
解
釈
次
第
時
勢
に
応
じ
て

用
へ
り
。
其
の
解
釈
の
巧
な
り
し
コ
ト
は
以
上
の
条
文
の
精
神
の

如
し
。
後
に
其
条
文
を
以
て
家
長
配
下
の
親
族
解
放
す
る
の
手
続

と
せ
り
。
併
し
之
に
て
は
漸
々
世
進
む
に
従
ひ
不
便
な
り
、
故
に

家
長
存
す
る
も
各
独
立
と
な
る
も
の
多
き
に
至
れ
り
。
且
又

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
若
し
妻
が
毎
年
三
夜
﹇
三
十
六
丁

裏
﹈
宛
引
続
き
て
夫
の
家
に
住
宿
せ
ざ
れ
ば
夫
の
配
下
を
脱
す
と
。

之
も
物
権
取
得
の
方
法
にusucapio

あ
り
て
或
年
限
間
或
物
を

（
一
一
八
一
）
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三
四
四

有
す
る
権
利
が
甲
の
為
め
に
は
永
久
に
存
す
る
コ
ト
利
益
な
り
。

然
る
に
債
権
はem

tio venditio

の
場
合
に
て
甲
乙
間
売
買
の
約

束
を
な
し
債
権
債
務
の
関
係
が
特
段
な
る
人
に
対
し
て
成
立
す
。

加
之
債
権
債
務
の
関
係
は
甲
の
利
益
よ
り
云
へ
ば
債
権
債
務
の
関

係
早
く
消
滅
す
る
を
要
す
。
故
に
債
権
はrelative

の
み
な
ら
ず

早
﹇
く
﹈
消
滅
す
る
も
の
な
り
。
而
し
てem

tio venditio

﹇
と
﹈

m
ancipatio

と
大
別
あ
り
。

履
行
と
合
意
と
は
同
時
な
ら
ざ
る
も
可
な
り
。m

ancipatio

は

然
ら
ず
。
故
にm

ancipatio

を
契
約
中
に
入
れ
ず
。nexum

の

場
合
は
債
権
債
務
の
関
係
を
生
ず
。
他
日
借
り
た
る
金
を
返
済
す

べ
き
義
務
を
負
う
。
故
に
契
約
方
法
中
に
入
る
。
当
時
ロ
ー
マ
に

於
て
版
図
極
め
て
狭
く
人
口
少
く
社
会
の
現
象
単
純
な
り
。
故
に

nexum

行
は
れ
し
。
併
し
版
図
広

ひ
ろ
が

り
社
会
の
現
象
複
雑
な
る
に

従
ひ
消
滅
す
る
に
至
れ
り
。

﹇
三
十
八
丁
表
﹈
債
権
はdelictum

（
私
犯
）
よ
り
生
ず
る
場

合
あ
り
。
私
犯
は
本
人
の
意
思
に
反
す
る
に
よ
り
生
ず
る
な
り
。

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
私
犯
に
よ
り
生
ず
る
関
係
の
規
定

あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ばfurtum

の
如
し
。
此
中
に
はm

anifestum

、

nec m
anifestum

の
別
あ
り
、
此
別
は
ロ
ー
マ
のfurtum

は
窃

盗
と
訳
し
其
中
に
加
害
者
が
現
処
に
於
て
捕
へ
ら
れ
し
ト
キ
は

厳
な
り
。
但
しper aes et libram

﹇
銅
と
﹈
衡
と
に
よ
る
な
り
。

其
中
に
例
﹇
へ
﹈
ばnexum

, m
ancipatio

の
如
き
を
含
む
。
併

し
此
場
合
に
於
て
は
主
と
し
てnexum

を
述
ぶ
。
何
故
に

nexum

を
入
れ
てm

ancipatio

を
容
れ
ざ
る
か
と
云
ふ
に
、
当

時
のm

ancipatio
は
売
買
な
る
を
以
て
契
約
の
式
を
様
々
に
取

れ
る
。
併
しm

ancipatio

はem
tio venditio

（
売
買
）
と
は
異

な
り
て
、
所
有
権
収
得
の
方
法
に
し
て
契
約
中
に
入
れ
難
き
な
り
。

今
、m

ancipatio

とem
tio venditio

は
別
を
述
ぶ
る
に
先
ち
、

物
権
と
債
権
の
別
を
述
べ
し
。
物
権
人
権
に
付
て
此
に
詳
述
す
る

の
暇
な
し
。
其
大
要
は
物
権
は
人
を
し
て
直
接
に
或
る
特
段
な
る

物
を
支
配
せ
し
む
る
権
な
り
。
此
権
はrelative

に
あ
ら
ず
し
て

absolute

な
り
。
債
権
は
或
特
段
な
る
人
を
し
て
或
特
段
な
る
人

に
或
履
行
を
要
求
せ
し
む
る
権
な
り
。
此
権
はrelative

な
り
。

人
権
の
時
は
時
と
し
て
人
と
物
と
の
間
に
関
係
生
ず
る
あ
り
。
併

し
其
関
係
は
或
特
段
な
る
人
を
経
て
生
ず
る
関
係
な
り
。
例

﹇
へ
﹈
ば
甲
を
所
有
﹇
三
十
七
丁
裏
﹈
者
と
し
馬
を
有
す
と
す
。

此
場
合
に
甲
は
馬
に
付
て
有
す
権
利
は
或
特
段
の
乙
丙
丁
に
対
し

て
成
立
す
る
権
利
に
あ
ら
ず
し
て
凡
て
の
人
に
対
し
て
成
立
す
る

も
の
な
り
。
故
に
甲
と
馬
と
の
関
係
は
或
特
段
な
る
手
を
経
て
成

立
す
る
権
利
に
あ
ら
ず
。
又
此
の
両
者
の
差
は
物
権
は
甲
か
馬
を

（
一
一
八
二
）
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三
四
五

に
関
し
て
大
切
な
る
規
定
一
二
箇
条
あ
り
し
。
則
ち12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
市
民
の
生
命
に
関
す
る
裁
判
は
只com

itia 
centuriata

に
之
を
な
す
コ
ト
を
得
る
。com

itia centuriata

は

plebeji

、patricii

も
両
方
出
席
す
れ
ば
な
り
、
然
ら
ざ
れ
ば

plebeji

は
不
公
平
を
被
る
コ
ト
あ
り
。
其
他
一
箇
人
の
利
害
の

為
め
にlaw

を
作
る
コ
ト
能
は
ず
と
云
ふ
コ
ト
も
あ
り
し
。
ロ
ー

マ
に
於
て12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
非
常
な
る
困
難
を
経
て
起

り
し
に
係
ら
ず
早
く
消
滅
す
。
併
し
之
を
大
切
に
し
て
人
民
皆
之

を
暗
誦
せ
り
。
則
ちC

icero

の
時
代
と
雖
ド
モ
児
童
が
之
を
暗

記
せ
し
と
云
ふ
な
り
。
且
つ
ロ
ー
マ
人
は12 tables

﹇
十
二
銅

律
﹈
を
尊
び
し
コ
ト
はC

icero

氏
の
百
巻
の
著
書
よ
り
勝
れ
り

と
、
又
以
て
之
を
重
ぜ
し
を
知
る
べ
し
。
此
の
有
様
な
れ
ば

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
は
之
を
容
易
に
改
む
る
コ
ト
を
な
さ
ず
。

併
し
当
時
法
律
上
の
疑
は
事
実
上
却
て
多
く
な
れ
り
。12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
制
定
に
よ
り
て
減
ぜ
ざ
り
し
な
り
。
則
ち
之
れ

な
く
し
て
は
起
ら
ざ
り
し
な
ら
ん
と
も
思
は
る
ゝ
疑
も
却
て
起
れ

り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
日
本
の
古
は
令
、
律
﹇
三
十
九
丁
表
﹈
生
ず
、

今
日
よ
り
見
れ
ば
当
時
の
社
会
の
現
象
と
如
何
な
る
関
係
を
有
せ

し
か
と
云
う
に
却
て
令
、
律
は
詳
し
く
過
ぎ
た
る
の
感
あ
り
。
故

に
令
、
律
生
じ
、
其
法
典
を
応
用
せ
ば
最
早
疑
問
起
ら
ざ
る
が
如

m
anifestum

と
称
へ
現
処
に
捕

と
ら
へ

ら
れ
ざ
る
時
は

nec 
m
anifestum

と
称
す
る
な
り
。
詳
し
き
はG

aius

中
に
あ
り
。

而
し
てfurtum

の
場
合
に
債
権
債
務
の
関
係
生
ず
る
時
は
則
ち

nec m
anifestum

の
時
は
加
害
者
が
幾
分
の
償
金
を
払
ふ
コ
ト
と

な
れ
り
。
ロ
ー
マ
にn
﹇ec

﹈ m

﹇anifestum

﹈
とm

﹇anifestum

﹈

と
は
体
裁
大
に
異
な
りm
﹇anifestum

﹈
は
被
害
者
に
加
害
者
を

与
へ
奴
隷
と
な
せ
り
。
后
に
は
変
じ
加
害
者
は
四
倍
の
償
金
を
払

ふ
コ
ト
と
な
せ
り
。n

﹇ec
﹈ m
﹇anifestum

﹈
は
少
し
の
差
異
に

て
大
な
る
制
裁
あ
り
。
此
の
当
を
得
た
る
標
準
は
被
害
者
の
憤
怒

の
軽
重
を
標
準
と
し
て
制
裁
の
差
を
定
む
。
例
﹇
へ
﹈
ば
私
は
帽

を
盗
れ
た
る
と
す
。
時
を
経
ず
し
て
見
付
け
ら
れ
た
る
時
は
憤
怒

去
ら
ず
、
之
を
残
酷
に
取
扱
ふ
。
時
を
経
れ
ば
怒
冷
む
。
故
に

m

﹇anifestum

﹈
とn

﹇ec

﹈ m

﹇anifestum

﹈
と
自
ら
区
別
を
立
て

し
な
り
。

其
他delictum

よ
り
関
係
を
生
ぜ
し
は
他
人
に
瘡き

ず

を
負
は
し

む
れ
ば
其
軽
重
﹇
三
十
八
丁
裏
﹈
に
よ
り
若
干
の
金
を
払
は
し
む
。

加
之
若
し
他
人
の
物
を
毀
損
せ
ば
、12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
に

於
て
賠
償
す
べ
き
を
命
ぜ
り
。
右
述
べ
し
処
は
訴
訟
法
民
法
の
規

定
に
相
当
す
る
も
の
な
り
。12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
中
に
其
他

刑
法
等
の
規
定
あ
り
。
尚
他
に
当
時
のplebeji

并
にpatricii

（
一
一
八
三
）
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三
四
六

秘
密
の
智
識
は
代
々
伝
は
れ
り
。
此
は
法
律
上
の
事
柄
を
記
録
せ

り
、
之
を
世
界
に
示
さ
ず
、pontifi ces

間
に
保
存
せ
り
。
此
の

如
く
一
種
の
法
律
専
門
の
学
者
あ
り
し
に
よ
り
法
律
の
学
問
世
界

に
広
ま
ら
ざ
る
に
先
だ
ちpontifi ces

中
に
広
ま
れ
り
。
此
官
は

patricii

よ
り
取
り
し
を
以
てpontifi ces

の
秘
せ
し
コ
ト
は

patricii

の
利
に
な
りplebeji

の
不
利
と
な
り
し
コ
ト
多
し
。

304 B
.C

.

に
ロ
ー
マ
の
有
名
な
る
政
治
家
中

A

﹇ppius

﹈ 
C

﹇laudius

﹈ C
aecus

氏
あ
り
。
氏
は
会た

ま

々た
まpontifi ces

の
秘
せ

し
記
録
を
得
て
之
をF

lavius

氏
に
命
じ
て
世
に
公
に
せ
し
め
た

り
。
此
事
た
る
ロ
ー
マ
法
律
学
問
上
大
変
化
を
来
し
た
り
。
之
を

公
に
し
た
る
に
よ
り
てpontifi ces

の
貯
へ
し
法
律
の
智
識
は
真

に
世
界
に
広
り
法
律
の
智
識
大
に
振
ふ
。
加
之
此
事
た
る

pontifi ces

の
勢
力
の
上
に
大
影
響
を
来
せ
り
。
即
ち
此
の
訴
訟

上
に
有
す
る
勢
を
失
ふ
に
至
る
。
而
し
て
﹇
四
十
丁
表
﹈jus

と

fas

と
の
分
科
漸
々
進
む
に
至
れ
り
。
其
結
果pontifi ces

の
任

用
に
及
び300 B

.C
.

に
至
りplebeji

も
其
の
官
と
な
り
得
る
に

至
れ
り
。
之
れ
よ
り
し
て
法
律
の
学
問
広
くplebeji

も

pontifi ces

と
な
る
に
至
り
。
有
名
な
る
人
はplebeji

に
多
く
輩

出
す
る
に
至
れ
り
。
故
に
法
律
の
智
識
上
に
於
て
もpatricii

と

plebeji
の
調
和
を
助
け
り
。
此
の
公
に
し
た
る
書
をjus civile 

し
。
併
し
日
本
は
大
宝
令
生
じ
て
却
て
法
律
学
問
の
発
達
を
催
す

に
至
れ
り
。
之
れ
人
々
は
大
宝
令
の
取
捨
に
苦
﹇
し
﹈
む
故
に
註

釈
者
を
作
り
其
解
釈
を
一
定
す
る
の
必
要
あ
り
。
其
註
釈
附
加
す

る
に
至
る
。12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
も
之
れ
と
同
一
な
り
と
す
。

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
后
は
ロ
ー
マ
人
は
銅
律
の
註
釈
に
注

目
せ
り
、
従
て
其
術
発
達
せ
り
。
社
会
の
現
象
種
々
活
動
す
る
を

以
て
漸
々
有
様
を
異
に
せ
り
。
併
し12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の

文
面
は
之
を
変
更
す
る
に
忍
び
ず
。
ロ
ー
マ
人
は
之
を
種
々
に
解

釈
し
之
を
応
用
せ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
家
長
が
子
を
三
度
売
る
ト
キ

は
子
は
家
長
の
配
下
を
脱
す
る
が
如
し
、
此
他
此
の
如
き
類
多
し
。

此
点
に
於
て
も12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
后
は
解
釈
の
術
大
に
神

を
敬
しjus

の
外
にfas

あ
る
コ
ト
を
信
ぜ
り
。fas

の
中
に
訴

訟
の
時
日
、
場
処
、
儀
式
を
規
定
せ
り
。
故
にpontifi ces

官
は

fas

に
関
す
る
コ
ト
な
ら
ば
裁
判
の
と
き
に
参
列
﹇
三
十
九
丁
裏
﹈

し
て
裁
判
上
の
事
柄
に
てfas

に
触
る
ゝ
コ
ト
あ
る
や
否
を
監
督

せ
り
。
故
にpontifi ces

はfas

に
通
ぜ
ん
と
同
時
にjus

に
通

ぜ
り
。
之
よ
り12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
解
釈
も
此
官
の
主
と

し
て
司
ど
る
に
至
れ
り
。pontifi ces

は
久
し
く
存
す
。
此
の
得

た
る
法
律
上
の
智
識
を
代
々
伝
へ
之
は
地
位
を
維
持
す
る
為
め
に

己
の
得
た
る
智
識
を
世
界
に
知
ら
し
め
ず
、
故
にpontifi ces

の

（
一
一
八
四
）
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三
四
七

centuriata

に
て
はcenturia

か
財
産
高
に
よ
り
分
た
る
。

tribus

は
同
地
域
に
あ
る
も
の
は
富
貧
に
差
な
く
同tribus

と
せ

り
。c

﹇om
itia

﹈ centuriata

は
財
産
高
の
多
き
も
の
は
勝
を
占

む
る
もtribus

は
之
れ
と
大
に
異
な
れ
り
、
則
ちplebeji

の
為

め
に
利
益
な
り
。
又leges V

aleriae

に
於
て
非
常
の
権
あ
り
て

其
処
置
に
対
し
て
人
民
に
上
訴
す
る
コ
ト
を
許
さ
ざ
る
官
を
置
か

ざ
る
コ
ト
と
せ
り
。
之
れ
其
大
権
利
を
濫
用
す
る
を
防
ぐ
為
め
な

り
。
第
二
は
ロ
ー
マ
に
於
てtribuni m

ilitum

（
詳
書
せ
ば

consulari potestate

﹇
執
政
官
権
限
の
軍
事
担
当
官
、
執
政
官

格
軍
司
令
官
な
ど
の
こ
と
﹈）
とcensor

を
置
け
り
。plebeji

の
漸
々
勢
を
得
る
に
従
ひ
自
然consules

の
官
た
ら
ん
コ
ト
を

望
み
日
々
に

plebeji

よ
り
迫
れ
り
。
然
し

patricii

は

consules

を
殊
に
重
じ
其
の
名
誉
を
与
ふ
能
は
ず
と
な
し
、445 

B
.C

.

に
所
謂tribuni m

ilitum

﹇
四
十
一
丁
表
﹈
を
置
き

consules

を
廃
せ
り
。
其
に
はplebeji

も
就
職
し
得
る
、
同
時

に
其
報
酬
と
し
て
別
に
其
二
人
のcensores

を
置
き
其
に
は
只

だpatricii

を
以
て
之
に
任
す
と
せ
り
。
王
然
る
にcensores

の

職
は
要
す
る
に
風
俗
の
監
督
、
祠
社
、
道
路
、
橋
梁
及
び
就
中
風

俗
を
司
り
し
為
めcensores

の
勢
強
か
り
し
、
右
の
如
く
折
衷

策
を
取
り
た
り
。
尚patres

はplebeji

に
譲
りtribuni 

F
lavianum

と
云
ふ
。

第
三
款　

十
二
銅
律
后
に
於
け
る
法
制
の
沿
革

12 tables
﹇
十
二
銅
律
﹈
の
制
度
定
に
付
て
其
原
因
多
か
り
し

も
大
原
因
はpatricii

とplebeji

と
の
調
和
を
計
る
に
あ
り
。

然
る
に
之
れ
生
ぜ
し
よ
り
此
調
和
全
く
行
は
れ
て
調
和
を
要
せ
ざ

る
と
云
ふ
に
然
ら
ず
。
尚
両
者
権
衡
を
得
ず
。
ロ
ー
マ
は
外
国
に

手
を
出
し
版
図
を
広
む
る
に
当
り
、
其
前
に
内
部
の
調
和
の
必
要

あ
り
。
因
て12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
后
内
部
の
調
和
の
改
良

に
付
て
法
制
上
に
変
更
あ
り
。
中
主
な
る
は
公
法
上
の
コ
ト
な
り
。

丁
度449 B

.C
.

有
名
な
るleges V

aleriae et H
oratiae

な
る

法
律
に
よ
り
二
重
大
な
る
コ
ト
定
ま
れ
り
。
其
一
は
此
法
律
に
よ

り
新
に

com
itia tributa

生
ぜ
し
な
り
。
之
は
前
述
の

c

﹇om
itia

﹈ tributa

と
全
く
別
に
し
て

patricii
、plebeji

﹇
四
十
丁
裏
﹈
は
集
会
に
於
て
土
地
の
区
域
た
るtribus
に
従
て

発
言
し
得
る
な
り
。
此
の
方
法
に
よ
り
人
民
の
集
会
に
て
決
し
た

る
コ
ト
は
法
律
の
功
力
を
有
し
得
る
。
詳
言
せ
ばcom

itia 
centuriata

は
各centuria

の
集
合
に
し
て
各
法
人
を
な
し
、
各

発
言
権
を
有
せ
し
もc

﹇om
itia

﹈ t

﹇ributa

﹈
に
て
は
土
地
の
同

区
域
に
属
す
る
も
の
はvoting body

﹇
投
票
団
﹈
を
な
し

1 tribus

は
一
の
発
言
を
な
す
コ
ト
と
な
れ
り
。
故
にc

﹇om
itia

﹈ 

（
一
一
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
四
八

べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
。
上
述
は
主
と
し
て
公
法
な
り
。

私
法
に
付
て
云
へ
ば
大
な
る
コ
ト
はpatricii

とplebeji

と

は
互
に
結
婚
し
得
る
。
此
コ
ト
は445 B

.C
.

に
於
てlex 

C
anuleia

な
る
法
律
に
よ
り
て
定
り
し
な
り
。
此
事
た
る
重
大

な
ら
ざ
る
如
く
見
ゆ
れ
ド
モ
両
者
調
和
上
大
影
響
を
有
す
る
な
り
。

而
し
て
互
に
族
親
上
の
関
係
を
有
し
他
人
視
せ
ざ
る
に
至
り
円
滑

と
な
れ
り
。

第
二
節　

Italy

半
島
を
征
服
し
た
る
后Punic

戦
争
前
の
有
様

第
一
款　

Italy

諸
国
征
服
の
概
略
﹇
四
十
二
丁
表
﹈

ロ
ー
マ
に
於
て
一
時
は
内
部
の
調
和
行
れ
ず
。
此
前
に
は
ロ
ー

マ
人
は
如
何
に
武
勇
な
る
も
外
国
人
に
手
を
出
す
能
は
ざ
り
し
。

然
る
に367 B

.C
.

に
はconsules

をplebeji

よ
り
撰
び
両
階
級

の
軋
轢
漸
々
減
し340 or 350 B

.C
.

頃
に
は
ロ
ー
マ
人
も
内
部

の
破
裂
を
恐
る
ゝ
に
足
ら
ず
。
因
て
安
心
し
てItaly

諸
国
征
服

に
従
事
し
其
結
果
版
図
を
広
め
国
威
を
輝
し
ロ
ー
マ
内
部
を
堅
固

に
せ
り
。
蓋
し
ロ
ー
マ
国
と
雖
も340 or 350 B

.C
.

頃
に
は
小

く
人
々
少
し
。
然
る
に343 B

.C
.

頃
よ
り
ロ
ー
マ
人
はItaly

諸

国
、
例
﹇
へ
﹈
ばS

am
m
nites, E

trusci, U
m
bri

等
を
征
伐
し

266 B
.C

.

頃
に
はItaly

半
島
の
全
部
は
ロ
ー
マ
の
命
令
を
聞
く

コ
ト
と
な
れ
り
。

m
ilitum

を
廃
し
、
再
び

consules

を
置
き367 B

.C
.

に

consules

は
其
一
人
はplebeji

を
以
て
之
に
任
す
る
コ
ト
と
せ

り
。
加
之patrici

はtribuni m
ilitum

を
置
きplebeji

も
之
に

任
す
る
コ
ト
に
せ
し
。
報
酬
と
し
て
置
き
しcensores

も415 
B
.C

.

に
又
々plebeji

を
以
て
之
を
任
す
る
コ
ト
に
せ
り
。
漸
々

日
を
追
ふ
に
従
ひplebeji

はpatricii

と
肩
を
比
ぶ
る
に
至
れ
り
。

併
しpatricii

は
報
酬
を
望
み366 B

.C
.

に
新
にpraetor

を
置

き
た
り
。
之
は
ロ
ー
マ
の
歴
史
上
重
大
な
る
関
係
を
有
し
ロ
ー
マ

の
法
律
の
尤
も
進
歩
せ
し
時
な
り
。
而
し
てpraetor

の
司
る
処

は
ロ
ー
マ
市
民
の
訴
訟
な
り
し
。praetor

の
職
は
主
と
し
て

ロ
ー
マ
区
内
の
民
事
訴
訟
を
司
る
。
其
初
め
は
只patricii

を
以

て
任
せ
し
もpatricii

も
遂
に337 B

.C
.

にplebeji

﹇
四
十
一
丁

裏
﹈
に
譲
り
之
に
任
ぜ
し
む
る
コ
ト
と
せ
り
。
而
し
てpraetor

は
法
律
の
進
歩
上
至
大
の
影
響
を
及
せ
り
。
一
例
を
示
せ
ば

praetor

置
か
れ
し
以
后
司
法
と
他
の
行
政
と
分
科
す
る
端
緒
開

け
、
又jus

とfas

の
分
科
を
助
け
り
。consules

は
従
来
裁
判

の
コ
ト
を
司
り
し
も
一
変
し
てconsules

よ
り
離
る
る
に
至
る
。

故
に
司
法
と
行
政
と
分
離
せ
り
。
其
他pontifi ces

は
裁
判
上
大

勢
力
を
有
せ
し
もpraetor

以
来
裁
判
上
の
一
官
吏
を
生
ず
。
故

にpontifi ces

も
勢
力
を
失
ひ
従
てjus

とfas

と
分
離
せ
ざ
る

（
一
一
八
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
四
九

よ
り
種
々
の
も
の
あ
り
一
様
な
ら
ず
。
故
に
其
大
略
を
述
ぶ
る
甚

だ
難
し
。
一
例
を
示
せ
ばL

atin

のm
unicipia

は
他
の

m
unicipia

よ
り
其
地
位
高
く
其
の
市
民
は
ロ
ー
マ
に
移
住
す
れ

ば
直
ち
に
ロ
ー
マ
市
民
と
同
権
を
得
る
。
又
たm

unicipia

中
に

て
も
ロ
ー
マ
人
の
為
め
に
力
を
尽
し
功
あ
る
も
の
は
ロ
ー
マ
よ
り

﹇
四
十
三
丁
表
﹈
特
に
其
地
の
人
民
に
ロ
ー
マ
市
民
と
同
権
を
有

せ
し
む
。
固
よ
り
此
コ
ト
た
る
名
誉
の
為
め
に
し
て
其
権
利
を
行

使
す
る
に
は
大
に
不
便
な
り
し
コ
ト
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
ロ
ー
マ

本
国
よ
り
距
り
た
るm

unicipia

は
官
吏
と
な
り
又
発
言
す
る
コ

ト
実
際
能
は
ざ
る
な
り
。

praefectura

も
同
じ
く
ロ
ー
マ
に
征
せ
ら
しItaly

の
市
府
よ

り
な
れ
り
。
此
の
場
合
は
ロ
ー
マ
人
は
尤
も
虐
待
せ
し
も
の
な
り
。

故
にm

unicipia

に
は
自
治
政
を
許
せ
し
もpraefectura

に
は

然
ら
ず
。
ロ
ー
マ
よ
りpraefectura

な
る
官
吏
を
送
り
支
配
せ

し
め
し
な
り
。
此
く
此
の
官
吏
を
使
し
支
配
せ
し
め
し
故
に
此
名

あ
り
。
ロ
ー
マ
人
は
之
等
の
人
民
を
軽
蔑
し
自
然
他
国
人
視
せ
り
。

故
にpraefectura

の
人
民
をperegrini

（
外
人
）
中
に
算
入
せ

し
コ
ト
あ
り
。

civitates federatae

と
は
訳
し
て
同
盟
国
ト
モ
云
ふ
べ
き
も

の
に
し
てItaly

市
府
に
て
ロ
ー
マ
の
威
力
を
恐
れ
同
盟
せ
し
も

第
二
款　

m
unicipia, praefecturae, civitates federatae, 

coloniae
之
を
述
ぶ
る
に
先
ち
ロ
ー
マ
市
民
の
権
利
に
付
て
一
言
せ
ん
。

抑
も
上
述
の
如
く
ロ
ー
マ
の
両
階
級
調
和
し
同
様
の
権
利
を
享
有

し
、
其
市
民
は
法
律
上
如
何
な
る
権
利
を
有
せ
し
か
と
云
ふ
に
、

ロ
ー
マ
市
民
は
一
方
に
公
権
の
上
に
於
て
は
第
一
に
ロ
ー

﹇
四
十
二
丁
裏
﹈
マ
本
国
に
官
吏
と
な
る
権
利
、
又com
itia

の

会
員
と
な
り
発
言
す
る
権
利
を
有
し
、
他
方
則
ち
私
権
の
上
に
於

てjus civile

に
従
て
財
産
を
有
し
、
其
他
結
婚
し
遺
言
し
及
び

相
続
す
る
の
権
を
有
せ
り
。
然
る
に
ロ
ー
マ
人
はItaly

半
島
を

征
せ
し
后
、
其
征
服
国
と
本
国
と
の
間
に
種
々
の
関
係
を
有
し
、

其
地
方
に
於
て
本
国
に
服
従
す
る
有
様
異
に
し
て
寛
待
せ
ら
る
ゝ

あ
り
。
又
虐
待
せ
ら
る
ゝ
あ
り
。
又
本
国
と
同
位
地
に
立
つ
も
の

あ
り
。
因
て
其
本
国
と
征
服
国
と
の
関
係
は
第
一
にm

unicipia

あ
り
。
之
は
ロ
ー
マ
人
に
征
せ
ら
れ
しItaly

の
市
府
よ
り
成
り
、

其
市
の
人
民
は
ロ
ー
マ
本
国
の
市
民
と
同
一
の
権
を
有
す
る
能
は

ず
、
只
其
権
利
の
一
半
を
有
す
る
の
み
。
蓋
しm

unicipia

の
市

民
は
只
公
法
上
ロ
ー
マ
市
民
と
同
一
の
権
利
を
有
せ
し
、
故
に
本

国
に
官
吏
と
な
り
又
集
会
の
議
員
と
な
る
コ
ト
能
は
ず
。
併
し
私

権
上
の
権
利
を
有
せ
り
。
併
しm

unicipia

は
其
時
代
其
地
方
に

（
一
一
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
〇

り
。
従
て
属
国
に
ロ
ー
マ
の
開
化
を
及
ぼ
す
に
功
あ
り
。
又
ロ
ー

マ
の
開
化
に
大
に
功
を
及
ぼ
せ
し
も
の
な
り
。

第
三
款　

recuperatio, legis actio per condictionem
 

﹇
四
十
四
丁
表
﹈

ロ
ー
マ
人
はItaly

半
島
諸
国
を
征
し
其
結
果
と
し
てItaly

人
民
とsocii

取
引
す
。
其
取
引
は
時
を
経
る
に
従
ひ
頻
繁
と
な

れ
り
。
併
し
其
取
引
に
伴
ふ
て
訴
訟
も
起
れ
り
。
然
る
に
其
訴
訟

の
如
き
は
内
外
人
相
互
の
間
に
起
り
し
も
の
な
る
故
に
一
様
の
裁

判
手
続
を
以
て
裁
判
す
る
能
は
ず
。
故
に
ロ
ー
マ
国
人
と
同
盟
国

人
と
予
め
裁
判
手
続
を
定
め
り
。
其
特
別
の
裁
判
手
続
き
は

recuperatio

な
り
。
元
よ
り
此
時
代
は
古
き
故
に
判
然
せ
ざ
れ

ド
モ
其
の
一
般
を
述
べ
し
に
、
例
﹇
へ
﹈
ば
ロ
ー
マ
人
が
同
盟
国

人
に
対
し
訴
訟
を
起
す
に
は
、
原
告
人
は
先
づ
立
会
人
を
伴
ひ
被

告
の
処
に
至
り
、
其
要
求
の
主
旨
を
述
ぶ
る
と
同
時
に
其
時
よ
り

し
て
第
三
十
日
目
に
ロ
ー
マ
の
法
廷
に
出
頭
せ
ん
コ
ト
を
命
ぜ
り
。

之
等
の
手
続
き
をcondictio

と
称
せ
り
。
而
し
て
其
期
日
に
至

れ
ば
原
被
共
に
出
廷
し
原
告
は
或
る
式
に
よ
り
請
求
を
陳
べ
、
被

告
は
法
官
よ
り
し
て
答
弁
の
命
令
を
受
け
答
弁
す
。
相
互
の
議
論

終
れ
ばpraetor

の
如
き
法
官
は
三
人
の
審
判
官
を
撰
定
す
。
然

る
ト
キ
に
当
事
者
が
第
三
日
目
に
審
判
官
の
処
に
出
頭
し
証
明
す

の
な
り
。
然
れ
ド
モ
之
れ
は
ロ
ー
マ
の
勢
力
あ
る
国
に
対
し
て
対

等
の
同
盟
を
な
す
、
故
に
ロ
ー
マ
に
対
し
て
援
兵
を
出
し
又
時
と

し
て
金
銭
を
収
む
る
義
務
を
有
す
。
併
し
其
独
立
を
絶
つ
た
る
に

あ
ら
ざ
る
故
に
其
国
内
の
政
治
は
之
を
行
ふ
な
り
。
ロ
ー
マ
人
は

之
等
の
国
を
はsocii
と
云
へ
り
。

﹇
四
十
三
丁
裏
﹈coloniae

は
殆
ん
ど
説
明
を
要
せ
ず
、
則
ち

ロ
ー
マ
の
殖
民
地
な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
人
はItaly

諸
国
を
征
す

る
に
当
り
ロ
ー
マ
人
は
鎮
守
の
為
め
に
人
を
送
り
其
地
に
住
居
せ

し
む
。
此
に
於
て
征
服
地
に
殖
民
地
あ
り
し
な
り
。
而
し
て
慣
例

と
し
て
殖
民
た
る
も
の
則
ちcoloni
に
は
殖
民
地
の
⅔
を
授
け

土
人
は
⅓
を
有
す
る
コ
ト
を
得
た
る
な
り
。
而
し
て
殖
民
地
の

成
立
の
有
様
は
本
国
を
基
と
な
し
政
治
団
体
を
な
せ
り
。
尤
も
殖

民
地
に
よ
り
て
は
多
少
其
享
有
す
る
の
土
地
に
不
同
あ
り
。
例
へ

ば
ロ
ー
マ
人
の
移
住
せ
し
処
に
て
は
其
人
民
は
ロ
ー
マ
人
と
同
一

な
り
。
併
しL

atin

人
を
し
て
殖
民
た
ら
し
め
た
る
も
の
は

m
unicipia

人
民
と
同
一
に
し
て
ロ
ー
マ
市
民
の
権
の
一
半
を
有

せ
り
。
而
し
て
其
殖
民
地
た
る
ロ
ー
マ
の
対
外
政
略
上
必
要
且
つ

功
を
奏
せ
し
も
の
な
り
。
則
ち
殖
民
地
は
本
国
と
属
国
と
の
間
に

立
ち
気
脈
を
巧
に
通
ぜ
り
。
因
て
制
度
風
俗
は
殖
民
地
を
経
て
他

に
広
り
又
他
国
の
風
俗
習
慣
は
殖
民
地
を
経
て
ロ
ー
マ
に
伝
は
れ

（
一
一
八
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
五
一

し
てG

aius

氏
はgeneral form

 of action

と
云
へ
り
。legis 

actio per sacram
entum

﹇
四
十
五
丁
表
﹈ in rem

の
如
き
は
多

く
は
物
権
取
戻
し
の
訴
の
場
合
の
時
に
用
ひ
、legis actio per 

sacram
entum

 in personam

の
如
き
は
債
権
債
務
間
の
争
に
用

ゆ
る
も
の
な
り
。
訴
訟
手
続
の
取
戻
に
て
奴
隷
の
例
を
述
べ
し
は

in rem

の
場
合
な
り
。
又
例
﹇
へ
﹈
ば
奴
隷
に
付
て
訴
訟
を
起

し
其
物
権
を
取
戻
さ
ん
と
す
る
に
は
原
被
両
者
法
廷
に
出
て
原
告

は
其
の
奴
隷
を
捕
へ
棒
を
以
て“H

unc ego hom
inem

 ex jure 
Q
uiritium

 m
eum

 esse ajo etc. ”

﹇「
予
は
こ
の
奴
隷
を
ロ
ー
マ

市
民
法
に
基
づ
き
て
予
の
も
の
な
り
と
主
張
す
云
々
。」﹈
と
述
べ

棒
を
触
れ
る
な
り
。
被
告
も
同
言
葉
を
述
ぶ
。
然
る
ト
キ
は
裁
判

官
則
ちpraetor

は“M
ittite am

ba hom
inem

. ”

﹇「
双
方
と
も

奴
隷
を
放
て
」﹈
な
る
語
を
述
ぶ
。
此
意
は
相
方
共
に
其
人
類
を

放
つ
可
し
と
云
ふ
に
し
て
其
争
を
な
だ
め
る
な
り
。
右
終
れ
ば
原

告
は
被
告
に
対
し
又
一
定
の
式
あ
り
。
汝
は
何
故
に
要
す
る
か
を

陳
述
せ
よ
と
云
ふ
な
り
。
被
告
は
之
に
対
し
一
定
の
式
あ
り
之
に

答
弁
す
る
な
り
。
然
る
ト
キ
にsacram

entum

に
付
て
原
被

﹇
告
﹈
共
に
挑
み
合
ふ
な
り
。
其
他
種
々
の
儀
式
あ
り
し
な
り
。

例
﹇
へ
﹈
ばlegis actio 

﹇per

﹈ sacram
entum

 in personam

に
て
も
一
定
の
式
あ
り
。
原
告
の
申
立
て
る
言
葉
の
如
き
は“A

io 

る
な
り
。
之
等
の
審
判
官
の
コ
ト
をrecuperatores

と
云
ふ
。

而
し
て
之
は
当
事
者
の
立
証
を
聞
き
然
る
べ
き
判
決
を
下
す
。
然

﹇
四
十
四
丁
裏
﹈
る
にrecuperatio

の
手
続
き
は
之
を
ロ
ー
マ

の
当
時
普
通
行
は
る
ゝ
訴
訟
手
続
き
に
比
す
れ
ば
簡
便
な
り
。
蓋

し
ロ
ー
マ
に
は
訴
訟
の
性
質
に
よ
り
手
続
き
異
な
れ
り
。
例

﹇
へ
﹈
ばlegis actio per sacram

entum

或
はlegis actio 

sacram
ento

其

他

legis actio per judicis arbitrive 
posulationem

又

legis actio per pignoris capionem

又

legis actio per m
anus injectionem

の
如
き
名
あ
る
種
々
の
訴

訟
手
続
き
ロ
ー
マ
本
国
に
行
は
る
。
之
れ
等
に
付
て
はG

aius

の

Institutiones

に
あ
り
。
之
等
の
訴
訟
手
続
き
は
一
般
に
儀
式
、

非
常
に
厳
格
に
し
て
言
葉
の
如
き
も
儀
式
上
一
定
し
又
な
す
べ
き

挙
動
も
儀
式
上
一
定
し
少
し
も
誤
る
コ
ト
能
は
ざ
り
し
な
り
。
一

例
を
示
せ
ばlegis actio sacram

ento

中
に
も
二
種
あ
り
て

（1

）legis actio per sacram
entum

 in rem
, 

（2

）legis actio 
per sacram

entum
 in personam

あ
り
。
其
場
合
に
よ
り
儀
式

多
少
異
な
れ
り
。
本
末R

om
an law

は
訴
訟
手
続
に
よ
り
て
主

と
し
て
発
達
す
。
故
に
訴
訟
手
続
を
研
究
す
る
コ
ト
尤
も
必
要
な

り
。
当
時R

om
an law

の
儀
式
の
厳
格
に
し
て
以
上
の
二
者
は

用
ひ
方
異
な
れ
ド
モ
他
の
訴
訟
手
続
に
比
す
れ
ば
其
儀
式
厳
格
に

（
一
一
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
二

が
共
に
或
神
前
に
至
り
誓
を
な
す
と
同
時
に
相
方
の
も
の
が
問
答

体
に
言
顕
す
な
り
。
而
シ
テ
其
場
合
に
は
用
ひ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

言
葉
あ
り
し
な
り
。
言
葉
使
力
尤
も
厳
格
な
る
も
の
あ
り
。
其
の

体
裁
は
﹇
四
十
六
丁
表
﹈
次
の
如
し
。
要
約
者
は
約
諾
者
に
対
し

て

約
す

か

S
pondesne  

私
に

m
ihi  centum

 
与

ふ
べ

き
を

dare
?

と
此
言
葉
は
必
す
用
ふ
べ
き
も
の
な
り
。
之
に
対
し
て
約
諾
者
は

spondes

と
答
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
併
し
此
方
式
は
神
前
に
誓
ふ

と
か
一
定
の
言
葉
を
用
ふ
べ
き
の
不
便
あ
り
し
の
み
な
ら
ず
他
に

も
不
便
あ
り
。
而
し
て
問
答
体
な
る
を
以
て
相
手
方
が
現
所
に
あ

ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
唖
者
及
聾
者
と
か
又
手
紙
に
て
は
な
す
べ
か

ら
ず
。
併
しnexum

に
比
す
れ
ば
立
会
人
等
を
要
せ
ざ
る
を
以

て
稍
簡
易
な
り
。stipulatio

はsponsio

に
能
く
似
た
る
も
の
な

り
。
故
に
中
にstipulatio

sponsio

　

stipulatio

と
す
る
も
あ
り
。
而
し

てstipulatio

は
新
し
く
起
り
し
も
の
な
り
。
之
れ
は
践
式
契
約

に
し
て
此
場
合
は
相
方
共
に
問
答
体
に
言
顕
す
な
り
。
併
し

sponsio

の
如
く
用
語
厳
な
ら
ず
且
つ
神
前
に
誓
ふ
コ
ト
な
し
。

故
にsponsio

よ
り
稍
簡
易
な
り
。
其
方
式
は

P
rom

ittisne m
ihi centum

 dare?

te m
ihi decem

 m
ilia dare oportere. ”

（「
汝
は
吾
に
対
し
て

一
萬
金
を
与
ふ
べ
き
コ
ト
を
主
張
す
」）
と
。
被
告
之
に
答
ふ
る

に“N
ego m

e tibi decem
 m

ilia dare oportere. ”

（「
吾
は
汝

に
金
を
払
ふ
﹇
四
十
五
丁
裏
﹈
義
務
を
持
つ
コ
ト
を
打
消
す
」）

と
此
弁
論
終
れ
ば

in rem

の
場
合
の
如
く

provocatio 
sacram

ento

な
る
手
続
あ
り
て
賭
金
に
付
て
互
に
挑
合
ふ
。
此

他
種
々
の
儀
式
あ
り
し
な
り
。
ロ
ー
マ
に
於
て
社
会
の
現
象
の
有

様
単
純
に
し
て
取
引
頻
繁
な
ら
ざ
る
ト
キ
は
夫
れ
に
て
宜
し
か
り

し
も
漸
々
進
む
に
従
ひreciperatio
は
大
に
影
響
す
る
に
至
る

な
り
。

不
便
な
る
訴
訟
手
続
は
社
会
の
幼
稚
な
る
時
に
あ
り
て
は
其
不

便
を
感
ぜ
ざ
る
もItaly

諸
国
征
服
后
に
其
影
響
を
受
け
社
会
の

現
象
複
雑
と
な
り
訴
訟
も
従
て
多
く
な
れ
り
。
且
つ
当
時
契
約
の

方
式
も
社
会
の
進
歩
と
共
に
数
を
増
し
当
時
契
約
中
に
はnexum

の
外
にsponsio, stipulatio, expensilatio

等
の
方
式
次
第
に

行
は
る
。
此
等
の
方
式
はexpensilatio

に
比
す
れ
ば
一
層
簡
易

な
る
も
の
な
り
。
当
時
は
債
権
債
務
の
関
係
を
生
ず
る
に
も
手
続

は
簡
易
な
り
し
。
元
よ
り
此
の
方
式
に
は
多
少
の
式
あ
り
て
践
式

契
約
な
り
。
合
意
の
み
に
よ
り
て
な
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

sponsio

と
は
一
種
の
践
式
契
約
に
し
て
其
式
た
る
相
方
の
も
の

（
一
一
九
〇
）
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崎
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緒
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三
五
三

盟
国
人
と
ロ
ー
マ
人
の
特
別
の
訴
訟
手
続
の
出
来
を
以
来
従
来
の

ロ
ー
マ
訴
訟
手
続
を
も
改
む
る
コ
ト
を
感
じrecuperatio

の
制

に
倣
ひ
﹇
四
十
七
丁
表
﹈
別
種
の
新
訴
訟
手
続
を
用
ゆ
る
に
至
る
。

其
の
新
訴
訟
手
続
はlegis actio per condictionem

な
り
。
之

を
用
ふ
る
に
至
り
し
年
月
は
判
然
せ
ざ
れ
ド
モ
或
る
学
者
はlex 

S
ilia

な
る
法
律
あ
り
（269 B

.C
.

）
に
て
之
れ
に
よ
り
て
定
り

し
な
ら
ん
と
。
併
し
異
論
あ
り
て
一
定
せ
ず
。
而
し
て
此
訴
訟
手

続
はrecuperatio

に
基
き
し
コ
ト
は
別
に
証
明
を
要
せ
ず
。

recuperatio

の
場
合
の
如
くcondictio

を
全
て
生
ず
る
な
り
。

故
に
此
名
あ
る
な
ら
ん
。
此
場
合
に
も
原
告
は
被
告
に
其
の
求
の

主
旨
を
陳
述
す
る
と
共
に
第
三
十
日
目
に
出
廷
す
る
コ
ト
を
命
ず

る
な
り
。

legis actio per condictionem

は
著
名
な
る
も
之
に
付
て
は

歴
史
の
材
料
乏
し
く
し
てG

aius

のInst.

中
に
も
詳
し
か
ら
ず
。

兎
に
角
此
の
手
続
き
は
有
力
な
る
学
者
の
説
に
よ
れ
ばlegis 

actio per sacram
entum

の
如
くsacram

entum

を
用
ゆ
る
儀

式
な
り
。
他
の
も
の
に
比
す
れ
ば
一
層
簡
便
な
り
し
も
の
な
ら
ん
。

且
つ
此
手
続
は
他
の
手
続
よ
り
簡
便
な
り
し
為
め
世
人
が
猥
り
に

訴
訟
を
起
す
コ
ト
を
恐
れ
之
を
起
す
に
付
て
は
検
証
手
段
を
要
す

る
コ
ト
と
し
猥
り
に
訴
へ
出
る
コ
ト
を
防
ぐ
手
段
あ
り
し
。
其
手

の
如
し
。
之
の
語
は
普
通
な
れ
ド
モ
必
ず
し
も
此
通

と
お
り

な
ら
ざ
る

べ
か
ら
ず
と
云
う
コ
ト
な
し
。
約
諾
者
之
に
対
し
てP

rom
itto

と
答
ふ
な
り
。
之
等
のsponsio, stipulatio

﹇
四
十
六
丁
裏
﹈

は
其
応
用
の
尤
も
広
が
り
し
も
の
な
り
。
尚
其
作
用
に
付
て
は

S
ohm

, R
om

an law
中
に
尤
も
善
く
著
せ
り
。

expensilatio

も
一
種
の
践
式
契
約
な
れ
ド
モ
其
式
は
前
二
者

と
異
な
れ
り
。
前
二
者
は
問
答
体
は
必
要
な
り
し
も
此
場
合
は
相

方
の
合
意
の
結
果
を
帳
簿
に
記
入
し
之
が
儀
式
と
な
り
法
律
上
功

﹇
力
﹈
を
有
し
契
約
と
な
る
な
り
。

蓋
し
ロ
ー
マ
に
て
はtabulae accepti et expensi

と
称
し
て

金
銭
の
出
納
簿
の
如
き
も
の
あ
り
し
な
り
。
其
記
入
せ
し
手
続
判

然
せ
ず
。
之
よ
り
ロ
ー
マ
書
に
は
種
々
の
説
を
著
せ
る
も
一
定
せ

ず
。
ロ
ー
マ
人
の
間
に
も
当
時
は
此
の
如
く
種
々
の
方
式
あ
り
て

従
前
の
も
の
よ
り
甚
だ
簡
易
な
り
し
。
之
も
当
時
の
社
会
の
要
務

の
頻
繁
に
な
る
に
従
ひ
訴
訟
も
多
く
な
り
た
る
結
果
な
り
。
訴
訟

手
続
は
当
時
の
時
世
に
付
て
考
ふ
れ
ば
従
来
の
不
便
な
る
も
の
に

て
は
用
を
便
せ
ず
。
故
に
ロ
ー
マ
に
て
訴
訟
手
続
を
簡
易
に
せ
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
併
し
ロ
ー
マ
人
も
同
盟
国
人
と
ロ
ー
マ
人
の
間
に

recuperatio

の
如
き
特
別
の
裁
判
の
な
か
り
し
時
は
不
便
を
感

じ
訴
訟
を
改
良
す
る
コ
ト
を
感
ず
る
コ
ト
も
大
な
ら
ず
。
併
し
同

（
一
一
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
四

或
点
に
て
は
奴
隷
に
類
す
る
処
あ
る
も
其
の
異
点
は
奴
隷
は
主
人

た
る
も
の
の
有
無
に
﹇
四
十
八
丁
表
﹈
係
ら
ず
権
利
の
主
体
と
な

り
得
ず
。
因
て
主
人
亡
す
る
も
権
利
義
務
を
有
せ
ず
。
家
族
の
存

命
中
は
権
利
主
体
と
な
り
得
ざ
る
の
み
な
り
。
若
し
家
長
亡
せ
ば

権
利
主
体
と
な
る
。
又
当
時
の
ロ
ー
マ
人
は
他
国
人
を
軽
蔑
す
る

風
あ
る
を
以
て
殊
に
条
約
に
て
ロ
ー
マ
人
と
取
引
を
有
す
る
他
国

人
と
雖
ド
モ
私
法
に
於
て
ロ
ー
マ
人
と
同
等
の
権
を
有
せ
ざ
る
点

少
か
ら
ず
。

物
権

│
先
づ
物
権
の
コ
ト
を
述
べ
し
。
此
時
代
に
は
ロ
ー
マ

に
も
多
く
の
国
を
征
し
従
前
に
比
す
れ
ば
歩
を
進
め
り
。
尚
其
主

た
る
生
業
は
農
業
に
あ
り
。
故
に
他
のres nec m

ancipi

とres 
m
ancipi

と
を
区
別
しres m

ancipi

を
重
ぜ
り
。
尚
此
他
此
時

代
にres in com

m
ercium

, res extra com
m
ercium

（
不
融
通

物
、
融
通
物
）
あ
り
。
此
区
別
はres extra com

m
ercium

を

述
ぶ
れ
ば
判
然
せ
ん
。
之
はres sacrae, res religiosae, res 

publicae

を
含
む
。res sacrae

は
或
る
一
定
の
公
の
手
続
に
よ

り
神
の
用
に
供
し
た
る
も
の
に
し
て
社
地
寺
地
の
如
し
。res 

religiosae

は
墳
墓
の
如
く
死
人
を
収
む
る
処
な
り
。res 

publicae
は
公
共
の
道
路
公
共
の
劇
場
の
如
き
に
し
て
永
久
公
衆

の
用
に
供
す
る
不
融
通
物
と
な
れ
り
。﹇
四
十
八
丁
裏
﹈

段
と
は
訴
訟
を
起
す
時
に
当
り
て
相
方
の
も
の
を
し
てsponsio

の
契
約
式
に
よ
り
て
敗
訴
訟
者
は
訴
訟
の
目
的
た
る
金
額
の
⅓

に
当
る
金
銭
を
別
に
﹇
四
十
七
丁
裏
﹈
勝
訴
者
に
与
へ
る
コ
ト
を

約
せ
し
む
。
故
に
若
し
敗
訴
せ
は
要
求
額
の
み
な
ら
ず
敗
訴
の
為

め
に
は
別
に
⅓
を
出
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
他
の
手
続
よ
り
一

層
簡
易
な
り
し
な
ら
ん
。
併
しlegis actio per condictionem

の
如
き
は
社
会
の
変
遷
上
止
む
を
得
ず
作
り
し
も
の
な
れ
ば
一
般

の
場
合
用
ひ
し
に
あ
ら
ず
。
其
初
め
て
用
ひ
し
場
合
に
大
に
制
限

せ
ら
れ
只
原
告
が
或
る
一
定
し
た
る
金
額
を
要
求
し
た
る
場
合
に

の
み
用
ひ
し
な
り
。
例
へ
ばstipulatio
或
はexpensilatio

に

て
約
せ
し
金
額
の
如
き
は
金
額
定
る
を
以
て
此
の
場
合
に
用
ひ
し

な
り
。
此
く
一
定
の
額
を
要
求
す
る
手
続
な
る
を
以
て
極
く
迅
速

を
尊
ぶ
コ
ト
を
推
知
す
る
に
足
る
。
後
に
は
其
区
域
広
く
金
銭
の

み
な
ら
ず
特
定
の
品
物
を
要
求
す
る
場
合
に
も
用
ふ
る
に
至
れ
り
。

第
四
款　

私
法
の
有
様

権
利
の
主
体

│
当
時
ロ
ー
マ
に
於
て
権
利
の
主
体
た
る
も
の

は
只
自
由
の
人
民
の
み
な
り
し
。
当
時
も
奴
隷
あ
り
て
人
類
に
相

異
な
き
も
権
利
主
体
と
な
ら
ず
。
故
に
権
利
義
務
を
有
せ
ず
。
併

し
当
時
は
人
民
と
雖
ド
モ
家
長
権
盛
な
る
を
以
て
家
族
は
家
長
の

存
命
中
は
其
権
力
の
為
め
に
圧
倒
さ
れ
て
何
等
の
権
を
も
有
せ
ず
。

（
一
一
九
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
五
五

り
他
方
に
所
有
権
を
譲
り
渡
さ
ん
と
す
る
ト
キ
は
形
式
上
仮
り
の

m
ancipatio

を
な
す
。
此
場
合
は
只
僅
か
の
金
を
一
方
よ
り
他
方

に
渡
し
て
表
面
上m

ancipatio

式
あ
り
し
コ
ト
を
装
ふ
コ
ト
あ
り
。

真
の
相
当
の
価
を
直
ち
に
払
は
ず
。
此
の
沿
革
に
付
て
はS

ohm

のR
om

an law

に
詳
く
あ
り
。
又
所
有
権
収
得
の
方
法
と
し
て

in jure cessio

な
る
方
式
あ
り
。
此
のjure

﹇jus

﹈
は
ロ
ー
マ

語
に
て
は
法
令
な
る
コ
ト
な
れ
ド
モ
此
場
合
は
法
廷
を
云
ふ
。

cessio

は
譲
る
と
云
ふ
コ
ト
に
し
て
或
人
は
訳
し
て
擬
訴
棄
権
と

す
。
之
は
仮
設
の
訴
訟
に
よ
り
所
有
権
を
収
得
す
る
方
法
な
り
。

此
方
式
は
全
く
訴
訟
法
上
よ
り
起
り
基
本
は12 tables

﹇
十
二
銅

律
﹈
の
条
文
に
基
き
此
の
如
き
方
式
生
ぜ
し
な
り
。
其
の
条
文
と

はconfessio pro judicatus est

に
し
てconfessus

は
法
廷
に

てconfess

し
た
る
も
の
。judicatus

は
宣
告
を
受
け
た
る
も
の
、

pro

は
向
つ
て
、est

は
あ
れ
。
之
は
宣
告
を
受
け
た
る
も
の
と

同
一
に
見
做
す
と
云
ふ
に
あ
り
。
故
に
法
廷
に
当
事
者
が
或
事
柄

を
自
白
し
又
自
認
し
た
る
時
は
其
事
柄
は
裁
判
の
宣
告
に
よ
り
此

く
定
れ
る
も
の
と
同
一
に
見
做
す
と
す
る
な
り
。
然
る
に
所
有
権

取
得
の
方
法
は
昔
は
甚
だ
少
く
且
つ
不
便
な
る
を
以
て
ロ
ー
マ
人

の
法
律
に
巧
み
な
る
新
に
所
有
権
取
得
の
方
法
を
作
れ
り
。
例

﹇
へ
﹈
ば
甲
が
﹇
四
十
九
丁
裏
﹈
乙
に
所
有
権
を
譲
渡
さ
ん
と
す

物
権
（jura in re

）
の
区
別

│
物
権
と
は
物
を
以
て
直
接

に
権
利
主
体
の
目
的
に
属
せ
し
む
る
権
利
に
し
て
所
有
権

（dom
inium

 or proprietas

）
とjus in re aliena

と
に
分
る
。

而
し
てjus in re aliena

と
は
其
意
味
が
他
人
の
物
の
上
に
成

立
す
る
権
利
と
云
ふ
コ
ト
に
し
て
、
此
二
者
の
区
別
は
、

dom
inium

は
物
を
以
て
一
般
の
関
係
に
於
て
権
利
主
体
の
配
下

に
属
せ
し
む
。jus in re aliena

に
て
は
甲
の
所
有
す
る
物
を
或

特
段
な
る
関
係
に
よ
り
乙
の
配
下
に
属
せ
し
む
る
コ
ト
な
り
。
当

時
此
等
の
語
あ
り
し
や
否
や
は
判
然
せ
ざ
り
し
ト
モ
実
際
此
の
区

別
あ
り
し
な
り
。jus in re aliena
の
中
に
は
種
々
の
物
あ
り
。

凡
て
のjus in re aliena

は
此
時
代
に
発
達
せ
ざ
る
も
其
中
の

或
物
は
発
達
せ
ん
と
考
へ
ら
る
。
之
を
述
ぶ
る
前
に
所
有
権
に
付

て
述
ぶ
れ
ば
当
時
所
有
権
を
取
得
す
る
方
式
の
如
き
は
己
に
種
々

の
も
の
あ
り
。
所
有
権
取
得
方
式
中
先
づm

ancipatio
あ
り
。

m
ancipatio

は
此
時
代
にim

aginaria venditio

と
な
り
て
専
ら

所
有
権
取
得
の
方
式
と
し
て
用
ひ
ら
る
。
之
は
仮
設
の
売
買
な
り
。

m
ancipatio

は
其
初
め
に
於
て
は
真
の
売
買
の
時
に
行
ひ
し
も
の

に
し
て
物
品
を
渡
す
と
同
時
に
相
当
の
代
価
を
渡
す
。
併
し

12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
后
、
鋳
造
の
貨
幣
生
ぜ
り
。
此
頃
よ
り

単
に
﹇
四
十
九
丁
表
﹈
売
買
の
み
な
ら
ず
他
の
場
合
に
も
一
方
よ

（
一
一
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
六

せ
は
争
を
生
ず
。
此
時
に
当
り
時
効
の
制
必
用
な
り
。
又
其
他

﹇
十
文
字
分
空
白
﹈
あ
り
。
之
れ
も
所
有
権
収
得
の
方
式
と
な
り
。

之
を
訳
し
て
裁
判
官
の
裁
決
と
云
ふ
。
裁
判
官
の
裁
決
に
よ
り
所

有
権
収
得
の
効
果
を
生
ず
る
な
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
共
有
物
分
割
の

場
合
の
如
し
。
例
﹇
へ
﹈
ば
甲
乙
が
一
物
を
所
有
す
る
時
は
甲
が

其
物
の
何
れ
の
部
分
に
付
て
も
権
を
有
し
又
乙
も
何
れ
の
部
分
に

も
権
を
有
す
。
故
に
甲
乙
互
に
単
独
に
有
す
る
部
分
な
し
。
此
時

に
裁
判
官
は
之
を
両
分
し
て
定
め
る
ト
キ
の
如
し
。
又
地
所
の
一

部
は
甲
乙
何
れ
に
属
す
る
か
と
云
ふ
時
に
は
其
土
地
を
甲
に
与
へ

乙
に
其
代
り
に
他
の
土
地
を
与
ふ
る
コ
ト
あ
る
如
き
な
り
。

jus in re aliena

中
に
は
種
々
あ
り
。
此
中
此
時
代
に
已
に
発

達
せ
し
はservitutes rerum

に
し
てservitutes

と
は
他
人
の

所
有
物
上
に
属
す
る
一
種
の
所
有
権
に
し
て
他
人
の
物
を
使
用
す

る
権
利
な
り
。
其
権
利
は
一
定
の
も
の
な
り
。
之
に
は
二
種
あ
り
。

1. servitutes personarum

　

2. servitutes rerum

に
し
て
第

一
は
特
段
な
る
人
に
限
り
権
利
主
体
と
な
り
。
第
二
は
或
特
段
な

る
土
地
を
所
有
す
る
人
に
限
り
て
権
利
主
体
と
な
り
得
る
な
り
。

此
に
云
ふ
処
は
第
一
に
関
係
な
く
し
て
第
二servitutes rerum

或
はservitutes praediorum

に
関
す
る
﹇
五
十
丁
裏
﹈
コ
ト

な
り
。
之
を
（a

） servitutes rusticorum

と
（b

） servitutes 

る
ト
キ
は
甲
乙
共
に
仮
り
に
訴
訟
を
起
し
法
廷
に
至
り
譲
受
人
は

自
己
の
所
有
者
な
る
コ
ト
を
述
ぶ
。
譲
渡
人
は
弁
駁
せ
ず
し
て
譲

受
人
は
本
来
所
有
主
な
り
し
コ
ト
と
定
る
な
り
。
故
に12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
の
条
文
の
如
き
訴
訟
手
続
上
の
一
規
則
よ
り
一
変

し
物
権
収
得
の
一
箇
の
方
式
と
な
り
し
な
り
。
尤
もm

ancipatio 
in jure cessio

は
何
れ
も
多
少
不
便
あ
り
。
其
手
続
簡
略
な
り

と
云
ふ
能
は
ず
。
故
に
主
と
し
てres m

ancipi

の
場
合
に
用
へ

り
、
一
般
に
用
ひ
ざ
る
な
り
。
其
他
のres nec m

ancipi

の
場
合

に
は

（
引

渡
）

traditio

に
よ
り
て
所
有
権
を
収
得
せ
し
な
り
。traditio

と
は
之
を
要
す
る
に
所
有
権
移
転
の
意
思
を
以
て
物
の
所
有
権
を

他
人
に
移
す
に
し
て
其
手
続
簡
略
な
り
。
其
他
所
有
権
収
得
の
方

法
に
一
二
あ
り
。
則
ちusucapio

に
し
て
時
効
の
制
な
り
。
当

時usucapio

の
制
度
の
必
用
な
る
コ
ト
は
例
﹇
へ
﹈
ば
友
人
間

又
は
親
族
間
に
於
て
所
有
権
を
譲
渡
さ
ん
と
す
る
ト
キ
は
友
人
な

り
又
親
族
な
る
故
に
相
手
方
に
信
用
を
置
きm

ancipatio, in 
jure cessio

を
行
は
ず
し
て
之
を
行
ふ
な
り
。
併
し
場
合
に
よ
れ

ば
什
日
に
至
り
て
争
な
き
に
も
あ
ら
ず
。
則
ちm

ancipatio

又

はin jure cessio

の
式
を
挙
げ
ず
し
て
一
方
よ
り
他
方
に
渡
せ

ば
例
へ
親
族
間
と
雖
ド
モ
尚
所
有
権
譲
渡
の
効
果
を
﹇
五
十
丁

表
﹈
生
ぜ
ず
。
故
に
前
の
引
渡
渡
人
に
尚
己
の
も
の
な
り
と
主
張

（
一
一
九
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
五
七

の
道
路
を
通
行
す
る
と
同
様
の
コ
ト
を
な
し
得
る
と
其
他
尚

servitus aquaeductus

﹇
引
水
役
権
﹈
あ
り
。
之
は
他
人
の
地

所
を
通
し
て
水
を
導
く
権
な
り
（
之
も
物
権
な
り
）。
其
他

servitus aquae hauriendae

﹇
汲
水
役
権
﹈
な
る
も
の
あ
り
。

之
は
他
人
の
土
地
に
於
て
水
を
汲
む
の
権
な
り
。
此
他
尚
ロ
ー
マ

に
於
て
種
々
のservitutes praediorum

﹇
地
役
権
﹈
あ
り
。
例

﹇
へ
﹈
ば
他
人
の
土
地
に
て
砂
を
取
り
又
は
他
人
の
土
地
に
て
畜

類
に
水
を
呑
す
権
等
あ
り
。
之
等
のservitus

は
多
く
は
田
舎
に

あ
り
且
つ
農
業
時
な
れ
ば
之
等
は
必
要
な
り
し
。
之
を
制
定
せ
し

方
法
は
ロ
ー
マ
に
て
一
定
しm

ancipatio

及
びin jure cessio

に
よ
り
て
設
定
せ
り
。in jure cessio

に
於
て
設
定
す
る
場
合

も
当
事
者
が
仮
に
訴
訟
を
起
す
な
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
甲
の
土
地
の

所
有
主
が
乙
の
土
地
の
所
有
主
に
対
しactus

﹇
通
行
権
﹈
の
訴

訟
を
起
す
。
乙
は
之
を
黙
す
。
此
に
於
て
甲
はactus

を
有
す
る

に
至
る
。m

ancipatio

の
場
合
に
てm

ancipatio

に
よ
り
て

servitus

を
設
定
す
る
に
は
一
定
の
式
語
を
述
べ
て
以
て
、
之
を

設
定
す
る
な
り
。

servitutes praediorum
 urbanorum

はJustinian Inst.

に

説
明
す
る
。P

raediorum
 urbanorum

 sunt servitutes quae

﹇
五
十
一
丁
裏
﹈aedifi ciis inhaerent

﹇「
建
物
役
権
は
建
物
に

urbanorum

と
の
二
種
に
分
つ
。
ａ
は
田
舎
に
し
て
ｂ
は
市
府
と

訳
す
。
而
シ
テ
ａ
は
多
く
は
田
舎
に
あ
るservitutes

に
し
て
ｂ

は
市
府
に
多
し
。
故
に
此
名
あ
る
な
り
。
ａ
、
ｂ
の
中
に
又
種
々

の
物
含
ま
る
。
例
﹇
へ
﹈
ば
ａ
の
中
に
はservitus itineris 

（or 
iter

）
あ
り
て
訳
し
て
通
行
権
と
す
。
詳
言
せ
ば
他
人
の
地
所
を

歩
行
し
又
は
騎
行
す
る
権
利
な
り
。
此
の
権
利
は
物
権
な
り
。
之

を
若
し
人
権
と
せ
ば
其
土
地
の
所
有
主
変
じ
た
る
時
に
は
従
来
其

土
地
を
通
行
せ
し
人
に
対
し
て
大
に
不
便
な
り
。
何
と
な
れ
ば
新

所
有
主
は
其
通
行
を
拒
絶
し
た
る
時
に
は
大
に
困
る
コ
ト
あ
り
。

故
に
其
物
権
と
す
る
の
必
要
あ
る
な
り
。
此
他servitus actus 

（or actus

）
な
る
も
の
あ
り
。
之
も
通
行
権
な
れ
ド
モ
詳
く
言

へ
ばiter

と
異
な
り
駄
獣
若
く
は
車
を
牽ひ

く
の
権
な
り
。
故
に

actus

はiter

を
含
む
な
り
。
此
他
に
尚servitus viae 

（via

）

な
る
も
の
あ
り
。
之
も
（viae

は
道
と
訳
す
。）
通
行
権
な
れ
ド

モ
詳
く
言
へ
ば
道
路
権
と
云
へ
ば
可
な
り
。
元
よ
り
之
とactus

と
の
区
別
判
然
せ
ず
、
学
者
間
に
も
古
よ
り
議
論
あ
る
処
な
り
。

之
等
の
事
柄
に
付
て
はE

lvers

﹇, R
udolf, 1825-？

﹈ （
独
人
）

のD
ie röm

ische S
ervitutenlehre

﹇1854

﹈
に
詳
述
す
る
処
あ

り
。
此
説
に
よ
れ
ばactus

の
﹇
五
十
一
丁
表
﹈
只
特
段
な
る
事

柄
に
対
し
て
の
み
権
利
主
体
た
り
。viae

の
場
合
に
は
恰
も
公
共

（
一
一
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
五
八

8. servitus ne prospectus offi  ciatur

は
眺
望
を
害
せ
し
め
ざ

る
の
権
な
り
。
此
他
種
々
の
も
の
あ
り
。

﹇
五
十
二
丁
表
﹈

ロ
ー
マ
に
於
て
はservitutes p. u.

を
設
定
す
る
方
法
に
至

り
て
はs. p. rusticorum

の
場
合
よ
り
少
し
。
之
を
設
定
す
る

方
法
にm

ancipatio

とin jure cessio

と
あ
り
。s.p.u.

の
場

合
に
はin jure cessio

の
み
あ
る
な
り
。
此
の
設
定
の
方
法
の

異
な
る
所
以
はs. p. rusticorum

を
貴
び
し
故
に
其
設
定
の
方

法
二
つ
あ
り
し
な
り
と
云
ふ
説
あ
り
。

in jure cessio

に
よ
りservitus

を
設
定
せ
し
コ
ト
易
し
。

m
ancipatio

に
よ
り
設
定
す
る
コ
ト
解
し
難
し
。
而
し
て
例

﹇
へ
﹈
ば
一
の
土
地
あ
り
て
第
一
号
第
二
号
を
初
め
は
甲
一
人
に

て
有
せ
し
も
第
二
号
を
乙
に
売
れ
り
と
す
。
此
場
合
に
は
甲
の
感

ず
る
処
は
第
二
号
を
通
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
コ
ト
な
り
。
第
二
号

地
を
乙
に
譲
る
時m

ancipatio

に
よ
り
て
売
る
コ
ト
通
常
の
式

あ
り
。
此
時
に
甲
が
乙
に
第
二
号
地
を
売
る
も
通
行
権
を
得
ん
と

す
る
に
はm

ancipatio

の
式
を
挙
ぐ
。
此
ト
キ
或
一
定
の
式
語

を
挙
げ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
則
ちiter

は
甲
に
属
す
と
の
式
語
を

挙
ぐ
。
然
る
ト
キ
は
甲
はiter

を
得
る
コ
ト
と
な
る
な
り
。

附
着
す
る
も
の
を
謂
ふ
」
矢
田
一
男
訳
を
参
照
﹈（Justinian 

C
ode

の
書
き
た
る
コ
ト
な
り
）
の
如
く
建
物
に
付
て
の
或
種

﹇
の
﹈
権
な
り
。
而
シ
テ

servitutes praediorum

中

servitutes praediorum
 urbanorum

も
多
少
発
達
せ
り
。

servitutes praediorum
 urbanorum

中
種
々
の
も
の
あ
り
。
悉

く
当
時
行
は
れ
し
と
は
云
ふ
能
は
ず
。
此
種
類
のservitutes

の

例
を
挙
ぐ
れ
ば
、1. servitus protegendi

﹇
張
出
役
権
﹈
は
建

物
の
或
物
を
隣
地
の
空
中
に
差
出
す
権
な
り
。2. servitus tigni 

im
m
ittendi

﹇
梁
木
差
込
役
権
﹈
は
建
物
の
木
材
を
他
人
の
建
物

に
嵌
込
む
の
権
な
り
。3. servitus oneris fererdi

﹇
支
柱
負

担
引
受
役
権
﹈
は
2
の
も
の
と
能
く
類
似
す
る
も
の
に
し
て
吾
建

物
を
支
柱
せ
し
む
る
の
権
（
隣
家
の
建
物
を
し
て
）
な
り
。4.

jus 
少

量
の

雨
滴

stillicidi  
或

は

vel  
多

量
の

雨
滴

fl um
inis  

受
け

る
［

こ
と

の
］

recipiendi

は
市
府
の
人
家
相
密
の

処
す
必
要
あ
る
な
り
。5. servitus 

煙

fum
i  im

m
ittendi

は
隣
地

へ
多
分
の
煙
を
排
出
す
る
の
権
な
り
。
此
他
種
々
の
も
の
あ
り
。

例
﹇
へ
﹈
ば
隣
地
に
肥
料
を
作
る
の
権
等
あ
り
。
又
ロ
ー
マ
ン

ブ
ッ
ク
に
多
く
出
づ
る
。6. servitus altius non tollendi

﹇
承

役
地
に
さ
ら
に
高
く
建
築
さ
せ
な
い
役
権
﹈
は
隣
地
に
於
て
高
き

建
物
を
作
ら
し
め
ざ
る
の
権
な
り
。7. servitus ne lum

inibus 
offi  ciatur

は
建
物
を
建
て
光
線
を
妨
げ
し
め
ざ
る
の
権
な
り
。

（
一
一
九
六
）
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三
五
九

有
せ
ざ
る
も
ロ
ー
マ
と
取
引
を
許
さ
れ
た
る
も
の
は
之
を
許
さ
る
。

加
之
不
便
少
し
。
而
し
て
以
上
の
二
者
は
並
び
行
は
れ
た
れ
ド
モ

漸
々
世
の
進
む
に
従
ひ

sponsio

は
圧
倒
せ
ら
れ
漸
々

stipulatio

に
化
せ
ら
る
。
其
他expensilatio

あ
り
て
前
述
せ
り
。

此
等
は
契
約
の
重
も
な
る
も
此
他
に
保
証
あ
り
て
担
保
と
せ
り
。

併
し
保
証
す
る
に
は
種
々
の
仕
方
あ
り
一
種
な
ら
ず
。
故
に
場
合

﹇
五
十
三
丁
表
﹈
に
よ
れ
ばsponsio

に
あ
り
て
之
を
な
す
コ
ト

あ
り
。
又fi deprom

issio

に
よ
り
て
な
す
コ
ト
あ
り
。
而
し
て

fi deprom
issio

は
其
有
様
はsponsio

と
類
似
し
問
答
時
に
合
意

を
表
は
す
も
の
に
し
て
其
言
葉
は
少
し
く
異
な
る
の
み
。
加
之

sponsio

は
ロ
ー
マ
市
民
の
資
格
を
有
す
る
も
の
の
み
﹇
に
﹈
限

り
之
を
得
る
も
、fi deprom

issio

は
ロ
ー
マ
市
民
以
外
の
も
の

も
之
を
な
し
得
る
。
早
く
云
へ
ば
二
者
は
儀
式
に
用
ゆ
る
語
と
之

に
用
ゆ
る
人
の
資
格
異
な
る
の
み
。
然
る
に
保
証
な
る
コ
ト
は
保

証
人
に
取
り
て
其
責
任
重
く
保
証
人
は
債
主
に
対
し
恰
も
本
人
同

様
の
地
位
に
立
つ
も
の
な
り
。
故
に
保
証
人
が
数
人
あ
る
時
其
中

の
一
人
が
全
部
の
義
務
を
尽
す
コ
ト
あ
る
も
其
弁
済
せ
し
保
証
人

は
本
人
に
対
し
又
他
の
保
証
人
に
償
を
求
む
る
コ
ト
能
は
ず
。
自

分
一
人
に
て
弁
済
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
此
事
も
時
を
経
る

に
従
ひ
改
ま
れ
り
。
例
へ
ばlex A

puleia

法
律
の
如
き
な
り
。

此

H
unc  

土
地

を

fundum
 

地
名

な
る

C
ornerianum

 ex jure 
R
om

an law
に

よ
り

て

Q
uiritum

 
吾

の
物

m
eum

 ［
で

あ
る

］
と

esse
 

主
張

す
る

ajo
, 

買
手

か
此

語
を

deducta  
云

ふ
（

一
定

の
　

式
語

）

servitate
 itineris, 

﹇
五
十
二
丁
裏
﹈

夫
れ

か

isque  
吾

に

m
ihi  

売
ら

れ
て

em
ptus  

あ
る

esto  
此

の

hoc  
銅

aere  
及

び
銅

の

aeneaque  
衡

［
に

よ
っ

て
］

libra
 m

ancipatio

に
よ
り
てservitus

を

設
定
す
る
場
合
は
上
述
の
如
し
。

債
権
法

│
当
時
ロ
ー
マ
人
は
農
業
を
以
て
主
た
る
生
業
た
る

に
係
ら
ず
、
イ
タ
リ
ー
半
島
征
服
后
商
業
盛
と
な
り
契
約
及
び
債

権
債
務
の
関
係
を
生
ず
る
事
件
増
せ
り
。
先
づ
契
約
に
て
は
当
時

契
約
方
法
に
はnexum

, sponsio

あ
り
。
之
等
の
コ
ト
は
前
に

述
べ
た
りsponsio

は
其
応
用
の
範
囲
限
ら
れ
只
ロ
ー
マ
市
民
の

資
格
を
有
す
る
も
の
の
み
に
之
を
許
さ
る
。
他
の
人
民
は
之
に
よ

り
契
約
を
な
す
コ
ト
を
得
ざ
り
し
。
加
之
な
ら
ず
、sponsio

を

な
す
時
に
は
条
件
を
作
る
コ
ト
困
難
な
り
し
。
故
に
単
に
其
儀
式

の
便
な
る
の
み
な
ら
ず
他
に
大
に
不
便
な
り
し
。stipulatio

に

あ
り
て
は
其
応
用
の
範
囲
稍
広
く
し
て
、
ロ
ー
マ
市
民
の
資
格
を

（
一
一
九
七
）
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三
六
〇

り
生
ず
る
場
合
は
例
﹇
へ
﹈
ばfurtum

 nec m
anifestum

﹇
現

行
盗
﹈
の
場
合
の
如
し
。
其
他
他
人
よ
り
預
り
た
る
物
品
を
預
け

主
は
預
り
主
に
対
し
て
使
用
す
る
時
は
其
物
品
の
価
の
二
倍
の
償

金
を
要
求
す
。
其
他lex A

quilia

﹇
な
る
﹈
法
律
に
よ
る
時
は

若
し
人
が
他
人
の
奴
隷
又
は
家
畜
等
を
殺
し
た
る
時
は
其
殺
し
た

る
時
よ
り
起
算
せ
し
を
全
一
箇
年
中
に
尤
も
高
価
に
当
る
償
金
を

払
ふ
義
務
﹇
五
十
四
丁
表
﹈
あ
り
。
又
同
法
律
に
よ
れ
ば
若
し
人

が
前
述
の
他
の
物
を
縣
損
す
れ
ば
其
時
よ
り
起
算
し
て
前
一
箇
年

間
の
最
高
に
当
る
償
金
を
出
す
コ
ト
と
な
れ
ば
前
述
はobligatio 

ex contracto

﹇
契
約
に
基
づ
く
債
務
﹈
及ex delicto

﹇
不
法
行

に
基
づ
く
債
務
﹈
の
場
合
な
り
。

以
上
の
他
本
人
に
不
法
の
所
為
な
く
も
奴
隷
又
家
族
が
他
人
に

対
し
不
法
の
所
為
あ
り
し
時
は
其
主
人
又
家
長
は
債
務
を
負
ふ
コ

ト
あ
り
。
則
ち
家
族
が
損
害
を
他
人
に
与
ふ
る
時
は
主
人
及
び
家

長
が
奴
隷
又
家
族
を
被
害
者
に
渡
す
か
又
は
相
当
の
償
金
を
出
す

べ
き
な
り
。
之
はobligatio quasi ex delicto

の
場
合
に
属
す

る
も
の
な
り
。

債
権
債
務
を
消
滅
す
る
場
合
は
此
関
係
は
元
よ
りsolutio

﹇
弁

済
﹈
に
よ
り
て
消
滅
す
る
コ
ト
無
論
な
り
。solutio

を
弁
済
と

訳
す
。
此
意
味
は
負
債
者
が
其
負
担
す
る
コ
ト
を
履
行
し
て
之
を

此
の
法
律
時
代
は
判
然
せ
ず
。
或
る
人
は390 B

.C
.

な
り
と
。

或
人
は230 B

.C
.

な
り
と
。
或
人
は220 B

.C
.

な
り
と
云
ふ
あ
り
。

併
し
此
法
律
に
よ
れ
ば
全
部
を
弁
済
せ
し
保
証
人
は
他
の
保
証
人

は
他
の
保
証
人
に
対
し
相
当
の
償
を
求
む
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
又

lex F
uria

﹇
な
る
﹈
法
律
（339 B

.C
.

と
云
ふ
説
あ
り
。
併
し

判
然
せ
ず
。）
に
よ
れ
ば
、
保
証
人
数
人
あ
る
時
は
其
人
数
に
割

当
て
各
弁
済
す
べ
き
義
務
﹇
五
十
三
丁
裏
﹈
あ
る
な
り
。
又lex 

P
ublica

﹇
な
る
﹈
法
律
（
或
人
は399 B

.C
.

。
或
人
は383 

B
.C

.

な
り
と
云
ふ
あ
り
。）
に
よ
れ
ば
保
証
人
弁
済
す
る
時
に
負

債
者
本
人
に
対
し
償
を
求
む
る
コ
ト
を
得
る
な
り
。
或
学
者
は
時

代
を
知
る
に
由
な
け
れ
ば
之
を
研
究
す
る
無
益
な
り
。
併
し
此
時

代
に
は
保
証
人
の
義
務
稍
や
軽
く
な
れ
り
。
其
他
債
権
債
務
の
関

係
は
犯
罪
則
ち
不
正
の
所
為
（delictum

）
よ
り
生
ず
る
コ
ト
あ

り
。
之
等
の
不
法
の
所
為
を
大
別
す
れ
ば
人
身
に
対
す
る
不
法
の

行
為
あ
り
。
之
よ
り
債
権
債
務
の
関
係
を
生
ず
る
場
合
は
人
に
瘡

傷
を
加
へ
た
る
時m

em
brum

 ruptum

﹇
肢
破
壊
﹈
の
外
其
瘡
傷

の
度
に
従
ひ
或
は300 as

又
は25 as

等
の
償
金
を
加
害
者
が
被

害
者
に
出
す
な
り
。
此
時
は
加
害
者
は
被
害
者
に
対
し
て
債
権
を

有
す
。m

em
brum

と
は
耳
目
等
の
如
く
身
体
中
の
或
特
別
の
作

用
を
な
す
も
の
を
云
ふ
な
り
。
又
財
産
に
対
す
る
不
法
の
所
為
よ

（
一
一
九
八
）
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三
六
一

も
の
と
し
﹇
て
﹈
免
除
せ
ら
る
る
な
り
。

又
時
と
し
て
はobligatio

は
債
権
者
の
意
思
な
く
し
て
消
滅

す
る
コ
ト
あ
り
。
一
例
を
示
せ
ばcapitis dem

inutio

の
如
し
。

之
に
付
て
はG

aius

の
著
書I, 159

に
詳
し
。

E
st autem

（
併
し
な
が
ら
）

　

capitis dem
im

utio prioris

（
従
前
の
）

　

status

（
身
分
の
）perm

utatio

（
変
更
）

　

eaque

（
夫
が
）tribus

（
三
の
）

　

m
odis

（
仕
方
に
於
て
）accidit

（
表
は
る
）

status

は
人
の
有
す
る
自
由
の
身
分
則
ちlibertas, civitas, 

fam
ilia

を
﹇
五
十
五
丁
表
﹈（
市
民
の
身
分
、
親
族
の
関
係
）
を

含
む
。
故
に
之
を
変
ず
れ
ばcapitis dem

inutio

あ
り
。
之
に
三

種
あ
り
。1. capitis dem

inutio m
axim

a　

2. capitis dem
inutio 

m
edia　

3. capitis dem
inutio m

inim
a

な
り
。
元
よ
りcapitis 

dem
inutio

に
よ
り
生
ず
る
効
果
一
様
な
ら
ず
。
之
れ
あ
る
時
は

場
合
に
は
之
を
受
け
た
る
債
務
者
の
債
務
消
滅
す
る
コ
ト
あ
り
。

則
ち
之
あ
る
時
は
債
権
者
は
意
思
な
く
し
て
債
権
を
失
ふ
。
例

﹇
へ
﹈
ばliberatio

を
失
ふ
時
の
如
し
。

親
族
法
に
付
て
は
此
時
代
と
雖
ド
モ
広
狭
の
意
味
の
二
親
族
あ

り
。
一
家
に
於
て
家
長
はpatria potestas

﹇
家
長
権
﹈
を
有
し

解
く
を
云
ふ
。
併
し
ロ
ー
マ
に
て
消
滅
す
る
方
法
は
種
々
あ
り
。

例
ば
債
権
者
に
於
て
債
務
を
免
除
す
る
場
合
な
り
。
之
れ
は
債
権

者
の
意
思
に
基
き
消
滅
す
る
な
り
。
此
免
除
に
種
﹇
々
﹈
軽
々
の

方
法
あ
り
。
例
へ
ばnexi liberatio

の
如
し
。
元
来nexum

に

よ
り
て
借
り
た
る
金
を
戻
す
時
は
初
め
て
金
を
借
り
た
る
時
に
な

し
た
る
式
と
同
じ
くnexum

の
式
を
挙
ぐ
る
な
り
。
併
し

m
ancipatio

は
初
は
真
実
の
売
買
な
り
し
も
后
に
はim

aginal

﹇
仮
装
の
﹈
の
売
買
と
な
り
し
如
く
。
之
も
﹇
五
十
四
丁
裏
﹈
鋳

造
の
貨
幣
生
じ
て
よ
り
以
后
は
返
却
す
る
処
の
金
の
全
部
を
必
ず

し
も
債
権
者
に
衡
に
か
け
戻
す
コ
ト
な
し
。
只
仮
に
価
あ
る
金
を

衡
に
掛
け
式
を
挙
げ
実
際
に
返
す
べ
き
金
は
他
の
処
に
て
返
す
コ

ト
と
な
れ
り
。
同
時
にnexum

に
よ
り
て
借
り
た
る
金
の
支
払

を
免
除
す
る
場
合
は
仮
り
に
金
を
請
取
り
し
徴
に
借
り
た
る
時
行

ひ
た
る
式
を
な
す
。
因
てnexi liberatio

を
行
ふ
な
り
。
其
他

acceptilatio

な
る
も
の
あ
り
。
之
も
免
除
の
一
手
段
な
り
。
此

中
に
も
種
類
あ
れ
ド
モ
之
を
省
き
一
例
を
示
せ
ば
則
ち
口
答
契
約

又
はstipulatio

に
よ
り
負
ふ
た
る
債
務
を
免
除
す
る
ト
キ
は
其

返
金
を
請
取
り
し
コ
ト
を
表
す
に
は
問
答
的
に
な
す
な
り
。
例

﹇
へ
﹈
ばhabes acceptum

?

と
債
権
者
に
対
し
て
問
ふ
な
り
。

之
に
答
へ
てhabeo

と
云
ふ
。
実
際
請
取
ら
ざ
る
も
返
金
あ
り
し

（
一
一
九
九
）
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三
六
二

尤
も
急
な
る
も
の
な
り
。
故
に
単
にtestam

entum

あ
る
の
み
に

し
て
年
に
二
回
の
み
に
し
て
兵
士
の
如
き
は
大
に
不
便
を
感
ず
。

故
に
一
種
のtestam

entun in procinctu

起
る
。
併
し
以
上
の

二
方
法
は
多
少
の
不
便
あ
り
。
則
ち
前
者
は
只
年
に
二
回
よ
り
余

計
に
な
し
得
ず
。
後
者
は
出
征
の
時
に
限
る
。
故
に
遺
言
の
方
式

不
足
な
り
。
従
て
他
の
遺
言
の
方
法
生
ず
。
則
ちtestam

entum
 

per aes et libram

な
り
。
則
ち
金
と
衡
に
よ
る
な
り
。nexum

も

m
ancipatio

も

per aes et libram

な
り
。
故
に
之
の

m
ancipatio

を
利
用
せ
し
も
の
な
り
。﹇
五
十
六
丁
表
﹈
而
し
て

之
れ
は
初
と
は
后
に
至
り
異
な
れ
り
。
本
来
之
に
よ
り
て
遺
産
を

他
人
に
譲
ら
ん
と
す
る
ト
キ
はm

ancipatio

に
よ
り
家
財
を
第

三
者
に
譲
り
、m

ancipatio

を
な
す
時
に
己
の
死
亡
し
た
る
時
に

其
家
財
を
或
特
段
な
る
人
に
与
へ
よ
と
述
ぶ
る
な
り
。
此
の
如
き

場
合
に
第
三
者
と
し
て
用
ひ
し
人
をfam

iliae em
ptor

（
家
財

買
手
）
と
云
ふ
。
此
の
第
三
の
式
を
挙
ぐ
る
初
め
に
第
三
者
に
家

財
を
譲
る
。
第
三
者
は
法
律
上
一
時
所
有
者
と
な
る
な
り
。
此
場

合
に
は
后
に
はm

ancipatio

を
な
す
時
にfam

iliae em
ptor

を

用
ふ
る
も
己
の
死
后
或
特
段
な
る
人
に
与
へ
よ
と
云
ふ
言
葉
を
物

に
記
載
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
此
の
如
き
書
類
をtabulae 

testam
enti

（
遺
言
書
）
と
云
ふ
。
併
し
此
場
合
も
尚
其
家
財
の

配
下
に
あ
る
も
の
は
権
な
く
夫
は
妻
に
対
しm

anus

を
有
す
。

而
し
てm

anus

を
得
る
に
はconfarreatio, coem

tio

及
び

usus
の
三
方
法
の
結
婚
法
を
す
べ
き
な
り
。
単
に
同
棲
す
る
の

み
に
てm

anus
を
得
ず
。

相
続
法
は
此
時
代
に
相
続
の
方
法
に
無
遺
言
と
遺
言
相
続
と
あ

り
。
人
が
場
合
に
よ
れ
ば
遺
言
に
よ
り
家
財
を
他
人
に
譲
る
。
併

し
遺
言
の
如
き
は
当
時
其
式
を
丁
寧
に
し
一
定
の
式
を
経
ざ
れ
ば

遺
言
す
る
能
は
ず
。
而
し
て
其
式
の
如
き
は
当
時
種
々
の
式
の
も

の
あ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば

testam
entum

 in calatis com
itis 

factum

﹇
招
集
さ
れ
た
民
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
遺
言
﹈

﹇
五
十
五
丁
裏
﹈
の
如
し
。
則
ちcom
itia calata

に
て
な
す
遺

言
な
り
。
此
の
方
法
の
如
き
は
遺
言
の
方
式
中
尤
も
古
し
。
而
し

て
此
式
に
よ
る
時
はpontifi ces

の
如
き
も
之
に
関
係
す
。
但
し

此
の
方
式
に
よ
る
時
は
其
時
は
大
に
限
ら
れ
一
年
に
二
回
な
し
得

る
の
み
。
元
よ
り
二
回com

itia calata

に
於
て
な
す
コ
ト
を
得

る
。
其
時
期
に
付
て
はM

om
m
sen

の
述
ぶ
る
あ
り
。
事
実
に
付

て
は
判
然
せ
ず
、
且
つ
手
続
も
知
る
に
由
な
し
。
其
他

testam
entum

 in procinctu

﹇
出
征
時
遺
言
﹈
あ
り
。
之
は
出

征
せ
ん
と
す
る
軍
隊
の
前
に
な
す
遺
言
な
り
。
抑
も
遺
言
の
如
き

は
自
分
に
疑
を
抱
く
時
に
之
を
な
す
。
故
に
出
陣
の
時
之
を
な
す
。

（
一
二
〇
〇
）
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三
六
三

C
arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
第
三
世
紀B

.C
.

に
於
て
は
非
常
に
盛

に
し
て
地
中
海
近
傍
に
て
は
其
勢
大
に
振
へ
り
。
単
にA

frica

地
方
の
み
な
ら
ず
其
地
中
海
近
傍
に
て
は
多
く
の
領
地
を
有
し

S
icily, S

aradinia, C
orsica, S

pain

等
を
一
時
領
地
と
な
れ
り
。

然
る
に
ロ
ー
マ
が
一
時
内
部
の
統
一
十
分
な
ら
ざ
る
為
め
外
国
を

征
す
る
能
は
ざ
り
し
も
漸
次Italy

半
島
を
征
し
、611 B

.C
.

頃

よ
り
漸
々
手
を
海
外
に
出
しC

arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
と
戈
を

交
へ
る
に
至
れ
り
。
其
初
は
ロ
ー
マ
の
如
き
従
来
海
戦
な
か
り
し

を
以
て
軍
艦
に
同
し
。﹇
五
十
七
丁
表
﹈
然
れ
ド
モ
軍
事
に
長
ぜ

し
を
以
てC

arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
を
征
し241 B

.C
.

よ
り

S
icly, S

ardinia, C
orsica

等
の
領
せ
し
国
々
を
征
し146 B

.C
. 

C
arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
も
征
せ
ら
る
。
此
の
如
く
海
外
諸
国
を

征
し
其
征
服
地
方
に
多
くprovincia

﹇
属
州
﹈
を
置
け
り
。
其

后
多
く
の
国
を
征
す
る
に
従
ひ
此
制
に
倣
へ
りprovincia

﹇
属

州
﹈
は
一
種
の
制
度
な
り
。
后
に
詳
述
す
べ
し
。
此
制
度
生
じ

ロ
ー
マ
の
開
化
広
ま
り
ロ
ー
マ
法
制
も
以
外
に
及
べ
り
。

第
二
款　

praetor peregrinus
（praetor peregrinus

）R
om

a

人
はItaly

を
征
せ
し
后
其
商

業
も
盛
ん
と
な
る
に
至
れ
り
。
然
る
にP

unic W
ars

﹇
ポ
エ
ニ
戦

争
﹈
前
は
主
た
る
生
業
は
農
業
な
り
し
も
此
戦
争
后
は
殆
ん
ど
商

所
有
者
に
一
時fam

iliae em
ptor

と
な
る
后
又
一
変
せ
り
。
則

ちfam
iliae em

ptor

を
用
ふ
る
も
一
旦
所
有
主
と
な
ら
し
め
ず
。

其
遺
言
書
に
記
載
す
る
人
に
遺
産
を
得
せ
し
め
、fam

iliae 
em

ptor

は
証
拠
人
の
地
位
に
立
つ
コ
ト
と
な
れ
り
。
此
く
遺
言

相
続
あ
り
し
。
併
しsui heredes

な
る
も
の
は
家
長
に
於
て
尤

も
重
ず
べ
き
も
の
な
り
。
若
し
家
長
が
無
遺
言
に
し
て
死
せ
ば
相

続
者
た
る
も
の
等
な
り
。
故
に
尤
も
重
ず
る
も
の
な
り
。
遺
言
す

る
場
合
に
もsui heredes
を
相
続
た
ら
し
め
し
コ
ト
を
欲
せ
ば

明
に
﹇
五
十
六
丁
裏
﹈
遺
言
書
に
示
す
べ
き
な
り
。
其
他
家
長
死

せ
し
と
き
相
続
人
のsui heredes
等
の
な
き
時
は
遺
財
は

agnati

中
の
近
き
も
の
よ
り
相
続
す
る
な
り
。

第
三
節　

Punic W
ars

后
の
有
様

第
一
款　

P
unic W

ars
P
unic W

ars

﹇
ポ
エ
ニ
戦
争
﹈
の
あ
り
し
后
、
ロ
ー
マ
法
制
益

変
化
し
面
目
を
改
め
り
。P

unic W
ars

﹇
ポ
エ
ニ
戦
争
﹈
は
ロ
ー

マ
とC

arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
と
の
戦
争
に
し
て
実
に
永
く
連

続
し
第
一
回
の
戦
争
は264 B

.C
.-241 B

.C
.

第
二
回
の
戦
争
は

219 B
.C

.-201 B
.C

.

第
三
回
の
戦
争
は149 B

.C
.-146 B

.C
.

な

り
。
此
く
の
如
く
永
き
な
り
。
然
る
にC

arthage

﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈

は
第
三
回
の
戦
争
に
て
ロ
ー
マ
に
全
く
征
服
せ
ら
る
。
抑
も

（
一
二
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
六
四

の
用
ひ
し
手
続
よ
り
簡
易
な
り
し
な
ら
ん
。
何
と
な
れ
ば

praetor peregrinus

の
置
か
れ
し
所
以
は
ロ
ー
マ
と
外
人
と
の

商
業
盛
な
り
。
而
し
て
商
業
の
訴
訟
は
迅
速
を
要
す
、
故
に
自
然

簡
易
な
り
し
な
り
。
又praetor peregrinus

は
新
に
設
け
し
も

の
な
れ
ば
、
歴
史
上
別
に
古
き
手
続
を
用
ひ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
云

ふ
コ
ト
な
し
。
故
に
自
然
簡
易
な
り
し
な
ら
ん
。
思
ふ
に

praetor peregrinus

の
用
ひ
し
訴
訟
手
続
はrecuperatio

に

基
き
、
更
に
簡
易
な
る
手
続
を
用
ひ
し
な
ら
ん
。
何
と
な
れ
ば

praetor peregrinus

﹇
五
十
八
丁
表
﹈
も
審
判
官
を
用
へ
り
、

其
審
判
官
をrecuperator

と
称
す
。

第
三
款　

jus gentium
praetor peregrinus

の
応
用
せ
し
法
律
を
述
べ
ん
。praetor 

peregrinus

の
応
用
せ
し
法
律
は
ロ
ー
マ
のjus civile

則
ち

civil law

（
ロ
ー
マ
固
有
の
法
律
）
を
用
ゆ
る
コ
ト
到
底
能
は
ず
。

ロ
ー
マ
市
民
内
の
訴
訟
な
れ
ば
之
を
用
ひ
得
べ
き
も
、
内
外
人
間

の
訴
訟
に
は
之
を
用
ゆ
る
能
は
ず
。
且
つ
当
時
ロ
ー
マ
人
は
内
国

を
尊
び
外
人
を
侮
る
故
にjus civile

を
応
用
せ
ざ
る
は
勿
論
な

り
。
ロ
ー
マ
本
国jus civile

を
用
ゆ
る
コ
ト
も
得
ず
。
又
外
国

の
法
律
を
用
ゆ
る
コ
ト
難
し
。
故
に
一
種
の
法
律
がpraetor 

peregrinus
の
手
を
経
て
生
ぜ
り
。
則
ちjus gentium

な
り
。

業
と
な
れ
り
。
蓋
し
此
戦
争
前
は
ロ
ー
マ
人
は
外
国
人
と
貿
易
せ

し
も
併
し
市
場
の
設
け
な
く
其
範
囲
未
だ
広
か
ら
ず
。
其
貿
易
の

範
囲
限
ら
る
。
則
ち
ロ
ー
マ
と
殊
に
条
約
を
な
し
た
る
国
は
商
業

許
さ
る
。
併
し
此
のW

ars

后
商
業
盛
と
な
り
従
て
市
場
の
広
か

ら
ん
こ
と
を
望
み
別
に
ロ
ー
マ
の
特
別
の
条
約
に
て
貿
易
を
許
す
。

外
に
て
も
ロ
ー
マ
人
と
共
に
商
業
を
営
む
に
至
れ
り
。
ロ
ー
マ
人

の
貿
易
大
に
盛
ん
と
な
れ
り
。
併
し
商
業
盛
ん
な
る
に
従
ひ
訴
訟

法
も
﹇
五
十
七
丁
裏
﹈
増
し
其
の
訴
訟
は
商
業
に
関
す
故
に
迅
速

な
る
裁
判
を
要
す
。
故
に242 B

.C
.

にpraetor peregrinus

﹇
外
人
掛
法
務
官
﹈
置
か
る
る
に
至
る
。
之
れ
よ
り
前
のpraetor

も
存
す
る
な
り
。
之
に
対
し
て
従
来
のpraetor

をpraetor 
urbanus

と
称
す
。praetor urbanus

は
ロ
ー
マ
市
民
間
の
訴
訟

を
司
り
、praetor peregrinus

は
ロ
ー
マ
人
と
外
人
と
の
間
并

に
ロ
ー
マ
に
来
住
す
る
外
国
人
の
裁
判
を
司
れ
り
。
因
て
一
時
は

ロ
ー
マ
に
て
は
二
種
のpraetor

併
立
せ
り
。
而
シ
テpraetor 

peregrinus

は
漸
々
外
国
人
に
関
す
る
訴
訟
を
司
る
に
従
ひ
其
訴

訟
手
続
及
び
応
用
す
る
法
律
は
異
な
れ
り
。praetor urbanus

もpraetor peregrinus

の
影
響
を
受
け
ロ
ー
マ
の
法
制
一
変
せ

り
。praetor peregrinus

の
用
ひ
し
訴
訟
手
続
の
細
事
は
判
然

せ
ざ
れ
ド
モ
、
ロ
ー
マ
の
普
通
の
手
続
則
ちpraetor urbanus

（
一
二
〇
二
）
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三
六
五

も
の
な
り
。
種
々
の
点
に
此
の
二
法
律
間
に
其
有
様
を
異
に
せ
り
。

jus civile

はjus strictum

に
し
てjus gentium

, jus aequum

な
り
。

jus civile

とjus gentium

と
は
異
な
れ
ド
モ
又
同
一
な
る
点

も
あ
る
な
り
。
併
し
其
異
な
る
処
多
し
。
而
し
てjus civile

は

固
陋
苛
酷
に
し
てjus gentium

は
寛
大
な
り
。
其
相
異
の
詳
細

な
る
所
はrights

の
主
体
に
付
てjus

﹇
五
十
九
丁
表
﹈gentium

もjus civile

の
如
く
同
じ
く
人
間
な
り
ト
モ
奴
隷
は
尚
権
利
主

体
た
る
コ
ト
を
許
さ
ず
し
てjus gentium

もslave system

を

是
と
す
。
之
れjus civile

に
同
じ
。
物
権
法
は
大
に
異
に
し
て

所
有
権
取
得
の
如
き
之
れ
な
り
。jus civile

は
或
種
の
も
の
則

ちres m
ancipi

の
如
き
は
所
有
権
取
得
す
る
も
丁
重
の
手
続
を

要
す
。
則
ちm

ancipatio, in jure cessio, usucapio

等
に
あ
ら

ざ
れ
ば
取
得
す
る
能
は
ず
。jus gentium

は
取
得
す
る
手
段
簡

便
な
り
。
何
者
に
て
も
相
当
な
る
理
由
に
よ
り
てtraditio

を
な

す
時
は
所
有
権
取
得
す
る
を
得
る
。
例
ば
契
約
の
如
き
相
当
の
理

由
に
よ
り
てtraditio

を
な
せ
ば
所
有
権
を
得
る
。
債
権
法
も
大

に
異
る
。jus civile

に
て
は
契
約
は
式
に
重
を
置
き
、
意
思
は

儀
式
に
□
□
れ
た
る
有
様
な
り
。
合
意
十
分
な
る
も
式
を
欠
け
ば

成
立
せ
ず
。jus gentium

は
方
式
簡
便
且
つ
合
意
に
重
を
置
く
。

此
起
源
の
説
に
付
て
は
諸
学
者
間
に
議
論
紛
々
た
り
。
其
初
め
は

立
法
手
続
を
経
て
定
め
し
も
の
に
あ
ら
ざ
る
如
く
見
ゆ
。
或
学
者

は
本
は
内
外
人
の
交
際
上
事
実
と
し
て
行
は
れ
し
慣
習
に
発
せ
し

も
の
な
り
と
、
其
慣
習
の
如
き
は
内
外
人
の
意
思
相
合
し
て
生
ぜ

し
も
の
な
り
。
故
に
其
慣
習
は
初
は
勢
力
な
き
も
時
を
経
る
に
従

ひ
自
然
重
き
を
置
き
遂
に
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
一
種
規
則
と
見
做
す

に
至
る
。
而
し
て
之
れ
は
内
外
人
の
交
際
よ
り
生
ぜ
し
も
の
な
れ

ば
、
ロ
ー
マ
特
有
の
も
の
と
云
ふ
能
﹇
五
十
八
丁
裏
﹈
は
ざ
る
も

ロ
ー
マ
慣
習
と
云
ふ
も
差
異
な
し
。
而
シ
テ

praetor 
peregrinus

は
之
に
よ
り
て
裁
判
す
。
之
よ
りjus gentium

生

ぜ
し
な
り
。
元
よ
りpraetor peregrinus
の
裁
判
に
当
り
て
慣

習
な
き
場
合
あ
り
し
な
ら
ん
。
然
る
時
は
之
を
標
準
と
し
て
取
り

し
な
ら
ん
。
併
し
之
もjus gentium

中
に
含
包
せ
ら
る
。
其
の

本
源
は
内
外
人
の
慣
習
な
り
し
な
ら
ん
。
而
シ
テpraetor 

peregrinus

の
用
ひ
し
訴
訟
手
続
にpraetor urbanus
の
手
続

よ
り
簡
易
な
り
し
如
くjus gentium

もjus civile

に
比
す
れ
ば

大
に
寛
大
な
り
。
抑
もjus civile

は
ロ
ー
マ
の
古
よ
り
始
源
せ

し
を
以
て
ロ
ー
マ
の
複
雑
な
ら
ざ
る
時
に
生
ぜ
し
を
以
て
疎
漏
な

る
も
の
あ
り
又
厳
酷
な
る
も
の
な
り
。
然
る
にjus gentium

は

内
外
人
間
に
生
ぜ
し
を
以
てjus civile

に
比
し
大
に
寛
大
な
る

（
一
二
〇
三
）
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三
六
六

手
続
は
甚
だ
簡
便
に
し
てrecuperatio

に
基
き
作
り
し
も
の
な

り
し
な
ら
ん
。praetor peregrinus

の
用
ゆ
る
訴
訟
手
続
中
大

に
異
な
る
も
の
は
所
謂form

ula

（
一
にactio

ト
モ
云
ふ
）
な
り
。

form
ula

と
は
﹇
六
十
丁
表
﹈praetor

が
審
判
官
に
授
け
る
指

図
書
な
り
。
則
ち
審
判
の
仕
方
を
示
せ
る
書
き
物
な
り
。
指
図
書

き
は
訴
訟
の
性
質
に
よ
り
て
其
書
き
方
異
な
れ
り
。
例
は

な
ら

ば

S
i  

見
ゆ

る

paret  
が

G
aium

 
に

対
シ

テ

T
itio  

十
円

を

decem
 

与
へ

dare  
ね

ば
な

ら
ぬ

oportere , 
G
aium

 T
itio 

に
付

て

decem
 condem

na, si non paret 
許

せ

absolve.  

之
れ
はG

aius IV
§
43

に
あ
り
。
此
例
はactio in personam

の
場
合
の
指
図
書
き
な
り
。
此
時
はT

itius

がG
aius

に
対
し

て
十
円
を
支
払
ふ
コ
ト
を
命
じ
た
る
も
の
な
り
。
種
々
の
部
分
が

此
指
図
書
中
に
あ
り
。
此
の
指
図
書
中dem

onstratio

の
部
分
、

intentio

の
段
落
又condem

natio

の
段
落
あ
り
。
或
又
場
合
に

よ
り
て
はexceptio

な
る
も
の
挿
入
せ
ら
る
る
コ
ト
あ
り
。
加

之intentio

の
如
き
其
訴
訟
の
性
質
に
よ
り
て
書
き
方
種
々
異
な

る
な
り
。
今
示
せ
し
例
に
て
はintentio

とcondem
natio

と
の

二
段
落
あ
る
な
り
。

G
aius

がT
itius

に
対
し
て
十
円
の
債
務
あ
る
か
否
や
を
調
査

し
、
若
し
其
れ
大
け
り
債
務
あ
る
な
ら
は
払
ふ
べ
し
と
命
ぜ
よ
。

若
し
然
ら
ざ
れ
ば
許
せ
と
云
ふ
コ
ト
な
り
。S

i paret

…
…

所
謂consensual contract

の
如
き
、real contract

の
如
き

は
共
にjus gentium

に
よ
り
発
達
せ
り
。
甲
に
て
はem

tio 
venditio, societas

（
売
買
、
会
社
等
）。
乙
に
て
はdepositum

, 
com

m
odatum

（
寄
託
、
使
用
貸
借
）etc.

な
り
。em

tio venditio

とsocietas

﹇
五
十
九
丁
裏
﹈
と
は
諾
容
契
約
の
特
色
と
し
て
合

意
さ
へ
あ
れ
ば
他
に
式
を
要
せ
ず
し
て
成
立
す
。depositum

, 
com

m
odatum

はreal contract

の
特
色
と
し
て
双
方
に
於
て
合

意
あ
り
て
之
に
基
き
一
方
履
行
す
れ
ば
他
に
式
を
要
せ
ず
し
て
契

約
成
立
す
。
契
約
はjus gentium
に
て
は
大
に
簡
便
な
り
し
。

此
等
のcontract

等
に
付
きS

ir H
. M

aine

﹇, H
enry Jam

es 
S
um

ner, 1822-1888

﹈
氏
のA

ncient law
を
参
考
す
べ
し
。

親
族
法
に
付
て
もjus civile

と
は
異
な
る
処
あ
り
。
其
主
な
る

はjus civile

はagnatio

の
関
係
を
認
む
る
な
り
。agnatio

の

関
係
は
法
律
の
定
め
し
関
係
に
し
て
血
脈
上
の
関
係
に
あ
ら
ず
。

cognatio

は
血
脈
上
の
親
族
の
関
係
を
云
ふ
な
り
。
故
に
相
続
法

上
又
多
少
の
相
異
を
見
る
な
り
。

第
四
款　

訴
訟
法
上
の
改
良

既
に
述
べ
し
如
く
ロ
ー
マ
に
於
て
内
外
訴
訟
事
件
の
増
加
す
る

に
従
てpraetor urbanus

の
時praetor peregrinus

の
必
要

あ
り
て
之
を
設
立
せ
り
。praetor peregrinus

の
用
ゆ
る
訴
訟

（
一
二
〇
四
）
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三
六
七

praetor peregrinus

は
指
図
書
を
用
ひ
し
も

praetor 
urbanus

は
従
前
訴
訟
手
続
は
指
図
書
き
を
用
ひ
ず
。
審
判
官
は

如
何
に
し
て
訴
訟
事
件
の
審
判
を
な
せ
し
か
は
之
れ
別
に

praetor

よ
り
教
へ
ら
れ
ず
。judex

は
当
事
者
が
法
廷
に
な
す

陳
述
、
挙
動
に
て
訴
訟
の
性
質
如
何
を
推
察
す
。
ロ
ー
マ
に
於
て

訴
訟
手
続
を
原
則
と
し
て
二
分
す
。1. in jus

手
続
と2. in 

judcio

の
手
続
と
す
。in jus

の
手
続
に
於
て
は
相
方
当
事
者
が

praetor

裁
判
官
前
に
な
す
手
続
な
り
。in judicio

の
手
続
は

judex

の
前
に
て
行
ふ
手
続
な
り
。
証
拠
を
調
べ
判
決
を
下
す
コ

ト
は
審
判
官
自
ら
之
を
為
す
。
然
る
にjudex

は
必
ず
し
も
法
律

専
門
家
に
あ
ら
ず
。
故
に
訴
訟
を
調
べ
判
決
を
下
す
に
当
り
て
説

な
し
と
云
ふ
べ
か
ら
ず
。praetor urbanus

に
於
て
行
ふ
訴
訟

手
続
は
大
に
不
便
な
り
。
故
に
ロ
ー
マ
に
て

praetor 
peregrinus

の
行
ふ
訴
訟
手
続
の
便
な
る
を
知
りpraetor 

urbanus

も
指
図
書
き
を
な
す
コ
ト
を
採
用
せ
り
。
其
影
響
大
に

シ
テ
ロ
ー
マ
法
律
も
大
に
改
良
せ
ら
れ
た
り
。

此
に
於
て204 B

.C
.

（
判
然
せ
ず
）
にlex A

ebutia

法
律
出

で
た
り
。
之
れ
に
よ
り
て
遂
にpraetor urbanus

の
処
に
於
て

も
訴
訟
手
続
上
指
図
書
を
用
ゆ
る
﹇
六
十
一
丁
裏
﹈
コ
ト
と
な
れ

り
。
而
し
て
此
の
改
革
は
一
見
し
た
る
処
に
て
は
些
細
な
る
コ
ト

oportere

は
訴
訟
の
争
点
な
り
。
一
方
は
債
権
あ
る
や
な
き
や

を
﹇
六
十
丁
裏
﹈
云
ふ
な
り
。
則
ちintentio

に
し
て
訴
訟
の
争

点
を
記
す
。condem

natio

はcondem
na

な
る
字
を
含
む
よ
り

此
名
あ
る
な
り
。praetor

が
審
判
官
にcondem

na

或
は

absolve

す
る
か
の
権
を
与
ふ
る
な
り
。form

ula in jus 
concepta, form

ula in factum
 concepta

な
る
語
が
往
﹇
々
﹈

にR
om

an law

中
に
見
ゆ
る
な
り
。
今
の
示
せ
し
例
はform

ula 
in jus concepta

に
当
る
な
り
。
何
と
な
れ
ば
争
点
を
掲
げ
其
争

は
権
利
問
題
のjus civile

に
よ
り
権
利
あ
る
や
な
き
や
の
争
な

れ
ば
な
り
。
而
し
てR

om
an law

を
研
究
す
る
に
はform

ula

は
尤
も
必
要
な
る
も
の
な
り
。
元
来form

ula
に
よ
り
て
ロ
ー
マ

法
は
非
常
に
発
達
し
た
る
も
の
な
り
。
後
世
のright in rem

, 
right in pesonam

等
は
皆form

ula

よ
り
来
れ
る
な
り
。
従
て

夫
等
に
付
て
知
ら
ん
と
欲
せ
ばform

ula

を
研
究
せ
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
又
其
等
の
区
別
等
も
明
白
に
知
る
を
得
る
な
り
。

praetor

が
ロ
ー
マ
法
を
改
良
せ
し
仕
方
はform

ula

に
よ
り

て
改
良
せ
し
コ
ト
多
し
。form

ula in factum
 concepta

の
場

合
は

praetor

が
改
良
せ
る
所
多
き
な
り
。exceptio

を

form
ula

中
に
加
へ
し
も
又
其
改
良
の
一
な
り
。
此
の
﹇
六
十
一

丁
表
﹈
事
に
付
て
はS

ohm
, R

om
an law

に
詳
し
。

（
一
二
〇
五
）
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三
六
八

第
五
款　

jus praetorium

（praetor

の
法
律
）

既
述
の
如
く366 B

.C
.

頃
にpraetor urbanus

生
じ
民
事
訴

訟
に
関
す
る
事
務
は
他
の
行
政
事
務
よ
り
独
立
せ
り
。
然
る
に

451 B
.C

.

及
び450 B

.C
.

頃
に12 tables

﹇
十
二
銅
表
﹈
生
じ

而
し
て12 tables

﹇
十
二
銅
表
﹈
は
ロ
ー
マ
人
は
困
難
し
て
作
り

し
を
以
て
之
を
重
ず
る
コ
ト
甚
し
く
之
を
変
ず
る
コ
ト
を
好
ま
ず
。

故
に
表
面
上
之
を
変
更
せ
ず
。
然
れ
ド
モ240 or 250 B

.C
.

頃

に
は

Italy

を
征
服
し
又
進
ん
て

P
unic W

ars

に
よ
り

C
arthage

を
征
す
。
此
の
如
く
他
国
を
征
服
す
る
に
従
ひ
ロ
ー

マ
社
会
の
有
様
一
変
し
已
に
社
会
の
有
様
一
変
す
れ
ば
法
律
も
亦

自
ら
修
正
を
加
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に12 tables

を
変
ず

る
コ
ト
を
好
ま
ず
。
法
律
の
改
良
は
立
法
上
の
手
続
を
経
て
之
を

行
は
ず
。praetor

を
し
て
裁
判
上
臨
機
応
変
に
之
を
行
は
し
め

社
会
の
進
歩
に
伴
は
し
む
。
因
てpraetor

が
ロ
ー
マ
法
の
欠
点

を
補
ふ
為
め
に
用
ひ
し
手
段
は
種
々
あ
り
。
之
を
一
々
陳
述
す
る

能
は
ず
。
重
な
る
も
の
を
挙
げ
ば
、praetor

がjus civile

の
中

に
て
訴
を
許
さ
ざ
れ
ド
モ
事
実
上
能
く
考
へ
れ
ば
之
を
許
ざ
れ
ば

穏
当
を
欠
く
場
合
にactio utilis,

﹇
六
十
二
丁
裏
﹈actio in 

factum
を
用
ひ
る
コ
ト
と
せ
り
。
此
二
者
の
何
れ
ト
モ
ロ
ー
マ

法
の
教
科
書
に
出
で
り
。
則
ちC

zyhlarz

﹇, K
arl R

itter von, 

の
如
く
な
れ
ド
モ
然
ら
ず
し
て
此
后praetor urbanus

は
大
に

ロ
ー
マ
法
律
を
改
良
す
る
機
会
を
得
た
り
。
蓋
しpraetor 

urbanus
とjudex

の
関
係
は
一
変
す
る
に
至
れ
り
。
如
何
な
れ

ば
従
来
ロ
ー
マ
の
訴
訟
手
続
はin jure

とin judicio

と
分
れ

judex

は
其
判
決
を
な
す
等
に
於
て
は
殆
ん
ど
独
立
せ
り
。

praetor

の
意
の
如
く
な
ら
ず
。
然
る
にpraetor

は
指
図
書
を

用
ひ
、
審
判
の
方
針
を
示
す
に
至
り
審
判
す
る
に
は
其
指
図
に
よ

る
コ
ト
と
な
り
、judex

はpraetor urbanus

の
手
足
の
如
く

な
り
。jus civile

に
よ
れ
ば
、
原
告
は
敗
訴
と
な
る
場
合
に
も

指
図
書
に
勝
訴
せ
し
め
よ
と
命
ぜ
ば
之
に
従
ふ
べ
き
な
り
。

judex

は
指
図
書
を
得
る
に
当
り
て
之
れ
命
之
に
帰
す
る
の
有
様

と
な
れ
り
。
加
之praetor urbanus

は
時
と
し
てjus civile

に
て
訴
訟
を
許
さ
ざ
る
コ
ト
あ
る
も
事
実
上
不
穏
当
と
し
訴
を
許

す
コ
ト
あ
り
。
又
場
合
に
よ
れ
ば
被
告
にexceptio
の
抗
弁
を

許
し
被
告
を
保
護
す
る
コ
ト
と
な
り
。
指
図
書
を
用
ゆ
る
コ
ト
と

な
り
て
以
来
漸
々
改
良
せ
り
。
加
之praetor

は
如
此
勢
を
得
る

に
従
ひ
法
律
を
改
良
せ
り
。
之
に
付
て
は
標
準
必
要
な
り
。
標
準

に
はjus gentium

を
用
ひ
た
り
。jus gentium

はpraetor 
peregrinus

に
発
生
﹇
六
十
二
丁
表
﹈
せ
し
も
の
な
れ
ド
モ 

urbanus

の
手
を
経
て
ロ
ー
マ
に
行
は
る
る
に
至
れ
り
。

（
一
二
〇
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
六
九

in factum
 concecpta

は
単
に
事
実
が
争
点
な
る
場
合
な
り
。
而

し
てintentio in factum

 concepta

を
有
す
る
指
図
書
がactio 

in factum

な
り
。

condem
natio

な
る
あ
り
。
之
とintentio

の
間
にexceptio

な
る
も
の
を
加
へ
た
る
あ
り
。
之
れ
等
が
指
図
書
中
主
な
る
段
落

な
り
。exceptio

は
例
外
を
指
図
書
に
付
加
へ
し
場
合
な
り
。

condem
natio

は
已
に
述
べ
た
り
。

actio in factum

の
一
例
を
示
せ
ば

recupertores sunto,

intentio
 S
i paret illum

 P
atronum

 ab illo liberto contra 
edictum

 illius praetoris in jus vocatum
 esse,

recuperatores illum
 libertum

（
奴
隷
解
放
さ
れ
た

る
人
は
） illi patrno

（
主
人
に
） sestertium

 X
 m

lia 
condem

na, si non paret absolve.  

﹇
六
十
三
丁
裏
﹈

condemnatio

praetor

の
命
令
に
て
不
穏
当
な
る
コ
ト
を
禁
ぜ
り
。
之
に
も

係
ら
ず
解
放
さ
れ
た
る
主
人
を
法
廷
に
召
喚
す
る
時
は
罰
金
を
払

は
し
む
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
此
例
は
旧
主
人
を
召
喚
し
た
る
や
否

や
は
争
点
に
し
て
事
実
上
の
問
題
と
し
て
掲
ぐ
。jus civile

に

依
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
若
し
も
此
の
如
き
コ
ト
あ
れ
ば
審
判
官
に

幾
千
の
金
を
払
へ
と
云
ふ
コ
ト
を
書
せ
し
も
の
な
り
。
前
述
の

1833-1914

﹈
氏
のL

ehrbuch der Institutionen des röm
ischen 

R
echts,§

160

﹇1889

﹈
に
て
詳
く
あ
り
。

form
ula

に
は
種
々
の
書
き
方
あ
り
故
に
種
々
の
名
あ
り
。

actio utilis, actio in factum

の
如
し
。form

ula

中
に
は
種
々

の
段
落
あ
り
。
例
はdem

onstratio

の
如
し
。
之
は
一
段
落
な

り
。form

ula

に
よ
り
て
之
れ
な
き
あ
り
。dem

onstratio

は
指

図
書
中
の
緒
言
の
如
き
も
の
な
り
。
如
何
な
る
所
以
に
て
訴
訟
が

起
り
し
か
簡
単
に
説
明
せ
り
。
例
はquod A

ulus A
gerius 

N
um

erio N
egidio hom

inem
 vendidit

（
記
憶
す
る
必
要
な
し
）

の
如
し
。A

ulus A
gerius

を
略
し
てA

s A
s

と
し
、N

um
erio 

N
egidio

をN
o N

o

と
略
す
。
物
の
取
戻
し
を
請
求
す
る
をrei 

vindicatio

と
云
ふ
。
之vendidit

よ
り
生
ず
。
又 intentio

は

訴
訟
の
争
点
を
掲
ぐ
る
も
の
な
り
。
例
はS

i paret jus A
s A

s 
ex jure Q

uiritium
 eundi

（
通
行
権
の
場
合
の
如
し
）
の
如
し
。

之
れ
はA

s A
s

が
通
行
権
を
有
す
る
や
否
や
の
争
点
を
示
す
な
り
。

而
し
てintentio

は
訴
訟
の
性
質
に
よ
り
異
な
り
種
々
あ
り
。
例

はintentio

﹇
六
十
三
丁
表
﹈certa, intentio incerta

。
亦
た

in jus concepta, in factum
 concepta

等
も
含
ま
る
る
な
り
。

此
に
述
べ
ん
と
す
る
はintentio in factum

 concepta

な
り
。

in jus concepta

は
法
律
上
の
争
点
が
訴
訟
の
争
点
と
な
る
場
合

（
一
二
〇
七
）
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三
七
〇

under line

の
処
に
仮
定
せ
り
。L

. T
itius

は
債
務
者
な
り
し

がcapitis dem
inutio

を
生
ず
。
故
にjus civile

に
て
は

T
itius

の
債
務
消
滅
す
べ
き
な
り
。
併
しpraetor

が
之
を
考
へ

てcapitis dem
inutio

を
失
は
し
む
る
は
残
酷
な
り
と
し
て
指
図

を
書
き
し
な
り
。

其
他praetor

が
又
法
律
上
（jus civile

）
に
て
被
告
が
敗
訴

と
な
る
べ
き
場
合
に
も
事
実
上
不
適
当
と
す
れ
ばexceptio

に

て
被
告
を
保
護
す
る
コ
ト
あ
り
（C

zyhlarz,§
166

に
詳
し
）。
此

点
に
於
て
もpraetor

が
ロ
ー
マ
のjus civile

を
改
良
せ
り
。

此
他praetor

がin integrum
 restitatio

（
現
状
回
復
）
を
な

す
コ
ト
あ
り
。
之
れ
は
実
に
必
要
な
る
制
度
に
し
て
法
律
上
已
に

生
じ
た
る
﹇
六
十
四
丁
裏
﹈
不
利
益
な
る
効
果
を
取
消
す
手
続
な

り
。
殊
にjus civile

の
如
く
法
律
の
効
果
の
厳
な
る
時
に
は
尤

も
必
要
な
る
も
の
な
り
。
如
何
な
れ
ば
立
法
者
は
法
律
を
作
る
に

は
種
々
の
場
合
を
考
ふ
べ
き
も
総
て
の
場
合
を
予
想
し
て
作
る
能

は
ず
。
故
に
法
律
あ
る
為
に
却
て
穏
な
ら
ざ
る
コ
ト
生
ず
。
例
せ

ば
時
効
の
制
度
あ
り
し
為
め
に
人
に
よ
り
て
は
迷
惑
を
被
る
コ
ト

あ
り
。
例
せ
ば
乙
が
甲
の
所
有
物
を
占
有
す
と
す
。
而
し
て
時
効

制
度
に
よ
れ
ば
或
年
限
続
き
て
占
有
せ
ば
他
人
と
雖
ド
モ
占
有
者

た
る
コ
ト
を
得
。
故
に
甲
の
物
を
乙
が
占
有
し
最
早
一
週
間
に
し

intentio

は
権
利
を
有
す
る
や
否
や
の
法
律
上
の
問
題
な
れ
ド
モ

此
に
掲
げ
し
例
は
単
に
事
実
上
の
問
題
な
り
。
故
にactio in 

factum
と
云
ふ
な
り
。

例
の
意
味
は
審
判
官
で
あ
れ
、
若
し
も
他
の
主
人
は
解
放
さ
れ

た
る
奴
隷
に
よ
り
法
廷
に
召
喚
さ
れ
た
る
時
は
、
審
判
官
よ
、
彼

の
奴
隷
にX

 m
ilia

を
払
は
し
め
、
若
し
も
見
ざ
れ
は
許
せ
と
云

ふ
な
り
。

actio utilis

はactio directa

に
対
す
る
名
な
り
。
之
れ
は

従
前
一
の
指
図
書
あ
り
。
之
に
准
じ
て
新
に
別
に
一
の
指
図
書
を

作
り
し
時
は
新
指
図
書
をactio utilis
﹇
と
云
ふ
﹈
な
り
。
其
手

本
の
指
図
書
をactio directa

と
云
ふ
な
り
。actio utilis

に

も
種
々
の
書
き
方
あ
り
一
様
な
ら
ず
。
例
はactiones

﹇
六
十
四

丁
表
﹈fi cticiae 

はaction utilis

の
一
種
な
る
が
如
し
。

actiones fi cticiae

は
一
のfi ction

を
設
け
其
仮
定
を
掲
げ
し
指

図
書
き
な
り
。
例
は

fi cticia
 S
i L

. T
itius 

（
身

分

capite   
変

更
）

dem
inutus 

を
し

た
の

で
な

い
な

ら
ば

non esset, 
其

の
時

tum

Si paret NmNm AoAo sestertium X milia dare oportere 
NmNm AoAo sestertium X milia condemna 

si non paret absolve. 
directa

（
一
二
〇
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
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史
（
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原
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三
七
一

律
の
如
く
考
へ
り
。
例
はK

arlow
a

氏
の
ロ
ー
マ
史
にpraetor

は
二
種
の
性
質
を
兼
ぬ
、
則
ち
慣
習
法
と
制
定
法
を
兼
ぬ
。

praetor

が
人
民
にedictum

を
公
布
す
る
方
よ
り
見
れ
ば
制
定

法
の
如
し
。
併
し
手
続
の
簡
易
に
し
て
時
世
に
応
じ
円
滑
に
変
遷

せ
し
有
様
は
慣
習
法
に
類
す
る
処
あ
り
と
云
ふ
。
兎
に
角

praetoris edictum

生
じ
て
よ
り
ロ
ー
マ
の
法
律
は
長
足
の
進
歩

し
次
第
に
寛
大
の
方
に
傾
け
り
。

第
六
款　

法
律
学
の
沿
革

ロ
ー
マ
に
於
て
は
古
代
よ
りpontifi ces

あ
り
。
之
は
本
来

fas

を
司
る
も
の
な
り
し
。
之
よ
り
し
て
法
廷
に
参
列
しjus

に

通
ず
る
な
り
。
然
る
に
其
得
た
る
法
律
上
の
智
識
を
﹇
六
十
五
丁

裏
﹈pontifi ces

の
間
に
代
々
伝
へ
世
に
出
さ
ず
。
此
に
於
て
自

然
一
種
の
法
律
専
門
家
生
ず
。
併
しpontifi ces

は
初
は
只

patricii

の
み
に
て
任
じplebeji

は
之
に
任
ぜ
ら
る
る
コ
ト
な
か

り
し
。
此
事
た
るplebeji

の
地
位
を
得
ん
と
す
る
に
当
り
て
大

に
不
公
平
と
な
ん
。304 B

.C
.

にjus F
lavianum

は
世
に
公
に

せ
ら
れ
且
つ300 B

.C
.

頃
にplebeji

もpontifi ces

た
る
コ
ト

を
得
。
此
に
於
て
法
律
の
智
識
世
に
広
り
、
加
之
法
律
学
者
は

plebeji
よ
り
生
ず
る
に
至
れ
り
。
之
れ
則
ち
ロ
ー
マ
の
法
律
学

の
一
段
落
な
り
し
。354 B

.C
.

頃
にT

iberius C
oruncanius

て
乙
は
占
有
者
と
な
る
。
此
時
に
乙
に
は
一
週
間
は
大
切
な
る
時

な
り
。
乙
は
甲
が
一
週
間
中
に
他
に
止
む
を
得
ざ
る
事
項
あ
り
し

為
め
取
戻
の
訴
を
起
す
コ
ト
能
は
ず
、
為
め
に
甲
が
所
有
権
を
収

得
す
為
め
に
乙
が
時
効
の
制
度
の
為
め
に
不
利
益
と
な
る
。
之
れ

法
律
あ
る
為
に
生
ぜ
し
不
利
益
な
り
。
之
れ
を
見
てpraetor

は

in integrum
 restitutio

を
許
す
な
り
。
其
他praetor

が

m
issio in possessionem

を
許
し
て
往
々
債
権
者
を
し
て
負
債

者
の
物
件
を
占
有
せ
し
む
る
コ
ト
あ
り
。
之
れ
債
権
者
を
保
護
す

る
に
あ
り
。
其
他
種
々
あ
り
。
此
に
略
す
。
此
の
如
くpraetor

は
時
に
臨
ん
で
種
々
の
手
段
に
よ
り
て
改
良
せ
り
。
併
し
臨
時
応

変
に
法
律
を
改
良
せ
ば
人
民
は
安
ぜ
ず
。
又praetor

﹇
六
十
五

丁
表
﹈
も
専
断
あ
れ
ば
譏
り
を
招
く
。
故
に
職
に
就
く
に
当
り
予

めedictum

を
発
し
在
職
中
の
方
針
を
示
せ
り
。
然
る
に

edictum

た
る
も
の
は
ロ
ー
マ
の
制
度
に
よ
れ
ば
永
久
の
効
力
な

し
。praetor

の
在
職
中
有
効
な
る
の
み
。
但
し
事
実
上praetor

変
る
毎
にedictum

は
変
ぜ
ず
。
如
何
と
な
れ
ば
後
任
の

praetor

は
前praetor

の
方
針
を
採
用
し
て
不
適
の
も
の
は
採

用
せ
ず
、
后
に
漸
々
完
全
と
な
り
殆
ん
ど
完
全
な
る
法
典
の
如
き

も
の
生
ず
。
併
し
順
序
は
不
整
な
り
し
な
ら
ん
。
此
に
於
て
ロ
ー

マ
人
もpraetoris edictum

を
尊
び
立
法
と
手
続
を
経
た
る
法

（
一
二
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
七
二

哲
学
に
尽
す
も
の
少
か
ら
ず
。
此
に
於
て
法
律
学
者
の
書
は

systim
atical

﹇
と
﹈
な
れ
り
。
例
せ
ばQ

. M
. S

caevola

氏
の

如
き
はsystim

atical

と
云
ふ
も
可
な
る
の
書
を
著
しlaw

を
論

ぜ
り
。D

e jure civile libri X
V
III

又

L
liber singularis 

defi nitionum

な
る
書
を
著
せ
り
。
其
他
有
名
な
る
学
者
少
か
ら

ず
、
則
ちP

ublius R
utilius R

ufus

氏
等
あ
り
。P

. R
. R

ufus

氏
は
博
学
に
し
て
就
中
哲
学
に
長
ぜ
り
。
併
れ
ド
モ
尤
も
有
名
な

り
し
は
﹇C

icero

﹈
氏
な
り
。
氏
は
本
来
法
学
者
と
な
る
の
志
願

に
あ
ら
ず
し
て
雄
弁
家
た
ら
ん
と
せ
ん
﹇
六
十
六
丁
裏
﹈
人
な
り
。

故
に
雄
弁
家
た
る
学
に
力
を
尽
せ
し
人
な
り
。
併
し
后
に
は
法
律

学
に
従
事
せ
り
。
因
て
一
旦
修
め
し
哲
学
等
は
大
に
益
を
な
し
其

著
書
の
如
き
有
名
と
な
り
し
な
り
。
之
と
類
似
す
る
コ
ト
近
来
に

も
あ
り
。
則
ち
欧
洲
にN

aturrecht

派
流
行
し
法
律
学
者
も
哲

学
者
も
之
を
主
張
し
哲
学
と
法
律
と
密
着
の
関
係
を
有
せ
り
。
併

し
近
日
はN

aturrecht

は
消
滅
す
。
併
し
一
方
よ
り
云
へ
ば

N
aturrecht

あ
り
、
為
め
に
大
に
法
律
上
に
於
てsystem

atical

と
な
り
し
コ
ト
あ
り
。
元
来
ロ
ー
マ
に
於
て
も
当
時
の
著
書
中
民

法
、
訴
訟
法
の
著
書
多
し
。
然
し
他
の
部
分
に
付
て
の
著
書
な
き

に
あ
ら
ず
、
随
分
あ
り
し
な
り
。
之
等
の
著
名
の
如
き
も

K
arlow

a
氏
のR

öm
ische R

echt

﹇sgeschichte

﹈
中
に
詳
し
。

﹇
な
る
﹈
大
家
出
て
初
め
て
公
に
法
律
学
を
教
授
せ
り
。
而
し
て

氏
は
其
の
地
位
よ
り
云
へ
ば
、
本
来plebeji

に
属
し
、pontifex 

m
axim

us
に
な
り
し
人
な
り
。
已
に
法
律
学
を
公
に
教
授
す
る
に

至
る
。
故
に
法
律
上
の
智
識
を
世
界
に
広
め
ん
と
す
る
も
の
生
じ
、

書
を
著
す
も
の
生
ず
る
に
至
れ
り
。
例
せ
ばS

extus A
elius 

P
aetus C

atus

氏
は198 B

.C
.

頃
に
有
名
な
るT

ripertita

な

る
書
物
を
著
し
法
律
を
論
ぜ
り
。
此
人
も
地
位
はplebeji

に
属

す
。
其
后
書
を
著
し
法
律
を
論
ず
る
人
々
少
か
ら
ず
。
例
はP

. 
M

ucius, B
rutus, M

anilius

氏
等
な
り
。
之
等
の
著
せ
し
書
は

K
arlow

a

氏
の
ロ
ー
マ
史
﹇
六
十
六
丁
表
﹈
に
あ
り
。
但
し
学
問

の
進
歩
の
自
然
順
序
あ
り
て
初
よ
りsystem

atical

に
あ
ら
ず
し

て
、
主
と
し
てjus civile

に
関
す
る
法
律
の
材
料
を
網
羅
せ
り
。

体
裁
は
雑
駁
な
り
。
元
よ
り
当
時
の
学
者
は
理
論
の
み
に
身
を
委

ね
ず
、
実
地
に
目
を
注
ぐ
。
故
に
当
時
の
学
者
に
於
て
は
初
よ
り

system
atical

な
る
も
の
を
書
く
に
暇
あ
ら
ず
。
而
し
て
当
時
又

他
の
一
方
に
力
を
用
ひ
し
は
種
々
の
事
件
に
付
て
種
々
の
質
問
を

受
け
、
夫
に
付
て
意
見
を
述
べ
又
法
律
の
鑑
定
に
力
を
尽
せ
り
。

併
し
一
旦
法
律
の
理
論
に
注
目
す
る
に
至
れ
ば
雑
駁
な
る
も
の
に

て
は
人
々
は
承
知
せ
ず
、systim

atical

な
る
も
の
を
得
ん
と
す

る
に
至
る
。
此
時
に
当
り
哲
学
の
流
行
し
法
律
﹇
学
﹈
者
死
力
を

（
一
二
一
〇
）
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三
七
三

国
の
外
に
種
々
の
服
役
国
あ
り
。
之
等
の
も
の
は
一
時
ロ
ー
マ
に

意
外
に
能
く
服
従
せ
り
。civitates federatae, colonia

等
に

比
す
れ
ば
ロ
ー
マ
に
縁
薄
し
。
併
し
能
く
ロ
ー
マ
に
服
従
せ
り
故

に
ロ
ー
マ
人
もcivitates federatae

等
に
付
て
は
安
心
し

P
unic W

ars

后
却
て
ロ
ー
マ
人
がcivitates federatae

最
早

ロ
ー
マ
に
反
す
る
コ
ト
な
き
を
知
りcivitates federatae

の
人

民
を
残
酷
に
取
扱
へ
り
。
此
に
於
て
同
盟
の
諸
国
も
ロ
ー
マ
に
対

し
不
満
を
抱
き
﹇
六
十
七
丁
裏
﹈
反
旗
を
翻
す
に
至
れ
り
。
此
時

は91 B
.C

.

な
り
し
。
其
同
盟
諸
国
が
反
す
る
に
当
り
て
他
の
諸

国
も
之
に
加
担
し
反
す
る
に
至
れ
り
。
此
に
於
て
ロ
ー
マ
は
苦
痛

を
感
じ
之
等
を
降
服
せ
し
む
る
の
策
を
取
れ
り
。
其
結
果
と
し
て

m
unicipia

に
し
て
反
せ
ざ
る
も
の
を
し
て
ロ
ー
マ
市
民
の
資
格

を
与
へ
り
。
又civitates federatae

と
雖
ド
モ
或
時
日
内
に

ロ
ー
マ
に
服
し
た
る
も
の
は
市
民
の
資
格
を
与
ふ
る
コ
ト
と
約
せ

り
。
而
シ
テ
当
時
ロ
ー
マ
市
民
の
資
格
を
貴
び
し
故
に
之
を
聞
き

反
せ
ざ
る
に
至
り
ロ
ー
マ
に
服
し
其
結
果
市
民
の
資
格
を
与
へ
り
。

久
し
か
ら
ず
し
てItaly

半
島
に
市
民
の
資
格
を
有
せ
ざ
る
も
の

な
き
に
至
る
。
而
し
て
新
ロ
ー
マ
市
民
を8 tribus

と
せ
り
。
因

て
従
来
の35

のtribus

あ
り
し
故
に
全
体
に43

のtribus

と
な
り
。

併
し
従
前colonia, m

unicipia, civitates federatae

に
は
其

例
﹇
へ
﹈
ばJulianus, G

aius

氏
等
の
著
書
中
に
は
公
法
に
関

す
る
も
の
少
か
ら
ず
。
右
の
如
く
法
律
学
世
に
広
﹇
ま
﹈
る
に
付

て
は
法
律
の
授
業
の
方
法
に
於
て
種
々
の
方
法
具
る
に
至
れ
り
。

例
﹇
へ
﹈
ばaudire instituere, instruere

の
如
し
。audire

と
は
ロ
ー
マ
の
法
律
学
者
は
単
に
理
論
の
み
に
力
を
尽
さ
ず
、
実

地
問
題
に
も
注
目
し
法
律
に
鑑
定
を
な
す
。
其
鑑
定
の
時
弟
子
を

集
め
種
々
の
講
義
せ
し
な
り
。instituere

は
法
学
初
心
の
も
の

の
為
め
に
法
律
の
大
意
を
教
へ
り
。
稍
や
理
論
に
渡
れ
り
。
后
に

G
aius

及
び
﹇
六
十
七
丁
表
﹈Justinian

のInstitutiones

の
生

ぜ
し
﹇
は
﹈
之
に
基
き
し
な
り
。
而
し
てinstruere

は
法
律
の

理
論
を
教
へ
る
上
に
於
て
はinstituere
と
同
じ
き
も
、
単
に
法

律
の
大
意
に
止
ま
ら
ず
精
密
に
法
律
の
蘊
奥
を
教
へ
た
る
な
り
。

因
て
当
時
一
方
にpraetor

あ
り
、
裁
判
上
種
々
の
手
段
で
以
て

改
良
す
る
と
同
時
に
一
方
に
学
者
あ
り
て
種
々
研
究
に
力
を
尽
し

ロ
ー
マ
法
律
益
﹇
々
﹈
進
歩
せ
り
。

第
七
款　

地
方
制
度

第
一
項　

Italy

国
内
の
地
方
制
度

Italy

国
内
に
は
ロ
ー
マ
の
外
に
ロ
ー
マ
に
征
服
せ
ら
れ
し
国

あ
り
其
国
々
の
制
度
を
述
べ
ん
。
已
に
述
べ
し
如
く
ロ
ー
マ
の
国

内
の
調
和
す
る
に
従
ひItaly

を
征
し
其
結
果
と
し
て
ロ
ー
マ
本

（
一
二
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
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四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
七
四

provinciae

を
作
る
に
はsenatores

中
よ
り
委
員
を
設
け
之
を

取
調
ぶ
る
な
り
。
地
方
の
長
官
た
る
も
の
はlex proviniciae

を

標
準
と
し
て
其
地
を
治
む
。
併
しlex

﹇
六
十
八
丁
裏
﹈

provinciae

は
一
様
な
ら
ず
。
故
に
細
く
規
定
せ
ざ
る
時
は
自
己

の
考
に
て
之
を
治
む
。
併
し
地
方
長
官
は
就
職
中
の
自
己
の
取
る

の
方
針
即
ちedictum

を
定
め
て
人
民
に
示
せ
り
。
而
し
て

edictum

に
掲
ぐ
る
事
柄
は
各provincia

に
よ
り
て
趣
き
を
異

に
せ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば
進
歩
す
る
あ
り
進
歩
せ
ざ
る
も
の
あ
る
が

如
し
。
則
ちS

icily, M
acedonia

に
於
て
はG

raecia

の
開
化

の
影
響
を
受
け
大
に
進
み
他
一
方
に
はC

orsica, H
ispania

等

に
あ
る
。provincia

は
其
開
化
の
度
稍
低
し
。
其
の
開
化
し
た

る
も
の
に
は
其
地
方
制
度
も
進
め
り
。
此
処
に
は
ロ
ー
マ
に
よ
り

別
に
新
制
度
を
布
く
。
甚
だ
不
利
益
に
し
て
政
略
も
差
な
ら
ず
。

故
に
此
の
如
き
地
方
に
は
従
来
の
制
度
を
保
存
す
る
に
至
り
却
て

ロ
ー
マ
の
益
を
な
す
も
の
少
か
ら
ず
。
併
し
開
化
の
足
ら
ざ
る
処

に
は
ロ
ー
マ
人
は
新
制
度
を
輸
入
し
又
輸
入
す
る
の
必
要
あ
り
て

新
制
度
を
設
け
り
。
此
場
合
に
ロ
ー
マ
人
の
標
準
はedictum

を

長
官
が
定
む
る
に
当
り
ロ
ー
マ
本
国
のpraetoris edictum

を

手
本
と
せ
り
。
尤
も
ロ
ー
マ
人
の
如
き
決
し
て
急
激
な
る
変
更
を

好
ま
ず
、
故
にprovincia

に
制
度
を
輸
入
す
る
に
も
漸
々
ロ
ー

地
方
々
々
に
は
地
方
制
度
あ
り
し
。
元
よ
り
従
前m

unicipia, 
colonia

に
て
あ
り
し
も
の
は
別
に
新
組
織
を
造
る
に
及
ば
ざ
り

し
もcivitates federatae

は
従
来
のm

unicipia

と
殆
ん
ど
同

一
の
制
度
を
用
へ
り
。

其
制
度
の
大
体
は
官
吏
に
て
はduum

viri juris dicundi

あ
り
。

之
は
﹇
六
十
八
丁
表
﹈
ロ
ー
マ
のpraetor

に
類
似
す
。
其
地
方

の
司
法
制
度
を
司
る
在
職
期
は
一
年
な
り
。
其
他

quinquennales

﹇
五
年
官
﹈
あ
り
。
之
は
ロ
ー
マ
のcensor

に

類
し
人
別
を
調
べ
地
方
の
財
政
を
司
る
。
其
他
ロ
ー
マ
のsenate

に
類
す
る
も
の
あ
り
。
則
ちordo decurionum

な
り
。
員
数

100

よ
り
成
れ
り
。
其
他
其
地
方
の
人
民
はcuria

に
分
た
る
。

又com
itia curiata

に
類
す
る
集
会
あ
り
。
ロ
ー
マ
市
民
の
資

格
が
広
くItaly

半
島
に
与
へ
ら
れ
た
る
コ
ト
記
憶
す
べ
し
。

第
二
項　

Italy

国
外
の
地
方
制
度

ロ
ー
マ
はC

arthage

の
服
す
る
に
従
ひ
ロ
ー
マ
人
は
地
中
海

近
傍
を
征
服
せ
り
。
則
ちS

icily, S
ardinia, M

acedonia, 
C
orsica

等
な
り
。
之
れ
等
の
国
に
は
ロ
ー
マ
人
はprovincia

を
置
け
り
。provincia

は
各
地
方
制
度
を
異
に
す
。
其

provincia

に
て
は
其
地
方
の
制
度
一
様
な
ら
ず
。
故
に

provincia

を
置
く
に
付
て
条
文
の
如
き
も
の
生
ぜ
り
。
則
ちlex 

（
一
二
一
二
）
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三
七
五

地
生
ず
る
に
至
り
て
は
外
国
よ
り
ロ
ー
マ
に
収
入
す
る
コ
ト
増
し

又G
raecia

﹇
六
十
九
丁
裏
﹈
の
文
明
も
輸
入
せ
り
。
併
し
ロ
ー

マ
の
為
に
害
を
生
ぜ
し
コ
ト
少
か
ら
ず
。
戦
勝
に
伴
ひ
人
民
間
に

貧
富
の
品
格
を
生
じ
漸
々
甚
し
く
な
れ
り
。
又
ロ
ー
マ
人
は
干
戈

を
交
ゆ
る
に
当
り
戦
没
せ
し
も
の
少
か
ら
ず
。
其
結
果
当
時
有
力

な
る
人
々
は
土
地
を
兼
併
せ
り
。
他
の
一
方
に
は
漸
々
外
よ
り

ロ
ー
マ
本
国
に
種
々
の
も
の
輸
入
せ
ら
れ
、
就
中
穀
物
は
輸
入
せ

ら
る
。
而
し
て
外
よ
り
輸
入
す
る
も
の
安
し
。
故
に
ロ
ー
マ
の
細

民
は
耕
作
を
す
る
も
利
な
し
。
因
て
土
地
を
失
ひ
其
耕
作
を
止
め

り
。
其
土
地
は
有
力
者
に
兼
併
せ
ら
る
。
又
奴
隷
が
多
く
輸
入
せ

り
。
然
る
に
多
く
土
地
を
有
す
る
有
力
者
が
其
の
奴
隷
を
買
入
し

耕
作
せ
し
め
た
り
。
故
に
一
方
に
貧
民
は
土
地
を
取
ら
れ
又
奴
隷

に
雇
口
を
奪
は
る
。
貧
民
は
大
に
困
窮
せ
り
。
然
る
に
当
時
種
々

の
原
因
よ
り
社
会
の
徳
義
心
衰
へ
り
。
従
て
人
民
は
役
員
を
選
ぶ

に
当
り
て
は
金
銭
次
第
な
り
。
此
に
於
て
有
力
者
は
金
銭
を
以
て

己
を
選
ば
し
む
。
次
第
に
有
力
者
は
政
治
上
の
地
位
を
占
む
。
故

に
貧
民
は
財
政
上
又
政
治
上
に
有
力
者
と
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
に
至

り
、
加
之
富
者
は
貧
民
を
圧
制
せ
り
。
此
に
於
て
衝
突
免
る
能
は

ず
。
因
て133 B

.C
.‒27 B

.C
.

は
一
時
内
乱
の
有
様
に
陥
れ
り
。

此
く
の
如
く
衝
突
を
生
ず
る
に
至
り
て
は
当
時
の
豪
傑
中
或
は
貧

マ
風
に
化
せ
ら
る
る
を
俟
て
ロ
ー
マ
制
度
を
輸
入
せ
り
。
而
し
て

ロ
ー
マ
風
に
化
す
る
に
尤
も
功
力
﹇
六
十
九
丁
表
﹈
あ
り
し
も
の

はprovincia

に
鎮
守
の
為
め
に
ロ
ー
マ
よ
り
兵
を
送
り
し
其
近

傍
の
人
民
に
其
兵
に
倣
ひ
又colonia

もprovincia

に
置
け
り
。

之
よ
り
も
又
感
染
せ
り
。
尤
もprovincia

のedictum

は
就
職

中
の
み
効
力
あ
り
。
併
し
後
任
の
長
官
はedictum

を
定
む
る
に

当
り
、
前
地
方
官
のedictum

を
採
用
せ
り
。
故
にedictum

も

時
を
経
る
に
従
ひ
細
密
と
な
り
、
地
方
に
不
適
な
る
も
の
又
は
時

世
に
反
す
る
も
の
は
除
か
れ
、
一
の
法
典
の
如
き
も
の
成
り
、
故

に
一
方
に
は
其
人
民
は
ロ
ー
マ
風
に
感
染
す
る
と
同
時
に
ロ
ー
マ

制
度
入
り
、
ロ
ー
マ
と
の
差
少
く
な
れ
り
。
因
て
ロ
ー
マ
人
は

Italy

国
内
の
み
な
ら
ず
国
外
に
も
ロ
ー
マ
の
市
民
の
資
格
を
与

ふ
る
に
至
れ
り
。

第
三
章　

帝
政
時
代
の
法
制
の
沿
革

第
一
節　

帝
政
開
始
の
略
史

共
和
政
治
の
衰
微
、
帝
政
の
開
始
を
述
べ
ん
。
ロ
ー
マ
は

Italy

を
征
し
進
み
て
地
中
海
近
傍
を
服
し
国
威
を
輝
せ
り
。
併

し
其
戦
勝
の
結
果
は
一
方
に
は
大
利
益
な
り
し
も
一
方
に
は
大
不

利
な
る
コ
ト
あ
り
し
。
而
し
て
其
利
益
な
り
し
コ
ト
は
多
く
の
属

（
一
二
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
七
六

に
計
画
を
な
せ
し
コ
ト
少
か
ら
ず
。
従
て
貧
者
を
圧
制
す
る
コ
ト

少
か
ら
ず
。S

ulla

も
久
し
か
ら
ず
し
て
其
職
を
去
り
、78 

B
.C

.

に
死
亡
せ
り
。
而
し
てS

ulla

の
辞
職
后
尚
ロ
ー
マ
に
貧

富
二
階
級
の
衝
突
止
ま
ず
。
人
民
間
に
は
不
満
を
抱
く
も
の
多
し
。

当
時
の
有
様
よ
り
考
ふ
れ
ば
至
大
の
勢
力
を
有
す
る
人
は
ロ
ー
マ

を
支
配
す
る
コ
ト
至
当
な
り
し
な
ら
ん
。
然
る
にP

om
peius, 

C
aesar

等
あ
り
。P

om
peius

は
富
者
の
為
に
力
を
尽
せ
し
も
、

貧
者
に
力
を
尽
せ
しC

aesar

は
勝
を
得dictator

に
な
り
且
つ

im
perator

と
な
れ
り
。im

perator

は
后
世
のem

peror

と
異

な
り
、
元
帥
の
如
き
も
の
に
し
て
将
軍
な
り
。
併
し
后
世
の

em
peror

は
之
よ
り
生
ぜ
る
な
り
。
故
に
多
少
其
の
起
源
此
に
あ

り
し
。C

aesar

の
如
き
豪
傑
あ
り
て
は
ロ
ー
マ
の
従
前
の
制
度

は
一
変
せ
ざ
る
か
の
疑
を
抱
き
之
を
殺
さ
ん
と
す
る
も
の
出
て
終

に
殺
さ
れ
た
り
。
然
れ
ド
モC

aesar

の
甥
に
て
養
子
な
り
し

O
ctavianus

氏
は
反
対
派
の
首
領
な
るB

rutus, C
assius, 

A
ntony

氏
等
に
打
勝
ち
漸
々
実
力
を
握
れ
り
。
其
有
様
は
巧
に

し
て
初
め
よ
り
決
し
て
表
面
上rex

な
る
称
号
を
取
ら
ず
、
種
々

の
官
職
を
兼
す
。
故
に
之
を
合
す
れ
ば
大
権
を
得
る
。
而
し
て
氏

は
遂
に
﹇
七
十
一
丁
表
﹈im

perator

と
な
り
、
第
二
に
は

caesar
と
な
り
。censor

の
如
き
は
実
力
盛
に
し
て
ロ
ー
マ
の

者
の
為
に
力
を
尽
す
も
の
﹇
七
十
丁
表
﹈
出
で
り
。
則
ち
有
名
な

るT
. S

. G
racchus

氏
の
如
き
は
初
て
貧
者
の
為
に
大
に
力
を

尽
せ
り
。
氏
はtribunus plebis

と
な
れ
り
。
其
地
位
上
よ
り

見
る
も
勢
力
あ
り
。
氏
は
貧
者
を
救
ふ
に
尽
力
せ
り
。
尤
も
有
名

な
る
はager publicus

﹇
公
有
地
﹈
な
り
。
之
は
人
民
が
之
を

借
り
て
耕
す
も
の
に
し
て
政
府
は
何
時
に
て
も
之
を
取
上
げ
得
る
。

貧
民
は
到
底
之
を
耕
す
能
は
ず
。
故
に
富
者
の
階
級
は
主
に
之
を

耕
す
。G

racchus

は
従
前
富
者
の
耕
すager publicus

の
幾
分

﹇
か
﹈
を
割
き
貧
者
に
与
へ
ん
と
せ
り
。
為
に
富
者
に
悪
ま
れ
富

者
に
殺
さ
れ
た
り
。
其
后G

racchus
の
兄
弟
に
てG

aius 
G
racchus

あ
り
し
。
氏
は
兄
弟
の
意
思
を
継
ぎ
、tribunus 

plebis

と
な
り
、
貧
者
を
救
ふ
の
道
を
尽
せ
り
。
氏
も
反
対
者
の

攻
撃
甚
し
く
二
年
に
し
て
其
職
を
失
ふ
。
其
后S

ulla, M
arius

等
な
る
豪
傑
出
て
各
其
の
党
派
の
為
に
力
を
尽
せ
り
。S

ulla

氏

は
富
者
の
為
に
力
を
尽
し
、M

arius

は
貧
者
の
為
に
力
を
尽
せ

り
。
其
二
人
の
競
争
の
結
果S

ulla

は
勝
を
得
一
時
大
勢
を
得
た

あ
り
。
従
来
ロ
ー
マ
にdictator

あ
り
。
此
官
に
昇
り
し
此
時
の

dictator

は
少
し
く
異
な
れ
り
。
従
来
此
職
は
六
箇
月
な
り
し
も

（
重
大
の
時
置
く
）
当
時
は
永
久
の
職
と
な
り
し
。S

ulla

は
此

の
地
位
を
得
し
を
﹇
七
十
丁
裏
﹈
以
て
氏
の
在
職
中
富
者
の
為
め

（
一
二
一
四
）
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三
七
七

て
更
に
一
大
法
律
を
作
ら
ん
と
の
考
あ
り
し
。O

ctavian

は

C
aesar

の
意
を
継
ぎ
法
典
を
編
纂
す
る
コ
ト
な
く
従
来
の
制
度

に
変
更
を
加
へ
ず
。
当
時
ロ
ー
マ
一
日
も
忽

ゆ
る
が
せ

に
す
べ
か
ら
ざ
る

事
柄
あ
り
。
之
等
に
は
多
少
変
更
せ
り
。
一
例
を
示
せ
ば
結
婚
并

に
出
産
に
付
て
は
之
を
奨
励
す
る
のlaw

を
設
け
り
。
之
れ
ロ
ー

マ
の
社
会
の
有
様
一
変
し
結
婚
は
大
に
乱
れ
又
ロ
ー
マ
人
に
子
供

が
少
く
な
り
し
に
よ
れ
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
に
は
ロ
ー
マ
人
の
主
た

る
生
業
は
農
業
に
し
て
人
民
も
朴
風
な
り
し
離
婚
も
殆
ん
ど
少
し
。

然
る
に
ロ
ー
マ
に
於
て
外
国
と
干
戈
を
交
へ
多
く
の
国
を
征
し
商

業
の
市
場
広
る
に
従
ひ
農
業
を
捨
て
商
業
に
従
事
せ
り
。
其
結
果

結
婚
に
弊
害
生
ぜ
り
。
則
ち
人
間
は
金
銭
を
得
る
に
孜
々
と
し
婚

姻
を
以
て
利
益
を
得
る
の
一
種
と
せ
り
。
故
に
一
旦
金
銭
を
得
た

る
ト
キ
は
離
婚
し
又
更
に
利
を
得
ん
と
し
他
人
と
結
婚
す
。
右
の

如
き
有
様
な
る
故
に
妻
を
娶
る
も
子
を
生
む
の
目
的
に
あ
ら
ず
。

故
に
大
に
子
女
減
じ
た
り
。
尤
も
利
の
為
め
に
妻
を
娶
る
は
貧
者

に
多
し
。
富
め
る
も
の
は
妻
を
娶
る
コ
ト
を
厭
ひ
妾
を
置
く
コ
ト

﹇
七
十
二
丁
表
﹈
と
な
れ
り
。
之
れ
ロ
ー
マ
国
家
の
為
に
危
峻
な

り
。
故
にO

ctavian

は
一
方
に
結
婚
を
奨
励
し
一
方
に
子
を
生

む
コ
ト
を
奨
励
し
子
を
生
む
多
寡
に
よ
り
特
権
を
与
へ
る
コ
ト
と

せ
り
。
又
奴
隷
多
く
ロ
ー
マ
に
輸
入
し
て
市
民
の
品
格
下
れ
り
。

風
俗
を
監
督
す
。
之
れ
よ
り
自
然
実
力
あ
り
。
其
他
第
三
に
は

O
ctavianus

は

princeps

に
な
れ
り
。princeps

と
は

senatores
中
首
座
を
占
め
し
も
の
な
り
。
因
て
自
然senatores

中
に
て
も
勢
力
を
得
る
。
且
つ

proconsul

と
な
れ
り
。

proconsul

と
はprovincia

を
支
配
す
る
特
権
を
有
せ
り
。
因
て

大
勢
力
を
得
た
り
。
又consul

に
な
れ
り
。
其
他pontifex 

m
axim

us

﹇
大
神
官
﹈
に
も
な
れ
り
。
故
に
政
治
上
の
み
な
ら
ず

宗
教
界
に
も
力
を
得
た
り
。
此
く
一
人
に
て
数
種
の
職
を
兼
ね
り
。

故
に
実
力
大
な
り
。
之
れ
氏
の
政
略
に
し
てrex

の
称
号
を
憚
り

て
取
ら
ず
。
故
に
人
民
反
対
も
意
外
に
少
く
人
民
もO

ctavian

氏
の
実
力
を
得
る
は
止
む
を
得
ず
と
な
し
。
併
し
久
し
か
ら
さ
る

な
ら
ん
と
思
へ
り
。
然
れ
ド
モ
此
時
よ
り
帝
政
殆
ど
定
れ
り
。
即

ちprinceps

と
な
り
遂
に
は
憚
ら
ず
し
て
表
面
上
至
大
な
る
勢

力
を
占
め
り
。

第
二
節　

O
ctavian

時
代
に
於
け
る
制
度
の
改
良

O
ctavian

帝
は
実
際
種
々
の
官
職
を
兼
ね
至
大
の
実
力
を
握

る
に
も
係
ら
ずrex, dictator

な
る
称
号
を
帯
ぶ
る
を
憚
り
表

面
上
専
制
の
﹇
七
十
一
丁
裏
﹈
の
統
治
者
た
る
コ
ト
を
欲
せ
ず
。

故
に
制
度
の
如
き
も
敢
て
従
来
の
制
度
を
突
然
変
更
す
る
コ
ト
を

欲
せ
ず
。C

aesar

はjus civile

とjus praetorium

と
を
合
し

（
一
二
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
七
八

官
吏
は
実
力
な
き
な
り
。
但
しsenatores, praetor

は
他
の
官

吏
に
比
し
稍
や
勢
力
あ
り
し
。
之
れ
又princeps

の
政
策
に
出

で
し
コ
ト
に
し
てsenatores

自
ら
勢
力
あ
り
し
に
あ
ら
ず
。
又

帝
政
時
代
にprinceps

は
大
勢
を
有
せ
し
も
世
界
に
対
し
て
専

擅
を
受
く
る
コ
ト
を
恐
れsenatores

等
を
優
待
せ
り
。praetor

も
裁
判
官
な
り
し
を
以
て
勢
力
あ
り
。
併
し
遂
に
其
地
位
転
倒
せ

り
。
則
ちprinceps

の
従
官
た
る
も
の
は
勢
力
を
得
る
に
至
れ

り
、praetor

は
勢
を
失
ふ
。
例
﹇
へ
﹈
ばpraefectus urbi

は

裁
判
官
と
な
り
、praetor

は
初
級
の
裁
判
官
と
な
る
な
り
。
且

つpraetor peregrinus

も
時
を
経
る
に
従
ひ
廃
せ
ら
る
に
至
る
。

則
ち
ロ
ー
マ
の
開
化
の
進
む
に
市
民
の
資
格
広
り
、praetor 

peregrinus

は
不
必
要
と
な
る
に
よ
る
。

第
二
項　

P
rinceps

の
役
員　
﹇
七
十
三
丁
表
﹈

日
本
の
鎌
倉
時
代
に
於
て
朝
廷
の
勢
力
移
り
て
幕
府
勢
を
得
た

る
如
くprinceps

の
役
員
勢
を
得
て
政
治
機
関
衰
へ
た
り
。
例

﹇
へ
﹈
ばpraefectus praetorio

の
如
き
は
従
来
は
単
に

princeps

の
護
衛
兵
の
指
揮
官
た
り
し
の
み
。
然
る
に
信
用
す
る

も
の
を
選
抜
し
て
之
に
任
す
。
已
にprinceps

の
信
用
者
な
れ

ばprinceps

の
勢
を
得
る
に
従
ひpraefectus praetorio

は
政

治
上
に
於
て
も
勢
を
得
る
に
至
れ
り
。praefectus urbi

も
在
来

蓋
し
ロ
ー
マ
に
奴
隷
が
古
く
よ
り
あ
り
、
之
を
解
放
す
る
コ
ト
主

人
の
随
意
な
り
。
然
る
に
外
国
を
征
す
る
と
共
に
多
く
の
奴
隷
輸

入
せ
ら
る
。
其
数
は
市
民
の
数
よ
り
多
き
有
様
な
り
。
然
る
に
多

く
奴
隷
を
有
す
る
も
の
は
富
者
な
り
。
此
人
々
は
却
て
奴
隷
を
解

放
し
て
世
界
に
誇
る
の
有
様
な
り
。
従
て
奴
隷
は
市
民
中
に
編
入

せ
ら
る
。
此
結
果
ロ
ー
マ
市
民
よ
り
新
民
の
品
行
品
格
は
大
に
下

れ
り
。
因
て
ロ
ー
マ
市
民
の
品
位
大
に
下
れ
り
。
故
に

O
ctavian

は
奴
隷
解
放
に
関
し
て
一
法
令
を
作
り
容
易
に
解
放

す
る
能
は
ざ
る
コ
ト
と
せ
り
。

第
三
節　

O
ctavian

帝
の
政
治
機
関

第
一
項　

在
来
の
政
治
機
関

O
ctavian

は
従
来
の
制
度
を
改
む
る
コ
ト
を
好
ま
ず
。
故
に

実
力
を
握
り
し
も
王
政
を
復
古
す
る
に
あ
ら
ず
。
因
て
共
和
時
代

の
制
度
は
帝
政
時
代
に
も
表
面
上
依
存
せ
り
。
但
しO

ctavian

並
にprinceps

の
政
治
機
関
は
日
に
勢
力
を
﹇
七
十
二
丁
裏
﹈

得
る
に
従
ひ
他
の
政
治
機
関
は
日
々
に
勢
を
失
へ
り
。
例
﹇
へ
﹈

ばcom
itia curiata, com

itia centuriata

等
は
存
在
せ
し
も

com
itia

に
於
て
議
せ
し
大
事
件
は
帝
政
時
代
に
て
は
其
議
に
与あ

ず

か
ら
ず
有
名
無
実
な
り
。
又consules

も
有
名
無
実
な
り
。
則

ちconsules

もprinceps

の
選
定
す
る
コ
ト
と
な
り
故
に
他
の

（
一
二
一
六
）
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三
七
九

princeps

の
機
関
に
し
てprinceps

の
鼻
息
を
覗
ふ
有
様
な
り
。

而
し
てsenator

の
認
可
を
得
る
に
はprinceps

は
法
律
案
を
提

出
す
る
な
り
。
其
時
はprinceps

自
身
が
若
く
は
其
代
理
人
を

し
て
其
案
を
朗
読
せ
し
む
る
な
り
。
后
に
至
り
て
は
世
人
が

senator

の
認
可
と
云
ふ
よ
り
寧
ろprinceps, oratio

を
以
て
立

法
上
至
用
な
る
手
続
と
す
る
に
至
れ
り
。oratio

と
はprinceps

若
く
は
其
代
理
人
を
し
て
法
律
案
を
読
ま
し
む
手
続
な
り
。
併
し

一
時
はsenator

は
大
に
権
を
有
せ
し
コ
ト
あ
り
。

第
五
節　

constitutiones principum

　
﹇
七
十
四
丁
表
﹈

princeps

のconstitutiones

と
は
、princeps

の
命
令
よ
り

生
ぜ
し
法
律
規
則
な
り
。
尤
もprinceps

と
雖
ド
モ
其
初
は
稍

憚
る
処
あ
り
。
公
然
立
法
の
事
柄
を
行
は
ざ
り
し
。
併
し
其
実
力

に
は
比
す
る
も
の
な
し
。
因
て
其
私
法
其
他
行
政
上
種
々
命
令
を

発
せ
り
。
其
命
令
は
自
ら
行
為
の
標
準
と
な
り
た
り
。
此
に
於
て

別
に
一
種
の
法
律
規
則
生
ず
る
に
至
れ
り
。
例
﹇
へ
﹈
ば

princeps

に
於
て
はedicta

を
出
す
コ
ト
あ
り
て
、
ロ
ー
マ
の

praetor, consul

の
如
し
。
以
て
世
人
に
広
く
示
す
コ
ト
あ
り
。

加
之princeps

はdecreta

を
出
し
、princeps

は
自
ら
訴
訟
事

件
を
審
裁
せ
り
、
其
判
決
をdecreta

と
云
ふ
。
併
しprinceps

の
判
決
な
る
故
に
自
然
后
来
同
事
件
起
れ
ば
之
を
処
す
る
の
標
準

は
警
察
の
コ
ト
を
司
り
し
も
遂
に
は
民
事
刑
事
の
別
な
り
。
訴
訟

の
コ
ト
を
司
れ
り
。
其
の
他princeps

に
従
属
せ
し
官
吏
種
々

あ
り
し
。
此
時
代
に
は
名
義
上
共
和
時
代
の
機
関
有
せ
し
も
実
際

はprinceps
の
役
員
之
を
司
れ
り
。

第
四
節　

senatus consulta
senate

は
古
よ
り
あ
り
て
其
のsenator

は
共
和
自
治
体
に
於

て
立
法
上
多
少
関
係
せ
り
。
則
ちcom

itia

に
て
法
律
を
制
定
せ

ん
と
せ
はsenator

の
認
定
を
得
る
コ
ト
と
な
れ
り
。
併
し

senator

の
み
に
て
立
法
権
を
握
り
し
に
あ
ら
ざ
り
し
。
帝
政
時

代
に
はprinceps

も
表
面
上senator
を
尊
べ
り
、
実
際
立
法
権

を
握
り
し
コ
ト
あ
り
。
其
所
以
はprinceps
の
勢
を
得
る
に
従

ひ
﹇
七
十
三
丁
裏
﹈com

itia

衰
へ
法
律
制
定
の
権
衰
へ
り
。
併

しprinceps

は
大
権
を
握
り
し
に
係
ら
ず
憚
る
処
あ
り
。
自
ら

立
法
権
を
握
ら
ざ
り
し
此
に
於
て
立
法
は
法
律
に
て
定
め
し
に
は

あ
ら
ざ
れ
ド
モ
自
然senator

に
委
ね
し
有
様
と
な
り
法
律
を
制

定
す
る
に
当
りsenator

の
認
可
を
以
て
条
件
と
な
り
、
而
し
て

senator

の
手
を
経
て
作
る
法
律
をsenatus consulta

﹇
と
云

ふ
﹈
な
り
。
併
しprinceps

も
漸
々
勢
を
得
て
憚
る
処
な
き
に

至
る
に
従
ひ
其
時
代
一
変
せ
り
。
蓋
し
一
時
はsenatus 

consulta

は
法
律
の
効
力
を
有
せ
し
もsenator

は
実
際
は

（
一
二
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
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九
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三
月
）

三
八
〇

律
規
則
に
基
き
、
大
な
る
規
則
又
は
細
き
規
則
を
見
出
す
コ
ト
必

要
な
り
。
故
に
法
律
学
者
は
大
に
研
究
に
力
を
尽
せ
り
。

principes

も
又
研
究
を
必
要
と
し
其
学
者
を
優
待
せ
り
。
因
て

法
律
学
者
は
専
身
其
研
究
に
従
事
し
帝
政
時
代
に
大
に
進
歩
せ
り
。

併
し
其
の
盛
大
と
な
る
に
従
ひ
法
律
学
者
中
に
説
起
る
に
至
れ
り
。

則
ち
有
名
﹇
七
十
五
丁
表
﹈
な
る
学
派S

abinian, P
roclian

派

を
生
ぜ
り
。
而
し
て
其S

abinian

派
はC

apito

氏
は
原
祖
な
り
。

P
roclian

派
に
はL

abeo

氏
は
原
祖
な
り
。
此
学
派
の
又
の
異

説
は
今
日
に
も
多
少
伝
る
処
あ
り
。
而
シ
テL

abeo

は
ロ
ー
マ

法
律
学
者
中
一
二
を
争
ふ
も
の
と
し
て
之
を
尊
べ
り
。
氏
は
本
来

はplebeji

の
系
統
な
り
。
其
の
学
風
はC

apito

と
は
異
な
り
、

博
覧
を
尊
び
、
其
立
論
は
高
尚
深
遠
に
し
て
人
を
驚
せ
し
コ
ト
あ

り
。
蓋
し
氏
は
法
律
研
究
す
る
に
当
り
有
名
な
る
人
に
付
て
参
考

し
哲
学
に
も
力
を
加
へ
り
。
但
し
其
の
議
論
は
余
り
甚
し
き
に
陥

る
コ
ト
あ
り
。
氏
の
著
述
多
く
し
て
四
〇
〇
巻
を
下
ら
ざ
る
コ
ト

な
り
し
。
故
にJustinian

帝
其
編
纂
中
に
援
用
せ
し
コ
ト
多
し
。

C
apito

は
之
に
反
し
政
治
上
に
も
学
風
に
も
大
に
異
な
る
処
あ

り
。
氏
は
只
法
律
学
の
み
に
力
を
尽
し
他
の
学
を
顧
み
ず
し
て
他

の
学
を
研
究
す
る
を
以
て
法
律
学
に
害
あ
り
と
せ
り
。
加
之
其
研

究
た
る
や
重
き
を
実
地
に
置
き
新
論
を
立
つ
る
コ
ト
を
好
ま
ず
。

と
な
れ
り
。
其
他rescripta

あ
り
。
之
は
指
令
の
如
き
も
の
に

し
て
時
と
し
て
裁
判
官
又
時
と
し
て
一
箇
人
よ
り
或
事
件
に
付
き

princeps
に
伺
ふ
コ
ト
あ
り
。
此
時
にprinceps

は
其
伺
に
対

し
出
す
指
令
な
り
。
之
れ
も
亦
広
く
世
人
の
行
為
の
標
準
と
な
り

一
の
法
律
規
則
生
ず
る
に
至
れ
り
。
其
他m

andata

あ
り
。
之

はprinceps

は
官
吏
に
下
す
訓
令
な
り
。
之
等
よ
り
生
ず
る
法

律
規
則
はconstitutiones principum

な
り
。
之
等
は
初
よ
り

法
律
の
如
く
し
て
出
﹇
七
十
四
丁
裏
﹈
せ
し
も
の
に
あ
ら
ず
。
故

に
世
人
に
知
る
も
の
あ
り
知
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
併
しdecreta, 

edicta

を
編
纂
す
る
に
至
り
遂
に
は
、Justinian

帝
法
典
を
編

纂
す
る
時
に
之
を
採
用
せ
し
コ
ト
あ
り
。

第
六
節　

H
adrian

帝
前
に
於
け
る
法
律
学
の
有
様

法
律
学
問
は
共
和
時
代
に
発
達
せ
り
。
併
し
帝
政
時
代
に
法
律

学
進
歩
せ
り
。
蓋
し
ロ
ー
マ
に
於
て
法
律
の
大
綱
は
共
和
故
時
代

の
終
り
迄
に
整
へ
り
。
抑
も
法
律
は
立
法
者
に
於
て
定
む
る
に
は

可
成
精
密
に
后
来
に
起
る
べ
き
コ
ト
を
予
想
し
て
作
る
も
の
な
り
。

併
し
世
界
の
現
象
種
々
に
し
て
悉
く
観
察
す
る
能
は
ず
。
故
に
些

細
の
コ
ト
迄
作
る
能
は
ず
。
又
一
方
に
余
り
細
密
に
渡
れ
ば
却
て

弊
害
あ
り
。
因
て
大
綱
を
定
む
る
に
当
り
て
法
律
学
者
を
研
究
せ

し
め
り
。
帝
政
時
代
に
は
法
律
学
者
は
其
の
大
綱
を
研
究
し
其
法

（
一
二
一
八
）
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三
八
一

他
に
有
名
な
る
人
則
ちF

elix, A
tilicinus, P

lautius, A
risto

等
あ
り
中
立
に
立
て
り
。
以
上
二
派
は
初
め
に
其
懸
隔
甚
し
か
ら

ざ
り
し
も
后
に
は
甚
し
く
な
れ
り
。
此
時
に
中
立
派
は
其
上
に
立

ち
て
調
和
す
る
の
傾
あ
り
。
右
の
如
く
此
時
に
学
問
盛
と
な
り
二

派
に
分
る
る
に
至
り
た
り
。
此
他
ロ
ー
マ
学
自
身
の
上
に
影
響
せ

し
はO

ctavian

の
頃
に
当
時
有
名
な
るjus respondendi

﹇
回

答
権
﹈
を
与
へ
り
。
一
方
に
法
律
学
者
は
法
律
を
研
究
し
力
を
尽

す
と
同
時
に
他
方
に
又
実
地
に
力
を
注
ぎ
箇
々
の
特
断
な
る

﹇
七
十
六
丁
表
﹈
事
件
に
付
き
意
見
を
吐
露
せ
し
コ
ト
あ
り
。
之

等
の
鑑
定
せ
し
コ
ト
は
隠
然
勢
力
あ
り
し
に
相
異
な
し
。
併
し
一

箇
人
の
説
た
る
に
過
ぎ
ず
、
故
に
裁
判
官
は
其
説
に
検
束
せ
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
コ
ト
な
し
。
当
時
学
者
中
大
家
を
選
び
之
等

は
特
にjus respondendi

を
与
へ
む
。
之
を
有
す
る
学
者
は
特

断
事
件
に
付
て
鑑
定
せ
し
場
合
に
は
裁
判
官
は
之
に
従
ふ
べ
き
コ

ト
と
な
り
法
律
の
効
力
を
有
す
る
に
至
れ
り
。
故
に
学
者
の
勢
力

は
頂
上
に
達
せ
り
。
尤
も
一
事
件
に
付
き
て
多
く
の
法
律
学
者
が

鑑
定
す
る
コ
ト
も
あ
る
べ
し
。
此
時
に
何
れ
の
説
に
従
ふ
べ
き
か

を
定
む
べ
き
な
り
。
故
にH

adrian

の
時
定
め
、
若
し
諸
学
者
の

説
一
致
せ
ざ
る
と
き
は
判
決
を
下
す
も
の
之
を
選
択
す
る
コ
ト
と

な
れ
り
。
斯
く
法
律
学
者
の
説
に
重
き
を
置
きJustinian

法
典

此
二
人
を
比
せ
ば
学
識
に
て
はL

abeo

は
大
に
勝
れ
り
。
併
し

二
学
派
は
対
立
し
て
其
派
の
中
に
有
名
な
る
学
者
あ
り
、
ロ
ー
マ

の
法
律
学
大
に
進
歩
せ
り
。﹇
七
十
五
丁
裏
﹈

S
abiniani

派
の
有
名
な
る
人

1. M
. S

abinus
（
名
の
起
り
し
原
の
人
な
り
）

2. C
. L

onginus
3. C

. S
abinus

（
尤
も
有
名
な
る
人
）

4. P
. Javolenus

5. A
. V

alens
6. Julianus　

　

etc.

P
roculiani

派

1. M
. C

. N
erva

2. M
. C

. N
erva

（fi lius

）

3. P
roculus

（
名
の
起
り
し
原
）

4. P
egasus

5. I. C
elsus

6. I. C
elsus

（fi lius

）

7. P
. N

eratius

当
時
法
律
学
者
は
悉
く
此
派
中
に
の
み
あ
り
し
に
あ
ら
ず
。
此

（
一
二
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
八
二

調
査
し
て
一
法
典
を
作
る
コ
ト
目
下
の
急
に
し
てH

adrian

帝
の

時Julianus

氏
に
命
じ
てedicta

を
調
査
し
法
律
史
を
作
ら
し

め
た
り
。
其
書
完
成
す
る
に
及
び
法
律
と
し
て
全
国
に
行
ふ
コ
ト

と
な
れ
り
。
之
をedictum

 perpetuum

と
称
す
。
単
にedicta

ト
モ
云
ふ
。
遂
に
共
和
時
代
よ
り
発
せ
しedicta

﹇
七
十
七
丁

表
﹈
もH

adrian

帝
の
時
立
派
な
る
法
律
と
な
りJustinian

法

典
の
基
礎
と
な
る
有
様
な
り
。

第
八
節　

H
adrian

帝
后
の
法
律
学
の
有
様

前
節
にJulianus

に
命
じ
てedictum

 perpetuum

を
作
ら
し

む
。Julianus

はedictum
 perpetuum

を
作
り
し
こ
と
ロ
ー
マ

法
学
上
大
刺
激
を
与
へ
発
達
す
る
に
至
る
。
加
之H

adrian

后
一

層
進
歩
を
催
す
原
因
多
少
あ
り
し
。
例
﹇
へ
﹈
ばH

adrian

帝
は

有
名
な
る
法
律
学
者
を
特
に
優
待
し
てconsilium

 principis

と

せ
り
。
之
等
の
コ
ト
は
法
律
の
進
歩
を
促
せ
り
。
其
他
此
時
代
に

其
研
究
も
精
密
に
し
て
困
難
な
る
問
題
を
出
す
。
之
を
研
究
す
る

に
は
益
々
研
究
を
要
す
。
尤
も
有
名
な
る
学
者
はJulianus

に

し
て
氏
はA

frica

に
生
れ
、praetor, consul

等
の
職
に
登
り

且
つconsilium

 principis

と
な
れ
り
。
其
学
風
はS

abinian
派
に
し
て
当
時
の
大
家
に
し
て

H
adrian

の

edictum
 

perpetuum
を
作
ら
し
め
た
る
は
実
に
其
人
を
得
た
り
と
云
ふ
べ

を
編
纂
す
る
に
当
り
て
学
者
の
説
をD

igesta

中
に
掲
ぐ
る
に
至

れ
り
。

第
七
節　

edicta praetorium

上
述
の
如
く
法
学
重
ぜ
ら
れ
法
律
学
者
の
説
法
律
の
効
力
を
有

せ
し
も
又praetor
一
時
非
常
に
勢
力
あ
り
。edicta

を
定
め
し

よ
り
種
々
法
律
規
則
発
達
す
。
此
時
代
はedicta

一
変
し

praetor

の
変
す
る
毎
に
時
世
に
﹇
七
十
六
丁
裏
﹈
従
ふ
処
の

edicta

な
ら
は
后
任
のpraetor
か
己
のedicta

中
に
加
へ
遂
に

は
一
法
典
の
如
く
な
れ
り
。
然
る
に
帝
政
時
代
に
はpraetor

も

princeps

の
勢
力
の
増
す
に
従
ひ
衰
へ
従
来
の
如
く
己
の
好
む
処

をedicta

中
に
掲
載
す
る
コ
ト
な
し
。
因
てedicta

の
体
裁
帝

政
時
代
に
止
み
た
り
。
然
る
にedicta

は
其
精
神
に
於
て
大
に

便
な
る
も
の
あ
る
も
其
体
裁
は
雑
駁
な
り
。
故
にpraetor

の

edicta

を
研
究
せ
ん
と
す
る
も
甚
だ
不
便
な
り
。
且
つedicta

の

内
容
は
変
ら
ざ
る
を
以
て
帝
政
時
代
に
不
必
要
と
な
り
加
之

edicta

慣
例
に
従
へ
ばpraetor

の
変
ず
る
毎
に
効
力
を
失
ふ
。

此
等
の
手
続
は
無
益
な
り
。
且
つpraetor peregrinus

及
び

praetor urbanus

の
出
せ
しedicta

あ
り
て
種
々
な
り
。
此
は

初
め
は
区
別
あ
り
し
も
后
に
は
其
のedicta

は
漸
々
同
一
と
な

り
内
容
に
差
な
き
に
至
れ
り
。
故
に
広
くpraetor

のedicta

を

（
一
二
二
〇
）
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三
八
三

其
生
存
中
は
却
て
世
人
に
軽
蔑
せ
ら
れ
、
其
名
顕
れ
ざ
り
し
な
ら

ん
と
。
蓋
し
当
時
の
法
律
学
者
は
理
論
と
実
地
と
に
力
を
用
ひ
し

もG
aius

は
実
地
に
力
を
用
ひ
﹇
七
十
八
丁
表
﹈
法
学
を
人
に
授

く
を
専
ら
と
せ
し
如
く
考
へ
ら
る
。Institutiones

も

instituere

授
業
法
あ
り
し
時
代
に
作
ら
れ
し
如
く
考
へ
ら
る
。

而
シ
テ
氏
の
后
世
に
名
の
現
は
れ
し
は

Justinian

の

Institutiones

はG
aius

よ
り
専
ら
採
用
せ
し
な
り
。
併
し

Justinian

の
法
典
編
纂
せ
し
頃
は
ロ
ー
マ
法
学
は
大
に
衰
へ
し

な
り
。
故
に
人
口
も
従
前
の
高
尚
な
る
法
学
を
研
究
す
る
力
な
く

し
て
却
てG

aius

の
文
章
明
瞭
な
る
著
書
現
れ
、
有
名
な
り
し
な

り
。G

aius

はJulianus

の
如
く
大
家
な
ら
ざ
る
も
文
章
は
明
瞭

に
し
て
解
し
易
し
。
故
に
世
間
に
用
ひ
ら
れ
し
な
り
。
又
此
の
后

に
はG

aius

のInstitutiones

はJustinian

法
典
中
に
採
用
せ

ら
る
。
加
之
他
の
大
家
の
著
書
は
多
く
は
消
失
せ
り
。
故
に

G
aius

の
著
書
は
ロ
ー
マ
法
を
研
究
す
る
に
尤
も
便
利
を
与
へ
、

特
にG

aius

の
著
書
は
あ
ら
ざ
れ
ば
知
る
能
は
ざ
る
も
の
な
ら
ん

と
思
は
る
る
事
件
を
其Institutiones

に
表
は
せ
り
。
為
め
に
著

名
と
な
り
し
な
り
ロ
ー
マ
の
法
学
を
見
ん
と
せ
ば
、G

aius

の
著

書
は
尤
も
読
み
易
し
。
特
にInstitutiones

は
尤
も
明
瞭
な
り
。

加
之
歴
史
的
の
事
実
も
大
に
詳
し
。

き
な
り
。
而
シ
テJulianus

の
著
書
中
尤
も
有
名
な
る
は

digesta
に
し
て
九
十
巻
の
多
き
に
至
れ
り
。
其
論
ず
る
処
は
当

時
の
現
行
法
律
な
り
し
。
而
し
て
﹇
七
十
七
丁
裏
﹈Julianus

の

著
書

digesta
は
大
に
世
人
の
愛
読
す
る
処
と
な
り
、

P
om

ponius, U
lpianus,

等
な
る
名
家
も
之
を
参
考
し
て
著
書
せ

し
な
り
。
且
つJustinian

帝
のD

igesta

を
編
纂
す
る
に
当
り

Julianus

の
著
書
を
参
考
し
且
つ
援
用
せ
し
箇
条
多
し
。
故
に

Julianus

の
世
に
出
て
て
よ
り
之
と
肩
を
比
ぶ
る
も
の
な
し
。
之

に
次
て
有
名
な
る
はC

assius
に
な
れ
ド
モ
数
等
劣
り
、
当
時
の

学
者
は
圧
倒
せ
ら
る
。
此
后
両
大
派
の
区
別
の
消
滅
しS

abinian

派
の
勝
と
な
れ
り
。Julianus

は
ロ
ー
マ
法
学
上
に
も
一
段
落
を

な
せ
り
。

S
. P

om
ponius

も
有
名
な
る
人
に
し
て
氏
の
来
歴
詳

つ
ま
び
ら

か
な

ら
ず
。
氏
の
特
別
た
る
処
は
博
覧
な
り
。
則
ち
氏
は
広
く
先
輩
の

著
書
を
研
究
せ
し
氏
の
著
書
少
か
ら
ず
し
て
后
、
学
者
の
手
本
と

な
り
し
も
の
多
し
。

G
aius

のInstitutiones

を
著
し
有
名
な
り
。
氏
は
奇
人
に
し

て
氏
の
生
存
せ
し
間
は
世
に
知
ら
れ
ず
、
后
世
に
至
り
有
名
と
な

り
し
。
故
に
来
歴
は
詳
な
ら
ず
。
或
人
の
説
に
よ
れ
ば
、
氏
は

province

の
人
々
の
為
め
に
法
律
を
授
業
せ
し
人
な
ら
ん
。
故
に

（
一
二
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
八
四

﹇
七
十
九
丁
表
﹈
古
人
の
説
を
援
用
し
自
説
を
吐
く
に
当
り
□
□

謙
遜
せ
り
。
其
説
は
実
地
を
離
れ
空
論
に
陥
る
コ
ト
な
し
。
之
等

は
当
時
の
学
者
に
於
て
尤
も
尊
ふ
べ
き
コ
ト
な
り
と
評
し
た
り
。

第
九
節　

D
iocletian &

 Constantine

時
代
に
於
け
る
羅
馬

国
政
の
変
遷

帝
政
の
起
り
て
已
に
述
べ
し
如
く
帝
政
の
始
に
於
て
は

princeps

は
至
大
の
権
を
握
り
し
に
係
ら
ず
公
然
表
さ
ず
し
て
事

を
執
れ
り
。
故
に
帝
政
の
時
代
の
初
に
は
共
和
時
代
の
機
関
は
依

然
存
せ
り
。
併
し
時
を
経
る
に
従
ひ
ロ
ー
マ
社
会
の
有
様
一
変
せ

り
。
例
﹇
へ
﹈
ばsenatores

は
却
てprinceps

に
優
待
せ
ら
れ

一
時
勢
力
あ
り
し
如
く
見
ゆ
。
之
れprinceps

の
政
略
な
り
し

故
に
時
を
経
る
に
従
ひprinceps

の
勢
を
得
る
と
同
時
に
漸
々

勢
を
失
へ
り
。
元
よ
りG

erm
an

人
は
ロ
ー
マ
人
と
戈
を
交
ゆ
る

コ
ト
と
な
り
、
ロ
ー
マ
に
於
て
も
対
外
政
策
上
専
政
の
君
主
を
要

す
る
に
至
れ
り
。
其
他
従
前
は
ロ
ー
マ
の
地
方
制
度
に
於
て
も
自

治
制
行
は
れ
し
処
も
あ
り
し
が
漸
々
跡
を
絶
つ
に
至
り
、

princeps

も
当
時
代
に
は
専
政
の
君
主
た
る
を
憚
ら
ざ
る
に
至
れ

り
。
此
時
代
よ
り
世
人
もprinceps

の
欲
す
る
も
の
は

﹇
七
十
九
丁
裏
﹈
法
律
な
り
と
の
考
を
抱
く
に
至
れ
り
。

P
apinianus

氏
の
来
歴
も
詳
な
ら
ず
。
氏
は
法
律
事
業
及
び

法
律
の
鑑
定
に
﹇
七
十
八
丁
裏
﹈
従
事
し
た
り
。
氏
は
ロ
ー
マ
法

学
者
中
后
と
第
一
流
の
人
な
り
。
氏
の
著
書
は
立
論
の
正
確
な
る

は
勿
論
其
文
章
も
正
確
な
り
。Justinian

のD
igesta

中
に
援

用
せ
し
説
中
に
は
氏
の
説
尤
も
多
し
。

U
lipanus

氏
の
著
書
は
多
少
今
日
に
残
れ
り
﹇
ウ
ル
ピ
ア
ヌ

ス
『
法
範
』﹈。G

aius
のInstitutiones

と
合
せ
出
版
せ
ら
る
。

氏
は
当
時
有
名
な
る
人
に
し
て
其
文
章
の
明
瞭
な
る
点
はG

aius

と
能
く
類
似
せ
り
。
氏
はO

riginality

に
於
て
は
大
家
な
ら
ざ

る
も
其
文
章
の
明
確
な
る
よ
り
世
人
に
愛
読
せ
ら
る
。

P
aulus

は
来
歴
詳
な
ら
ず
。
氏
はconsilium

 principis

と

な
り
し
人
に
し
て
世
人
に
尊
敬
せ
ら
る
。
氏
の
学
識
は

U
lpianus

と
肩
を
比
す
。
併
し
其
文
章
の
明
瞭
な
る
コ
ト

U
lpianus

に
一
歩
を
譲
れ
り
。
併
し
著
書
の
多
きU

lpianus

に

勝
れ
り
。
之
等
の
法
学
者
に
付
て
はK

arlow
a

氏
の
ロ
ー
マ

﹇
法
﹈
史
に
詳
し
。K

arlow
a

氏
曰
く
、
当
時
は
種
々
の
法
学
者

あ
り
し
。
併
し
一
方
に
は
意
外
に
其
説
中
一
致
す
る
処
多
く
又
他

方
に
理
論
に
長
ず
る
に
係
ら
ず
実
地
を
棄
て
ず
。
当
時
の
学
者
は

大
家
た
る
に
係
ら
ず
自
分
自
ら
自
説
を
立
て
他
人
を
侮
る
コ
ト
な

し
。
共
心
協
同
し
て
大
事
業
を
な
さ
ん
と
せ
し
如
く
。
勉
め
て

（
一
二
二
二
）
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三
八
五

の
説
に
従
ふ
コ
ト
と
せ
り
。
若
し
又
異
説
同
数
に
分
る
る
ト
キ
は

P
apinianus

の
説
に
従
ふ
コ
ト
と
せ
り
。
此
く
此
等
の
学
者
の

説
は
之
を
援
用
す
る
コ
ト
を
得
。
加
之
他
の
法
学
者
の
説
と
雖
ド

モ
此
等
の
説
と
同
一
な
れ
ば
之
を
援
用
す
る
も
差
異
な
し
。
之
れ

を
以
て
以
上
の
五
人
は
当
時
ロ
ー
マ
に
て
尊
ば
れ
就
中

P
apinianus

は
尤
も
貴
ば
れ
た
り
。
因
て
法
学
者
は
ロ
ー
マ
に

於
て
尤
も
貴
ば
れ
、
従
っ
て
法
学
の
発
達
せ
し
一
原
因
た
り
。
而

シ
テC

orpus Juris C
ivilis

中D
igesta

は
有
名
な
る
著
書
よ

り
援
用
す
。
援
用
す
る
に
は
訂
正
を
加
へ
し
も
之
を
見
れ
ば
学
者

の
一
般
の
思
想
を
覗
ふ
に
足
る
。
故
に
ロ
ー
マ
法
の
研
究
す
る
に

は
尤
も
見
る
に
宜
し
、
参
考
と
す
る
に
足
る
。
特
に
ロ
ー
マ
人
が

如
何
に
法
学
上
に
発
達
せ
し
か
を
見
る
に
はD

igesta

は
尤
も
宜
し
。

第
十
一
節　

Justinian

帝
前
に
於
け
る
法
令
の
集
録
書

帝
政
時
代
と
な
り
し
以
来consilium

 principis

あ
り
て
法
令

の
如
き
作
用
を
な
せ
り
。
併
しprincipis

に
於
てedicta, 

rescripta, m
andata,

﹇
八
十
丁
裏
﹈decreta

を
出
せ
し
は
法
令

の
如
く
し
て
出
せ
し
に
あ
ら
ず
。
就
中rescripta, decreta

は

特
別
の
事
件
に
付
て
出
せ
し
も
の
な
り
。
故
に
研
究
に
不
都
合
に

し
て
且
つ
之
を
知
ら
ざ
る
も
の
あ
り
。
因
て
之
等
を
集
め
て
一
と

な
す
に
至
れ
り
。
之
等
のconslium

 principis

を
集
め
し
も
の

第
十
節　

D
iocletian &

 Constantine

后
に
於
け
る
羅
馬
の

法
律
学
の
有
様

前
に
法
律
学
の
有
様
を
述
べ
し
如
く
帝
政
時
代
に
も
尚
法
律
の

根
本
た
る
も
の
は12 tables, praetor, edicta, senatus 

consulta, consilium
 principis

な
り
。
之
等
は
本
来
学
者
が
元

よ
り
世
人
の
法
学
を
研
究
す
る
に
考
す
べ
き
も
の
な
り
。
然
る
に

時
を
経
る
に
従
ひ12 tables
﹇
十
二
銅
律
﹈
は
世
間
に
於
て
之
れ

を
了
解
し
得
る
人
減
じ
、
加
之
ロ
ー
マ
に
法
学
盛
な
る
に
従
ひ
法

学
者
の
智
慮
発
達
し
た
り
。
故
に
学
者
の
著
書
を
研
究
す
る
に
至

り12 tables

﹇
十
二
銅
律
﹈
等
に
重
き
を
置
か
ず
。
従
て
法
学
者

の
著
書
は
勢
を
得
た
り
。
而
し
てD

iocletian

の
時jus 

respondendi

を
廃
し
又
世
間
に
名
高
き
法
学
者
の
著
書
を
援
用

す
る
に
至
れ
り
。
因
て
有
名
な
る
学
者
の
著
書
な
れ
ばjus 

respondendi

と
同
様
に
貴
ば
る
に
至
れ
り
。
併
し
従
来
の
侭
に

てjus respondendi

存
し
又
一
方
に
学
者
の
説
を
援
用
す
る
は

不
都
合
な
り
。
自
ら
制
限
を
立
て
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
故
に

T
heodosius II

の
頃
、
特
に
法
律
を
以
て
援
用
す
べ
き
法
学
者

の
﹇
八
十
丁
表
﹈
著
書
を
定
め
り
。
則
ちG

aius, P
apinianus, 

U
lpianus, P

aulus, M
odestinus

を
援
用
す
る
コ
ト
と
な
れ
り
。

且
つ
之
等
の
五
人
の
説
は
一
定
せ
ず
し
て
矛
盾
す
る
ト
キ
は
多
数

（
一
二
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）

三
八
六

﹇
に
﹈
多
く
又
法
学
の
力
衰
へ
し
為
に
便
宜
な
る
法
律
書
を
得
ん

と
望
め
り
。
故
に
此
法
典
を
作
り
し
な
り
。
之
を
作
る
に
当
り
て

手
本
と
せ
し
書
の
重
な
る
も
の
は
援
用
を
許
さ
れ
た
る
法
律
学
者

の
著
書
及
びC

odex G
regorianus, C

odex H
erm

ogenianus, 
C
odex T

hedosianus

及
びN

ovellae T
hodosianae

等
な
り
。

Institutiones

と
は
名
の
如
く
、Justinian

の
法
典
を
作
り
し
目

的
はinstituere

教
授
の
方
法
に
て
教
授
す
る
の
目
的
に
し
て
法

律
の
大
体
を
掲
げ
し
に
止
る
。533 A

.D
.

頃
に
発
布
せ
ら
る

Institutiones

は
之
を
編
纂
せ
ら
る
る
に
当
り
て
有
名
な
る

T
ribonianus

氏
を
し
て
監
督
せ
し
む
。
尤
も
其
編
纂
に
は

T
heophilus D

orotheus

氏
等
関
係
せ
り
。
此
のInstitutiones

の
手
本
と
な
る
はG

aius, U
lpianus

の
著
書
な
り
。﹇
八
十
一
丁

裏
﹈D

igesta

は
学
者
の
説
を
抜
粋
し
て
集
め
し
も
の
な
り
。
之

を
編
纂
す
る
時T

ribonianus

氏
監
督
せ
り
。
而
シ
テ
学
者
中
の

説
に
も
時
世
に
適
せ
ざ
る
も
の
も
あ
り
。
又
諸
説
中
矛
盾
す
る
あ

り
。
故
に
訂
正
を
な
せ
し
も
併
し
各
説
の
特
色
現
は
る
る
な
り
。

此
のD

igesta

は
后
世
に
伝
は
り
大
に
流
行
せ
り
。
遂
に
独
国
に

P
andektenrecht

と
云
ふ
はD

igesta

の
一
部
な
り
。
故
に
其
尊

ば
れ
し
コ
ト
を
知
る
に
足
る
。533 A

.D
.

に
発
布
せ
ら
る
。

C
odex

はJustinian

帝
の
頃
に
二
回
余
、
之
を
編
纂
せ
し
め
た

はJustinian

の
法
典
の
予
備
を
な
せ
り
。
其
集
録
書
を
挙
れ
ば

C
odex G

regorianus, C
odex H

erm
ogenianus

等
な
り
。
而

シ
テ
前
者
はH

adrian

帝
頃
よ
りD

iocletian

頃
迄
の
法
令
を
集

め
し
も
の
な
り
（
判
然
せ
ず
）。
尤
も
此
書
の
著
者
の
来
歴
は
不

明
な
り
。
后
者
は
前
者
に
次
て
生
じ
前
者
の
追
加
書
た
る
の
精
神

に
て
作
り
た
る
が
如
し
。
之
等
は
一
時
大
に
世
界
に
尊
ば
る
。
併

し
之
等
も
滅
し
て
后
世
に
伝
ら
ず
。
民
間
に
此
の
如
く
書
を
著
す

如
く
な
れ
ば
、
ロ
ー
マ
政
府
に
も
其
用
を
感
じ

C
odex 

T
heodosianus

を
作
れ
り
。C

onstatine̶
T
heodosius

頃
の

法
令
を
集
め
し
も
の
に
し
て
后
世
に
伝
は
れ
り
。

第
十
二
節　

Justinian

法
典
編
纂

ロ
ー
マ
に
於
てJustinian

の
時
有
名
な
る
種
々
の
法
典
作
ら
る
。

則
ちInstitutiones, D

igesta, C
odex, N

ovellae C
onstitutiones

な
り
。﹇
八
十
一
丁
表
﹈
最
后
の
も
の
はJustinian
の
后
に
於
て

発
せ
ら
れ
し
も
の
な
り
。
併
し
皆
一
処
にC

orpus Juris 
C
ivilis

中
に
掲
げ
り
。
此
の
法
典
は
尤
も
名
高
き
も
の
に
し
て

ロ
ー
マ
法
研
究
す
る
に
は
尤
も
必
要
な
り
。
此
の
如
き
有
様
な
る

故
にJustinian

が
法
典
を
作
り
し
頃
は
法
学
尤
も
盛
な
り
し
が

如
く
見
ゆ
れ
ド
モ
却
て
衰
へ
し
な
り
。
以
前
に
は
法
学
盛
に
し
て

著
書
も
亦
多
し
。
世
人
法
学
を
研
究
せ
ん
と
す
る
に
著
書
は
余
り

（
一
二
二
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
講
述
『
比
較
法
制
史
』
緒
言
及
び
第
一
部　

羅
馬
法
制
史
（
吉
原
）

三
八
七

り
。
之
はconstitutiones

を
集
め
し
も
の
な
り
。
此
材
料
は

C
odex G

regorianus, C
odex H

erm
ogenianus

な
り
。
而
し

て
后
に
編
纂
せ
ら
れ
し
も
の
は534 A

.D
.

に
て
、
前
に
作
ら
れ

し
も
の
は
之
が
為
に
廃
せ
ら
る
。

N
ovellae C

onstitutiones

を
略
し
てN

ovellae

と
云
ふ
。
之

は
新
し
き
と
云
ふ
意
に
し
てJustinian

帝
は
諸
種
の
法
典
を
作

る
に
当
り
注
釈
を
加
ふ
る
コ
ト
を
禁
ぜ
り
。
併
し
法
典
生
ず
る
に

至
り
て
疑
惑
を
起
す
に
至
り
注
釈
を
禁
ず
る
能
は
ず
。Justinian

自
ら
其
疑
を
解
く
為
に
注
釈
を
加
へ
り
。
之
を
集
めN

ovellae

を
作
る
な
り
。
之
はJustinian

后
に
世
に
出
で
し
な
り
。
発
布
、

実
施
、
其
編
纂
の
方
法
等
はP

andekten
中
に
あ
る
な
り
。

＊
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）「
法
学
提
要

（Institutes

）
に
対
す
る
比
較
法
史
学
的
総
合
研
究
」
研
究
課

題
番
号17H

02442

（
研
究
代
表
・
葛
西
康
徳
・
東
京
大
学
教

授
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
本
資
料
翻
刻
に
際
し
、
そ

の
入
力
作
業
に
は
、
伊
藤
美
緒
さ
ん
、
片
柳
七
重
さ
ん
（
い
ず

れ
も
日
本
大
学
法
学
部
学
生
・
当
時
）
の
ご
助
力
を
得
ま
し
た
。

謹
ん
で
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
一
二
二
五
）
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租税法における解釈のあり方
─比較法的研究に基づく考察─

今　村　　　隆

目次

第 1　問題の所在

第 2　大陸法系の諸国における議論 

　 1 　ドイツ

　 2　フランス

　 3　イタリア

第 3　英米法系の諸国における議論

　 1　英国

　 2　米国

　 3　カナダ

第 4　我が国における租税法の解釈のあり方

　 1　法律解釈の方法

　 2　借用概念の取扱い

　 3　行政解釈の取扱い

第 5　結び

第 1　問題の所在

我が国における租税法の解釈は、文理解釈が原則とされ、他の先進

諸国と比べてもその傾向が特に強いと思われる。また、我が国では、

基本的に借用概念論が採られていて、これも他の先進諸国と比べて特

徴的な点である。

論　説

（
一
二
七
二
）
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筆者は、昨年、租税回避の問題についての研究書（1）を刊行したが、

そこでも書いたとおり、租税法の解釈論と租税回避の問題は、租税法

の解釈論をコインの表とすると、租税回避の問題は、その裏といった

関係にあり（2）、租税回避の問題を検討する上でも、租税法の解釈のあ

り方を明らかにするのが重要と考えている。そのようなことから、筆

者は、上記研究書において、比較法的考察として、英国、米国及びド

イツにおける租税法の解釈のあり方を検討した（3）。これは、主に 2014

年に出版された van Brederode らによる “Legal Interpretaion of Tax 

Law”を参考としたものである。しかし、2017 年に、同書の第 2版（ 4）

が出版され、初版では扱われていなかったフランスとカナダにおける

解釈のあり方についても扱われることとなった。上記第 2版では、租

税法の解釈のあり方についての多数の論点が検討されているが、これ

ら論点のうち、①法律解釈の方法（文理解釈か目的的解釈か）、②借用概

念の取扱い（統一解釈か目的的解釈か）、③課税庁による行政解釈（通達）

の取扱い（国民に対する関係で拘束的か非拘束的か）が、特に重要と考え

られる。

そこで、上記 van Brederode らによる第 2版に基づき、上記①ない

し③の論点を中心に、第 2で大陸法系のG7諸国、第 3で英米法系のG

7諸国における租税法の解釈のあり方について比較法的考察をし、第 4

で、これらの比較法的研究に基づき、我が国における租税法における

解釈のあり方について検討することとする。第 2と第 3は、上記第 2

版の関係箇所の要約であり、筆者の考えは交えずに、関係箇所を担当

している執筆者の記述に基づき、各国における租税法の解釈のあり方

について、できるだけ客観的に明らかにし、第 4では、これらの比較

法的研究に基づいて、筆者の見解を述べることとする。

なお、上記第 2版では、我が国で「借用概念」と言っているものを

「transplanted concept」と表現している。しかし、本稿では、「借用概

念」という用語で論じることとする。

（
一
二
七
一
）
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第 2　大陸法系の諸国における議論

1 　ドイツ

まず、ドイツについては、第 8章で、Caroline Heber 及び Christian 

Sternberg が執筆を担当している。執筆者は、いずれもマックス・プラ

ンク研究所調査員である。

⑴　法律解釈の方法
ア　法律解釈方法論（§8.02）

一般的に、法律の解釈のあり方については、学説や実務で長年論争

があったが、それは、主に法律の理解についての哲学的なアプローチ

の違いにより生じている。すなわち、法律は、文言で解釈されるべき

か、それとも目的（telos）で解釈されるべきかの問題である。実務では、

裁判所は、法律の解釈・適用に当たりどのような要素を考慮すべきか

のコンセンサスが見いだされるようになったが、学説ではなお対立が

あった。このような学説の対立にかかわらず、制定法が価値の対立を

解決するものであり、特定の状況においてどの利益を優勢とすべきか

の価値を根拠にした判断が必然的に組み込まれているとする評価法学

（Wertungsjurisprudenz）が一般的なコンセンサスに達した。この評価法

学は、ヘックの利益法学（Intersssenjurisprudenz）にルーツがある。しか

しながら、評価法学の提唱者であるラーレンツは、この利益法学にお

ける価値に基づく判断がそれ自体で利益であるとすることには批判的

である（5）。このような違いはあるが、制定法で用いられている用語は、

上記のような価値判断を表現するものであり、制定法の解釈は、文言

解釈ではなく、価値判断と目的（telos）に基づいてなされなければなら

ないとされている。しかしながら、目的（telos）をどのように解するか

についてはなお論争があり、立法史を重視する立場と当該規定の目的

や機能を重視する立場がある。このような論争はあるものの、制定法

の解釈は、学説においてさえ、目的で解釈すべきとの立場に達してい

る（6）。

（
一
二
七
〇
）
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イ　経済的観察法（§8.02 ［C］ ⑵ ［c］及び§8.04）

1919 年の旧租税調整法 4条で、いかなる租税法規の解釈も目的と経

済的関連で解釈されなければならないと規定された。この規定は、

1977 年まで実施されており、これに基づき制定法の解釈についての経

済的観察法として知られる考えが形成された。現在では、このような

経済的観察法は、制定法の解釈方法ではなく、ある規定の機能を解釈

する上での一要素と考えられている。経済的観察法では、制定法が通

常の契約の仕組みを想定している結果を通常と異なる契約の仕組みで

達成しようとするのが、当該条項に包含されるかが問題となる。それ

故、経済的観察法は、租税回避スキームを制定法の文言の限界や当該

条項の全体的な機能の考慮に服させるかの手段とも考えられる。

例えば、2006 年の連邦財政裁判所の事件であるが、親が子供に賃貸

家屋を贈与し、同時に、子が逆に当該家屋の時価に相当する 50 万ユー

ロを親に贈与した事案では、所得税法 22 条 1 項 2 号や 23 条 1 項 1 号

の解釈問題であり、50 万ユーロが経済的には当該家屋の代金に相当す

ると考えられることから、上記各条項の目的的解釈で、親が当該家屋

を 50 万ユーロで子供に売却したとして親に課税すべきである。これは、

上記各規定を経済的観察法により目的的に解釈することにより対処で

きる問題である。

一方、1991 年の連邦財政裁判所の事例であるが、Aと Bが同じ通り

に面している家屋を購入しようと決意し、また、同時に賃貸契約を結

んだ。すなわち、A は Bの家主となり、BはAの家主となり、申告の

際、それぞれ賃料を所得として申告したが、費用が収入を超過すると

して、控除されると主張した。これは、所得税法 2条 21 項 1 号の賃貸

業の規定の範囲内であり、当該控除は、同規定の範囲内と考えられる。

しかしながら、この事例は、AO（租税通則法）42 条の問題であり、両

当事者は租税法上の便益を得るために上記のような契約を締結したと

考えられ、濫用に当たると考えられる。

（
一
二
六
九
）
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⑵　借用概念の取扱い（§8.02 ［C］ ⑵ ［b］）

租税法は、しばしば契約法、会社法や組合法と同じ用語を用いるこ

とから、このような他の法領域から借用された概念についてどこまで

これらの法領域の解釈に従うべきかの問題が生じる。このような租税

法と私法との関係についての議論は今なお続いている。納税者の予測

可能性に関心をもつ見解は、借用概念については、反対の規定がない

限り、私法と同一に解釈すべきとする（統一説（7））。一方で、租税法が、

私法とはその機能が異なることなどを理由に、たとえ私法上の解釈と

異なっていても、租税法の目的に従って解釈すべきとする見解がある

（目的適合説（8））。

ドイツの連邦憲法裁判所は、当初は、厳格な統一説の立場を採って

いたが、徐々に、それが緩やかになってきて、ついには、1991 年の判

例で、借用概念も租税法規の目的に沿って解釈すべきであるとして、

目的適合説の立場を採るに至った。

連邦財政裁判所も借用概念の解釈についてのこのアプローチを採用

している。すなわち、第 1段階で、租税法上用いられている借用概念

が私法やその概念と結びつけられているかを詳細に検討し、結びつけ

られている場合には、借用概念は私法に従って解釈されるべきである

が、そうでない場合には、私法の意味とは独立して解釈されるべきと

する。これは、ドイツの不動産法において、未分割の不動産の共有者

は、組合法の結果として生じる持分の共同所有をしている場合の組合

員とは区別されるが、両者の経済的な持分は、同じである。連邦財政

裁判所は、所得税法が、「組合員」の用語を用いている場合であっても、

組合員は、上記のように経済的には同じ性質をもつことから未分割の

不動産の共有者も含むと判決している。

⑶　行政解釈の取扱い
これについては、特に記述がない。

2　フランス

フランスについては、第 7章で、ソルボンヌ大学講師のThomas 

（
一
二
六
八
）
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四
二
九

Dubut が執筆を担当している。

⑴　法律解釈の方法
ア　法律解釈方法論（§7.02 ［A］）

フランスでは、ミッシェル・トローペルの提唱したリアリスティッ

ク解釈法学（realistic theory of interpretation）の影響が強い。トローペル

によると、裁判所の解釈は、全く自由ではなく、拘束されているとす

るが、伝統的な法実証主義と異なり、その拘束は、法理論の違いによ

るものではなく、一般大衆を納得させる社会学的あるいは政治学的な

要素により生じているとする。

イ　裁判所による租税法の解釈（§7.05 ［B］, ［C］, ［D］, ［E］）

裁判所による租税法の解釈は、厳格解釈が原則である。しかし一方

で、abuse of law や abnormal act of management の一般法理を認めてい

る。

裁判所による租税法の解釈で特徴的なのは、租税事件におけるいわ

ゆる「経済的理由付け」である。これは、租税法が経済学と結びつい

ていることから不可避的なことであるが、あくまでも事実認定で用い

ているだけであり、租税法の解釈で用いているわけではない。

裁判所による租税法の解釈でもう一つ特徴的なのは、いわゆる「解

釈の中和化（nuetralizing interpretation）」である。これは、法規は、より

高次の法規と適合していなければならないとの仮定によって根拠づけ

られる。これは、租税法規の解釈に特有のものではないが、租税法で

は非常に雄弁な例を提供している。例えば、2016 年の憲法院判決（9）が、

刑事罰と行政罰を課すのが憲法の二重処罰の禁止（ne bis in dem）に反

しないとしたが、行政罰は、納税不足がないのに課すことはできない

とした。同様に、2014 年の憲法院判決（10）は、遡及課税が憲法違反では

ないとしたものの、源泉税は、これに含まれないとした。

⑵　借用概念の取扱い（§7.05 ［A］）

フランスにおいて続いている議論は、租税法の独自性（autonomy of 

tax law）や裁判所による租税法の解釈が行政法など他の法領域への適用

（
一
二
六
七
）
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と同じ方法でなされなければならないのかについてである。

この議論の出発点として、租税法規は他の法領域と同じ用語をしば

しば用いていることである。例えば、「会社」や「不動産」であるが、

これらの用語の意味は、必ずしも会社法や民法と同じである必要はな

い。

しかしながら、これは一般原則ではない。多くの場合、租税立法は

他の法領域の条項を特に関連づけている場合があり、また、裁判所が

他の法規の規律に見いだされる定義を用いることもある。付加価値税

の事件においては、例えば「価格」について、民法上の概念と同一の

意味に解されなければならないとされている。

これらの背景にかかわらず、租税法の独自性ではなく、租税法にお

ける特殊性を語る方がより適切である。このような観点で、フランスの

学説は、「租税法規の独立性の原則（principle of indepence of legistlatons）」

と呼んでいる。例えば、不法な利得に対する取扱いがその適例である

が、不法な利得であるにもかかわらず、課税対象とされているのがそ

の例である。

⑶　行政解釈の取扱い（§7.04 ［C］）

フランス租税法の解釈で特徴的なのは、行政解釈（administrative 

doctrin）が重要な意味をもっていることである。しかも、 行政解釈が租

税手続法 80 条 Aで、拘束的性格をもっていることである。すなわち、

80 条 Aは、税務当局が当時公表されていた行政解釈に反する処分をす

ることは許されないとしている。これは、納税者の予測可能性を保護

するためのものであり、税務当局が納税者に反する形で用いることは

できない。

3　イタリア

イタリアについては、第 10 章で、ボコンニ大学教授のCarlo 

Garbarino が執筆を担当している。

⑴　法律解釈の方法
ア　一般的な傾向（§10.01 ［A］）

（
一
二
六
六
）
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イタリアは、法文化としては、実証主義（legal positivism）が浸透し

ていて、厳格解釈（strict interpretation）が原則である。しかし、2つの

理由から目的的解釈（purposive interpretaion）が採られるようになって

いる。一つは、いわゆるハードケース、すなわち租税体系の複雑さの

増大により厳格解釈では解決できない事件を解決する必要であり、も

う一つは、納税者による厳格解釈の限界を突いたアグレッシブな戦略

に対抗するためである。

学者や実務家は、租税法規の文言解釈が明確で適当であると主張し

ている。しかし、厳格解釈は、当該立法を複雑で入り組んだ取決めに

いかに適用させるかとの解釈作業や当該立法が個人の権利に優先させ

ようとしている社会政策を目指す場合には適当でないかもしれない。

現在、裁判官は、これら価値や規範を確立すべき事件において、その

ほとんどは文言自体には書かれていないが、目的的解釈を選択する方

向に変わっている。

イ　厳格解釈（§10.02 冒頭及び同 ［A］）

厳格解釈は、規範を規定している文言に基づくとのイタリアの法文

化の中で自然に行われている、裁判官は、租税法の適用についての自

身の判決を正当化するのにしばしば厳格解釈を用いている。厳格解釈

は、反対解釈（a contrario argument）と plain meaning の議論の二者関係

からなっている。

最近のアプローチは、解釈者は、すべての種類の議論を用いること

ができるとされているが、解釈についてのいくつかの「制限」がある。

主な制限は、歴史的なもので、1942 年のイタリア民法が採用したが、

法通則法（Preleggi）である。法通則法 12 条は、「法律の適用に当たっ

ては、当該用語の関係や立法者の意図に従った適切な意味によって明

らかなものと異なる意味を帰属させることはできない」と規定してい

る。そうであるので、通則法 12 条は、租税法を含んで法律一般の解釈

の第 1段階として厳格解釈を確立している。

通則法12条により導入された最初の制限は、租税法の解釈者は、「当

（
一
二
六
五
）
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該用語の適切な意味」に依拠しなければならないということである。

したがって、解釈者は、たとえ、解釈に当たって用いられている規範

によって当該用語の実際の意味に疑問があったとして、そのような意

味が存在すると仮定しなければならない。

plain meaning が存在するとの仮定は、言語学的な問題や意味論的な

問題を生じる。

ウ　目的的解釈の異なったタイプ（§10.03）

厳格解釈が尽きたときに、規定の文言に加えて多様な要素を考慮す

るとする目的的解釈が許されるとするのが主流的立場である。目的的

解釈には、様々な立場があるが、大きく分けると、ⅰ目的に基づく解

釈、ⅱ体系的解釈、ⅲ類推解釈、ⅳ拡張解釈、ⅴ適合的解釈

（conforming interetation）の 5 つがある。

エ　租税回避に対する目的的解釈の使用（§10.04）

多くの事件で、当該規定の目的的解釈のみ依拠する方法では、租税

回避と対抗することは不可能であることが証明された。イタリアでは、

当初採られていた厳格解釈のアプローチでは、基本的には、いかなる

節税戦略をも許してしまった。

しかしながら、1973 年大統領令第 600 の 37 条の 2で一般否認規定を

導入した。37 条の 2に従うと、広い範囲内の取引について、37 条の 2

の規定する要件に該当するときに、租税当局に否認する権限を付与す

るものである。それ故、多数の枝分かれしたテスト（multi-pronged test）

の形式を採るとの議論が確立されている。この議論が発展し、37 条の

2を発動するに当たり、次の要件を満たすときに租税回避となると規定

しているとされている。すなわち、①節税、②「有効な事業目」の欠

如、③「権利や義務を通り抜けること」を目指した「目的的な

（purposive）スキーム」の存在又は④「減免を得ること」を目指した

「目的的スキーム」の存在である。

結局、目的的スキームの分析は、「実質主義（substance over form）」に

基づく複雑なアプローチの最終局面であり、37 条の 2によってその本

（
一
二
六
四
）
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質的構造が命令された解釈の議論とは異なるものである。解釈者は、

広範な裁量権をもっているが、それは一般否認規定により制限された

ものでもある。

最近、イタリア最高裁は、上記 37 条の 2を超える新しい司法による

濫用法理（anti-abuse principle）を導入した。この原則に従うと、租税上

の便益を得ることのみを目的とした取引は、租税法上の濫用を構成す

るとみなされる。それ故、そのような効果を取引については、租税当

局は、37 条の 2の要件を満たさなくても否認することができることと

なる。

これに触発されて、イタリア政府は、2015 年に大統領令 128 号の 10

条の 2を立法し、制定法上の「回避」の概念と「法の濫用」は同じ意

味であるとした。10 条の 2によると、もしある取引が、①経済実質を

欠き、②不当に租税上の便益を得ていて、③不当に便益を得ることが

当該取引の目的で本質的であるとの事実があるときは、当該取引は、

濫用となる。

大陸法系では、原則（principle）は、単なる一般的言明や政策のガイ

ドラインではなく、租税当局や納税者を拘束する。それ故、濫用法理

は、租税法規の濫用を特定することを目指している倫理条項と同様、

拘束的である。

そのような濫用法理は、無限定の状況に適用される可能性をもった

広い黙示の規範の形式を採っている「開かれた規定（open texture）」で

ある。その結果、税務職員が、租税法規の濫用法理を発動しようとす

ると、37 条の 2の適用に当たって用いられた多数の枝分かれしたテス

ト（multi-pronged test）に基づく租税回避の解釈と同様な規範の意味を

見つけることを目指すとの解釈の技術を用いなくて済むこととなって

いる。

⑵　借用概念の取扱い（§10.02 ［B］）

立法的定義には、租税法体系の中に見いだされるもの（内在的定義、

internal difi nition）と租税法体系の外に見いだされるもの（外在的定義、

（
一
二
六
三
）
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external defi nition）の 2 つがある。内在的定義としては、例えばPE

（Permanent Establishment）がある。内在的定義は、拘束的であり、遡及

される。

外在的定義は、租税法外の定義が租税法に残っている場合に生じる。

典型的には、租税法による私法への反致（renvoi）であり、私法上の概

念が外在的定義を通じて租税法の概念となっている。これは、租税法

外の定義が租税法の概念より先行していることによりしばしば生じて

いる。例えば、私法の「住所」の定義がそうである。

もう一つの特徴は、租税法の立法者が、解釈規定の用語としてイタ

リアの法体系の他の法領域で確立された法的概念をしばしば参照する

ことである。例えば、「売買（sale）」がそうであり、これは、2つの法

領域で生じている借用（transplant）を意味する「メタ概念」である。

問題が生じるのは、用語の意味そのものではなく、より複雑な性質

や解釈問題である。要約すると、問題は、解釈者が、ⅰ元々の法領域

における意味を保持することが拘束されているのか、ⅱ租税法に抵触

しない限りにおいて新しい概念の意味を創造することが許されている

のかである。解釈者は、機能的アプローチ（functional approach）と形式

的アプローチ（formal approach）に対立している。

機能的アプローチの支持者は、他の法領域からの租税法の「独自性

（autonomy）」を主張し、解釈者が他の法領域と異なる租税法に特化され

た概念を発展させることができるとする。このアプローチに従うと、

租税法上の用語や概念は「経済的」意味に用いられ適用されるべきこ

とを理由に、租税法における機能的解釈が可能であるとする。ここで

経済的意味というのは明確ではないが、取引の法的形式よりも優越す

べき「実質（substance）」を意味しているように見える。

これに対し、形式的アプローチに従うと、解釈者は、他の法領域に

おける概念や用語の法的意味に固執すべきであり、租税法における

「機能的解釈」を採用することはできない。この結果、形式アプローチ

の支持者は、租税法における取扱いは、当該取引の「形式（form）」に

（
一
二
六
二
）
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より完全に決定されるべきことを薦める。例えば、商品の売買は、私

法上の原理に従うと商品の法的権原を形式的に移転する場合にのみ課

税されるべきとする。

これら 2つのアプローチは、極端な立場を採っているが、2つのアプ

ローチは、いずれも主流の流れは、厳格解釈に対する柔軟な考え方に

収斂する傾向にある。機能的アプローチは、租税法規範に潜在してい

る現実のポリシーに照らして当該取引の真実の経済的な性質を注視深

く考察する非形式的な解釈を主張する。一方、形式アプローチは、そ

の実質よりも規範の用語を尊重することにより、租税当局の裁量的な

権限行使を制限することを目指している。そうであるので、機能的ア

プローチは、法的取引の実質に基づく租税法のルールの実務的な適用

を目指している一方、形式アプローチは、法の適用の予見可能性（イタ

リアにおいては、これは、「certezzo del dritto」（法の明確性）と呼ばれてい

る。）を維持することに懸命になっている。

⑶　行政解釈の取扱い（§10.05 ［A］ ［B］）

イタリア租税法の伝統において、解釈の方法で興味深い特徴は、立

法者がしばしば定義規定以外に、解釈を提示する解釈規定を立法する

ことである。このような解釈規定が立法されるのは、2つのシチュエー

ションがある。一つは、「真実の解釈規定」（genuine interpretative norms）

と「明白な解釈規定」（apparent interpretative norms）である。真実の解

釈規定は、与えられた規範に現実に解釈の疑義がある場合の規定であ

り、明白な解釈規定は、私法や行政の解釈に勝ぐる規範を発出しよう

と決定したときに立法される。真実の解釈規定は遡及するが、明白な

解釈規定は、その性質上遡及しない。

租税当局は、租税法規の適用に当たっての特別の解釈を解決するた

めの規則を制定する場合、解釈のガイドラインを用いる。これらの解

釈規則は、「文書ルーリング（note）」や「解釈ルーリング（risoluzioni）」

や「解釈ガイドライン（circolari）」などの違った形式が採られる。

解釈規則は、租税法規の解釈や説明をし、解説の形式をとり、しば

（
一
二
六
一
）
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しば租税法規の条項の作用を示す例を含んでいる。それらは、重要で

はあるが、もし裁判所が制定法の文言に反したり、あるいは当該規則

を支持する制定法上の根拠がないときは無視される。実務上、もし制

定法が明白な意味をもち解釈規則と矛盾するときは、裁判所は、解釈

規則の立場を無視するであろう。

解釈規則は、租税当局の立場を表すものであるが、裁判官や納税者

を拘束するものではない。それ故、厳密にいうと、解釈規則は、規範

を構成しないガイドラインである。それで、制定法が合理的に見てい

くつかの選択的意味をもつと解釈される場合、解釈規則は、最終的な

ものではない。

このように解釈規則は、裁判官や納税者を拘束するものではないが、

いくつかの意味で重要ではある。まずは、租税当局の立場を表すもの

であり、納税者は解釈規則の立場に依拠することができ、もし解釈規

則が遡及的に修正された場合、正当な期待の尊重（tutela del’affi  damanto）

の原則に基づき、それらは善意の納税者を拘束しない。

第 3　英米法系の諸国における議論

1 　英国

英国については、第 14 章で、ワーウック大学准教授の John Snape

が執筆を担当している。

⑴　法律解釈の方法
ア　文言解釈と目的的解釈（§14.03 ［A］）

租税法における文言解釈が、目的的解釈によって徐々に取って代わ

られたのは、国家を最小限のものと考えるか、もっと大きなものと考

えるかの違いに対する考えに追い求めることができる。前者が文言解

釈になじみ、後者が目的的解釈になじんでいる。

このような法律の機能についての 2つの見解の違いは、1584 年の

Heydon 事件（11）におけるクック卿の意見と 1869 年の Parrtington

（
一
二
六
〇
）
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事件（12）と 1879 年の Pryce 事件（13）におけるCairns 卿の意見で述べられ

ている制定法の解釈についてのコントラストにより明らかである。

クック卿は、Heydon 事件において、制定法が是正しようとしたコモ

ン・ローの「害悪（mischief）」が何であったかを検討することを認め、

これが後にmischief rule として知られるようになった。

一方、Cairns 卿は、上記Parrtington 事件及びPryce 事件において、

文言解釈を述べている。

目的的解釈が文言解釈をしのぐようになったのは最近のことであり、

特に、1997 年 McGuckian 上院判決（14）が革新的な判例であり、このア

プローチは、2016 年の USB事件最高裁判決（15）で再確認されている。

これらの事件で述べられている解釈のアプローチは、新しい目的解

釈への導いたものが、租税回避に対抗する必要性を認めるものである

との事実を示している。

文言解釈が死んでしまったかのように見えるため、その魅力が、容

易に過小評価されるかもしれない。もちろん、裁判官でなく、行政官

や実務家によってであれば、文言解釈が容易に適用される圧倒的に多

数の事件がある。文言解釈のアプローチは、1688 年から 1689 年にかけ

ての「名誉革命」に負うところが大きく、中核的な財産権や不服申立

を維持するため価値があった。それ故、文言解釈のアプローチは、自

由主義的あるいは保守主義的な裁判所の見方であれ、最小限の国家と

完全に整合していた。

最近では、文言解釈へのアプローチは、英国ではなく、米国におけ

る 19 世紀の後継者によってもたらされている。オックスフォード大学

の准教授のLouzenhiser は、スカーリア判事を引用して、米国と英国

との立法手続が簡単に移植できるとの疑いを呼び起こすには違いすぎ

るとはしているものの、国際的な法教育と職業的な発展の結び付きが

文言解釈のアプローチへの回帰をもたらすかもしれないと警告してい

る（16）。文言解釈のアプローチが復帰するか否かは、Brexit 後の英国の

国家の形のあり方についての進展に依存している。英国が「課税の少

（
一
二
五
九
）
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ない最小限の規則の国家」となれば、文言解釈のアプローチが再び重

要となるかもしれない。

イ　国内法的問題（§14.03 ［B］）

最近の数十年間で、裁判官が租税法規の解釈をするときに制定法の

文言外のものを見ることを全面禁止する伝統に対する動きが見られる。

その道標となる事件は、1992 年の Hart 事件上院判決（17）である。

⑵　借用概念の取扱い（§14.04 ［C］）

法人税法では、しばしば借用概念が見受けられる。例えば、外国で

設立された法人が英国の居住者か否かを判断するに当たり、英国で実

質的に管理されていれば、居住者とされるが、この「実質的管理」は、

借用概念である。次の例は、「金銭借入れ（money debt）」であり、第 3

の例は、「設備（plant）」である。

しかし、このような借用概念の歴史を見ると、容易に操作されやす

く、好ましいものではない。それで立法で制限されている。

⑶　行政解釈の取扱い
これについては、特に記述がない。

2　米国

米国については、第 15 章で、フロリダ大学教授のSteve Johnson が

執筆を担当している。

⑴　法律解釈の方法
ア　競い合うアプローチ（§15.05 ［A］）

裁判官は法律の解釈に当たり注目する要素のウエイトやそれらの正

当性について違っており、これらの違いが異なる法律の解釈について

の学派に結びついている。そのような学派として、大きく分けて、A

文言主義（Literalism）、B原テキスト解釈主義（Textualism）、C立法担

当者意思主義（Intentionalism）、D立法目的主義（Puroposivism）、E動的

主義（Dynamism）、Fプラグマティズム（Pragmatism）などの対立がある

といわれている。それぞれの立場の考え方と代表的な裁判例を示すこ

ととする。

（
一
二
五
八
）
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ア　文言主義

文言主義は、論争となっている制定法の特定の用語を強調する。裁

判所は、立法者が意図した意図は通常の意味あるいは技術的な「文法

的（term of art）」意味で理解して決定しなければならないとする。それ

故、裁判所は、状況に最も適した意味の中から選択しなければならな

い。

文言主義の代表例は、2001 年の Gitlitz 事件連邦最高裁判決（18）である。

（これは、債務超過の状態にあるS法人の株主が、その所有する株式の基準価格

（basis）の計算に当たり、免除を受けた債務も加算できるかが争われた事件であ

る。）Gitliz で問題となった株式の基準価格についての立法で用いられ

た用語が不十分で、この用語の下では、文言どおり解釈すると、株主

は議会が意図したよりも大きな基準を得ることができた。この事件に

ついては、連邦最高裁は、変わった政策の結果が起こるにもかかわら

ず、制定法を文言どおり解釈して納税者を勝訴させた。

イ　原テキスト解釈主義

次に、原テキスト解釈主義は、立法史を検討することを否定し、制

定法の文言を重視する点では、上記文言主義に類似しているが、法律

の文言だけではなく、文脈や立法当時のテキストに基づいて客観的な

立法目的を探求する立場である。

原テキスト解釈主義の代表例は、1997 年の Brockamp 事件連邦最高

裁判決（19）である。これは、エクイティ上の時効停止（eqitable tolling）

といわれている問題であり、内国歳入法典 6511 条にこのような法理が

適用されるかが問題となったが、連邦議会がそのように期間制限に関

するエクイティ上の例外を望んでいるとすれば、連邦議会はそのよう

に立法することが可能であったとして、この法理が適用されないと判

断したのである。

ウ　立法担当者意思主義

一方、立法担当者意思主義は、当該制定法の立法時の立法担当者の

意図を重視する立場である。

（
一
二
五
七
）
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立法担当者意思主義の代表例は、1970 年の Davis 事件連邦最高裁判

決（20）である。

エ　立法目的主義

これに対し、立法目的主義は、候補となる解釈のうちどれが制定法

の背後にある一般的目的や目的をより進めることととなるだろうかと

問うことにより、制定法の曖昧さを解決しようと試みる立場である。

立法目的主義の代表例は、1986 年の Lynch 事件巡回裁判所判決（21）

と Albertson 事件巡回裁判所判決（22）である。

Lynch 事件やAlbertson 事件での立法目的主義の適用は、内国歳入

庁に有利な決定を導いている。これは、断然、通常の成果である。立

法目的主義による解釈は、納税者を負かすことを意味している。

オ　動的解釈主義

動的解釈主義は、裁判所に老朽化した制定法を改訂する余地を認め

る理論である。指導的な米国の法理論家は、そのような理論を支持し

ているが（23）、それは裁判官より学者の間でより知られているにとど

まっている。

米国において最も有名な動的な立場を採った租税事件の判決は、

1983 年の Bob Jones University 事件連邦最高裁判決（24）である。これは、

教育を目的とする公益法人である大学であったことから内国歳入庁が、

非課税法人として扱っていたが、この大学が宗教的教義に基づき人種

差別的な制度を採っていることを認識し、これを覆し課税した。連邦

最高裁は、この内国歳入庁の課税を是認し、非課税法人の源は、「慈善

についてのコモン・ロー─すなわち、公的目的をもち、かつ確立され

た公序（public policy）に反しないこと」であるとした。人種差別は、制

定法が立法された時には、公序に反しなかったが、課税が問題となっ

た 1970 年代には、公序に反するとした。

カ　プラグマティズム

根拠主義者の理論（foundationalist theory）─文言、意図あるいは目的

といった一つの根拠に基づくとの理論は、問題を生じる可能性がある。

（
一
二
五
六
）
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プラグマティックな解釈とは、特定の事件や法源の結合において有

効と思われる法源を用いるものである。

この考え方の代表例は、1984 年の Engle 事件連邦最高裁判決（25）であ

る。

イ　優勢なアプローチ（§15.05 ［B］）

上記アの解釈方法のうちいずれが優勢であろうか？一般的な文脈で

は、第 1には、その文脈において通常用いられている意味を検討し、

第 2に、確立された解釈規則（canons of construction）を用いることとす

る判例（26）がある。これには反対も多く、裁判所は、一般的には、解釈

の方法の理論をもたないとする意見もある。これは、プラグマティズ

ムが優勢な解釈方法であることを意味しているとも読める。

しかし、米国における制定法の解釈は、その判決がなされた文脈に

非常に依存している（highly contextualized）というのがより正確である。

すなわち、米国における租税法の解釈は、裁判所の構成、判決がされ

た時期、立法過程における反応などで違いが生じているのである。

租税法の解釈が他の法律の解釈との違いがあるかが問題となる。租

税法の解釈は違うとの議論は、比較的少数の裁判例により得られてい

るが、多くの裁判例は同一の扱っている。違いはないと考えられる。

⑵　借用概念の取扱い（§15.06 ［A］ の冒頭及び同 ［2］）

売上税や所得税は、大部分において、自らその用語を規定していて、

法の先行的あるいは並列的な体系には重きを置いていない。しかし、

例外はある。

例えば、前記⑵アオのBob Jones University 事件連邦最高裁判決の

例で、非課税事業体を解釈するに当たり、コモン・ロー上の慈善的な

公共目的（charitable public purpose）のドクトリンを呼び戻した。また、

売上税は、対価（consideration）のための資産の移転や役務提供と理解

されているが、売上税における対価は、契約法における対価の概念か

ら発展している。それ故、契約法の判例が、しばしば売上税の対価の

問題の解決のために呼び戻される。

（
一
二
五
五
）
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しかしながら、上記のことは、規範ではない。先行体系は、ほとん

どの州税や連邦税において考慮されておらず、先行体系はいつも総合

判断で現れるが、決定的な要素ではない。

⑶　行政解釈の取扱い（§15.04 ［B］ ⑷）

租税法の領域において、財務省規則は拘束力をもつが、それより低

いレベルの IRSの解釈は、拘束力をもたない。20 世紀の大部分は、裁

判所は、財務省規則については合理席の基準の下、一般的には評価し

て適用してきていたが、それより低いレベルの IRSの解釈については

そうではなかった。しかし、20 世紀の後半の 20 年で、租税の特定の

ルールは、益々、行政法の 3つのドクトリンの適用に譲歩するように

なった。すなわち、その 3つとは、①Chevron、② Skidmore/Mead、

③ Auer/Seminole Rock である。

Chevron 原則は、1984 年の Chevron 事件連邦最高裁判決（27）で採用さ

れた原則であり、一般的に、行政手続法に規定されている意見公募手

続を通しての行政庁の立場に適用される。Chevron原則が適用されると、

裁判所は、議会の意思に反するか不明確な制定法を解釈するのに不合

理である場合を除いて、行政当局の立場を支持することになろう。こ

の基準は、典型的には財務省規則に適用され、歳入庁の通達（revenue 

ruling）や歳入庁の立場には適用されない。

裁判所は、そのような下位の規則である内国歳入庁の立場を 1940 年

代の Skidmore 基準で評価する。これは、1944 年の Skidmore 事件連邦

最高裁判決（28）で採られた原則である。これは、2001 年のMead 事件連

邦最高裁判決（29）で復活している。

Auer や Seminole Rock 原則は、1997 年の Auer 事件連邦最高裁判

決（30）や 1945 年の Seminole Rock 事件連邦最高裁判決（31）で採られた原

則であり、制定法ではなく、規則の解釈の問題のときに適用される。

曖昧な規則についての当局の解釈は、それが明らかに誤っているとき

か、規則と矛盾しない限り、「支配的（controlling）」であるとする。連

邦最高裁は、この原則を強力に適用するが、多くの連邦下級審はそれ

（
一
二
五
四
）
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ほど熱心ではなく、租税裁判所は、この原則に反対であり、可能な限

りこの原則の適用を避けようとしている。

3 　カナダ

カナダについては、第 4章で、ダルホウジー大学教授のKim Brooks

が執筆を担当している。

⑴　法律解釈の方法（§4.03）

オタワ大学法学部の前教授Ruth Sullivan は、カナダの制定法の指導

的な本（32）の共著者でもあるが、より実務的なアプローチを「すべての

文脈における用語のアプローチ（word-in-total context’ approach）」と呼ん

でいる。その方法についての彼女の説明によると、「関係しかつ許され

る考慮をした後、裁判所は、適切な解釈を選択しなければならない。

適切な解釈とは、⒜法規の文言に合致する可能性（pluasibility）、⒝法規

の目的を促進する効能（effi  cacy）、⒞その結果が法規の規範に合致し、

合理的で正義にかなっているとの受容性（acceptability）の観点で正当化

される解釈である。」（33）

本章では、最近の連邦最高裁の租税法を審査するが、制定法の解釈

についての最高裁の表現を正確に表すことではなく、最高裁が、「すべ

ての文脈における用語のアプローチ」をとっていると主張しているか

もしれないが、その判決を注意深く読むと、最高裁が plain meaning（明

白な意味）や文言アプローチを採用しているように見えることを明らか

にすることである。

Sullivan のアプローチは、非常に賢明のようにみえるが、いまだカ

ナダの裁判所から支持を受けていない。1984 年以前は、厳格解釈アプ

ローチ（strict construction approach）が連邦最高裁を支配していた。

1984 年の Stubart 事件の連邦最高裁判決（34）が、変化を要請した。エス

テイ判事は、多数意見を書いたが、「我々がみてきたとおり、徐々に、

共同体における租税法規の役割が変わってきており、租税法規への厳

格解釈の適用が後退している。現在では、裁判所は、実定法に対して

は plain meaning rule を適用してきている。もっとも、実質的な意味に

（
一
二
五
三
）
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おいて、納税者が課税の趣旨の範囲内であれば、課税を免れることは

できない。」（パラ 60）と主張した。Stubart 事件において、連邦最高裁

は、近代のルールを支持した：すなわち、「法律の文言は、当該法律の

体系、法律の目的や議会の意図と調和するように、そのすべての文脈

（entire context）や文法的・通常の意味において読まれるべきである」

と判示した（パラ 316）。

その振り子の揺れは、2005 年の Canada Trustco 事件連邦最高判

決（35）でも維持された。McLaclin 長官とMajor 判事は、法律の用語は、

その完全な文脈で読まれるべきとし、さらに続けて、「制定法も条項の

解釈は、当該法律を全体として調和する意味を見つけるために、文言、

文脈及び目的的分析に従ってなされるべきである。当該条項の文言が

正確で明確な場合には、当該文言の通常の意味が解釈のプロセスにお

いて支配的な役割を果たす。一方、当該文言がより合理的な意味を支

持する場合、当該用語の通常の意味は、少ない役割を果たすこととな

る。通常の意味、文脈や目的の関連する効果は、解釈のプロセスにお

いて変わるが、裁判所は、すべての事件において、当該法律の条項を

調和のとれた全体として読むことを追求すべきである」（パラ 10）。

Canada Truscto 事件は、一般否認規定の事件ではあるが、裁判所に

よって判示された解釈のアプローチは、すぐに「通常（regular）」の租

税事件に速やかに採用された。

少なくとも最初は、「文言、文脈及び目的的分析」を奨励する比較的

広い枠組みのアプローチが採られたように見えるかもしれないが、最

高裁判所（そして下級裁判所）は、厳格解釈に合致したアプローチに依

拠することを続けており、決まって、Canada Trusco 事件における当

該用語が「正確で明確」な場合の「通常の意味」のアプローチへの寛

容さに依拠している。

制定法の解釈についての形式的なアプローチへの最高裁の執着は、

多分、租税法規が明白で正確であるとの性質を受け入れていることで

一部は説明される。

（
一
二
五
二
）
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例えば、1999 年の Shell 事件連邦最高裁判決（36）は、問題となってい

る条項が「明白で曖昧でない（clear and umambiguous）」場合、納税者の

取引の経済的実体は無視されると主張している。また、2006 年の

Placer Dome Canada 事件最高判決（37）は、当該規定の文言が明らかで

あれば、裁判所は、「明白な文言に表現されていない例外を作り出す」

ために、当該規定の目的を見ることはできないことを示唆している。

最高裁の考えは、当該法律の「明白な文言」は、たとえ明白な租税回

避がなされるとしても、優先されるべきとの考えであり、「裁判所は、

妨げられるべきいかなる欠陥との観点であっても、正確で具体的であ

ることが議会に与えられているときは、当該法律の条項を租税回避に

ついての関心からすぐに飾るべきではない」と言っている（38）。

最高裁の形式主義への関与は、（多分意図的でさえあるが）最近の判決

でも続いている。例えば、2012 年の Craig 事件連邦最高裁判決（39）や

2012 年の Fundy Settlement 事件連邦最高裁判決（40）がそうである。ま

た、2013 年の Envision Credit Union 事件連邦最高裁判決（41）では、多

数意見は、たとえWestminster 事件の呪文（mantra）が解決に役立つか

が明白でないにもかかわらず、これを述べている。したがって、1984

年の Stubart 事件連邦最高裁判決が、制定法の解釈によりニュアンス

をもった思慮深いアプローチの方向を目指しているように見えるにも

かかわらず、最高裁のほとんどの租税事件判決は、裁判所の分析の結

果どうなるかを考えない plain meaning アプローチに執着している。

※（筆者の分析）

 Brooks 教授は、連邦最高裁がStubart 事件や Canada Trusco 事件で

「文言、文脈及び目的的分析」と判示しながら、その後の事件では、

あたかも plain meaning ルールに執着しているとの事実を述べている

ものであり、これに賛成しているものではない。ヨーク大学のNeil 

Brooks 教授との共著の論文では、「最高裁が形式主義を採る理由が

何であれ、租税事件における plain meaning アプローチは、重大な誤

りである。用語は、plain meaning をもっていない。用語の適切な用

（
一
二
五
一
）
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法を決定することは、いかなる用語も、その用語が用いられている

文脈を検討することに依存している。用語が制定法で用いられる場

合、文脈はいつも立法府が制定法を通過させるにおいて達成しよう

としたものを含んでいる。さらに、租税法に関して言うと、立法目

的は、公平、中立そして執行可能な方法で達成すべきであることは

一般に認められている。それ故、最高裁は、plain meaning アプロー

チの代わりに、租税法の解釈に対し結果妥当的（consequentialist）あ

るいは実務的（pragmatic）アプローチを採るべきであり、裁判所の責

任は、法律の目的を促進することにおいて、立法を補完する役割を

担っていることを認識し、その重要で不可欠な立法的役割明示的に

認めるべきである。要約すると、裁判官の責任は、選択的解釈の結

果を考慮した上で、思慮深い政策の結果に到達すべきである。」（42）

と述べている。

⑵　借用概念の取扱い（§4.04 ［B］）

租税法に関して言うと、カナダの連邦最高裁は、裁判官が作り出す

法はないと言明している（43）。そのような主張にかかわらず、カナダ租

税法において発展され通常適用される判例法理がある。例えば、制定

法上、資本支出と通常の支出や事業上の支出と個人的支出との区別の

方法が規定されていないが、1995 年の Freisen 事件連邦最高裁判決（44）

は、この区別をしている。これらの支出の区別は、ケース・バイ・

ケースで判断されている。同様に、租税法が用いられている用語には、

いくつか意図的に裁判所の解釈に委ねられているものもある。例えば、

従業員はすべての「便益（benefi t）」に課税されるとされていて、その

結果裁判所は、従業員が受け取った特定の受領が便益を構成するかを

判断している。もう一つの例としては、慈善団体は、多くの租税上の

便益を受けているが、「慈善団体（charitable organization）」は定義され

ていない。事前の範囲を理解するために、裁判所は、コモン・ローに

おいてどのようなものが事前を構成するかに注目している。

「慈善団体」の例は特別なことではなく、カナダの裁判所は、租税法

（
一
二
五
〇
）
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の解釈を支持するため、通常、私法に依拠している。そのような例は

たくさんあるが、例えば、Wiebe Door Service 事件（45）が、従業員か独

立の契約者であるかの性格付けをするに当たり、裁判所は、州の私法

を細かく調べている。

⑶　行政解釈の取扱い（§4.04 ［C］）

カナダ歳入庁は、情報回覧（information circular）、租税フォリオ版

（tax folio）、事前照会回答（advance ruling）や技術的解釈（technical 

interpretation）を通じて、大量の行政解釈を提供している。カナダの裁

判所は、そのような行政解釈に拘束されないが、裁判所は、しばしば

情報回覧や解釈公報（interpretation bulletin）を参照している。1983 年の

Nowegijick 事件連邦最高裁判決（46）において、最高裁は、「行政上の政

策や解釈は、決定的ではないが、考慮に値し、法律の意味に疑義があ

る場合に『重要な要素』となり得る」としている。この事件において、

最高裁は、連邦のインディアン法の下での所得税の免税についての見

解を支持しているカナダの歳入庁の解釈公報に依拠した。これは、

日々租税法規を用いている行政当局の職員の知見や経験により与えら

れる適切なアプローチのように見える。

しかし一方で、最高裁は、租税法規が曖昧な場合に行政解釈を用い

ることの可能性についてもいくつかの注意を促している。前記⑴の

Placer Dome Canada 事件連邦最高裁判決において、最高裁は、カナダ

の歳入庁が特定の条項の解釈について変更した事実を述べている。こ

の判決において、LeBel 判事は、「租税法規の条項の意味についての疑

義を解決するため、財務大臣により採用された行政実務や解釈が、決

定的ではないものの、考慮に値する重要な要素であることはよく確立

された考えであるが、租税法規の意味に疑義がある場合に『重要な要

素』となり得るのである。制定法が複数の解釈を許容するような場合、

財務大臣が、以前の解釈が誤りであると決定して、その実務を変更す

ることから妨げられているわけではない。」（47）としているところである。

（
一
二
四
九
）
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第 4　我が国における租税法の解釈のあり方

1 　法律解釈の方法

⑴　比較法的考察
租税法の解釈にあり方についての諸国の議論を概観すると、前記第 2

のとおり、大陸法系の諸国のうちドイツにおいては、裁判実務及び学

説の両方で、長年の論争を経た上、目的的解釈を採るべきとの考えが

確立しており、フランスにおいては、なお裁判実務では厳格解釈（文言

解釈）の傾向が強いものの、イタリアにおいては、裁判実務では、目的

的解釈の傾向が強いということがいえる。

一方、前記第 3のとおり、英米法系の諸国のうち英国においては、

最近の裁判実務では、目的的解釈が主流であり、米国では、裁判所は、

文言主義や目的的解釈などの様々な立場を採っており、カナダにおい

ては、1984 年の Stubart 事件連邦最高裁判決で目的的解釈が採られる

ようになっている。全体的には、大陸法系の国でも英米法系の国でも

目的的解釈の流れが主流になっていると考えられる。

これに対し、我が国では、租税法の解釈においては、文理解釈が主

流である。ここで文理解釈とは、法律の規定の文言すなわち用語や文

章の意味に主眼を置いて解釈する方法であり、専ら文字の意味に従っ

て解釈する「文字解釈」と文章の文脈（context）をも考慮する「狭義の

文理解釈」とがあるが（48）、本稿では、「文字解釈」と「狭義の文理解

釈」を併せて「文理解釈」ということとする。筆者も、租税法の解釈

は、まずは文理解釈が出発点であり、文理解釈を尊重すべきと考える。

しかし、問題は、我が国の論者や裁判例の中には、文理解釈を特に

強調する余り拡張解釈や限定解釈を非常に限定する見解があることで

ある。具体的には、「租税法は、その趣旨を考慮せずに文言だけで解釈

すべきである」とか「みだりに拡張解釈すべきでない」（49）とする見解

である。このような見解は、租税事件において、主に原告側から主張

されることがある。前者は、「厳格な文言解釈アプローチ」ということ

（
一
二
四
八
）
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ができ、後者は、「拡張解釈制限アプローチ」ということができる。こ

れら 2つの問題について検討する。

ア　厳格な文言解釈アプローチ

ア　古典的な「厳格な文言解釈アプローチ」

古典的な「厳格な文言解釈アプローチ」は、英国で見られたが、こ

れは、英米法系の国におけるコモン・ローと制定法との関係について

の考え方に由来し、租税法は、あくまでも議会による制定法であり、

議会が立法した文言を重視すべきであり、裁判所がみだりに解釈をす

べきではないとの考え方に基づくものと考えられる。このような考え

方の派生原理として、英国では、租税法の解釈に当たり、裁判所は、

議会の議事録（Hansard）を見てはいけないとの法理があった。これは、

租税法は、国民が読んでその意味で解釈されるべきであり、国民にお

いて議事録を見ることは通常ないことからこのような議事録を参照す

るべきではないとする原理である。しかし、これは、前記第 3の 1⑴

イのとおり、Hart 事件上院判決で変更されているところである。その

ようなことで、立法趣旨ばかりか立法資料も参照しないとの古典的な

文言解釈は、英国でも克服されているところである。

米国でもこのような文言解釈が問題となっており、前記第 3の 2⑴

アアで述べたGitliz 事件連邦最高裁判決がその例であり、用語が曖昧

であるにもかかわらず、文言どおり解釈して、不合理な結果となった

例である。

我が国の論者には、文理解釈を重視する余り、上記のとおり、「租税

法は、その趣旨を考慮せずに文言だけで解釈すべきである」とする主

張も見られるが、当該規定の文言を辞書的な意味で解釈しても法律の

命題として意味をなさない場合もあることから、実際には、そのよう

な論者も、当該規定の趣旨も確認していると考えられる。

イ　plain meaning アプローチ

さらに、この関係で問題となるのは、立法趣旨による解釈が許され

るとの立場に立った上で、立法趣旨による解釈が許されるのは、文言

（
一
二
四
七
）
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が曖昧な場合に限るとし、文言が明確な場合には、文言解釈によるべ

きとする立場が問題となる。すなわち、「plain meaning アプローチ」と

いわれている立場である。この立場は、「厳格な文言解釈アプローチ」

ではないものの、文言が明確な場合には、文言のみで解釈すべきであ

るとするもので、「厳格な文言解釈アプローチ」に近い立場である。こ

れについては、カナダの議論が参考となる。前記第 3の 3⑴のとおり、

Kim Brooks 教授は、カナダの連邦最高裁は、1984 年の Stubart 事件連

邦最高裁判決で目的的解釈の立場を採り、その後の判例も、基本的に

はこれを踏襲しているが、Shell 事件連邦最高裁判決などが、plain 

meaning アプローチを採っていると考えられる。Kim Brooks 教授は、

前記第 3の 3⑴のとおり、このような plain meaning アプローチは、立

法を補完するとの裁判所の役割に反していると批判しているところで

ある。

この点、カナダ租税法の代表的な Jinyan Li らによる教科書（50）にお

いても、連邦最高裁がこのようなアプローチを採っているとして、上

記Shell 事件連邦最高裁判決などを挙げているが、さらに、この教科

書によると、plain meaning アプローチは、しばしば租税法の基本原理

に矛盾するような考えになる可能性があるとして、前記第 3の 3⑵の

Freisen 事件連邦最高裁判決を挙げている。これは、ベンチャー企業が

投機目的などで保有していた空き地が、棚卸資産（inventory）に当たる

かが問題となった事件であるが、所得税法 248 条 1 項が、棚卸資産の

定義として、「ある課税年度（a taxation year）」の事業の所得の計算に関

係している支出をしている財産」と規定し、「その課税年度（the 

taxation year）」と規定していないところ、ベンチャー企業がいずれは処

分するのであるからその処分をした課税年度だけではなく、それ以前

の年度でも棚卸資産として控除できるとした事件であるが、納税者に

書類上だけの損失（paper loss）を控除することを認める結果となった

もので、租税法の基本原理に反するもので、その後立法で解決された

としている（51）。この Freisen 事件連邦最高裁判決は、plain meaning ア

（
一
二
四
六
）
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プローチにこだわり、不合理な結果となった事例であり、棚卸資産を

定義する所得税法248条1項の趣旨の検討が必要であったと考えられる。

このように plain meaning アプローチは、裁判所の役割に反すること

や不合理な結果となる可能性があるとの問題点がある。このように考

えると、たとえ、租税法規の文言が明白な場合であっても、当該規定

の趣旨を検討し、その趣旨に反することがないかあるいは不合理な結

果とならないかを絶えず検証すべきである。筆者も、租税法の解釈に

おいて、文理解釈を出発点とすべきとすることに異論はないが、文理

解釈に当たっても絶えず趣旨に照らしてそのような文理解釈が相当か

否かの検証が必要であり、文言が明確な場合に限ってはいるものの

「厳格な文言解釈アプローチ」を採る plain meaning アプローチは相当

でないと考える。

イ　拡張解釈制限アプローチ

租税法の解釈において、類推解釈は許されない。これは、租税法律

主義に基づく原則であり、これについては、ドイツにおける一部の議

論を除き、異論はない。問題は、拡張解釈や限定解釈が許されるかで

ある。文言解釈の立場に立てば、原則このような解釈は許されないが、

目的的解釈の立場に立てば、「用語の可能な意味の範囲内」との限定は

あるが、許されることとなる。しかし、我が国で、「みだりに拡張解釈

すべきでない」との立場に立つ金子教授は、拡張解釈や限定解釈につ

いても非常に限定的に考えている。

金子教授の見解は、おそらく最高裁昭和 48 年 11 月 16 日判決（民集

27 巻 10 号 1333 頁）が、「…地方税法 73 条の 7第 3号は信託財産を移す

場合における不動産の取得についてだけ非課税とすべき旨を定めたも

のであり、租税法の規定はみだりに拡張適用すべきものではないから、

譲渡担保による不動産の取得についてはこれを類推適用すべきもので

はない。」（下線筆者）と判示しているのも根拠の一つとしていると考え

られるが、この最高裁判決は、類推解釈が許されないとする文脈で判

示しているにすぎない。

（
一
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また、罪刑法定主義が問題となる刑法においても、ここまで拡張解

釈や限定解釈を制限的には考えてはいない（52）。このような金子教授の

立場は、刑法と比較しても謙抑的にすぎると言わざるを得ない。

⑵　判例の検討
次に、このような比較法的考察に基づき、我が国の最高裁判例を検

討することとする。

我が国の判例で、文理解釈をするに当たり、plain meaning rule すな

わち「文言が明確であれば文言だけで解釈し、立法趣旨による解釈が

許されるのは文言が曖昧な場合に限るとする考え方」が採られている

かが問題となる。また、我が国の判例で、「みだりに拡張解釈をすべき

でない」とする拡張解釈制限アプローチが採られているか問題となる。

ア　plain meaning rule アプローチ

このような観点で、我が国の租税事件についての最近の最高裁判例

をみると、我が国では、文理解釈は、納税者側から主張されることが

多いが、課税庁側から主張される場合もある。まず、課税庁が目的的

解釈を主張したのに文理解釈を採った最近の判例としては、①ホステ

ス源泉事件・最高裁平成 22 年 3 月 2 日判決（民集 64 巻 2 号 420 頁）、②

最高裁平成 27 年 3 月 10 日判決（刑集 69 巻 2 号 434 頁）がある。一方、

課税庁側が文理解釈を主張したのに、目的的解釈を採った最近の判例

としては、③最高裁平成 19 年 1 月 23 日判決（判時 1961 号 42 頁）、④デ

ンソー事件・最高裁平成 29 年 10 月 24 日判決（民集 71 巻 8 号 1522 頁）

がある。

まず、上記①の最高裁平成 22 年 3 月 2 日判決は、所得税法施行令

322 条の「期間」が問題となった事案であるが、「原審は、上記…のと

おり判示するが、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべき

ものではなく、原審のような解釈を採ることは、上記のとおり、文言

上困難であるのみならず、ホステス報酬に係る源泉徴収制度において

基礎控除方式が採られた趣旨は、できる限り源泉所得税額に係る還付

の手数を省くことにあったことが、立法担当者の説明等からうかがわ

（
一
二
四
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れるところであり、この点からみても、原審のような解釈は採用し難

い。」（下線筆者）として、上記「期間」は、ホステスの実際の稼働日数

ではなく、文字どおり、当該期間に含まれるすべての日数を指すとし

たものである。

これは、所得税法施行令 322 条の「期間」の意義が明確であるとし

つつも、なお、立法趣旨による検証もしている判例であり、文言が明

確な場合には文言のみで解釈すべきとする plain meaning rule ではない

と考えられる。

上記②の最高裁平成 27 年 3 月 10 日判決は、所得税法 34 条 1 項の

「営利を目的とする継続的行為」について、「所得税法上、営利を目的

とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分

されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか

否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益

発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが

相当である。」（下線筆者）とし、文理解釈を採った判例である。

しかし、所得税法 34 条 1 項の「営利を目的とする継続的行為」は、

かなり抽象的で幅のある概念であり、必ずしも文言が明確とはいえな

いと考えられるが、それにもかかわらず、文理解釈を採ったもので

「厳格な文言解釈アプローチ」を採っていると考えられる。さらに、

「営利を目的とする継続的行為」がなぜ一時所得でなく、雑所得とされ

ているかの趣旨の検討が必要である。その点の検討が全くなされず、

単なる文理解釈で解決しようとしたものであるが、その結果、非常に

不明確な判断基準に至っていると考えられる。

上記③の最高裁平成 19 年 1 月 23 日判決は、措置法 69 条の 3にいう

「相続の開始の直前において…居住の用に供されていた宅地」の意義に

ついて、「相続開始の直前においては本件土地は更地となり、本件仮換

地もいまだ居住の用に供されてはいなかったものであるが、それは公

共事業である本件事業における仮換地指定により両土地の使用収益が

共に禁止された結果、やむを得ずそのような状況に立たされたためで

（
一
二
四
三
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あるから」（下線筆者）として、特段の事情のない限り、これに当たる

とした判例である。

これは、「相続の開始の直前において…居住の用に供されていた宅

地」については文言が明確であるにもかかわらず、文言どおり解釈す

ると、不合理な結果となることからこのような解釈を採ったものであ

ると考えられる。しかし、用語の許される範囲を超えている疑いがあ

り、拡張解釈というよりも類推解釈と言ってもいい判例であると考え

られる（53）。

上記④の最高裁平成 29 年 10 月 24 日判決は、措置法 66 条の 6第 3

項にいう「株式の保有を主たる事業」とするとの意義について、「特定

外国子会社等が、当該会社を統括し管理するための活動として事業方

針の策定や業務執行の管理、調整等に係る業務を行う場合、このよう

な業務は、通常、当該会社の業務の合理化、効率化等を通じてその収

益性の向上を図ることを直接の目的として、その内容も上記のとおり

幅広い範囲に及び、これによって当該会社を含む一定の範囲に属する

会社を統括していくものであるから、…上記の業務が株式の保有に係

る事業に包含されその一部を構成すると解するのは相当ではない。」（下

線筆者）として、文言解釈を否定し、限定解釈をした判例である。

これは、措置法 66 条の 6第 3項にいう「株式の保有を主たる事業」

の文理からすると、株式の保有を通じて地域を統括する事業もこれに

含まれるとも考えられるが、上記最高裁判決は、「株式の保有を主たる

事業」の文言が必ずしも明確とはいえず、その外延が明確でないとし

て、タックス・ヘイブン対策税制の趣旨から株式保有業とは「独自の

目的、内容、機能等」を有する地域統括事業を除くべきであるとして、

限定解釈をしたものと考えられる。

以上の判例を概観すると、上記②の判例は、「厳格な文言解釈」を

採っていると考えられ、他の判例とは孤立しているが、上記①の判例

は、文言が明確であるにもかかわらず趣旨解釈もしていることから、

plain meaning rule の立場には立っていないと考えられ、上記③は、文

（
一
二
四
二
）
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言が明確であるにもかかわらず、減免規定についてではあるが、拡張

あるいは類推解釈をしている判例であり、上記④は、根拠規定につい

て限定解釈をしている判例であり、これらの判例を総合的にみると、

結論としては、我が国の判例では、plain meaning rule は採られていな

いと考える。

イ　拡張解釈制限アプローチ

金子教授は、具体的には、みだりに拡張解釈をした例を「拡大解釈」

とネーミングして、①最高裁平成 9年 11 月 11 日判決（判時 1624 号 71

頁）、②最高裁平成 18 年 1 月 24 日判決（判時 1923 号 20 頁）を挙げてい

る（54）。

これらの判例の評価は難しい問題である。しかし、①の最高裁判決

は、旧物品税法上の「小型普通乗用四輪自動車」にフォーミュラー・

カーが当たるかが問題となった事件であるが、多数意見は、「普通乗用

自動車」を「普通」の「乗用自動車」と分けて読んだのに対し、少数

意見は、「普通乗用」の「自動車」と分けて読むものである。多数意見

は、上記のように分けて読んだ上で、物品税法上、担税力の観点で、

「普通」と「特殊」を使い分けていると解釈するものである。このよう

に考えると、この判例は、必ずしも「乗用自動車」という概念自体を

拡張しているのではなく、「普通」の意味をその趣旨に沿って解釈して

いるにすぎないと考えられる（55）。

また、②の最高裁判決は、当事者間での黙示の合意の認定を前提に

しているもので、法人税法 22 条 2 項の「取引」を固有概念としている

もので、簿記会計における「取引」と同様に、法的取引以外の行為や

事実を含むと拡張しているのではないと考えられる（56）。

金子教授の見解は、納税者の予測可能性を重視する立場と考えられ

るが、租税法律主義は、元々は権力の抑制の原理であり、国会の制定

した法規の趣旨の範囲内であれば、拡張解釈や限定解釈は許されるば

かりか、むしろなされるべきである。そのようなことから、筆者は、

立法趣旨による拡張解釈や限定解釈を必要以上に制限すべきでないと

（
一
二
四
一
）
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考える。

2　借用概念の取扱い

⑴　比較法的考察
借用概念の意義についての諸国の議論を概観すると、前記第 2のと

おり、大陸法系の諸国のうちドイツにおいては、学説ではなお統一説

も提唱されているものの、目的適合説が有力であり、裁判実務では、

連邦憲法裁判所でも連邦財政裁判所でも目的適合説の立場が採られ、

フランスにおいては、租税法の独自性や特殊性を重視する立場から、

いわゆる借用概念論は採られておらず、イタリアにおいては、借用概

念が議論され、機能的アプローチと形式的アプローチの 2つの立場に

分かれている。

一方、前記第3のとおり、英米法系においては、慈善団体（charitable 

organization）など一部の例外を除いて、借用概念の議論はない。

これに対し、我が国では、借用概念については、私法上の概念と同

義に解釈すべきであるとする統一説が通説であり、筆者も統一説の立

場に立つ。

しかし、問題は、借用概念論を主張する論者や裁判例の中には、い

きすぎた借用概念論を採る見解があることである。具体的には、「借用

概念である以上、たとえ租税法上不合理な結果となっても、無前提に

私法上の概念と同義と解釈すべきである」とか「租税法規の適用に当

たり、租税法規の概念に該当するか否かは、対象となっている取引に

ついての私法上の性質決定に従うべきである」とすることである。こ

れら 2つの論点について検討する。前者は、「借用概念の絶対性」の問

題と言うことができ、後者は、「取引の法形式の絶対性」の問題と言う

ことができる。これら 2つの問題について検討する。

ア　借用概念の絶対性

借用概念の絶対性を肯定する立場は、納税者の予測可能性や法的安

定性を根拠とするものと考えられる。確かに、租税法規が私法上の概

念を借用している場合には、基本的には、私法上の概念と同一に解釈

（
一
二
四
〇
）
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すべきであるが、最終的には、租税法がなぜ借用しているかの趣旨を

検討すべきである。これは、前記 1の法律解釈の方法論で文言解釈か

趣旨解釈かの議論と同様の議論であり、趣旨を考えない文言解釈は相

当でないと考える。そうすると、筆者は、借用概念の場合、まずは私

法上の概念から出発すべきであり、原則として私法上の概念と同義と

解釈すべきと考えるが、その場合でも、当該租税法規が私法上の概念

を借用している趣旨を考えるべきであり、そのような趣旨に照らして、

私法上の概念と同義と解釈すべきでない場合には、修正も可能であり、

また修正すべきと考える。

例えば、最高裁昭和 63 年 7 月 19 日判決（判時 1290 号 56 頁）は、負

担付き贈与が所得税法 60 条 1 項 1 号の「贈与」に当たるかが問題と

なったが、同号の「贈与」は借用概念であるが、この最高裁判決は、

「所得税法 60 条 1 項 1 号にいう『贈与』には贈与者に経済的な利益を

生じさせる負担付贈与を含まないと解する」としているが、これは、

同号の趣旨を考慮して、同号の「贈与」に含まれないとしたものと考

えられる。この点、増井教授も、「…明文による修正がなくても、当該

租税法令の規定の趣旨からみて、借用元における意義とは別の意義に

解すべき場合がある」として、上記最高裁判決をその例として挙げて

いるところである（57）。

イ　取引の法形式の絶対性

我が国における「租税法規の適用に当たり、租税法規の概念に該当

するか否かは、対象となっている取引についての私法上の性質決定に

従うべきである」との議論と同じような議論が、前記第 2の 3⑵のと

おり、イタリアにおいても、形式的アプローチの支持者が、用語だけ

ではなく、法形式についても私法上の「形式（form）」により決定され

るべきとする議論をしていることが注目される。

しかし、これは、本来の借用概念の議論を超えて、事実認定の議論

であると考えられる。

筆者は、借用概念を用いている規定の適用に当たり、租税法規の概

（
一
二
三
九
）
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念に該当するか否かは、対象となっている取引の私法上の性質決定だ

けではなく、当該租税法規がその概念を規定している趣旨をも併せ検

討すべきと考える。

⑵　判例の検討
次に、このような比較法的考察に基づき、我が国の最高裁判例を検

討することとする。

我が国の判例は、基本的には借用概念についての統一説の立場に

立っていると考えられる。このような判例は多数あるが（58）、最近のも

のとしては、武富士事件・最高裁平成 23 年 2 月 18 日判決（判時 2111

号 3 頁）がある。

この最高裁判決は、「法 1条の 2によれば、贈与により取得した財産

が国外にあるものである場合には、受贈者が当該贈与を受けた時にお

いて国内に住所を有することが、当該贈与についての贈与税の課税要

件とされている（同条 1号）ところ、ここにいう住所とは、反対の解釈

をすべき特段の事由はない以上、生活の本拠、すなわち、その者の生

活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一

定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実

体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である

（…）。」（下線筆者）としている。

確かに、「住所」概念は借用概念と考えられる。しかし、民法でも

「住所」の意義が明確でなく、主観的要素をも考慮すべきとの見解もあ

るのに、客観的だけで判定すべきとしたことに問題があると考える。

さらに、本件で問題は、納税者が独身で、香港の住居にも「生活の

本拠たる実体」があると認められるかもしれないが、一方で、納税者

が、日本に所在する父親の住居にも十分に「生活の本拠たる実体」が

あると考えられることである。このような場合には、滞在日数という

形式基準だけで判定することは困難であり、居住意思と言った主観的

要素をも考慮せざるを得ないはずである。それにもかかわらず、この

最高裁判決は、父親の住居には「生活の本拠たる実体」を有しないと

（
一
二
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決めつけているもので、強引な認定といわざるを得ない。この最高裁

判決は、借用概念の絶対性との考えに基づくものではないが、借用概

念論の問題点の一つを表していると考える。

取引の法形式の絶対性では、レポ取引についての東京地裁平成 19 年

4 月 17 日判決（判時 1996 号 23 頁）が問題となる。これは、レポ取引の

差額が平成 14 年改正前の所得税法 161 条 6 号の「貸付金（これに準ずる

ものを含む。）で当該業務に係るものの利子」に当たり、支払者に源泉

徴収義務があるかが問題となった事件である。この判決は、plain 

meaning アプローチの立場に立った上で、上記「貸付金」について、

「所得税法 161 条 6 号『貸付金（これに準ずるものを含む。）』の『利子』

とは、消費貸借契約に基づく貸付債権を基本としつつ、その性質、内

容等がこれとおおむね同様ないし類似の債権の利子ということができ

る。」と借用概念類似の概念であるとした上、「本件各基本契約に基づ

く本件各レポ取引は、売買・再売買を一つの契約で実行する複合的な

性格を有する契約であると解するのが相当である。」として、上記「利

子」に当たらないとしている。しかし、これは、「貸付金」に該当する

か否かを法形式についての民法上の評価で判断するものであるが、借

用概念ないしはそれに類似する概念であっても、なお所得税法 161 条 6

号が「貸付金の利子」を源泉所得としている趣旨を考慮して、その本

質的要素を導き出し、本件レポ取引がその本質的要素と合致するか否

かで判断すべきであると考える（59）。

3 　行政解釈の取扱い

⑴　比較法的考察
行政解釈の取扱いについての諸国の議論を概観すると、前記第 2の

とおり、大陸法系の諸国のうちフランスにおいては、行政解釈が重要

な意味をもち、特に行政手続法 80 条 Aでは、税務当局が行政解釈に反

する処分をすることができないということが明文で規定され、拘束的

な意味をもち、イタリアにおいては、行政解釈に拘束力はない。

一方、第 3のとおり、英米法系のうち米国においては、財務省規則

（
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についてのChevron 原則、財務省の通達等については、Skidmore 基準

が妥当するとされ、カナダにおいては、Nowegijick 事件連邦最高裁判

決により、行政解釈は拘束力はないが、当該規定の意味に疑義がある

場合には、解釈に当たっての重要な要素となるとされている。

なお、上記Skidmore 基準とは、一般論として、行政官の作成した一

定の解釈準則に対し、裁判所に対し拘束力をもつものではないが、①

検討に基づく詳細な証拠、②その推論の妥当性、③意思表明の前後に

おける一貫性、④その解釈に説得力を与えるすべての要素があれば、

裁判所に対し説得力をもつとするものである。

これに対し、我が国では、解釈通達については、パチンコ球遊器事

件・最高裁昭和 33 年 3 月 28 日判決（民集 12 巻 4 号 624 頁）が判示する

とおり、行政内部の命令（行政規則）であり、裁判所を拘束しないとさ

れている。

行政規則の中には、このような解釈通達のほか、行政裁量について

の指針を定めた裁量指針通達（裁量基準）があるが、当該行政庁が当該

裁量基準に基づいて裁量権行使をした場合の裁判所による審査に当

たっては、このような通達の合理性や通達の適用に当たっての判断過

程の誤りを審査することとされている。これは、伊方原発事件・最高

裁平成 4年 10 月 29 日判決（民集 46 巻 7 号 1174 頁）で採られた審査方式

である。この場合には、あたかも通達が裁判所を拘束するかのように

みえるが、これは、そのような審査方式を採らないと、裁判所が行政

庁の裁量を否定することを意味することとなるからであり、このよう

な通達が裁判所を拘束するからではないと考えられる。

さらに、我が国の租税法において、上記解釈通達や裁量指針通達に

加えて、もう一つ実務上重要な意味をもっている通達がある。相続税

や贈与税の対象となる財産の評価基準を定めた財産評価通達である。

このような財産評価通達については、不特定多数の納税者に対する反

覆・継続的な適用によって行政先例法となっているとする見解もある

が（60）、一般には、固定資産税の評価基準とは異なり、法規範性はなく、

（
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裁判所を拘束するものではないとされている。

本稿で問題としたいのは、第 1に、租税法規の解釈に疑義が生じた

場合に、裁判所が考慮する要素となり得るかであり、第 2に、財産評

価通達について、その合理性が認められる場合に、裁判所が原則とし

てこの通達による評価基準を尊重すべきかである。前者は、「解釈通達

の意義」の問題であり、後者は、「財産評価通達の意義」の問題である。

これら 2つの問題について検討する。

ア　解釈通達の意義

解釈通達の意義については、米国やカナダの議論が妥当するかが問

題となる。

まず、米国のChevron 原則は、制定法で議会の意図が明確でない場

合に、裁判所は、財務省規則の解釈を尊重すべきとの原則であるが、

これはあくまでも法的拘束力のある財務省規則についての原則である。

解釈通達については、上記Skidmore 基準が問題とされている。このよ

うに法的拘束力のある財務省規則と法的拘束力のない解釈通達の違い

はあるが、裁判所が法律の解釈に当たり、行政当局の専門的な判断を

尊重して、一定の範囲でその行政解釈を尊重すべきとの考え方である。

米国では、「敬譲（deference）」と呼ばれている。

また、前記第 3の 3⑶で述べたカナダのNowegijick 事件連邦最高裁

判決は、インディアン法 87 条で「インディアンは、そのいかなる財産

に関しても（in respect of any such property）税にも服さない」と規定し

ていたところ、インディアン法のインディアンに該当する納税者に対

する所得税がこの規定の対象となるかが問題となった事件である。内

国歳入庁は、上記規定は、あくまでも財産税に関するものであり、所

得税は対象でないと主張したが、当時、内国歳入庁は、インディアン

法で所得税も免税になるとの解釈公報を出していたとの事案である。

これに対し、Dickson 判事は、「関して（in respect of）」ということで所

得税が含まれるか否かが疑義があるが、上記解釈公報がインディアン

法の上記規定の解釈の重要な要素となるとして、上記解釈公報が間
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違っていたとの内国歳入庁の主張を排斥して、免税の対象となるとし

た判例である。

このように米国やカナダでは、行政解釈には裁判所に対する拘束力

はないとしているものの、一定の範囲で法律の解釈に当たって裁判所

が行政解釈を尊重すべきとの考え方がある。我が国では、租税法律主

義の考え方が強く、米国の議論は、当然には妥当しないと考える。し

かし、カナダの上記の例のように法規が不明確な場合の解釈の要素と

なるというのは、我が国でも妥当すると考える。

なお、最近、行政法の立場から、常岡教授が、年金保険法関係の

「配偶者」に重婚的内縁が含まれるかについて、厚生労働省の解釈通達

を是認した最高裁昭和 58 年 4 月 14 日判決（民集 37 巻 3 号 270 頁）など

の判例を手がかりに、多くの裁判例が、行政規則（通達）の外部効果の

有無の問題と行政規則の裁判規範性の有無の問題を切り離しているの

ではないかとの分析をしていて（61）、注目される。しかし、この見解に

は、裁判規範をどうとらえるか、すなわち単に裁判官が考慮要素にし

てもいいとの意味か、それとも裁判官が考慮しなければならない規範

との意味かなど、なお検討すべき問題があろう。

イ　財産評価通達の意義

これに対し、財産評価通達の場合には、米国のSkidmore 基準が参考

になると考える。財産評価通達は、相続税法 22 条の「時価」について

の通達であるが、「時価」とは何かという解釈通達ではなく、あくまで

も個々の財産についての事実認定と当てはめについての通達である。

これは、国税当局がその長年の執行で培った経験に基づく通達であり、

また公平性との観点でも、裁判所は、これを尊重すべきと考えられよ

う。

問題は、拘束力まで認めるかであるが、これは、後記⑵イで検討す

る。

なお、ドイツでも同様の議論があり、1985 年 12 月 19 日連邦行政裁

判所判決が、原子力発電所の設置に当たっての安全基準を定める行政規
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則に、「単なる規範解釈規則（norminterpretieren den Verwaltungsvorshriten）

とは異なり、規範具体化機能（normkonkreitisirende Funktion）を有し、

規範によって定められた限界の範囲内では、行政裁判所を拘束する。」

としたことから、これが、財産評価通達にも及ぶかが問題となってい

る（62）。我が国でいうと、このような原子力発電所の設置に当たっての

安全基準は、前記最高裁平成 4年 10 月 29 日判決が判示するとおり、

裁量基準であり、事実認定についての通達である財産評価通達には上

記のような議論は当てはまらないと考える。

⑵　判例の検討
次に、このような比較法的考察に基づき、我が国の最高裁判例を検

討することとする。解釈通達についての判例としては、①最高裁平成

27 年 6 月 12 日判決（民集 69 巻 4 号 1121 頁）、財産評価通達についての

判例としては、②最高裁平成 22 年 7 月 16 日判決（判時 2097 号 28 頁）

がある。

ア　最高裁平成 27 年 6 月 12 日判決

上記①の最高裁判決は、匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業者

から受ける利益の分配に係る所得区分について、平成 17 年改正前の所

得税基本通達 36・37 共－21 通達では、原則として、営業者の営む事業

の内容に従い事業所得又はその他の各種所得に該当するものとされて

いたが、平成 17 年改正の通達では、原則として、雑所得とされた事案

であるが、最高裁は、商法の匿名組合に関する規定の解釈から平成 17

年改正の通達を是認したものであるが、あくまでも商法の規定の解釈

からこの結論を導き出しており、「前記…の取扱いを定める新通達は、

その内容に照らし、これと同旨をいうものと解される。」としているに

すぎない。

この事件では最高裁は、匿名組合の場合の所得区分についてあくま

でも商法等の解釈から判断しており、解釈通達は参考にしていない。

しかし、下級審には、解釈通達を解釈の手がかりとしたものも散見

される。例えば、前記 2⑵の東京地裁平成 19 年 4 月 17 日判決は、所
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得税法 161 条 6 号の「これに準ずるもの」につき、所得税基本通達 161

－16 を解釈の手がかりとしている。

イ　最高裁平成 22 年 7 月 16 日判決

上記②の最高裁判決は、「相続税法 22 条は、贈与等により取得した

財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここ

にいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解され、本

件法人の出資についても、この観点からその価額が評価されるべきで

ある。…評価通達 194－2 は、以上のような持分の定めのある社団医療

法人及びその出資に係る事情を踏まえつつ、出資の客観的交換価値の

評価を取引相場のない株式の評価に準じて行うこととしたものと解さ

れる。そうすると、その方法によっては当該法人の出資を適切に評価

することができない特別の事情の存しない限り、これによってその出

資を評価することには合理性があるというべきである。」としている。

この判例は、財産評価通達に拘束力を認めたものではないが、財産

評価通達が客観的交換価値を定めるものとして、財産評価通達の合理

性を是認し、裁判所がこれを尊重すべきとしていると考えられる。

ところで、財産評価通達に拘束力の関係では、東京高裁平成 27 年 12

月 17 日判決（判時 2282 号 22 頁）が注目される。この判決は、「相続税

法 22 条は、贈与等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時に

おける時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な

交換価値をいうものと解される（最高裁平成…22 年 7 月 16 日第二小法廷判

決・裁判集民事第 234 号 263 頁）。」と上記②の判決を引用した上、「とこ

ろで、相続税法は、地上権及び永小作権の評価（同法 23 条）、定期金に

関する権利の評価（同法 24 条、25 条）及び立木の評価（同法 26 条）につ

いては評価の方法を自ら直接定めるほかは、財産の評価の方法につい

て直接定めていない。同法は、財産が多種多様であり、時価の評価が

必ずしも容易なことではなく、評価に関与する者次第で個人差があり

得るため、納税者間の公平の確保、納税者及び課税庁双方の便宜、経

費の節減等の観点から、評価に関する通達により全国一律の統一的な
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評価の方法を定めることを予定し、これにより財産の評価がされるこ

とを当然の前提とする趣旨であると解するのが相当である。そして、

同法 26 条の 2は、各国税局に土地評価審議会を置き、同審議会が土地

の評価に関する事項で国税局長から意見を求められたものについて調

査審議し、当該意見を踏まえて土地評価をすることによって土地評価

の一層の適正化を図るものである。同条も、多種多様であり時価の評

価が必ずしも容易なことではない土地評価につき、その意見を土地評

価審議会に委ねるものであり、同法の上記趣旨に沿う規定であると解

される。同法の上記趣旨を受けて、国税庁長官は財産評価基本通達を

定め、この通達に従って実際の評価が行われている。同法の上記趣旨

に鑑みれば、評価対象の不動産に適用される評価通達の定める評価方

法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するもので

あり、かつ、当該不動産の贈与税の課税価格がその評価方法に従って

決定された場合には、上記課税価格は、その評価方法によっては適正

な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り、

贈与時における当該不動産の客観的な交換価値としての適正な時価を

上回るものではないと推認するのが相当である（最高裁平成…25 年 7 月

12 日第二小法廷判決・民集 67 巻 6 号 1255 頁参照）。」（下線筆者）としている。

すなわち、この東京高裁判決は、従来の裁判例とは異なり、相続税法

自体が財産評価通達による統一的な評価を予定しているとし、固定資

産税の評価基準についての上記最高裁平成 25 年 7 月 12 日判決を参照

して、財産評価通達の価格が時価を上回るものでないと推認されると

したもので、裁判所が財産評価通達に控訴まではされないものの、こ

れを尊重すべきとしたものと考えられる。財産評価通達の内容や性質

だけではなく、相続税法がこのような通達を予定しているとして、こ

れを裁判所も尊重すべきとした点が画期的であり、注目される。
（
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第 5　結び

以上、比較法的研究に基づく我が国における租税法の解釈のあり方

を論じたが、我が国おいては、租税法の解釈のあり方についての議論

が停滞していると考えられる。これは、我が国では、学説で文理解釈

の立場が強いことが原因と考えられるが、裁判実務は、必ずしも文理

解釈で貫かれているのではなく、目的的解釈が採られている場合もあ

る。

学説の役割は、立法論における役割もあるが、解釈論における役割

としては、裁判実務に比較法的な視点を提供することと、さらにはよ

り合理的な解釈論を提供する役割もあると考える。そのような意味で

も、租税法の解釈のあり方についての議論をより活発に行うべきと考

える。

なお、van Brederode らによる第 2版では、租税条約の解釈のあり方

についての各国の考え方や取扱いも論じている。租税条約の解釈のあ

り方も重要な問題であるが、これは別の機会で論じることとしたい。

（ 1） 拙著『現代税制の現状と課題・租税回避否認規定編』（新日本法規、
平成 29 年 10 月）

（ 2） 拙著・前掲租税回避否認規定編 3頁
（ 3） 拙著・前掲租税回避否認規定編 13 ～ 20 頁
（ 4） Robert F.van Brederode & Richard Krever ed, “Legal Interpretation 
of Tax Law 2th ed.” （Wolters Kluwer, 2017）

（ 5） ラーレンツは、利益と制定法的価値評価尺度を区別すべきとしている
（同『法学方法論　第 6版』（米山隆訳）185 頁）
（ 6） Wolfgang Schön, “Interpretation of Tax Statutes in Germany”,in 
Klaus Vogel ed.Interpretation of Tax Law and Treaties and Transfer 
Pricing in Japan and Germany （Kluwer law International,1998） at 70

（ 7 ） Schön, supra.Interpretation of Tax Statutes in Germany at 71
（ 8 ） Klaus Tipke,Die Stuerrechtordnung （Cologne: Dr.Otto Schmidt 
Verlag 2nd ed,2012） at 50,55

（ 9 ） 24 June 2016 No.2116-545 QPC and No.2116-546 QPC
（10） 5 December 2014 No.2014-435 QPC
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（11） （1584） 76 ER 637
（12） Paritington v Attoney-General, （1869-1879） LR 4 HL 100
（13） Pryce v Momouthshire Vanal and Railway, （1879） 4 App Cas 197
（14） McGuckian v IRC,［1997］69TC 1
（15） UBS AG v CRC,［2016］ UKSC 13. 事案の詳細は、拙著・前掲租税回
避否認規定編 281 頁を参照されたい。

（16） Glen Loutzenhiser, “Tiley’s Revenue Law 8th ed.”,at 51
（17） Pepper v Hart ［1993］A.C.593
（18） Gitlitz v Commissioner,531 U.S.206（2001）。この事案の詳細は、拙
稿・前掲租税研究 2014 年 11 月号 276 頁以下を参照されたい。

（19） Brockamp v United States,519 U.S.347 
（20） US v Davis,397 US 301 （1970）
（21） Lynch v CIR,801 F.2d 1176 （9th Cir.1986）
（22） Albertson’s Inc v CIR,42 F3d.537 （9th Cir.1994）
（23） Ronald Dworkin,Law’s Empire,at 348
（24） BobJones University v.U.S.,461,U.S.574（1983）
（25） CIR v Engle,464 US 206（1984）
（26） Chisom v Roemer,501 US 380 （1991）
（27） Chevron U.S.A., Inc. vNational Resources Defense Council,467 US 
837（1984）。事案の詳細は、拙稿「厳格文言解釈主義（Textualism）と租
税条約の濫用」租税研究 2014 年 11 月号 279 頁以下を参照されたい。

（28） Skidmore v Swift & Co.,323 US 134 （1944）. 事案の詳細は、拙稿・前
掲租税研究 2014 年 11 月号 278 頁以下を参照されたい。

（29） United States v Mead Corp, 533 US 218 （2001）. 事案の詳細は、拙
稿・前掲租税研究 2014 年 11 月号 280 頁以下を参照されたい。

（30） Auer v Robbins,519 US 461 （1997）
（31） Bowles v Seminole Rock & Sand Co.,325 US 134
（32） Ruth Sullivan,Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes  
4th ed.（Markham: Buttleworths, 2002）

（33） Ruth Sullivan, the Construction of Statutes  4th ed. at 3
（34） Stubart Investments Ltd.v.R.,［1984］C.T.C.294。この事件の詳細は、
拙著『租税回避と濫用法理』（大蔵財務協会、平成 27 年）334 頁以下を参
照されたい。

（35） Canada Trustco Mortgage Co.v.R., ［2005］ SCC 54。事案の詳細は、
拙著・前掲租税回避否認規定編 241 頁以下を参照されたい。

（36） Shell Canada Ltd.v.R, ［1999］4 C.T.C.313
（37） Placer Dome Canada Ltd. v Ontario （MInister of Finance）,2006 SCC 
20,at para 23

（38） Luco Rnterprises Ltd. v Canada,2001 SCC 62,at para 39
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（39） Canada v Craig,2012,SCC 43
（40） Fundy Settelment v Canada,2012 SCC 14
（41） Envision Credit Union v Canada,2013 SCC 48
（42） Neil Brooks & Kim Brooks,“The Supreme Court’s 2012 Tax Cases: 
Formalism Trumps Pragmatism and Good Sense”,Supreme Court Law 
Review （2014） 64 SCLR （2d）,at 271

（43） Stewart v Canada 2002 SCC 46 at para 4
（44） Freisen v Canada,［1995］ 3 SCR 103
（45） Wiebe Door Services Ltd. v MNR,［1986］ 2 CTC 200
（46） Nowegijick v R ［1983］1 SCR 29 at para.28
（47） supra. Placer Dome Canada　Ltd. v Ontario,at para 40. これは、鉱山
税法 1条 1項が規定する鉱石のデリバティブに関する「hedging」の解釈
につき、それまでの行政解釈を変更して課税したのが適法かが争われた事
件であり、最高裁は、鉱山税法 1条 1項の解釈上、新しい行政解釈もあり
得るとして適法としたものである。

（48） 林修三『法令解釈の常識』（日本評論社、昭和 34 年）90 頁
（49） 金子宏『租税法第 23 版』（弘文堂、平成 31 年）123 頁
（50） Jinyan Li,Joanne Magee,J.Scott Wilkie,“Priciples of Canadian Tax law 
9th ed.” （Carswell,2017）,at 494

（51） saupra.Priciples of Canadian Tax law 9th ed.,at 495-496
（52） 拙著・前掲租税回避否認規定編 22 頁
（53） 拙稿「判批」自治研究 86 巻 4 号 148 ～ 149 頁。吉村典久「租税法に
おける類推─最判平成 19 年 1 月 23 日の分析─」公法の理論と体系思考
（木村弘之亮先生古希記念論文集編集委員会編、信山社、平成 29 年）51
頁も、本判決が拡張解釈の限界を超え類推解釈であるとしている。なお、
吉村教授は、本判決が安易に類推解釈をしたのには批判的ではあるが、法
の欠缺による補充という観点で検討すれば正当化されるとする（同 58 頁）。
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